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◎ 開 会

○中村幸一議長 これより平成21年６月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員43名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○中村幸一議長 会議録署名議員に、萩原耕三

議員、前屋敷恵美議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○中村幸一議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、中野廣明委員長。

○中野廣明議員〔登壇〕 御報告いたします。

去る６月５日に、閉会中の議会運営委員会を

開き、本日招集されました平成21年６月定例県

議会の会期日程等について協議いたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

合計14件、その内訳は、補正予算案１件、条例

９件、予算・条例以外２件、報告承認２件であ

ります。このほか６件の報告があります。ま

た、さらに補正予算案等５件が追加提案される

予定であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査をいたしました結果、会期

については、本日から６月30日までの19日間と

することに決定いたしました。会議日程は、お

手元に配付されております日程表のとおりであ

ります。

今期定例会は、６月17日から５日間の日程で

一般質問を行います。質問人数は合計20名以内

とし、質問順序は、15日の通告締め切り後に行

う抽せんにより決定いたします。質問時間は、

１人30分以内といたします。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。６月24日、25日の２

日間で各常任委員会を開催していただき、６

月30日の最終日に、付託された議案・請願の審

査結果報告を願います。

なお、議員から提案される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、議会運営に特段

の御協力をいただきますようお願いいたしま

す。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○中村幸一議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○中村幸一議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より６月30日まで

の19日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第12号まで並びに

報告第１号及び第２号上程

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より、議案第１号から第12号まで、並

びに報告第１号及び第２号の各号議案の送付を

平成21年６月12日(金)
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受けましたので、これらを一括上程いたしま

す。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成21年６

月定例県議会の開会に当たりまして、ただいま

提案いたしました議案の御説明に先立ち、１点

御報告をさせていただきます。

エコクリーンプラザみやざき問題についてで

あります。

宮崎県環境整備公社が本年３月から着手して

おります、エコクリーンプラザみやざき浸出水

調整池補強工事に要する費用負担につきまし

て、関係市町村とこれまで協議を重ねてきたと

ころでありますが、地域住民の皆様の安全・安

心な生活の確保を最優先に考え、県と関係市町

村が工事費用を折半して立てかえて、宮崎県環

境整備公社に対し貸し付けを行うことで合意い

たしました。

工事費用の最終的な負担割合につきまして

は、今後の法的な手続を経た上で、責任の所在

等も踏まえながら、宮崎県環境整備公社及び関

係市町村とともに、引き続き協議を行ってまい

りたいと考えております。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案であります。

今回は、経済・雇用緊急対策の実施に伴うも

の、その他必要とする経費について措置するこ

とといたしました。補正額は、一般会計59

億9,502万1,000円であります。この結果、一般

会計の歳入歳出予算規模は5,709億3,230万2,000

円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、公共事業関係につきましては、道路事

業に係る国庫支出金の交付決定に伴いまして、

補助公共事業で９億円余、地域活性化・生活対

策基金の活用により、県単独公共事業で11億円

余の追加補正を行うことといたしました。

その他、経済・雇用緊急対策として、地域活

性化・生活対策基金を活用するものが11事業

の14億円余、ふるさと雇用再生特別基金を活用

するものが５事業の２億円余など、合計７つの

基金を活用いたしまして、23事業、31億円余を

措置することといたしました。

さらに、先ほど御報告申し上げました、宮崎

県環境整備公社への貸付金６億8,000万円を措置

することといたしております。

以上、今回の補正予算の概要について御説明

申し上げましたが、これに要します一般会計の

歳入財源は、国庫支出金４億6,681万6,000円、

繰入金31億415万6,000円、諸収入６億8,011

万4,000円、県債17億1,380万円、その他3,013

万5,000円であります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

まず、議案第２号「宮崎県行政機関設置条例

の一部を改正する条例」は、平成22年４月１日

付の土木事務所再編に伴い、関係土木事務所及

び港湾事務所の名称及び所管区域を変更するた

めの条例の改正であります。

議案第６号「知事の退職手当の特例に関する

条例」は、私のマニフェストにおいて知事の退

職手当の見直しを掲げていること、及び厳しい

社会経済情勢下において県を挙げて行財政改革

に取り組んでいること等を考慮いたしまして、

私の今回の任期に係る退職手当の額を50％減額

平成21年６月12日(金)
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するための条例を制定するものであります。

議案第11号「市町の廃置分合について」は、

宮崎郡清武町を廃し、その区域を宮崎市に編入

することについて、地方自治法第７条第１項の

規定に基づき、議会の議決に付すものでありま

す。

このほか、議案第３号「宮崎県警察本部の内

部組織に関する条例の一部を改正する条例」外

７件でありますが、説明は省略させていただき

ます。

次に、報告第１号は、県税の増収及び地方交

付税の確定並びに退職手当の確定に伴う、平

成20年度宮崎県一般会計補正予算（第６号）の

専決報告であります。

補正額は10億3,343万9,000円で、歳出予算の

主な内容は、退職手当の減額７億9,476万円余、

県債管理基金への積立金14億4,517万円余であり

ます。この結果、平成20年度一般会計歳入歳出

予算の規模は、5,759億5,989万2,000円となりま

す。

報告第２号は、地方税法等の一部改正によ

り、目的税であった自動車取得税及び軽油引取

税が普通税となったこと等に伴い、所要の規定

の整備を行うための宮崎県税条例の一部を改正

する条例の専決報告であります。

これらの専決については、いずれも時間的制

約から専決を余儀なくされたものであります。

以上、今回提案しました議案の概要について

御説明いたしました。よろしく御審議のほどお

願いいたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす13日から16日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、17日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時11分散会
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午前 10時１分開議

出 席 議 員（43名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 次 長 加 藤 裕 彦

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第13号から第17号まで追加上程

○中村幸一議長 ただいまから本会議を開会い

たします。

ただいまの出席議員43名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第13号から第17

号までの送付を受けましたので、これらを日程

に追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の概要について御説明申し

上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

国におきましては、４月10日に決定された経

済危機対策を実施するための平成21年度補正予

算（第１号）が５月29日に成立したところであ

ります。本県といたしましては、国の対策に呼

応するとともに、今般取りまとめました新たな

経済・雇用対策の実施に伴う経費について措置

することといたしました。補正額は、一般会

計122億6,294万4,000円、公営企業会計６

億5,875万円であります。この結果、一般会計の

歳入歳出予算規模は5,831億9,524万6,000円とな

ります。以下、その主なものについて御説明申

し上げます。

まず、公共事業関係につきましては、道路事

業や河川事業を中心に、県単独公共事業で37億

円余の追加補正を行うことといたしました。

次に、福祉医療関係では、新型インフルエン

ザの発生に備え、感染防護具等の追加備蓄や抗

インフルエンザウイルス薬について計画を前倒

しして購入する経費を増額するとともに、県立

３病院における高度医療、救急医療及び周産期

医療体制の充実を図るための経費について措置

することといたしました。

また、農業関係では、ピーマン産地における

収量の向上、省力化、低コスト化等による生産

体制の再生を支援するための経費について措置

することといたしました。

その他、国からの交付金をもとに、２つの新

たな基金の造成に要する経費及び既存の基金へ

の積み立てに要する経費について措置すること

といたしております。

以上、今回の補正予算の概要について御説明

申し上げましたが、これに要します一般会計の

歳入財源は、国庫支出金55億7,479万8,000円、

繰入金66億2,266万3,000円、その他6,548

万3,000円であります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第16号は地域自殺対策緊急強化基金の設

置について、議案第17号は森林整備加速化・林

業再生基金の設置について、それぞれ地方自治

法の規定に基づき条例を制定するものでありま

す。

以上、今回提案しました議案の概要について

御説明いたしました。よろしく御審議のほどお

願いいたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

平成21年６月17日（水）
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○中村幸一議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。質問についての取り扱いは、

お手元に配付の一般質問時間割のとおり取り運

びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。開会日の本会議終了後、議長室で勤

続10年の表彰をいただきました。この10年間つ

つがなくやってこられましたのも、先輩・同僚

議員の皆さん、そして執行部の皆さん、応援い

ただいている多くの皆さん方のおかげだと思っ

ております。今後とも初心を忘れず一生懸命頑

張ってまいりたいと思います。

それでは、質問に入らせていただきます。

知事の政治姿勢についてお尋ねをいたしま

す。

退職手当を削減する条例が提案をされており

ます。なぜ50％の減額なのか、その根拠は何な

のか、いま一度知事にお尋ねをしたいと思いま

す。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 知事の退職

手当の見直しについてであります。知事の退職

手当につきましては、私のマニフェストにおい

て、県民の満足度をもとにした出来高制を導入

することとしており、私は、知事に就任して以

降、その実現に向けて検討を進めてまいりまし

たが、県民満足度を客観的に評価する基準など

厳しい課題があることから、今回、出来高制に

よる退職手当の見直しは見送ることとしたもの

であります。しかしながら、私のマニフェスト

におきまして、知事の退職手当の見直しを掲げ

ていること、また、現在の厳しい社会情勢、経

済情勢をかんがみ、県を挙げて行財政改革に取

り組んでいること等から、総合的に判断して、

今回の任期に係る退職手当の額を50％減額する

という結論に至ったところであります。今回の

条例提案につきましては、県民の皆様との約束

であります私のマニフェストについて、手法は

異なるものの、できるだけ早く形としてあらわ

したいという私の強い思いからの政治判断であ

ります。〔降壇〕

○満行潤一議員 50％という根拠が余りお聞き

できていないんですけれども、今おっしゃった

提案理由に、昨今の厳しい社会経済状況も挙げ

られておりますが、ゼロか100かという議論は知

事はされなかったのか。そもそも知事職に退職

金制度があるというのはなぜなのか。二元代表

制と言いながら我々議員にはありません。改革

派を自認されている知事でありますから、昨今

の経済状況を削減理由とされるのであれば、退

職手当制度自体の廃止、見直しというのを検討

されてもよろしいんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 50％という数字につ

いてでありますが、ゼロというのも、議員御指

摘のように検討させていただいたところであり

ますが、他府県との兼ね合い、そして現在の経

済・財政状況のことをかんがみ、総合的に判断

させていただいた数字でございます。退職金の

廃止という御指摘でございますが、そういった

議論もこれから沸騰していくのではないかと考

えております。現時点のところ、私は、周りと

のバランス、他府県との兼ね合い等も考え、50

％という数字を自分で判断したところでありま

す。

○満行潤一議員 私、きょう最初ですので、ほ

かの方々もこのことについては質問があるだろ

平成21年６月17日（水）
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うと思いますので、このことについてはもうこ

こで終わっておきたいと思います。

次に、危機管理についてお伺いをしたいと思

います。ガソリンまき男が出現をしました。県

庁舎の望ましい警備とはどうあるべきかという

ことを考えさせられる事件でした。５月22日、

県庁知事室近くの廊下で宮崎市内の男性がガソ

リンをまきました。男はその場で県職員に取り

押さえられ、威力業務妨害の疑いで逮捕されま

した。県庁本館内にガソリン臭が立ち込め、観

光客、県職員にはけがはなかったというふうに

報じられております。

今回逮捕された男性は、ガソリン５リットル

が入る縦25センチ横40センチの金属製の容器を

持って県庁に入ったということになるわけです

けれども、警備員はだれもそのことに気づかな

かったのか、疑問が残るところです。本館入り

口から入れば必ず守衛がいますが、入り口はほ

かにもあるわけで、県職員や出入り業者が利用

する通用口もあります。すべての入館者を

チェックすることは困難なんですけれども、今

回の事件を受けて、観光地宮崎県庁へのイメー

ジダウンにならないように、警備の体制を見直

す必要があると考えます。新たに防犯カメラを

２台増設しましたが、抑止力には限界がありま

す。県庁はいつも多くの観光客でにぎわってい

ます。県庁見学は観光ツアーのコースに組み込

まれ、県職員の案内で県庁舎内を自由に見学す

ることができます。これは数年前には考えられ

なかった光景なわけですけれども、しかし、庁

舎管理を考えると、観光客の通るコースをつく

るとか、庁舎内すべてを開放しなくてもよいの

ではないかと考えます。

県庁の前庭で全裸になり写真に撮って、公然

わいせつの疑いで男女３人が昨年１月に逮捕さ

れたとき、知事は警備体制の見直しをしたとい

うふうに報道もありました。今回の事件を受け

て、県庁舎の望ましい警備とはどうあるべき

か、知事の認識をお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、先日のガソリンをまかれた事件で、第一発

見者の県職員が迅速に対応していただいたこと

により、観光客等や来庁者の方々に、あるいは

施設への被害も大きくなく、大事には至らな

かったところであります。県といたしまして

は、この事件を受けまして、庁舎の警備体制の

再点検を行っておりまして、早速、御案内のよ

うに、本館２階知事室付近の警備員の常駐や防

犯カメラの設置、本庁舎への巡回警備の強化な

どを実施しているところであります。県庁舎内

の警備体制については、県庁内の開かれた県庁

としてだれでも自由に出入りできることや、必

要以上の警備とならないことを基本に、来庁者

や職員等の安全確保や事件の未然防止など、万

全を期していきたいと考えております。

○満行潤一議員 多くの方々が出入りする県庁

舎でもありますし、あの有名な東国原知事もお

られるところですから、目立ちたい人が知事を

襲うと。売名行為、確信犯というのも非常に危

惧されますので、ぜひ警備体制の充実について

は御検討いただきたいと思っています。

次に、国との役割分担についてお尋ねをした

いと思います。

まず、二重行政についてお尋ねをします。道

路管理、港湾管理など国と地方でそれぞれ管理

しているものが幾つかあります。今回、道路の

維持管理を例にとって調べてみました。本県の

道路管理、本県は国道10路線、県道197路線を維

持管理しているようですが、2,924キロに及びま

す。従事する県庁の現場職員は85人、１人当た
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り30.8キロとなります。同じように、国道事務

所では18人で273キロ、１人当たり15.2キロメー

トルになります。２倍の開きがあると。さら

に、管理部門の人員は、本県が10人、国道事務

所が20人となっています。一概に比較できない

でしょうけれども、圧倒的に本県のほうが少な

い人員で維持管理をしている。効率性からいっ

ても、分権の趣旨からいっても、国と地方の二

重行政を廃止して、自治体への人と財源の移管

が急がれると思いますが、知事の見解をお願い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 道路や河川などの管

理につきましては、御案内のように、道路法、

河川法などの規定に基づきまして、全国的な

ネットワークを形成する幹線道路や都道府県を

またがる河川などは国が管理し、それ以外は都

道府県が行うこととなっております。しかしな

がら、国、地方ともに厳しい財政状況の中で、

より簡単で効率的な行財政運営が強く求められ

ておりまして、道路や河川などの管理を含めま

して、地域の実情に応じた効果的な社会資本の

整備を行う必要があると考えております。この

ためには、国と地方の役割分担を明確にし、補

完性、近接性の原理に従い、ニア・イズ・ベタ

ーの観点を踏まえながら、地方への権限、財

源、人材を移譲した上で、将来的には、地方が

担うべき事業については地方への移管を進める

べきだと考えております。

○満行潤一議員 次に、直轄事業負担金につい

てです。普通会計ベースで全国の自治体におけ

る直轄事業負担金の合計額は、平成20年度の見

込みで１兆920億円です。これには工事費用だけ

でなく、国道事務所の建てかえ、国土交通省職

員の人件費なども含まれているということです

が、直轄事業負担金の明細は後づけではないの

かと私は考えています。本来、直轄事業負担金

に明細はなかったんだろうと思うんですけれど

も。

直轄工事については、その実施箇所や内容、

規模等について事前に地元都道府県や市町村と

話し合う制度がありません。事前協議制度がな

いということです。したがって、地元住民が優

先的に工事を求める工事に適切な予算が投下さ

れているか疑問があります。地方自治体は、国

から直轄工事の出来高に応じて納入通知書が一

方的に送りつけられ、その金額を機械的に支出

しなきゃならない仕組みとなっています。これ

まで多くの直轄事業が経済対策の一環として補

正予算として行われたため、本県もそうです

が、都道府県の財政運営にも大きな、深刻な影

響を与えています。

直轄事業と言いながら、地元の負担率が高い

ことも問題だと思います。補助事業は、地方自

治体がその事業の必要性を十分に検討し、地元

住民との理解を得て行う事業です。厳しい財政

の中で難しいやりくりをしながら、国と協議を

重ねて実施されます。しかし、その補助率は多

くて３分の１程度です。反面、国の一方的な事

情で行われる直轄工事の負担金が５割近くに

なっているものもあり、どうしても納得ができ

ません。道路法や河川法など各事業に関連する

法律では、道路の場合、道路法第50条で、国道

の新設や改築の費用は都道府県が３分の１、維

持・修繕などは45％負担するなどとなっていま

す。今まで詳しい内訳や金額を計算する根拠が

示されず、県も詳しい説明を求めてきませんで

した。私たち議会も、国との信頼関係の上に立

ち、ブラックボックス化というべきか、今日ま

で問題意識を持っていなかったのも事実です。

４月に全国知事会と国側が初めて意見交換を
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し、知事会側から、負担金の額の大きさ、内容

の不透明さに対して批判が相次いでいます。知

事会は、内訳を示す情報開示の徹底や直轄事業

の縮小と将来の廃止などを求めています。直轄

事業負担金のあり方について、知事の見解を求

めます。

○知事（東国原英夫君） 直轄事業負担金につ

きましては、全国知事会と国において、見直し

の論議が急ピッチで進められておるところであ

りますが、その中では、負担金の対象範囲や基

準の見直し、国と地方が対等な立場に立ち、地

方の意見が十分反映できる仕組みづくり、本来

国が負担すべき維持管理費の負担金廃止などが

緊急の課題となっておるところであります。そ

もそも私は、地方分権を推進するためには、国

と地方の役割を明確にし、権限や財源を地方に

移譲した上で、地方が担うべき事業は地方に移

管することを着実に進めるべきだと考えており

ます。このため、直轄事業負担金制度そのもの

についても抜本的な見直しが必要だと考えてお

りますが、見直しに当たっては、本県のように

インフラ整備がおくれている地域への配慮が

しっかりとなされるべきだと考えております。

○満行潤一議員 確かに、最後、知事がおっ

しゃった視点というのは大事だと思いますね。

一律にどうこうとなると、やはりおくれている

地方は心配をしますので、そこのところはしっ

かり担保しながら、この抜本的見直しというの

が必要なんじゃないかなと考えています。

そこで、一つ問題になるのが市町村負担金の

あり方です。国に直轄事業負担金のあり方を問

うのであれば、県が市町村に求める負担金制度

の見直しも俎上に上がってしまう。市町村負担

金の20年度の実績はどのくらいになるのか、担

当部長、お願いします。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度の建設

事業に係ります市町村の負担金額は、総額で20

億1,594万7,000円となっているところでござい

ます。

○満行潤一議員 20億ですね、県が市町村に求

める負担金制度のあり方も今後の課題だと思い

ますが、知事はどのようにお考えなのかお尋ね

します。

○知事（東国原英夫君） 県が実施する公共事

業等につきましては、受益者負担の観点から、

一部の事業に限り市町村負担金を徴収しており

ますが、この負担金は、法律等に基づきまし

て、原則として年度ごとに地元市町村の同意を

得た上で、県議会の議決をいただき、徴収して

いるものであります。市町村負担金につきまし

ては、今回の国の直轄事業負担金に係る議論も

ございますので、対象事業の内容について説明

責任を果たしていくため、市町村への十分な情

報提供や意見交換に努めてまいりたいと考えて

おります。なお、維持補修費につきましては、

県が管理する施設ではすべて県が負担しており

ますので、国の直轄負担金とは異なり、市町村

負担金は徴収していないところであります。

○満行潤一議員 道路の維持管理について一つ

お願いしますが、道路瑕疵件数、これは、損害

賠償額を定めた件数というのが毎議会ごとに提

出されますが、毎年20件前後、議会に報告が上

がっています。これは、しっかりした道路の維

持管理が行われているのかという疑問がわくわ

けです。分権でよこせよこせとは言いながら、

国から本当に引き継いで大丈夫なのかなという

ところもありますが、担当部長、いかがでしょ

うか。

○県土整備部長（山田康夫君） 道路の管理に

つきましては、職員による計画的な道路パトロ
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ールの実施や、民間委託による道路巡視を行う

など、常に道路の異状箇所の早期発見と事故防

止措置の実施に努めておりまして、管理瑕疵事

故の縮減に取り組んでいるところであります。

国から道路の移管を受ける場合がありまして

も、道路交通の安全を確保するということが道

路管理上最も重要なことでありまして、道路の

適正な維持管理を徹底していく必要があると考

えております。また、言うまでもなく、そう

いった道路管理を引き継ぐ際には、当然、財源

措置等が十分講じられることが前提となるもの

と考えております。以上でございます。

○満行潤一議員 次に、地域医療についてお伺

いします。

今回、県立病院高度医療・周産期医療対策事

業として補正予算６億円が計上されました。県

医師会、都城市郡医師会とも意見交換を、私た

ち社民党県議団は行っているんですけれども、

その中で、都城市郡医師会病院の要望が幾つか

上がっております。都城市郡医師会病院は、昭

和60年７月に高次医療と救急医療の充実等を目

的に、市郡医師会と広域行政の共同事業の中核

医療施設として、都城救急医療センター、都城

健康サービスセンターとともに開設をされてい

ます。ことしで25年目を迎え、これまでの実績

から、地域住民からも絶大な信頼を寄せられて

おります。地方都市における医師不足が深刻さ

を増す中で、その期待はますます高まっている

と思います。また、現在、都城市において進め

られているサブシティ構想においては、健康・

医療ゾーンということで、近い将来、施設の新

築移転構想も進められており、今後の発展が望

まれております。厳しい経営の中、医師確保に

も努力いただいております。一極集中する夜間

の小児救急の対応でも大変な御苦労をいただい

ているという話をお聞きしています。また、要

望として、自治医科大の医師を県だけに配置す

るのではなくて、市郡医師会とかにも配置して

ほしい、そういう意見も出されておりました。

意見交換の中で出された県への強い要望の一

つが、高額医療機器、大型放射線機器等の更新

に伴う助成が欲しいということです。今年度ア

ンギオ、23年度にはＭＲＩ、そしてＣＴ、ＲＩ

など１億円を超える高額な検査機器の更新時期

が毎年毎年やってくると。しかし、思うように

更新できないという現状を強く訴えられており

ます。このことは、私も過去に何度か質問をさ

せていただいていますが、今回、県立３病院の

補正予算が計上されています。病院局は予算を

しっかり確保されました。福祉保健部は、地域

医療を担っている都城市郡医師会病院とか小林

市民病院の関係予算の確保について努力をされ

ていらっしゃるのか、そこのところをお聞きし

たいわけです。都城市郡医師会病院は移転計画

が、また小林市民病院は改築が進行中です。福

祉保健部長、地域の中核病院の整備充実の支援

はどうなっているのか、お尋ねいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） ２次救急医

療や災害医療を担う地域の中核病院の機器整備

事業に対する支援につきましては、例年、厚生

労働省の補助事業を活用しております。今年度

も県内の関係医療機関から要望をとりまして当

初予算に計上しております。なお、平成21年度

の国の補正予算には、医療対策に焦点を当てた

交付金が措置されておりますので、その活用に

ついて今後検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○満行潤一議員 ちょっと、いまいちよくわか

らないんですけど、国の平成20年度２次補正、

今回の経済危機対策臨時交付金で、県病院の補
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正予算６億円とか、新型インフルエンザの防護

服、タミフルの備蓄など行われているんですけ

れども、今回の国の補正予算を、今ちょっと

おっしゃいましたけど、地域の中核病院の設備

の整備とか、そういうのには利用できないんで

しょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） ただいま申

し上げましたとおり、今年度につきましては、

県内の関係機関から要望をとりまして当初予算

に計上しておりましたので、地域活性化・経済

危機臨時交付金の活用は予定しておりません。

先ほども言いましたように、なお、平成21年度

の国の補正予算には医療対策に焦点を当てた交

付金が措置されておりますので、その活用につ

いて今後検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○満行潤一議員 県は県立病院６億円、あと、

市町村立とか地域で一生懸命頑張っているとこ

ろも、ぜひ県の支援というのを引き続きお願い

したいと思います。

次に、難病団体連絡協議会から県議会の各会

派に要請においでになりました。多くの種類の

難病を抱える皆さんから、意見交換をして、ま

た要望もお聞きしました。多くの要望が寄せら

れております。幾つかあるんですけれども、

きょうここでは１つお願いをしたいんですけれ

ども、進行性骨化性線維異形成症、アレルギー

性肉芽腫性血管炎、線維筋痛症、シェーグレン

症候群、この４つの疾患について特定疾患の指

定ができないのか、県の単独で指定をしてほし

いと。また、国に対して特定疾患治療研究事業

の追加指定に要望をいただけないかという内容

なんですけれども、このことについて担当部

長、お願いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、線維

筋痛症につきましては、今のところ明確な診断

基準や特効薬がないことから、国の責任におい

て、早急に診断、治療の確立を行うことが必要

かと考えております。残る３疾患につきまして

は、現在、国において治療法の研究が行われて

いるところでありまして、県といたしまして

は、診療技術が一応確立したとして、国の特定

疾患治療研究事業で認定された45の疾患につき

まして医療費の給付を行っているところですけ

れども、これらの４疾患につきましても、国の

追加認定の動向を見守ってまいりたいと考えて

おります。また、国に対しましては、全国衛生

部長会におきまして、特定疾患治療研究事業の

対象疾患を拡大するように要望しているところ

でございます。以上でございます。

○満行潤一議員 本当に大変な御苦労をされて

いるわけですよね。進行性骨化性線維異形成症

というのは、県内では患者はお１人と。今おっ

しゃったように、鎮痛剤服用程度しか治療方法

が今ないということですし、線維筋痛症は県内

には専門医がいないと。鹿児島や福岡に通って

診断を受けているとか、そういうお話でもあり

ました。ほかの一部の都道府県では、一部の助

成というのも行われておりますので、ぜひ県単

独の支援というのを検討いただきたいなと考え

ております。

あと、国民皆保険制度についてお尋ねをした

いと思います。「いつでも、どこでも、だれで

も」、これがスローガンとなっていますが、国

民皆保険制度、これは世界に誇るべき日本のす

ばらしい制度なんですけれども、この国民皆保

険制度が崩れつつある。私は危機感を持ってい

ます。この前、毎日新聞の全国調査が載ってい

ました。この全国調査で判明した国保保険料の

地域格差は最大3.6倍に上ると。国費投入を削減
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しながら自治体には財政健全化を迫ってきた。

この国の政策の結果だと思いますが、高額な保

険料が、「無保険の子」問題を初めとして、低

所得者層を医療から遠ざけ、半世紀に及ぶ国民

皆保険制度が機能不全を起こしているというふ

うに考えます。７割の国保組合が赤字という国

保財政の逼迫の背景、これは国保加入者の構造

変化が一番大きいだろうと思います。職業別の

加入世帯を見ると、20年前に比べて無職者が54

％、これは20年前の倍になっています。反対に

自営業者は14.5％、20年前の半分に落ち込む。

そういう構図ですから、当然、国保会計は厳し

いわけです。リストラによる失業者とか年金生

活者、そういう生活的に弱い方々が増加をし

て、この国保がどうにか福祉の根幹を支えてい

る。これが現状じゃないのかなと考えていま

す。

国は、84年に国保への国庫補助削減を始めま

した。2000年には保険料に介護保険分を上乗せ

しています。しかし、保険料がどんどん上昇す

ることによって滞納がふえる。そういう悪循環

を招いています。2008年度には滞納世帯は何

と20％を突破しているということであります。

国保の運営改善を目的に、75歳以上を別枠に移

す後期高齢者医療制度を創設するんですけれど

も、財政難から45％の自治体が保険料の値上げ

に動くと。これはこのままでいくと、とどまる

ことを知らない保険料の増額です。一部の世帯

では所得の４分の１に及ぶ高額な保険料とな

る。これは、昨今の経済状態で払いたくても払

えない世帯が急増している、そういう状況にあ

ります。

毎日新聞の調査では、保険料を高額設定せざ

るを得なかった自治体から、国に対する批判も

多かったと伝えています。国費投入拡大など抜

本的対策を示さない限り、早晩、国保制度の破

綻は避けられないと考えます。我が国の国民皆

保険制度の評価と課題について、知事の認識を

お聞きします。

○知事（東国原英夫君） 我が国は、国民皆保

険制度のもと、だれもが安心して医療を受ける

ことができる医療制度を実現し、世界最長の平

均寿命や高い保健医療水準を達成しているとこ

ろであります。しかしながら、急速な少子高齢

化など大きな環境変化に直面しており、この国

民皆保険制度を維持し、将来にわたり持続可能

なものとするためには、国におきまして、医療

制度改革に取り組み、さまざまな関係法令の改

正が行われ、既に実施されているところであり

ます。県といたしましては、今後とも国民皆保

険制度を維持できるよう、国の動きを注意深く

見守っていく必要があると考えております。

○満行潤一議員 国の動きを注意深く見守って

も、これはもうなかなか大変なんですよ、現場

は本当に。特に本県みたいな経済状況の著しく

悪い地方では、本当に病院に行けない、そうい

う方が日に日にふえております。ぜひ国に対し

て強く、この国民皆保険、国保制度の維持とい

うのを、もっともっと国税投入を訴えていただ

きたいと思っております。

情報技術・情報発信についてお尋ねをしま

す。ちょっとマニアックな中身でわかりづらい

かもしれませんが、おつき合いいただきたいと

思います。

オープンソースソフトウエアという概念で経

費節減を行える、そういう提案であります。オ

ープンソースというのは、ソフトウエアの著作

者の権利を守りながらソースコードを公開する

ことを可能にするライセンス、それを示す概念

なんですが、日本語では、ソースコードが無償
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で公開されているということで、オープンソー

スという表現が使われています。要は、その著

作権は保持するけれども、無償で提供します

と、無料で使えますよという話です。現在で

は、コンピューター業界ではなくてさまざまな

分野で、非営利の組織とか営利企業、国、自治

体、行政機関、かなり普及が進んでいます。世

界の多くの国において、多種多様の分野で開発

が行われ、また無償で提供をされ、普及が進ん

でいます。

オープンソースソフトウエアの一つに、オペ

レーティングシステム（ＯＳ）、リナックスと

いうのがあります。ウィンドウズは有償です

が、このリナックスは無償なんです。パーソナ

ルコンピューターに限らず、携帯電話のような

システムにも使われていますし、スーパーコン

ピューターにもこのリナックスというのが使わ

れて、本当に幅広く今応用されています。最近

ではOpenOffice.org、これはマイクロソフトの

有償ソフト、ＭＳ（マイクロソフトオフィス）

というのがありますが、これは有償ですけれど

も、それに劣らないフリーソフトウエア、無料

のソフトが出ています。ウィンドウズと比べて

も操作性も遜色ないリナックスディストリビュ

ーションの登場。これは私も使っていますけれ

ども、全く問題なく使えています。もっと特徴

は、最新版のウィンドウズの動作がしない、古

い型のパソコンでも動作が軽いということで使

える。こういうこともあって、官公庁とか自治

体などで導入を検討する動きも広がっているん

ですけれども、海外では公的な機関が相次いで

リナックスの導入推奨を決めています。

そういう意味では、世界的にこのリナックス

というのがかなり普及するというのはもう確実

化されていると感じているんですけれども、

翻って県庁を見てみますと、今１人１台のパソ

コンです。一太郎とかエクセルとかと県庁の方

は使っていらっしゃるんですが、しかし、その

使っている中身は、インターネットの閲覧、メ

ール、さっき言った一太郎、エクセル、ワー

ド、あとＰＤＦの閲覧、大方このぐらいの範囲

でしかお使いでないと思うんですよね。という

ことは、無償のリナックスでも十分使えるとい

うことなんです。リナックスというのは、使っ

たことがない人ばかりだと思うんですけれど

も、これはなれるしかないと思うんですよね。

これはそういうソフトだと、今のウィンドウズ

になれた人にはちょっと抵抗があるかもしれま

せんけれども、要は使いなれるしかないと思う

んですが、全国には幾つか自治体の例もありま

す。情報系のシステムの端末をすべてリナック

スにして、マイクロソフトオフィスのかわりに

オープンオフィスを導入したり、かなりの冒険

をしている栃木県の二宮町の事例とか、会津若

松市はオープンオフィスの導入に踏み切ったと

かいう話を聞きますと、少しずつ自治体も変

わってきたなという気がします。これの活用に

よって大幅な経費削減が可能ではないかと考え

るんですが、検討の余地はないのか、担当部

長、お伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） オープンソー

スソフトウエアの導入につきましては、御質問

にありましたように、経費削減対策の有効な手

段の一つとして認識しておりまして、既にサー

バー用につきましては一部導入をしておるとこ

ろであります。しかしながら、全庁的に使用し

ておりますパソコン用の文書ソフトとか表計算

ソフトなどにつきましては、保守管理面での信

頼性あるいはデータの互換性などに課題がござ

いまして、現時点では導入していないところで
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あります。また、国や他県の都道府県レベルに

おきましても、標準ソフトとして導入している

例はないというふうに聞いておりますが、そう

いった経費節減効果等もございますので、各県

の動向等も踏まえながら、慎重に検討してまい

りたいと思っております。

○満行潤一議員 新しいものをやろうとする

と、いろいろと課題はあると思うんですけれど

も、ただ、そんなに難しいことではないんです

ね。一番私が訴えるのは、今、５年でリースを

されて、機械的にされているんですけれども、

データの互換性と部長はおっしゃるんですけれ

ども、新しいパソコンに今オフィス2007が入っ

ているんですけど、互換性ないんですよ。配ら

れた新しいパソコンにはオフィス2007―でつ

くると、今までのオフィス2000と互換性がなく

てばたばたしていたり。オフィス2007はプロ

フェッショナルなので、使わないであろうアク

セスとかパワーポイントとか入っているんで

す。無駄じゃないのかなと、こう思ったりもし

ます。

話を戻しますが、５年でリースは今切れるん

です。新しい分になるんですが、全職員を５年

リースでする必要があるのかと。その理由がよ

くわからないんですね。リース契約を買い取り

に変更する。皆さんも一緒でしょうけれども、

パソコンを５年でかえる人はいないですね。普

通はパソコンは壊れるまで使えるんですよ。何

もオフィス2007とかいう最新のソフトウエアを

使う必要もないと考えているんですけど、いか

がでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） パソコンの調

達に当たりましては、モデルチェンジでありま

すとか、新たなソフトウエアの開発動向などを

調査いたしまして、毎年度導入方式、例えば購

入するのがいいのか、リースするのがいいか、

またはリースの延長がいいのか、その辺と、ま

た、リースする場合においては、その期間等を

どうするか等を総合的に判断して行っていると

ころでございます。リース期間の延長につきま

して、経費削減には有効でありますけれども、

一方では故障が増加したりとか、故障した場合

に部品調達等の問題等も懸念されますので、円

滑な業務の推進とか効率性などを総合的に勘案

しながら、引き続き検討してまいりたいという

ふうに思っております。

○満行潤一議員 まさに機械的な５年リースと

いうのを僕は考えてほしいと思うんですね。全

員を古いパソコンでいいよと言っているんじゃ

なくて、今グループ制で各グループが仕事をさ

れていますんで、そのグループごとに、１つは

最新のパソコン、あとは壊れるまで使う。それ

はできるんじゃないかなと思います。

あと、違法コピーの対策というのでお願いし

ます。石川県庁が、写真加工とかプレゼンテー

ション用のパソコンソフト550本を不正コピー

し、公務に使っていたことが発覚して、各企

業、団体に対して約4,000万円で和解交渉を進め

ているということが新聞報道されています。著

作権保護団体から指摘を受けて県が調査をした

ところ、1,000台を超えるパソコンで不正利用さ

れていた。これは組織的な犯罪と言えると思う

んですけれども、このニュースに対して、ネッ

ト上でいろいろ意見が出ているわけですね。賠

償金は県民の血税から払うのか、公費で賄われ

ることを問題視する意見が多数占めていて、民

間なら会社存続の危機だという、認識の甘さに

怒る声も寄せられていました。著作権の認識の

甘さから生まれた事件だとは思うんですけど、

本県はこの違法コピー対策というのは大丈夫な
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のか、お尋ねします。

○県民政策部長（高山幹男君） 県庁で使用し

ておりますパソコン用のソフトにつきまして

は、すべての台数分のライセンスを購入するこ

とによりまして、違法コピーが発生しないよう

にいたしております。また、県の情報セキュリ

ティポリシーにおきまして、違法コピーを禁止

しておりますほか、情報セキュリティ監査を

行っておりまして、各職員のインストールソフ

トのチェックを行うなど、指導徹底に努めてい

るところであります。

○満行潤一議員 おっしゃるとおりなら安心を

しますが、よろしくお願いしたいと思います。

最後に、ユーチューブ利用によるＰＲについ

てお尋ねをしたいと思います。ユーチューブと

いうのは、知っている人は知っていると思うん

ですけれども、世界中で物すごくヒットしてい

ます。一月にユーチューブ、世界中で４億人、

日本でも2,300万人が見ていると言われていま

す。観光ＰＲとか行政情報の動画を公開する自

治体が最近ふえています。函館市をぜひ見てほ

しいんですけど、ユニークな動画があります。

五稜郭などの観光地の映像を取り入れて、函館

が宇宙人の攻撃を受けるという設定で、これは

昨年11月から今日まで21万回以上視聴されてい

ると。世界各地から、「すばらしい、次の旅行

先に決めた」という書き込みも寄せられている

ということです。大阪府は、ことし２月からユ

ーチューブ上に、公式チャンネル「大阪府ムー

ビーニュース」というのを開設をしていると。

その担当者は、府の情報が届きにくい若者にも

見てほしいと期待をしているということであり

ます。このように、ユーチューブは、安価で情

報発信できるツールだと思いますが、知事の見

解をお聞きします。

○知事（東国原英夫君） インターネットを活

用した県政情報の発信につきましては、この６

月から、無料のブログ情報サービスを活用させ

ていただきまして、県民の皆様に県庁の業務を

わかりやすく紹介する「宮崎県庁職員日記」を

県ホームページ内に開設したところでありま

す。御質問のユーチューブでございますが、無

料の動画情報サービスにつきましては、私も以

前から有力な広報手段であることを認識してお

ります。今、担当部局に活用について指示をさ

せていただいているところでございます。

○満行潤一議員 ぜひいろんな手段を使って県

の情報発信、知事がいらっしゃるわけですか

ら、今一番いい機会だろうと思います。ぜひ御

活用を検討いただきたいと思います。

以上、予定しました質問を終わりましたの

で、終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。

○中村幸一議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。通告に従い、一般質問を行います。

まず最初に、新田原基地問題に関して知事の

御見解を伺いたいと思います。

在日米軍再編に伴う日米共同訓練は、沖縄の

負担軽減を理由に訓練移転が始まり、新田原基

地では既に2007年以降４回の訓練が行われてき

ました。この訓練は、米空軍嘉手納基地及び米

空軍岩国基地所属の米軍機を新田原基地に移転

して実施をされています。ところが、実際は、

訓練を移転したはずの嘉手納や岩国の負担は軽

減されておらず、逆に騒音回数はふえているこ

とが政府自身の騒音調査で明らかになり、沖縄

の負担軽減は全くの偽り、日米共同訓練のさら

なる強化にほかならないことが明らかになりま
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した。この実態に対する知事の認識をお伺い

し、後は質問者席から続けさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

在日米軍再編は、我が国の平和と安全保障に

関することであり、国において適切に対処され

るものと認識しておりますが、嘉手納飛行場周

辺の騒音が訓練移転後も軽減されていないとの

一部報道があることは承知いたしております。

これは、これまで実施された移転訓練のほとん

どが比較的規模の小さな訓練で短期間であった

ことなども影響していると考えられますので、

今後、全国的に移転訓練が実施されれば、嘉手

納飛行場周辺の負担軽減につながるものと予想

されます。以上です。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 この移転訓練で、地元新富

町の騒音負担と事故への危険度はさらに増し

て、町民は耐えがたい生活を今強いられていま

す。実際、沖縄の負担軽減などという理由は口

実であったことが今明らかになりました。これ

は、国会の中でも政府答弁で明らかになったこ

とです。実際、沖縄の仲井眞知事も、この訓練

移転の期間中、さらに沖縄での騒音が激しく

なったという事実をもって記者会見で厳しく批

判をして、国にその是正を求めているという状

況でもあります。私は、二重に国民を愚弄する

もので、まさに許しがたいことだというふうに

思っています。根拠も崩れたわけですから、こ

の日米共同訓練は直ちに中止をすることが当然

ではないかというふうに思います。

この問題とあわせて、新田原基地の施設整備

問題について伺いたいと思います。新田原基地

で行う米軍のタイプⅡと言われる大規模訓練に

向けて、基地の整備が計画をされております。

この６月からその工事が始まるということも言

われております。現滑走路のかさ上げ工事、駐

機場の改修、米軍人200名規模の宿泊施設、さら

には管制塔の新設などです。総額91億円もの巨

額が投入をされるということになっています。

この莫大な費用もさることながら、この計画に

伴い、滑走路の改修期間中、訓練を継続できる

ように仮滑走路を新設することになっていま

す。幅45メートル、全長3,200メートルの滑走路

で、事実上、滑走路が２本できるという状況に

なろうとしています。また、新田原基地は高台

に位置しているために、地元住民からは、雨水

の流出が増加することにより被害の拡大が懸念

をされています。本来、環境影響評価法で

は、2,500メートル以上の滑走路の新設や設置に

ついては、環境影響評価実施の対象になってい

るところです。当然、環境アセスメントの実施

は必要と考えますが、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） 仮滑走路の整備につ

きましては、いわゆるアセス法を所管する環境

省に確認したところ、本滑走路の改修工事期間

中に一時的に航空機が離着陸できる仮設の滑走

路を、現在の着陸帯の中に整備するものであり

まして、アセス法の対象にはならない、当たら

ないとのことでありました。このようなことか

ら、私から特に見解を述べる立場にはないと考

えておりますが、工事に当たりましては、地元

住民に工事内容を十分に説明し、地元自治体の

意見を取り入れながら、周辺地域の環境に十分

配慮して実施するよう、国に機会あるごとに申

し入れを行っているところであります。

○前屋敷恵美議員 今、知事がおっしゃられた

ように、政府としては、環境アセスをやること

の計画がないというふうに言っております。し

かし、現状からして大変私はそぐわないことだ
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というふうに思います。仮という名前がついて

も、2,700メートルの滑走路にオーバーランを含

めて3,200メートルになります。本滑走路の改修

が終了するまでは、この滑走路を使って訓練が

実施されることになります。しかも、現段階で

は、この滑走路はこのまま残すというのが政府

の方針でもあります。そうなれば、より環境に

与える影響は大きくなって、政府の環境アセス

を実施しない根拠は、私は成り立たないという

ふうに思うんです。環境アセスを必要とするの

は地域住民の暮らしそのものですから、「仮」

ということがついただけで環境アセスをやらな

いということにはならないというふうに思いま

す。住民の安全にも配慮しない政府のやり方

は、私は無責任きわまりないものだというふう

に思いますが、改めて環境アセスの必要性につ

いて知事の見解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 何度も申し上げます

が、私から特に見解を述べる立場にはないと考

えております。重複しますが、工事に当たりま

しては、地元住民に工事内容を説明し、地元自

治体の意見を十分取り入れながら、周辺地域の

環境に十分配慮して実施するよう、国に機会あ

るごとに申し入れを行っていきたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 地元住民の意思を尊重した

いということでありますけれども、地元住民の

皆さん方は、この環境問題に大変懸念をされて

おられるわけです。ですから、私は、最低でも

この環境アセスをやることは必要であるという

ふうに思いますし、また、沖縄の負担軽減とい

う根拠も崩れてしまったわけですから、演習そ

のものの中止、そうなれば、この基地の整備そ

のものも中止をするのが当然だというふうに思

います。莫大な費用はすべて国民の税金から賄

われるわけです。今、経済・雇用危機の深刻な

状況の中で窮地に立たされている国民の暮ら

し、福祉、医療、教育、こういったところにこ

そ県民の税金は使われてしかるべきだというふ

うに思います。ましてや、県民がこれほどない

がしろにされていいはずはありません。訓練移

転の中止、そして、新たな基地整備の中止に向

けた知事の明確な答弁、御見解を改めていただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 基地の改修工事等々

におきましては、住民の安全・安心、そして環

境等に十分配慮していただくように、国にも申

し入れていきたいと思っております。

○前屋敷恵美議員 本当に県民の立場に立つ県

政、行政であるならば、国に対してもはっきり

住民の立場で、安心・安全を担保するように進

言するのが私は筋だというふうに思いますの

で、今後の知事の行動に期待をするものであり

ます。よろしくお願いいたします。

では、次に移ります。次は、経済・雇用危機

の問題について伺いたいと思います。

景気悪化で有効求人倍率が0.4という状況の中

で、県内の大手企業での大量の雇用調整や事実

上の解雇が一段と今進んでいます。１つには佐

土原町のパナソニック宮崎工場です。報道によ

ると、ことし３月、10年以上勤務している正社

員を対象に早期退職者を募り、約490名のう

ち200人以上が応じたと報じられています。ま

た、条件つきの配置転換に応じられなければ退

職の道を選ぶしかないといったことも聞かれま

す。また、延岡の旭化成は、グループ企業の旭

化成せんいがことし９月でエステルとモノフィ

ルの２つの工場を閉鎖することを決定し、従業

員203名については配置転換などで対応するとし

ていますが、どんな条件でどこに回されるかわ
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からないと、不安が広がっているといいます。

この203名の従業員のうち正規の従業員はわず

か80名と聞きます。また、発注がなくなる下請

や請負業者も数社ありますが、今後の仕事は自

己責任でと、廃業の瀬戸際に追い込まれていま

す。一番苦労の多い劣悪な現場を請け負い、３

交代までして働いて旭化成そのものを支えてき

たこれまでの苦労は全く報われないまま放り出

されようとしております。従業員を抱えた下請

業者は本当に哀れです。旭化成が全く責任を負

わないとするのでは、とりわけ世界にも通じる

大企業としての社会的責任を放棄することであ

り、到底許されるものではありません。県民の

暮らしと地域経済を守る行政の立場から、県は

これら企業に対して、雇用を守り、企業として

の社会的責任を果たすよう要請、申し入れるこ

とは当然であり、必要なことだと思います。商

工労働部長の見解を求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 昨年秋以

降の世界的な金融危機等の本県企業への影響に

つきまして、県といたしましては、本年１月に

県内の主要企業に対する調査を実施しますとと

もに、誘致企業に対するフォローアップの強

化、あるいは雇用推進員による企業訪問を行う

など、企業の経営動向等につきまして随時情報

収集を行っているところでございます。また、

国の数次にわたる経済対策に呼応しまして、県

内企業に対する経営相談や金融支援の充実を図

りますとともに、宮崎労働局と連携しまして雇

用調整助成金等の制度の周知に努めるなど、さ

まざまな対策を講じてきたところでございま

す。今後とも、地域経済の動向を注視しなが

ら、県内企業の経営や雇用に関する情報収集、

相談に適切に対応することによりまして、雇用

の維持を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○前屋敷恵美議員 今、深刻な経済状況の中

で、さまざまな企業によるこういう解雇を含め

た労働問題が起きています。私が今お話しした

のは、その中でも大量なそういう実例をもって

お話をしたわけで、そういう事態があらわれた

ら、やはり即座に私は、県民の暮らし、地域経

済を守る立場から対処することが必要だという

ふうに思います。仕事を失った後の暮らしや経

営がどんなものであるか思いをはせることが、

私は行政には必要ではないかというふうに思い

ます。そういう課題が出たら、即座にやはり私

は調査など行って対処をすることが必要かとい

うふうに思います。

パナソニックに勤めるある労働者は、自分の

町に大企業があること、そして、そこで働いて

いることに誇りを持っていたと語っておられた

そうです。だれしもそんな思いで愛社精神をは

ぐくみながら勤め上げるものではないでしょう

か。労働者は物ではありません。それぞれに家

族を含めた生活を支え、将来の人生設計を持っ

ています。労働者がいてこその会社、企業では

ないでしょうか。会社の経営方針だといって一

方的に解雇や配置転換を求めたり、退職強要な

どは解雇権の濫用であって、私は許されるもの

ではないというふうに思います。せめて人間ら

しく働くルールを確立するためにも、企業とし

て雇用を守る道義的責任を果たさせることは、

行政としても私は当然なことではないかという

ふうに思っています。改めて知事の行政として

の見解を求めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御質問の内容がいま

一つまとまらなかったんでございますが、大変

申しわけないんですが、もう一回お願いできま

せんか。
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○前屋敷恵美議員 時間もないんですけれども

申し上げます。今この深刻な経済危機の中で、

企業が、経営方針のもとに解雇をしたり配転を

したりという実例がこれまで起きてきました。

そして、現時点で大きな課題として、私が紹介

しました佐土原のパナソニックであるとか旭化

成そのものが、大量な人員の削減を含めた課題

を今抱えているという点で、具体的に表面化し

ている点について、そこも含めて、県として県

民の雇用や暮らしを守るという立場から、やは

り行政としても、雇用を守れという企業へのア

プローチ、要請、指導あたりをするべきじゃな

いかと。そういう役割を県に果たしてほしいと

いうことを申し上げているところです。

○知事（東国原英夫君） 済みませんでした。

行政が公の立場として民間にどれだけの介入が

できるかというのは、基準がはっきりしておら

ないので、そこに関しては明言はできないと思

いますが、企業誘致等大手の企業あるいは宮崎

県内の経済・景気に影響を及ぼすような大企業

等々、中小企業も含めて、その雇用のあり方と

いうものは、県民の雇用を確保するために守っ

ていただかなければいけないと、私は個人的に

は考えております。ですので、今回の景気・経

済対策、この不況時に、雇用どめとか派遣切り

とかいったものが県内でも数多く見られますの

で、そういった雇用形態を改善していただくよ

うに、企業にはこれからお願い、働きかけをし

ていくべきではないかと思います。また、国に

おかれましては、今回の追加の経済対策で、非

正規雇用に対する職業訓練や、そしてまた、所

得保障なども安心社会実現会議の中で提案され

ておりますので、そういったものがまた鋭意取

り組まれていかれることを、これからも国に要

望していきたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 行政として限界があること

は、私も理解をするところです。こういう状況

ですから、県民の暮らしや中小業者の経営に行

政として心をはせていただきたい、そういうふ

うに思うところですので、ぜひ県としてのそう

いう役割、しっかり果たしていただきたいとい

うふうに思います。

では、次に移ります。次に、国民健康保険の

問題について伺います。

法の改正により、ことし４月から、15歳（中

学生）以下の子供たちへは無条件に短期保険証

の発行が義務づけられ、すべての自治体で６カ

月の短期保険証が交付されるようになりまし

た。私は、前回の質問で、子供のいるすべての

世帯に保険証を交付することを求めていただけ

に、子供たちの無保険状態が解消されたという

点で評価をしたいというふうに思います。そこ

で、今後、保険証の更新が６カ月ごとに速やか

に行われるのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 有効期限が

満了しましたときには、更新が行われることに

なっておりますけれども、県といたしまして

は、未交付状態が発生しないよう、市町村にお

いて適切に更新し、交付するよう助言指導を

行ってまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。

次ですが、児童福祉法でいう「子供」という

のは18歳未満です。しかも、今、中学校卒業者

のほとんどが進学という状態を考えれば、当

然18歳までは無条件に保険証を発行して、必要

なときに安心して医療が受けられるようにする

ことが必要と考えますが、県として市町村をそ

ういう方向で指導すべきではないか、ぜひ行っ
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ていただきたいというふうに思います。改めて

御答弁ください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 短期被保険

者証の交付年齢が中学生以下となった理由とい

たしましては、これまで独自の救済策をとって

いた市町村の状況とか、義務教育終了後は就労

する可能性があることなどを踏まえまして、決

定されたというふうに聞いております。県とい

たしましては、国における今後の議論の行方を

注視してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 今、私、言いましたよう

に、今ほとんどが高校進学をされておられ

る。100％ではありませんけれども、そういう状

態ですので、ぜひ、やはり18歳までの子供たち

の世帯には保険証を交付することが必要じゃな

いかというふうに思います。また、これは自治

体の裁量で保険証の交付はできるという実例

が、北海道の札幌市などでは、18歳未満の子供

たちを対象に、昨年12月には、１年の資格証明

書とは別に保険証が交付されているという事例

もありますので、ぜひそういうことも参考にし

ながら、子供たちの健やかな成長のために努力

をしていただきたいというふうに思います。

次ですが、適正な減免制度について伺いたい

と思います。厳しい経済・雇用状況のもとで、

国民健康保険税を払いたくても払えない。ま

た、何とか払っても、病院の窓口負担、３割負

担が払えない。安心して医療にかかれない。こ

うした事態も広がっております。こうした今、

深刻な経済状態のときですから、法に基づく申

請減免というのが緊急に私は求められていると

考えます。失業などで収入がないときなど、こ

としの収入予測ができるわけですから、この申

請減免、ぜひ制度化できるように各自治体に指

導していただきたいと思います。また、実際こ

の要綱をつくっておられるところもあろうかと

思いますが、その実態とあわせて、今後すべて

の市町村への指導徹底をお願いしたいというふ

うに思いますが、御答弁をお願いします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 国民保険税

の減免制度につきましては、県内すべての市町

村におきまして、条例により減免措置を設けて

おります。事由がある場合には保険税の減免を

行っております。平成19年度の実績で申し上げ

ますと、県内全体で520世帯、2,870万7,000円を

減免しております。今後とも、市町村窓口での

相談を十分に行い、適切に対応するよう助言指

導を行ってまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 これは一般的な減免とは

違って、申請減免といって法的に、昨年の保険

料が設定されたんだけれども、ことしは収入予

測がつかないと、減収が予想されるということ

をもって減免ができるという制度ですので、そ

ういったものが、今この時期ですから必要だと

いうことですので、ぜひその辺も調査もしてい

ただいて、御努力をいただきたいというふうに

思います。

それともう一つですが、保険証未交付世帯、

資格証明書も含めて、今やはり、かなり支払い

が困難なという状況の中で、この未交付世帯も

ふえているというふうに思いますが、県内の状

況を伺いたいと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 平成20年11

月30日現在で、未交付の合計は9,193世帯でござ

いまして、全世帯に占める割合は4.5％となって

おります。内訳としましては、短期被保険者証

の未交付が8,327世帯、資格証明書の未交付

が540世帯となっております。以上でございま

す。

○前屋敷恵美議員 本当に私は、国民皆保険の
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国なのかと疑うほど深刻な事態が広がっている

というふうに思います。今、御答弁をいただき

ましたけれども、こういう状況ですので、そう

いった中で、国会の質疑の中で明らかになりま

したが、厚労省は、直ちに病院で診察を受けな

ければならない理由、急迫した理由があれば、

保険証を無条件に発行しなければならないとい

う対応を示しております。各市町村でこういう

事態の対応はどうなっているのか、聞かせてい

ただきたいと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、未交

付となる原因といたしましては、世帯主に窓口

に来てもらえないケース、あるいは居どころが

不明で証明書がお渡しできないためのものでご

ざいます。窓口に来ていただきますれば、いろ

いろとお話を伺って、交付できるものについて

は速やかに交付するようになっておるところで

ございます。

○前屋敷恵美議員 窓口に来ていただくという

ことでしたが、窓口に行けば支払いを要請され

ることはわかっているんですね。ですから、や

はりなかなか行きたくても行くことができない

という実態があるわけで、そういうこともしっ

かり踏まえて、厚労省が、急迫した世帯には

ちゃんと命を守るという上からも保険証を交付

することを言っているわけですから、ぜひそう

いう立場で速やかな対応が徹底されるように、

県の指導を求めたいというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。

では、続いて、介護保険問題に移らせていた

だきます。

介護保険制度が導入されて10年目を迎えまし

た。この間、社会保障費が毎年2,200億円削減さ

れるという福祉切り捨てが行われるもとで、介

護保険制度は、保険あって介護なしと言われる

ように、今、家族の介護の負担も非常に重く

なっている状況があります。介護難民という言

葉まで生まれるほど深刻な事態を生み出してい

るというふうに思います。そこで、介護保険の

現状と対策についてお聞きしたいと思います

が、まず、現状から、認定の状況、県内市町村

の保険料、各サービスの利用率、特別養護老人

ホームへの待機者数についてお聞かせいただき

たいと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、介護

保険料ですけれども、県内平均で4,150円となっ

ております。国の介護保険財政への支援の効果

もございまして、昨年度比0.3％の増にとどまっ

ております。次に、介護サービスを利用してい

る方は約３万8,000人で、要支援・要介護認定総

数の約８割の利用状況となっております。次

に、特別養護老人ホームの待機者数は、昨年４

月時点で約3,200人ですが、このうち約３分の１

は比較的軽度な要介護度２以下の方となってお

ります。また、待機者対策につきましては、

ショートステイの活用や在宅サービスの利用促

進に努めてまいりたいと考えております。以上

でございます。

○前屋敷恵美議員 今、状況を示していただき

ましたが、まだ質問の中身に十分お答えになっ

ておられないところもありますが、このサービ

スの利用率とか認定の状況などは、後ほどまた

数字で示していただきたいと思いますが、今さ

まざまに問題を抱えている介護保険制度だとい

うふうに思います。療養型病床の廃止が今から

出てくるということもありまして、なかなか厳

しい状況に置かれております。本来の介護保険

が十分に行き届かないという事態を生もうとし

ておりますので、そうならないための施策を、

県としてしっかり対策を立てていただきたいと
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いうふうに思います。また、この４月から、要

介護認定内容の見直しが行われました。調査項

目が14項目も削減をされて調査の判断基準が変

えられ、これまで認定審査会に提出されていた

統計資料を削除するということになっておりま

す。特に、調査項目の削減と調査の判断基準の

改悪によって、コンピューターによる１次判定

で軽度に判定される人がふえることが予想され

ています。新認定制度のもとで、県内自治体で

こうした事例は起きていないのか。４月に始

まったばかりですので、なかなか実態をつかむ

のも難しいかと思いますが、今あらわれている

ところで結構ですので、実態について伺いたい

と思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、今回

の見直しは、調査項目を再編しまして、介護の

手間をより正確に反映させることを目的とした

ものであると聞いております。県といたしまし

ては、今後とも、公平公正な認定事務が継続さ

れるよう、認定事務に当たる市町村と連携を

図っていくほか、現在国で行われている見直し

後の検証データを用いた検討の動向等を注意深

く見守ってまいりたいと考えております。今の

ところ、各市町村から、制度変更の後、時間が

余りたっておりませんので、具体的状況の報告

はまだ聞いておりません。

○前屋敷恵美議員 予測される、懸念される事

項が出てきた場合は、ぜひその解消に努めてい

ただきたいと思いますし、また改めて伺いたい

というふうに思います。

認定調査に当たって、今多くの自治体で、利

用者の実態をよく知る介護施設の職員やケアマ

ネジャーの同席を認めていないという状況があ

るようなんですけれども、宮崎ではどうなんで

しょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 認定調査に

つきましては、公平性の確保というのが前提と

なりますので、市町村に所属する調査員が調査

に当たるということが原則でございます。ただ

し、更新変更に限りまして、居宅支援事業者等

のマネジャーへの委託も可能とされておりま

す。また、ケアマネジャー等の意見等につきま

しては、また市町村が認定調査後にいろんな意

見を伺うことは可能だというふうに思っていま

す。

○前屋敷恵美議員 後で意見聴取があるという

ふうでありますけれども、私は、この調査会の

中で、やはり日ごろから生活実態をきちんと反

映することができるこういうケアマネジャーさ

んたちがあわせもって認定に当たると、調査に

当たるということが必要であるというふうに思

いますので、ぜひそういった点での改善が図ら

れるように努力をしていただきたいというふう

に思います。

時間もあれですけれども、一つ、宮日新聞の

投書に載っていたものを、ごらんになったかも

わかりませんけれども、お話しさせていただき

たいと思いますが、「介護保険制度の一部が４

月から変わりました。母が入院中、日曜以外は

２時間から３時間受けていたリハビリが、今は

訪問で週２回、40分ずつしか受けられません。

自宅で訪問リハビリを受けられる人は恵まれて

いるというシステムだそうです。母の左足は入

院中のほうがよく動いていたような気がしま

す。脳の病気で倒れた多くの人が、今の制度で

は、治り切らなくても家に帰され、リハビリを

もっと受けたくても介護保険の枠があり、受け

られません。介護保険制度を小手先で修正する

よりも、倒れた人たちが病と闘い、元気になっ

ていくのを後押しするような制度に抜本的に切
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りかえてほしいと切に思います」という、お母

さんを在宅で今介護されておられる方の投書な

んですけれども、今、こういう実態が多く広

がってきているというふうに思います。本当に

公的な介護保険制度が、必要な方に必要な介護

が受けられるような制度になるように、ぜひ制

度の改善も含めて、国のほうにも、県からもそ

ういう実態も踏まえて、物を言うべきところは

言って制度の改善に努めていただきたいという

ふうに思います。よろしくお願いします。

最後になりますが、生活困窮者への行政の対

応についてお伺いをしたいと思います。

厚生労働省は、３月18日付の通達で、雇用失

業状況が厳しい中、全国的に生活保護受給者の

増加傾向が続いていることを踏まえ、生活に困

窮する方々を早期に発見し、状況に応じた支援

を迅速に実施する必要があるとして、福祉事務

所の体制整備を初め、保護の申請から保護の適

用までの適切な対応、保護の適用後の就労支援

の実施など、かなりきめ細かに各自治体での施

策の充実・徹底を図ることを指示いたしまし

た。この通達は、宮崎市を除き、県を通じて各

自治体へおろされていますが、この通達に基づ

く趣旨の徹底、具体化の徹底はどう図られてい

るのか、その状況を伺いたいと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 今ございま

した厚生労働省からの通知につきましては、宮

崎市を除く８市及び郡部の福祉事務所に文書を

送付するとともに、３月に福祉事務所との連絡

会議を開催するなどいたしまして、通知の趣旨

徹底に努めたところでございます。今後とも、

生活保護の適正な実施が図られるよう、関係機

関と連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○前屋敷恵美議員 では、もう少し具体的に伺

いたいと思いますが、生活保護の申請について

ですけれども、申請権の侵害などが起きていな

いかという問題が一つです。町村で福祉事務所

に申請をする前に本人の事情聴取が行われると

いう、いわゆる水際作戦と言われるたぐいのも

のですけれども、こういうものが行われて、速

やかに申請がなされていない実例を聞くんです

けれども、どういう状況になっているのか、ま

た、そうであれば、やはり指導し、速やかな申

請ができるような体制を整えることが必要だと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 県としまし

ては、生活保護申請権の侵害など生活保護の不

適正なケースが生じないよう、市福祉事務所、

郡部福祉事務所に対する指導に努めているとこ

ろでございます。また、生活保護の決定期間で

すけれども、これにつきましては、２週間以内

に決定するよう努めているところではございま

すけれども、資産状況調査等に日時を要するこ

ともありまして、２週間を経過する場合もござ

います。このような場合には、決定期間を法律

によって30日まで延ばすことができることに

なっております。生活保護の適正な実施につき

ましては、これまでも毎年、法施行事務監査を

実施しているところでございますけれども、今

後とも一層、指導の徹底に努めてまいりたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 審査決定が２週間と決めら

れていますけれども、大幅におくれるというケ

ースが多いんですね。やはりそのおくれの原因

というのは、今の状況では調査対象の方が非常

に多いということもあって、ケースワーカーの

方が対応し切れないという事態もあろうかとい

うふうに思います。ですから、厚労省通達でも

ケースワーカーの増員のことも言っているわけ
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で、この体制についてはどういう状況か伺いた

いと思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 人員の配置

につきましては、生活保護の状況、今後の中長

期的な展望に立った上で慎重に検討してまいり

たいというふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 生活保護を申請される方

は、日々の暮らしそのものが大変な状況に至っ

ているわけですから、やはりそこに思いをはせ

て、法定期間内に処理ができるという方向を目

指していただきたいし、それに向けてその体制

を整えていくことが必要だというふうに思いま

すので、ぜひその点、充実させていただきたい

というふうに思います。

それから、生活保護開始までのつなぎ資金と

いいますか、極めて少額で、これはどの地域で

もそうなのか、ちょっと私もつかんでいないん

ですけれども、宮崎市でいいますと、生活保護

開始まで5,000円が渡されるんですね。ですか

ら、宮崎市は、今、２週間で決定がおりるのが

非常に困難という状況がありまして、２週間は

大幅に超える。それでもやはり5,000円でやりく

りをせいというようなことになっているような

んですけれども、ほかのところの状態はどうな

のか。もし金額が低ければ、やはり生活実態に

見合った金額に引き上げていくという努力をし

なければならないと思いますが、お伺いしたい

と思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 宮崎市

の5,000円につきましては、ちょっと詳細把握し

ておりませんけれども、生活保護開始までのつ

なぎ資金として利用できる制度としましては、

県の社会福祉協議会が実施しております「緊急

小口資金」、あるいは市町村の社会福祉協議会

が実施しております「たすけあい資金」といっ

た貸付制度がございます。貸付額はそれぞれの

社会福祉協議会で異なりますけれども、県の社

会福祉協議会は10万円以内、市町村社会福祉協

議会の場合は２万円以内から10万円以内となっ

ております。県といたしましては、引き続き、

これらの貸付制度が活用されるよう、制度の周

知及び助言指導を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 今、２万円から10万円とい

う貸し付けがあるということでしたけれども、

実際その金額がちゃんと貸し付けとして支給さ

れているのかという実態をぜひつかんでいただ

きたいと思うんです。そして、このつなぎ資金

は、保護決定がされた場合には保護費から差し

引かれるということになっているわけですの

で、後でちゃんと戻ってくるわけですから、前

もって先渡しすることは十分できるわけです

ね。やはりそういう生活実態に見合った形で対

応ができるように、県からも調査と、そしてあ

わせて指導と、徹底していただきたいというふ

うに思います。よろしくお願いします。

次は、子供の貧困の問題で教育長にお願いを

したいんですけど、現在のこの経済・雇用危機

のもとで、家庭の経済状況が子育てや教育に与

える影響は大きいと考えられます。子供たちが

どのような環境にあっても、安心して学校に通

える基盤をつくることが求められているという

ふうに思います。そのためにも、就学援助基準

の引き上げや、学校教育にかかわる保護者の個

人負担（私費負担）の軽減や廃止などは重要な

課題だというふうに思いますが、就学援助の基

準が今どうなっているのか。また、その受給状

況、推移をお聞かせいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 児童生徒に対する就

学援助といたしましては、生活保護世帯等の要
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保護児童生徒と市町村民税非課税等の準要保護

児童生徒の保護者を対象として、学用品費や通

学費、修学旅行費など、就学に係る経費を給付

する制度が設けられております。これらの制度

の実施主体は各市町村でありますが、県におき

ましても、県立学校の義務教育段階にある対象

児童生徒の保護者に対して、一定の疾病に係る

医療費及び給食費を給付しているところであり

ます。

それから、就学援助制度の実施状況として申

し上げますと、制度の対象者数が確定いたして

おります平成19年度で申し上げますと、生徒の

数でありますけれども、要保護の児童生徒は852

名、それから準要保護児童生徒は１万６名、合

わせまして１万858名であります。これは同年度

における児童生徒数全体の10.5％となります。

それから、ちなみに最近のこの児童生徒数の

割合について、最近３カ年程度で見てみます

と、平成16年度が全体の9.4％、それから17年度

が9.8％、18年度が10.3％、それから先ほど申し

ましたように19年度が10.5％、こういう状況で

推移しているところであります。

それから、具体的な就学援助費の実態につき

ましては、この制度の実施主体が市町村であり

ますので、市町村において適切に御判断いただ

いて措置をされるべきものと考えております。

以上です。

○前屋敷恵美議員 今、推移もお聞きしたんで

すけれども、やはり20年度はもう少し上がって

いるかなというふうにも思うところです。この

厳しい経済情勢下で生活が苦しくなった家庭の

子供たちの就学援助は、やはり十分に対応して

いくということが今必要だというふうに思って

いるところです。ぜひ、市町村から上がってく

るということで、県が直接携われないという部

分もあろうかと思いますけれども、やはり将来

の子供たちを健やかに育てていくと、どういう

状況のもとでも育てていくという立場から、こ

の制度事業としての役割が果たせるように充実

をさせていただき、積極的な取り組みに進めて

いただきたいというふうに思います。よろしく

お願いいたします。

次に、就職支援についてお伺いをいたしま

す。失業した人が、職業訓練を受けたり資格の

取得をするために、訓練や講習を受けるための

資金の助成や貸付制度の確立を図っていただき

たいという提案でございます。派遣切りに遭っ

てハローワークに通って仕事を探しておられる

方から、「なかなか仕事が見つからず、資格を

取って条件のいい仕事について生活を安定させ

たいと思っているが、受講する資金の工面がで

きない。何とかできないか」という相談が寄せ

られているのですけれども、制度としていろい

ろ探してみましたけれども、適切に対処できる

ものがないんですね。そうであれば、やはり就

職支援、大いにこの厚労省通達でも就職支援を

せいというようなことも言われておりますの

で、そういった点で、新たな制度としてこうい

うものができないのかどうかお伺いをしたいと

思います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 離職者に限

定された制度ではございませんけれども、低所

得者等の資格取得のための支援制度としまして

は、県の社会福祉協議会におきまして実施して

おります生活福祉資金の中に、技能を習得する

ために必要な経費を貸し付ける更生資金という

のがございます。制度の内容としましては、貸

付額が110万円以内で償還期間は８年以内、貸付

利率が年３％となっております。これまでに、

理容師の資格取得とか大型自動車の運転免許取



- 31 -

平成21年６月17日（水）

得などに活用されております。

○前屋敷恵美議員 そういう制度を探したんで

すけど、わからないんですよね。ですから、や

はりせっかくそういう制度があるんであれば、

その周知徹底を図っていくということが、特に

今こういう状況の中では重要じゃないかなとい

うふうに思いますので、積極的にそういう制度

を県民の皆さんにもわかるような形で示してい

くことが必要かというふうに思いますので、ぜ

ひその辺の充実をよろしくお願いいたします。

ちなみに東京では、失業した人が職業訓練を

受ける間、15万円の受講奨励金というのが支給

をされる「就職チャレンジ事業」というような

ものができておりまして、これは支援をすると

いう状況になっているんですね。こういう制度

もありますので、できれば貸し付けではなく

て、そういう奨励金制度ができれば、よりいい

というふうに思いますので、ぜひ検討していた

だきたいというふうに思います。

時間もなくなりましたけれども、今、本当に

生活が困難な方々がふえている。特に、仕事が

ない、また、医療費もなくて病気の身を案じな

がら生活しなければならないという方々に、本

当にやはり行政として手が差し伸べられるよう

な、そういう生活困難な方々をしっかりと把握

できるようなシステムが、私は各行政で必要か

というふうに思います。縦割りではなくて横の

つながりの中で、そういう方々をちゃんと把握

をして、保護したり、暮らしや就職相談に乗っ

たりという、県民の暮らしに心を寄せる、そう

いう県政をぜひ目指して頑張っていただきたい

というふうに思います。

時間が参りましたので、以上で質問を終わり

ます。（拍手）

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 済みませ

ん、先ほど要介護認定者の利用率は幾らかとい

うことでございました。要介護認定者数が、こ

れは平成19年度ですけれども、４万5,596人、利

用者が約３万8,000人でございまして、利用率は

約８割となっております。以上でございます。

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時38分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまでございます。議員になって10年目に

なりました。初日の質問というのは久しぶりで

ございます。きょうは３番バッターであります

が、自民党では私がトップバッターであります

ので、張り切って質問していきたいと思ってお

ります。

早速でございますが、衆議院議員の任期、９

月10日までであります。本日を入れて、あと86

日、いよいよ衆議院選挙も始まるわけですが、

今のところ８月が濃厚である、このように私は

思っております。そういう中で知事は、知事の

退職金を50％カットする条例を今回提出されて

おられます。私自身は、東国原知事だけを対象

とする汎用性のないこのような条例は、抵抗感

を覚えるわけでありますけれども、それはさて

おきまして、知事の任期はまだ１年７カ月以上

あるわけです。なぜこの時期に退職金削減の条

例かと言いたいわけでありますが、それは、い

つでも知事をやめる準備をされたと。言うなら

ば、メディア等では、意識していないという否



- 32 -

平成21年６月17日（水）

定はされておりますけれども、今度ある衆議院

選挙、これへの出馬の準備ではなかろうか、こ

のように私は思います。ずばり、今回の衆議院

選挙に出馬されるか否かを明言していただきた

い、このことを知事にまず質問させていただき

ます。

後は自分の席から質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

このたびの退職手当に関する条例につきまし

ては、私のマニフェストで退職手当の見直しを

県民の皆様とお約束していることや、大変厳し

い社会経済情勢下におきまして、県を挙げて行

財政改革に取り組んでいること等から総合的に

判断して、減額すべきであると判断したもので

あります。一部に、条例の提案と次期総選挙を

関連づける見方があるようでございますが、今

回の提案は国政への転出を意識したものではご

ざいません。私の考えをできるだけ早く県民の

皆様に形としてあらわしたいという思いから、

今議会へ提案となったものであります。私は今

後とも、宮崎の発展と県民の皆様の幸せのため

に尽くしたいという気持ちを忘れることなく、

県民の皆様と、マニフェスト実現に向けて、与

えられた任期の一日一日を全身全霊、傾注する

覚悟であります。また、出馬するか否かにつき

ましては、昨年９月以降ずっと同じ主張をさせ

ていただいておりますが、今のところ考えてお

りません。〔降壇〕

○中野一則議員 今の話を聞きますと、次の衆

議院選挙には出馬は恐らくされないだろうとい

うような感触を受けました。従来から、含みを

残した「地方から、宮崎から日本を変える」と

いう主張は変わっていらっしゃいませんね。そ

う見ると、やはりいずれ国政には参加されるだ

ろう、こういうふうな見方を私はいたしており

ます。であれば、衆議院だけが国会議員ではあ

りません、国政でありませんが、参議院選挙、

来年の６月、７月に実施される。１年後に実施

されますが、それへの出馬というのは念頭にあ

るわけでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は再三再四申し上

げさせていただいておりますが、今は県勢発展

に一日一日を全身全霊かけて邁進させていただ

く覚悟でございます。大変重複して申しわけあ

りませんが、今のところ、その予定はありませ

ん。

○中野一則議員 では、今まで知事がいろんな

ところで発言されたり、とられている行動があ

るわけですが、政治団体「そのまんま会」、あ

れは３月17日付で収支報告書の提出先を県の選

管から総務省に変更された。いわゆる活動区域

を県内から全国区に広げられたということであ

ります。早速、３月27日には東京でパーティー

を開かれました。それから、来月、７月24日に

は福岡で開催されますね。また、新聞情報等で

は、大阪、名古屋でも計画をされている、その

ような報道もありました。これは、国政選挙の

全国区を意識された活動というか、準備ではな

かろうかというふうに思ってしまいますが、知

事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） ３団体ある政治資金

団体の１団体を総務省に届け出し直したという

ことは事実でございます。これは、県外での政

治活動、そういったものに適用するための対応

でございます。東京及び今度福岡で政経懇話会

をやりますが、あくまでも宮崎県、本県出身者

の方、あるいは本県に非常に縁深い方、本県に

関係のある方たちの会でございまして、宮崎県
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を応援していただいてありがとうという、その

感謝の意味を込めた会でございます。国政選挙

を意識した政治資金パーティーではありませ

ん。そのことだけは理解していただければと思

います。

○中野一則議員 今回、退職条例、半額条例を

出されたわけですけれども、知事は、１期でや

められる、そして２期目以降というか、１期の

後半から国政に転身をされる、そのように私と

しては思っているわけですけれども、その証拠

として、６月12日の新聞に、６月９日の定例会

見、あのときに記者からブログで発言すること

について問われて、知事は、「私はブログ知事

と呼ばれている。ブログで発表するという手法

をとったのは私です」と答えられて、ブログで

本当のことを、本音を発表される、書いておら

れる、このように読めたわけですけれども、３

月19日、ちょうど２月定例議会が終わった翌日

の知事のブログに、こんなのがありました。

「自治体の首長を２期～３期（８年～12年）も

やって、「まだ遣り残したことがある」とか

「まだ道半ば」とか言われるケースがあるが、

その人物に相当才能が無いか相当手を抜いてい

るか死期が近いか、或いはその「楽」を手に入

れたかであろう」、こういうブログの内容であ

りました。この内容からすれば、知事の多選を

批判されている。そして、自分自身がもちろん

知事という首長であるわけですから、２期以上

を批判されているわけですから、２期以上しな

いということを、本音をブログで発表された。

つまり、当初言いましたが、１期で知事をやめ

て国政へ転身されるのではなかろうかと、これ

を読んで思ったんですが、そういうふうに思っ

てもよろしいものでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 多選に関しまして

は、私のマニフェストの中で多選の自粛という

ことを自分に約束しております。多選が何期以

上かという規定になりますと、また議論の余地

があると思うんですが、確かにブログ上では、

複数期やられる首長の姿勢というのはいかがな

ものかというのは、自戒を込めて書いたつもり

であります。２期以上はやらないかという御質

問に対しては、重複しますけれども、今のとこ

ろ私は、一日一日を県政推進・発展に全身全霊

を傾けていきたいと思います。先のことは言及

できません。今のところ、その予定はございま

せん。

○中野一則議員 国政への転身、衆議院と参議

院、１年以内に２つの選挙が、大きな選挙があ

るわけですから、実際とられる行動で結果はわ

かると思いますが、この辺でこれはやめておき

たいと思います。

次に、農業政策について質問したいと思いま

す。

和牛も、生産牛と肥育牛がありますが、この

対策であります。子牛の競り価格、大分安く

なってきました。18年度の平均が52万1,000円、

昨年20年度が39万4,000円。今、都城で競りが実

施されておりますが、大体34万円から35万円の

平均、雌に至っては30万円以下という日が２日

間ぐらいあったようであります。また今、枝肉

もＡ２が1,282円しております。これは18年に対

して77％の価格であります。Ａ３が80％、Ａ４

が86％、Ａ５が90％ということで、すべてうん

と安くなってきております。そういうことで、

価格の低迷がずっと続いておるわけですが、こ

の原因。そして、これからどんな見通しになる

のか。県は県として何ができるのか。どういう

対策をとれるのか、打つのか、打ったのか。そ

のあたりを農政水産部長にお答え願いたいと思
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います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 和牛の子牛及

び枝肉の価格低下につきましては、配合飼料価

格の高騰によります肥育農家の購買意欲の減退

や、近年の景気低迷に伴います牛肉消費量の減

少などが主な要因と考えております。また、今

後の見通しといたしましては、厳しい肥育農家

の経営状況や景気の先行きが不透明なことか

ら、当分の間はこの状況が続くものと推測いた

しております。県といたしましては、引き続き

まして、肉用子牛生産者補給金制度や、肉用牛

肥育経営安定対策事業等の経営支援対策に取り

組みますとともに、本年度から、安い子牛を生

産した繁殖雌牛を優秀な繁殖雌牛へ更新する際

に支援を行うなど、肉用牛振興対策に総合的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 売り価格が安くなれば努力し

て原価を抑えないかん、いろんなものを抑える

努力をせないかんわけです。この前、我々は同

士と北海道へ受精卵移植の状況調査に行きまし

た。先ほど、安い子牛を繁殖牛へ向ける云々と

言われましたが、まさにそのとおりでありまし

て、北海道では、もうＦ１を母牛にしてコスト

の大幅な削減を図っている、そういう取り組み

をされております。Ｆ１、300キロを７万5,000

円から15万円で購入して、それに種つけをして

いく。受精卵移植ですが、だから母牛にかかる

コストが４分の１、下手すれば、７万5,000円

だったら５分の１になるわけです。そういうこ

とに取り組んでおられます。私も、母牛等の大

幅なコスト削減や、今はＤＮＡ鑑定の時代でい

ろいろされているようでありますが、人工授精

等に関しても、時代を先取りした技術や諸課題

に取り組むべきだと、目からうろこがというよ

うな感じで、抜本的な改革が必要であろう、こ

う思います。そのあたりの御見解を担当部長に

お尋ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 子牛価格が、

ただいま申し上げましたように低下が続く中

で、子牛の生産コスト低減につきましては、大

変重要な課題であると認識をいたしておりま

す。特に、御指摘のございました人工授精成績

の向上につきましては、まずは生産農家におき

まして、日常の母牛観察を徹底し、人工授精師

との連携を十分に図っていただくことが重要で

ございますので、県におきましても、多頭農家

におきます発情発見器等の導入について補助を

行っているところでございます。また、繁殖経

営の大きな投資であります母牛の導入経費につ

きましても、国及び県において補助等を行って

いるところでございまして、引き続きまして、

子牛生産コストの低減に向けた取り組みを支援

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 宮崎県の黒毛和種は非常に評

価が高くて、一昨年でしたか、昨年でしたか、

日本一になったわけですけれども、高級肉をつ

くって売る、価格の高いものを売るという、そ

の視点は一面では間違っていないと思うんです

が、余りにサシ重視の和牛改良ばかりでいいの

かなという気が今いたしております。食の安全

・安心あるいは健康食というのがブームになっ

ているわけですから、牛肉に対する嗜好、これ

も消費者は変更してくるというふうに思いま

す。そういうことで、黒毛和種の改良もサシ重

視をある程度は転換すべきではなかろうかとい

うふうに思います。担当部長の御見解をお聞か

せください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 黒毛和牛の改

良につきましては、特に牛肉の輸入自由化を契

機にしまして、外国種との差別化を図るため
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に、脂肪交雑、いわゆるサシを重視した改良に

取り組んできたところであります。しかしなが

ら、消費者ニーズは時代とともに変化をしてお

り、他県におきましては、例えばうまみの成分

でございますオレイン酸含量を考慮した飼養管

理や改良を行っている事例も見受けられるとこ

ろでございます。

御指摘の消費者の嗜好を踏まえた肉用牛の改

良につきましては、農家の理解や協力が不可欠

であり、農家経営に及ぼす影響、改良コストや

体制など検討すべき課題も多くございますの

で、今後、関係機関・団体等とも十分に連携を

図りながら、議論を深めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。

○中野一則議員 このことは、消費者の嗜好の

問題もありますし、コストをいかに下げるかと

いう面からも、ぜひ研究・検討して前向きに取

り組んでいただきたい。御要望を申し上げてお

きたいと思います。

それから、西諸県畑かん事業についてお尋ね

します。受益面積が4,150ヘクタールあるわけで

すけれども、国営事業１期工事、これはダムの

工事なんですけれども、321億円で平成25年度に

完成の予定、ことしの10月にはコンクリート打

設が開始される、現場からそういう話を聞きま

した。また、２期工事、これは水路の工事なん

ですが、239億円、これを平成26年度に完成の予

定で取り組まれております。この国営事業の現

在の進捗状況、それと計画どおり完成するのか

ということを、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国営事業につ

きましては、これまでの幹線水路等の整備とあ

わせまして、お話にありました、本年10月には

ダム本体のコンクリート打設工事に着手する予

定であると伺っておりまして、20年度末までの

進捗状況は、事業費ベースで48％の進捗率と

なってございます。予定どおり進行するかどう

かについては、国営のほうの関連でございます

ので、現段階では、私のほうからはちょっとお

答えができない状況でございます。申しわけご

ざいません。

○中野一則議員 それは１期だけの話ですか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ただいま申し

上げたのは、１期、２期を含めての進捗率48.3

％ということでございます。

○中野一則議員 では、県営事業等を含めた関

連事業についてでありますが、これは平成31年

度に完成の予定とありますが、これの進捗状況

と計画どおりの完成をされるか、お尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 関連事業につ

きましては、計画面積4,150ヘクタールのうち、

平成21年４月時点でございますけれども、12地

区で674ヘクタール、率にして16.2％が採択され

ておりまして、うち348ヘクタールで整備が完了

しております。全体としては若干おくれている

という認識を持っておりますが、今後とも、円

滑な推進、事業効果の発現に努めてまいりたい

と考えております。

○中野一則議員 受益面積4,150ヘクタールのう

ち、2,600ヘクタールを圃場整備するようになっ

ております。この進捗状況を、できたら市町村

ごとにお答え願いたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 畑地かんがい

の整備などとあわせて行います圃場整備につき

ましては、計画面積2,600ヘクタールのうち、現

時点において４地区53ヘクタールが採択されて

おりまして、市町村別の採択状況は、えびの市

と野尻町はまだ未採択でございます。高原町の
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採択率は2.4％、それから小林市が4.4％となっ

てございます。

○中野一則議員 えびのがゼロということで、

大変心配というか、いろんな懸念をしているわ

けですが、何とかえびのも畑かん事業を成功さ

せないかんという思いでいっぱいであります。

この畑かんを成功させるために、県は県営畑か

ん推進モデル圃場設置事業に取り組まれて、

ずっとやっておられます。小林は平成８年に、

高原は平成12年、野尻は平成17年に事業をスタ

ートされておる。今、一生懸命その活動をされ

ているわけですけれども、えびのがまだであり

ます。

私は、部長がかわるたびにこのことを質問し

てきました。もちろん、一般質問だけではあり

ません。委員会その他で、何とかえびのをして

くれと。なぜかというと、えびのは米に頼る地

帯なんです。ヒノヒカリがおいしいおいしいと

いうことで、本当においしいんです。おいしい

がゆえに、なかなか畑作が進まない。野菜作が

始まらない。高速道路も開通しました。福岡市

まで２時間半でど真ん中に行くんです、高速道

路、都市高を使えば。同じように、それを利用

すれば北九州まで３時間で行くんです。そこ

に、えびのの朝どれの野菜を毎日供給する。言

うなれば、逆に考えたら、北部九州の近郊農業

としての位置づけ、そういうことをしていかな

ければならぬと思うんです。そのために、高速

道路も開通したんだと。そういうことでそうい

う農業形態も変えていかないと、農家所得が上

がってこない。新しい型のえびのの農業ができ

得ない、こうなっているんです。それもこれ

も、水田を急に畑作にといっても無理なんです

ね。畑作で収益を上げる、そのためには畑かん

事業を成功させないかん。畑かん事業を成功さ

せるためには、モデル圃場で、これはいいよと

いうことを見せないかん。そのことで事業を進

められる、私はそういう思いがしているんで

す。えびのは米がおいしいと言いましたが、米

がおいしいということは、野菜もおいしいんで

す。自信を持っておりますので、これが成功す

るように、ぜひモデル圃場の設置をお願いした

いと思います。担当部長、やる気のある答弁を

お願いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話ございま

したように、畑地かんがい営農の普及を図りま

すためには、モデル圃場を活用した新品目等の

実証・展示あたりが効果的な手段であると認識

しております。このため、西諸県地区におきま

しては、国の補助事業を活用しました畑地かん

がい推進モデル圃場を３カ所設置いたしまし

て、作物の収量増加や品質の向上など、水利用

の効果の検証や展示を行っているところでござ

います。今後、えびの市につきましても、モデ

ル圃場の設置に向けまして、国やえびの市に積

極的に働きかけをしてまいりたいと考えており

ます。以上であります。

○中野一則議員 積極的な取り組みの発言をい

ただきました。私も協力いたしますので、ぜひ

よろしくお願いしておきたいと思います。

次に、教育行政についてお尋ねをいたしま

す。

まず、一貫教育についてであります。私は

今、文教警察企業常任委員のメンバーでありま

して、常任委員会で県北・県南の調査をいたし

ました。主な調査先は、一貫教育はどうなって

いるかということで、こっちのほうは３カ所ほ

ど行きましたが、美郷町では南郷中に行きまし

て、小・中・高一貫の教育状況を見ました。小

学校を統合して施設一体型の一貫教育に取り組
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もうということでありました。また、えびの市

では、飯野高校に行きました。飯野高校は、小

・中・高一貫ということで、連携型で小・中・

高一貫の取り組みをしております。日南は、学

びの杜北郷学園に行きました。ここは幼・小・

中一貫ということであります。幼稚園から中学

校まで、同じ校内というか、施設で勉強されて

おります。中学校１、２年というのはないんで

す。中学校の部分は７年生、８年生、９年生と

いうクラスなんです。そういうことで、県の指

導が行き届いているというか、みんな真剣に取

り組んで、地域の特性を生かした多様な一貫教

育ということに取り組まれております。聞くと

ころ聞くところ、よく取り組んでいるな、頑

張っているな、すばらしいなというのが実感で

ありました。

また、一貫教育については、今言ったこのほ

かに、幼・保・小一貫教育、中・高一貫教育併

設型、五ヶ瀬中等教育学校とか、一貫教育の型

がたくさんあるわけです。考えようでは、市町

村ばらばらというようにも見えないわけでもな

いわけです。いずれは、将来的には、これが収

れんした形で新しい型の小・中・高か、小・中

かわかりませんが、教育の体制ができるんだろ

う、こう思っております。特に中学校は、小学

校との連携、高校との連携、それが単なる連

携、あるいは施設併設型とか、県の教育委員会

の直営というか、直接の教育とか、ばらばらな

んですね。中学校の位置づけがどこかぴしゃっ

とせないかん日が来るだろう、こう思っており

ます。県として確固たる方針をいずれ示すべき

だ、こう思っておりますので、教育長の御見解

を賜りたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県では現在、14の

市町におきまして、小・中あるいは小・中・

高、それから今御案内のありました日南市の北

郷では幼・保・小・中、こういったさまざまな

形で一貫教育が推進をされているところであり

ます。それから、これも御案内のありました議

員の地元のえびの市では、ふるさとの産業や自

然等を学ぶ中で今後の自分のあり方を考える

「えびの学」に、小・中・高12年間を通して取

り組んでいるところであります。また、日向市

では、英会話科を設け、小中学校９年間を通し

て国際社会に適応できる児童生徒の育成を目指

しております。

このように一貫教育は、小・中・高等学校が

それぞれの課題や目標を共有し、系統性と一貫

性のある指導を通して、学力向上や地域に貢献

する人材の育成を図ることを主眼とするもので

ありまして、「地域の子供は地域で育てる」と

いう考え方のもとに、市町村が主体的に推進す

ることに意義があるというふうに考えておりま

す。県教育委員会といたしましては、市町村の

取り組みを尊重しながら、地域の実態に応じた

一貫教育が推進されるように、積極的な支援に

努めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。

○中野一則議員 次は、県立高校の統廃合の考

え方について、質問というよりも御確認をさせ

ていただきたいと思います。平成14年度、実際

は15年１月に県立高校の再編整備計画が策定を

されました。それによりますと、全日制の高

校、県下には37校ありますが、１学年の適正規

模は４学級から８学級、それから４学級以下の

高校がさらに１学級削減されることが、３学級

が２学級になるというのが予測された場合には

統廃合を検討する、このようになっておりま

す。この整備計画というか、統廃合の考え方は

今も生きているのかを確認させていただきたい
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と思います。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の再編

整備につきましては、特色と活力のある高等学

校の創造を目指しまして、今、御質問にありま

したように、平成15年１月に、平成15年度か

ら24年度までの10年間を計画期間とする宮崎県

立高等学校再編整備計画を策定したところであ

りまして、現在、この計画に基づいて取り組み

を進めているところであります。また、今、御

紹介のありましたように、その中で、全日制高

等学校における１学年の適正規模は４学級から

８学級を基本とし、１学年４学級以下の高等学

校については、さらに１学級の削減を行うこと

が予測される場合に統廃合を検討することにい

たしております。ただし、これは一律に適用さ

れるものではなく、高等学校の所在地、学校

種、生徒・保護者・地域のニーズ等に適切に配

慮するものとしているところであります。今後

の再編整備につきましては、県民の皆様の幅広

い御意見を伺いながら、また参考にしながら、

全県的、総合的な視野に立って、適切でよりよ

い教育環境を提供するという視点で検討してま

いりたいと考えております。以上です。

○中野一則議員 生徒の数、これは少子化の影

響でこれから先もどんどんどんどん減っていく

というのが、県の教育委員会が示したシミュレ

ーションでありますが、今、高校は１学年40人

なんですね。どんどんどんどん減っていけば、

２クラスにせざるを得ないときもあるんです

が、高校を30人学級にすれば、しばらくはま

た、３学級あるわけですので、１学年３クラス

が確保されるわけですので、統廃合されないで

済むんじゃなかろうかと思うんですが、１学

級30人というのはいかがなものでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 宮崎県立高等学校再

編整備計画では、体育大会あるいは文化祭等の

学校行事、それから部活動等におきまして、生

徒同士がお互いに切磋琢磨する機会を確保する

ことなど、生徒に適切な教育環境を提供するた

めに、１学級の定員を法律に定める学級編制の

標準に準じまして40人として、このことを前提

として４学級から８学級、募集定員で申し上げ

ますと、160人から320人を適正規模として設定

しているところであります。ただし、先ほど申

し上げましたように、適正規模等の考え方は一

律に適用されるものではなくて、高等学校の所

在地、学校種、生徒・保護者・地域のニーズ等

に適切に配慮するものとしております。

なお、今、議員のほうで30人学級でというこ

とがございましたけれども、あくまでもベース

は生徒数の規模がベースとなっておりまして、

それを40人学級として学級数で置きかえた場合

に、適正規模として４学級から８学級というこ

とで、考え方としてはそのようなことでありま

す。

○中野一則議員 次に、県民総合スポーツ祭の

ことについてお尋ねをいたします。

先日、開会行事があって、スポーツ祭が開催

されたわけですけれども、開会式に出席して、

入って最初思ったのは、何か寂しいなという感

じがいたしました。翌日の新聞では、「総合開

会式に800人が」とありましたが、とてもじゃな

いけれども、800人はおられなかったと。私も、

隣の横田議員に「少ないな」と言いながら、何

回も数えてみたんです。数えた数は言いません

けれども、800人からするとかなり低かった。

せっかく功労者の表彰をされ、アトラクション

やらあるわけですので、開会行事もやはり感動

を与えるようなものにしてほしいな、こう思い

ました。その辺の開会式の工夫は来年度以降で



- 39 -

平成21年６月17日（水）

きないものか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、みやざき県民

総合スポーツ祭については、中野議員を初め数

多くの県議の皆さん方に御出席いただきまし

て、まことにありがとうございました。開会式

の規模の件でありますけれども、かつての県民

体育大会では開会式に多くの選手が参加をいた

しておりましたが、競技日程の確保ですとか、

あるいは中心となって活動いただきます市町

村、あるいは市町村体協、こういった方々の御

労苦、経費負担等、こういったことなどから、

平成13年度から現行の規模で実施をしていると

いうところであります。

なお、開会式の内容につきましては、小中学

生や高校生、大学生等にもアトラクションや運

営のスタッフとして参加をしていただいており

まして、そのような意味では工夫をしているつ

もりではありますけれども、今後とも、県民総

参加型のスポーツの祭典の趣旨にふさわしいも

のとなるよう留意してまいりたいと考えており

ます。以上です。

○中野一則議員 この大会は、平成21年度、県

民総合スポーツ祭となってのスポーツ祭であり

ましたが、実際は、この前身は県民体育大会。

これは、調べたら昭和22年からスタートして、

これを連続すると第63回になるんだそうです。

ですから、私は、大会の歴史という重みを感じ

たり、そう中身は変わらぬわけですから、第63

回県民総合スポーツ祭というふうに、第63回を

冠した大会にしてほしかったな、こう思うんで

す。今後はそういう取り組みはできないもので

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 県民体育大会につき

ましては、本県で60有余年の歴史と伝統を持つ

大会でありましたが、社会情勢や県民のスポー

ツに対するニーズの変化などがございまして、

交流・レクリエーション種目などを加えまし

て、現在のみやざき県民総合スポーツ祭として

リニューアルして実施をしているというところ

であります。

議員の今、63回という冠をこのスポーツ大会

にかぶせてはどうかという御提言でありますけ

れども、伝統ある県民体育大会につきまして

は、県民総合スポーツ祭の中で県民体育大会の

部として継承いたしておりまして、このスポー

ツ祭の実施要綱の中でも、第63回県民体育大会

としてうたっているところでありまして、議員

のおっしゃる趣旨は、私としては継承できてい

るのではないかなというふうに考えておりま

す。以上です。

○中野一則議員 次に、開会時期のことについ

てお願いしたいと思うんですが、ことしは空梅

雨で、実はえびのは今ちょうど田植えのシーズ

ンで、非常に水がなくて困っているんですが、

今回のスポーツ祭は空梅雨のおかげでいい天気

に恵まれて、いろいろと競技がされたようであ

ります。昨年、一昨年は雨で中止された競技も

あったやに聞いておるわけですが、６月という

のは何といっても梅雨の時期ですから、梅雨を

避けてもらえないかという要望もたくさんある

んです。そのことができるかどうか、教育長に

お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） みやざき県民総合ス

ポーツ祭は、すべての市郡の体育協会、市町村

の教育委員会、実施競技団体の代表者で構成さ

れております実行委員会で、運営のあり方等に

ついて共通理解を図りながら実施しているとこ

ろであります。開催時期につきましては、会場

や役員・審判員等の確保を図りますとともに、

一人でも多くの県民の方々が参加できるよう



- 40 -

平成21年６月17日（水）

に、５月に実施をされます「障がい者スポーツ

大会」あるいは「ねんりんピック」、秋に開催

されます市町村のスポーツ行事や学校等の運動

会、これらとの重複がないように配慮して、６

月を中心に実施しているというのが現状でござ

います。でき得れば梅雨時期は避けたいという

のが本音のところではありますけれども、そう

いうことで年間の各種大会等がタイトなスケ

ジュールになっているということで、この時期

の開催としているところでありますので、御理

解をいただきたいと思います。ただ、競技の一

部によっては、あるいは５月に実施したり、秋

口に実施できる可能性もあるのではないかなと

いうふうに考えますので、それらについては先

ほどの実行委員会において引き続き研究してみ

たいと思っております。以上です。

○中野一則議員 次に、県西の観光対策につい

て、担当部長にお尋ねいたしたいと思います。

まず、えびの高原の活性化ということであり

ますが、えびの高原を中心とする霧島、これは

九州本土では唯一、森と湖の国立公園で、これ

にいやしやリフレッシュを求めて観光客が来ら

れるところであります。ちなみに、阿蘇くじゅ

うは草原ですね。雲仙、桜島は火山岩の岩山、

それからすると、非常にいやしに向いたのが霧

島であります。その中のえびの高原、これは四

季を楽しむところでありまして、端的に言え

ば、春は花、夏はキャンプ、秋は紅葉、冬はス

ケートということで、四季折々の盛りだくさん

のところがえびの高原であります。そのえびの

高原といえども、どんどんどんどん昔からする

と観光客が減っておるわけですが、一番新しい

データではどのくらいの数の観光客が来られた

ものでしょうか。商工観光労働部長にお尋ねい

たします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） えびの高

原への過去20年間の観光客数の推移を見ます

と、平成２年の約120万人をピークに減少傾向に

ありまして、最近の５年間は80万人前後で推移

しているところでございます。

○中野一則議員 えびの高原は、さっき冬はス

ケートと言いましたが、昔は天然、今は人工ス

ケート場がありますが、この人工スケート場、

ことしの２月に冷却機というんですか、これが

故障して、後、使えなくなったということであ

ります。この取りかえには、修理費に１億3,000

万円はかかるという話を聞きましたが、このス

ケートがなくなったら冬場の客がどんと落ち込

む、こういうことも懸念されるわけですので、

平準化を図るためにも、ぜひスケートの冷却機

の取りかえを、シーズンが11月の下旬から２月

の下旬ですので、これに間に合うようによろし

くお願いしたいと思いますが、担当部長。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 日本最南

端の屋外スケート場でありますえびの高原スケ

ート場は、シーズン中には県内外から毎年２万

人を超える利用があるわけでございまして、え

びの高原はもとより、県西地域の、とりわけ冬

場の観光振興を図る上で重要な施設であると考

えております。しかし、その冷凍機―議員は

冷却機と言われましたが、冷凍機と思いますけ

ど―は、平成元年のオープン以来20年が経過

しておりまして、老朽化のため故障も発生する

ようになっております。したがいまして、県と

いたしましては、引き続き多くの観光客に利用

していただけるよう、必要な整備を早急に検討

してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 おかげさまで、頭がかっか

なっていたのが冷却されました。冷凍というこ

とで読みかえてください。
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次に、同じえびの高原には、宮交が経営して

おったえびの高原ホテルがあるわけです。あの

跡地の利用、実は平成11年５月に３年間休業す

るということで、後また再開するような話があ

りました。当時の担当部長は中野議員でありま

したが、今にも再開するような話を何回となく

された経緯があったわけですが、今日、10年間

そのまま荒れ放題なんです。私は、このホテル

をもう一度再建してほしいと。もちろん、県内

資本があればいいわけですが、県外資本でもい

いわけですから、再建してほしいと。県営の国

民宿舎もあるわけですが、そのほうがかえって

相乗効果が出るんじゃなかろうか、こう思って

おります。部長、よろしくお願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） えびの高

原ホテルの再開など、跡地の利用につきまして

は、現在のところ、民間事業者による新たな動

きは聞いておりません。えびの高原の現在の観

光客数は、先ほど答弁しましたように、ピーク

時から比べますと大きく減少しているところで

ございます。日本最初の国立公園内にあるえび

の高原は、四季折々の表情を見せる高原性の自

然に恵まれておりまして、本県にとって重要な

観光地でありますので、その再生に向けて、現

在の観光ニーズに即した魅力アップを図ってい

かなければならないと考えているところでござ

います。したがいまして、県としましては、今

年度から、えびの高原を初めとする県内の主要

観光地の評価、点検をすることとしていますの

で、その中で、宿泊施設も含めて、これからの

えびの高原の観光地としてのあり方について、

地元えびの市等とも十分意見交換を重ねながら

検討してまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○中野一則議員 次に、京町温泉の活性化につ

いてお尋ねいたしたいと思います。先日、九州

・山口観光地満足度ランキングというのが載っ

ておりました。10位以内に温泉が７、20位以内

に温泉が13ということでありました。ちなみに

宮崎県は、高千穂、五ヶ瀬というのが13位にラ

ンクされて、ほかはありませんでした。県下唯

一の温泉郷といったら京町温泉ですけれども、

私は、この活性化をどうしても図らないかんと

いうふうに思っております。知事も何回か来ら

れて、一生懸命そのことを考えている、こうい

うことでありましたが、私が思っているのは、

韓国からの宿泊ツアーの誘客が図れないかとい

うことでございます。

既にみやざき観光コンベンション協会が韓国

岳等をトレッキングで取り組まれておって、韓

国で大変な人気だと。トレッキングする人

が1,000万人はいるというのが報道されておりま

した。ずっと前に聞いた話ですが、韓国の人

は、火山と温泉を好んでいらっしゃる、こうい

うことであります。えびのにある最高峰の韓国

岳、これは由来は、昔、韓国岳が噴火する前は

頂上から、朝鮮半島、韓国が見えたと、だから

韓国岳と言うんだと。また、朝鮮半島には祖先

天上降下伝説があるわけです。いわゆる天孫降

臨の伝説があるわけです。私は、本当の天孫降

臨の地は、本当の高千穂は韓国岳であろう、そ

ういうふうに思っております。そういう神話的

ロマンも含めて、これを売りにした商品をつ

くっていただきたい。昼は、韓国岳あるいはえ

びの高原に登山、トレッキング、山歩きです

ね。夜は京町温泉に宿泊、そういう商品をぜひ

つくってほしい。理論・理屈を言う時代じゃな

いんです。何をするか、何をつくるか、行政が

できるのは何かということを示して、関係者と

も協議し、韓国にも行っていろいろとやってい
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ただきたい、そのことを担当部長にお願いいた

します。コメントをいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県におき

ましては、トレッキングが盛んな韓国に対しま

して、韓国岳やえびの高原等でのトレッキング

と温泉を組み合わせたツアーの造成を働きかけ

てきました。ことし４月に商品化されまして、

大変好評を得ているところでございます。京町

温泉は、えびの高原に近く、また本県を代表す

る温泉郷でありますので、韓国岳トレッキング

と組み合わせた商品化の可能性は十分にあると

考えております。このため県としましては、先

般、京町の温泉関係者に対しまして、現行の韓

国岳トレッキングツアーを紹介しますととも

に、韓国の旅行会社等を対象とした説明会への

参加等を提案したところでございます。旅行商

品化に際しましては、まずは受け入れ体制の整

備や販売しやすい料金の設定など、地元の努力

が極めて重要でありますので、県といたしまし

ても、京町温泉関係者に対しまして、旅行商品

化に向けた取り組みを積極的に進めるよう働き

かけてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○中野一則議員 次に、工業用水道事業につい

て、企業局長にお尋ねしたいと思います。

平成20年度から、契約水量のうち未達水量を

値下げされておられます。６円だったものが４

円50銭、１円50銭安くなっておりますが、この

理由をお聞かせください。

○企業局長（日髙幸平君） 本県の工業用水道

事業の料金につきましては、基本料金と未達料

金という２本立てになっておるところでござい

ますが、このうち未達料金、すなわち一部使用

しない水量にかかわります料金につきまして

は、本県の工業振興の観点から、受水企業の負

担をできるだけ軽減するということで、減免措

置を講じているところでございます。しかしな

がら、本県の工業用水道の使用状況を見ます

と、企業との契約水量のうち、いわゆる未達水

量の割合が約68％ということで大きくなってお

りまして、しかも全契約水量の99％、ほとんど

を契約いたしております大口ユーザー６社が未

達水量を抱えておるというような状況でござい

ますので、これらの企業のほうから、これま

で、工業用水道料金見直しの要請がなされてき

たところでございます。このような状況の中

で、平成18年度に累積欠損金が解消いたしまし

て、将来も一定の利益が見込まれるということ

から、平成20年４月から未達料金について引き

下げを行ったところでございます。以上でござ

います。

○中野一則議員 この未達料金、１円50銭下げ

たことで１年間で4,674万1,000円減額になりま

す。ことしの決算での純利益は昨年より2,900万

円は安くなりましたが、5,413万9,000円を確保

されております。その理由は、地元の日向市の

上水道の関係で、あそこに特別売ったというこ

とで、その分が3,224万円あったと。それでこう

いう決算額になった。本年度からは4, 6 7 4

万1,000円がもろにかぶってくるということにな

ろうかと思います。それから、まだ工業用水道

事業にかかわる借入金の残高は33億2,000万円

残っているわけですね。そういうこと等を考え

たら、私は、値下げはいかがなものかなと思っ

ておりますが、いかがでしょうか。

○企業局長（日髙幸平君） 昨年、値下げを

行ったところでございますが、未達料金の引き

下げに当たりましては、現在、33億、借入金の

残高があるわけでございますが、この償還を含

めまして、中長期的な収支予測も行った上で、
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今後も健全経営を維持できるというふうに判断

いたしまして、引き下げを行ったところでござ

います。借入金の返済につきましては、累積欠

損金が解消いたしましたので、借入金償還のた

めの積み立てが可能になったということもござ

いまして、この積立金だとか、あるいは損益勘

定留保資金、こういったものを充当していくこ

とによりまして、今後も計画的に借入金の返済

も行っていけるというふうに考えておるところ

でございます。以上でございます。

○中野一則議員 では、宮崎県の料金が高いか

低いかということでありますが、企業から見直

しの要求があったから下げたという話でありま

したけれども、新産都市でやっている九州の料

金の状況を言いますと、熊本県の有明、基本料

金が50円、未達料金が15円。八代臨海、これが

基本料金が35円、未達が15円。福岡の大牟田、

基本料金が38円85銭、未達は制限がありませ

ん。それから、大分の２種、これは基本料金

が80円80銭、未達の料金はありません。大分の

１種、基本料金が15円80銭、未達の料金は制限

がありません。制限がないというところは契約

水量がほとんど、93％から121％あるわけです。

宮崎県が、基本料金が10円40銭、未達料金が４

円50銭、こういうことです。これが高いと言わ

れるのかどうか、局長にお尋ねいたします。

○企業局長（日髙幸平君） 九州各県との比較

の問題でございますが、工業用水道料金につき

ましては、国が定めました工業用水道料金算定

要領というのがございまして、これに基づいて

算定することになっておるわけでございます

が、この算定の方法は、必要な原価を料金に反

映するという総括原価主義をとっておるところ

でございます。したがいまして、それぞれの工

業用水道事業におきましては、立地条件、建設

の時期、投資金額、さらにはそれぞれの事業の

経営状況、これを勘案して定めるということに

なっておりまして、それぞれ料金が異なるとこ

ろでございます。本県の工業用水道事業の場合

は、建設時期も古く、また投資額も小さいとい

うこともございまして、全国と比較いたします

と、非常に安い料金ということになっておりま

す。以上でございます。

○中野一則議員 今、総括原価とか、投資額が

低いとか言われましたが、本当ですか。確か

に、昭和39年にできたときの総事業費は13億円

でした。ところが、平成13年には新たに改築を

されておるんです。このときに要ったお金は26

億円、それが加味されているかということが疑

問に残ります。それで、未達料金はもとに戻し

てほしい。これから公営企業の会計基準は民間

並みに変更したいということで、総務省が一生

懸命研究しております。大変厳しいことが想定

をされます。水道事業施設の再投資も、これか

らもせないかん。あるいは一生懸命、県が工業

団地造成をしたいということもしておりますか

ら、そういう意味で、結果としてそれも還元を

せないかん、そういう時期であるわけですか

ら、１円50銭の値下げはいかがなものかな、こ

う思っているわけであります。今でも、もとに

戻すのは遅いことはありません。ぜひ再検討を

お願いしたいと思います。御答弁をお願いしま

す。

○企業局長（日髙幸平君） 未達料金のあり方

については、それぞれ考え方があろうかと思っ

ております。それからまた、料金設定の仕方に

ついても、先ほど申し上げましたように、総括

原価主義ということでございますので、県に

よって、それぞれの内容によって異なっている

ということでございます。本県の場合には、先
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ほど申し上げましたように、契約水量と常時使

用水量、この乖離が大きいということがござい

ます。契約水量の68％が未達水量になってい

る、そういう現状もございますので、現状の状

態で妥当ではないかというふうに思っておると

ころでございます。

○中野一則議員 次に、医療行政についてです

が、要は……。県立病院の検討会が始まりま

す。これはひとつ、全体の医療行政を含めて検

討していただくように御要望を申し上げて、質

問を終わりたいと思います。（拍手）

○中村幸一議長 次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 宮崎市選

出、愛みやざき武井俊輔でございます。通告に

従いまして一般質問をさせていただきます。

昨日でございますが、私の高校時代からの親

友でもありまして、私の後援会長もしてくれて

おります榎本雄介君が延岡市大貫において診療

所を開設いたしました。県北地域の非常に厳し

い医療問題に触れるにつけ、そこに生涯をささ

げるべく飛び込んでいきました。私も非常に誇

りに思いますし、延岡の、また県北地域の皆様

のお役に立てればと、すごくうれしく思ってお

ります。また、今回の設立に当たりまして、多

くの延岡市内外の皆様に御協力を賜ったと聞い

ております。私からもお礼を申し上げますとと

もに、地元の皆様のより一層の御指導をお願い

したいと思っております。

さて、本県観光の父であります岩切章太郎

が、昭和34年でございますが、その著「無尽

灯」の中でこのように述べております。少し読

ませていただきます。

「「よく見ればなずな花咲く垣ねかな」、俳

人芭蕉は、垣根に目もつかぬくらいの姿で咲

く、なずなの花にも、限りなき美しさを感じ

て、この句を詠んだのであろう。たとえどんな

に小さくとも、どんなに田舎の片隅であろうと

も、私共が本当にいいものさえ作り上げておけ

ば、いつかは見る人が見て、世に送り出してく

れるであろう。

私はもう一度くり返したい、本当にいいもの

を作ろうではないか、と」と岩切は述べており

ます。

今回の質問、一つ一つはナズナの花のような

小さなこともあるかもしれませんが、真剣に、

よりよい宮崎づくりのため取り組んでまいりま

す。知事以下、執行部の皆様の明確な答弁をお

願いいたします。

では、質問に移ってまいります。まず、知事

の政治姿勢についてお伺いをいたします。

現在、国政は大きく乱れております。鳩山総

務大臣の辞任などによる麻生内閣の求心力の低

下は、もはや覆いがたい状況になっておりま

す。知事は今月の定例記者会見で、目前に迫っ

た解散総選挙に関し、地方分権と公務員改革が

争点になるとおっしゃいまして、全国知事会な

どでも支持政党を明確にして取り組むべきだと

いうようなことを述べられております。知事

は、この総選挙に当たり、どのようなスタンス

で臨むのか、また国政に対する関心と知事職へ

のこだわりについてお聞かせをいただきたいと

思います。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきの

問題についてお伺いいたします。

６月１日に報道されましたとおり、浸出水調

整池補強工事現場で、漏水どめ鋼板打ち込みの

作業中に陥没事故が発生をいたしました。もと

もと谷を埋めた脆弱な土壌であり、今回の調整

池破損もそれが原因で起こっているわけです

が、今回のようなことが繰り返されれば、工期
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のおくれのみならず、経費の増加、そして何よ

り住民の皆さんの不安の増大など、さまざまな

課題や影響があると考えますが、知事の見解を

求めます。

以上、壇上からの質問を終わらせていただき

まして、後は自席で質問させていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

先月末に、経済緊急対策として過去最大規模

の国の補正予算が成立しましたが、我が国の景

気・雇用情勢は依然として大変厳しく、先行き

が極めて不透明な状況にありますことから、国

民の間に閉塞感が蔓延し、政治に対する不信感

が増大していると思っております。このような

状況の中で、既に国政は来るべき総選挙に向け

て走り出しております。今度の総選挙は政権選

択選挙であることから、私たちは、各政党が示

すマニフェストに、特にこの国の進む方向性や

制度のあり方の根幹を変えることとなる地方分

権や公務員制度改革の要綱が明確に示される

か、あるいは実効性、実現性を十分に検証する

必要があると考えております。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきに

ついてであります。浸出水調整池の補強工事に

おける地盤の一部陥没の原因究明につきまして

は、現在、公社において、陥没した箇所に係る

工事を見合わせて、調査を行っているところで

あります。その他の部分につきましては、予定

どおり施工されておりますが、今後、全体の工

期等にどのような影響があるか、現時点では不

明でありまして、この原因調査の結果を受けて

対応策が検討されることになると聞いておりま

す。以上です。〔降壇〕

○武井俊輔議員 では、自席から質問を続けて

まいります。

昨年の９月から100年に一度の経済不況と言わ

れ、各種交付金が造成されてまいりました。２

月議会では７基金で143億円、そして今回も２基

金で11億円余と多額に上っておりますが、知事

はこのような国の対策についてどのような評価

をされているか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 昨年来の世界的な金

融・経済危機に対応するため、国においては景

気・雇用対策が切れ目なく講じられており、雇

用確保や生活支援、地域活性化のための交付金

などが措置されているところであります。本県

のように自主財源が少ない地方自治体において

は、雇用の維持や一刻も早い経済の回復を図っ

ていくためには、国の事業を最大限に活用して

いくことが必要かと考えております。しかしな

がら、交付金の中には地域の実情に十分対応で

きていないものもあることから、先般取りまと

めました、国に対する「みやざきの提案・要

望」においても、事業の要件緩和や期間の延長

など、交付金を有効に活用するための提案を

行ったところであります。今後とも、国の事業

の活用を図りながら、今回策定した新たな経済

・雇用対策に基づきまして、本県経済を回復か

ら成長の軌道へ乗せていきたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 確かに、実情の話が今ありま

したけれども、例えば、今回の基金の中に安心

こども基金というのがありまして、中に、妊婦

健康診査特別支援事業８億円というのがござい

ます。これは妊婦健診の公費負担の拡充ですか

ら、非常にいいものなのですが、平成22年まで

ということであります。気になりますのは、た

またまこの該当する年に妊娠する方は、公費助
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成が受けられるということになるわけです。す

なわち、私が非常に気になりますのは、これか

ら二大政党制、政権選択という選挙になってく

るんですけれども、こういった選挙前のサービ

ス合戦のようなことになっていく懸念があるの

ではないかと考えますが、知事はいかがお考え

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおり、今回の基金には、使い勝手のいい

ものとそうでないものがあることは事実でござ

います。例えば、議員御指摘の妊婦健診でござ

います。その恒久的な施策というものは今後、

国に対して要望していかなきゃいけない。ある

いは、安心こども基金なんですが、どうも待機

児童ゼロを目指したような、基金の創設になっ

ております。本県の場合、おかげさまで待機児

童はゼロでございます。もっと幼保施設等にか

かわる割合、そういったものを機動的に、弾力

的に運営できるように、国に対しては今後要望

していかなきゃいけないと思っております。

○武井俊輔議員 続いて基金について、今度は

総務部長にお伺いをいたします。例えば、今取

り上げた妊婦健診なんていうのもそうなんです

が、身近なところですと、ＥＴＣの1,000円休日

割引、こういったものも含めてですが、現実的

に考えたら、多分もうやめられないだろうなと

思うんです。すなわち、こういった基金や交付

金の増大というものが、結果として後年度にお

いて自治体の財政悪化を招く危険性があるので

はないかと考えますが、総務部長の見解を求め

ます。

○総務部長（山下健次君） 基本的なスタンス

ということで申し上げますと、今回の国の数次

にわたります補正予算では、地方公共団体の事

業実施あるいは基金創設の財源として、御指摘

のようにいろいろな交付金が措置をされており

ます。本県では、これまで基本的に予算編成に

おきまして、経済対策とはいいながら、不要不

急の事業に着手すること、あるいは将来の財政

負担を余儀なくされる、そういったことのない

ように、対策事業の緊急性あるいは効果等を検

証しながら、財政規律の保持に留意をしてま

いったところでございます。基本的にはこのス

タンスを堅持した中で、一方で景気対策という

ことで、県として必要な措置は当然とらなけれ

ばならないというのが基本的なところでござい

ます。

○武井俊輔議員 知事も先ほど、今後は地方分

権と公務員改革が争点になるということをおっ

しゃいました。ただ、基金にもまだまだ問題が

あるなというふうに感じております。本来なら

ば、こういう基金をつくるに当たって、もっと

地方の声―さっき実情に即していないという

話もあったわけですから―もっとこういった

ものが、つくる段階で反映されてしかるべき

だったのではないかと思っております。地方分

権といっても、結局は金で縛られております

し、県でも、幹部職員も国から招き入れたりも

しておりますけれども、結局は金や人で縛られ

ているように私は感じるんですが、知事の見解

を伺います。

○知事（東国原英夫君） 私は就任以来、国と

地方は対等でなければならないと申し上げさせ

ていただいております。しかし、現実には、地

方の財源や権限は非常に限られておりまして、

地方はみずからの意思と力でそれぞれの特性に

応じた地域づくりを進めるという姿には至って

いない状況であります。このような中で、現在

国においては、地方分権改革推進法に基づきま

して第２期改革が進められておりますが、この
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第２期改革こそ、権限と税財源の移譲による、

真に実効性のある分権改革につながるものでな

ければならないと考えております。また、大胆

な地方分権改革というのは、政治の強いリーダ

ーシップと国民的な議論の盛り上がりなくして

は、実現は不可能だと考えておりますので、私

といたしましても、あらゆる機会を通じて、地

方分権の必要性を強く主張してまいりたいと考

えております。

○武井俊輔議員 わかりました。

質問の中で１つお答えがなかった点を再質問

させていただきたいと思うんです。宮崎県では

特別職に副知事がいらっしゃいますが、副知事

以下幹部職員に、総務省、国土交通省、農林水

産省などから幹部職員を受け入れております。

確かに、国から来られた方の仕事に対する意識

であるとか知識、これは非常に県職員にも刺激

になるでしょうし、また人脈づくりも重要であ

りますから、メリットがあることについては認

めております。個々人の方は非常にすばらしい

方ばかりですから、心苦しい部分もあるんです

けれども、地方分権を一方で叫びながら、一方

では国から幹部職員を受け入れるというのは、

今言われた国と地方の対等な関係という意味で

言えば、私は整合性に若干疑問を感じるんです

が、知事の率直な見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 国から幹部職員等を

受け入れている現行の体制は、今の国と地方と

の関係上ある程度いたし方ない。議員がおっ

しゃるように、メリットとしては、情報の伝達

あるいはパイプ、あるいは技術、専門的知識、

そういったものを地方行政に生かしていただく

ということで大いに役立っていると思います。

しかし、これから地方分権に流れが向く中で、

そういったいわゆる国と地方の役割を対等に

し、税財源を、地方税体系を変えていく、財源

体系を変えていくという中で、こういったもの

はだんだん是正されていくものだと考えており

ます。

○武井俊輔議員 一つの課題として、今後とも

長期的に考えていただきたいと思っておりま

す。

続いて、そのような地方の声を上げる、知事

もいろいろと御意見をお持ちの全国知事会につ

いてお伺いいたします。知事も、知事会につい

ていろいろ御発言なさいますが、宮崎県として

も、負担金を昨年度で863万円、知事会に出して

おります。知事も何度も出席されております

し、少なからず時間とコストをかけているとい

うことになるわけですが、この全国知事会は、

地方、なかんずく宮崎県のためになっているの

か、またどのような期待を知事会にお持ちなの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 御案内のとおり、全

国知事会は任意の組織でありますが、地方自治

法によって、内閣や国会に意見を申し出る権限

を与えられた組織でありまして、これまで国に

対して、さまざまな意見書や要望書、提案をさ

せていただいております。しかしながら、私

は、こうした活動の成果が具体的に見えてこな

いことに、いささか物足りなさを感じていると

ころでございます。今後、我が国が地方の自主

性、自立性を高めて、真に豊かな地域づくりを

進めるためには、国、地方の組織や権限、財源

を一から見直し、大胆な地方分権改革を断行し

なければなりません。このため全国知事会は、

単に意見を述べるだけではなく、政策決定に対

して強い影響力を持つ、力強い組織であるべき

だと考えており、先月の知事会議では、地方分

権をマニフェストに掲げる政党を支援、応援す
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るぐらいの直接的な行動あるいは気概を持って

はいかがかということを言わせていただきまし

た。今後とも、このような考え方に基づき、発

信、行動してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 わかりました。

再質問を１点させていただきます。知事も物

足りないとお感じになる部分があるということ

ですが、確かに、以前は「闘う知事会」なんて

いうこともよく言われました。そういった意味

では、現在は、うちの東国原知事と大阪の橋下

知事が非常に注目されておりますが、知事と

いっても官僚出身の方も大変多い中で、どうで

しょう、実際に知事会に入られてみて、志の高

い方とか、この人は一緒にやれるなという方は

どれぐらいいらっしゃいましたでしょうか。

○知事（東国原英夫君） かつて「闘う知事

会」と言われた知事会でございますが、私は、

本当に闘っていたかどうかというのは疑問でご

ざいます。御案内のように、全国知事会という

のは、さまざまな方面での批評はありますが、

現在においては、単なる連絡調整会議になって

いるんじゃないか、知事のサロンの場になって

いるんじゃないかというような酷評というか、

耳の痛い御意見もございますが、そうならない

ように、全国知事会は全国47都道府県の代表、

首長、直接選挙で選ばれた人間たちが各地方を

代表して一堂に集う場でございますから、これ

は単なる行政官という仕事ではなく、政治家と

して政治的なメッセージ、そういったものを発

する場にしていかなければいけないんじゃない

かと、私は考えております。

ただ、その志について申しますと、ちなみに

前回の全国知事会で私は、政治的なメッセージ

を発したほうがいいんじゃないかと会長に言わ

せていただきましたが、それに直接同調、賛同

していただく知事さんは数名だったと記憶して

おります。

○武井俊輔議員 わかりました。私は「かもめ

のジョナサン」が非常に好きなんですけれど

も、宮崎の代表として、ジョナサンのような志

の高い方と、ぜひ知事会の改革に向けても取り

組んでいただきたいと思います。

続きまして、退職金問題についてお伺いをい

たします。退職金50％カットについては、私

は、首長の退職金カットは時代の流れでもあ

り、時期及び金額についても理解できるものだ

と考えております。しかし、なぜ今回提出した

のかということについて、県民の皆様の声があ

るのも事実でありますが、県民の皆様に対し、

なぜこの時期なのかということについて御説明

をいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 知事の退職手当につ

きましては、私のマニフェストにおきまして、

県民の満足度をもとにした出来高制を導入する

こととしておりまして、私は知事に就任して以

来、その実現に向けて検討を進めてまいりまし

たが、県民満足度を客観的に評価する基準など

難しい問題があることから、今回、出来高制に

よる退職手当の見直しは断念することとしたと

ころであります。しかしながら、私のマニフェ

ストにおいて知事の退職手当の見直しを掲げて

いること、また現在の厳しい社会経済情勢下に

おいて県を挙げて行財政改革に取り組んでいる

こと等から総合的に判断して、今回の任期に係

る退職手当の額を50％減額するという結論に

至ったところであります。

ちなみに、50％という数値は、他府県の状況

―今、全国で14都道府県の県知事が退職金の

見直しをしております。その中で７県が不支

給、ゼロです。１府が50％、残りの６県がそれ



- 49 -

平成21年６月17日（水）

ぞれ割合を決めて減額しているところでありま

す。そういった周りの状況も勘案して判断させ

ていただいたところであります。今回の条例提

案につきましては、県民の皆様との約束であり

ます私のマニフェストについて、手法は異なる

ものの、できるだけ早く形にしてあらわしたい

という私の強い思いから、今回の提案に至った

わけでございます。

○武井俊輔議員 再質問させていただきます

が、先ほどもありましたけれども、今回、退職

金を知事がカットされるに当たって、国政転出

の布石ではないかというような話も非常にあり

ました。知事はそれを否定されますけれども、

なぜここまでこういった疑念が、こういうふう

な形で声が起こるのかということについて、知

事は率直にどのようにお感じになるか伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 私の退職金の提案に

つきましては、任期の２年間、折り返し地点の

マニフェスト検証のときに、出来高制というも

のは困難であるという結論、つまり断念させて

いただいた。その時点―その時点というのは

ことしの１月でございます―から、どうやっ

て見直しが適切であるかということを考えてま

いりまして、４月にメディアの皆様に、ことし

中に、できれば早い時期にその提案をさせてい

ただく、その見直しについてお示しさせていた

だくということを表明させていただきました。

それに基づいて今回の提案になったわけでござ

います。どうしてもそれと国政への転身という

のをリンクして見られてしまうのは、去年９

月、10月以来の国政転身というものがマスコミ

を中心とした話題になっておる、そういったこ

とがリンクしているものだと考えております。

○武井俊輔議員 先ほどの中野議員への答弁で

もありましたけれども、ぜひそういった形で、

転身とは関係ないということはしっかりと信じ

ておきたいと思います。

次に、エコクリーンプラザみやざきの問題に

移ります。浸出水調整池補強工事費についてで

す。現在では県と市町村が折半して貸し付けを

行っておりますが、今後の交渉のスケジュール

はどうなっているか、また工事費用が、こう

いったこともあったわけですから、増額になっ

た場合の考え方について知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 工事費の最終的な負

担割合につきましては、公社が行う予定の損害

賠償請求訴訟など、今後の法的な手続を経て責

任の所在等を踏まえながら協議することとして

おり、現時点では時期的な見通しは不明であり

ます。また、万一、工事費用の増額を生じ、新

たな貸し付けが必要になる場合には、改めて関

係市町村と協議をすることになると考えており

ます。

○武井俊輔議員 次に移ります。県庁舎の安全

対策について、総務部長にお伺いいたします。

去る５月22日、宮崎市在住の55歳の男が県庁

知事室前の廊下にガソリンのようなものを大量

にまき、逮捕されました。県は、警備の強化、

監視カメラの設置などの対応をしております。

とはいえ、県庁というオフィス、かつ現在では

観光地にもなっているということですから、入

場制限などの管理は困難であります。また、コ

ンビニや銀行のようなカメラなどの警備がある

ところでも犯罪が発生することを考えますと、

抑止効果というのは一定程度にとどまると思っ

ております。私はむしろ、廊下全体に敷いてあ

るゴムマットを不燃性のものに交換するとか、

ドア等も含めて、防災というか、減災の考え方
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なんですけれども、燃えたときに少しでも被害

が軽減されるような対応をとるべきではないか

と考えますが、見解をお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本館廊下のマット

につきましては、燃えにくい材質、難燃性のも

のでございますので、仮に今回のようにガソリ

ンのようなものがまかれて火をつけられたとし

ても、マット自体が一気に燃え上がるものでは

ないと聞いておるところでございます。今後、

マットの老朽化が進みまして、取りかえるとい

う場合には、御指摘のような防炎機能のあるも

のの設置について検討する必要があると考えて

おります。

○武井俊輔議員 続いて、総務部長にお伺いい

たします。犯人が逮捕された後ですが、警察に

よって、廊下には警戒線が張られまして、現場

検証が行われました。県政記者室も封鎖され

て、ちょうどお昼ごろでしたから、夕刊紙の記

者さんなんか、入稿が相当大変だというような

お話をされておりました。しかし、考えてみま

すと、実際に出火しておりましたら、一帯は火

の海、後ろに座っていらっしゃいますけれど

も、記者の皆さんなんかも大変なことになって

いたんじゃないか、それぐらいの状況だったと

思っております。その後、記者室のほうにも

私、行ってみました。ところが、行ってみまし

たら、窓を見ると、縄ばしごどころかロープと

かもないわけです。隣の秘書広報課に扉がある

んですけど、ここは机が置いてあって、両方か

らのようですけど、はめ殺しになって出られな

いということです。「皆さんどうやって逃げる

んですか」なんて話を、記者さんにいろいろ聞

いてみますと、窓の外を見て、「ここの自転車

置き場の屋根はどうもやわらかそうだから、こ

こだったら何とかなるんじゃないか」とか、そ

んな話なんです。この本庁舎というのは非常に

古い建物ですから、そういった意味では、記者

室以外もおおむねこういった構造なわけです。

こういった避難経路の見直しということも、改

めて再検討するべきではないかと考えますが、

見解を求めます。

○総務部長（山下健次君） 本館の避難経路に

つきましては、出入り口あるいは階段等の状況

から、構造的に確保されているというふうに考

えております。実際に消防署の立入検査におき

ましても、避難経路について特段の指摘は受け

ておりません。そういった中ではございますけ

れども、御指摘のように県庁の本館には来庁者

も大変多くなっておりますので、今後とも、適

切な誘導など防火対策の充実に努める必要があ

ると考えております。

○武井俊輔議員 しかし、私が実際見ても、火

事が起こったら本当に危ないだろうなという状

況でございました。ぜひ今回のことを教訓とし

て、いろいろと対応をお願いしたいと思いま

す。

続いて、知事にお伺いいたします。今回こ

の55歳の男が油をまいたとき、危険を顧みずこ

の男を取り押さえたのは、若手の男性の県職員

でありました。一歩間違えば火だるまになりか

ねないような状況の中で、この果敢な行動は、

まことに高く評価されるべきであると思います

が、この職員への評価、表彰についてはどのよ

うになっているか、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） 今回の事件は、人

的、物的に甚大な被害につながった可能性も

あったところでありまして、液体をまいた人物

の動きをとっさに封じた職員の功績は大きいも

のだと考えております。その貢献に対しまし

て、今年度の職員表彰の中で、知事表彰を行う
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こととしております。

○武井俊輔議員 ちなみに、知事はこの職員の

方とお会いになったり、お話はされましたか。

○知事（東国原英夫君） 話は直接はしており

ませんが、存じ上げております。

○武井俊輔議員 そうですか。わかりました。

知事は、お隣の鹿児島県阿久根市の竹原信一

市長のブログの話題が出たときに、私が元祖だ

というようなこともおっしゃっていましたけれ

ども、確かに仕返しなどあってもいけませんか

ら、名前の公表というのが難しいというのはわ

かるんですけれども、せっかくいろいろブログ

も書かれているわけですから、お会いになった

感想とかも、ぜひその場ででも聞かせていただ

けるとよろしいのではないかと思いますが、い

かがですか。

○知事（東国原英夫君） 職員の極めて個人的

な評価をブログで書くというのは、昨今非常に

問題があると思っていますので……。でも、ポ

ジティブな評価であれば、あるいは感想であれ

ば、御本人の了解を得れば大丈夫かなと思って

おりますので、それは検討させていただきたい

と思います。

○武井俊輔議員 ぜひよろしくお願いします。

やる気にもなるかと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

続いて、近代建設遺産、戦争遺跡の活用につ

いてということでお伺いをいたしてまいりま

す。

平和の塔についてお伺いいたします。まず、

前回２月議会の代表質問の中で、平和の塔の内

部公開について質問をいたしました。そのと

き、内部開放に向けて調査研究を行うというこ

とでしたが、その後どのような状況なのか、お

伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 塔内部に掲げられて

おります石こうレリーフですが、あのレリーフ

等は県民の貴重な財産でありまして、一般公開

できないか、関係各部局に総合的に検討をお願

いしました。石こうレリーフの保存等の問題か

ら、現時点では、常時の一般公開は困難ではな

いかという結論に達しております。しかしなが

ら、県民の皆様や関係各位の方々の塔内部を見

てみたいという声には、可能な範囲でこたえる

必要があると考えておりますので、石こうレリ

ーフや塔内部の施設について、安全性等の調査

を完了させた上で、11月ごろを目途に、まずは

見学会という形で公開してみたいと考えており

ます。

○武井俊輔議員 一歩前進であることは評価を

いたします。ただ、今でも必要に応じて見ると

いうことはできるわけですので、回数的には今

までと余り変わらないのかなという感じはいた

しております。確かに、非常に課題の多い塔で

はあるわけですけれども、やはりもうちょっと

いろいろと知恵を出して課題を解決しながら、

内部公開の充実というものに向けて積極的に努

力をし、平和や戦争を考える近代建設遺産とし

て活用するべきではないかと考えますが、重ね

て知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 内部公開につきまし

ては、御指摘の観光への活用などを含めて総合

的に検討させていただきました。がしかし、平

和の塔につきましては、それを取り巻く背景や

経緯についてさまざまな御意見があります。石

こうレリーフの保存等も考慮しますと、現段階

では、常時一般公開というのは非常に難しいか

なと考えております。

○武井俊輔議員 もう一問、この問題に再質問

をさせていただきたいと思います。もう少しこ
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の話を知事とさせていただきたいと思うんです

が、私は大学のときに日本史を専攻しておりま

した。高校までは本当に歴史学者になろうと

思っておりました。また、いろいろ会社をやめ

た後も、日本に制圧されたシンガポールに住ん

でおったこともございます。そういった意味

で、この塔、なかんずく八紘一宇という言葉が

非常に重い意味を持っていること、とりわけア

ジア諸国の皆さんに非常に不快感を与えるもの

であるということは、十分承知しておるつもり

でございます。しかし、それでも歴史というも

のは、やはり正面から向かい合うべきだと私は

思っております。積極的な公開を何とか頑張っ

て進めていくべきではないかと思っておりま

す。

私、先日、愛みやざき４人で行ったんです

が、内部を調査させていただきました。確かに

中のレリーフというのは、天孫降臨であると

か、五族協和であるとか、当時の非常に政治的

なメッセージの強い塔であるということは、そ

のとおりであります。しかし、それでも、そう

いった時代があったんだと、歴史があったんだ

ということをしっかり踏まえて、その上で平和

を希求していくというのが次の世代への責任で

はないかと思っております。歴史と正面から向

き合うということの意味、意義について知事は

どのようにお感じになるか、お伺いをいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、歴史へのアプローチというのは、さまざま

な観点が可能だと、あるいは担保されなければ

いけないと考えております。ただ、平和の塔の

公開につきましては、さまざまな御意見があり

ます。そしてまた、議員御指摘のように、あの

平和の塔の公開は、宮崎県だけではなく、日本

国あるいはアジアを含めて、世界の議論になる

可能性があります。とすれば、議員は不快感と

おっしゃいましたが、アジアの方たちの不快感

というのを十分考慮しなきゃいけない。これは

本当にデリケートでセンシティブなことであり

ますので、戦争あるいは歴史の解釈がどうであ

るか、そういったものも含めた深い議論が今後

必要ではないか。それを議論するために、軽々

に公開するのはいかがなものか、公開して関係

各位の方々あるいは県民の皆様に広く御意見を

伺う、そういったアプローチを今後していきた

いと考えております。

○武井俊輔議員 わかりました。ぜひ、議論は

進めていっていただきたいと思います。この話

はまたじっくりお考えいただければと思います

し、議員各位の皆様も政治的思想信条はそれぞ

れあるかと思いますが、ぜひお考え願えればあ

りがたいと思っております。

次に移ります。宮崎空港周辺の掩体ごうの整

備についてであります。議場の皆様には写真を

配付しておりますが、これは、さきの大戦の戦

争遺跡でございます。飛行機を敵機の爆撃から

守るためにつくられた、コンクリート製のかま

ぼこ形の施設であります。わかりやすいところ

で言えば、一ツ葉有料道路南線がありますが、

空港のそばを通るときなど滑走路側を見ていた

だくと、見ることができます。戦後60年たった

今でも一部は残存しておりまして、戦争を伝え

る構造物の一つであります。この掩体ごうなん

ですが、宮崎空港周辺に数多く存在しているん

ですけれども、荒れるに任せ、ツタで覆われて

いるようなものや、既に民間に払い下げられ車

庫や倉庫として利用されているものもありま

す。少なくとも、戦争の遺産として整備されて

いるものは一つもありません。まず教育長に、
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県としては、この掩体ごうの価値についてどの

ように認識をされているか、お伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会の立場と

しては、文化的な価値ということでお答えをさ

せていただきたいと思います。文化財として歴

史的な遺産を取り扱う場合には、歴史上その価

値が定着していることが前提となりますけれど

も、御質問の掩体ごうにつきましては、いまだ

その評価についてさまざまな意見があるところ

であります。現在、宮崎市の教育委員会が中心

になって、掩体ごうの建設の経緯や他県での指

定事例などの調査が進められているところであ

りますので、県といたしましては、その動向を

見守ってまいりたいと考えております。以上で

す。

○武井俊輔議員 わかりました。ただ、下の写

真を見ていただくと、これは大分県の写真なん

ですが、このように価値を認めて整備されてい

るところもあるわけです。また、大分県もそう

ですが、高知県などでも文化財として指定され

ている場所もございます。この宮崎空港は、も

ともと海軍の赤江飛行場でありまして、滑走路

横には特攻隊の慰霊碑もございます。現在でも

航空機の離発着のあるこの場所で、掩体ごうも

あわせ、こういった施設の整備を進めれば、平

和学習の場としても非常に貴重なものになるの

ではないかと思っております。

特に、この議会でも、たびたび議論されます

修学旅行についてでございます。修学旅行客の

減少が非常に言われますが、修学旅行には平和

学習と自主研修、この２つが非常に重要な要素

であります。ですから、原爆関連の施設と路面

電車で自主研修のできる長崎は、非常に修学旅

行は強いわけです。知覧を抱えている鹿児島も

同様であります。そういった意味でも、戦争関

連施設の整備というのは、私は重要な意味があ

ると考えております。宮崎赤江飛行場から特攻

も出ておりますし、この掩体ごうも含めた宮崎

空港周辺も、知覧にまさるとも劣らない平和学

習の場になり得るのではないかと考えておりま

す。そういった意味でも、この掩体ごうの整備

は非常に意味があるのではないかと考えます

が、商工観光労働部長の見解を求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 掩体ごう

の観光資源としての活用につきましては、先ほ

ど議員からも指摘がありましたように、老朽化

しているもの、あるいは民有地にあるものをど

のようにして活用していくのか、具体的には、

その保存や展示方法、あるいは土地所有者の理

解、さらにはガイドの養成、整備コストなど、

さまざまな観点から検討しなければならないと

考えております。ただ、観光資源の掘り起こし

は、いろいろな提案や御意見を伺いまして、自

由な発想で議論を深めることが何よりも肝要だ

と考えております。したがいまして、宮崎空港

周辺の掩体ごうの活用につきましても、まずは

地元宮崎市がどのように考えるのか、意見を聞

くなどの取り組みをしてみたいと存じます。以

上でございます。

○武井俊輔議員 ぜひ、宮崎市とも積極的な情

報交換をしていただいて、価値をまた見直して

いただきたいと思います。

続けます。サンゴ礁の保護についてお伺いを

いたします。

まず、知事に最初一点伺ってみたいんです

が、県内でも延岡の須美江とか日南市南郷町の

外浦あたりから、海底を見ることができるグラ

スボートというのが出ていますけれども、知事

は、こういったものに乗ったりして、宮崎の海
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の底をごらんになったことはありますか。

○知事（東国原英夫君） 宮崎の海の底は、残

念ながらございません。失礼いたしました。

○武井俊輔議員 貴重な観光資源でもあります

から、ぜひ今度お訪ねをいただきたいと思って

おります。

しかし、知事、宮崎の海の底というのは今、

大変なことになっております。先日、民放の番

組で、「宮崎のサンゴは守れるのか」というド

キュメント番組が放送されました。白くかたく

なっていく白化現象、オニヒトデの食害、そし

て、原因不明のホワイトスポットシンドローム

という病気がサンゴに蔓延しております。その

他の要因も含めて、サンゴの破壊が非常に進ん

でいるという大変な状況がドキュメントされま

した。その後、私も調査をいたしておりまし

て、改めてその状況を感じておるんですが、ま

ず環境森林部長にお伺いをいたします。このサ

ンゴの減少についてどのような認識を持ってい

らっしゃるか伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 近年、サンゴ

の群集につきましては、全体が白くなって死滅

する白化現象や、オニヒトデの食害などにより

ます劣化が国内でも報告されております。本県

におきましても、サンゴを食べる巻き貝であり

ますヒメシロレイシガイダマシの食害や、細菌

が原因とされますホワイトスポットシンドロー

ムの被害等が確認されております。このような

サンゴ群集の劣化は、海中の生態系が健全に維

持される上でも重要な問題であると認識してお

ります。

○武井俊輔議員 海中資源、認識はされている

ということなんですが、特に、オオスリバチサ

ンゴなんて非常に大型で貴重なサンゴが危機的

な状況にあるということも、大変大きな問題で

ございます。サンゴは、一説には地球上のＣＯ２

（二酸化炭素）の３分の１を捕捉しているとも

言われておりまして、地球温暖化の観点からも

非常に重要な問題であると考えております。そ

ういった意味で保護管理が重要なんですが、県

内には、延岡市の島野浦周辺、そして日南市南

郷町大島周辺の２つのエリアに12カ所、海中公

園が設定されておりますが、その海中公園の管

理保全対策はどのようになっているのか、環境

森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県では、

今、議員のおっしゃいましたように、日南海岸

・日豊海岸国定公園の中で、サンゴや熱帯魚な

どが生息する海中景観などのすぐれた区域を海

中公園として指定しておりまして、サンゴなど

の動植物の捕獲、採取や、土石の採取などの行

為を規制しておるところでございます。また、

ヒメシロレイシガイダマシによる食害が発生し

ております日南海中公園におきましては、平成

元年度から、日南市などと連携いたしまして、

駆除対策を実施しているところでございます。

以上です。

○武井俊輔議員 管理のあり方や駆除について

は、わかりました。しかし、問題は、このよう

な危機的な状況の中で、もっと戦略的な、積極

的な保全を図っていくことが大事だと思うんで

す。そういった意味で、現にサンゴの破壊がど

んどん進んでいるわけですから、具体的なスケ

ジュール感を持って取り組んでいくことが大事

ではないかと考えますが、重ねて環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 県としまして

は、サンゴ群集保全のために、引き続きヒメシ

ロレイシガイダマシの駆除などに努めるととも

に、県民に対しまして、健全な生息環境の維持
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などにつきまして、さらに普及啓発に努めてま

いりたいと考えております。なお、サンゴ群集

の保全対策につきましては、現在、国におきま

して、サンゴ礁保全行動計画策定会議が設置さ

れまして、検討が行われているところでありま

す。本年度末には保全のための行動計画が取り

まとめられると伺っておりますので、関係機関

とも連携を図りながら、必要な対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 非常に危機的な状況にござい

ます。失われてからでは遅いわけでございます

ので、ぜひ積極的な対応をまた具体的にお願い

したいと思います。

別の視点から、その価値についてお伺いいた

します。スキューバダイビングについてであり

ます。宮崎は沖縄と並びまして、スキューバダ

イビングの適地とされております。観光コンベ

ンション協会のホームページ、旬ナビでござい

ますが、ここを見ますと、スキューバダイビン

グについて、「温暖な宮崎では１年中がダイビ

ングシーズン。特に西から北へ風が吹く11月か

ら３月頃は透明度15ｍ～20ｍと高くオススメ。

熱帯と温帯の中間に位置する宮崎では、ソフト

コーラルとハードコーラル―コーラルはサン

ゴのことですが―が混在し、ハマチ、ブリ、

ウミガメなどの回遊魚から美しい熱帯魚までが

揃う独特の環境」というふうに書いてございま

す。この旬ナビのトップページには、マリンス

ポーツパラダイスみやざきというふうにうたっ

てあるわけなんです。

私は以前、観光業で働いておりました。例え

ばサーフィンなんていうのは、今でこそ観光素

材と言われていますが、当時はまだまだ「ホテ

ルに泊まって、バスに乗って、お土産を買って

くれる人がお客さん」といったようなイメージ

が大変強い時代でございました。そういった中

でシーガイアの破綻があり、そしてまた、宮崎

にしかないものが見直されてくる中で、マリン

スポーツもこのように見直されてきていると考

えますが、その価値と観光振興への今後の活用

について、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県は、

サーフィンを初めとするマリンスポーツを生か

した観光振興に取り組んでいるところでござい

ますが、スキューバダイビングにつきまして

も、これまで、地元自治体や受け入れ団体と連

携しまして、本県のすぐれたダイビング環境の

全国への情報発信等に努めてきたところでござ

います。本県の海は、国内最大規模と言われま

すオオスリバチサンゴなどのサンゴ群集、さら

には多くの魚種等に恵まれておりまして、サー

フィンだけでなく、スキューバダイビングの適

地でもあると考えております。今後とも、この

貴重な資源を生かし、また環境保護にも十分留

意しながら、本県の観光振興に取り組んでまい

りたいと考えております。

○武井俊輔議員 この問題、ありがとうござい

ました。

最後に、知事にお伺いいたします。きょう

は、このようにサンゴの危機的な状況とその価

値についていろいろ議論してまいりました。知

事、森と異なって、海の中はふだんの暮らしで

はのぞくことができません。そういった意味

で、海の中で起こっているサンゴの危機という

ことを議論してまいりましたが、どのようにお

感じになったか、感想をお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） サンゴを含めて、

海、山の自然の保全というのは非常に重要な課
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題だと思っております。これも地球規模の文明

的な課題だと思っています。サンゴの白化と

いったものは、地球の温暖化等々に深くかか

わっているのではないかと思っております。我

々一人一人が自然を大切にするという気持ちを

醸成するとともに、行政に何ができるか、そう

いったものも今後検討していきたいと考えてお

ります。

○武井俊輔議員 ぜひ、またグラスボートにも

乗っていただいて、海の底を眺めてお考えいた

だければと思っております。

最後の質問になりました。この質問は―

きょうも来ていますかね―宮崎大学の学生の

皆さんと一緒に考えてみました。宮大が木花に

移転をしまして20年以上が経過いたしました。

宮大の学生さんに話を聞きますと、木花や清武

周辺でバイトをし、原付を買って大学と往復し

ているといったような学生さんもかなり多いよ

うです。せっかく宮崎に出てきても、これでは

意味がありませんし、大変残念だなと、私もか

ねがね思っております。

ちょうどきょうの日経新聞でございます

が、25面に中央大学の細野教授が、「地域活性

化と関連して産官学連携も重要だ。地域は教材

の宝庫なのだから、学生を積極的に地域に出

し、学ばせ、愛着を持たせ、誇りを持たせる。

若者の目を大都市に向かわせるだけでは、大学

にも地域にもあすはない」と述べておられま

す。今、宮崎でも、中心市街地の「Doまん中モ

ール」や駅前の商店街で学生が活躍するなど、

少しずつ新しい動きも出てきてはおります。今

回、そういったものを踏まえて、私も応援して

いきたいという思いもありまして、一緒に質問

をつくってきたわけなんですが、こういったこ

とを通じて、政治や行政に少しでもかかわると

いうことを感じてもらいたいと思っておりま

す。

では、質問をいたしてまいりますが、まず各

種審議会についてであります。審議会への大学

生など若者の参加について伺います。県は各種

審議会を設置しておりますが、例えばこのよう

な審議会への大学生の参加状況はどうか。ま

た、そのようなものに大学生を参加させる意義

についてどのようにお考えか、総務部長に伺い

ます。

○総務部長（山下健次君） 審議会等の委員に

つきましては、適時、公募等を行いまして、広

く県民の皆様の参加を募っているところでござ

いますけれども、現時点で大学生が委員として

参加している審議会等はございません。基本的

に、審議会等に大学生などの若い人たちが参加

をしていただくということは、将来の宮崎県を

担ってほしい若者の意見が県行政に反映される

機会として、大変有意義であると考えておりま

す。県といたしましては、今後も、審議会委員

等につきまして、各種のメディアあるいは県庁

ホームページ等を活用しまして広報に努めまし

て、広く県民の皆様からの応募をお願いしたい

と考えております。

○武井俊輔議員 今のお話ですが、若者の意見

が県行政に反映されるということは有意義だと

いうことで、各種メディア、県庁ホームページ

で広報するということのようなんですが、重ね

て総務部長に伺ってまいります。広報は今でも

やっていますね。やっていますし、ホームペー

ジなんかでも今でもやっています。ただ、有意

義と考えつつも、対応的には余り今までと変わ

らないということ、そして現状は一人もいない

ということでございますから、結局は、このま

まだと、多分、状況は何も変わらずに推移して
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いくんだろうなという感じがいたします。もう

一度ぜひ御検討いただきたいんですが、例えば

大学の掲示板に張り出すとか、学食や生協にチ

ラシを置くとか、また大学生以外でも、若い社

員が多い会社とかそういうところに、こういう

ものに参加しませんかというお願いをしていく

とか、何かこちらからそういったものに一歩ア

プローチしていくということが大事ではないか

と考えますが、総務部長の見解を伺います。

○総務部長（山下健次君） 先ほど、現在、審

議会の委員にはいないというふうに申し上げま

したが、応募も20歳代の方からはございませ

ん。結果として、選定された審議会の委員等も

いないわけでございます。そういった中で、委

員公募に当たりましては、年齢の上限を設けず

に幅広く募集をしておりまして、県といたしま

しては、青年層から高齢者層まで応募していた

だきまして御意見をいただくということが大事

でございます。御指摘のありました大学生への

アプローチ、この取り組みにつきましては、特

に若い世代の御意見を伺いたい、こういったと

きにはケース・バイ・ケースで考えてまいりた

いと思います。現実に、今どういった方法で広

報をやっているかといいますと、先ほどホーム

ページなり、あるいは各種メディアというふう

に申し上げましたが、そのほかに、リーフレッ

ト等も図書館なり、あるいは芸術劇場なり、市

町村、こういったところにお配りしておりま

す。その中に、議員御指摘のような配付先も含

むということは検討してまいりたい、こういう

ふうに思います。

○武井俊輔議員 いろいろな審議会に、私も勤

めているときにいろいろと出ていたんですけれ

ども、確かに公募というのは難しくて、応募し

てくる方というのは、大体いつも同じような方

がきたりとか、どうしても平日の昼間にあるこ

とが―それも改善していかなければいけない

とは思うんですけれども―どうしてもそう

いった意味で、時間がある方に限られてしまっ

ているところがあるのではないかなと思うんで

す。こういったことというのは、こういった形

でいろんな審議会なんかにかかわることができ

れば、例えば勉強、卒論とかも書いたりするわ

けですから、そういった意味でもプラスになる

部分もあるでしょうから、そういったあり方、

また時間とか、そういったものを含めていろい

ろと検討していただきたいと思っております。

続いて、大学コンソーシアム宮崎事業につい

て、県民政策部長にお伺いいたします。

これは県から約200万程度補助金を出していま

して、高等教育コンソーシアム宮崎というもの

が各大学なんかで設立されているわけですが、

これは、県の高等教育機関がお互いに連携を

し、単位の互換とかいったようなものも含めて

連携・協力をするというものであります。非常

に目的はいいんですけれども、いろいろ聞いて

も、「何や、それ」という話で、なかなか存在

が知られておりません。講演会とか、そういう

のもいろいろやっているんですが、もう少し、

例えば事業計画にも学生を参画させるとか、そ

ういったような形であり方を見直して、より学

生にとって有意義なものにしていくべきではな

いかと考えますが、県民政策部長の見解を求め

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 高等教育コン

ソーシアム宮崎は、今の御質問にもございまし

たように、県内の大学、短大等の高等教育機関

で構成されておりまして、相互の連携とか協

力、そして産業界とか地域社会との連携を密に

して、高等教育全体の機能向上を図ろうという
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ことを目的としてつくられているものでござい

ます。このコンソーシアムにおきましては、単

位互換でありますとか、県内企業、行政機関で

のインターンシップ事業―これはもちろん大

学生が参加していただくことになりますけれど

も―それとかゼミナール、研修会の開催な

ど、学生を対象とする事業にも取り組んでおり

まして、これらの活動に対しまして、県からも

支援を行っているというところであります。県

といたしましては、この組織の特別会員でもあ

りますので、今後とも、コンソーシアムの自主

的な活動が活性化いたしまして、高等教育環境

の魅力アップが図られますよう、学生の事業参

画も含めまして、提案、支援等を行ってまいり

たいというふうに思っております。

○武井俊輔議員 思い返しますと、知事と私

は、今から６～７年ぐらい前ですか、大学のト

イレかどこかで出会ったのが最初だったんじゃ

ないかと思っております。いろいろと学生とか

かわって感じますのは、宮崎でも地域活動を一

生懸命やりたいと思う人というのは結構多いん

です。ただ、なかなか宮大が遠いとかいうのも

あって、きっかけもないというところもあるん

ですが、それでもやっている人は結構多いとい

うこともあります。ただ、多いんですけど、活

動をやっている方で結構共通しているのは、県

外から来て宮崎に住んでいる人が意外と多いな

というのを感じております。そういう意味で、

せっかくこういう御縁があって宮崎の大学に来

て頑張っている方はいっぱいいますし、私は、

こういった学生に少しでも宮崎に残って頑張っ

てほしいと思っております。

最後に一点、知事に御所見を伺いたいと思い

ますが、今の宮崎の大学生にどういったイメー

ジを持っていらっしゃるか、そして、きょうも

来ていますが、どうあってほしいかということ

を知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほど来、議論の対

象になっておりますコンソーシアムですけれど

も、私も何回か講義をさせていただきました。

学生が100人ぐらい集まっていましたけれども、

どの学生も意欲満々に講義を受けていらっ

しゃったような印象を受けております。また、

先般、宮崎大学の学生さんでしたか、宮崎県の

財政白書というものをお出しになりました。私

も読ませていただきましたが、学生にしてはす

ばらしい研究発表だったんじゃないかなと。こ

ういう若い方が県の行政や政治に関心を持って

いただく、興味を持っていただく、あるいは参

画していただく、そういった行動をしていかな

きゃいけない、そういった呼び込みをしていか

なきゃいけないんじゃないかと私は思っていま

す。私が行政に携わらせていただいている役割

の一つとして、若い人たち、特に今まで行政、

政治に関心のなかった方たちに興味を持ってい

ただくという、そういったポリシーでも行動、

活動させていただいています。今後とも、若い

人たちが特に行政、政治に関心を持てるよう

な、そういった魅力ある行政、政治でありたい

し、そういったものをどんどん、あらゆるメ

ディアを通じて発信していきたいと考えており

ます。

○武井俊輔議員 私も知事と全く同感でありま

す。私も選挙のときは、学生が政治家になりた

いと思ってもらえるような議員になりたいとい

うことなんかも、ずっと訴えてまいりました。

そういった意味で、少しでも我々のほうからも

近づいていって、より関心を持ってもらえるよ

うな、そういう社会、宮崎づくりをしていきた

いと思っております。
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冒頭でも述べてまいりましたが、岩切章太郎

の言うナズナの花のような宮崎を、皆様と一緒

につくってまいりたいと思っております。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会



６月18日（木）
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◎ 知事報告

○中村幸一議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

りますが、この際、知事より、新型インフルエ

ンザ患者の発生について報告したい旨の申し出

がありますので、特に知事の発言を許します。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 貴重なお時

間をいただきまして、県議会を初め県民の皆様

に御報告を申し上げたいと存じます。

昨日、17日午後11時、県内で最初の新型イン

フルエンザの患者１名の発生が確認されまし

た。症状は軽く、快方に向かっているとのこと

ですが、患者さんが一日も早く回復されますよ

うお祈りいたします。

県といたしましては、先ほど対策本部会議を

開催し、県民の皆様には外出や事業活動の行動

自粛は行わないこととし、引き続き、関係機関

と十分連携して対策に当たることを決定したと

ころであります。

県民の皆様におかれましては、正確な情報に

基づき、冷静な対応をお願い申し上げます。以

上です。〔降壇〕

◎ 一般質問

○中村幸一議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。まず、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。ただいま知事から、新型インフルエ

ンザの患者さんの発生について御報告がござい

ました。一日も早い御回復をお祈りいたします

とともに、知事以下県職員の皆さん方の御苦労

に感謝申し上げます。とりわけ健康増進課を初

め保健所、関係機関の皆さん方のこの間の御労

苦に心から感謝申し上げたいというふうに思っ

ております。私も家に帰りましたら、これまで

健康増進課、関係機関からありましたように、

まず手を洗う。手を洗うのも、蛇口をひねりま

して、石けんをとりまして泡立てる。そして指

の間を、そしてこっちも洗う。親指を洗うんで

すね。で、つめを洗う。そして手首を洗うとい

うようなことを実行して、そしてうがいをする

ということでしているんですけれども、やは

り、それでも風邪を引くときは風邪を引きま

す。しかし、この新型インフルエンザ、十分注

意をしていかなくてはならないというふうに

思っております。

それでは、通告に従いまして一般質問を行っ

てまいります。

５月29日、総額15兆円を超える国の2009年度

補正予算が成立いたしました。過去最大の当初

予算88兆5,000億円の執行効果を見定めることも

なく、４月27日に国会に提出され、１カ月で３

分の２条項を使って成立したものであります。

これは、政府みずから当初予算の欠陥を認め

て、総選挙対策向けのばらまき支出を盛り込ん

だものではないかと、各方面から批判が上がっ

ているところでございます。今日の危機的な経

済状況をもたらした、小泉・竹中路線の破綻に

対する真摯な反省からスタートすべきではない

かと思うのでございます。ワイズ・スペンディ

ングとは名ばかりで、底力発揮・21世紀型イン

フラ整備と称してこれまで抑制してきた従来型

の大型公共事業の大盤振る舞いやアニメセンタ

ーの建設、公共交通事業会社から極めて不評の

マイカー高速割引、需要の先食いと言われるエ

コカーや省エネ家電の買いかえなど、一部評価

ができる雇用調整金の積み増しや職業訓練・生

平成21年６月18日(木)
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活支援などを除くと、不要不急と見られる補正

予算となっていると思うのでございますが、知

事はどのように評価をしておられるのか、お尋

ねをいたします。

後は質問者席から質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

昨年来の世界的な金融・経済危機に対応する

ため、国におかれましては景気・雇用対策が切

れ目なく講じられており、ことしの４月10日に

決定された経済危機対策についても、平成21年

度補正予算（第１号）により、その対策を実施

に移すために必要な経費として、雇用確保や生

活支援、地域活性化のための交付金などが措置

されているところであります。本県のように自

主財源が少ない地方自治体において、雇用の維

持や一刻も早い県内経済の回復を図っていくた

めには、大変貴重な財政措置であると思います

が、交付金の中には地域の実情に十分対応でき

ていないものも見受けられることから、先般取

りまとめました国に対する「みやざきの提案・

要望」においても、事業の要件緩和や期間の延

長など、交付金を有効に活用するための提案を

行ったところであります。今後とも、国の事業

の活用を図りながら、本県の経済・雇用情勢に

合わせ、きめ細かな対応ができるよう、本県経

済を回復から成長の軌道へ乗せていくための効

果的な事業についての予算化を図ってまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 今、知事から御答弁ございま

したけれども、一定の評価をするということの

ようでございます。宮崎県としましたら、背に

腹はかえられないというところもあるのかもし

れませんけど、きのうの党首討論にありました

ように、極めて不評の補正予算ではないかなと

いうふうに思っております。50近い基金をつく

るというようなことで、そういう意味では、き

のうの民主党と総理大臣の党首討論にもござい

ましたけれども、我が党も含めまして、やはり

これはばらまきではないかと、厳しい批判をし

ているところでございます。追加経済対策だと

いうことで、国の予算に安易につき合う必要は

ない。これまで国の意向に沿って、後に地方交

付税として措置するからと公共事業を実施した

結果、9,000億円もの県債の山となっているので

はないかというふうに思っております。確かに

便利ではあるが、果たしてこれが必要なのかと

いうものが県内にもございます。今回、補正予

算の対応に当たっては、しっかりと精査をして

いただいたと思うのでございますけれども、こ

の点については、きのう一定の議論がされまし

たので、省いておきたいと思っております。

それでは次に、知事の退職金について。きの

ういろいろとございました。任期は2007年の１

月23日から2011年、再来年の１月22日までと

なっておりまして、任期を終了いたしますと、

退職手当約4,000万円が支給されるわけでござい

ます。きのうの答弁では、「県民満足度の評価

が困難、厳しい行財政、各県の状況などを考慮

した政治判断である」というふうに答弁をして

おられます。これまで２年間、２年と少し知事

職をしてこられたわけでございますけれども、

それでは、２年間をどのように今評価をしてお

られるのかなというふうな感じがいたすわけで

ございますけど……。その前に、２年２カ月前

の2007年２月議会の代表質問、自民党の亡くな

りました永友一美議員の代表質問がございまし

て、非常にマスコミの注目を浴びて、知事も決

意を込めて答弁をされたというふうに思ってお

平成21年６月18日(木)



- 66 -

平成21年６月18日(木)

りますけれども、永友議員は知事の政治姿勢、

議会との関係、そういうことについて質問をさ

れておられまして、それに対しまして知事は、

「ただいまの永友一美議員の、「イチミ」とい

うだけあって非常にスパイスのきいた御質問で

すね」というようなお答えをしておられました

ね。私はここにおりませんでしたけれども、こ

れはどうしたお答えなのかなというような気が

したことを覚えております。

一括方式でないということで、一問一答とい

うことについていろいろございまして、この中

でも「20問以上の質問があったと思うんです。

それにお答えするのも大変でございますが、一

生懸命頑張らせていただきたいと思います。覚

えていらっしゃいますでしょうか、１問目。ま

ず、議会への対応についてであります」という

ふうに答弁をしておられるんです。この中で、

この議会での議論を、フレキシブルな闊達とし

た議論ができるんじゃないかと、一問一答のほ

うがですね。そういうふうにお答えをいただい

ておりまして、私どもも議会の中で議論をしま

して、このような質問者席を設けると、これは

議会改革の象徴であると私は思っております。

そして、一問一答についてはほぼ定着をしてき

ている。ただ、ここを使用してというのは、ま

だ定着をしてきていない部分もございます。そ

ういうふうに思いますと、この間、知事のこの

とき言われておりましたフレキシブルな闊達と

した議論が展開されているというふうに思って

おられるのか、その点についてお聞きをしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） この２年間、議会で

の議員の方々との質疑応答、一般質問と代表質

問等々の答弁、そういったものを今思い起こす

に、私はその前の過去を議事録でしか読むこと

ができないんですが、私としては、闊達でより

躍動的な議論ができているのではないかと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 そのようになっているのでは

ないかということですけれども、この間に、知

事もそこに答弁書を持っておられると思います

けれども、かなりの苦労を職員の方がしておら

れるんです。我々も職員の方に配慮するという

面もございまして、やはり、まだまだ知事がそ

の当時言っておられたような議論には到達して

いないんじゃないかなというふうに思っており

まして、これは今後の私どもと知事との間での

課題ということで残しておきたいというふうに

思っております。

それから、知事マニフェストというのがござ

いますが、それによりますと、「知事の退職金

に県民の満足度を元に一定比率を返納する能力

主義制度（出来高制）を導入」「知事の多選自

粛」等というふうに書いてございます。満足度

測定による出来高払いが困難とのことでござい

ますけれども、どういう理由からそういうふう

に判断をされたのか、それについてお尋ねいた

します。

○知事（東国原英夫君） 県民満足度という数

字が、公正で客観性の高い、また妥当性のある

手法、基準となるべき数値を導き出すことが困

難であること、これは支持率であるのか、マニ

フェストの達成度の客観的な点数なのか。その

点数を出すのは一体どこの組織なのか、団体な

のか。そういったもの、そういった公正で客観

的な数字が非常に出しづらい、困難であるとい

うことの結論に至ったわけでございます。そし

て、退職金としては見直すというのが前提でご

ざいますので、どういったように見直すかとい

うことを考慮したところ、半額ということを政
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治判断させていただいたところです。その理由

につきましては、きのうの議会でも答弁させて

いただいたとおりでございます。

○鳥飼謙二議員 いろいろと理由を言われまし

たけれども、なぜ今なのかということになるわ

けですね。後で質問いたしますけれども、知事

が国政に転出するのではないかという議論も、

やはりこの間の知事の言動からきているという

ことは、知事自身もお考えだろうというふうに

思っております。ではなぜ今なのかということ

なんですけれども、結局、出来高払い制の測定

が困難とか言われましたけれども、では、マニ

フェストに掲げたこと自体が間違いであったと

いうふうに思っておられるのかお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） きのうも申し上げた

と思いますが、この判断は、出来高払いという

指標は採用することが困難であるということで

断念せざるを得なかったという結論に、２年を

経て至ったわけでございます。それに関して

は、メディア等も通じて、この議会でも県民の

皆様に謝罪をさせていただきたいと思っており

ます。

○鳥飼謙二議員 そもそもマニフェストに掲げ

ること自体が問題であったというようなことだ

ろうというふうに思うんですけれども、１月に

ございました早稲田大学のマニフェスト検証

会、私も行きまして、知事のお話も聞かせてい

ただきましたけれども、ここでは最大級の賛辞

を彼らは呈していたというふうに私は受け取っ

た、感じたわけでございます。しかし、彼らで

はなくて、第三者、大学の教授とか県内にたく

さんおられますので、そこの評価、検証を待っ

てから判断をするということがあっても、マニ

フェストというものに掲げたわけですから、し

かるべきではなかったのかなと思うのでありま

すけれども、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 任期２年の折り返し

の時点で、マニフェストというのを検証してい

ただきました。客観的な数値あるいは評価をし

ていただいたと思っております。その時点で、

これはできるもの、明らかにできないものとい

うものが色分けされました。その中に、この出

来高制という項目も入っておりました。これは

４年の任期が終わっても、客観的な数字という

のはなかなか出しづらいという結論にその時点

で至ったものですから、見直しを前提とさせて

いただいていますので、早い段階で、私のこの

見直しの姿勢というものを県民の皆様にお知ら

せする必要があったということでございます。

○鳥飼謙二議員 早稲田大学の検証会、これを

受けてということなんですけれども、早稲田大

学だけがこれを検証するものではないと思うん

ですね。やはり県民が検証していくことが必要

だと思うんですけれども、そこは、私も、県民

もそう思っているんですけれども、それだけで

知事が判断をされるというのはいかがなものか

なと、ここはもうあとは聞きませんけれども、

そんなふうに思っております。そこで、２年

間、もう２年５カ月になりましたけれども、ど

のように評価をしておられるのかについてお尋

ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 就任以来、行財政改

革や職員の意識改革を初めとする県政改革を着

実に進めさせていただきながら、災害時安心基

金の創設や乳幼児医療費の助成対象の拡大な

ど、県民の安全・安心な暮らしを守る施策に力

を入れてきたつもりでおります。また、本県を

積極的にＰＲすることにより、宮崎牛や地鶏、

マンゴーなどすぐれた県産品のブランド力を高

めるとともに、県外からの観光客数も増加する
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など、「宮崎」の存在感を高めることができた

ものと考えております。このほか、地方分権の

必要性や直轄負担金の問題など、さまざまな事

柄に関して、いわば地方の代表として中央に訴

えてまいりました。このように、私は宮崎県知

事として、本県の浮揚と発展を第一に考え、全

力で努めてまいりましたが、その結果、一定の

成果は得られているのではないかと考えており

ます。しかしながら、昨年来の世界的な金融・

経済危機の影響を受けまして、本県の経済・雇

用情勢が依然として厳しい状況にありますこと

から、医師の確保や中山間地域の活性化など、

引き続き積極的に取り組んでいかなければなら

ない課題も多いと感じているところでありま

す。

○鳥飼謙二議員 これは、宮崎日日新聞１月23

日の「東国原県政３年目」という記事でござい

ますけれども、その中には非常に厳しい意見が

出されています。「広告塔としての功績は非常

に大きいが、内政面では知事が興味を持つ範囲

が狭いのではないか」、いかにも厳し過ぎるな

と、私どももそんなふうに思いますけれども、

実際そういうふうに受け取っておられる方もい

るようでございます。そこで、１年７カ月につ

いて残しておられるわけですけれども、先ほど

いろいろ理由が挙げられました。これを省くと

いたしまして、マニフェストの中でセットと

なっております知事の多選自粛条例、これを提

出されなかったのはなぜなのか、このことにつ

いてお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、同一人物が権

限が集中する知事の職に長く在任することは、

行政のマンネリ化、硬直化を招き、権力の腐敗

や独善的な県政運営などの弊害が生じるおそれ

があると考えております。マニフェストにおい

て多選自粛を掲げたところでありますが、この

県民の皆様とのお約束である多選自粛について

は、前知事が議会で否決されたこともあり―

ちなみに前知事の退職金の減額に関する条例は

可決されましたが―この多選自粛について

は、条例化するまでもなく、自分で律するべき

ものと考えております。現在、私自身は１期目

の任期を折り返したところでありますので、ま

ずは与えられた任期の一日一日を誠心誠意、県

政運営に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 全国の知事にもいろいろおら

れますが、鳥取県の片山知事という方がおられ

ます。彼は２期されまして、副知事の先輩だろ

うと思うんですけれども、非常に潔いといいま

すか、かなりの実績も残された。そして、今も

極めて辛口の評論といいますか、議論を展開し

ておられます。この条例を出すからどうこうと

いうことではないんですけれども、セットとし

て出してマニフェストに挙げておられるわけで

すから、これはやはりそのように対応されるべ

きではないかというふうに思いますので、指摘

をしておきたいと思います。

それから次に、知事の県外出張について。東

京のテレビ番組等への出演についてなんですけ

れども、知事の週末・祝日の上京は恒例となり

まして、余りうわさにも上らなくなりました。

しかし、やはり宮崎にいて県民や職員の声を聞

き、宮崎の地で悩みながら県政の課題に取り組

んでいただきたいと思っているのは、私だけで

はないでしょう。そこで、昨年度は公務と政務

で何日県外に行かれているのか、その日にち

と、月平均にすると何日程度となるのかお尋ね

をいたします。

○知事（東国原英夫君） 県外への出張であり

ますが、県内で行事や打ち合わせをしてから県
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外に行く日もありますし、逆に、県外から帰っ

て、そのまま県内での業務をこなす場合も数多

くあります。そういう前提で申し上げます。昨

年度は、公務出張が79日、月平均で6.6日、政務

活動が59日、月平均で4.9日となっております。

合計では138日、月平均では11.5日であります。

なお、常々申し上げておりますとおり、スケジ

ュールは公務優先で調整しておりまして、昨年

度は公務で48日、政務活動で46日、宮崎を終日

―丸一日ですね―不在にしましたが、政務

活動はすべて休日や夏季の休暇を利用したもの

であります。また、政務活動であっても、宮崎

を積極的にＰＲするという姿勢は貫かせていた

だいているところです。ちなみに、これは基準

となるかどうかわかりませんが、毎月８日程度

の土日の休みがあるということを考えますと、

その日、休日以内で公務・政務の県外丸々の出

張をこなしていると、それに充てているという

御理解をいただければと思っています。

○鳥飼謙二議員 そのような日にちをおっしゃ

られましたが、それでは、ことしの４月と５月

についてお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） ４月、５月は、全国

知事会や企業訪問などの公務出張が11日、ゴー

ルデンウイークもありました、土日や祝日など

を利用した政務活動が16日で、合計で27日、４

月、５月、２カ月で27日であります。なお、県

外に参りました27日のうち、15日間は終日宮崎

を不在にしましたが、５日間は公務出張で、残

り10日間は休日を利用した政務活動でありま

す。

○鳥飼謙二議員 ５月は半分近く、公務・政務

合わせて県外に行っておられる。知事のお答え

をお聞きしますと、土日や祝日だからというよ

うな理由だろうというふうに思いますけれど

も、部下は土日でも仕事をやっているんです

ね。私はもう今回聞きませんけれども、かわい

そうなぐらい職員というのは対応しているとい

うか、仕事をしているような感じがしまして、

これ以上の職員削減はもう困難じゃないかとい

うふうに思うぐらいで、担当の方には常々そう

いうふうなお話をしております。必要な分につ

いては出ていただいて結構なんですけれども、

ぜひ自粛をしていただきたいというふうに思う

のでございます。知事も昨年でしたか、年の初

めにお会いしたときには、「自粛をします」と

いうふうに言っておられたようなんですけれど

も、その点についてお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県外の出張を自粛し

ろということと理解して申し上げます。県外の

公務での出張は、いたし方ないとしまして、政

務での県外出張を自粛しろという意味だと承っ

てお答えいたしますが、先ほども申し上げまし

たとおり、休日内、県民の皆様の御理解が得ら

れる内と判断しての出張でございます。また、

その出張に関しては、政務、メディアの取材で

あったり講演会であっても、必ず宮崎をＰＲす

る。そのために移住や観光や企業やそういった

ものの立地をお願いしているところでございま

すので、必ずしも政務であることが無駄だとい

うことにはつながらないと、私は理解しており

ます。

○鳥飼謙二議員 私どもとしましたら、お笑い

番組とかそういうところは控えてくださいよと

いうことでございますので、ぜひよろしくお願

いを申し上げたいというふうに思っておりま

す。

それから、次に行きます。本県の地域医療に

ついてでございます。

ことし４月４日午後７時ごろ、日向市日知屋
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の市道で、心臓の急病で心肺停止になった門川

町の男性が死亡するという痛ましい事件が起き

ました。お聞きしますと、午後７時40分ごろに

日向市消防局に119番通報があり、８分後に救急

隊が現場に到着。直ちに心肺停止状態の患者に

除細動を実施しながら受け入れ病院を探しまし

たが、要請した７病院が受け入れできず、結局

１時間10分後に旧東郷町の日向市立東郷病院に

搬送され、18分後に死亡が確認されたという、

本当に気の毒で痛ましい事件でありました。小

泉内閣が進めた構造改革による市場経済万能・

規制緩和路線は、富の格差や中央と地方の格差

となりまして、社会保障費の2,200億円カットと

なって地方を襲い、命と健康までも脅かしてい

ます。このような事件を二度と繰り返してはな

らないと思うのでありますが、その背景と今後

の対応について、知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 県におきましては、

本事案の発生を受けて、原因や今後の改善策等

について、圏域内の市町村や消防本部、医療機

関等と協議を行うため、日向入郷地域救急医療

協議会を開催したところであります。協議会に

おきましては、医師の確保や消防機関と医療機

関のさらなる連携強化の必要性など、さまざま

な意見が出たところであります。県としては、

医師不足により、地域の救急医療体制が手薄に

なっていたことが最も大きな原因であると考え

ております。今後は、消防機関と医療機関の連

携の強化に向けた取り組みを進めるとともに、

地域の医療を担う医師の確保に、引き続き全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思いますけれども、医師自体は全国的にはふえ

てるんですね。数字、ここに書いておるのは省

きますけれども、しかし、それでも県病院など

の拠点病院で医師が不足する理由は、新臨床研

修医制度、医療の高度化、患者の高齢化・複雑

化、医療の不確実性への理解不足など、さまざ

まであるというふうに思いますけれども、本県

が抱える問題点について、知事はどう認識して

このことに対応しようとしておられるのか、お

尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 県民の皆様が、必要

なときに適切な医療を受けられる体制を確保す

ることは、大変重要な課題であると認識してお

ります。しかしながら、平成16年度からの新医

師臨床研修制度の導入を契機として、地域の中

核的病院から医師が引き揚げられるなど、医師

不足が深刻化しているところであります。こう

した状況が、救急医療を初め僻地医療や小児医

療など、地域の医療提供体制を確保する上で、

重大な影響を及ぼしていると認識しておりま

す。このため、医師確保を初め救急医療や僻地

医療の充実など、各種施策に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 国に対しても、これまで要望

してまいりますということですから、それなり

のこともやっていただくといたしまして、本県

でできることはないかということが非常に大事

ではないか。県内医療の底上げに向けて、県が

取り組んでおられると思いますけれども、どの

ように取り組んでおられるのか、お尋ねしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 地域医療の充実を図

る上で、何よりも医師確保が重要な問題だと考

えております。このため、県におきましては、

医師修学資金貸与制度や医師派遣システム等に

よる医師の養成確保に加え、特に小児科医の確

保を図るための小児科専門医育成確保事業にも

取り組んでおります。また、本年度から、女性
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医師の離職防止や復職支援も実施しているとこ

ろであります。さらに、医師不足は全国的な課

題でもありますことから、国に対して、医師確

保対策の強化を強く要望しているところであり

ます。今後とも、市町村や県医師会、宮崎大学

等の関係機関と連携を図りながら、医療体制の

充実に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

それで、きょうの新聞にも出ておりましたけ

れども、宮崎大学で地域医療の総合医を育てよ

うということで、セミナーの記事が、これは宮

日の記事なんですけれども、きょう出ておりま

した。知事もきのう記者会見で遅かったので、

見る暇がなかったと思いますが、具体的に取り

組みがこうやって進んでおります。せんだっ

て、池ノ上医学部長にもお会いして、また、県

医師会の皆さん方とも話を聞きながら、この地

域医療学講座、いわゆる寄附講座の開設につい

て、宮崎大学から要請が来ているというふうに

思います。この基本構想によりますと、医師不

足の中で、医師偏在というのもあるわけでござ

いますけれども、この中で「地域医療を支える

公的医療機関を初め地域中核医療機関の勤務医

が減少している。この現状に対処するために、

宮崎県の寄附をもとに地域医療学講座を開設す

る。この講座では、宮崎県の医療実態を疫学的

に分析し、医師の適正配置の研究や地域医療学

の教育を実施し、さらには、本学地域枠推薦入

学者や自治医科大学義務年限修了者等の受け皿

となり、各自のキャリアアップを担保しつつ宮

崎県の地域医療実態に応じた医師派遣の実現を

図る」というふうに書いてございます。

お配りしていないんですけれども、ケラー・

ホワイト、アメリカの医学者でございますけれ

ども、1,000人の人が１年間に何らかの身体のぐ

あいが悪いと感じる比率は75％、750人、そして

そのうち250人が総合医―ゼネラル医というこ

とですね―の診察で事足り、そのうちわずか

２％の15人が専門医の治療を要すると指摘して

います。ですから、神の手と言われる人たち

は、なくてはならないわけですけれども、それ

だけ比率が少ないということでございます。同

じく、アメリカのバーバラ・スターフィールド

という学者は、患者の75％から80％は１次医療

で対応が可能であると指摘しているわけでござ

います。１次医療にかかわるいわゆる総合医の

存在が、いかに重要であるかということであり

ます。宮崎大学から地域医療学講座の開設に要

請が出ておりますけれども、積極的に支援をし

ていくべきではないかというふうに思いますの

で、知事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎大学の地域医療

学講座は、本県の地域医療を担う医師の養成を

目的に、本県の医療実態に関する研究や学生に

対する地域医療学の教育を実施するとともに、

自治医科大学卒業医師や宮崎大学の地域枠、地

域特別枠の卒業医師等を受け入れ、医師のキャ

リアアップの支援等を行うというものでありま

す。また、将来的には、この講座で養成した医

師を地域の中核病院等に派遣するという効果も

期待できると伺っております。医師不足が深刻

化する中、宮崎大学においては、本県における

地域医療の充実を図るため、講座開設に取り組

まれているところでありますので、引き続き大

学側と協議を行いながら、県としての役割のあ

り方を含め、検討してまいりたいと考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 ぜひお願いを申し上げたいと
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思います。やはり信頼と連携、これが非常に大

事だというふうに思っております。ちょっと１

つ２つ例を申し上げたいと思いますが、日南市

で救急医療が８月から、３時間ですけれども始

まる。去年、私どもは地方を回りまして、市郡

の医師会の皆さんとお話をしました。「私たち

はもう１次はやらないかんと思っているんです

よ」「日・祝日しかやっていませんでしたの

で、平日もやらないかんと思っていますよ。し

かし市役所が取り合ってくれない」、簡単に言

えばそういうことです。今度は市長さんのほう

に申し入れといいますか、こういう地域医療の

問題について聞きましたら、「いや、医師会は

やる気がないと思いますので」というようなこ

とを担当の方が言われるわけです。ですから、

地域の医療をよくしたいと思っているのに、そ

れがうまくかみ合っていない、連携がされてい

ないというのが、信頼がない一つの例ではない

かというふうに思います。この間、厚生常任委

員会で県立延岡病院に行ったとき―私は行っ

ていないんですけれども、又聞きなんですけど

―お聞きしましたら―延岡市が開業医に何

百万か支援をします。新規開業、きのう質問に

出ましたけれども、いろんな施策を打ち出し

た。延岡市にも県病院にも私ども行って、「延

岡市、もうちょっと頑張ってください」という

ことで申し入れをしてまいりましたけれども、

それを新聞で病院長は見たと。これもやはり、

お互いどうにかしなくちゃならないと思ってい

るのに、何か連携がうまくいっていないといい

ますか、そこを聞いて、もっともっと連携を十

分とって、お互いが信頼をしていくことが大事

ではないかというふうに思っています。ですか

ら、先ほどの宮大の地域医療学講座について

も、ぜひ宮崎県と宮崎大学の信頼関係、連携を

しっかりとっていただきたいというふうに思い

ます。そのほかにもございますが、あとは省略

させていただきますけれども、宮崎県だけが出

さなくてもいいんですよね。市長会もあるし、

町村会もあるし、医師会もあるわけですから、

多くの人たちがかかわってそういう講座ができ

ていくということで、認識も変わっていく、県

民の意識も変わっていく、医師の意識も変わっ

ていくということですから、ぜひその旗を振っ

ていく、先頭で振っていただきたい、これは知

事にお願いをしておきたいというふうに思って

おります。

次に行きます。国際音楽祭についてでござい

ます。

第14回宮崎国際音楽祭は、５つのメーンプロ

グラム、９つのスペシャルプログラム、３つの

教育プログラムなどの演目で、５月５日から19

日間にわたってメディキット県民文化センター

を中心にして開かれ、延べ５万6,000人の聴衆に

多くの感動を残して23日に閉幕しました。私も

５月５日に橘通りで開かれたストリート音楽祭

に妻と自転車で出かけ、会場を歩き回り、橘通

りのど真ん中に準備されたいすに座って、時々

ビルの谷間から宮崎の青い空を見上げながら、

バイオリンの徳永二男さんやバンドネオンの京

谷弘司さんらが奏でるリベルタンゴなどをうっ

とりと聞いて楽しんだのでございます。ま

た、17日のメーンプログラム４「ウィーンの栄

光」では、世界的指揮者シャルル・デュトワさ

んの100人を超す大編成オーケストラによって奏

でられる「フィガロの結婚」序曲やマーラーの

交響曲第１番「巨人」のすばらしい迫力に圧倒

され、今でもその余韻を感じるほどでございま

す。知事も15日のスペシャルプログラム３

「ウィーンの森」でベートーヴェンの「皇帝」
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などを鑑賞されたとのことですが、いかがでし

たでしょうか、御感想をお聞きいたします。

○知事（東国原英夫君） ことしの音楽祭も

シャルル・デュトワ氏を芸術監督としてお迎え

しまして、バイオリニストの徳永二男さんな

ど、世界を代表する音楽家に参加していただ

き、プログラムも例年になく多くのなじみ深い

定番の曲が並べられておりまして、好評のうち

に終了することができたと思います。私が鑑賞

いたしました「演奏会３ ウィーンの森」で

は、ブラームスの代表作の一つであります交響

曲第４番が演奏されましたが、総勢80名にも及

ぶオーケストラの迫力ある響きに圧倒されまし

て、音楽のすばらしさを改めて痛感した次第で

ございます。

○鳥飼謙二議員 この国際音楽祭が節目を迎え

るとして、「宮崎国際音楽祭を考える懇談会」

が始まりました。県民から広く意見を得て、今

後の運営の方向を検討するとしておられます

が、県はこの音楽祭を県政においてどう位置づ

け、これまでの音楽祭をどのように総括し、今

後どう発展させたいと思っておられるのか、お

尋ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成８年３月に創設

した宮崎国際音楽祭につきましては、同年に策

定した「宮崎県文化振興ビジョン」において、

「文化の鑑賞・発表機会の拡充」という基本方

策の中で、文化振興の拠点である県立芸術劇場

の核となる事業として位置づけ、以来、一貫し

て県の文化振興の主要な施策として取り組ませ

ていただいたところであります。これまで14回

の音楽祭を通じて、宮崎において、質の高いク

ラシック音楽を鑑賞する貴重な機会を県民の皆

様に提供するとともに、アジアを代表する音楽

祭を目指して、宮崎から情報発信してまいりま

したが、今や演奏家やマスコミからも「日本を

代表する音楽祭の一つである」との評価をいた

だきまして、本県のイメージアップや県民の誇

りの醸成に寄与しているものと考えておりま

す。今後も、宮崎が誇る文化のビッグイベント

として、工夫を加えながら、さらに発展させて

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ６月９日、もう過ぎましたけ

れども、ＮＨＫＢＳ第２でザルツブルク音楽祭

―これはモーツァルトの非常に有名な音楽祭

だそうです―に並んでこの国際音楽祭が放映

されるということで、知事が言われたように、

非常にすばらしい音楽祭に発展してきたという

ふうに思いますので、ぜひこの国際音楽祭を考

える懇談会についても、県としての考え方を示

して、そして県民の意見をお聞きするというこ

とをやっていただきたいというふうに思ってお

ります。

それから、この財団なんですけれども、同財

団は、県が主体となって設立したものでござい

ますけれども、指定管理者制度というのが導入

されました。これをなぜ導入されたのかという

のが、いまいち私、まだひっかかっておりま

す。これについてお尋ねをしますとともに、こ

の間、５億9,400万円をかけて大規模改修がこの

間行われてまいりましたけれども、民間の財団

というふうな位置づけであるとするならば、な

ぜ同財団が２分の１の２億9,700万円を支出して

いるのか、法的根拠とあわせてお尋ねいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 指定管理者制度とい

うのは、御案内のように、平成15年６月の地方

自治法の改正によりまして、公の施設の管理に

ついて、民間の能力を活用しつつ、住民サービ

スの向上や経費の縮減等を図ることを目的とし
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て創設されたものであります。県におきまして

も、平成18年４月から当制度を導入したところ

でありますが、導入に先立ちまして、「公の施

設の指定管理者制度の導入に関する指針」とい

うものを定めさせていただきまして、既に管理

委託を行っている公の施設については、原則と

して指定管理者制度を導入することといたしま

した。県立芸術劇場につきましては、導入時に

おいて、管理委託により適切・円滑な運営が行

われていたことから、業務内容等について検討

した上で導入することとしたものであります。

また、県立芸術劇場は、平成５年の開館以

来、相当の年数が経過しておりまして、改修や

修繕を要する設備が増加していることから、施

設の安定した運営及び県民の継続的な文化活動

に支障を来さないよう、平成19年度から改修を

行っております。改修に当たりましては、財団

法人宮崎県立芸術劇場に対し、宮崎県立芸術劇

場文化事業基金の一部を、改修に必要な財源の

一部として活用させていただくよう協力を依頼

し、理事会で同意を得たものであります。

○鳥飼謙二議員 この財団、芸術劇場は、県が

設立したんです。そして、県の手を離れたとは

いっても、やはり県の意思として設立したも

の、エコクリーンプラザみやざき、これは今も

めていますよね。やはり、これは県の意思とし

てそういうものをつくってきたわけですから、

そういう点に立てば、私は指定管理者制度を導

入するということは理解できないなと思ってい

るんです。これは、やはり県として、県立芸術

劇場財団が、もし指定管理者制度に指定されな

かったら、この財団は消滅しますよね。そのよ

うな財団なんです。そこはしっかりと頭に入れ

ておいていただきたいと思います。

それから次の、ストリート音楽祭のオープニ

ングセレモニーで、航空自衛隊の戦闘機―練

習機と言われる方もおられますが―Ｔ４（ド

ルフィン）が、橘通りの上空300メートルという

ことなんですが、上空を飛びました。音楽祭と

戦闘機の組み合わせに、何かそぐわないという

ような違和感を持った県民も多くいたのではな

いかと思います。関係者にお聞きしますと、

「始まりますよ」という合図のようなもので、

花火でもよいしクラッカーでもよかったのだそ

うです。どうして戦闘機だったのかなというふ

うに思うのでありますけれども、知事はこのこ

とについてどのように感じられたのかお尋ねし

ます。

○知事（東国原英夫君） ストリート音楽祭

は、中心市街地商店街を中心とする民間の有志

で組織する実行委員会が主催しておられまし

て、平成18年度から実施されているもので、県

民による音楽文化の振興とか文化による地域づ

くりに、大きく寄与しているものと考えており

ます。具体的なプログラムの内容は、実行委員

会が会議を重ねながら決定しているところであ

りますが、今回の自衛隊機の飛行については、

今回のストリート音楽祭に航空自衛隊西部航空

音楽隊が参加するということもありまして、オ

ープニングを飾るイベントとして実行委員会が

決定されたものと聞いております。実行委員会

の決定でありますので、私のほうから言及する

ことはないと思います。感想を求められるので

あれば、諸外国等々でよくイベントで航空ショ

ーとかそういったものに飛行機が飛んで彩りを

添えるとか、そういった意識で実行委員会がお

決めになったことですので、私としては実行委

員会の決定に異論はないところでございます。

○鳥飼謙二議員 極めてがっかりですね。

「ウィーンの森」を聞いて感動したという人
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が、すばらしい組み合わせ、異論はない、

ちょっと残念でございますが、次に参ります。

その市民団体がやっておられますストリート

音楽祭実行委員会は、宮崎市から補助がなされ

ておりますけれども、資金的には厳しい、苦し

い運営を強いられているということでございま

すが、何らかの支援ができないのかお尋ねしま

す。

○知事（東国原英夫君） ストリート音楽祭

は、音楽による中心市街地の活性化を目的とし

ておりまして、市民の有志が主体的に企画・運

営し、成果を上げていることに大きな意義があ

るものと認識しております。ストリート音楽祭

では、例年、そのステージの一つを宮崎国際音

楽祭のスペシャルプログラムと位置づけまし

て、当国際音楽祭の出演者によるコンサートを

実施しているところであります。また、ストリ

ート音楽祭の立ち上げに当たっては、橘通りの

交通規制に関する関係機関との協議に協力した

り、毎回、県職員の運営ボランティアへの参加

について呼びかけを行うなど、側面的な支援を

行っているところであります。今後とも、スト

リート音楽祭が発展するよう、県といたしまし

ても、可能な限り協力してまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 実質的な支援はできないとい

うことで、ジェット戦闘機にかわる、花火みた

いなものは支援できないのかなというような気

がせんでもないですが、次に移ります。

次に、私立学校助成のあり方についてお尋ね

いたします。

せんだって、総務政策常任委員会の学校法人

宮崎学園―旧宮崎女子高なんですけれども

―の視察に地元議員として出席しまして、い

ろいろとお聞きしまして、非常に少人数教育を

行いたいということで中高一貫校を設立したと

いうようなお話も聞かせていただきました。感

心しましたのは、ふすまのあけ閉めやお茶の入

れ方など礼儀・作法の実践的な教育、茶道の精

神を学ぶ礼法教育でした。今春卒業した大学生

に話を聞きましたら、「新鮮ですごくよかっ

た。２年生の後期から３年生の前期にかけ、10

日間の修練教室では、７時半ごろに登校し、決

められた先生にお茶を入れたり茶わんを洗った

りしたけれども、いつも話ができない先生たち

とも話ができて、よい経験になった」と言って

おりました。礼法教育の現場を実際見学しまし

たが、子供たちは実際はなかなか苦労していた

ようでございました。そこで、私立学校への指

導・支援の現状について、これは県民政策部長

にお尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 県におきまし

ては、私立学校に対しまして、その自主性を尊

重しながら、また、私立学校の教育の振興と経

営の安定化、保護者の経済的負担の軽減を図る

ことを目的としまして、私学助成を行っており

ます。その助成につきましては、平成20年度

は、私立の高等学校14校、中学校８校、小学校

１校、計23校に対しまして約37億円を交付いた

しております。そのような補助金を交付してい

る立場から、私立学校振興助成法に基づきまし

て、補助金の事務処理とか会計処理などについ

て検査を行いますとともに、私立学校や学校法

人の設置等の認可を行っている立場から、学校

教育法や私立学校法の遵守について指導を行っ

ているところでございます。

○鳥飼謙二議員 経営の安定と、学校教育法に

従っていろんな指導を行っているというような

ことでございますが、今、解雇撤回の訴訟が行

われておりまして、学校法人玉城学園都城東高
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校では、いわゆる学園紛争と私立学校振興補助

金の不適切執行により、学校運営に支障を来し

ているというふうに思いますので、お尋ねをい

たします。まず、学園紛争のほうですけれど

も、予算にない校舎改築や特待制度の乱発によ

り生じた収入減を、職員の賃金切り下げなどに

より補てんした理事者に対して、2006年８月、

教職員が組合を結成いたしました。そして翌

年2007年３月、連合宮崎に加盟した直後に組合

委員長などを解雇したということで、解雇撤回

を求めた紛争が始まったのでございます。裁判

資料等によりますと、学校幹部の学校私物化と

暴走により、学校法人に損害を与え、運営に支

障を来しているようであり、極めて問題である

というふうに思うのでございます。2008年７月

に、都城東高校での不当労働行為に対して、宮

崎労働委員会から懲戒解雇処分の救済命令が出

されているようでございますけれども、事件の

概要について、労働委員会にお尋ねいたしま

す。

○労働委員会会長代理（村田 綜君） 事件の

概要について申し上げます。平成18年に学園側

から賞与のカットについての提案がございまし

て、それを背景に都城東高校には組合が結成さ

れたわけでございます。そして、翌年、19年の

３月に、組合幹部の方々４名の懲戒解雇処分が

なされました。それを受けまして、19年の４

月26日でございますが、組合から不当労働行為

救済の申し立てがございました。当委員会とい

たしましては、調査、審問、合議等を行いまし

て、結論といたしまして、学校側に不当労働行

為に該当するということで、４名の方々の原職

復帰、それから懲戒解雇処分の取り消し等の命

令を、昨年の７月、発したところでございま

す。以上でございます。

○鳥飼謙二議員 今、不当労働行為であるとい

うことで救済命令を出されて、これは宮崎地裁

の本庁でも確定をしているようでございます。

そこで、この間のいろんな状況がございますけ

れども、やはり学校側といいますか理事会が、

学校法人に対して、今の理事者の人たちが4,000

万近い不利益な行為を行っているんではないか

というようなことで、これは裁判でもいろいろ

と議論をされているところでございますけれど

も、補助金を交付している県において、同校に

対してどのような指導を行っておられるのか、

お尋ねをいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） まず、不当労

働行為関係につきましては、救済命令が出まし

て、最終的に現在、原職復帰等の措置がとられ

たというふうに聞いております。あと、補助金

交付に関しまして、必要がある場合について、

一般的に、学校法人から報告を求めまして検査

の実施を検討することとしておりまして、都城

東高校に関しましても、そのような状況があれ

ば適切に対応してまいりたいというふうに思っ

ております。

○鳥飼謙二議員 今から指導していくというこ

とでよろしいんでしょうか。いろいろ聞いてみ

ますと、大変なことをやっておられると。個人

に対する慰謝料も、この裁判で理事者の方に

あったんです、出されたんですけれども、その

お金を理事会の学校のほうから出している。そ

んなでたらめなこともやっているわけです。で

すから、補助金から個人的な慰謝料も出してい

るというようなことも言えまして、告発も今な

されて、県警において受理されているようでご

ざいますけれども、ぜひ指導する県としても適

切な対応をとっていただくようにお願いしてお

きたいというふうに思います。
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時間が参りましたので、以上で終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、図師博規です。まず初めに、県内でも新型

インフルエンザが確認されました。県当局にお

かれましては、適切・的確な対応と正確な情報

提供を、そして県民の方々には、正確な情報収

集と落ちついた言動を強くお願いいたしまし

て、質問のほうに入らせていただきます。

先般通告しておりました、尾鈴地区大規模土

地改良事業と土木事務所の再編成について、順

次質問をしてまいります。

まず、尾鈴地区土地改良についてであります

が、この地域は、お手元の資料のとおり、宮崎

県のほぼ中央部に位置し、東は日向灘、西は尾

鈴山系に囲まれた、西高東低の緩やかな丘陵地

帯であります。また、小丸川と名貫川に挟まれ

たこの地域は、水田と畑が混在した県下有数の

農業地帯でもあります。ここに農業水利確保の

ため昭和51年から基本調査が開始され、ダムや

幹線水路に約290億、末端水路に約100億、総工

費約390億円をかけ、畑地かんがい施設整備が進

められていることは周知のとおりであります。

この畑かん事業は、「畑作振興を目的とし、

畑台地への水源確保をし、計画的な水利用を図

ることが、農業生産性の向上と農業経営の安定

につながる。さらに整備を進めることは、土地

の付加価値を上げることになり、生産者はもと

より、これから就農される方々にも大きな魅力

になる」といううたい文句にはなっています

が、実際現場に足を運んで、地域の生産者の声

に耳を傾けてみますと、事業計画とははるかに

乖離した実態が、私のほうには飛び込んできて

おります。地元では事業推進と反対の方々の活

動が激化し、県当局への正確な情報提供を求め

る声が大きくなっているはずです。県の適切な

指導を求める声が大きくなっているはずです。

また、６月14日の朝日新聞の１面には、全国の

ダム畑地かんがい水使用率が取り上げられてお

りました。全国の使用率がたったの26％にとど

まっている実態と、県内尾鈴地区で反対運動が

展開されている内容が紹介されておったのは、

皆さんもごらんになったと思います。

そこで、知事にお伺いいたします。今回の尾

鈴地区国営かんがい排水事業及び県営畑地帯総

合整備事業により、一体どのような効果がある

と考えていらっしゃいますか。また、この事業

自体をどのように評価されているのかを御答弁

ください。

続きまして、土木事務所の再編成についてお

伺いいたします。

今定例議会に、土木事務所に関する条例改正

案が上程されています。その中で、高鍋土木事

務所の定員が半減され、出張所として位置づけ

られておりますが、事実上は西都土木事務所に

統合される案と理解します。その内容につい

て、関係自治体にはどのような過程を経て説明

を行い、理解を得た上での上程となっているの

かどうか、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

後の質問につきましては、自席より行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

農業は本県の基幹産業であり、尾鈴地域は県

下有数の畑作農業地帯であることから、大変重

要な地域であると認識しております。畑作農業

の振興を図るためには、水を自由に利用できる

生産環境が必要でありまして、事業の導入によ
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りまして、収量の増加や品質の向上、新規作物

の導入、干ばつや霜による被害の防止などを通

じて、収益性の高い農業の実現が可能になると

考えております。さらに、農業の持続的な発展

を通じて、県土や環境の保全、農村景観の向上

などの多面的な機能も維持・増進され、県民の

暮らしと命の安全・安心の基礎として、大きな

役割を果たすものと考えております。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

土木事務所の再編につきましては、これまで

行政改革の視点から、限られた人材を有効に活

用し、簡素で効率的な組織体制の整備を図るた

めに、再編の必要性、再編する場合のメリッ

ト、デメリットなど、さまざまな観点から具体

的に検討を行ってまいりました。また、行財政

改革大綱2007におきましては、「道路交通網の

整備や情報通信技術の進展を踏まえ、３つの地

域の土木事務所の統合再編について検討する」

とされており、大綱決定に当たっては、県民の

方々のさまざまな御意見を反映するため、パブ

リックコメント等も実施されたところでありま

す。この大綱に基づきまして、当初の統合再編

案を作成しまして、平成19年９月から10月にか

けて関係市町村等にお示しをしたところ、さま

ざまな御要望や意見書をいただきました。ま

た、「土木事務所存続に関する請願」がなさ

れ、県議会の採択を受けました。このため、今

回の再編案につきましては、行財政改革の視点

を踏まえつつ、地元市町村等からの要望や請願

採択の趣旨を十分考慮しまして、当初案の設置

期間を限定した駐在所にかえて、住民サービス

の確保、災害等緊急時の対応が可能な機能を備

えた出張所を設置するなど、できる限りの見直

しを行いました。この見直し案について、今

回、関係市町村の皆様に具体的に説明をさせて

いただいたところであります。御理解を賜りた

いと存じます。以上であります。〔降壇〕

○図師博規議員 まず、土木事務所再編成につ

いて続けます。東児湯５町の首長及び議長は、

この再編計画が浮上してから何度となく県庁に

足を運び、存続を訴えてこられました。当局も

その行動に配慮されてか、折衷案なるものを今

回提示されているとも映りますが、結局その案

は、現在も東児湯５町に理解をされているとは

私は思っておりません。さらに、高鍋土木事務

所の存続を求める請願の中には、行政関係者以

外にも、商工会や公民館連絡協議会などの地域

団体の方々も連名で上げていただいておりま

す。それらの団体に対して、何ら理解を得るよ

うな働きかけはないまま、現在に至っているも

の事実です。条例が提案された今、これ以上の

議論を本会議場ですることよりも、委員会審議

に期待することといたしまして、昨年12月の定

例議会におきまして、串間土木事務所の存続も

あわせて、全会一致で御承認いただいた議員各

位に大きく期待をし、思いのたけを伝えまし

て、土木事務所関連の再質は控えさせていただ

きます。

次の質問に入ります。尾鈴地区大規模土地改

良事業について質問をしてまいります。先ほ

ど、知事の答弁では、尾鈴地域を県下有数の農

業地帯と評価され、事業推進に大きく期待をさ

れているという内容の答弁でした。私は地元議

員として、日常的に生産者や地域の行政関係者

の方々から、さまざまな意見を聞いて確認して

おります。その一つ一つを質問させていただき

ます。まず、水源確保のため、青鹿ダムと切原
せいろく

ダムを利用する内容になっていますが、ともに

大変河川流量が少ない。それにより、雨水もた
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める設計となって、今、事業が進んでおりま

す。先日も、環境農林水産常任委員会で切原ダ

ムの調査に行きました。ダムの上部から河川を

確認しましたが、あの水量でダムがたまるのに

は一体どれくらい時間がかかるんだと、心配に

なったのは私だけではないはずです。青鹿ダム

は、貯水量が90万トン、上流域面積は4.9平方キ

ロメートルです。切原ダムの貯水量は、青鹿ダ

ムの倍以上の190万トンであるにもかかわらず、

上流域面積は3.1平方キロメートルです。そし

て、少ない流量を補うために、山を隔てた宮ヶ

原川から導水路トンネルを使い、切原ダムに

持ってくる計画になっています。しかし、宮ヶ

原川も大変小さな川です。水量が少ないんで

す。県としては、宮ヶ原川からの水量をどの程

度期待されているのか、切原ダムにはどの程度

の量の水が運ばれるのか確認されていますで

しょうか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 宮ヶ原頭首工

の河川流量につきましては、国営の事業計画の

中で、過去の流量や雨量データに基づき算定さ

れておりまして、事業着手後も定期的な観測を

行い、確認がなされていると伺っております。

計画では、宮ヶ原頭首工から最大で毎秒約0.5ト

ンを取水し、切原ダムへ送水することとなって

おります。

○図師博規議員 今の毎秒0.5トンで、切原ダ

ム190万トンが、切原川の貯水と合わせて十分た

まるという理解をされているということです

ね。では、190万トンたまるのには、その２つの

川からの貯水で何日間ぐらいかかるか、そのあ

たりも把握されていますでしょうか、農政水産

部長。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 何日かかるか

ということにつきましては、そのときの雨量と

かいろいろございまして、我々としましては、

国が今やっておる関係で、何日かかるかという

ことはつかんでおりません。

○図師博規議員 この質問に関しましては、事

業は、国も県も地元も一体なんです。だから、

国だからとか、町だからとか、地元のことだか

らで割ってほしくないんです。県としても、

ちゃんと情報は収集した上で事業着手している

と、そういう責任感を持った答弁をお願いした

いと思います。

わからないという答弁が繰り返されるのは非

常に残念です。では続きまして、日ごろから水

量が少ない切原川、宮ヶ原川ですが、地元の林

業者に確認をしましたところ、地下に浸透して

いる水もかなりあるということです。浸透した

水は、木城町方面の小丸川に抜けているのでは

ないかと言われました。地質学で言う帯水層が

小丸川方面に向いているということだと推測で

きるわけです。同じ畑かん用ダムである熊本県

の大蘇ダム、御存じですね。ここは水がたまら

ないダム、底抜けダムとして、最近マスコミに

取り上げられました。この切原ダムも、そうい

う浸透水が多いということで、水がたまらない

というおそれはないんでしょうか。県は、切原

ダムから小丸川にかけて浸透水がどれだけある

かのボーリング調査のデータを持っていらっ

しゃいますか、確認されていますか、農政水産

部長、お伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 切原ダムの建

設に先立ちまして、昭和60年度以降、国が行っ

た調査の結果、ダム建設地は地下水位が高く、

漏水等の問題は起こり得ないといったことが確

認されていると伺っております。

○図師博規議員 では、ダムはたまるという確

信を持って事業を進められていると理解いたし
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ます。

では次に、仮にダムに予定どおりの貯水がで

きたといたしまして、私の手元には、土地改良

区を立ち上げる際に使用された事業計画概要表

があります。これによりますと、１つの土地改

良区の中を７ブロックに分けまして、１ブロッ

クごとにローテーションで給水をする計画に

なっています。つまり、１つのブロックには、

７日間に１回しか給水がされないということで

すね。そして、この給水日量をこの表の中から

算出してみますと、１平方メートル当たり、１

日につき、たった４リットルしか給水されない

という計画になっています。この１日４リット

ルの給水で、どんな作物の栽培に適しているの

か甚だ疑問です。また、この事業計画表の中に

は、通年通水、つまり１年じゅういつでも水が

使えるような内容がうたってあるんです。そも

そも、この程度の給水量で就農者が魅力を感

じ、積極的に事業に参加したいと思うような

―知事の答弁でもありましたが―農業の土

地に付加価値となるような、そんな水量、魅力

ある水源、水量だというふうに考えていいんで

しょうか。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 水利用のお話

ですけれども、ローテーション方式といいます

か、ローテーションブロック方式というのが一

般的にとられてございまして、いわゆるすべて

の農地に水を一斉に使用するのではなくて、輪

番制による水利用計画をするといったことで、

畑地かんがい事業においては、必要水量を算定

する場合、一般的にとられている方式でござい

ます。なお、かんがい水量につきましては、国

の基準によって算定されたものでございまし

て、作付されております作物に必要な量が確保

されております。また、実際の水利用に当たり

ましては、作付状況や農家の意向に沿った柔軟

な水利用が可能となってございます。以上で

す。

○図師博規議員 多分どなたもかみ合っている

と思われていないと思いますが、前に進みま

す。日量４リットルでスプリンクラーを回した

とき、一体何時間回せるか、茶農家に聞いてみ

たんです。そうしたら、節水型のスプリンクラ

ーでも、１平方メートル当たり１時間に1.4リッ

トルの水は必要だと言うんです。つまり、日量

４リットルだと、３時間もまけないじゃないで

すか。茶農家の最盛期には、１日に６時間から

７時間ぐらいスプリンクラーを回さなきゃいけ

ないときがあるんです。それでは全然足りない

という計算になります。計算上ですね。今、部

長の答弁では、利用量は柔軟に対応していただ

けるという御答弁もありましたので、くれぐれ

も作付内容で水利用に不公平感が生じないよう

に配慮してくださいね。茶は使っていいけれど

も、ほかの作物は我慢しなさいとか、同じブ

ロック内でもそういう不公平感がないような、

きちっとした御指導をしていただきたいと思い

ます。

では、切原川、宮ヶ原川から畑かんの用水に

回した場合、冒頭で言いましたが、ここには水

田もかなりの量あるわけです。その水田用水が

不足するような事態がないのかどうか。川南に

は実際、切原ダム建設に反対する農家の期成同

盟会があります。これはまさに、水田用水不足

に陥ることを懸念している期成同盟会です。こ

の同盟会の方々へ、「水田にもちゃんと水が回

るんですよ」というような説明をされているの

か。そして、その方々にもちゃんと了解を得た

上でこの事業が進んでいるのかどうかを、農政

水産部長にお伺いします。
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○農政水産部長（伊藤孝利君） 国のほうで策

定しております貯留計画では、下流の水田等に

影響を与えないように、必要な水量は常に確保

されているというふうに伺っております。ま

た、平成８年から関係者への説明を行いまし

て、平成12年に了解を得た後に、河川法上の同

意が完了したというふうに伺っております。

○図師博規議員 では、水田用の水は十分確保

されていると、団体関係者にも理解を得られて

いるという理解をいたします。

では、続きまして、土地改良整備後に発生す

る賦課金についてお伺いしていきます。受益者

にかかる賦課金の徴収のための県条例が整備さ

れています。その客観的基準となる尾鈴地区全

体の受益面積は1,580ヘクタールとなっていま

す。この受益面積は、いつの時点で確認された

ものでしょうか。また、どのような過程を経て

積算された面積となっているのか、農政水産部

長、お答えください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国営事業地区

全体の受益面積、ただいまお話がございまし

た1,580ヘクタールにつきましては、国営かんが

い排水事業尾鈴地区の施行申請がなされました

平成８年時点のものでございます。以上でござ

います。

○図師博規議員 ８年、まあいいでしょう。

では次に、調査されてから13年の月日が流れ

ているわけです。この間、農業人口は明らかに

減少しております。現在の土地利用状況と、

今、御答弁にもありました1,580ヘクタールとい

う数字が果たして合致しているのか、疑問があ

ります。このままですと、実際よりも大きい面

積で賦課金が算定され、受益者に不利益が生ず

る可能性もあります。再度、土地利用状況を調

査すべきと考えますが、農政水産部長、いかが

でしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 賦課金の対象

となります受益地につきましては、将来の土地

改良区の設立認可の際に必要となるデータでご

ざいますので、設立認可を申請する時点で再

度、受益地の調査が行われるということになっ

ております。

○図師博規議員 では、土地改良区が設立する

前には、もう一度調査が入るということで理解

いたします。

では続きまして、現在、耕作面積が多い普通

畑及び茶畑、ビニールハウスへの賦課金の概算

がどの程度になっているのか、農政水産部長、

教えてください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 失礼しまし

た。現在の賦課金……。

○図師博規議員 現在つかんでいらっしゃると

いうことで、多分この賦課金に関しては、今、

明確な賦課金ではなくて、将来的な予測も含め

てということでしょうから、それでも構いませ

ん。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 失礼しまし

た。将来の賦課金につきましては、正式には今

後設立されます尾鈴地区全体の土地改良区にお

いて決定されるものでございますが、尾鈴地区

の関係町や農業関係団体で構成されます促進協

議会の試算によりますと、10アール当たり、普

通畑で約2,700円、ハウスや茶で約6,500円と

なっております。

○図師博規議員 今の金額設定、ほかの土地改

良区と比べると非常に安いほうの設定になって

いるんだろうなとは思いますが、それでは、受

益者には水を利用した際の負担のほかに、ダム

や水路の維持管理費及び土地改良区の運営費も

賦課されていくわけです。調べたところにより
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ますと、尾鈴地区の維持管理費は、年間約6,500

万円にも上ると積算されている。では、この維

持管理費も、先ほど言われました普通畑や茶

畑、ビニールハウスの賦課金にすべて包含され

ていると理解してよろしいでしょうか。農政水

産部長、お願いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 試算されてお

ります賦課金には、土地改良区の運営費、施設

の維持管理費などの必要経費はすべて含まれて

おります。

○図師博規議員 それであればなおのこと、良

心的な金額設定なのかなという気もしますが、

この設定にもちょっと落とし穴があるようにも

思われます。

続けます。今回、受益者をふやすために県内

で初めて開閉栓方式というものが導入されてお

ります。これは、受益者が水を利用する農地と

時期を選択できる方式であり、また、開栓届

け、つまり栓をあけますという届け出があるま

では、その受益地とはならない。つまり、そこ

には賦課金がかからないというようなものでも

あります。土地改良法第36条の２項で、「賦課

金は客観的基準をもって決めること」と明記さ

れておりますが、つまり開栓しなければ受益地

にならないということは、この36条の２項で定

めてある、いつまでたってもその客観的基準、

対象となる土地が決まらない、面積が決まらな

いんじゃないかなと私は考えるんです。だか

ら、この開閉栓方式の導入と土地改良法の間で

は整合性に欠けているというふうに私は理解し

ております。また、尾鈴北第１土地改良区の開

閉栓方式を定めた定款がありますね。この定款

を認めた、その定款でいいですよという許可を

したのは県ですから、その責任は県に帰属して

まいります。私は先ほども言いましたが、県が

下された法的判断には、土地改良法との整合性

に欠けるという問題が生じているのではないか

と考えますが、農政水産部長のお考えをお伺い

します。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 土地改良区

は、土地改良法によりまして、みずから賦課方

式を定め、組合員から賦課金を徴収することが

できることになっております。その方式につき

ましては、農地面積などの客観的な指標に基づ

くとともに、農地の受益の程度を勘案したもの

であり、かつ、総代会の議決を経て定款に定め

る必要があります。今回の開閉栓方式は、土地

改良区の受益地のうち、給水栓を開栓し、かん

がい用水を利用する農地に対し賦課することが

定款で定められており、土地改良法上の規定に

沿ったものと判断し、定款変更について認可し

たところでございます。

○図師博規議員 今の答弁ですと、栓を開かな

いところも受益地に含まれて、それを客観的事

実と勘案して賦課金が算定されているというふ

うに理解しますが、水を使わないところが受益

地として換算されるというのは、どうも釈然と

しないというか腑に落ちないのは、私だけで

しょうか。今回の開閉栓方式の導入は、これか

らほかの土地改良区にも適用されていく可能性

が十分あります。ですから、このような整合性

に疑問を抱かれるようなことがないように―

県はそれでいいとおっしゃるんでしょうけれど

も―私は、条例改正も含めて、今後、万全な

体制を講じられていく必要があると思います。

（「収益性の高い農業はできんじゃないです

か」と呼ぶ者あり）

○中村幸一議長 傍聴席から発言しないよう

に。

○図師博規議員 では、次に行きます。苦肉の
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策と思われるこの開閉栓方式導入をもってして

も、なかなかその利用率が上がっていないとも

聞きます。では、実際どれぐらい利用されてい

るのかを聞きますが、尾鈴北第１地区受益面

積590ヘクタールのうち、この開閉栓方式導入を

された後の水利用面積は今どれぐらいになって

いるのか、農政水産部長、教えてください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 平成20年度ま

での給水栓の整備面積は、旧唐瀬原土地改良区

の区域を中心に146ヘクタールとなっており、既

に青鹿ダムを水源として水利用が開始されてい

るところであります。

○図師博規議員 その数字だけ言われるのは、

結局５分の１程度しか利用されていないんです

ね。では、その程度の利用面積にしかなってい

ないということですから、これから徐々に水利

用面積が拡大するにしても、県が見込んでいる

水利用面積には到底届かないことも想定されま

す。さらに、先ほど答弁いただいた賦課金徴収

が困難となって、土地改良区の運営を初め、事

業自体が頓挫するような問題も発生することは

十分考えられます。このあたりの対応として、

農政水産部長はどのようにお考えでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 川南町や都農

町では、今回の開閉栓方式の導入に伴いまし

て、「土地改良区の助成に関する条例」の改正

を行いまして、土地改良区の運営費に不足が生

じる場合は、組合員の賦課金が増加しないよう

に、町が助成するなどの対策が講じられている

ところであります。

○図師博規議員 そのとおりです。つまり、賦

課金徴収の不足が発生した場合は、都農町、川

南町は、身を削って町で負担するという内容を

提示しているんです。また、先日開かれた高鍋

町議会におきましても、この開閉栓方式の導入

に当たっては、県が主導して導入を進めたとい

う経緯が説明されたとも聞きます。そこで、県

としても、この賦課金不足が発生した場合に

は、徴収不足が発生した場合には、具体的な支

援策を講じる必要があると私は思いますが、農

政水産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県といたしま

しては、土地改良区の適正な運営が図られます

ように、町、ＪＡなどの関係機関と連携しまし

て、畑地かんがい用水の利用拡大に向けての取

り組みを強化しますとともに、維持管理に対す

る助成事業の活用等を通じまして、積極的に支

援してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 積極的に財政的な支援をして

いただくというふうに理解してよろしいでしょ

うか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国の事業等を

使いながら、積極的に支援してまいりたいと…

…。

○図師博規議員 了解いたしました。

では続いて、受益者の今事業に対する同意形

成状況についてお伺いいたします。計画では、

尾鈴地域を10地区に分けて事業を進めることと

なっておりますが、現在、10地区のうち何地区

から県営事業の施行申請が上がって、何地区が

県営事業施行に必要な法定基準であります75％

の同意をクリアされているのかを、農政水産部

長、教えてください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 尾鈴地区にお

きましては、これまでに尾鈴北第１地区に平

成13年の６月に施行申請が出されまして、現

在、事業に取り組んでおるところであります。

また、尾鈴北第２地区において、現在、施行申

請に向けた同意徴集が行われているところでご

ざいます。
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○図師博規議員 つまり、法定基準である75％

以上の同意がとれている地区は尾鈴北第１だけ

であって、ほかの９地区はこれから、特に北第

２は今その作業をしているということですね。

それでは、現在、尾鈴北第２地区の方々から同

意を得るために、受益者192名いらっしゃるんで

す。今、一軒一軒、地元と連携して、振興局や

普及センターの職員も説明に回られていると聞

きます。その作業には非常に頭が下がるところ

でありますが、では実際、北第２地区の同意率

は今何％になっているのでしょうか。部長、お

願いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 尾鈴北第２地

区は、現時点では、法定同意率―議員は75％

と言われましたが、これは３分の２でございま

す―３分の２にまだ達しておりません。申請

人を中心に、現在、引き続き同意徴集に取り組

んでおるという状況でございます。

○図師博規議員 何％、それは３分の２でもい

いです。今の段階での数字が明確にお答えでき

ないと私は理解します。答弁になっていないで

すよね。では、なぜ数字で答えられないのか。

同意取得に難航しているからじゃないんです

か。そう受け取られてもやむを得ない、そう理

解します。それで、地区の合意形成をするため

に、国、県、町が連携して地元での説明会も順

次行われたようです。これからも行われるで

しょう。では、尾鈴北第１地区以外の土地改良

区設立準備委員会の説明会の開催状況、そし

て、そこへの出席者数、出席率を、部長、教え

てください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いました地元の説明会、仮称でありますけれど

も、尾鈴土地改良区設立準備委員会を設立する

ために、促進協議会の主催によりまして開催さ

れたものでございます。４月23日から５月13日

までの延べ６日間、川南町の６会場において開

催されておりまして、出席状況につきまして

は、対象者728名のうち、約１割の62名の参加で

あったというふうに伺っております。

○図師博規議員 約１割という表現、いや、８

％なんですね。何でこんなに低いんですか。な

ぜこんなに低いのか。この低い出席率は何を意

味しているのか。農政水産部長、どう考えられ

ますか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） この説明会

は、本年の３月上旬に開催する予定であったと

いうふうに伺っておりますが、今回の事業に対

する反対の動きが出てきたといったこともあり

まして、開催がおくれまして農繁期にずれ込ん

だといったこと、さらには、説明会の対象者

が、現時点ではまだ水利用ができない農家の方

々であったといったことから、出席者が少な

かったというふうに伺っております。

○図師博規議員 理由づけになっていないよう

な気がしますし、私は率直に、この事業への期

待のあらわれじゃないのかなというふうにも考

えております。

時間が迫ってまいりました。次に参ります。

私も実は、この説明会に参加させていただこう

と、傍聴させていただこうと思いまして、担当

課に申し込んだんです。ところが、受益者以外

は会場に入れないということで、県営事業に係

る部分もある説明会であるにもかかわらず、傍

聴すらできなかったんです。私は、この対応は

どうかと思います。怒りとともに失望感を抱き

ました。何で、県が関与する事業、また県の職

員もそこに立ち会う、説明者として出てくる事

業の説明会に、県会議員が入れないんですか。

そして、私はその中でどういう受益者の方の声
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が飛び交っているのかを聞きたかった。やむを

得ず確認するすべとして、そのときの質疑応答

録を入手して、確認をいたしました。その中身

が、同じ日時で同じ場所で開催された質疑応答

録が２つ存在するんです。そして、何で同じ会

議の質疑応答録が２つ―何がどこの部分が

違っているのかと見ましたら、受益者の方か

ら、国営部分の事業開始の同意をとる際に不正

があったんじゃないかという質疑が出たんです

ね。その答弁もあったようですけれども、２枚

目の質疑録にはその部分が削除されているんで

す。何でこんなことが行われるのか。だから全

く、行政側の都合のいい記録しか残らないよう

なことになっているんじゃないかと、私は心配

しました。県がこのような状況をどこまで把握

されているか甚だ疑問ですけれども、今後、こ

のようなことが生じないように、やはり開かれ

た場でちゃんと説明が行われるような体制整備

を、私は県主導でやっていただきたいと思って

おります。強くこれは要望いたします。

３月17日、尾鈴北第１地区と第２地区から、

事業の見直しを求める申立書が知事あてに提出

されております。特に尾鈴北第２地区につきま

しては、地区内の農家192人中137人の反対署名

も添えられていました。この状況を踏まえる

と、今後残る土地改良区設置は困難をきわめ、

現時点でこの県営事業は暗礁に乗り上げている

と言わざるを得ません。今後、県はこのような

状況に対してどのような打開策を図ろうとされ

ているのか、そして137人の反対署名がつけられ

たこの異議申立書につきまして、いつまでに回

答されるおつもりなのか、農政水産部長にお伺

いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県といたしま

しては、尾鈴北第１地区につきましては、現

在、個別に農家への説明を行っているところで

ありまして、十分な説明を行いながら、御理解

いただけるよう最大限の努力をしてまいりたい

と考えております。また、尾鈴北第２地区につ

きましては、事業施行申請書が県に提出された

段階で、同意の状況等も踏まえ、適切に判断し

ていく必要があると考えております。したがい

まして、申立書等につきましては、両地区の今

後の状況等を十分踏まえた上で対応してまいり

たいと考えております。

○図師博規議員 申立書については、両地区の

状況をということは、両地区の状況がどうなっ

たら、いつの段階でというのもないですよね。

申し立てをされた方々は、そこを待っていらっ

しゃるわけです。ぜひ紳士的な誠意あふれる対

応を期待いたします。

それでは、事業推進のため農地の付加価値を

高め、農地の賃借を進めていくことに関して、

県がどのようなビジョンを持っているかをお伺

いいたします。例えば、農業法人や株式会社な

どの参入を計画的に実施していくため、現時点

で既に交渉を始めているような団体があると

か、振興局や普及センターが中心となって進め

ていると聞きます「水を使った営農指導プロ

ジェクト」、プロジェクトチームがあるそうで

すね。それにより、団地化や集約化が促進され

ている、また、それが計画的に進められている

というような、つまり事業に参加される方が

「安心してこの事業に乗っていいんだな」と、

「県も戦略的に今後事業展開するんだな」とい

うようなビジョンをどれほどお持ちなのか、農

政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県におきまし

ては、水を自由に利用できる生産環境や広大な

まとまりのある優良農地を有する尾鈴地区の強
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みを最大限に活用するため、関係町やＪＡなど

の関係機関と連携しまして、ニーズを踏まえた

加工・業務用農産物の生産拡大や契約栽培の促

進、農地法の改正を踏まえた担い手への農地の

面的な集積、農商工連携等を通じた他産業から

の農業参入、畑かん用水の新たな活用方策の検

討などを通じまして、競争力の高い畑作農業経

営の展開を図っていくこととしております。こ

のため、本年度、農林振興局内に畑かん営農推

進担当を配置したところでございまして、今

後、水を活用した新たな営農モデルの構築な

ど、安定的で生産性の高い畑作営農の確立に向

けまして、関係機関が一体となって取り組みを

強力に推進してまいりたいと考えております。

○図師博規議員 答弁は模範的で、理解はでき

るんです。ただ、この尾鈴地区は、高齢者も多

い、また担い手・後継者が少ない。その状況に

即した、尾鈴地区の対策はこれですよというの

が聞こえてこない。

それでは、今の部長とのやりとりも含めてで

すが、今後の方針をまとめる上でも、知事にお

伺いしていきます。知事は、尾鈴畑かん事業を

考える会の方々とも話をされ、また現地にも足

を運んでいただきました。そこで現状を把握さ

れ、また今の執行部とのやりとりを聞かれた上

で、この事業に対する評価―最初言われまし

たが―それと変わったかどうか、今どう思わ

れているか、率直な意見を聞かせてください。

○知事（東国原英夫君） 県下有数の畑作農業

地帯であります尾鈴地域の農業の持続的発展を

図るためには、水が自由に利用できる生産環境

を整備する畑地かんがい事業は必要であると認

識しております。他方、事業への反対意見もあ

ることから、農家の方々への十分な説明を行

い、地元の意向をしっかり把握した上で、事業

のあり方について、今後、適切に判断していか

なければいけないと考えました。

○図師博規議員 それでは、これは提案なんで

すが、このまま大規模なかんがい施設の事業を

続けるのではなくて―この地元の方々の声な

んですが、「小丸川も名貫川も非常に水量が豊

富で、地下水源もたくさんある。こんな大きな

事業じゃなくて、近くの井戸を掘ってくれた

り、ため池つくってくれたほうが、よっぽど使

い勝手はいいし、料金も安く設定できるだろ

う」というような意見が飛び交っております。

その内容も知事の耳に聞こえているのではない

かなと思うんですが、このままの事業推進では

なくて、これから県が事業投資される金額を

もってすれば、井戸やため池の設置というのは

十分できる内容なんですね。そのような事業の

見直しというのが、今後、知事の視野の中に

入ってくるのか、今来ているものがあれば教え

てください、知事。

○知事（東国原英夫君） 地元説明会や意向調

査では、賛成や反対などのさまざまな御意見が

あったと報告を受けております。その中で、議

員御指摘のような意見もあるようですが、他

方、井戸やため池から圃場までポリタンクで水

を運搬し散水しているなど、用水確保に多大な

労力を要しているという意見もございます。最

終的には、さまざまな意見を吸い上げて判断し

なければいけないと思いますが、いずれにいた

しましても、農家の方々の意見や意向をしっか

り把握した上で、適切に判断していかなければ

ならないと考えております。

○図師博規議員 知事は再三、「適切な判断

を」と言われます。それで、知事は就任当初か

ら、「この宮崎から日本を変えるんだ」と、改

革派知事としてのリーダーシップを十分発揮さ
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れてきました。ここで、国追従の事業を推進す

るだけではなくて、もっともっと現場の声を聞

かれ、実態に即した決断をされるときが近づい

ていると思います。もしその決断が知事にでき

るとするならば、これは全国に影響を与えるす

ばらしい決断になると思います。知事はマスコ

ミのインタビューでも、「受益者の反対が多け

れば、その判断いかんによっては事業中止もし

なければならない、考える。」と明言されてお

ります。では最後に、知事、今後この畑かん事

業を継続するのか、いや、見直しをせざるを得

ないという状況になるとするならば、それがい

つの段階なのか、またどのような状況のときな

のか、知事、お言葉をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 尾鈴北第１地区につ

きましては、現在、農家の戸別訪問を通じて、

個々の農家の方々の意見や意向を把握している

状況であることから、現時点で具体的な判断基

準、期日を述べることは控えさせていただきた

いと考えております。いずれにしましても、私

も現場に行きましたが、さまざまな意見がある

ことは事実でございます。これを集約するのは

非常に困難な道になろうかと思いますけれど

も、法定同意率等々も勘案しながら、農家の方

々の多方面からの、あるいは多角的な御意見を

伺いながら、適切に判断していかなければいけ

ないと考えております。

○図師博規議員 知事の早期の的確な判断に期

待をいたしまして、質問を終わらせていただき

ます。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

○井本英雄副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問を行います。

まずは、景気・雇用対策についてお伺いいた

します。

アメリカのサブプライム問題、リーマン

ショック、大手自動車会社の事実上の破産な

ど、急速な景気低迷により、全世界が100年に一

度とも言われる極めて厳しい景気状況に陥りま

した。景気・雇用対策のため、麻生総理を先頭

に、政府は、まず景気回復ということで、昨年

度の補正予算、今年度当初予算、今年度補正予

算、いわゆる三段ロケットと言われる75兆円と

いう世界の中でも素早い景気対策を打ちまし

た。その効果で、一時は株価は7,000円を割ろう

かという非常に厳しい状況でありましたが、そ

ういう危機から脱し、８カ月ぶりに一時１万円

台を回復しております。早く景気の底を打って

ほしいと思っております。

依然として景気・雇用情勢は厳しいというこ

とで、４段目のロケットと言われる過去最大の

約14兆6,000億円という追加経済対策がなされま

した。国の補正予算成立を受け、各自治体とも

この６月定例県議会等に補正予算を提案されて

おります。隣県の鹿児島県では651億円余、熊本

県では656億円余という大きな補正予算になって

おります。国全体では14兆6,000億でありますの

で、よく本県の予算になるのは100分の１と言わ

れておりますので、今回多くの補正予算を期待

しておりましたが、本県では追加補正分を入れ

てわずか約180億円余というふうになっておりま

す。そこで、国の補正予算14兆6,000億円を受
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け、県として今回の補正予算にどのように反映

されようとしているのか、知事にお伺いいたし

ます。

全国の完全失業率は、４月には５％を超し、

有効求人倍率は全国で0.46と厳しい状況で、本

県の有効求人倍率は全国よりさらに厳しい0.41

という厳しい状況であります。このように雇用

情勢が厳しいのは、求人状況、失業率等から見

ても、都市部よりも地方であります。本県にお

いても同じようなことが言え、特に仕事の少な

い町村部に対する雇用対策をどのように考えて

いるのかお伺いいたします。

また、今回の補正予算で提案している「みや

ざき新産業創出型工場立地促進事業」の目的、

概要を、あわせて商工観光労働部長にお伺いい

たします。

次に、ふるさと雇用再生特別基金について担

当部長にお伺いいたします。この基金は、平

成21年度から平成23年度までの３年間に、2,500

億円余の予算枠で、地域ニーズがあり、かつ今

後の地域の発展に資すると見込まれる事業で、

事業継続性が見込まれるものを選定し、地域求

職者等を雇い入れて実施する場合に必要な費用

を、委託事業として100％支給する事業でありま

す。ちなみに本県では、県、市町村合わせて

約63億円の枠があり、県が30億円、市町村が30

億円という枠で、県、市町村を通じて企業等に

３年間委託するようになっております。事業実

施要件として、１つ目に、事業実施は民間企業

等に委託すること、いわゆる地方自治体等が直

接することは不可であります。２つ目に、事業

費に占める新規雇用失業者の人件費割合は委託

費の２分の１以上。３つ目に、労働者と原則１

年の雇用契約を締結することになっておりま

す。また、この雇用創出効果として、３年間で

全国に最大10万人を見込んでいるようでありま

す。とても魅力ある事業だと感じております

が、これまで実施してきました緊急雇用創出事

業とは違った要件になっており、市町村ごとに

取り組み方に対し温度差があったり、また、委

託を受けるはずの肝心な民間企業等に対し情報

が入っていない状況が見受けられました。そこ

で、ふるさと雇用再生特別基金について、市町

村及び民間企業等に対してどのように対応され

たのかお伺いいたします。

先ほど述べましたとおり、本県には約63億

円、県と市町村にそれぞれ30億円の枠があり、

１年間に換算すると県と市町村でそれぞれ10億

円ずつ、合わせて20億円の枠があります。そこ

で、県及び市町村の基金の活用状況はどのよう

になっているのかお伺いいたします。

また、今回の補正予算で、ふるさと雇用再生

特別基金を活用する「みやざき農業経営力強化

支援事業」、「間伐等促進事業」の目的、概要

はどうなっているのか、あわせてお伺いいたし

ます。

景気・雇用対策の最後として、ふるさと雇用

再生特別基金で、本県では３年間にどれくらい

雇用を見込んでいるのかお伺いいたします。

次に、農商工連携について担当部長にお伺い

いたします。

本県は、第１次産業の農業・林業・水産業が

基幹産業であり、県民所得に占める割合でも第

１次産業が高い県でもあります。この基幹産業

である農林水産業を軸に、商工業と真の連携に

より地域経済の底上げと活性化が図られ、新し

い宮崎パワーが構築されていくことを信じてお

ります。

ところで、我が国の食を取り巻く状況を見て

みますと、外食24兆円、加工品41兆円、生鮮
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品15兆円、合わせて80兆円と言われておりま

す。年間最終消費が80兆円ある中、国内で生産

される農産物の生産額は12兆円しかなく、食料

製造・流通といったところで付加価値はつけら

れているものの、輸入に多く頼っている状況で

す。この一つの要因として、主食である米の消

費減や、肉の消費増といった、食文化の変化が

大きく影響していると思われます。肉などをつ

くるために多くの飼料を輸入しており、加工品

でも輸入が増加しております。本当にこのよう

に輸入に頼っていいのでしょうか。

また、国際的な人口・食料状況等を見てみま

すと、世界人口は、1970年に37億人だったの

が2005年には53億人になり、さらに2050年に

は92億人になる予測がされており、特に発展途

上国を中心に人口が急増しております。一方、

１人当たりの所得が、1970年には876ドルか

ら、2005年には約８倍の6,879ドルと大幅にふえ

たことで、食生活が変化してきており、肉の消

費拡大等が起こっており、家畜を飼育するため

などにより、小麦、トウモロコシ、大豆などの

穀物市場が逼迫しております。近年では、さら

に、オーストラリアの大干ばつ、原油高騰に伴

うバイオマス利用等でさらに危機的な状況に

なっており、世界各国では食料をめぐる抗議運

動や暴動が発生している状況等を考慮します

と、今後は安易に輸入ができなくなると感じて

おります。

宮崎県は、これまで、市場等に農水産物等を

出荷する食料供給県として担ってきましたが、

今後は、農商工連携の取り組みにより、新たな

産業を創出することで農水産物に付加価値をつ

けることで、第１次産業の所得の向上・安定、

さらには食料自給率向上、そして雇用確保が図

られれば、宮崎県全体の浮揚につながると考え

ております。先ほど質問しましたふるさと雇用

再生特別基金と農商工連携事業のコラボレー

ションにより、即効性のある有効な地域振興、

雇用対策が可能になるとも考えております。こ

れまで行ってきた、産学官連携といった国から

おりてきたメニューをただ消化するだけの形だ

けの連携でなく、真の連携が重要になってくる

と思っております。そこで、県として農商工連

携にどのように取り組んでいかれるのかお伺い

いたします。

また、今回、補正予算に提案されている「宮

崎発・大地を活かす農商工連携ビジネスモデル

創出事業」の目的、概要についても、あわせて

お伺いいたします。

次に、霧島ジオパーク構想についてお伺いい

たします。

ジオパークとは、地質学的に重要で貴重な、

あるいは美しい地球活動の遺産が多数存在する

自然公園です。国際条約で認められている世界

遺産のようなプログラムではありませんが、同

じユネスコの環境・地球科学部が支援する世界

ジオパークネットワークによって、世界57カ所

が世界ジオパークとして認定されております

が、残念ながら、日本ではまだこの世界ジオパ

ークに認定されている地区はありません。

ジオパークの目指すところは、単に地質遺産

を保護するだけでなく、それを教育や地域の活

性化に積極的に生かしていくところでありま

す。地質遺産を守るために人を寄せつけないさ

くを設けるだけでなく、人が間近に見て、触れ

て、体感することを通じて、文化的な活動を楽

しんでもらうことがジオパークの前提です。ゆ

えに、ジオパークと認定されるためには、その

地域の地質遺産に解説が施されていることや、

ジオパークをめぐるジオツアーのコースの設
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定、あるいは幾つかのストーリーがあり、その

コースやストーリーに沿って解説があることが

求められております。また、子供たちや訪れる

人たちの教育の場となることも重要な要件の一

つとなっており、教育プログラムがきちんと用

意されていることが求められております。

霧島周辺のすばらしい地質遺産をジオパーク

認定に向け、霧島山周辺の５市２町で組織する

環霧島会議が発足し、さらに、宮崎、鹿児島両

県を加えた霧島ジオパーク推進連絡協議会が、

昨年10月に設立しております。霧島ジオパーク

の特性として、１つ目に、日本で初めて国立公

園になった理由でもある、雄大で美しく、かつ

多様な景観。２つ目に、100万年に及ぶ火山活

動、火山地形、地質の多様性。３つ目に、日本

神話、歴史、古代史とのかかわり。４つ目に、

広域なエリアの宿泊施設、交通機関の充実があ

ります。

地質学に詳しい井村鹿児島大学教授の話によ

りますと、「霧島は火山としての歴史が古

く、30万年前にあった加久藤火砕流以降のいろ

いろな時代の噴火物や火山の地形があり、火山

の博物館とも言える。噴火によって滅んだり、

再生したりという植生の繰り返しを見ることが

でき、九州山地とのかかわりが深く、モミやブ

ナなどの植生も豊富である。また、天孫降臨の

伝説も世界に誇れるものである。この霧島ジオ

パークは、まずは宮崎が本気にならないとだ

め、霧島は鹿児島県のものという考えは捨てな

きゃいけない。また、九州新幹線を利用する観

光客を霧島に、そして青島まで導く宮崎観光の

切り札になる」といった話も聞くことができま

した。そこで、本県としてこの霧島ジオパーク

構想にどのようにかかわっていかれるのか、先

月の環霧島会議に参加された知事にお伺いいた

します。

次に、行財政改革についてお伺いいたしま

す。

４月臨時県議会に設置されました行財政改革

特別委員会の委員長に就任させていただきまし

た。まずは心から議員各位の皆さん方に感謝申

し上げます。

さて、行財政改革大綱2007は、平成18年２月

に策定された行政改革大綱2006を見直し、平

成19年３月に策定した第２期財政改革推進計画

並びに入札・契約制度に関する実施方針を加え

たものであり、平成19年度から平成22年度まで

の４年間に、意識改革等の５つの改革プログラ

ムであります。大綱策定から３年を迎え、現在

の進捗状況と今後の取り組みについて、総務部

長にお伺いいたします。

行財政改革は、ただ削減するだけではなく、

県民への行政サービスを落とすことなく、民間

にできることは民間にといった視点も重要だと

考えております。行財政改革大綱にも民間活力

の活用を掲げ、行政サービスの向上や行政コス

トの削減を目的に、民間などの有する活力を県

の行政運営に積極的に活用するという、いわゆ

るアウトソーシングを推進するとされておりま

す。これまで、大綱に基づき指定管理者制度の

導入などを進めてこられておりますが、特に大

綱に記載されている県民提案型アウトソーシン

グの取り組みについて、これまでどのような検

討が行われ、今後どのように導入されようとさ

れるのか、総務部長にお伺いいたします。

今後の行財政改革の取り組みについては、詳

しくは特別委員会の中で協議することにして、

行財政改革という視点で問題となっている直轄

負担金についてお伺いいたします。本県での過

去５年間の直轄負担金を見てみますと、平成17
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年171億、平成18年143億、平成19年156億、平

成20年159億、平成21年160億円余となっており

ます。今回、橋下大阪府知事等からの強い抵抗

や全国知事会からの要請を受け、初めて国のほ

うから詳しい内訳が示されました。本県でもそ

れぞれの部署で直轄負担金の内訳を精査された

と思いますが、本県での疑念はどのようなもの

があったのか、また、今後の対応はどのように

されようとしているのか、知事にお伺いいたし

ます。

当初予算書を見てみますと、直轄負担金以外

にも、国の外郭団体等に○○運営費とか○○負

担金といった項目があり、現在問題となってい

る直轄負担金と同じような予算が見受けられま

す。その団体を幾つか調べてみますと、天下り

で来ていると思われる理事長や理事が多く見受

けられます。予算審議の折、各常任委員会で審

査をしておりますが、毎年計上している負担金

などということで、当局からは具体的な説明を

受けたことはほとんどありません。現在問題と

なっている直轄負担金と同様に、もっと詳しい

内訳の開示が必要と考えておりますが、知事の

所見をお伺いいたします。

最後に、街頭犯罪・治安について警察本部長

にお伺いいたします。

久しぶりにことしから文教警察企業常任委員

会になりましたので、どうかよろしくお願いい

たします。

さて、冒頭の質問で景気・雇用対策等を行い

ましたが、全国的に昨年末から派遣切りの問題

が社会的問題として取り上げられました。他県

では、派遣切りに遭った方で、所持金がわずか

になり犯罪に至ったという残念な事件が発生し

ており、景気・雇用の低迷により治安悪化を懸

念しております。県民より、治安の維持や街頭

犯罪の抑止といった声を聞いておりますが、本

県の犯罪状況はどうなっているのかお伺いいた

します。

近年、知事効果等により、県庁や県内外の観

光地等に多くの観光客が来ていただいておりま

す。ことしは10月に本県で全国スポーツレクリ

エーション大会が開催され、４日間に多くの選

手、役員、関係者の方々が来ていただくことに

なっております。観光やイベント等で本県に来

ていただいている方の中でも、宿泊されて、本

県のおいしい食べ物や焼酎などを楽しみにして

いる方も多くおられると思います。そのような

観光客を初め、多くの方々が安心して楽しんで

いただき、宮崎のファンとなり、また宮崎に来

たいと思っていただくためにも、夜の歓楽街対

策は重要だと考えております。そこで、歓楽街

対策をどのように考えているのか、警察本部長

にお伺いして、壇上からの質問を終わります。

(拍手)〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、補正予算についてであります。平成21

年度の補正予算につきましては、今議会でも冒

頭提案に加え、17日には、国の平成21年度補正

予算（第１号）の成立及び新たな経済・雇用対

策の実施に伴うものについて追加提案させてい

ただいたところであります。今回の国の補正予

算においても、昨年度の補正予算と同様、地方

公共団体の事業実施や基金創設の財源として種

々の交付金が盛り込まれておりますが、国会で

の成立時期の関係等により、現段階でも制度の

詳細等が不明確なものが多い状況であります。

こうした中、今回の補正予算におきましては、

制度の内容、本県への配分額等が明らかなもの

や、実施事業の緊急性等が高いものについて措
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置したところであります。議員御指摘の他府県

とは財政規模が違うこともあり、一概に比較と

いうのはできかねますし、今回の国の補正予算

に対して、いわゆる見切り発車的な予算措置は

差し控えさせていただき、機動的な中でも堅実

な予算化をさせていただいたところでありま

す。今後とも、交付金の詳細等の把握に努め、

実施可能な事業について、必要性、緊急性等の

観点から検討した上で予算化を図ってまいりた

いと考えております。

続きまして、霧島ジオパークの御質問でござ

いますが、この構想は、御案内のように、霧島

山を囲む宮崎、鹿児島両県の自治体の皆さんが

連携し、霧島地域の特色ある地形や自然などを

生かした地域活性化の取り組みを進めていこう

とされているものであります。私は、先月開催

された環霧島会議のシンポジウムの中で、地域

みずからが、従来の枠組みにとらわれることな

く県境を越えて連携し、このような取り組みを

されていることは、今後の地方分権の流れの中

で非常に大切なことであり、大いに期待してい

ることを申し上げさせていただきました。構想

の実現には幾つかの課題があると伺っておりま

すが、県といたしましては、引き続き検討の場

に参加させていただくとともに、鹿児島県とも

連携し、来年度の申請に向けて、地域の自主的

な活動をサポートしてまいりたいと考えており

ます。

続きまして、直轄事業負担金についてであり

ます。今回、国から示された負担金の内訳で

は、負担金の算定方法や考え方が示されていな

いこと、事業費に占める事務費の割合が国庫補

助事業と比べて高いこと、国庫補助事業では認

められない職員の退職手当や管理職の人件費、

庁舎、職員宿舎の補修費が含まれていることと

いった問題がございます。私は、まず、こうし

た負担の範囲の問題や、本来国が負担すべき維

持管理費の負担金廃止については、早急に解決

されるべきものと考えております。また、そも

そも地方分権を推進する観点から、国と地方の

役割分担を明確にし、権限や財源を地方に移譲

した上で、地方が担うべき事業は地方に移管す

ることを着実に進めるべきだと考えておりま

す。そういった意味で、直轄事業負担金制度そ

のものについても抜本的な見直しを行う必要が

あると考えておりまして、本県のようにインフ

ラ整備がおくれている地域に十分な配慮を行う

こともあわせて、全国知事会などさまざまな機

会を通じ、強く主張してまいりたいと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、行財政改革大綱2007の進捗状況と今後

の取り組みについてであります。行財政改革の

これまでの主な取り組みといたしましては、職

員のコンプライアンス徹底を図るため、職員倫

理規程を制定したほか、総職員数について、平

成23年度までに平成17年度当初比1,000人純減の

目標に対しまして、881人を純減いたしますとと

もに、県直営施設のうち66施設について指定管

理者制度を導入したところであります。また、

入札・契約制度改革といたしまして、予定価

格250万円以上の公共工事について、原則として

条件付き一般競争入札へ移行するとともに、最

低制限価格の見直しや総合評価落札方式の拡充

など、公共工事の品質確保のために必要な見直

しを随時行ってまいりました。さらに、財政面

では、義務的経費の削減や事務事業の徹底した

見直し、また財源確保対策等により、収支不足

額の圧縮を図ってきたところでございます。県
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といたしましては、全体としては、これまでお

おむね順調に推移していると考えております

が、今後とも、本県の行財政を取り巻く環境は

依然として厳しいものと見込まれますので、引

き続き、さらなる取り組みを進めていく必要が

あると考えております。

次に、アウトソーシングの取り組みについて

であります。アウトソーシングは、外部の有す

るノウハウや人材等の資源を業務運営に活用す

ることでありますが、県では、行政サービスの

向上や行政コスト削減を図る観点から、各種業

務の委託や県直営施設への指定管理者制度導入

などを積極的に取り組んできたところでござい

ます。議員御指摘の県民提案型アウトソーシン

グにつきましては、今年度中にその導入につい

て検討をすることとしているところでございま

す。具体的には、今後、対象業務を選定いたし

まして、業務改善、コスト縮減及びサービス向

上等の手法について県民の皆様から幅広く提案

を募集しまして、いただいたアイデア等をもと

にアウトソーシングが可能かどうか検討させて

いただくこととしております。以上でございま

す。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

間伐等促進事業についてであります。この事

業は、地球温暖化防止対策としての間伐の集中

的な実施等を促進するとともに、林業分野にお

ける雇用機会の創出を図るものであります。具

体的には、新規雇用者２名を含む３名の間伐等

促進班を県下の森林組合にそれぞれ配置いたし

まして、森林所有者への制度事業の周知や森林

の現況調査を通じた作業計画の提案等を行い、

間伐等の促進を図るものであります。なお、新

規雇用者の採用に当たりましては、林業への就

業を希望する方を優先的に採用するとともに、

技術習得のための実務研修もあわせて行い、森

林組合等への継続的な就業につなげてまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

まず、町村部に対する雇用対策についてであ

ります。県内の町村部は、その多くが中山間地

域に位置しまして、公共事業の減少や林業の不

振、さらには雇用の大きな受け皿となります製

造業の事業所等が少ないことから、近年、雇用

情勢は大変厳しい状況にありましたが、加えま

して、昨年秋以降の金融危機等の影響もありま

して、その厳しさは一段と増しているものと認

識しているところでございます。このようなこ

とから、県におきましては、国の経済・雇用対

策等も活用しながら、町村部の基幹産業であり

ます農林水産業の振興はもとより、農商工連携

による新たな産業の創出や、都市部にはない豊

かな自然環境等の地域資源を活用しまして、滞

在型の観光産業の振興、さらには企業誘致等に

も努めているところでございます。また、雇用

創出を直接的な目的としました緊急雇用創出事

業臨時特例基金事業、ふるさと雇用再生特別基

金事業の活用等につきましても、町村部にも配

慮し、雇用の確保・拡大に全力で取り組んでい

るところでございます。今後とも、町村と連携

しまして、地域産業の活性化等に努めますとと

もに、基金事業など国の経済・雇用対策を十分

活用しながら、地域の雇用対策を積極的に推進

してまいりたいと考えております。

次に、みやざき新産業創出型工場立地促進事

業についてであります。この事業は、本県の恵

まれました自然環境や豊かな農林水産物など、

地域資源を活用しました新産業を創出すること
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によりまして、地域経済の活性化及び雇用の拡

大を図ろうとするものでございます。具体的に

は、県産業支援財団に５億円の基金を造成しま

して、立地場所を特定した上で、新産業創出に

つながるモデル的な工場建設プランを公募によ

り選定し、投資額と新規雇用者数に応じまして

５億円を限度に補助することとしたところでご

ざいます。また、事業期間につきましては、平

成25年度までの５年間を予定しておりますが、

厳しい経済情勢の中でありますので、できるだ

け早期に事業者の選定を行いたいと考えており

ます。

次に、ふるさと雇用再生特別基金事業につい

ての一連の御質問についてでございます。

まず、市町村等への対応状況についてであり

ます。この事業は、現下の厳しい雇用情勢を踏

まえまして、地域の実情に応じまして、県や市

町村の創意工夫に基づき、地域において継続的

な雇用機会の創出を図るものでございます。こ

のようなことから、県といたしましては、市町

村に対しまして数次にわたる説明会を開催し、

その趣旨や基金事業の取り組み事例の紹介等を

行うとともに、機会あるごとに、長期的な視野

に立った事業の構築に積極的に取り組んでいた

だくよう、周知等を図ってきたところでござい

ます。また、県では、民間から基金事業を活用

した事業の企画提案も募集したところでござい

まして、県のホームページや新聞広告、さらに

は事業説明会の開催等により広報に努めました

結果、54件と多くの応募があったところでござ

います。今後とも、市町村等と連携しまして、

地域のニーズを踏まえた基金事業の積極的な取

り組みを図ってまいりたいと考えております。

次に、基金の活用状況についてであります。

今年度につきましては、現在のところ、今回補

正をお願いしている分も含めまして、県事業

が18事業で、事業費６億6,661万9,000円となっ

ておりまして、196人の雇用創出を見込んでおり

ます。また、市町村事業につきましては67事業

で、事業費５億1,119万5,000円、205人の雇用創

出を見込んでいるところでございます。

次に、基金による３年間の雇用創出の見込み

についてであります。現在のところ、この基金

の活用により、平成21年度から23年度までの３

年間で約1,900人の雇用創出を見込んでおりま

す。

最後に、農商工連携の取り組みについてであ

ります。農商工連携を推進し、具体的に成果を

上げるためには、何よりもまず、中小企業者と

農林漁業者がマッチングしやすい環境づくりに

努め、具体的な事業展開が進むようにしなけれ

ばならないと考えております。このため、現

在、農商工連携の支援機関であります県産業支

援財団や県農業振興公社等が行っております、

マッチングや事業計画作成等の相談・支援機能

の強化を図りますとともに、具体的な事業支援

として本年３月に造成しました「みやざき農商

工連携応援ファンド」や政府系金融機関等によ

ります低利の融資制度の活用を促進していると

ころでございます。なお、ファンドにつきまし

ては、既に第１回目の公募を行いまして、18事

業の応募があったところでございます。

また、このような取り組みを全県的に広げて

いくことも肝要でありますので、昨年度設置し

ました「農商工連携推進ネットワーク会議」

や、庁内の推進組織であります「農商工連携推

進会議」を通じまして、関係団体や関係各部と

の連携を一層密にしまして、幅広く情報交換等

に取り組んでいるところでございます。今後と

も、農商工連携の推進につきましては、本県の
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施策や取り組み事例などを紹介するシンポジウ

ムの開催等によりまして、制度の一層の普及や

ＰＲに取り組みますとともに、産業支援財団や

農業振興公社等と連携を図りながら、積極的に

具体的な事業の掘り起こしに努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、みやざき農業経営力強化支援事業につ

いてでございます。この事業は、担い手の減少

・高齢化が進行する中、力強い本県農業の構築

に向けた原動力となります農業法人の経営力強

化と、農業・農村における雇用創出を図るもの

でございます。具体的には、経営規模の拡大や

多角化を目指す農業法人等に対しまして、新規

雇用に要する経費を支援し、年間70名ほどの雇

用を目標に推進することとしております。本事

業により、就農希望者の雇用を確保しますとと

もに、本県農業生産の中核を担う農業法人等の

育成に努めてまいりたいと考えております。な

お、事業の実施に当たりましては、事業内容の

周知徹底にも十分留意してまいりたいと存じま

す。

次に、農政水産部におきます農商工連携の取

り組みについてでございます。本県の農水産業

及び農山漁村の活性化を図る上でも、農商工連

携による農水産業を核とした新ビジネスや雇用

を創出し、農業所得や食料自給率の向上を図っ

ていくことは大変重要であると認識しておりま

す。このため、農政水産部といたしましては、

本年４月に連携推進室を設置しますとともに、

県農業振興公社の機能強化を図るなど、推進体

制を整備したところでございます。今後は、関

係部局との連携を一層密にしながら、農商工連

携に取り組む法人や企業等に対し、新商品の開

発や販路開拓、他産業からの農業参入、産地力

強化のための農業者同士が連携を行う、いわゆ

る「農・農コラボ」の推進など、多様な取り組

みを支援してまいりたいと考えております。さ

らに、地域段階におきましても、特産品を生か

した新商品の開発、販売等の動きもございます

ことから、市町村と十分連携を図りながら、農

商工連携の取り組みを推進してまいりたいと存

じます。

最後に、「宮崎発・大地を活かす農商工連携

ビジネスモデル創出事業」についてでございま

す。この事業は、企業等と、農業法人やＪＡ等

との連携強化を促進し、農産物の高付加価値

化、新産業の創出、技術の高度化等を目指すも

のでございます。具体的には、企業等の新規参

入に伴う機械・施設の整備や新規雇用に要する

経費に対して助成を行うとともに、農業参入等

を受け入れるための農地の円滑な確保に向けて

の地元活動に対する支援も行うこととしており

ます。このような取り組みにより、農業を核と

した宮崎発の農商工連携ビジネスモデルを創出

し、本県農業・農村の活性化、ひいては食料自

給率の向上に努めてまいりたいと存じます。以

上でございます。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、犯罪情勢についてでございます。全国

の刑法犯の認知件数は、平成14年の約285万件を

ピークに減少傾向にございまして、昨年は約182

万件と、平成14年との比較におきまして、約100

万件以上減少している状況にございます。県内

につきましては、同様、１万7,000件台であった

平成14年をピークに減少傾向にございまして、

昨年はこの年との比較においてマイナス約6,600
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件、１万1,000件台でございます。全国、当県と

も、この６年間で、刑法犯につきましてはその

３分の１以上が減少したということになりま

す。

また、本年の状況でございますが、５月末現

在での刑法犯認知件数は約3,800件でございまし

て、幸いにして昨年の同期比で約700件減少をい

たしております。また、殺人・強盗等の凶悪犯

罪につきましても、同様、５月末現在で合計14

件でございまして、これも昨年同期比でマイナ

スの５件ということで減少しております。

県警察といたしましては、本年度からの新た

な取り組みとして、警察本部に「子ども・女性

安全対策班」を新たに設置したほか、今月の１

日から、県内３地区に警備会社への委託事業と

して計24名から成る「安全・安心パトロール

隊」を発足させるなどしまして、地域安全への

取り組みを強化しているところでございます。

今後も引き続き、犯罪の取り締まりに最大限の

努力を傾注するほか、地域住民の自主的防犯活

動のさらなる活性化に向け、連携支援を図るな

どして、地域住民の皆さんが安全に安心して暮

らせる社会の実現に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、歓楽街対策についてであります。歓楽

街につきましては、県民の皆さんはもちろんの

こと、来県される県外の方々に対しましても、

安心してくつろげる空間を提供するという一定

の役割を担っている反面、秩序の乱れがあれば

犯罪の多発が懸念されますとともに、ひいては

犯罪抑止機能の低下につながることが考えられ

ます。警察といたしましては、県内の歓楽街対

策の重要性は極めて高いものと認識をいたして

おります。従来から、歓楽街にある各種営業店

舗につきましては、「風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律」により、営業を厳

しく規制しているほか、同法に基づきまして立

ち入り等を実施するなどして、適法、適正な営

業の実施について指導等を行い、歓楽街におけ

る秩序維持に努めているところでありますが、

今後も引き続き、県内の歓楽街の実態をきめ細

かく把握し、そしてまた分析するとともに、県

民の皆様方の意見・要望につきましても、それ

を十分にしんしゃくしつつ、安全・安心を確保

するための諸対策について検討していくと、こ

ういうスタンスで臨んでいきたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 大変失礼い

たしました。答弁が漏れておりました。

国の外郭団体への負担金についてでありま

す。本県では、毎年度実施している事務事業の

見直しにおきまして、負担金の支出を初め、す

べての事業について、支出の根拠、必要性、重

要性等を検討しております。また、当初予算の

編成におきましても、当該年度における予算と

しての必要性や重要性等を十分審査の上、歳出

化しているところであります。そのような中、

このたびの直轄事業負担金に係る議論もござい

ますので、国の外郭団体への負担金につきまし

ても、引き続き、詳細な情報収集を行うととも

に、負担の必要性について、地方分権の観点か

らも十分に検証してまいりたいと考えておりま

す。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 知事を初め、執行部の皆様

方に御答弁いただきまして、ありがとうござい

ます。多少時間がありますので、再質問を行い

ますが、質問に入ります前に、行財政改革とい

いますのは、行政だけに押しつけるわけにはい

かないということで、我が身をまずということ

で、議員定数を45から39という全国トップクラ
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スの議員削減を行う条例改正を行いました。ま

た、今年度に入りまして、行財政改革特別委員

会を立ち上げました。県内の行財政改革を行う

調査を行うものでありますけれども、県内の議

論は特別委員会の中で行っていくことにしたい

と思って、壇上から質問しましたとおり、今回

は、県内というよりも国等への負担金問題につ

いて取り上げさせていただきました。

先ほど知事から、国の外郭団体等についての

答弁がありましたけれども、当初予算の編成に

おいて、当該年度における予算として必要性や

重要性を十分に審査の上、歳出化しているとい

う答弁がありました。しかし、外郭団体の負担

金について詳細な情報収集を行っていないの

に、審査を本当にしているのかと。本当に必要

なものを十分に検討しているのかなという感じ

を受けまして、やはりもう少し情報開示をすべ

きだろうというふうに思っております。

この質問に入ります前に、執行部のほうに、

どれくらい国の外郭団体等への負担金があるの

かというのを調べていただきました。名前は言

うとまずいものですから、名前は伏せますが、

財団法人○○協会とか、○○連盟とか、財団法

人○○センター、何とか振興連盟、財団法人○

○協会、財団法人○○何とかセンター、こうい

う形で数多くの外郭団体等に予算が流れており

ます。私も壇上から言いましたとおり、この予

算に関しては毎年負担金を納めているというこ

とで、ほとんど委員会等では十分な説明をも

らったことがないと私は記憶しております。

そして、その中の一つを調べたところ、全国

から何と27億円という負担金を集めている団体

があったりですね。恐らく、知事も当て職が多

いものですから……。知事が理事になっている

ところにもそういう外郭団体がありまして、そ

こにも、恐らく国からの官僚と思われる、天下

りと思われる方が理事でつかれておりまして、

インターネットで今見れるものですから、私も

予算書をちょっと見たところ、県民、国民から

見て多額の役員費が払われているというような

ことがわかってきました。本当に適正な業務が

行われているのか疑念が残っております。そこ

で、改めてになりますけど、この全国の、国に

ある外郭団体の負担金について、全国知事会等

を通じてでも構いませんので、もっと情報開示

をして活発に議論をしていくべきだと考えてお

りますが、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、地方分権の推

進のために、国と地方の役割分担を明確にした

上で、権限や財源を移譲することが必要である

と、かねがねから主張させていただいておりま

す。議員御指摘の国の外郭団体への負担金でご

ざいますが、当初予算で本県は62団体、約２

億8,000万円の出資をしております。その中の自

治医科大学が１億2,000万ということで大部分を

占めているわけでございますが、先般話題に

なった自治体国際化協会、こういったものに

は1,500万の出資をさせていただいているところ

でございますが、この辺もまた全国レベルの議

論になろうかと思っております。御指摘のよう

に、地方分権、役割分担の観点から検証が必要

であると考えておりますので、事務事業の見直

しや予算編成の過程におきまして、そうした観

点からも検討させていただくとともに、御指摘

のように、全国知事会等を通じて、また、地方

団体共通の課題としての検証を、その必要性を

提言させていただこうかなと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ議論を深めていただき

まして、知事が言われるとおり、真の地方分権

ができることの一つの手段として頑張っていた



- 98 -

平成21年６月18日(木)

だきたいと思っています。

次に、農商工連携について再質問を行います

が、私は、この農商工連携を行う最適地とし

て、地元で申しわけないと思いますが、西諸県

地域ではないかと思っております。理由といた

しまして、圃場整備が進んでおりますし、さら

に、今後整備をする予定の広大な農地が集約さ

れておりますし、霧島連山のふもとということ

で非常にきれいな水が豊富にあり、さらに、県

内で一番大きな工業団地であるフリーウェイ工

業団地等もあります。輸送に関しても、高速道

路を利用すれば、非常に大消費地であります北

部九州等にも近いということがありますので、

ぜひ、今回提案している「みやざき新産業創出

型工場立地促進事業」等を活用して、フリー

ウェイ工業団地で農商工連携のモデル的な事業

展開はできないのか、商工観光労働部長に、企

業誘致の意気込みを含めてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回、補

正でお願いしております「みやざき新産業創出

型工場立地促進事業」におきましては、本県の

地域資源を活用した新産業創出につながるもの

と考えております。したがいまして、当然、農

商工連携によるものも含め、民間ならではの発

想による多様なアイデアをいただきたいと思っ

ていまして、その中からすぐれた提案を選定し

て、本県産業の活性化を図ってまいりたいと考

えております。

宮崎フリーウェイ工業団地につきましては、

これまでも一生懸命、積極的に企業誘致を行っ

てきているわけでございますが、なかなか進ん

でいないわけでございます。このため、今回の

事業で民間事業者の公募を行う際には、県で設

定する立地場所として同団地も有力な候補の一

つであると私は考えております。フリーウェイ

工業団地への企業誘致につきましては、県西地

区の工業振興を図る上で極めて重要であります

ので、この事業での検討も含め、これまで以上

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○丸山裕次郎議員 この農商工連携について、

壇上からも言いましたけれども、単なる連携で

はなくて、真の連携をしていかないと本物がで

きないというふうに思っておりますし、農商工

連携の中には、世界的に今本当に、食料に基づ

く紛争や暴動等も起きておりますので、今後は

食料も簡単に輸入できないということを考えま

すと、自給率の向上という大きな気持ちを、も

とをしっかりわかって連携していただきたいと

いうふうに思っております。

また、ふるさと雇用再生特別基金についてで

ありますけれども、この基金の理念が、私が考

えますに、雇用の継続性ももちろんなんです

が、その事業の継続性も重要だというふうに

思っております。３年たってそれで事業が終わ

りだというような形では、何も意味がないとい

うふうに思っております。この基金が全体

で2,500億、宮崎には63億来ておりますけれど

も、もとは税金であります。税金でありますの

で、その企業が３年間いろんな形で、委託料と

いう形で支給されるわけでありますけれども、

税金ということでありますので、３年後には

しっかり一本立ちをして、利益を出して税金を

納めるという形の企業を育成してほしいという

ふうに思っておりますので、優良事例をしっか

りと全国からも集めていただいて、市町村また

民間企業のほうに伝えていただきたいと思って

います。特に、今まだ、県、市町村合わせて年

間約20億の枠があるんですが、11億7,000万しか

まだ枠を使っておりません。恐らく余るんでは
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ないかと非常に懸念しておりますので、その辺

はしっかりとした予算執行もしていただきたい

と思っています。

そして、補正予算でありますけれども、知事

等から説明がありましたけれども、なかなか国

の補正が急であって内容がつかめていなかった

ということでありますけれども、今後は、事業

の採択に当たっては、早く情報を収集していた

だいて、他県はかなり大胆に予算を組んでおる

ような気がしますので、安心して宮崎県民も、

補正予算は来るんだよという気持ちをしていた

だきたいと思っています。特にその一つとし

て、地域医療再生交付金というのが全国で3,000

億以上あると聞いているんですが、宮崎県にも

来ると思っています。その中の基金を活用して

いただければ、西諸圏域を初めとする中核を

担っている小林市民病院等に何らかの支援がで

きるようなことも考えていただきますことをお

願い申し上げまして、一般質問を終わります。

（拍手）

○井本英雄副議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

国の2009年度補正予算は、追加景気対策の名

目で、借金の大盤振る舞いである国債の増発を

主な財源として約15兆円を決定しました。この

中には、特別養護老人ホームや老人保健施設と

いった介護拠点緊急整備事業費約3,000億円、介

護職員の処遇を改善する目的で、介護報酬とは

別に交付する介護職員処遇改善交付金約4,000億

円といった経済危機対策費も盛り込まれていま

す。これによって、３年間で介護施設等を緊急

に整備し、高まる介護ニーズに対応することが

目指され、かつ介護職員１人当たり１万5,000円

の手当を支給すること等が検討されています。

介護関連の追加景気対策によって、過去２回の

介護報酬のマイナス改定及び慢性的介護人材不

足に見舞われている介護産業に明るい兆しが見

えると期待する向きもありますが、果たして期

待どおりになるのでしょうか。

第五次宮崎県高齢者保健福祉計画によれば、

宮崎県は全国平均より５年速いペースで高齢化

が進んでおり、高齢者人口は2008年10月現在

で28万5,643人に達したとしています。2020年に

は県人口の32.9％になり、県民の約３人に１人

が高齢者という状況が目前という実態です。６

月９日、朝日新聞の１面に「介護施設整備 計

画の半分」との衝撃的な記事が掲載され、宮崎

県は43％の整備率だと報道されました。まず、

特別養護老人ホームの待機者の現状をお示しく

ださい。

また、21年３月現在で65医療機関、定員1,731

人の介護療養型医療施設は、23年度末までに廃

止になりますが、老人保健施設等への転換の現

状と施設・居住系サービスの今後の整備見通し

について、福祉保健部長へお伺いをいたしま

す。

残りの質問につきましては、質問者席で行い

ます。（拍手）〔降壇〕

○福祉保健部次長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お

答えいたします。

まず、特別養護老人ホームの待機者の現状に

ついてであります。特別養護老人ホームの待機

者数は、昨年４月時点で約3,200人ですが、この

うち約３分の１は比較的軽度な要介護度２以下

の方となっております。また、待機者の居住地

は、「自宅」が待機者の約６割を占めておりま

す。

次に、介護療養病床の転換の現状と施設・居

住系サービスの今後の整備見通しについてであ
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ります。介護療養病床の転換につきましては、

これまで２つの介護療養型医療施設で合計49床

が、認知症高齢者グループホーム等への転換が

行われたところであります。引き続き、各医療

機関と協議して転換を促進してまいりたいと考

えております。

なお、先般、「20年度の施設整備率が本県

は43％」という報道がありましたけれども、こ

れは23年度末までに転換する予定の介護療養病

床を含めた上での算定であり、この分を除けば

整備率は97.5％となっております。

次に、施設・居住系サービスの整備につきま

しては、昨年度策定いたしました第４期介護保

険事業支援計画に基づき、平成23年度までの３

カ年で介護療養病床から介護老人保健施設等へ

の転換を進めるなど、計画的に整備してまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○井上紀代子議員 介護業界の慢性的な人材不

足については、多くのマスコミ報道によって社

会常識化しています。2000年介護保険制度創設

時には新たな雇用として期待をされましたけれ

ども、制度発足10年目を迎えて、ここまで人材

不足が深刻化するとはだれも予測できなかった

と思っておりますが、宮崎県としては、介護職

員の労働環境については具体的に把握をされて

いますでしょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 介護職員の

労働環境についてでございますけれども、平

成18年度介護サービス施設・事業所調査の結果

を見ますと、特別養護老人ホームの定員100人当

たりの常勤換算職員数は、配置基準34人に対し

まして、全国平均は44.1人、本県の平均は45.1

人となっておりまして、量的な確保は一定程度

図られているものと考えております。また、職

員の質的な側面ですが、同じ調査の中で、介護

福祉士の有資格者は、全国平均16.8人に対しま

して、本県は19.0人となっております。しかし

ながら、関係団体からは、夜間勤務を含むロー

テーション勤務ということもありまして、職員

の年休取得日数が少ないという実態があるとも

聞いております。また、施設では正規、臨時、

パートなど多様な雇用形態がとられております

けれども、利用者の安心・安全を確保する上で

も、より一層、質の高い職員の確保が課題であ

ると考えております。このため、国の21年度補

正予算で示された、介護職員の処遇改善や研修

に関する事業の詳細を確認しまして、介護職員

の処遇改善、資質の向上、労働環境の改善に向

けて検討してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 実は、私ごとで恐縮なんで

すけれども、私の母は88歳です。７月５日がお

誕生日ですので、やがて89歳になるわけです

が、２月７日までは要支援２の状態でした。そ

して、２月８日に転倒して、それ以後、脳外科

にまずは入院をさせていただいたところなんで

す。昨日、介護の認定の申請で調査員の人に

行っていただきましたら、自分の名前をしっか

り言えたそうです。私の息子がついていたんで

すけど、言えたそうです。その上に、自分の体

がこうなって家族に非常に迷惑をかけていると

いうことについても、自分の気持ちをしっかり

言ったそうです。

それで、実は私、母のことがあればなおさら

そうなんですけれども、母のこれからの10年

と、介護する私の10年とをどうしていったらい

いんだろうかということを―本当に母は私に

いい課題を提起してくれたというふうに思って

いるわけですけれども、現実にそのことを自分

の問題として一生懸命考えたときに、まず、宮
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崎県内にどのようなところがあって、私の母を

お願いできる―「家族介護は無理です」と言

われていますので、どうしたらいいんだろうか

ということをまず考えて、いろいろ研究をして

いったわけです。それで、２月８日以降は宮崎

県内のいろんなところを見せていただきました

し、いろんなお話もお伺いさせていただきまし

た。そして、私の友人たちの力もかりて、県内

の私が行けないところの施設の状況も聞かせて

いただきました。そして、県外にも行けるだけ

行って、できるだけ近辺の各県に行かせていた

だいたところです。

その中で、「本当に介護の仕事というのは大

好きだ」と、皆さん職員の方はおっしゃるんで

す。「介護の仕事は大好きなんだ」と。ただ、

「今のような労働条件だとなかなかこれからも

働き続けていくことはできない」と。「下手す

ると、その大好きな仕事をなげうってコンビニ

の仕事についたほうがいいのではないかと思う

ときさえある」というふうに言われるわけで

す。ですから、労働条件の過酷さというのは、

私どもはしっかりとこれから考えていかない

と、私は他人ごとではないのではないかという

ふうに思っております。

国が介護の問題を補正の中でどれほどしっか

りとした予算の手当てをしていくのかというこ

とは、大事なことなんですけれども、2009年度

の介護保険関連の総事業費というのは約7.4兆円

が見込まれています。そして、厚労省の調べに

よれば、2006年時点での介護職員は常勤及び非

常勤職員を合わせると約117万人で、2014年には

約140万人から155万人が必要とされるというふ

うに言われています。ですから、毎年４～５万

人をふやしていかなければならないという予測

を立てているわけです。宮崎県に当てはめる

と、毎年400人から500人をふやしていくという

計算になるわけです。ですから、今後、多くの

雇用創出が見込まれるし、しかも高齢社会の進

展で必ず社会的に達成しなければならない数値

なのですから、これは私どもがしっかりと、自

治体としても守っていかなければならないとい

うふうに思うわけです。

小泉政権下の社会保障費―これはどなた

も、今、自民党の方ですら反対だとおっしゃっ

ているんですが―2,200億円の抑制策が見直さ

れない限りはなかなか難しいと、私は思ってお

ります。政府が本格的に、介護をある意味では

成長産業ということで見据えて、結果的に介護

サービスの拡充になって利用者にもプラスにな

る、そういうふうな状況をつくり上げていくな

ら、本当にすばらしいことだというふうに思い

ます。しかし、介護を成長産業と見据えれば、

先ほど申しましたが、国は、2,200億円の抑制策

を見直さなければなりませんし、この政策転換

を図る必要があるということは自明の理です。

介護保険制度を改革していくかの議論も不可欠

だというふうに思っております。私の身内的な

発想もあって、介護保険というのをもう一度真

剣に議論しなければならないのではないかとい

うふうに思いますが、ある意味では雇用も生み

出すであろう介護保険制度の改革、このことに

ついての知事の見解をお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

○知事（東国原英夫君） 私ごとではあります

が、私の母も80過ぎていまして、議員のお気持

ちは大変共有できるものでございます。

介護職員の労働環境につきましては、先ほど

福祉保健部のほうから答弁しましたように、利

用者の安心・安全を確保するためにも、労働環

境の改善は必要と考えております。また、介護
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施設等で昼夜を分かたず御労苦をいただいてお

ります介護職員の方々には、心から感謝申し上

げたいと思っております。

次に、御承知のように本県は、全国平均より

も高齢化が５年以上早く進行している状況が続

いております。というのは議員から御指摘が

あったとおりでございますが、加えて、既に75

歳以上の後期高齢者人口が前期高齢者人口を上

回っておりまして、要介護高齢者数は今後とも

増加していくものと思われます。今後、介護需

要が増大する中でさまざまな介護サービス事業

の展開が予想されますので、介護分野における

雇用はますます拡大していくものと考えており

ます。

○井上紀代子議員 母のつめがどんどん伸びて

いくんですね。つめが伸びていくと、私は―

病院に入っているものですからいろんなことは

できないんですが―そのつめを切っていくわ

けです。ぷちぷちっとですね。つめが伸びてい

けばいくほど、母はまた元気になったんだ、復

活してくれたんだという思いがするんです。

やっぱり介護の問題というのは、改めて、社会

の中でのセーフティネットの一番必要な部分で

ある、国を信頼する一番最初の部分であるとい

うふうに私は認識しておりますので、この問題

については自治体挙げて取り組むという姿勢を

ぜひ示していただきますよう、そして介護に携

わられる皆さんが喜んで介護を続けていただけ

ますよう、これからも県議会挙げて取り組んで

いただきますよう要望もしておきたいというふ

うに思います。

次に、自転車レーンについてお尋ねをいたし

ます。

世界では、気候変動と同時に、その対策を軸

とした新たな世界秩序の再編が起ころうとして

います。低炭素社会を一つの軸とした日本の具

体的な政策というのは日本版グリーン・ニュー

ディールが叫ばれていますが、その多くは既存

政策の読みかえにすぎなく、抜本的な構造改革

は、私はほど遠いものとなっているというふう

に思っています。ただ、そうであっても、国民

としてはできるところから環境問題に取り組ん

でいかなければならないし、今、不況と言われ

ていますが、この不況のときというのは、逆に

ピンチはチャンス、その脱出を契機に、低炭素

社会へのかじを切るチャンスにもなるのではな

いかというふうに思っています。

エコと健康、そして節約もプラスして、最

近、自転車に乗る人がふえています。環境負荷

がない自転車（バイク）とエコロジーを合わせ

たバイコロジーという考えは、世界的にも広

がっています。しかし、現実問題として、自転

車で走るには歩道を走ることになり、とても走

りやすい環境とは言えません。2008年度、国交

省と警察庁は、自転車通行環境整備モデル地区

を全国98地区指定をしました。整備に乗り出し

ましたが、宮崎県も宮崎市、日向市が指定を受

けています。地球温暖化対策や健康志向から、

自転車はこれからもふえていくと予想します

が、警察本部長には、自転車の絡む交通事故の

実態と、自転車レーンを含む安全策についてお

伺いをいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） まず、交通事故

の実態についてお答えいたします。昨年の県内

の自転車の関与しました事故の総数であります

が、1,383件でございまして、全交通事故の約15

％を占めております。過去をさかのぼります

と、この10年間を見てみますと、大体1,200件か

ら1,600件程度の中で―年により増減があるん

ですけれども、大体このオーダーで推移してお
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りまして、ざっくり申し上げると、このオーダ

ーでほぼ横ばいと、こういうふうに考えており

ます。

事故の内容でございますが、ほとんどが自動

車と自転車との間の事故でございまして、自転

車と歩行者という観点での事故を見ますと―

これはもちろん私どもで認知している限りであ

りますが―過去10年間で総合計で14件、年平

均すると１～２件ということでございます。も

ちろん、認知をしていないところで微妙な接触

があったということは、もしかすると日常の中

にあるということは十分予想されるのかなと

思っています。事故の態様は、交差点付近での

事故が約７割であります。事故原因に自転車の

安全不確認や交通ルール欠如が見受けられるも

のが、大体半分くらいということでございま

す。

そこで、自転車の安全対策ということでござ

いますが、理想論を申し上げれば、自転車と車

と歩行者がそれぞれセパレートして通行すると

いうことが究極の理想でありますけれども、そ

うした環境というのは、現実的にはなかなかシ

ビアでございますので、私どもとしては、本県

におけるこうした事故の実情を踏まえながら、

まず自転車利用者に対して、自転車安全利用五

則というものをつくっておりますけれども、こ

れはルールでございますが、こうしたルールの

啓発、そして必要な指導取り締まり、それと自

動車のドライバーサイドに対して緊張感の醸成

を図る活動、こうしたことを中心に進めてまい

りたいと思っております。また今後、交通実態

の変化に伴い、必要がありますならば、道路管

理者と連携しながら、自転車の道路環境の整備

の検討を行うなどして、交通事故抑止を進めて

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 私ども民主党の会派は政務

調査で富山市に参りまして、環境に配慮したラ

イトレール等の調査をしました。その富山市と

いうのは今度、自転車を公共的に貸し出しをし

て、それをまた一つの観光のメリットにもしよ

うとしているわけです。今後の都市交通の政策

に、自転車というのは非常に位置づけが参考に

なるのではないかというふうに思っています。

自転車レーンの普及は置き去りにされた感が私

にはあるわけですが、自動車道路整備は進んで

いくということですので、県土整備部長に自転

車通行環境の整備についてお伺いをしたいと思

います。

○県土整備部長（山田康夫君） 自転車事故を

防止する観点や、近年、自転車が環境に優しい

交通手段として見直されておりますことから、

先ほど議員のお話にありましたように、国土交

通省は平成20年１月に、警察庁と合同で今後の

自転車通行環境整備の模範となるモデル地区を

指定したところであります。本県におきまして

は、宮崎市と日向市の２つの地区が指定をされ

ております。道路管理者と交通管理者とが連携

をしながら、安全な自転車走行空間の確保のた

めに、自転車通行部分のカラー化や自転車レー

ンの設置等を現在進めているところでございま

す。今後は、この２地区の整備効果の検証結果

を踏まえまして、国、市町村、そして交通管理

者とより一層の連携を図りながら、自転車通行

環境の整備について、さらに検討してまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ取り組んでいただきた

いというふうに思っています。というのが、韓

国では、4,411キロの区間を自転車で、いわゆる

観光地をぐるぐる回るというか、それも国策と

して整備に入るという状況になっている。一度
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会派で見に行ってみたいなというふうに、今、

会長にはお願いをしているところなんですけ

ど、そういう調査もさせていただければなとい

うふうに思っています。そして、ＪＲ亀戸駅の

ところに自転車レーンができているんですけ

ど、まだそれだけでは問題点もありそうですの

で、亀戸には私たちも行ってみたいなというふ

うに思っているところです。ぜひ積極的な、目

的意識を持った道路のつくり方というのをやっ

ていただけたらというふうに思います。

次に入ります。宮崎空港の航空路線の維持と

充実について、県民政策部長と商工観光労働部

長にお尋ねをいたします。

話題となりました静岡空港は、６月４日、国

内線、札幌へＡＮＡとＪＡＬが１日１往復、福

岡へＪＡＬ３往復、沖縄へＡＮＡ１日１往復。

国際線、ソウルへ大韓航空とアシアナ航空が毎

日１往復、上海へ中国東方航空が週４日往復運

航して、地方空港としては異例の便数で開港し

ました。2009年度の予算には―静岡の予算で

す―空港利用活用促進支援事業費ということ

で４億7,300万円を計上したと報道されていま

す。また、来年は茨城空港も開港を予定してい

ます。不況や経営状況の悪化によって、航空会

社の地方路線撤退とか便数減が相次いでいる中

で、数少ないパイをめぐって地域間競争という

のは本当に激化しそうです。宮崎県は10都市

の12路線あったんですが、国内線が現在７都市

７路線に減少しています。また国際線も、世界

的な景気後退や円高の影響で、外国人の利用が

減少傾向にあります。航空路線の減少は地域経

済に直結する重要な課題で、国際線は、本県が

目指す東アジアとの経済交流拡大を図っていく

ための基盤でもあります。この航空路線の維

持、そして、いわゆる航空使用料等の軽減措置

と、羽田空港の拡張により増加する発着枠の地

方路線優先配分の見通しについて、県民政策部

長にお伺いしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） まず、空港使

用料等の軽減措置についてでありますけれど

も、これにつきましては、国におきまして、地

方航空ネットワークを維持する観点から、国内

線着陸料を引き下げる方向で検討されてきて

おったわけでございますけれども、宮崎空港に

つきましては、ことし７月から来年３月末まで

の間、現在の３割減免から４割減免に拡充され

ることが、一昨日決定されたところでございま

す。また、羽田空港の再拡張により増加する発

着枠につきましては、現在、国の懇談会におき

まして配分のあり方が検討されておりまして、

ことし９月に報告書が取りまとめられる予定に

なっております。その中で地方路線の優先配分

について論議されるというふうに聞いておりま

す。県といたしましては、県単独あるいは九州

地方知事会などあらゆる機会を通じまして、地

方路線への優先配分を要望しているところでご

ざいます。

○井上紀代子議員 私も、今回質問するに当た

りまして、各県どのくらい支援策というのを

持っているのかを全部調べてみました。物すご

い支援をどの空港もしているんですね。宮崎

は、本当にそういう意味では先見性があったと

いいますか、多くの支援をした結果、これはい

いほうの結果が出たわけですけれども、ＣＩＱ

の体制整備というのは宮崎空港にとっては大き

なメリットだったというふうに思います。今後

も、発着枠をどんなふうに広げていくかという

ことについては、なかなか難しいとは思います

が、先ほど言われた懇談会の席に石川県知事、

入っていらして、「羽田増枠の配分は今後、地
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方空港の浮沈がかかっているんだから、全部自

分たちのほうに」というふうに、強く国にも

言っていらっしゃるようです。これについて

は、改めて知事も御一緒にぜひ、この発着枠の

確保についてはよろしくお願いをしておきたい

と思っております。

もう一つは、宮崎空港をどう活用していただ

くか、来ていただくかということが大事で、商

工観光労働部長には、搭乗率をいかに上げてい

くかという、その施策についてお伺いしておき

たいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在、海

外や関東・関西地域などから航空機を利用して

本県を訪れる観光客、平成19年の推計でござい

ますけど、約67万人に上っております。県外観

光客全体の約15％を占めているわけでございま

す。したがいまして、これらの観光客の入り込

みを図ることは、本県の観光振興はもとよりで

ございますけど、航空路線の搭乗率向上にもつ

ながるわけでございます。現在、県といたしま

しては、県外の事務所あるいは海外事務所等と

連携しまして、それらの地域の観光客のニーズ

を的確に把握しながら、それを反映した旅行商

品の造成を、旅行会社等に働きかけておりま

す。例えば、韓国ではトレッキングが盛んであ

りますことから、最近、韓国岳等を活用したト

レッキングツアーが非常にはやっているわけで

ございます。それから国内では、都市部におき

まして旅行にいやしを求める人が多くなってい

ます。神話・伝説など本県ならではの魅力を生

かしたツアーが旅行商品として造成されまし

て、好評を得ているところでございます。した

がいまして、航空機に乗って本県を訪れるよう

魅力ある旅行商品を造成することが非常に大事

でございまして、また、単なる旅行商品だけで

はなくて、その中身を問われるわけでございま

すので、海外観光客とか、東京・大阪などから

来られます観光客のニーズを踏まえました観光

資源の掘り起こしもしなければならないと思っ

ております。

○井上紀代子議員 先ほども申しました会派の

調査では、私ども石川県にも行ってまいりまし

て、やはり近辺の県とも力を合わせて観光商品

づくりというのを非常に熱心にやっておられま

した。先ほどちょっと丸山議員のほうからジオ

パークの話が出ましたが、霧島周辺の環霧島観

光圏づくりということで、宮崎県側から言えば

えびの市、小林市、高原町、都城市なんです。

鹿児島県は湧水町、霧島市、曽於市。皆さん力

を合わせて環霧島観光圏というのをつくり上げ

ていこうというふうにされているわけです。こ

こは、先ほどジオパークの話をされましたが、

まさにそのとおりで、温泉施設はがばっとあり

ます。先ほど言われた韓国岳をちょうど中心に

へそみたいにして、すごくその周辺に温泉施設

等もあるわけです。商品化としては本当にいい

んですよね。ですから、他県との連携もとりな

がら、大きな、霧島を一つのメリットにして商

品づくりをもっとつくり上げていくというお考

えがあるかどうか、そこをお聞かせいただきた

いと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 議員が

おっしゃるとおりだと思います。したがいまし

て、我々も鹿児島県とも連携しながら、積極的

な誘致、そして環霧島圏の中で、いかにいい旅

行商品、魅力のある旅行商品をつくるかという

ことにもかかっていると思いますので、十分地

元の人たちとも意見交換しながら、いい商品づ

くりに努めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 それと修学旅行は、外国も
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そうなんですけど、国内も大きな力を持ってい

ると思うんですね。それで、先ほどいろんな支

援をしている県が多いという中に、修学旅行に

対する支援というのはすごくやっているわけで

す。バス１台分の50万円をやるとか、パスポー

トを初めてとったらこれだけお金をあげると

か、いろんなことをやっているわけですが、も

ちろん、宮崎県もその取り組みは現実にやって

いるわけです。

私がいつも思うのは、西都原の歴史資料館、

ここはもう一度再認識していただきたいぐら

い、学術員もすばらしい方がいらっしゃるとい

うことと、展示の仕方そのものもまたすばらし

いんです。昨日、武井議員のほうから、やっぱ

り平和学習ができないといけないのではないか

とか、いろいろ御意見があったんですが、修学

旅行に関して言えば、宮崎県はいろんな意味

で、西都原の歴史資料館を中心にしながら、修

学旅行について何か掘り起こせるものはないの

かというのを、もう一回磨き上げていただける

といいなというふうに思います。もちろん、ス

ピリチュアルということで高千穂なんかもいい

わけですが。ですから、決してうちが修学旅行

で劣るとはとても思えないんです。商品化した

ときに劣るとは思えない。ですから、いろんな

意味で、私どもが持っているものについては、

自信を持ってもっと前に売り出していくという

ことが必要なのではないかというふうに思って

おりますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

これはちょっと知事にお伺いしたいんです

が、自治体が地域政策全体の中で空港というの

をどんなふうにとらえて、どう活用するか、ど

う運営し経営していくかというのはすごく大事

だと思うんです。能登空港などは、地元の観光

政策と一体化しているがゆえに、採算性は悪い

かもしれないけど、経済的効果というのは高い

というふうに言われている空港なんですけれど

も、知事は、空港と知事が持っていらっしゃる

地域政策をどう活用されているか、そこについ

てお伺いしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のように能登

空港というのは、空港内に自治体の窓口、行政

機関を入れたということで、非常に知恵をお出

しになったなという感じがしております。本県

も、空港から市内中心部まで、県都まで非常に

近い距離感でございます。こういう近い位置と

いうのは国内でも珍しいところでございます。

そしてまた、空の玄関口として、海から入って

こられる主要な交通拠点、あるいは交通の入り

口だと思っておりますので、ここを活用して、

県内外あるいは国外からの観光客誘致、あるい

は人の出入りを図っていかなきゃいけないと

思っています。また、ここを中心にして鹿児

島、熊本と連携して、インフラの整備も含めま

して空港というものをもっと活用していただく

ような施策というものを、行政的には考えてい

かなきゃいけないと考えております。

○井上紀代子議員 実は私、金城武が大好き

で、レッドクリフが始まった「１」のときに、

石川県はいわゆる商品をつくり上げたわけです

ね。「Ｋ―20」のときも山口県がフィルム・コ

ミッションの地域になったわけです。上海と山

口県なんです。最後にテロップが流れていくと

きに、あれが何で宮崎県でないんだろうという

思いはするわけです。フィルム・コミッション

も、宮崎は物すごくいいところなので、それを

またひとつ売りに出せないのか。そして旬な俳

優さんが来れるような、映画にびしっとマッチ

できるようなコミッションがとれないのかとい
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うのを、最後に商工観光労働部長、よろしくお

願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） フィルム

・コミッションは非常に大事だと我々は思って

いまして、従来からずっとやっているわけでご

ざいます。それで、本県のいろんな場所を背景

に、あえて言えばただで広報してくれるわけで

ございますので、我々としましては、いろんな

チャンス、いろんな機会をとらえて、誘致とい

いますか、取り組んでまいりたいと思います

が、一つは、宮崎の一番いいところを映してい

ただかないと、逆に今度はマイナスになるわけ

でございますので、一番宮崎の旬な時期あるい

は物、そういうことを念頭に置きながら、積極

的に誘致に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○井上紀代子議員 どうもいろいろとありがと

うございました。

次に、４月というのは人事異動の時期なんで

すね。人事異動のときには５月病にかかられる

方もいるとか、精神的に不安定な時期でもある

わけです。実は今回、職員の研修というのを一

つ挙げたんですが、パワーハラスメント防止に

ついて、管理職の研修というのはどのように行

われているのだろうかというふうに実は思って

います。このことについて、総務部長と教育長

に見解をお伺いしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） パワーハラスメン

トと申しますのは、当事者が自覚をすることな

く、訴えがあって初めて認識されることが多い

問題でございますので、それだけ防止のために

は日常的な意識づけが重要であると考えており

ます。現在、自治学院におきます階層別研修の

一環といたしまして、新任の課長級あるいは課

長補佐級、担当リーダー、こういった管理監督

の責務を負うこととなった職員に対しまして、

その心構え、あるいは人材育成上の留意点等に

つきまして研修等を行っておりますけれども、

その中で、パワーハラスメントについても、防

止意識をたゆまず保持することの重要性を指導

しているところでございます。

なお、この問題につきましては、相互の尊重

と信頼関係の構築が何よりも必要でありますの

で、職員に対しましては、年２回発出いたしま

す服務に関する指導通知におきましても、パワ

ーハラスメントの防止に努めることを管理監督

者の責務として盛り込むなど、あらゆる機会を

通じての指導に努めているところでございま

す。

○教育長（渡辺義人君） 管理職には、職員の

心の痛みをみずからの問題として受けとめる感

性と人格を尊重する姿勢が不可欠であると思っ

ております。このため県教育委員会では、教育

研修センターにおきまして、新任の校長や教

頭、事務長及び経験３年目の校長を対象にいた

しまして、パワーハラスメント防止の徹底を含

めた管理職研修を行っているところでありま

す。また、パワーハラスメントの防止を盛り込

んだ服務規律に関する通知を各学校長あてに毎

年度発出するとともに、定期的な校長会などあ

らゆる機会をとらえて指導に努めているところ

であります。さらに、各職場におきまして、職

員同士の信頼関係を構築することが極めて重要

でありますことから、昨年７月には、すべての

教職員の手引となります「服務規律等マニュア

ル」の中に、具体的なパワーハラスメントの事

例、それから、ただいま総務部長からも答弁が

ありましたけれども、パワーハラスメントにつ

いては本人が自覚していない場合が多いという

ことも問題点として指摘をして、さらには、ど
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ういったふうにすれば改善できるのかという改

善策も提示して、そういったことを特に追加を

行いまして校内研修の徹底を図ったところであ

ります。以上です。

○井上紀代子議員 やっぱり働きやすい環境を

つくり上げていくということは大変重要で、そ

して本当に、いつも自殺の話だとか議会で出る

たんびに胸が痛くなるわけですけれども、そこ

まで追い込まないで済むような状況を、お互い

が気持ちのいい環境で仕事ができるような関係

というのをつくり上げていくということが非常

に大事だと思っています。決して管理職の方に

だけ押しつける気持ちはないんですけれども、

言葉の一つ一つ、指示の一つ一つの中に気持ち

がこもるといいますか、そういう人間関係とい

うか信頼関係が生まれるような職場環境をぜひ

つくっていただくように、御努力をお願いした

いというふうに思います。

次に参りますが、知事の退職金のことについ

てお伺いをしたいと思います。

実は、正直申し上げて私は、この議案に対し

てどういう対応をしていいのか、自分はどんな

ふうに決断をしていいのかというのを、今すご

く迷っています。それで、今議会の議論を十分

に参考にしていきたいというふうに思っている

ところです。

実は、この知事の退職金の問題が出て、私は

大方の場合、女性の人たちと多く会う機会があ

るわけですけれども、まず最初に、「きよちゃ

んは何ぼもらうとね。知事は4,000万じゃろ。き

よちゃんは何ぼもらうとね」と言われるものだ

から、「県会議員は退職金やらないよ」と私が

言うと、「知らんかった」とみんな言うわけで

すね。これが一つです。それと、「松形さん

て、すげえもらいやったっちゃね」、こういう

話になるわけですよ。だから、「そうじゃね、

それで６期だから、掛け算すれば２億4,000万

じゃろかね」という話とかするわけですが、そ

のときに、思い起こせば、私自身は郵政に働い

ていたんですが、25年間働いて私がいただいた

退職金は1,000万ちょっとだったんです。（発言

する者あり）多いですかね。私は少ないと思っ

ていたんですが……。1,000万ちょっとだったん

ですが、そのうちの必要なものを出して、そし

てあと、「選挙資金にするから持ってこい」と

か言われて、選挙に全部出してしまったと。そ

の後、夫が退職して、同じ郵政に働いていたん

ですが、40年近く働いて2,000万ちょっとだった

んです。それで、県庁の方も30年働いたら幾ら

なんだろうかとちょっと考えてしまったわけで

すが、知事の退職金、退職手当というんです

か、それの算定方法について、まず総務部長に

お伺いをしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 知事の退職手当の

算定方法につきましては、「知事等の退職手当

に関する条例」第３条の規定によりまして、知

事の給料月額に在職した月数を掛けまして、さ

らにそれに100分の70を掛けて得た額ということ

でございます。したがいまして、知事の任期の

満了時におきましては、在職期間が48月という

ことでございますので、これで計算いたします

と4,166万4,000円ということになります。以上

でございます。

○井上紀代子議員 ずっと議会でもまだ議論さ

れておりますので、まず知事に、退職手当の減

額については、なぜ２分の１なのかということ

と、また、なぜ今の時期なのかということをお

尋ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 議員のお知り合いの

方々、そしてまた多くの県民の皆様に、知事の
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退職金のあり方について興味を持っていただ

き、議論を惹起していただいたのは、私の本望

であります。

まず、知事の退職手当を50％減額する理由に

ついてでありますが、現在、知事の退職手当の

減額を措置している14府県の状況です。具体的

には、７県が支給なし、１府が50％減額、６道

県が50％未満の減額という状況、また、厳しい

社会経済情勢や本県の厳しい財政状況等を総合

的に判断し勘案しまして、50％の減額とさせて

いただいたものであります。

次に、条例提案を行う時期についてでありま

す。県知事の退職手当につきましては、私のマ

ニフェストにおいて、県民の満足度をもとにし

た出来高制を導入することとし、私が知事に就

任して以降、検討を行ってまいりましたが、就

任して２年後となる、ことし１月のマニフェス

ト検証会の時点で、出来高制については客観的

な指標を設定することが困難であるという結論

に至りまして、断念することといたしました。

しかしながら、私のマニフェストにおいて、知

事の退職手当については見直しをするというこ

とを県民の皆様とお約束させていただいている

ことから、その後、出来高制以外の見直しにつ

いて検討を行ってまいりました。ことしの２月

議会には準備が間に合わず条例提案には至りま

せんでしたが、４月にはメディアを通して、こ

としの早い段階で退職手当を見直すことを発表

し、このことは県民の皆様とのお約束だと私は

位置づけさせていただいておりますので、こと

しのなるべく早い時期に提案させていただくと

いうことで、今議会の提案となったわけでござ

います。以上でございます。

○井上紀代子議員 いろんな意見はあるんです

ね。先ほど知事が言ってくださったとおり、本

当に退職金の問題がこれほど話題になるという

のは、これはまたある意味ではよかったのかな

というふうには、私自身も思っています。です

から、「50％しか仕事をしやらんとね」と言う

人もおるし、「テレビやらいろいろ出ちょりゃ

るからお金持っちょりゃっとやわね」、それ

と、「政治資金パーティーをしょっちゅうし

ちょりゃるから、あの人はお金には困っちょ

りゃらんわね」みたいな、そういう意見とかい

ろいろあるわけです。

それで、私はもう一つ懸念している内容とし

ては、実はお隣に座っていらっしゃる副知事

も、給料の月額掛ける在職月数100分の50という

ことになりますので、大体ぱぱっと計算したら

これぐらいというのが出るわけですが、それに

は影響が出ないのか。それから市町村長さんに

も影響は出ないんだろうか。私は、それは非常

に悩ましい問題だというふうに思うわけです。

ここで別に知事からお答えいただかなくていい

わけですが、今回の問題を今議会で即決してい

いものかどうか、ちょっと私自身は疑問を持っ

ているというか、まだ自分自身も決め切れてい

ないと。ぜひ全額いただくようなお仕事をして

くださいというふうにお願いすべきなのか、そ

れとも、退職金というのは私どもと同じで要ら

ないじゃないかというのか、いろいろもっと研

究させてほしいなという思いがいたしました。

知事の退職金については、私の考えは以上なん

ですけど……。

最後に、身体障害者補助犬について、福祉保

健部長に主にお伺いをしたいと思います。

身体障害者補助犬というのは、盲導犬、聴導

犬、介助犬をいいます。実は、宮崎県にも盲導

犬を利用されている方が多くいらっしゃって、

本当に宮崎県のお金というか予算というのは非
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常に有効に使われていると、私は思っていま

す。今回、宮崎県から初めて介助犬をというお

話があります。御存じのとおりだと思うんで

す。実は、知事は御存じの―私は直接お会い

したことはありませんが―羽鳥アナウンサー

が「ズームイン」の中で、テレビで詳しく、九

州で初めてなんですけれども、宮崎県に介助犬

が誕生するということで報道していただきまし

た。そのズームインのときに、いかに介助犬を

育てていくのが大変であるかということと、介

助犬に育ち上がった犬と介助犬を持つ身体障が

い者の方との関係がどううまくいかないといけ

ないかということとか、細かに報道がされたわ

けです。そして、全国から九州補助犬協会とい

うところに、激励のメッセージというか思いと

いうのが非常に集まったそうです。

私が今回心配をしておりますのは、その補助

犬の所有権のことなんです。今、宮崎県は県が

所有権を持っていますが、この補助犬、今まで

全国の例を見てみますと、宮崎県が持たなけれ

ばならないという理由が、私にはなかなか納得

できないんです。宮崎県が所有しなければなら

ない理由について福祉保健部長にお尋ねしたい

と思います。

また、今回のような例の場合、それを変えて

育成団体に渡すことは本当にできないのかどう

か、そこについてお尋ねしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 身体障害者

補助犬の所有につきましては、県の責任を明確

にするために県の所有としてきたところでござ

います。育成団体の所有とする場合は、病気等

への素早い対応が期待できる一方で、団体の諸

般の事情によりまして所有権が別のところに移

転される等のリスクも考えられますので、所有

のあり方については、利用者の利益と事業効果

を確保するという観点から、総合的に検討して

いく必要があると考えております。

○井上紀代子議員 昨年の８月から話を始めて

―都城市の方なんですけれども、米盛さんと

おっしゃるんですが―ずっと話を続けてき

て、そして今、ここに至って、９月28日が試験

日であるということがわかっていて、それでも

なおかつ、今までの態度というか、県が所有し

ていたのだから、盲導犬と同じように介助犬に

ついても所有しておかなければいけないという

明確な理由というのがわからないんですが、そ

こを教えてください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 明確な理由

といいますのは、先ほど言いましたように、県

が責任を持ってこの事業を推進するという意味

で、県の所有としているところでございます。

先ほど話がありましたこの案件につきまして

は、育成団体の所有にするかどうかということ

でございますけれども、当初２月に、宮崎県の

制度の内容を育成団体のほうにも十分説明をい

たしております。またその後、育成団体の意向

も踏まえまして、契約の内容の一部変更等にも

既に対応してきているところでございますけれ

ども、今回の件は、５月になりまして所有権を

欲しいという申し出もありまして、県といたし

ましては、正直なところ戸惑っているところで

もございます。育成団体ともよく話し合いをし

まして、適切に対応してまいりたいというふう

に考えております。

○井上紀代子議員 全国に介助犬は―これは

１つ間違っているところがあるかもわからない

んですけど―46頭いるんです。46頭いて、県

が持っているところというのは徳島県が１県だ

けなんです。こういうことというのはちょっと



- 111 -

平成21年６月18日(木)

ないんですよね。育成団体がつぶれちゃったら

どうするんだというのを御心配だと思うんで

す。それと、事業的にこうやって決めてしまっ

たのだから、所有権は県が持つということで決

めてしまったのだから、変えられないというふ

うに思っていらっしゃるんだと思うんです。知

事、ここは本当に九州で初めて。ということ

は、モデルケースになる可能性が高いわけで

す。ですから、かたくなに県が持っちょかにゃ

いかんという必要はないし、事業的効果が出る

ということのほうが大事ですので、九州補助犬

協会のほうに所有権を渡されたらいかがかと思

いますが、知事の御判断をお願いしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 本県は、補助犬だけ

ではなく警察犬でも日本一になっておりまし

て、そういった意味では、宮崎発のモデルとい

うことの可能性が示唆されるわけでございま

す。私は、いつでも機動的に弾力的に対応とい

うことを自分のポリシーにしておりますので、

また十分議員の御意見を踏まえて、担当部局と

も意見交換をして検討させていただきたいと

思っております。

○井上紀代子議員 あと判こをつくだけなんで

す。所有権のところだけなんです、とまってい

るのが。そこは柔軟にやっていただいて、今の

知事のお答えを九州補助犬協会のほうにお伝え

して、判こをすぐついていただくようにお願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○井本英雄副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会
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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、濵

砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

県民の会の濵砂守でございます。３日目のトッ

プバッターでありますので、きょうはちょっと

質問事項が多くて、夕べ遅くまでやっておりま

した。内容が少し変わったかもしれませんの

で、ひとつよろしくお願いいたします。

それでは、通告に従いまして一般質問を行い

ます。

まず、経済・雇用対策についてお尋ねをいた

します。

政府は、経済危機対策を踏まえ、平成21年度

補正予算13兆9,256億円を４月27日に国会に提

出、５月13日に衆議院で可決し、５月29日に成

立いたしました。これにより国の補正後の予算

総額は102兆4,736億円となり、日本で初めて100

兆円を超える予算になります。しかし一方で

は、国の21年度当初予算額で、借金に当たる公

債費が33兆2,940億円、借金返済に当たる国債費

が20兆2,437億円にも上っております。今回の補

正により国はさらに膨大な借金を抱えることに

なり、そのツケはすべて国民にのしかかってま

いります。この政策について知事の感想をお聞

かせください。

本県においても、平成20年度後半から打ち出

された経済・雇用緊急対策の実施に伴い、今議

会開会日の12日に上程された59億9,500万円余の

一般会計補正予算案、及び17日に上程された追

加補正予算案122億6,200万円余が可決をされま

すと、総額で約182億円が補正されることになり

ます。知事は、この補正により本県に与える経

済・雇用効果はどの程度発揮できると予測され

ているのか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。

次に、道州制国家の対応についてお尋ねをい

たします。

政府の地方制度調査会は６月16日、平成の大

合併について、市町村合併の期限である来年の

平成22年３月末で打ち切るとした答申を提出い

たしました。しかしながら、基礎自治体に残さ

れた課題として、人口１万人未満の小規模市町

村は依然として471団体、本県では８団体であり

ますが―平成22年３月23日見込みであります

―数多く存在しております。今後、急速な人

口減少により小規模市町村の数は増加すると予

想されていることから、小規模市町村における

行財政基盤強化の必要性が求められておりま

す。本県における小規模市町村に対する今後の

取り組みについて、知事にお尋ねをいたしま

す。

平成７年に制定された地方分権推進法に基づ

き進められた改革は、平成12年４月から地方分

権一括法として実を結び、国主導で地方自治制

度の姿を一新するための取り組みが行われてき

ました。道州制について、平成18年２月28日、

国の第28次地方制度調査会から答申がなされた

ことにより、同年12月に地方分権改革推進法が

制定され、現在、政府の道州制ビジョン懇談

会、自由民主党、全国知事会、日本経済団体連

合会など各方面で議論が行われております。九

州においても、九州地方知事会、経済界等で構

成する九州地域戦略会議において、道州制に関

平成21年６月19日(金)
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する議論が進められているとお聞きをいたしま

す。今後のスケジュールについて、道州制ビ

ジョン懇談会では、2011年に道州制基本法の国

会提出を求め、2018年までに地域主権型道州制

に完全移行するとの考えを示しておりますが、

本当に2018年までに道州制国家の成立はあり得

るのか、知事の見解を伺います。

次に、だれもが暮らしやすい宮崎県について

であります。

2009年６月、今年６月ですが、英経済誌「エ

コノミスト」の調査部門、エコノミスト・イン

テリジェンス・ユニットは、世界主要都市の暮

らしやすさランキングを発表いたしました。そ

れによると、最も暮らしやすいとされたのはカ

ナダのバンクーバーで、日本では大阪が13位、

東京がフランクフルトと並んで19位にランクさ

れております。調査は、各都市を医療、安定

度、文化・環境、教育、インフラの５つの要素

で評価をしランキングにまとめたもので、その

結果、バンクーバーは暮らしやすさ98％で堂々

１位であります。２位以下は、ウィーン、メル

ボルン、トロント、パース、カルガリー、ヘル

シンキ、ジュネーブ、シドニー、チューリヒ

で、上位10都市のうち６都市はカナダとオース

トラリアが占めております。ちなみに最下位

は、混乱が続くアフリカのジンバブエの首都ハ

ラレだそうであります。

一方、日本国内においては、山梨県の横内正

明知事が、暮らしやすさ日本一を目指すとし

て、首都圏にありながら、周囲を日本一の山・

富士山を初め八ヶ岳、南アルプスといった名峰

に囲まれ、県土の78％を森林が占める水と緑の

宝庫であるとして、豊かな自然環境や「果樹王

国やまなし」を売り物にしております。また、

岡山県の石井正弘知事は、今期の退職金を全額

返上した上で、太陽光発電など環境に配慮した

県立図書館は３年連続して全国一の利用者であ

ること、全国に先駆けた国際貢献活動推進条

例、さらには安全・安心まちづくり条例やドク

ターヘリ・防災ヘリの導入など数々の大きな成

果を上げているとして、「暮らしやすさ日本一

を目指す」と宣言されております。もちろん我

が宮崎県においても、条件や基準、思い、考え

は異なるにしても、暮らしやすさにおいては、

当然に、他県に比べてまさることはあっても劣

ることはないと、私自身も、県民の皆さんも自

負していらっしゃると思います。知事は、国

内47都道府県の中で暮らしやすさランキングを

つけるとしたら、宮崎県は何番目に宣言されま

すでしょうか、お聞かせください。

以上で壇上からの質問を終わります。後は質

問者席から質問をいたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

国の景気対策についてであります。今般の未

曾有の経済危機に対応するため、国においては

昨年来、「景気対策３段ロケット」に引き続く

経済危機対策として、過去最大規模の補正予算

を措置したところであります。これは、世界同

時不況に対応するため、加盟各国が財政出動等

に取り組むこととされた本年３月のＧ20会議で

の合意を踏まえるとともに、景気の底割れリス

クや世界経済の大調整といった危機的な経済情

勢を克服し、成長戦略を推進していかなければ

ならないという認識のもとに打ち出されたもの

と理解しております。一方、御質問にありまし

たように、補正後の国の予算は公債金が44兆円

余と歳入の43％を占めることとなり、本年度末

での公債残高見込みは581兆円と、主要先進国の

平成21年６月19日(金)
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中でもひときわ厳しい財政状況となっておりま

す。当面は経済の回復と国民生活の安定を図る

ことが第一でありますので、今回のような果断

な措置が講じられたものと思いますが、この経

済危機を脱した段階においては、持続的な成長

と財政健全化の両立をどのように図っていく

か、改めて検討が行われることになると考えて

おります。

次に、経済・雇用対策の効果についてであり

ます。県内の経済・雇用情勢は依然として厳し

い状況にありますことから、先般、新たな経済

・雇用対策を策定し、それに基づく補正予算を

お願いしているところであります。今回の補正

予算では、緊急的な経済・雇用対策として、県

単独公共事業を初め、雇用確保のための基金の

積み増しや事業の追加を行うほか、中長期的な

産業づくりとして、農林水産業の活性化や農商

工連携の推進等による新たな産業の創出な

ど、175億円余の経済・雇用対策を計上したとこ

ろであります。これらの事業による効果といた

しましては、すそ野の広い公共事業の実施によ

る地域経済への波及や民間における雇用の維持

確保、基金を活用した事業の実施による新たな

雇用の創出など、直接的な効果が期待できると

ともに、産業基盤の整備による既存産業の活性

化や農商工連携等、本県の特性を生かした新産

業の創出など、将来の経済発展や雇用の安定に

つながる礎づくりを進めてまいりたいと考えて

おります。

続きまして、小規模市町村への今後の取り組

みについてであります。地方を取り巻く情勢が

大きく変化する中、市町村におきましては、地

方分権の受け皿としてその行財政基盤の強化を

図ることが重要な課題となっております。特に

小規模市町村におきましては、人口の流出や高

齢化等による地域の相互扶助機能の低下が懸念

されており、高度化・多様化する住民ニーズ

に、現在の体制のままで将来にわたって対応す

ることができるのか、真剣に検討いただく必要

があろうかと考えております。県といたしまし

ては、行財政基盤を強化する手段の一つとして

市町村合併が今後もなお有効な方策であること

を、引き続き訴えてまいりたいと考えておりま

す。また、先日の第29次地方制度調査会の答申

で示された、行政機関や内部組織の共同設置な

ど市町村の広域連携策等も踏まえ、小規模市町

村におきましても地域の実情に応じた住民サー

ビスが維持できるよう、必要な助言を行ってま

いりたいと考えております。

次に、道州制についてであります。人口減少

や少子高齢化、グローバル化など急激に社会が

変化する中で、これまでのような画一的な中央

集権システムでは、地域の多様な課題に十分な

対応ができなくなっており、また、それによる

国民の慢性的な閉塞感を踏まえると、道州制を

含む大きな変革が必要であると認識しておりま

す。また、道州制は真の分権型社会の実現を目

指すものであって、国の都合による行財政改革

等の手段であってはならないと考えておりま

す。その意味において、国と地方の役割分担を

見直し、権限、税財源を地方に移譲する第二期

地方分権改革を、政治の強いリーダーシップの

もとで確実に推進するとともに、あわせて国と

地方のありようについての国民的な議論をしっ

かりと行い、道州制の導入に向けた検討を着実

に進めていく必要があると考えております。

宮崎県の暮らしやすさについてであります。

暮らしやすさにつきましては、個人の価値観に

よるところが大きいことから、客観的に順位づ

けすることは困難かと思います。しかしなが
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ら、人の温かさや自然の豊かさ、温暖な気候、

そして山の幸、海の幸にあふれる宮崎県で生ま

れ育った者として、故郷に対する愛着、誇りは

人一倍ございますし、どこよりも暮らしやすい

ところだと思っております。また、民間の研究

所による昨年の調査によりますと、「いい子ど

もが育つ」都道府県ランキングで、本県は総合

第１位という結果もございます。郷土の宝であ

り、未来を担う子供たちが、心身とも健全には

ぐくまれる環境にあるという評価は、だれもが

誇りに思えることではないかと考えます。その

一方で、厳しい経済・雇用情勢、医師の確保、

中山間地域対策などさまざまな課題があること

は事実でありますので、引き続き、山積する課

題の解決を図り、存在感のあるオンリーワンの

自治体の実現に向け、県民総力戦で取り組んで

まいりたいと考えております。〔降壇〕

○濵砂 守議員 ありがとうございました。そ

れで、ちょっとお尋ねしたいんですが、ことし

の１月15日に、宮崎市で道州制シンポジウムが

行われました。そのときに東国原英夫知事が、

「140年前に実施した廃藩置県の面積と人口割

は、現在の情報や交通の高度化・高速化にはそ

ぐわない。現在の統治システムを変えなけれ

ば、日本は衰退化していく」「いわゆる地方は

国の制度にがんじがらめにされておる。これを

取っ払ってしまえ。自分たちで地域づくりをし

ていこうとする発想が非常に育ちにくい。目指

すは九州独立ですよ」という発言をされている

んです。そこでメッセージですが、話題の鳩山

邦夫、当時の道州制担当相なんですが、「道州

制は地方分権の先にある理想の姿だ。目指すべ

き道州制は地方主権型道州制と考える」、そう

いう発言をなされました。一方、江口克彦道州

制ビジョン懇座長ですけれども、「今後20～30

年で東京はさらに人口や資金が集中して、地方

の活力が失われる事態を懸念する。今後のスケ

ジュールについて、ビジョン懇談会では、2011

年に道州制基本法の国会提出を求めて、2018年

までに地域主権型道州制に完全移行することを

考えている」ということで発言をされておりま

す。それがあったものですからもう一度お尋ね

したいんですが、2018年までに道州制国家が本

当に成立できるのかということなんです。知事

はどういうふうにお考えになっていますか。

○知事（東国原英夫君） 時間軸で申します

と、ロードマップとしては、私はあと10年ぐら

いのうちに地方分権型の地域主権型の道州制に

移行するべきであると考えております。そのた

めには、あと10年というのを目標にして、それ

を想定して今から何をするべきかということ

は、細かいロードマップとかスケジュールは決

めていかなきゃいけないと思いますけれども、

総括すると、あと10年を目途に道州制の移行は

されなければいけないと考えております。

○濵砂 守議員 それから、私たちもそうなん

ですが、県会議員の選挙があと２回かなという

漠然とした話はよく出るんですけど、県がなく

なるという―なくなることはないかもしれま

せんが、こういった組織がなくなる、そういう

漠然とした感があるんですけれども、なかなか

実感としてわかない。県民の皆さん方はなおさ

ら、そういう気持ちがないだろう。道州制とい

う話は聞くけど、まさか宮崎県が、自分にはね

返ってくるというのは、恐らく職員の皆さん

も、わかっていても実感はわかないと思うんで

す。隣の熊本県、ここは道州制になったらうち

が州都だという運動も展開されております。そ

れで、話題になっているのは道州制導入後の州

都、これが福岡、熊本、それから福岡県の久留
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米市、佐賀県の鳥栖市を中心とした筑後川流域

クロスロード協議会、こういうところがみずか

ら手を挙げて活動しているという状態でありま

す。宮崎県の県民の皆さんにも、こういうとこ

ろはちゃんと報道等で、あるいは今の状況を県

の広報等でも知らせて関心を持たせることが、

将来の宮崎県のためになると思いますので、そ

うしていただきたいと思うんですが、知事とし

ては、宮崎県に、成立後には州都なり、あるい

は重要な機関を置くというようなお考えはない

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） まだ州都までの議論

は早いのかなという感じはするんですけれど

も、要するに道州制というのは地域主権型とい

うことで、国の中央集権、今のシステムを地方

分権型にするということでございますので、国

と地方の役割をどうするか。国は外交とか防衛

とか金融とかそういったもの、グローバルな世

界の中での国のあり方の役割にしていただい

て、住民サービスは道州あるいは基礎自治体に

すべて権限や財源を移譲していただくという、

いわゆる霞が関の権限を分散、分権するという

ことでございますので、都道府県の合併とかそ

ういったものではない、主権の問題であるとい

うことです。完全自治体として行政権と立法権

と財政権を完全に移譲していただいた九州が、

完全自治体として独立をするといったことが道

州制の意味だと思います。それによって無駄を

なくして、住民サービスや行政サービスをス

ピーディーに意思決定していくということが目

的でございます。ですので、まず分権ありきだ

と考えますので、その次の州都がどうとかいう

のは、まだ議論の余地があるんじゃないかと

思っております。

○濵砂 守議員 そういう話があるんですよ。

ところが、意識をさせるための一つの方法とし

て、やっぱり候補に手を挙げる、これも必要な

ことじゃないかと思うんです。それで、１月の

懇談会、いわゆるシンポジウムのときに知事が

言われておるのは、導入後の州都について、

「道州制導入後の福岡１県集中はあり得ない。

格差をなくして地方に分散しよう、多元的にし

ようというのが道州制である」と発言をされて

おります。そういった意味からちょっとお聞き

をしたんです。

それから、先ほど答弁にありましたように、

公債費残高見込みが今年度で581兆円、国民１人

当たりが国の借金だけで581万円になるんです

ね。今回の当初予算と補正を含めて44兆円の借

金ですから、４月から今にかけて国民１人当た

り44万円の借金が起きているんです。こういう

状況から見ると、いずれにしても道州制の論議

というのは高まってくるんじゃないかというよ

うな気がするんですが、その辺についてはどの

ようにお考えですか。

○知事（東国原英夫君） 予算をどうするか、

税制をどうするか、今の借金を地方に担っても

らうのかというのは、次の議論だと思います。

いずれにしろ、国の公債、いわゆる借金をどう

するかというのは、地方分権の中で考えていか

なきゃいけないと思います。ですから、地方の

税制をどうするか、今の借金をどう分散する

か、どう処理するかというのは今後の議論だと

考えております。

○濵砂 守議員 それでは、次に、農林水産政

策についてお尋ねをいたします。

まず、農政についてでありますが、今議会に

提案されている冬春ピーマン等生産体制再生支

援モデル事業2,650万円の内容について、農政水

産部長にお尋ねをいたします。
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○農政水産部長（伊藤孝利君） この事業は、

冬春ピーマン等を対象に、展示圃の設置や養液

土耕栽培技術の導入を支援するモデル事業でご

ざいまして、本県冬春ピーマン栽培面積の約５

％に相当する13.5ヘクタールを目標に取り組む

こととしております。この技術は、ハウス内に

点滴かん水を行うチューブを配置しまして、か

ん水と施肥を同時に行う栽培技術でございまし

て、作業の大幅な省力化と施肥量の低減、さら

には収量品質の向上を目的として実施すること

としております。県といたしましては、本事業

の実施によりまして冬春ピーマン等の生産構造

の強化を図ってまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 この件につきましては、同じ

く西都・西米良からの押川議員が後にじっくり

と質問されるそうですから、ここで終わりま

す。

次に、林政についてお尋ねをいたしますが、

同じく、今期上程してあります森林整備加速化

・林業再生基金積立金の取り崩しによって、間

伐推進加速化事業２億8,450万円、森林整備加速

化・林業再生事業４億7,250万円の内容につい

て、環境森林部長にお尋ねをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） まず、間伐推

進加速化事業についてでございますが、この事

業は、地球温暖化防止対策としての間伐の集中

的な実施を促進するものでございまして、その

主な内容は、森林組合等の林業事業体が行う間

伐に対しまして、１ヘクタール当たり25万円以

内を支援するものであります。また、間伐を円

滑に行うための森林境界の明確化や簡易作業路

の開設に対し、それぞれ１ヘクタール当たり４

万5,000円以内、１メートル当たり2,000円以内

を支援することとしております。

次に、森林整備加速化・林業再生事業につい

てでありますが、この事業は、間伐材等を有効

に活用しまして低炭素社会の実現を図るため、

間伐材等の流通経費や買い取り資金の利子助成

に加えまして、木質バイオマス利用施設の整備

や公共施設の木造化・木質化等を支援するもの

であります。いずれの事業も、国からの補助金

を県の基金に造成しまして、今後３年間で取り

崩しながら実施することとしております。以上

でございます。

○濵砂 守議員 ありがとうございました。こ

の事業は非常におもしろいなと思っているんで

すが、これは農林漁業の底力の発揮として補正

予算化された１兆131億円のうちの森林整備加速

化・林業再生事業としての1,238億円ということ

ですね。47都道府県で割ったにしても、全体

で26億円程度になりますから、まだ10億円しか

来ていませんね。山村地域によると、人件費が

これだけあったら十分間伐できますから、雇用

再生については非常に効果があると思うんで

す。こういう時期ですから、ぜひちゃんとした

森林整備をお願いしておきたいと思います。

それから、水産行政について伺います。平

成20年度宮崎県水産白書によりますと、「本県

は全国でも有数の水産県であり、カツオ一本釣

り漁業、マグロはえ縄漁業を初め、まき網漁業

や養殖業などさまざまな漁業が盛んで、中でも

近海カツオ一本釣り漁業は、連続して全国一の

生産量と生産額を誇っておる」ということで

載っております。「しかしながら、水産業を取

り巻く環境は、国際的な漁獲制限や資源の減少

に伴う漁獲量の減少、引き続く魚価の低迷、就

業者の減少と高齢化、さらには、依然先行き不

透明な燃油価格等への対応など極めて厳しい状

況にある」、こういう説明がなされておるんで

すが、ちょっとそれを調べてみますと、平成19
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年度末現在の県内の海面における漁船登録隻数

が2,971隻となっております。15年の3,488隻と

比較しますと、517隻、15％減少しております。

そしてまた、船の年齢構成、船齢というんだそ

うですが、大体15年がその基準だと言われてい

るんですけれども、この占める割合が非常に高

くなってきたという状況であります。こういう

状況をどのように受けとめておられるのか。ま

た今後の対策を、あわせて農政水産部長にお尋

ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御指摘にござ

いましたように、本県におきましては、零細な

沿岸漁業層を中心に漁業者が減少していること

や、経営環境の悪化等に伴いまして漁船の更新

が進まないことから、漁船の隻数の減少や高齢

化が進んでいると認識しております。このため

県といたしましては、関係団体で構成しており

ます地域漁業改革推進協議会におきまして、個

別経営体の経営状況を踏まえながら、収益性重

視の操業・生産体制への転換や漁船更新の促進

など、漁業者等への総合的な指導助言を行うこ

とにより、国や県の事業を活用した生産基盤の

強化を図っているところでございます。今後と

も、漁業者や関係団体と一体となりまして、経

営環境の変化に耐え得る足腰の強い経営体の育

成に取り組んでまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 それでは引き続き、だれもが

暮らしやすい宮崎県についてお尋ねをしたいと

思います。

先ほど知事の答弁をお伺いいたしましたが、

当然に上位１番目という話が出てくるのかと思

いましたけれども、ちょっと角度を変えてそう

いう話になったようであります。私自身、そう

言いながらも、答弁にありましたように、非常

に県民所得も低い、あるいは日照時間等が長

い、あるいは快晴日数がたくさんあるにもかか

わらず、それが余り利用されていないとか、い

ろんなものもあるようであります。そこで副知

事、何も言っていませんでしたけれども、宮崎

県に来られて５年目ですか。５年間住んでおら

れて、宮崎県の暮らしやすさについてはどのよ

うに評価されますか。

○副知事（河野俊嗣君） ５年目に入りまし

て、これまで地方自治体の勤務は宮崎以外に３

カ所。４カ所目の地方自治体勤務であります。

それぞれの土地にはそれぞれのよさがあるとこ

ろでありますが、その中で比べましても、知事

の答弁にありましたように、温かな県民性、優

しい人柄というものが一番魅力的に感じておる

ところでございます。

○濵砂 守議員 さすがに、副知事ですから、

ちゃんとした答弁をいただきました。

それでは、まず最初に、太陽光発電について

お尋ねをいたします。環境省では６月の１月間

を環境月間として定めております。月間中は、

環境の保全に対する国民の関心と理解を深め、

エコライフ・フェアを初めさまざまな行事が行

われております。これは県の広報で出たんです

よ。本県では、６月12日の読売広告に、「「製

造」・「発電」・「活用」の三拍子揃った太陽

光発電の拠点づくり みやざきソーラーフロン

ティア構想」、サブタイトルは「太陽光発電の

フロントランナーを目指す……宮崎県住宅用太

陽光発電システム融資制度を実施」と大きく掲

載をされました。この中で知事は、「低炭素社

会を実現していくことが求められていますが、

宮崎県は、まさに最適な自然条件を備えている

と思います。（中略）太陽光発電のフロントラ

ンナーとして、新しい「太陽と緑のくにみやざ

き」の実現をめざしてまいります。」とごあい
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さつをされております。そこで、当の宮崎県の

取り組みであります。一般家庭用の太陽光発電

装置の設置助成の取り組みについて、国、県、

市町村においてそれぞれどのような支援を行っ

ているのか、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 私のほうから

答弁させていただきます。

太陽光発電装置の助成についてでありますけ

れども、国のほうでことし１月から住宅用太陽

光発電等に対する補助制度を復活させまして、

１キロワット当たり７万円を助成することと

なっております。県におきましては、先ほど御

質問にございましたように、本年４月から、宮

崎銀行、宮崎太陽銀行の協力を得まして新たな

融資制度をスタートさせ、300万円を上限に低利

で融資を行っております。このほか県内の市町

村におきまして、宮崎市が本年度から１キロ

ワット当たり３万円、上限10万円といたしまし

て助成する補助制度を新設いたしたところであ

りますけれども、予算枠の関係上、現時点では

締め切りになっておるというふうにお聞きして

おります。

○濵砂 守議員 そうなんですよ。宮崎県は県

独自でやっているのは融資だけなんですよね。

しかも要保証です。あとどこがやっているかと

いうと、宮崎市が上限10万円で補助金を出して

おります。ところが、全国で見てみますと、15

都府県が県独自の補助金を出しているんです。

フロントランナーじゃありません、宮崎県は。

そういうふうに大々的に打ち出したにもかかわ

らず、余り対策がとられていない。

それで、快晴日数が全国で第２位、そのよう

な状況であるにもかかわらず、余り活用がされ

ていない。埼玉県が快晴日数第１位なんです。

ここは、既存の場合１キロワット当たり６万円

の補助金を出しています。上限は１戸建てで21

万円であります。それから、東京都あたりは１

キロワット当たり10万円。けさ電話して聞いた

んですが、１軒の普通の４～５人の家族の中で

使う電力量というのは４キロワットぐらいだそ

うです。そうしますと、１キロワットに10万円

補助しますと東京都は40万円。それから、あそ

こは23区で補助金を出していますので、上限が

大体20万円ぐらいなんです。国のを合わせる

と、東京都が一番高くて90万円ぐらいになりま

す。県民政策部長、どのようにお考えですか。

これでもフロントランナー宮崎県というのが

堂々と言えますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 御質問に当初

ございましたように、ソーラーフロンティア構

想は、メガソーラーの誘致とか家庭への普及促

進とかを上げまして、製造、発電、活用、そう

いったものを含めましてソーラーフロンティア

構想を策定してございます。今、補助金の関係

がございましたけれども、宮崎県の場合、300万

円を10年間で借りますと、トータルで30万円の

プラスになるというようなことがありますの

で、そういったことで今、私どものこの融資制

度をやっているところであります。

○濵砂 守議員 せっかく恵まれた自然の気候

でありますから、ぜひ大事にしていただいて、

太陽光発電支援策をぜひとっていただきたいと

思います。

次に、深刻化する地球温暖化問題に備えまし

て、ＣＯ２削減対策として、宮城県では、環境

に優しいハイブリッド車などの環境対応車購入

時の独自の助成金を１台当たり10万円とすると

いうことを決めているようです。本県ではどの

ように考えておられますでしょうか。
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○環境森林部長（吉瀬和明君） 二酸化炭素削

減のための低公害車導入促進につきまして、国

において、自動車税等を軽減する自動車グリー

ン税制に加えまして、今年度新たに、ハイブ

リッド車等のエコカーを購入する人に対しまし

て、補助制度や自動車重量税等の減免措置が設

けられたところでございます。本県ではこれま

で、「みやざき県民の住みよい環境の保全等に

関する条例」等によりまして、自動車等から排

出されます二酸化炭素削減につきまして、アイ

ドリングストップやノーマイカーデーの普及啓

発、それから事業者等を対象にしましたエコド

ライブ講習会の開催などに努めているところで

ございます。県の新しい施策によります低公害

車の導入促進につきましては、国の助成等によ

りまして全国的にハイブリッド車の受注等が大

幅に伸びているとの報道もなされております。

その状況を見守るとともに、まずは、今後とも

県が率先して導入していき、その普及啓発に努

めてまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 地球温暖化問題、深刻な問題

になっておりますので、これもあわせて、ぜひ

検討いただきたいと思います。

それから自殺の問題ですが、本県の特徴とし

て自殺者が非常に多いのが気になるわけです

が、何が原因なのか。また、自殺予防のために

どのような対策を講じておられるのか、福祉保

健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） まず、本県

の自殺の現状についてですけれども、厚生労働

省の人口動態統計によりますと、平成20年の本

県の自殺者数は363名で、前年に比べて31名減少

し、人口10万人当たりの自殺者数は32.0人でご

ざいますが、全国で４番目となっております。

また、平成20年の県警本部の統計によります

と、自殺の原因は健康問題が最も多く、次いで

経済・生活問題や家庭問題などが挙げられてお

ります。

次に、対策についてであります。昨年度から

「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業の中で、官

民一体となって総合的に自殺対策を進めるため

の基盤づくりや講演会の開催、テレビＣＭの放

映などの普及啓発、あるいは、かかりつけ医な

どの専門家や各種相談員への研修などに取り組

んでいるところであります。今後とも、関係機

関と連携しながら、積極的に対策を進めてまい

りたいと考えております。

○濵砂 守議員 次に、国民のだれもが心配し

ているのが老後の生活であります。安心した老

後を迎えるのに必要な年金が危機にさらされて

いる。倒産やリストラによる失業者がふ

え、2008年度の国民年金保険料の納付率は62％

前後と見込まれております。３年連続して下

回っており、過去最低だと推測をされます。政

府が目標としている80％との乖離が広がってい

るように思えます。本県ではどうなっておりま

すか、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 国民年金を

所管いたしております社会保険庁によります

と、本県における平成19年度の現年度分保険料

の納付率は63.3％で、全国平均の63.9％を下

回っております。この納付率の全国順位は、高

いほうから33番目となっております。市町村ご

とでは、最も高いところが高千穂町の83.3％、

最も低いところは宮崎市の57.0％となっており

ます。国民年金保険料の納付率につきまして

は、全国的に低い状況にありますことから、社

会保険庁では、クレジットカード納付の導入や

年金制度の普及啓発など、納付率向上のための

取り組みを講じられているところでございま



- 125 -

平成21年６月19日(金)

す。年金制度は、社会保障上重要な制度であり

ますけれども、このように納付率が低い状況が

続きますと、今後、制度の安定的な運営に支障

を生じ、また、高齢者等の暮らしに影響が出る

ことも懸念されますことから、納付率向上のた

めの対策をより一層充実していく必要があると

考えております。

○濵砂 守議員 次に、国民健康保険税の滞納

世帯の状況はどうなっているのか。また、倒産

やリストラによって所得が激減した、国民健康

保険事業の被保険者に対する救済措置について

お尋ねをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 国民健康保

険税の県内の滞納世帯数ですけれども、昨年９

月の実態調査の結果によりますと、４万562世

帯、市町村国保加入世帯数の20.1％となってお

ります。国民健康保険税の減免につきまして

は、県内すべての市町村において、条例により

減免措置を設けておりまして、失業等により所

得の減少があった場合、減免を受けようとする

方からの申請に基づきまして、納期が来ていな

い税額を対象として減免を行うこととなってお

ります。

○濵砂 守議員 そこで次長、何も通告という

か話をしておりませんでしたが、御存じでした

らお答えください。国民年金保険料の金額は１

人幾らか、国民健康保険税の最高額は幾らか御

存じですか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 県内の１人

当たりの保険税ですけれども、20年度で９万722

円となっております。最高が南郷町で11万8,093

円でございます。

○濵砂 守議員 国民年金保険料が１人１

万4,6 6 0円で、夫婦２人で掛けると月に２

万9,320円、12カ月で35万1,840円なんです。そ

れから、国民健康保険税は課税の上限額が56万

円、それに介護保険分９万円を足しますと65万

円、年間101万840円支払わなければならぬとい

う状況なんです。例えば、私どもでも職員の皆

さんでもそうですが、きょう退職をされる。す

ると、昨年度の収入がその対象になって所得割

が出てくるわけです。そうしますと、失業され

た方、リストラに遭った方、こういった方たち

は、今までは社会保険ですよね。奥さんの分ま

で一緒に払っていますから、だんなさんが１

人、勤め人が払えばいい。ところが、やめた途

端に、保険は社会保険から国民健康保険、そし

て年金は、勤めておった企業のそれぞれの年金

ですが、その年金から普通の国民年金にかわ

る。一遍にこの負担がかかってくるんです。そ

のような状況の方がたくさんいらっしゃいま

す。それで、国民健康保険料を払えないから、

病院に行って治療を受けることができない。そ

ういう相談が結構多いんです。その辺はどのよ

うにお考えですか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 保険の種類

の移動については、国の保険等の関係もありま

して、今のところ明確にお答えできませんけれ

ども、例えば、今、所得割額の話がございまし

たけれども、国民健康保険税の算定に当たりま

しては地方税法というのがありまして、その規

定により、所得割額につきましては前年の所得

について算定することとなされております。失

業等によりまして所得が大幅に下回った場合で

も、所得割額というのは前年の所得に基づいて

算定することになっております。なお、失業等

によりまして所得の減少があった場合には、市

町村は条例で減免措置を設けておりますので、

保険税の減免を行うことができるようになって

いると思っております。
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○濵砂 守議員 だから所得を、失業した時点

でゼロにできないかということなんです。税金

を全然払えないわけですし、収入がゼロですか

ら。これを昨年度でやるから、急に会社をやめ

なくてはいけなくなった人たちとか失業した人

たちは困っているんですよ。

これよりも年金に影響が出てくるんです。年

金は、今掛けなかったら将来は生活保護しかあ

りませんから。きのう国会でそういう話が出て

おりました。国会の中で、年金の将来は心配な

いというんです。きのうラジオを聞いておりま

したら、掛けない人はもらえないから、払わな

くていいから、掛けた人だけで将来はもらって

いけばいいというふうな言い方をしていたんで

すけどね。しかし、それは何にかわるかという

と、生活保護にかわるんです。だから、３点

セットで考えたときに、国民年金保険料のほう

が滞納しやすい。国民健康保険は払わないと医

者に行けないんですよ。ところが、年間100万円

もというと、これがかなり家計費を圧迫してい

ます。多分、皆さんが退職されて翌年は、この

状態になります。我々もみんなそうなんですけ

どね。これを、退職した、あるいは失業した時

点でその年の収入額の中での算定というのがで

きないかということなんですけど、どうでしょ

うか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 先ほども

ちょっとお答えいたしましたけれども、地方税

法上で、所得割というのは前年の所得に基づい

て算定するというふうになっておりまして、減

免措置というのもございます。例えば、その減

免が全額減免になるかどうかということでござ

いますけれども、国民健康保険税の減免の割合

といいますのは、それぞれの市町村によって異

なっております。県内での一例を挙げますと、

前年の所得が1,000万円以下の人で、前年の所得

に比べて50％以下に所得が減少した場合ですけ

れども、12.5％から全額までの範囲で減免でき

るというような規定ができている市町村もござ

います。

○濵砂 守議員 検討していただきたいと思い

ます。実際に皆さん困っておられます。ですか

ら、何とかいい方法はないかなと思うんですけ

れども……。今回の経済危機対策関係の交付金

の中に、7,000億、安全・安心確保というのがあ

りますが、ここも減免に使えるという話を聞く

んですけれども、そういう救済措置があった

ら、本当に大変なようですから、ぜひ検討いた

だきたいと思います。

次に、平成20年度の２月にありました２次補

正、これを含めて20年度から21年度へ繰り越し

た事業のうち、公共事業の箇所数と繰越明許額

をお示しいただきたいと思います。公共三部に

お願いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部に

おきましては、箇所数が85カ所、繰越額は25

億6,378万円であります。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部に

おきましては、箇所数が84カ所、繰越額は30

億6,647万9,000円となっております。

○県土整備部長（山田康夫君） 県土整備部に

おきましては、箇所数が756カ所、繰越額は206

億1,173万2,000円であります。

○濵砂 守議員 それを聞いて、先に延ばした

いと思いますが、まだあと２点残っております

ので……。

先ほどの暮らしやすさの中での質問なんです

が、「母子家庭で育っている高校３年生の就職

希望者の４割が、生活苦を理由に進学を断念し

ており、不況の深刻化で今後もふえるおそれが
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ある」と、遺児を支援するあしなが育英会が

ショッキングな情報を流しているんですが、本

県ではどのような状態になっているのか、教育

長にお尋ねをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県の県立高等学校

の生徒で、経済的な理由で進学を断念したケー

スにつきましては、家庭の状況等にかかわるプ

ライベートな内容でありますので、把握するこ

とがなかなか困難でありますが、各学校におい

て進路指導をする中で、今お話にありましたよ

うな状況というか、進学を断念せざるを得ない

ような状況がうかがえる生徒もいるということ

を聞いております。経済的な理由で進学できる

かどうか悩んでいる生徒に対しましては、各学

校におきまして、大学進学のための奨学金制度

の利用や、働きながら学べる方法を紹介するな

ど、進学して将来への夢を実現できるように、

親身になってでき得る限りの支援に努めている

ところであります。

○濵砂 守議員 本県は、先ほどのデータを見

ると、非常に離婚率も高くて母子家庭が多いよ

うですから、ぜひ、いろんな意味でまた指導を

お願いしたいと思います。

それからもう一点ですが、暮らしやすさの中

で、まず生活の安全・安心が第一となると思い

ます。本県の治安の現状と、他県に比べてどう

なっているのか。県内における犯罪の発生状

況、検挙状況について、県警本部長にお尋ねを

いたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 犯罪の発生状況

でございますけれども、平成14年約１万7,000

件、これは一番多かったときなんですけれど

も、ここをピークに減少しておりまして、昨年

は約１万1,000件ということで、約6,600件、割

合にして３分の１以上減少しております。また

本年に入りましても、５月末現在で約3,800件の

認知件数、昨年同期比でマイナス700件というこ

とでございます。

また、検挙について触れますと、昨年の状況

でございますが、殺人、強盗、放火、そして強

姦罪のいわゆる凶悪犯罪につきましては、統計

上は一応100％―これは昨年以前に発生した事

件の検挙も検挙件数として含むという統計上の

操作がございますので、決して昨年発生したす

べての凶悪事件を年内に解決したという意味で

はございませんけれども、統計上一応100％とい

うことでございまして、県民の不安感の強い犯

罪であります住宅等への侵入窃盗につきまして

は約51％の検挙率ということで、決して他の都

道府県に比較をして遜色のあるようなデータで

はございません。治安は、他県に比較をすれば

比較的良好なのではないかというふうに考えて

おります。

○濵砂 守議員 いろいろの暮らしやすさでお

答えいただきましたが、知事、ぜひ日本一だよ

と言えるようにみんなで頑張っていただきたい

と思います。今度質問するときは、「余り大き

い声で言えんけど、私は日本一だと思っていま

す」というふうに言っていただくと、みんな元

気が出るんじゃないかと思いますが、知事はい

かがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 大きな声では言えま

せんが、私は日本一だと思っておりますので、

宮崎をこれからもＰＲしていきたいと思ってお

ります。

○濵砂 守議員 それでいいと思います。

最後ですが、先ほど20年度のいわゆる補正、

繰越明許の話を公共三事業部門でお尋ねいたし

ました。示していただいた925件、262億4,200万

円と、今回補正分の県単公共事業、補助公共事
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業合わせて56億9,700万円です。さらに地域活性

化公共投資臨時交付金が交付をされる予定に

なっております。それで、非常に今まで要望が

多かった、道路、河川いろんな面で積み残しが

あると思うんです。しかしながら、急にこれだ

けの予算が入ってくるものですから、なかなか

消化できないというのはわかるんですけど、今

から順を追ってちゃんと計画をして、ぜひ、今

までの積み残した分について早目に解消―こ

れは緊急雇用対策も含めて経済対策ですから、

年度内にしないと意味がないんです。今からこ

れを想定すると400億円ぐらいになるんですか

ね。これは既存分とは別ですから、そのような

金額をぜひ早目に進めていただいて、県内の公

共事業、あるいは建設業の皆さん、関連企業、

こういった景気浮揚をぜひ早目に対策を打って

いただきたいと思いますが、県土整備部長いか

がですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 議員御指摘の

ように、今回の補正予算案におきましても、国

の経済危機対策に伴う公共事業が含まれており

まして、今後もさらなる事業の追加も予想され

るところであります。そういったことでござい

まして、経済危機対策の趣旨を十分踏まえまし

て、国の動き等を注視しながら、私どもとしま

しては十分な事前準備をこれまでもやってきた

つもりでありますけれども、今後も十分行いな

がら、経済対策に伴う公共事業の執行につきま

して最大限の努力をしてまいりたいと考えてお

ります。

○濵砂 守議員 よろしくお願いします。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。公明党県議団の河野哲也でございま

す。通告に従い順次質問させていただきます。

一般会計総額13兆9,256億円、５月29日、国の

平成21年度補正予算が成立いたしました。我が

党の太田代表は、今回の新経済対策について、

「「国境の長いトンネルを抜けると雪国であっ

た」とは、川端康成の「雪国」の冒頭の一節。

長い不況のトンネルを抜けると新しい日本の姿

があったと言われるように、「全治３年を、嵐

をくぐり抜ける３年にするだけでなく、次の新

しい日本のスタートに」と、環境を初めとする

角度をつけた対策が打ち出されたものです」と

しています。「ばらまきということを無責任に

すぐ言う人がいるが、それは違う。何をばらま

きと言うのか答えられる人はいない。要するに

選択と集中があるかどうかが大事な点である」

とも言われています。５月14日付の朝日新聞

に、「街角景気 雲間に光 ４カ月連続上昇

給付金・高速1,000円など好感」という記事が出

ていました。また、その隣に月例報告として、

「景気悪化「緩やか」に 内閣府３年ぶり上方

修正へ」という記事が掲載されました。平成20

年度第１次補正、同第２次補正、そして平成21

年度本予算の75兆円の景気・経済対策の成果

が、徐々にではありますが見えてきたというこ

とではないでしょうか。

このたび県は、182億5,796万円の追加を含め

た補正予算案を今議会に提案されました。知事

は、急落した景気を、御自分のできることから

スピード感を持って底上げしようとされている

と考えます。まさに今が正念場で、今回の補正

予算が極めて重要です。県においても、今こそ

切れ目なく大胆に手を打つということが、今回

の補正予算の持つ意味だと考えます。特に地方

財政支援として、今回の地域活性化・経済危機
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対策臨時交付金においては、試算額ではありま

すが、県に99億円、市町村におよそ92億4,500万

円とされています。さまざまな手が打てると考

えます。県の積極性が市町村に波及すると考え

ます。そこでまず、今回の地域活性化・経済危

機対策臨時交付金においてさまざまなメニュー

が示されていますが、市町村が積極的に取り組

めるよう有効に活用すべきであると考えます。

知事の所見を伺います。

次に、ふるさと宮崎応援寄付金、いわゆるふ

るさと納税についてお伺いします。

知事は、ふるさと納税に関して、「寄附税制

として、ふるさとを思う気持ち、ふるさとでは

なくても、この自治体を応援したいという気持

ちを醸成する。あるいは自治体側も、ふるさと

納税をいただいたということで、自治体運営活

性化等に力を入れることができる、そういった

意味でも意義ある税制である」と答弁されてい

ます。ただ、インターネット等で、「ふるさと

宮崎応援サイトというものを立ち上げ、寄附の

申し込み等ができるような制度を充実させてい

きたいが、他府県のように、この事業について

ふるさと納税を下さいというような積極的な呼

びかけ、あるいは景品を出すとかではなく、宮

崎県はちょっと奥ゆかしくいたい」とも答弁さ

れています。その奥ゆかしさがどのようにあら

われたのでしょうか。総務部長に、本県のふる

さと納税の状況についてお伺いいたします。

３点目は、観光に関する教育について教育長

にお伺いします。

一昨年の11月議会において、学力向上の点か

ら、また、知事が県民総力戦での観光宮崎再生

を提唱されていることから、観光に関する教育

の必要性を訴えさせていただきました。今その

必要性は一段と増していると考えます。観光立

国推進基本法が平成18年12月に成立し、19年６

月に観光立国推進基本計画が策定されました。

その基本計画の第３「学校における地域固有の

文化、歴史等に関する学習を進めることによ

り、次世代を担う子どもたちに対し観光に対す

る興味及び理解を早い段階から促す」とありま

す。学校における観光に対する教育の充実が示

されています。しかも、「早い段階から」であ

ります。教育には不易と流行があります。時代

の流れの中で必要とされる教育、それが「観光

立国教育」であります。

今までの社会科教育の弱点は、特に歴史であ

りますが、一部で、日本は悪い国だった、悪い

ことをしてきたという教育をしてきた経緯があ

ります。本来の社会科教育は、日本のすばらし

さを教えた上で、でも昔、思わしくなかったこ

とも不幸なこともあったと教えることが重要で

す。よさを教えないで悪いことだけを教えるか

ら、自分の住んでいる日本を誇れずにいるので

はないでしょうか。ダイナミックな転換、それ

が観光立国教育です。「日本はすばらしい国

で、自分たちが住む宮崎はすばらしいし、他人

に自慢ができるところである」と言える教育が

必要だと考えます。そこでまずは、現在、観光

に関する教育は学校でどのように行われている

か、教育長にお伺いします。

以上、壇上からの質問を終え、後は自席から

行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

経済危機対策についてであります。今回の国

の補正予算におきましては、地球温暖化対策、

少子高齢化社会への対応を初めとして、地域の

実情に応じた地域活性化等に資する事業を行う

ため、地域活性化・経済危機対策臨時交付金が
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交付されることとなっております。県といたし

ましては、先般策定いたしました新たな経済・

雇用対策に基づき、緊急的な対策だけではな

く、中長期的な視点に立った産業づくりや地域

づくりについて、この交付金も活用しながら取

り組むことといたしております。今後、この新

たな経済・雇用対策を実効あるものにするため

には、市町村や関係団体と連携し、それぞれの

地域特性や実情を踏まえた上で諸施策を推進し

ていくことが重要でありますので、市町村とも

十分意見交換をさせていただきながら、この交

付金の有効活用も含め、必要な対策を実施して

まいりたいと考えております。以上です。〔降

壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

ふるさと納税についてであります。平成20年

度における県の受け入れ件数及び金額は、36

件、878万7,000円となっております。また、市

町村分につきましては、平成21年３月末現在

で、532件、3,282万1,885円となっております。

合計で568件、4,160万8,885円でございます。以

上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

観光に関する教育についてであります。本県

では、子供たちが身近な地域にある自然、歴史

・文化、産業等について学び、そのよさを理解

することを通して郷土に対する誇りと愛着を深

めていく「ふるさと教育」を行っており、観光

を教材として学習することも、このようなふる

さと教育の充実につながるものであると考えて

おります。現在、「観光」という視点を取り入

れた教育につきましては、主に小中学校の社会

科や総合的な学習の時間などにおきまして、自

分たちの地域の特色やよさについて学習し、学

んだことをさまざまな形で発信する活動が展開

されております。その中には、地域の観光地や

特産物につきまして手書きのチラシにまとめ、

訪れる観光客に配布する小学校や、修学旅行先

で宮崎に関するアンケート調査を実施している

中学校もあり、各学校で工夫しながら観光に関

する教育が展開されているところであります。

以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 それぞれ答弁、ありがとうご

ざいました。

知事の答弁にありましたように、地域活性化

・経済危機対策臨時交付金につきましては、そ

れぞれの地域に合った手が打てるわけでありま

す。有効活用が大事です。短時間で策定しなけ

ればならないもの、中長期的に効果を期待する

ものを明確にしなければならないとも考えま

す。県の態度が大事になってくるものもあるわ

けです。そこで、新経済対策関連で何点かお伺

いします。

まずは、地デジ対策です。

12日、アメリカのテレビ局が、地上波のアナ

ログ放送を打ち切り、デジタル放送に完全に移

行したことは、御案内のとおりでございます。

アメリカでは地上波よりケーブルテレビや衛星

放送などが主流になっているため、大きな混乱

は起きていないそうですが、それでもなお全米

の約2.5％に当たる280万世帯程度が未対応との

ことです。さて、平成23年７月に地上デジタル

放送に完全移行する日本でも先行事例として参

考になるところがありそうですが、本県の地デ

ジ対策はどうなっているでしょうか。現在、６

月まで鰐塚送信所及び18中継局から電波を受信

している県内約93.9％の世帯が視聴可能エリア

となっているそうです。まずは県民政策部長
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に、特に中山間地域における地上デジタル放送

への対応の現状についてお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地にお

ける地デジ対策でありますけれども、本県に

は、ことし３月末現在で、地上デジタル放送を

受信するために改修が必要な自主共聴施設とい

うものが、中山間地域を中心に約300カ所残って

おりまして、市町村を中心に改修に向けた具体

的な取り組みが進められております。また、現

在国におきまして、既に地上デジタル放送が開

始された地域において、実際に受信できるかど

うか実地に調査を行っているところでありまし

て、その調査結果と対策が８月に公表されるこ

ととなっております。県といたしましては、市

町村を通じてＮＨＫによる受信点調査の実施を

促すなど所要の支援に取り組みますとともに、

本年４月からは、国や放送事業者等との定期的

な協議に参加し、情報収集や調整を行ってきて

おります。今後とも、国や市町村、放送事業者

等との連携をさらに強化しながら、地上デジタ

ル放送の円滑な移行に努めてまいりたいと思っ

ております。

○河野哲也議員 新みやざき創造戦略の中に情

報基盤整備への支援があります。例えば椎葉村

では、平成23年度までにケーブルテレビサービ

スエリアを100％に、頑張る地方応援プログラム

として計画されております。また美郷町では、

地上デジタル放送の難視聴世帯ゼロを農林水産

省交付金で賄うようです。しかし、対応テレビ

やチューナー購入に加え共聴アンテナ改修や新

設など、主に山間部の難視聴対策で自治体や住

民に多額の出費が求められています。そこで、

山間部の共聴施設のデジタル化についても、地

域活性化・経済危機対策臨時交付金が充当可能

であるということから、市町村は整備促進を図

るべきであると思いますが、県民政策部長にお

伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 今回の経済危

機対策によりまして国の助成制度が拡充されま

したことから、県といたしましては、制度の概

要について市町村への周知に努めているところ

でありまして、また、市町村から相談があった

場合には、技術的な面を含めて助言を行うなど

の対応を行っております。この結果、幾つかの

市町村から、今回の交付金を活用して地上デジ

タル放送対策としてケーブルテレビ整備の要望

が出されておりまして、現在、国と事業実施に

向けた協議を行っているところであります。こ

のような国や各県の状況などさまざまな情報を

収集しながら、引き続き、市町村の実情に応じ

た適切な支援に努めてまいりたいと思っており

ます。

○河野哲也議員 今、答弁の後半にありました

ように、さまざまな交付金についても条件が変

わっているようです。しっかりと情報を収集し

ていただいて、的確な情報交換等をしていただ

きたいと思います。

次に行きます。農地・就農者対策です。

新経済対策に盛り込まれた農林水産関連予算

は１兆302億円に上ります。宮崎の農業基盤の強

化が図れると思います。具体的に、農地集積加

速化事業は、農地を貸したい小規模・高齢農家

に10アール当たり年間１万5,000円を交付し、担

い手に農地を貸しやすい環境を整えるというも

のです。また、17日成立した改正農地法は、こ

れまで抜け道の多かった農地転用規則を厳格化

するとともに、農地の有効利用を図るために、

所有を基本としたこれまでの農地制度を改め、

利用へと再構築を目指すものとなりました。こ

のことによって、効果的な農地利用、担い手対
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策を講じていけることと思います。ところで、

本県の耕作放棄地の現状についてどうなってい

るでしょうか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県の耕作放

棄地につきましては、2005年の農林業センサス

では、面積で4,685ヘクタールとなっておりまし

て、５年間で240ヘクタール増加しております。

近年、発生しております耕作放棄地のほとんど

が相続等で農地を取得した非農家が所有してお

りまして、生産条件のよい農地の中でも耕作放

棄地が発生する傾向にございます。今後、昭和

１けた世代の農業者のリタイアとともに耕作放

棄地の一層の増加が懸念されますことから、耕

作放棄地の着実な解消整備とともに、担い手へ

の農地の集積を進める必要があると考えており

ます。

○河野哲也議員 宮崎の大きな課題ではないか

と思います。よろしくお願いします。

まさに、実際に農地の集積が進むかどうか

は、各市町村、関係機関との取り組み等がかぎ

となると思います。また、若者就農者の初期投

資に、最大400万まででありますが、半額が助成

される新規就農者定着促進事業も打ち出されま

した。この事業の画期的なことは、就農を希望

する39歳以下の若年者個人を対象としているこ

とであります。まさに、新みやざき創造戦略の

新規就農者の単年度目標を達成することができ

る事業ではないかと考えます。そこで、担い手

の確保や農地の利用集積を促進するため、農地

集積加速化事業や新規就農者定着促進事業を積

極的に活用すべきであると考えますが、農政水

産部長へ御所見をお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御提案のござ

いました農地集積加速化事業と新規就農定着促

進事業につきましては、今般の経済危機対策に

よります重点事業でございまして、県といたし

ましても積極的に取り組むこととしておりま

す。本事業の推進に当たりましては、地域の理

解と協力が不可欠でございますので、市町村、

ＪＡ等で構成しております各地域の担い手育成

総合支援協議会との一層の連携強化を図りなが

ら、事業の周知徹底、掘り起こしを強力に進め

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 手続の詳細については、これ

からだと思いますので、どうかよろしくお願い

したいと思います。

次に移ります。保育行政についてでありま

す。

前回私が取り上げた保育行政で、保育料未納

解決策の一つとしてバウチャー制度、直接補助

導入について質問したのに対して、結構おしか

りを受けました。「保育の課題を市場原理で解

決するな」というのが大半の御意見でした。

今、保育制度のあり方が問われています。今後

も真剣な議論が必要であると考えます。本県に

おきましては、平成12年度以降、昨年４月１日

現在まで、待機児童はゼロとなっております

が、本年も待機児童ゼロなのでしょうか、福祉

保健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 保育所の入

所待機児童につきましては、毎年度、市町村を

通じて調査を実施しております。本年４月１日

現在の調査でもゼロとなっております。

○河野哲也議員 わかりました。

おしかりを受けた保育関係者からさまざまな

声をいただきました。保育サービス充実のため

に、運営費の拡充、保育施設の看護師配置、保

育士の育休等の身分保障、保育士の研修の充実

等、要望をたくさんいただきました。国は、新
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待機児童ゼロ作戦の取り組み、保育サービス等

の充実を図るため、平成20年度補正で創設され

た都道府県の安心こども基金1,000億に、今

回1,500億を積み増しして基金を準備しておりま

す。宮崎は、待機児童ゼロ作戦の取り組みは、

今の報告で必要ないと。それでは、安心こども

基金が増額されましたけど、保育サービスの充

実と向上の観点から、この基金をどのように活

用することができると考えていますか、福祉保

健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 保育サービ

スの充実と向上を図るためには、安心・安全な

保育環境の整備、それに放課後における児童の

健全育成、そして直接保育に携わる保育士の資

質の向上などが必要であると考えております。

このため本県では、今回の安心こども基金を活

用しまして、保育所園舎の改築整備や放課後児

童クラブの設置、あるいは保育士等に対する研

修事業等を行うこととしております。以上でご

ざいます。

○河野哲也議員 この基金、枠が決まっている

んですね。先日、知事の答弁の中でも、「使い

勝手の悪い基金である」ということをおっ

しゃっていました。地域にそぐわない枠組みを

なくすことを、ぜひ国に要望していただいて、

有用な基金にしていただきたいと思います。

次に行きます。本県におけるスクール・ニ

ューディール構想について、教育長にお伺いい

たします。

スクール・ニューディール構想は、学校への

太陽光発電の導入を初めとしたエコ改修、学校

耐震化の早期推進、ＩＣＴ（情報通信技術）環

境の整備等を一体的に推進するものでありま

す。今回の補正予算において、地方負担を大幅

に軽減するため、公立の小学校への太陽光発電

導入については、事業費の平均95％を国が負担

し、残りのすべても補正債でカバーすること

で、市町村の実質負担は平均2.5％まで軽減され

る。そのほかエコ改修についても、国の負担が

平均93％、市町村、自治体の実質負担が平

均3.35％まで軽減されると、国は低炭素革命と

して学校施設への太陽光発電の導入を積極的に

進めると方針を明確にしております。具体的に

は、太陽光発電の設置拡大については、2020年

度までに現在の太陽光発電の量を20倍程度まで

拡大することを目標にしています。学校施設へ

の太陽による光パネル設置は、その大きな推進

力となるとし、現在約1,200校に配置されている

太陽光パネルは、当面、10倍の１万2,000校への

設置を目指すとしております。そこで、本県の

公立学校での太陽光発電パネルの設置状況、及

びスクール・ニューディール構想による今後の

推進について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県の公立学校にお

ける太陽光発電パネルの設置状況につきまし

て、出力が10キロワット以上の設備について申

し上げますと、現時点で市町村立小中学校にお

きましては８校、県立学校におきましては２校

で設置されているところであります。国のス

クール・ニューディール構想による取り組みと

いたしましては、複数の市町村におきまして、

事業化に向けた積極的な姿勢が示されていると

ころであります。県教育委員会といたしまして

も、今後の学校施設整備上の課題として検討し

てまいりたいと考えております。以上です。

○河野哲也議員 やはり市町村側も構えている

部分がありまして、モデル的にいろいろ見てみ

たいという声も確かにあります。

学校耐震化に関しては、本県の取り組みとし

て、これまでも特に危険性の高いIs値0.3未満の
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公立小中学校、県立学校について緊急の耐震化

を推進してきました。今回の国の補正予算で

は、小中学校の耐震化を進めるために、Is値0.3

未満の耐震化工事をすべて今年度中に完了させ

るための予算が計上されました。この国庫補助

を活用すると、市町村の負担は、Is値0.3未満で

全体事業費の６％、Is値0.6未満で全体事業費

の11％で耐震化を行うことができ、市町村に

とっては大変有利な補助制度です。しかし、合

併や少子高齢化、人口減少等を受けて、小中学

校の再編整備の検討等が行われている市町村に

ついては、なかなか進まないという部分があり

ますが、廃校の可能性がある施設であっても、

児童生徒の在学中の安全確保、廃校後の公共用

としての有効活用を考えると、耐震化というの

は必要であると思います。県教委は平成27年

の100％耐震化を目指しておりますが、公立学校

の耐震化の進捗状況、今後の耐震化への前倒し

での取り組み、いかがでしょうか。教育長お願

いします。

○教育長（渡辺義人君） 耐震化の進捗状況に

つきまして、本年４月１日現在の耐震化率とし

て申し上げますと、市町村立の小中学校におき

ましては75.0％、県立学校全体といたしまして

は85.4％となっております。ちなみに、これら

の耐震化率は、いずれも全国で10位、九州では

１位の状況であります。こうした中、このたび

の国のスクール・ニューディール構想による後

押しもありまして、現在、各市町村におきまし

ては、従来以上に積極的な取り組みが進められ

ているところであります。また、県教育委員会

といたしましても、県立学校の耐震化につきま

して、このたびの６月補正予算案として、平

成22年度以降の分としておりました12校14棟分

の設計委託に係る経費を計上するなど、可能な

限りの事業の前倒しに努めているところであり

ます。以上であります。

○河野哲也議員 緊急性が最もあるものである

と思いますので、よろしくお願いします。

学校におけるＩＣＴ環境の整備についてお伺

いします。実は、この整備については、市町村

は６月12日までがタイムリミットでした。事業

計画がですね。学校ＩＣＴ整備の予算4,081億の

うち、半分は学校情報通信技術環境整備事業で

賄われ、残りの半分は今回の交付金を活用する

ことができるとされています。しかし、後者の

交付金はどうしても、他の公共事業にも活用で

きるということで、市町村によっては学校に予

算が回らない、そういう事態もあります。未来

を担う子供たちへの情報教育というのは、非常

に大事なものであると思います。今回の補正予

算においても、国は、50インチ以上のデジタル

テレビに買いかえる、それと電子黒板を小中学

校に１台ずつ整備、教育用パソコンについては

児童生徒3.6人に１台設置、すべての普通教室に

校内ＬＡＮを設置する等の必要な予算というの

を確保しています。公立学校における学校の校

内ＬＡＮなどの整備状況、電子黒板などを含め

た学校ＩＣＴ環境整備事業への取り組みについ

て、教育長お願いします。

○教育長（渡辺義人君） まず、公立学校にお

ける校内ＬＡＮの整備状況について、平成20年

３月１日現在の調査した結果で申し上げます

と、普通教室に校内ＬＡＮが導入されている学

校数は、市町村立学校で182校、県立学校で16校

となっております。それから、教育用コンピ

ューターの整備台数でありますが、市町村立学

校で１万3,793台、県立学校で5,691台となって

おります。

次に、電子黒板、デジタルテレビ、校内ＬＡ
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Ｎ、教育用コンピューターなどのＩＣＴ環境整

備事業についてでありますが、ほぼすべての市

町村におきまして、積極的な取り組みが見られ

る状況であります。また、県立学校につきまし

ては、本年度当初予算に加えまして、このたび

の６月補正予算案におきましても所要の経費を

追加計上することにより、校務用コンピュー

ター1,300台を導入することとし―これは当初

予算と合わせてでありますけれども―これに

よりまして、すべての教職員へのコンピュー

ター配備を完了することとしております。な

お、県立学校におけるテレビのデジタル化につ

きましては、昨年度中に完了しているところで

あります。

○河野哲也議員 一つ要望です。こういうＩＣ

Ｔ環境が整います。教員の技術が追いつかない

という部分があります。ただ本当に、この環境

が整うことによって抜群に、授業に対しても理

解が深まるという実践は数多く見られます。後

から観光立国教育のところでもちょっと触れよ

うと思いますけど、どうか教師の技術習得の研

修等、よろしくお願いしたいなというふうに思

います。

次に、ふるさと納税に移ります。

額につきましては、寄附者の真心であります

から、本当にありがたくいただき、県の重点施

策に有用に使っていただくことを確認しておき

ます。

ただ、県に対して36件の寄附数ということに

対しては少々寂しさを感じました。市町村への

寄附件数を見ると、宮崎は我が町を大事にされ

ているんだなと、この確信は持てました。これ

は大事な視点であると考えます。ふるさと納税

は、個人住民税における寄附金税制の拡充とい

う形で制度化されました。募集に当たりまして

意思を尊重していくということは非常に大事な

ことであります。その上で、大都市に住む本県

出身者や勤務経験者等の方々に積極的に寄附金

を募ることも、大事なことではないかというふ

うに考えます。

鹿児島県は、ふるさと納税について、県と市

町村で構成する「かごしま応援寄附金募集推進

協議会」を発足させました。東京、大阪に専従

の職員を配置し、福岡事務所も含めて現地推進

本部を設置、県に窓口を一本化し、県、市町村

が一体となって県外に在住する本県関係者に積

極的に働きかけをしているというふうに聞いて

おります。また、寄附金の形、市町村との配分

方式で、協議会において募集した寄附金につい

ては、その10分の６を市町村の施策に、10分の

４を県の施策に活用することとしています。こ

れは個人住民税の税率、すなわち所得割の税

率10％のうち４％が県民税、６％が市町村民税

であることを勘案して決定したと聞いておりま

す。結果、鹿児島県のふるさと納税は、795

件、6,347万円となりました。これはトータルで

すね。ちなみに、宮崎より人口の少ない県で、

方法は違いますが、積極的に取り組んでいる結

果として、県単独で徳島県が148件の2,784万円

というふうになりました。そこで、まず総務部

長、鹿児島の取り組みについてどう思われるか

お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県におきまして

も４つの方法、大まかに申し上げまして、イン

ターネットによる申し込みとか、あるいはクレ

ジット払いの導入、ホームページでのＰＲ、そ

れから、特に知事を筆頭に機会あるごとに県人

会での周知に努めておるところでございます。

御指摘の鹿児島県の状況でございますけれど

も、全国的にも大変ユニークな取り組みの方法
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であるとは思っております。ただ実際には、先

ほど議員御指摘のように、専従班ということで

相当のコストもかけられているというところは

ございます。そういった意味で、人的・財政的

措置等につきましては、慎重を期す必要がある

というふうに考えております。

○河野哲也議員 実は、このふるさと納税を取

り上げた理由というのは、複数の団体と最近意

見交換をさせてもらっているんですけど、それ

ぞれのジャンルで懇談するんですが、最終的に

子供の教育に帰結していきます。その充実のた

めの財源という問題になって、その確保にふる

さと納税は考えられないのか、そういう話に

なっていったということで、今回取り上げさせ

てもらいました。知事、今後、ふるさと納税の

取り組みの充実を考えていただきたいと思うん

ですが、御所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は基本的に、地方

の財政力格差を抜本的に解消するためには、地

方消費税の充実や地方交付税の持つ財政調整機

能の充実などが必要であると考えております。

ちょっとふるさと納税で気にかかっているのは

―私もこの制度設計あるいはＰＲには努めさ

せてもらったんですが、地方税の水平的な取り

合いになってしまう、あるいは受益者負担の原

則、そういったものにちょっと問題があるかな

というので、ちょっと気になっているところで

ございます。しかし、ふるさと納税につきまし

ては、ふるさとに貢献したいとか、あるいは応

援したいという納税者の思い、あるいはふるさ

とを思う気持ちというのが非常に重要かなと

思っておりますので、一定の評価をさせていた

だいているところでございます。

したがいまして、納税者の皆様に、本県をふ

るさととして思っていただき、そしてまた、力

をかしたいと考えていただく機運の醸成に努め

ることが肝要でありますので、私はこれまで、

本県を積極的にＰＲすることによりまして、宮

崎牛や地鶏、マンゴーなどすぐれた県産品のブ

ランド力を高めるとともに、観光客を誘致する

など、本県の存在感を高める努力をしてまいり

ました。今後とも、ホームページによるさらな

るＰＲ―ちなみに私は名刺の表に「ふるさと

納税は宮崎へ」と刷らせていただいておりま

す。これは１カ月ぐらいになりますけれども。

記者会見等々のバックボードにふるさと納税の

ことを書かせていただいたりしております。

また、大阪のほうが、去年ですか、タレント

の爆笑問題さんが1,000万円ですか、そしてこと

しは島田紳助さんが500万円というようなふるさ

と納税をされております。こういうことをされ

ると、私にもそういう活動もしろと、知り合い

の高額所得者に働きかけをしなきゃいけないん

じゃないかというようなプレッシャーもかかっ

ているわけでございますが、そろそろそういう

こともちょっと考えていこうかなという思いで

おります。また、機会あるごとに県人会や同窓

会を通じて制度の周知を行うとともに、他の自

治体の取り組みも参考にしながら、宮崎の存在

感をふるさと納税に結びつけられるよう努力し

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 知事、ありがとうございま

す。よろしくお願いします。

観光立国教育についてであります。

５月に第１回観光立国教育全国大会が静岡で

開催されました。参加させていただきました。

そこでの観光庁長官の講演の中で、注目する報

告がありました。私は、東国原知事就任以前の

県政の弱点というのは前例と慣例と様子見、こ

れが弱点だと思っていました。みずから先駆し
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てという気概が薄いと感じていました。しか

し、今回は違いました。宮崎は全国に先駆けて

平成16年に観光副読本を発行しています。みや

ざき観光コンベンション協会作成です。資料提

示はありませんので、もし興味のある方は、後

からお見せします。観光立国基本計画の中でモ

デルとして紹介されていました。「わたしたち

にできることってなあに？ わたしたちの観光

・リゾート宮崎」という表題です。内容は、

「「観光」って何だろう？」と、観光の語源か

ら始まって、「もっと知ろう！宮崎のこと」ま

で、最低９こまの授業に耐えられるような内容

になっておりました。観光立国教育の柱という

のは、「地域のよさを調べる」「地域の人々と

触れ合う」「地域のことを知る」「地域のこと

を考える」「地域のことを好きになる」という

ことを前提に授業化されている報告がありま

す。その観点を見事にクリアしている副読本で

あるなと感じました。格好の教材だと思いま

す。この副読本は、平成17年度の公社等経営評

価シートを見ると、16年度に17万5,000部を小学

校中学年以上、高校生まで配付しておりまし

た。そこで、この宮崎観光副読本、発行の目的

と活用状況について、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 宮崎観光

副読本は、将来を担う子供たちが、本県の観光

について学ぶことを通しまして、郷土宮崎の自

然、歴史・文化などのすばらしさに気づきまし

て、郷土愛やもてなしの心をはぐくむことを目

的としまして、財団法人みやざき観光コンベン

ション協会が作成しているものでございます。

この副読本は、毎年県内すべての小学４年生に

配付しているところでございまして、多くの学

校で社会科や総合的な学習の時間の教材として

活用いただいているところでございます。県と

いたしましては、この副読本が活用されること

によりまして、子供たちの観光に対する理解が

深まり、県民総力戦による「おもてなし日本

一」の実現につながることを期待しているとこ

ろであります。

○河野哲也議員 １年でしょうか、使った後ア

ンケートもとられているようで……。そういう

ふうなものをしっかりと位置づけていただきた

いなと思ったのは、新みやざき創造戦略工程表

を見ると、戦略の中に副読本配布とあるんで

す。ところが、活用が位置づけられていませ

ん。これは御一考いただきたいと思います。

もう一つ、この副読本、非売品なんです。沖

縄にも副読本があるんです。これは買えます。

ですから知らないんです。と思って調べたら、

観光旬ナビの中でフラッシュを使ってしっかり

と副読本がありました。ぜひ見ていただきたい

と思います。

教育長、この副読本を使った観光立国教育の

授業をぜひ公開していただきたいなと思いま

す。全国から教師が集まると思います。学習指

導要領には「観光」という文言は出てきませ

ん。だからしなくてもよいとはなりません。学

習指導要領解説に明記されています。また、観

光立国基本法は学習指導要領の上位法になるわ

けですから、教育委員会が無視するわけにはい

きません。積極的な教育委員会のかかわりが必

要であると考えますが、どのように推進してい

くか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 今回の学習指導要領

解説の社会科編におきまして、「観光」という

用語が初めて取り上げられまして、自分たちの

住んでいる地域の特色を学ぶ際の一例として観

光という視点が示されたところであります。県
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教育委員会といたしましては、小学校３、４年

生で使用しております県の社会科副読本を初

め、ただいま御質問にありました、みやざき観

光コンベンション協会作成の観光副読本なども

活用いたしまして、県の関係部局や市町村教育

委員会との連携を図りながら、児童生徒の発達

段階や地域の特性を踏まえまして、地域の資源

を生かした特色ある教育活動が展開されるよ

う、指導に努めてまいりたいと考えておりま

す。

なお、県が作成しております社会科の副読本

の中には、ただいまの宮崎観光副読本のコー

ナーも設けておりまして、これを使って調べて

みようとか、関連性はとって子供たちに教える

ように配慮しているところであります。以上で

す。

○河野哲也議員 指導も大変ありがたいんです

が、でも、教育委員会の指導主事の先生方は、

ほとんど観光立国教育の実践者はいらっしゃら

ないと思います。知事がユーチューブ発信の会

見をされていましたが、実は全国の実践では、

ユーチューブに子供たちのつくった「我が町の

観光案内」というのが、もう500ほど発信されて

います。また、グーグルの開発した３Ｄ画像で

表現できるスケッチアップで作成した観光関連

教材も発表されています。これは現職の先生が

つくられた教材です。子供たちの調べ学習の充

実のために、再度のお願いですが、教育委員会

にＩＣＴ環境の支援をお願いしたいと考えま

す。

最後に、知事として、観光立国教育の推進に

ついて、お考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 観光立国教育とは、

地域の文化や歴史等の魅力を学び、郷土を愛

し、郷土を誇りに思う心をはぐくむことを通

し、観光に対する興味や理解を深めていく教育

ではないかと考えております。宮崎の魅力、ま

た宝である、人情味あふれる心とか、伸びやか

な感性、そしてまた温かさは、日本のふるさと

宮崎の豊かな自然とおおらかな風土の中で脈々

とはぐくまれているものであります。だからこ

そ、子供のころから宮崎のよさに触れ積極的に

学ぶことは、とても大切なことであると考えて

おります。そのためにも、関係部局が連携する

とともに、県民総力戦という意識で、県民一体

となって郷土を愛し、郷土を誇りに思う心をは

ぐくむ教育に取り組むことが大事ではないかと

考えております。

私は、知事就任以来、本県を国内外に積極的

にＰＲしてまいりました。現在も、一村一祭ア

ピール事業や、みやざき恋旅プロジェクトを初

め、さまざまな取り組みを行っております。今

後も、観光という視点も大切にしながら、宮崎

の多くの人的、物的なポテンシャルを引き出し

まして磨き上げることを通して、さらに活力あ

る宮崎を創造していきたいと考えております。

○河野哲也議員 観光について、結構時間を

とって質問させていただきました。副読本の作

成のエピソードの一つに、海外から宮崎に来ら

れた外国の方が、子供が向こうからあいさつし

てくれたということに非常に感動して、宮崎の

よさを一遍にわかって、それでもう一度宮崎に

来たいと、そういうエピソードも書かれてあり

ました。知事のおもてなしの心という部分をぜ

ひ推進していただきたいなと要望して、以上で

質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問を終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩
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午後１時０分開議

○井本英雄副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 延岡市選

出、愛みやざき、松田勝則でございます。

先日、延岡市内で第２回「そのまんま趣味の

会」という大会が開催されました。芸事の盛ん

な延岡においても、ジャンルを超えた演者がそ

ろうということはなかなかありません。しか

し、この「そのまんま趣味の会」、さまざまな

分野の芸達者みずからが集い、みずからが舞台

をつくり上げ、演じ、そしてさまざまな演者を

応援するという、いわば文化・芸能の異業種交

流会の体をなしておりました。歌、踊り、語

り、ありとあらゆる人々がこぞってこの梅雨の

間、ひとときを楽しむという、延岡市民にとっ

て何とも言いがたい、温かい気持ちを醸成した

空間となりました。この「そのまんま趣味の

会」なんですが、誕生のいきさつは知事にあり

ました。と申しますのが、知事に接した延岡の

ある女性が、知事から受け取ったそのパワー、

真摯な姿勢に大変感銘を受けまして、「私も何

かできるっちゃなかろうか」ということで、心

に「どんげかせないかん」という旗を立てまし

て邁進し、たった一人で500人の聴衆を集める会

に成長させました。まさに、県民総力戦の精神

が県民の間に開花した一つの事例かと思いま

す。そのように、知事が意識するせずは別とし

て、県民に与える影響は大なることを踏まえな

がら、知事の政治姿勢について伺います。

国政選挙の長い長いトンネルもようやく出口

が見え始めました。県民の関心も再び高まりを

見せております。今議会でも知事の動向が昨年

の秋と同じように注目を集めるのは、これもま

た知事に対する県民の関心度の高さの裏づけで

ある、そのように思います。

さて、この国政選挙に向けて大阪の橋下知事

は、「地方分権の視点から支持する政党を選択

する」というコメントを出されましたが、支持

政党の選択ではなく、知事御自身にはまた立候

補の要請、あるいは政党を問わずに応援の依頼

が殺到しているのではないか、県民の一人とし

てこのように推察いたします。知事、いかがで

しょうか。状況をお聞かせください。

以下、自席より質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今度の総選挙は政権選択選挙でありますこと

から、「各政党はマニフェストを示し、国民に

その信を問うべきである」と、かねてより私は

主張させていただいております。私たち国民

は、その内容を十分に検証し、これからの日本

を託す政党を選ばなければならないと考えてお

ります。

なお、私に対する立候補の要請や他の候補者

の応援依頼についてでありますが、現在のとこ

ろございません。〔降壇〕

○松田勝則議員 次に、今議会、議案第６号と

して提出された「知事の退職手当の特例に関す

る条例」、50％減額の根拠についてお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） まず、知事の退職手

当を50％減額する理由についてでありますが、

現在、知事の退職手当の減額を措置している14

道府県の状況は、具体的には、７県が不支給、

支給していない、１府が50％減額、６道県が50

％未満の減額という状況です。また、厳しい社
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会経済情勢や、本県の厳しい財政状況等々をか

んがみまして総合的に判断し、50％の減額とさ

せていただいたところです。

○松田勝則議員 県財政をおもんぱかっての減

額、それはよくわかりました。ただ、50％とい

う根拠、１府が大阪府ですね。そうしますと、

どうしても50％ということが大阪府の橋下知事

を意識しての算定ではないかと思ってしまうん

ですが、どうでしょうか、知事。

○知事（東国原英夫君） 先ほど申し上げまし

た14道府県のほぼ平均をとったということでご

ざいます。御理解いただきたいと思います。

○松田勝則議員 平均値の50％という答弁でし

たね。そうしますと、次に、提案になります。

知事が今回、50％をお返しになるということな

んですが、あえて100％おもらいになって、そし

て政治家の立場を離れたときに、それを積み立

てしておいて、県民のために基金としてお使い

になる考えはないか。例えば、育英基金であり

ますとか、福祉、障がい者に対する基金、ある

いは、知事が構想しておられました芸能スクー

ルを創設するような基金、こういった形とし

て、知事が御自分の意を100％反映できるような

基金としての使い方、選択肢はなかったのか、

知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 現職のまま基金を積

み立てるということは寄附行為に当たりますの

で、これはできないことでありますが、議員御

指摘のように、やめてから―これは１期でや

めろとおっしゃっているのか。２期まで続いた

場合には、退職金が満額ということは約8,000万

でございますから―それを基金に積み立てて

県に役立てる、そういう御提案だと認識しまし

て……。現時点では、減額分あるいは退職満額

分で基金を創設することは考えておりません

が、減額で得られた財源というのは一般財源化

されますので、これは大変貴重なものではない

か、今の財政状況厳しい折、県に少しでもお役

に立てるんじゃないかと考えております。

○松田勝則議員 県に対する思い、大変ありが

たく思っております。きのう井上議員の質問で

もありましたように、松形知事の例をとるまで

もなく、私は、１期でやめろなんてことはさら

さら申しておりません。ぜひぜひ、２期、３期

続けていただきまして、それを積み立てた額を

退職のお祝いとして県民にかえって披露すると

いう方法もあったのではなかろうかな、このよ

うに思っております。

続きまして、知事が今回のこの議案を提出さ

れた反面、他の特別職との兼ね合い、あるいは

県内市町村の首長さんへの影響、どのようなも

のを考えていらっしゃるのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 続きまして、御指摘

の他の特別職への影響等についてであります

が、知事の退職手当の見直しにつきましては、

あくまでも私のマニフェストに係る対応であり

まして、他の特別職とは切り離しております。

また、県内市町村長への影響につきましては、

既に４名の市長及び町長さんが退職手当の減額

を行っておられますが、それら以外の市町村長

においては、現在のところ、減額等を行うよう

な動きは見られません。ちなみに、知事の退職

手当の減額を措置している14道府県の市町村に

おける状況を聞き取り調査しましたところ、こ

れら道府県内でも市町村への影響は特にないと

いうことでございます。いずれにいたしまして

も、退職手当のあり方については、それぞれの

市町村長、首長さんがお考えになることで、地

域の事情などを踏まえながら、独自に判断され
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るものだと考えております。

○松田勝則議員 では、影響はない、それぞれ

の退職金はそれぞれの首長の独自の判断による

ものということで理解をいたしました。

続きまして、私は、先ほど申し上げましたよ

うに、「知事は、ぜひこの退職金を100％もらっ

てしかるべきだ」、このような声を多くの

方々、県民の皆様からいただいております。昨

日の夜に放映されました―これはＴＢＳでし

たか―「秘密のケンミンＳＨＯＷ特別版」

で、知事は宮崎県代表といたしまして、いつも

のように県産品の紹介、販路拡大、そして宮崎

県のＰＲをしていただきました。まことにあり

がとうございます。私は、知事ほど宮崎県勢に

尽力をされた知事はいないんじゃなかろうかと

思います。県産品の紹介、そして観光客の誘

致、メディアでの宮崎のＰＲ、この八面六臂の

働きは、その評価は温度差があるとはいえ、ま

さに県民のだれしもがその頑張り方、奮闘努力

には敬意を払うところであります。まさに神武

天皇以来、この日向の国が生んだ英雄の一人と

して、このままいけば、本県の歴史に名を残す

ことは間違いありません。先ほど、ふるさと納

税の話もありましたけれども、ですから、100％

受け取ってもしかるべきではなかろうかと思い

ます。そうはいいながら、この経済状況をかん

がみ、そしてこの時期に県民に御自分の懐を分

け与えるという姿勢はよく理解ができました。

そうしますと、県民の多くが求めるように、知

事は県にもっともっと尽力をする、すなわち、

きのうから断言していらっしゃいますように、

国政への進出はあり得ないということを裏側に

とれば、このまま県に残って、まだ今後も続投

されるというふうに考えてよろしいのか、２期

目以降の続投について知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） あり得ないとは申し

ておりません。今のところ考えていないという

ことでございます。２期目以降についてであり

ますが、私はまだ１期目の折り返しを過ぎたと

ころであります。いつの日か、東征に向かうか

もしれませんが、今議会でも申し上げておりま

すが、私は今後とも、県民の皆様とのお約束で

あるマニフェストの達成に向けて、与えられた

任期を全うすべく、一日一日を全身全霊を傾け

て県政運営に邁進してまいる所存でございま

す。

○松田勝則議員 神武御東征も突然やってき

た。それで日向につきいれもちの風習が残った

わけでありますけれども、その東征の突然来る

ことも想定しながら、私たちは県政に当たりた

い、このように思います。父の日が近づいてま

いりました。いわゆる県民の父として、家族で

ある、ファミリーである宮崎県民に誠意ある姿

勢を示しながら、ますますの御活躍を祈りなが

ら、次の質問に移らせていただきます。

続きまして、駅の利便性向上について伺いま

す。

すなわち、県内の駅のバリアフリー化につい

てであります。最近、県北では駅の利用につい

て、こんな現象が見られるようになりました。

延岡市には特急列車がとまる駅が２つありま

す。延岡駅、南延岡駅です。ところが、高齢者

や体の不自由な方々が宮崎方面に赴くとき、地

元の駅から乗車をせず、わざわざ隣の日向市の

駅を利用されるといった光景を多く見受けるよ

うになりました。これは、延岡駅、南延岡駅と

もにバリアフリー化ができておらず、階段の上

り40段、下り40段が困難なために、延岡からわ

ざわざ30分かけてでも日向市の駅に行く。延岡

の高齢者の方、体の不自由な方は、こんな苦労
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をされている人が少なくありません。

バリアフリーがおくれているのは延岡だけで

はありません。県内主要駅の利用者数は１位が

宮崎駅です。あと順を追ってみました。南宮崎

駅、延岡駅、都城駅、日向市駅、そして南延岡

駅、この中で、エレベーター、エスカレーター

が設置されているのは、宮崎駅、そして日向市

駅、このエリアから漏れておるのは宮崎空港

駅、この３駅にとどまっております。地方公共

交通の利用促進を推し進める中で、交通弱者へ

の支援が大きく叫ばれております。その前には

まず、肝心のステーションの整備が急務かと思

います。都城ももちろんですが、特に他県から

のビジネスマンの利用も多い延岡、南延岡の駅

の利便性の向上は、企業誘致の観点からも不可

欠の要素ではないか、このように思っておりま

す。エレベーターの設置につきまして、県の見

解を伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 県におきまし

ては、毎年、県内の市町村とか経済団体等から

鉄道に関する意見等を取りまとめまして、ＪＲ

九州に要望を行っているところでありまして、

その中で、延岡駅、南延岡駅へのエレベーター

の設置につきましても要望しているところでご

ざいます。延岡駅の１日当たりの利用者数

は2,800人程度、南延岡駅が1,600人程度ありま

すけれども、ＪＲ九州におきましては、現在、

１日当たりの利用者数5,000人以上の駅を優先し

て整備を進めているというふうに聞いておりま

す。県といたしましては、県内鉄道の利用促進

を図りながら、引き続き、駅舎などのバリアフ

リー化に向けた働きかけを続けてまいりたいと

いうふうに思っております。

○松田勝則議員 県北延岡でも高架のうわさは

出ておりますが、まだまだ遠い先のことになる

かと思います。今、部長がお示しになりまし

た、ＪＲの推進する5,000人以上の駅となります

と、これは１日の利用者数9,000人の宮崎駅しか

ありません。第２位の南宮崎でさえ4,000人の利

用者数です。そうしますと、ＪＲの推進を待っ

ていたら、ある意味、未来永劫、この宮崎県に

は駅のバリアフリーは回ってこないんじゃなか

ろうかと思います。やはりそれは、県がもっと

もっと連帯を持ってＪＲに、各方面に働きかけ

る姿勢が大事かと思いますが、部長、いかがで

すか。

○県民政策部長（高山幹男君） ＪＲ九州にお

きましては、いわゆるバリアフリー新法に基づ

きまして、その基本方針を踏まえまして、国と

か地方自治体の補助を受けながら、順次、駅舎

のバリアフリー化を進めているとのことであり

ますが、現在のところ、利用者が5,000人以上の

九州内の駅のうち、２割程度が未整備の状況で

ありますことから、まずはこれらの駅を優先し

て行いたいということでございます。県といた

しましては、県内鉄道の利用促進を図りなが

ら、引き続きＪＲ九州に対しまして、地域の実

情を訴えながら整備を働きかけてまいりたいと

いうふうに思っております。

○松田勝則議員 インフラ整備のおくれは、道

路だけでなく鉄道の分野においても、県北は大

きくおくれをとっております。国土交通省鉄道

局が示します交通施設バリアフリー化実施要綱

でも、やはり5,000人以上の駅に対しての補助で

ございます。やはりここは県が音頭をとって、

強く要望されるよう希望いたしまして、次の質

問に移ります。

続きまして、児童の虫歯予防につきまして福

祉保健部長に伺います。

６月４日は「虫歯の日」でした。本県の子供
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たちの虫歯率、いわゆる虫歯成績はどうだろう

かと思いまして、厚生労働省の全国の虫歯の成

績推移データを見てみました。順位でいきます

と、３歳児では、平成15年が全国47都道府県の

うち43位、16年41位、17年40位、18年38位、19

年が39位と、低迷しております。また、本県の

医療費を見ますと、宮崎県と宮崎県国民健康保

険団体連合会がまとめました平成19年度の国民

健康保険事業状況、これによりますと、平成19

年度の全体の国保医療費は、３歳未満の幼児で

は、全体の医療費17億8,465万円に対し、歯科に

かかわるものは1,674万7,000円、比率にすると

約１％です。これが全体の統計になります

と2,130億3,771万8,000円、そして歯科治療にか

かわる金額は95億4,707万円、パーセントで4.5

％に増大いたします。この増大率、決して看過

はできません。医療費の抑制は家計にも直結し

ますが、医療予防の分野では、虫歯予防は効果

を上げやすいとも聞きます。県は子供の虫歯予

防に対しどのような策を講じているのか、お伺

いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） ただいま全

国の順位の話がありました。本県の３歳児１人

当たりの平均虫歯本数は、年々減少を続けてい

るところでございますけれども、平成19年度

は、全国平均１人1.00本に対しまして、宮崎県

は1.58本となっております。県といたしまして

は、市町村の虫歯予防事業への補助によりまし

て、乳幼児に対する定期的なフッ化物塗布や、

保育所、幼稚園、小学校、中学校でのフッ化物

洗口と、歯の健康教育を推進しているところで

ございます。また、毎年、３歳児歯科検診を受

診した幼児とその母親を対象に、「母と子のよ

い歯のコンクール」を開催しているほか、平

成20年度にはフッ化物応用を普及啓発するため

のＤＶＤを作成し、県内の保育所、幼稚園、小

学校等に配布するなど、虫歯予防の広報啓発に

取り組んでいるところでございます。

○松田勝則議員 ただいまフッ化物という言葉

が出てまいりました。フッ化物、弗素なんです

が、フライパンのテフロン加工している弗素と

いう物質、これの有効性について県はどのよう

に考えているのか、福祉保健部長、見解をお聞

かせください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） フッ化物利

用の有効性につきましては、平成15年に国が策

定しましたフッ化物洗口ガイドラインにおい

て、フッ化物洗口は、特に４歳児から14歳まで

の期間に実施することが、虫歯予防対策として

最も大きな効果をもたらすことが示されており

ます。こうしたことを踏まえまして、県といた

しましては、「健康みやざき行動計画21」の中

で、フッ化物洗口を実施している施設の数をふ

やすことを目標項目としておりまして、平成21

年３月末現在、目標値を上回る218施設―目標

値は平成24年で200施設という目標値でございま

したけれども―がフッ化物洗口を導入してい

るところでございます。今後とも、乳幼児期、

学童期等の虫歯予防のためのフッ化物洗口など

を、積極的に推進してまいりたいと考えており

ます。

○松田勝則議員 ４歳から14歳というガイドラ

インがありますが、まさしく乳幼児期、学童期

になります。では、本県の学校の教育現場では

どのように歯の健康、虫歯予防のための取り組

みをしているのか、教育長、お聞かせくださ

い。

○教育長（渡辺義人君） 学校における「歯・

口の健康つくり」に関する指導につきまして

は、虫歯の予防を含め、みずから学び、みずか
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ら実践する力を総合的にはぐくむ内容であるこ

とが大切であると考えております。そのため、

本県の小中学校におきましては、児童生徒の発

達段階に応じて、自分の歯・口の健康状態を知

り、正しい歯磨きや歯によい食生活などについ

て、保健や学級活動、給食の時間など、学校教

育活動全体を通して指導しているところであり

ます。また、虫歯予防につきましては、家庭の

役割も大きいものがございますので、保護者と

十分連携しながら、その取り組みを進めている

ところであります。以上です。

○松田勝則議員 学校サイドでは、歯の健康、

虫歯予防に弗素が有効であるという認識を持っ

ていらっしゃるということですね。しかし、県

内の小中学校での取り組みを見ますと、わず

か11校というデータをいただきました。しか

も、自治体で見ますと、美郷、川南、木城、西

米良のエリアに限定されています。そして、そ

の導入をした後の推移のデータもない。いささ

かがっかりいたしました。学齢期は、乳歯から

永久歯に交換する時期であり、虫歯の多発する

時期でもあります。罹患すると自然治癒は望め

ず、歯が抜ける原因の過半数を占めることから

考えても、生涯にわたる歯の健康を守るため

に、学校現場で公衆衛生上の予防措置をとるこ

とは大変重要であることには変わりありませ

ん。本県の学校におけるフッ化物洗口のますま

すの推進が考えられないものか、教育長にいま

一度お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 小中学校における

フッ化物洗口につきましては、厚生労働省の

フッ化物洗口ガイドラインに示されております

ように、各市町村の判断におきまして、学校、

保護者、学校歯科医等の十分な理解を得まして

取り組まれるものと考えております。以上で

す。

○松田勝則議員 市町村の判断によるというこ

とですが、市町村の判断に任せているから学校

の導入率が悪いんじゃなかろうかと思います。

ぜひ、これは県が音頭をとりまして、他県で大

きな効果を上げている弗素による虫歯予防の推

進に尽力をいただきたい、このように思ってお

ります。

続きまして、食料自給率の向上につきまして

伺います。

次期衆議院選挙を目前に、政権を争う自民、

民主両党のマニフェストづくりが本格化し、と

もに第１次産業への政策の打ち出しに腐心して

いる様子が伝わります。食料自給率10％向上の

かけ声がようやく形になろうかという感じです

が、今回、国の補正予算では、農林水産業は過

去最大の１兆円を確保し、麦、大豆、米粉、飼

料用米への支援に100億を超す財政が充当されて

います。また、米の生産調整、減反の見直しは

見送られましたが、17日の参議院本会議におい

て、農地を借りる規制を大幅に緩和する改正農

地法が可決いたしました。企業の参入など農業

のビジネス化も含んだ農地利用の促進で、日本

農業の活性化に期待が寄せられます。食料自給

率の向上は、農業を基幹産業とする本県にとっ

てまさに密接した課題ですが、改正農地法の成

立もあり、耕作放棄地への取り組みが注目され

るところです。まずは県内の耕作放棄地の現状

を伺いたいのですが、この値につきましては、

先ほど河野議員の説明の中でちょうだいいたし

ました。

次に、今回の農地法の改正は、農地を借りて

農業に参入する企業の増大で、新たな雇用や農

業の担い手がふえることを期待しております。

そのような背景の中、耕作放棄地の解消や整備
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に向け、国からはどのような指示があり、それ

に対してどう対応しているのか、農政水産部長

に伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 国におきまし

ては平成19年に、「平成23年度を目途に農業上

重要な地域を中心に耕作放棄地を解消する」と

の方針を決定し、目標達成に向けた各種施策に

重点的に取り組んでいるところでございます。

具体的には、耕作放棄地を１筆ごとに把握し、

今後の利用方法等を明らかにする「耕作放棄地

全体調査」をすべての市町村で実施するよう指

示し、これを受けまして、県においても本調査

が着実に進むよう、市町村・農業委員会への指

導を行っているところでございます。また、平

成20年度、21年度の国の当初・補正予算では、

耕作放棄地対策として総額381億円の予算措置が

なされており、本県においても積極的な活用が

求められているところでございます。本県とい

たしましても、事業の効果的な推進に努めてま

いりたいと考えております。

○松田勝則議員 総額381億円の予算が措置され

ているということで、まさに本県でも、いち早

くこの予算のめどをつけてお使いいただきた

い、このように思います。

耕作放棄地の解消を飛ばしまして、では、食

料自給率を上げるために、中山間地域で何が問

題かということに視点を当ててみました。有害

鳥獣の駆除ということが真っ先に出てまいりま

す。その中で何よりも一番大きな問題になって

いるのが、シカの被害であります。年に１回繁

殖していたシカが、最近では年に２回の繁殖さ

え遂げている。かなり数が増大しております。

これは、農作物だけではなく、林業―ヒノ

キ、杉を植えてもすぐにシカに食い荒らされて

しまうということで、大変大きな負担となって

おります。その中で、今、本県では、シカの捕

獲に対する補助金が5,000円ということなんです

が、ハンターの方々も、御自分の狩猟ではな

く、有害鳥獣の駆除という観点で生き物の命を

奪うときに、やはり大きなストレスを感じてい

ます。そして、その対価が5,000円ということで

は、なかなか狩猟の意欲もわかないという声を

聞いております。イノシシより安価なシカの捕

獲のために、捕獲報奨金の引き上げが効果的で

あるのは言うまでもありません。追加補正予算

には、特定鳥獣適正管理支援事業で特にシカが

掲げられていますが、助成金の増額について環

境森林部長の見解を伺います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） シカの有害捕

獲につきましては、農林作物の被害を防止する

ために、市町村と連携しまして、１頭当た

り5,000円を現在、助成しております。しかし、

今、議員も話されたように、近年、シカの生息

数と被害額が急激に増加しておりますので、シ

カの適正な保護管理のため、特定鳥獣適正管理

支援事業を今議会の追加補正予算としてお願い

しているところでございます。この事業では、

広範な地域で捕獲を行うことなど、捕獲班の負

担を考慮いたしまして、１頭当たり8,000円を市

町村と連携して助成することにより、捕獲の促

進を図ってまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 5,000円が8,000円に引き上げ

られるということで伺いました。8,000円に引き

上げの効果がどう出るかは今後の検証によるか

と思いますけれども、せっかく生き物の命をい

ただくからには、そのシカ肉を、自家消費だけ

ではなく商品化するなどして有効に活用できれ

ば、助成金とは別の形で捕獲の助けにもなるか

と思います。シカ肉の活用について県は検討で

きないか、環境森林部長、いま一度お願いいた
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します。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 捕獲しました

シカにつきましては、シカ１頭当たりからとれ

る肉の量が少ないこととか、あるいは年間を通

して安定的な供給が難しいことから、そのほと

んどが自家消費にとどまっている現状でござい

ます。しかしながら、最近、シカ肉を資源とし

て地域活性化に生かそうという発想から、ソー

セージなどの加工品やレストランでメニュー化

する取り組みが見られるようになっておりま

す。シカ肉の有効活用には、安定供給や解体・

加工処理、魅力ある商品開発などの課題もあり

ますので、活用方策につきましては、関係機関

と連携を図ってまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 大分県では、野生のイノシシ

やシカの肉は食用として活用されているわけな

んですが、さらに進めて本年度から、シカの

肉、イノシシの肉にトレーサビリティーを導入

しました。つまり、狩猟から加工までの記録を

表示して消費者の安心感を高め、消費の拡大を

ねらいます。ひいては、捕獲促進につなげるわ

けですが、農商工連携の観点からも本県でも検

討いただきたいと思います。

続きまして、食料自給率のアップということ

で、今度は漁村のほうに目を移してみます。県

北は、まき網漁が大変な不漁に悩んでおりま

す。この件は割愛をいたしますが、漁業界全体

を見ますと、漁業従事者、皆さんが危惧してい

らっしゃることがあります。燃油の高騰です。

昨年の燃油の高騰は、船の燃油を頼りとする漁

業者にはかつてない打撃を与え、昨年７月の全

国一斉休業という行動を巻き起こしたことは記

憶に新しいところです。杞憂に終わることにこ

したことはありませんが、漁業者が燃油の価格

の動向に敏感になっている中、もし燃油の高騰

がまたぞろ去年のように一挙に来た場合、本県

はどのような対応を考えているのか、農政水産

部長に伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 燃油価格の先

行きは、引き続き不透明な状況にございますけ

れども、急激な燃油価格の上昇に対しまして

は、燃油費増加分の最大９割を国が補助します

省燃油操業実証事業等の活用により対応が可能

であると考えております。また、長期的な燃油

価格の動向に対しましては、県や関係団体から

成ります協議会を通じまして、省エネルギー・

低コストな操業への転換と水産物の高付加価値

化、魚価の向上を図るための多様な販路開拓等

の取り組みについて、漁業者等に指導・支援を

行っているところでございます。

○松田勝則議員 先ほどの有害鳥獣の駆除に対

しまして、自衛隊をという声も一部では聞かれ

るようですが、漁業関係者は、御自分たちの仕

事に対して、経済行為だけではなく国防である

という意識を持っていらっしゃいます。毎日、

危険を冒して海へ出、そして漂流物等を片づ

け、さまざまな監視をし、潮目を見る。こう

いった方々が必死で、漁業日本一の自負を持つ

宮崎県の海を守っていらっしゃいます。不作の

場合は、やはり範囲のことでありますとか、そ

の被害エリアが広いということで対応が早いの

ですけれども、不漁あるいは燃油といった問題

に対しまして、県の対応は決して早いとは思っ

ておりません。さまざまな問題があり、また来

年春には県下漁協の一斉の統一が図られる中、

不安要素が累積している漁業界に対して、なお

一層の尽力―そしておわかりのように、漁業

関係者はやはり何度も何度も足を運んで、せっ

かくいい制度があっても、理解していただくに

は時間がかかります。その労を惜しむことな
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く、国からせっかく―あるいは県が用意した

すばらしい施策があるのでしたら、漁業者に理

解をいただくまで説明を繰り返す御努力をいた

だきたい、このように思っております。

次の質問に移ります。県北の道路整備です。

毎回、質問のたびに取り上げております県北

の道路整備なんですが、今回は延岡市土々呂町

の渋滞について質問いたします。門川町と境を

接する延岡市土々呂地区の渋滞が30年この方、

解消されておりません。国道10号線の通勤時の

渋滞は、ひとり国道の渋滞だけにとどまらず、

平行して走る県道49号線、つまり北方土々呂線

の狭い車線にまで車両があふれ、地域住民の生

活、とりわけ通学する児童生徒の登下校の安全

を脅かす状態になっております。地元の土々呂

地区、伊形地区では、高齢者の方々が中心と

なって子供たちの安全パトロール隊を結成し、

毎朝毎夕、まさに道路に張りつくような形で安

全確保に当たっていただいております。私もた

まに参加をいたしますが、雨も風も暑さも北風

も苦とされないその献身的な努力には、ただた

だ頭が下がる思いです。国道10号線、混雑時は

渋滞し、一寸ずりが続きますが、その国道10号

線を嫌い、狭い県道に流れ込んだ通勤車両

が、30キロ規制のある県道を60キロ、70キロと

いったスピードで突進する箇所もあり、危険き

わまりない光景が日常茶飯事のように展開され

ています。幾度となくこの議会で取り上げられ

ております延岡の南の玄関口、土々呂地区の交

通渋滞に向けて、国道10号、県道49号北方土々

呂線の現状を県はどう認識し、その解決に向け

た取り組みはどうなっているのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 国道10号及び

県道49号北方土々呂線についてであります。

土々呂地区につきましては、特に朝夕の通勤時

間帯に慢性的な渋滞が発生しております。この

ため国におきまして、国道10号と県道遠見半島

線との交差点部に右折レーンを設置することと

しまして、現在、用地買収が進められておりま

す。また本年度からは、新たに土々呂漁港入り

口交差点におきましても、同様に右折レーンを

設置するため用地買収に着手されたところであ

ります。一方、県としましては、平成18年度か

ら、地元代表の方々や延岡市と意見交換を行い

ます道路問題懇談会を開催してきておりまし

て、その場におきますさまざまな御意見や、本

年度延岡市が行う予定の都市計画道路の見直

し、こういったことを踏まえながら、県道北方

土々呂線を含む周辺道路網のあり方について検

討してまいりたいと考えております。さらに、

現在事業中の東九州自動車道及び国道10号延岡

道路が全線開通しますと、この土々呂地区の渋

滞緩和に大きく寄与するものと考えておりまし

て、今後とも、国等と連携して、課題解決に向

けた取り組みを行いたいと考えております。

○松田勝則議員 今の答弁の中で、ポイントが

東九州自動車道の完成ということにあるんです

が、その東九州自動車道の利用アップに伴って

この地域の渋滞が増す結果となっております。

延岡南道路は、国道10号線のバイパスとしてい

ち早く供用されたものですけれども、延長は6.1

キロです。そのうち有料区間はわずか3.8キロ、

この距離に対して250円の料金の割高感が利用者

に敬遠をされ、南下する車両はその手前の延岡

南インターでこぞって下車し、国道に、県道

に、そして農道にと、怒濤のごとくあふれ出し

ておりました。250円の課金が引き起こす一斉下

車現象は、土々呂地区だけではなく、伊形や

一ヶ岡団地の朝夕の静寂を打ち破り、先ほど述
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べた交通戦争状態を引き起こしております。

これに対応し、この１月21日から、自動料金

収受システム、すなわちＥＴＣを搭載した普通

車の通行料金が値下げをされました。週末や通

勤割引時間帯などで現在の250円から150円へ

と、100円の割引がされました。料金値下げの対

象はＥＴＣ搭載の自動車とバイクです。料金

が150円となりますのは、普通・軽自動車とバイ

クで、土日祝日と平日の午前０時から４時、い

わゆる深夜割引時間帯、午前６時から９時、午

後５時から８時の通勤割引時間帯が対象です。

平日のほかは200円に割引をされておるわけで

す。ところが、その措置にもかかわらず、地元

では県道、国道に流入する車両の軽減感は感じ

られておりません。いわば東九州自動車道が完

成され、利用度が上がったとしたならば、なお

のこと、この料金所がある限りは、一般道に流

れ込む車はふえるのではなかろうか、このよう

な危惧がございます。延岡南道路におきまし

て、現行のＥＴＣ料金の割引の実施に加えて、

県として、さらなる料金の割引とか、ＥＴＣの

未搭載車に対する割引について独自の対策を講

じることはできないか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 延岡南道路の

さらなる料金割引につきましては、県が負担す

るなどの独自の対策を講じることは困難である

と考えております。なお、当該道路におきまし

ては、議員のお話にありましたように、ことし

１月にＥＴＣの運用が開始されまして、３月か

らもろもろの割引、ＥＴＣ料金の引き下げが実

施をされているところであります。これにより

まして、当該道路の交通量も増加をしておりま

して、料金引き下げの効果があらわれてきてい

るところであります。また今後、東九州自動車

道のネットワークが順次整備されていくことに

よりまして、さらに現道の国道10号からの交通

が転換していくものと考えております。このよ

うなことから、県としましては、東九州自動車

道の早期完成について、引き続き国に対して強

く働きかけてまいりたいと存じます。

○松田勝則議員 今述べております国道10号

線、県道49号線は、もう一つ大きな悩みを抱え

ております。土々呂地区を西から東に貫き、国

道、県道をかいくぐって日向灘に流れ込む浦上

川、この川が増水をいたします。わずか延長６

キロにも満たない小さな川なんですが、平成16

年以来、去年を除きまして、台風時には必ず増

水し、国道、県道はもちろんのこと、日豊線ま

で冠水して交通を遮断いたします。平成19年７

月の台風時にはすべての交通が麻痺し、大きな

障害となったことは記憶に新しいところです。

浦上川の問題も議会で再三取り上げられており

ます。しかし、全く改良されておりません。こ

の川の増水問題の原因は何でしょうか。県はど

う認識し、今後どう解決しようとされているの

か、さらには強制排水、ポンプなどの設置の可

能性はないか、延岡市民の声はどう県に響き、

延岡市民の声にどうこたえるか、県土整備部

長、お聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 浦上川でござ

いますけれども、この流域につきましては、標

高が低うございます。海に近いために、大雨が

降りますと排水がうまくいかずに、道路等の冠

水が発生をしております。県では、家屋や道路

等の浸水被害の軽減を図ることは重要であると

考えております。そういったことから、浦上川

につきましては、河口から約500メートルの区間

につきましては、河川改修を完了したところで

ございます。しかしながら、残りの区間につき



- 149 -

平成21年６月19日(金)

ましては、用地買収が困難な箇所がありまし

て、改修が進められない、そういう状況にござ

います。また、ポンプ設置の可能性につきまし

ては、浦上川の支川あるいは排水路は県の管理

ではないということから、県でのポンプ設置と

いうのは困難と考えております。浦上川周辺の

道路冠水対策につきましては、河川改修だけで

の解決は困難であるというふうに考えておりま

して、今後、浸水状況の詳細な把握などを含め

まして、基礎的調査を行いまして、国あるいは

延岡市等と調整を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○松田勝則議員 浦上川は、管理が延岡市と宮

崎県の２つにわたるという川であり、何だか聞

いていて責任のたらい回しのような感がしてな

りません。当初予算にも調査費を計上している

と伺っておりますが、さっき部長がおっしゃい

ました基礎的調査、これは必ず着手されるもの

と確信してよろしいでしょうか。部長、お聞か

せください。

○県土整備部長（山田康夫君） 今年度、調査

を実施いたします。

○松田勝則議員 わかりました。今後の進展に

期待をいたします。

最後になります。県立病院のあり方について

伺います。

昨年来の延岡病院、日南病院の医師退職問題

は、市民の皆様の御苦労もあり、落ちつきを見

せています。まことに敬意と感謝の意を表する

ばかりです。さて、地域医療の中核をなす県立

病院３院の判断がいよいよ今年度いっぱいとな

りました。地方公営企業法の全部適用を受け

て、平成19年度から評価委員会を交えての経営

改善の取り組みが始まり、いよいよ本年度は経

営形態の検討に着手し、その最終結論を出すと

きを迎えております。いや、２月議会での議決

を考えますと、その前には結論が出なくてはい

けない、県にとってはシーガイア問題に匹敵す

る大変大きな判断かと思います。県立病院経営

形態検討委員会の分科会委員の公募が始まりま

した。宮崎、日南、延岡の各病院に２人ずつと

いうことですが、現在の応募状況はいかがで

しょうか。病院局長、お願いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 分科会委員の募

集期間を６月８日から26日までとしております

が、これまでに電話によるお問い合わせが数件

あっているところで、現段階では正式な応募は

ございません。現在、県庁ホームページや病院

局ホームページ、あるいはメディアを利用した

県政番組等で周知を図っているところでありま

す。県民の皆様におかれましては、積極的に御

応募をいただきたいと考えております。

○松田勝則議員 これだけ県民の関心の高い事

案に対しまして分科会の応募者が今のところゼ

ロというのは、いささかがっかりいたしまし

た。病院局長、いま一度伺いますが、２名ず

つ、計６人の分科会に応募者がゼロであった場

合、どのように対応されますでしょうか、お聞

かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） そういう形にな

らないように今、周知に努めております。仮に

応募者がなかった場合でございますけれども、

関係団体等に、医療を受ける立場の代表として

適任者を推薦いただきまして、決定したいとい

うふうに考えております。

○松田勝則議員 わかりました。そのような形

で分科会を成立させるというふうにとらえまし

た。

さらに、この委員会に分科会を設置する目的

を伺います。また、分科会の意見は検討委員会



- 150 -

平成21年６月19日(金)

においてどのように反映されるのでしょうか、

病院局長、お示しください。

○病院局長（甲斐景早文君） 経営形態の見直

しに当たりましては、医療を提供する立場や医

療を受ける立場の代表、さらには経営等の専門

家、学識経験者や関係機関など、幅広い分野の

方々から成る検討委員会を設置いたしまして、

医療と経営の両面から、病院ごとにふさわしい

あり方について検討を行うこととしております

が、病院の収支の状況やその他の運営状況、圏

域の医療事情等を総合的に勘案しながら、より

地域の実態に即した検討を行うために、それぞ

れの病院ごとに分科会を設置するものでありま

す。この検討委員会には、各分科会の代表が委

員として参加するため、分科会の意見をもとに

検討委員会としての意見がまとめられるものと

考えております。

○松田勝則議員 おっしゃるように、病院ごと

にふさわしいあり方を求めるということです

が、極端な言い方なんですけれども、３つの県

立病院が最終的にはそれぞれ違う形、すなわち

４つの選択肢がありました。１、現在のまま県

病院として運営する、２、地方独立行政法人、

３、公設民営化、４、民間移譲といった、異

なった経営形態になり得ることも当然あると理

解してよろしいでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 議員御指摘のと

おり、各分科会での検討の結果が異なる場合も

想定されるわけでございますけれども、検討委

員会では、各分科会で得られた結果を踏まえま

して、本県医療の確保・向上の視点から総合的

にさらに検討を行い、持続的、安定的な医療を

提供するにふさわしい経営形態を選択し、病院

局に報告していただくこととしております。各

分科会での検討の結果を検討委員会としてどの

ように報告をまとめられるかについては、委員

会の中で総合的に検討されるものというふうに

考えております。病院局といたしましては、検

討委員会からいただいた報告をもとに、医療と

経営の両面から検証を行いまして、ふさわしい

経営形態を選択してまいりたいと考えておりま

す。

○松田勝則議員 続きまして、今議会に提出さ

れました追加補正予算について伺います。県立

病院高度救急・周産期医療対策事業として５

億9,985万円もの追加補正予算が計上されており

ます。県立３病院における高度救急医療・周産

期医療体制の充実を図るための医療機器の更

新、そして購入が目的とされておりますが、患

者の獲得と高度医療のために、この６億円はど

のような機器に使われるのか。

一例があります。私は、聴覚の障がいを持つ

お子さんのお母さんからこんな話を聞きまし

た。宮崎県の県病院には赤ちゃんの聴覚を調べ

る器械がないというんです。新生児のうちにき

ちんとした検査を受けていれば、補聴器の完備

等々で特別支援学校ではなくても普通クラスに

通学できるケースが多いはずだということでし

た。その器械、よほど高価な器械かと思いまし

たら、１台が300万円程度だそうです。このよう

な病院機器に対する要望もある中で、今回の医

療機器は果たしてどのようなものが更新され、

また新たに購入される予定があるのか、病院局

長、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 事業費合計の５

億9,985万円でございますが、まず、更新につき

ましては、主に脳や心臓の血管造影検査や血管

内治療を行うために県立３病院に設置する予定

の、いわゆる血管造影装置、アンギオ等でござ

いまして、これが５億6,940万円でございます。
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それから、新規購入につきましては、ただいま

議員からも御指摘がありましたけれども、新生

児の聴覚障がいの早期発見を行うために、やは

り県立３病院に設置する予定であります新生児

聴覚検査装置、いわゆるＡＡＢＲでございま

す。こういった経費で3,045万円というふうに

なっております。

○松田勝則議員 約６億円の追加補正予算です

けれども、医師獲得、医師の招聘には、県民、

そして医師が求める機器の充実も必要不可欠か

と存じます。このような機器を十分に活用いた

だきまして、県病院のさらなる発展に努めてい

ただきますよう希望いたしまして、私の質問を

終えます。ありがとうございました。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 本日最後

であります。いましばらくおつき合いをいただ

きたいと思います。西都市・西米良村選出、自

由民主党、押川修一郎であります。

けさ、いつものとおり愛犬と散歩しながら、

ふと田んぼの稲を見てみますと、出穂が始まっ

ていました。ちょうど３月の今ごろ定植したと

ころでありますけれども、あと一月もすると、

おいしい地元の山田米が食べられます。とても

おいしいので、今から楽しみにしているところ

であります。また、議会に来る途中、いつも葉

たばこが見えるところを通ってくるわけであり

ますけれども、ことしは今のところ、作柄がよ

いんじゃないかと、素人目でも見ているところ

であります。このことを生産者の河野安幸議員

に尋ねたところ、「ことしはいいどう」と、顔

をほころばせていました。そして、きょうの昼

食の時間にテレビを見ていますと、台風３号が

南シナ海で発生したという情報が流れてまいり

ました。農業にとって自然のいろんな気象条件

に左右されるわけでありまして、今後の進路を

大変心配しておるところであります。

それでは、通告に従いまして質問をいたしま

す。

こちらも心配でありますが、先ほども松田議

員のほうからありました、本議会提案の「知事

の退職手当の特例に関する条例」についてであ

ります。

知事は当初、知事マニフェストに掲げておら

れた、知事退職金の県民満足度による出来高払

い制度の導入によって満足度をはかった結

果、50％減額するということでありました。し

かし、これを一転して、現下の厳しい経済状況

を考慮してのことと、その理由を変えられてお

られます。条例の提案の理由がそんなに簡単に

変わるものかと思いますが、知事自身がみずか

らの退職金を削減されるということは、姿勢と

しては評価しますけれども、しかし、退職金の

問題を、任期を約２年近く残している今、なぜ

唐突に条例改正をされるのか、やらなければな

らないのかということに対して理解に苦しむと

ころであります。この50％削減の条例案の提案

理由、タイミング、削減率について知事にお伺

いをいたしまして、以下、自席で質問させてい

ただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、条例提案の理由及び時期についてであ

ります。知事の退職手当につきましては、私の

マニフェストにおいて、県民の満足度をもとに

した出来高制を導入することとし、私が知事に

就任して以降、検討を行ってまいりましたが、

就任して２年後となることし１月のマニフェス

ト検証会の時点で、大変厳しい課題があるとい

う考えに至りまして、出来高制については断念
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することとさせていただきました。しかしなが

ら、私のマニフェストにおいて知事の退職手当

については見直しを掲げております。また、現

在の厳しい社会経済情勢下において県を挙げて

行財政改革に取り組んでいること等から総合的

に判断して、今回の任期に係る退職手当の額

を50％減額するという結論に至ったところであ

ります。また、県民の皆様との約束であります

私のマニフェストについて、手法は異なるもの

の、できるだけ早く形としてお示ししたいとい

う私の強い思いから、今議会に提案させていた

だいたものであります。

次に、削減率の考え方についてであります

が、現在、知事の退職手当の減額を措置してい

る14道府県の状況、具体的には、７県が支給な

し、１府が50％減額、６道県が50％未満の減額

という状況、また厳しい社会経済情勢や本県の

厳しい財政状況を総合的に判断し、50％の減額

とさせていただいたものであります。以上で

す。〔降壇〕

○押川修一郎議員 引き続き質問いたしますけ

れども、なかなか理解に苦しむわけであります

けれども、去る12日、大阪市内のホテルで開催

された橋下知事の政治資金パーティーに出席さ

れ、その中で、地方分権実現には行動が必要と

訴え、「地方に元気な首長がいる。いつか地方

の反乱が起きるかもしれないので、そのときは

よろしく」と、支援を求めたと言っておられま

すが、いまいち理解に苦しんでおるところであ

りまして、率直にこの意味をお聞かせいただけ

ればありがたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 前回の全国知事会に

おきまして、私は、来る政権選択選挙において

各パーティーマニフェスト（政党のマニフェス

ト）を勘案し、地方分権あるいは公務員改革等

の文言が、全国知事会の要請、要望がきちんと

マニフェストにうたわれた場合、盛り込まれた

場合、全国知事会として政治的なメッセージあ

るいは行動に出るべきではないかという提案を

させていただきました。もし全国知事会の議論

が高まった場合に、これを地方の反乱と私は位

置づけておりますが、そういったことが起こり

得る可能性があるという発言の趣旨でございま

す。

○押川修一郎議員 わかりました。このこと

は、もう３日目でありますから、それぞれいろ

んな議員の方々からも質問が出ておるところで

ありますけれども、こういうことを踏まえなが

ら、軸足が宮崎なのか、あるいは国政なのかと

いうこともあるのかなということも理解をしな

がら、話を進めていきたいと思います。

そういう中で、県内経済は冷え込んでおるわ

けでありまして、できれば退職金を100％もらわ

れて、例えば50％分を県内で消費するような方

向の中でできないものだろうかということを提

案したいと思いますけれども、いかがでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 満額いただいて半分

を県内で消費する―相当な額を消費しなきゃ

いけない。例えば、日常品とか、食、衣、住、

それは今のところ考えておりませんが、今、財

政難の折、これは大切な血税、県民の方々の税

金なので、それをできるだけ有効に使いたいと

いう趣旨で半分に減額して、それを一般会計に

回して財政難に寄与できればという考えを、今

は持っております。

○押川修一郎議員 わかりますけれども、同じ

く県内も冷え込んでおるわけでありますから、

できれば県民が喜ぶような形でこれを使われた

らどうだろうかと思っております。ぜひそうい
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うような方向で、また検討していただければあ

りがたいと思います。

それから次に、かぶりますから、県内の首長

の分においては結構であります。特別職、職員

等への影響をどのように考えておられるのか、

知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 他の特別職や職員へ

の影響につきましては、今回の退職手当の減額

は、あくまでも私のマニフェストに係る対応で

ありまして、切り離して考えております。

○押川修一郎議員 それはわかるわけでありま

すけれども、県のトップであります知事のそう

いう判断の中で、もしこれが半分になったとす

るならば、特別職あるいは職員の方々も、世論

としてはやはり下げざるを得ないような方向に

行くんじゃないかと私は思うんです。できれ

ば、切り離したく何かあるのであれば、ここで

お答えをいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 他府県の場合、職員

の給与減額という措置をされている地方公共団

体もございます。現在、本県におきましては、

職員の一律給与カットということはさせていた

だいておりませんが、この財政難の折、いつか

はそういったことにも足を踏み込まなきゃいけ

ない、そういう状況も考えられます。ですが、

今はあくまでマニフェストにおける私の問題で

ありますので、職員の方の給与とは切り離して

考えていただきたいと思っております。

○押川修一郎議員 わかりました。

それから、今後、知事選挙に出馬する人の予

想でありますけれども、国会議員あるいは元

職、２世の方、知事を含む有名人の方、資産

家、そして政策よりか、そういう給与とか歳費

面の削減をされる人たちのほうが主になって、

政策論争に欠けるのではないだろうかという話

もお伺いをするわけでありまして、注目度のあ

る知事であります。今回そういうようなことを

含むと、もう少し時間をかけてこの問題につい

ては結論を出されてもいいのではないかと思い

ますけれども、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 繰り返しになります

けれども、今回の退職手当の減額というのは、

県民の皆様との私のマニフェストを通じてのお

約束でございますので、できるだけ早く形にし

たいという私の強い思いを条例提案の理由とさ

せていただいたものでございます。昨今の全国

的な首長選挙等々の流れを踏まえますと、みず

からの給与や退職金の減額というのは、今や標

準装備となっておりますので、これは別にし

て、政策というものは、つまり給与とか退職金

の減額というのは、当たり前のようについてい

る条項でございまして、それは切り離して、政

策というところを前面に出して、住民の皆さ

ん、有権者の皆様に問うということが重要かな

と思っております。

○押川修一郎議員 わかりました。そういう政

策論争ができるように、お互いそういう啓蒙を

やっていく必要があるなと思います。後は委員

会のほうで、また議論させていただきたいと思

います。

次に、第22回スポーツ・レクリエーション祭

が、本年10月17日から20日までの４日間、全

国、本県から、選手・役員を含め４日間でおよ

そ12万人が参加し、県内各地、15市町を会場と

して開催されます。この祭典は、気軽にスポー

ツ・レクリエーション活動を楽しみながら交流

を深めようというイベントであり、国民参加型

イベントと言えます。また、開催県では、地域

地域の特色を生かし、余りお金をかけない、気

軽に楽しめる祭典、イベントとして、趣向を凝
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らした開催内容となっております。

本県におきましても、おもてなしの心に満ち

た開催内容が企画されているようであります

が、私は、参加者はもちろん、観覧者、観光客

の方々が一緒になって楽しめるイベントもあわ

せて実施してほしいと思います。実行委員長で

あります知事が、ホームページのあいさつの中

で言われているように、日本一に輝いた宮崎牛

や地鶏、野菜、焼酎など、全国のお客さんに堪

能してもらえる、豊富なおいしい食材が県内各

地にあります。私は、この祭典にあわせて、宮

崎の食材を使った、例えば食のもてなしイベン

ト「日本一宮崎牛焼き肉パーティー」を開催し

てはいかがかと思っております。このことは、

自民党会派の中村幸一議員―現議長でありま

す―が、ことしの２月議会の代表質問でイベ

ント開催を提案されております。観光客の誘

致、産業の活性化、地域の発展にもつながって

いくものと思います。本県が誇る豊富な食材を

生かした食のもてなしイベントを、ぜひ、あわ

せて実施してはどうかと思いますが、知事のお

考えをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 全国スポーツ・レク

リエーション祭は、大会参加者や応援の御家族

を初め、全国の方々に宮崎のすばらしさを発信

する絶好の機会であると思っております。この

ため、各会場で本県の農畜産物を味わっていた

だくほか、特に宮崎牛やみやざき地頭鶏などの

畜産物につきましては、開会式前日に開催され

る楠並木コリドールや開会式会場の周辺で行わ

れる特別行事を活用して、試食・販売等を行う

など、具体的なＰＲ方法について、現在、検討

を進めておるところであります。

さらに本年度から、ＪＡ宮崎経済連が中心と

なって、毎月29日は「肉の日」という消費拡大

キャンペーンを展開しておられますが、これら

と連携を図りながら、今後とも、あらゆる機会

を通じて、本県農畜産物のすばらしさをより多

くの方々に知っていただくために、一層のＰＲ

に励んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういう方向で、ぜひお願いをしておきたいと思

います。

さらに、県内15の市町で交流行事などが開催

されると聞いておりますが、そのような場所で

の活用はないのか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 会場地として予定さ

れている市町では、おもてなしの一環として、

地元料理の提供や郷土料理の振る舞いといった

自主的な取り組みが計画されております。した

がいまして、御提案の件につきましては、各地

域の主催者の意向も踏まえながら、具体的に何

ができるか検討してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 わかりました。成功を願っ

ております。

次に、中山間盛り上げ隊・短期支援隊につい

てであります。

中山間地域では、過疎化や高齢化の著しい進

行により、里道の管理作業や地域行事や伝統芸

能などの維持・運営を行う担い手の確保が大き

な課題となっております。集落で困難な共同作

業を支援するとともに、都市住民と中山間地域

との人的交流を促進し、中山間地域の活性化を

図る取り組みを実施されます事業内容につい

て、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間盛り上

げ隊は、中山間地域におきましてボランティア

活動を行う人材をあらかじめ隊員として登録し

まして、集落等からの依頼に応じて派遣して各
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種活動を支援して、集落の維持・活性化を図り

ますとともに、都市と中山間地域との交流を促

進しようというものでございます。支援の形態

としまして、今御質問にありました短期派遣、

これは日帰りで草刈りや植栽等の活動を行うも

のでありますが、あわせて、長期派遣として中

山間地域に数カ月滞在するものも実施すること

としております。加えまして、県職員が町村役

場に駐在して地域活性化に取り組む県職員派遣

も実施しているところでございます。

○押川修一郎議員 次に、応募状況であります

けれども、現在の人数、男女別、年齢等がわか

れば、あわせて今後の進行についてもお聞かせ

ください。

○県民政策部長（高山幹男君） 応募状況であ

ります。まず短期派遣でありますけれども、既

に第１次隊員を募集しまして、現時点で110名余

りの方が隊員登録を行っております。まず、男

女別でございますが、男性78名、女性33名、正

確に言いますと111名であります。年代別に申し

ますと、40代が一番多くて29人、26％、最高齢

で70代の方が３名いらっしゃいます。そういっ

たことで、今から運営を行う団体等と委託契約

を締結いたしまして、８月ごろから支援活動を

行おうというふうに思っています。あわせまし

て、中長期派遣につきましては、運営を行う団

体と協議を行った上で、具体的な実施方法を決

定することとしております。

なお、県職員派遣につきましては、ことし４

月から西米良村、諸塚村、日之影町の地域振興

部門にそれぞれ１名ずつ職員が駐在いたしまし

て、町村職員とか地域住民の方々と一体になり

まして、地域の活性化対策に取り組んでいると

ころでございます。

○押川修一郎議員 今後の事業については、こ

れから具体的に入っていかれるということであ

りますけれども、団体というのはどういう団体

であって、現在、どのくらい募集といいます

か、手を挙げておられる団体があるのか、あれ

ばお聞かせください。

○県民政策部長（高山幹男君） 運営を委託す

る団体につきましては、本県の中山間地域が抱

える課題の解決に向けて、県と連携・協力して

取り組もうという意欲の高い団体を選びたいと

思っておりますが、４団体から応募いただいて

いるところでございます。

○押川修一郎議員 わかりました。

知事にお伺いをいたしますけれども、県職員

の派遣について、受け入れの１町２村は大変喜

んでおられるようでありますし、我々、総務政

策常任委員会で日之影のほうにも行ったんです

が、職員とも話をしてみました。生き生きとさ

れて、今、職場で頑張っておられるようであり

ます。今後、人数をふやす方向で検討していた

だきたいというふうに私は思うのであります

が、現段階で知事のお考えがあればお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域町村への

県職員派遣につきましては、派遣された職員

が、地域の実情を肌で感じ、町村職員や地域住

民と一体となって地域活性化に取り組むことを

期待しているところであります。また、現場で

の経験を通じて県への施策の提案を行うことな

ども想定しているところであります。今回の事

業は、今年度からの新たな取り組みであります

ので、まずは派遣の効果をしっかり検証してい

くことが肝要かなと思っております。

○押川修一郎議員 わかりました。ぜひ、いろ

いろ御示唆された中で、またこの問題には取り

組んでいただきたいと思います。
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次に、消防団員確保についてであります。

社会経済情勢の変化に伴い、消防団員の地域

防災力の低下が指摘されております。消防団員

数は、ピークの昭和27年の209万人から現在で

は89万人と、実に58％の減少になっておりま

す。本県においても同様な傾向があると思いま

すが、本県消防団員の推移についてどうなって

いるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県の消防団員で

ございますが、平成20年４月１日現在で１

万5,221人ということで、これは10年前と比較い

たしますと715名、4.5％の減となっておりま

す。人口減少あるいは高齢化、サラリーマン化

の進展等に伴いまして、全国的に消防団員は減

少傾向にありまして、全国の減少率、これは同

じように比較いたしますと7.7％の減、それとす

ると本県の減少率は低いのではないかと思いま

すけれども、県内の各市町村におきましても団

員確保に苦慮している状況にございます。

○押川修一郎議員 わかりました。

次に、消防団は、みずからの地域はみずから

で守る精神に基づき、地域住民を中心に組織さ

れた集団であり、地域住民の安全・安心を守っ

ておられ、大きな期待が寄せられています。こ

のように日夜従事されている消防団員の存在を

どう認識されているのか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 消防団は、長い歴史

にはぐくまれた究極のボランティア組織であり

まして、団員の皆様は、自分が育った町、自分

が暮らす町、そして自分が働く町、そんなかけ

がえのない大切な町を守りたいという気概で、

そういう熱い気持ちで加入されておられると

伺っております。これまで各地の消防団長や関

係者の方々と意見を交わす機会がありました

が、皆さん熱心にその気持ちを語っておられ、

感銘を受けたところであります。さらに、平時

には、火災予防のために冬の寒い中、地域を巡

回されたり、高齢者宅を訪問し防火指導をされ

たり、また災害時の献身的な姿を拝見いたしま

すと、消防団が地域を支える重要な存在である

と強く認識しますとともに、深く感謝をしてい

るところであります。消防団は、地域の実情に

最も精通した、地域住民の安心・安全を確保す

るため欠かせない組織でありますので、今後と

も大いに活躍していただきたいと、私は期待し

ているところであります。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういう日々の活動をもっともっとＰＲしていた

だくと、消防団員の皆さん方もさらに頑張ると

思いますし、後の方も続いてくれるのではない

かなと思います。

次に、知事は５月20日に、防災について県民

ブレーン座談会を開催されましたが、そのとき

の感想を率直にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 先日の座談会で

は、20代から30代の若い方を中心とした第一線

で頑張っていただいている消防職員や消防団

員、ボランティア組織の方々などから、多くの

お話を聞かせていただきました。皆様のお話を

伺いますと、大きく時代が移り変わる中で、献

身的に消防活動等に打ち込まれたり、時には危

険を顧みず任務に取り組んでおられるのだな

と、頭の下がる思いがいたしました。お話の中

で、町外の建設業に勤める傍ら消防団活動に従

事する苦労話や、消防団の方々が要援護者の住

居をすべて把握されているおかげでネットワー

クづくりがうまくいったことなど、多くの御意

見を賜ったところでございます。各地域で抱え

る多くの課題も聞かせていただきましたが、私

といたしましては、県として市町村と連携して
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どういう支援ができるのか、今後検討していか

なければいけないと感じたところであります。

○押川修一郎議員 その中で知事は、「県職員

団員数が24名では少ないのではないか」とし、

「公務員が率先してやることも部局内で話し合

いたい。また、民間での同様の取り組みに対し

て税の優遇措置を検討する」と述べたとありま

すが、今後の具体的な取り組みについてお伺い

をいたします。

○知事（東国原英夫君） 県ではこれまで、広

報誌や新聞を通したＰＲ、関係団体への協力依

頼などを行い、特に昨年度は地域貢献の観点か

ら、消防団員を雇用してくださっている建設業

の入札参加資格審査における加点措置を講じる

など、さまざまな取り組みを行っているところ

であります。しかしながら、団員は年々減少し

ておりまして、その確保は大きな課題であると

考えております。特に中山間地域においては、

人口減少と高齢化が他の地域よりも進む中で、

大変厳しい状況であると認識しております。こ

うした中で、今後、女性消防団員の加入促進、

あるいは消防団ＯＢの活用など、多方面にわた

り検討していくことが重要であると考えており

ます。また、県職員につきましては、昨年より

は10名ふえたものの、現在、34名しかいない団

員でございます。その加入促進を図るととも

に、消防団員を雇用している事業所に対して、

ほかに何らかのさらなる推奨策がないのか、検

討してまいりたいと考えております。今後と

も、市町村と一体となって、消防団員の確保に

取り組んでまいる所存であります。

○押川修一郎議員 そういうことで、消防団の

組織でありますけれども、私もＯＢであります

けれども、我々、社会教育の中で、こういう組

織の中で先輩後輩と、もまれながら、先輩ある

いは後輩の間柄というものも十分勉強させても

らったような気がいたします。そういう中で

は、以前は田舎においては、農業後継者を初

め、相当人がいたわけでありますけれども、先

ほどありましたとおり、サラリーマン化する中

で農業の後継者も少なくなってくる中で、なか

なか確保というのが難しいわけでありますけれ

ども、この問題については、市町村あたりとも

一緒になっていただいて、消防団の意義、そし

てすばらしさというものも今後さらに県を挙げ

てＰＲしていただければありがたい、そのよう

に要望しておきたいと思います。

次に、新型インフルエンザ対策についてであ

ります。

一昨日、ついに本県でも初めて新型インフル

エンザ感染が確認されたと報道がなされまし

た。幸い重症ではなく、地元病院で入院中との

ことであります。新型インフルエンザについて

は、去る12日に世界保健機構がフェーズ６に警

戒レベルを引き上げられました。厚生労働省の

発表の中で、今回の新型インフルエンザは多く

の場合、症状が軽く、回復が早く、特別の医療

を必要としないこと、若年者に感染が多いこと

が特徴であるとされていますが、免疫がないた

め、秋口からの感染の拡大が懸念されていると

ころであります。今回の補正予算でも新型イン

フルエンザ対策事業が計上されておりますが、

新型インフルエンザ対策に関連する取り組みに

ついて、福祉保健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 新型インフ

ルエンザ対策事業といたしまして、本年度の当

初予算では、タミフル５万3,000人分、リレン

ザ6,000人分を購入する予定となっております。

これまでの備蓄分のタミフル９万6,000人分と合

わせますと、抗インフルエンザウイルス薬とし
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て15万5,000人分の備蓄を行うこととしておりま

す。

○押川修一郎議員 当初予算においても、イン

フルエンザ対策としてタミフルを購入、備蓄す

る予定となっていたと思いますが、これは何人

分を予定されていたのでしょうか。福祉保健部

次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） ただいま私

が申し上げましたのは、当初予算分でございま

した。

○押川修一郎議員 済みません。今回の追加補

正では何人分のタミフルを購入することとなっ

ているのでしょうか。また、それによる全体の

量は何人分になるのでしょうか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 失礼しまし

た。今回の追加補正によりまして、３万6,000人

分のタミフルと4,000人分のリレンザを購入する

こととしております。先ほど申し上げました、

これまでの備蓄分と当初予算分の15万5,000人分

を合わせますと、19万5,000人分の備蓄を行うこ

ととなります。これによりまして、当初、平

成23年度までに３年間で行うこととしておりま

した目標の22万2,700人分の備蓄の88％を達成す

ることになります。

○押川修一郎議員 わかりました。

それでは次に、妊婦健診についてお伺いをい

たします。

妊婦健診の公費負担は市町村と国が支出され

ますが、県内最高額は木城町と西米良村の９

万6,470円で、最低が都城市などの７市町の６

万2,730円です。そこで、市町村の取り組み状況

について、福祉保健部次長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 妊婦健診に

つきましては、14回受診することが望ましいと

言われておりますけれども、平成19年度に５回

分についての地方交付税措置がなされたところ

でございます。さらに今回、残りの９回分につ

きまして、平成22年度までの間、国庫補助と地

方交付税措置により、市町村が行う妊婦健診に

対し財政支援が図られたところでございます。

議員が御指摘のとおり、市町村間で公費負担に

格差が生じておりますけれども、妊婦の経済負

担が軽減されるよう、それぞれの市町村におい

て可能な限りの公費負担の拡充を図られたもの

と考えております。

○押川修一郎議員 それから、平成18年３月22

日、県議会として国へ５項目の要望をしておる

ところであります。その中の一つで、妊産婦健

診への助成拡大など出産関係費用の一層の負担

軽減を求めますという内容でありまして、少子

化対策も考えられると思いますので、公費負担

の少ないところへの働きかけはなされたのか、

お伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 先ほど言い

ましたように、市町村間によって差はございま

すけれども、県といたしましては、妊婦健診に

対する公費負担の拡充につきまして、県全体や

保健所単位で市町村説明会を開催するととも

に、県医師会と市町村の協議の場を設定するな

ど、市町村に対しまして、妊婦健診の重要性を

訴えてきたところでございます。今後とも、妊

婦の経済的負担が軽減されるよう、さらなる公

費負担の拡充に向けて、さまざまな場を活用

し、市町村に助言してまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 わかりました。ぜひよろし

くお願いをしたいと思います。

基金は22年までですので、23年以降も国のほ

うへ支援を継続するように要望すべきだと思い
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ますけれども、同じく福祉保健部次長にお願い

いたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 23年度以降

の財政措置につきましては、国は、「市町村に

おける妊婦健康診査事業の実施状況を踏まえて

検討する」としているところでございます。県

としましては、安心して妊娠・出産できる体制

が確保されるよう、23年度以降の継続的な財政

支援について、「みやざきの提案・要望」を初

め、さまざまな機会を通じて国に要望するとと

もに、妊婦健診の公費負担の継続についても、

市町村に助言してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 よろしくお願いいたしま

す。

次に、安心こども基金についてであります。

午前中、河野哲也議員のほうからもありまし

たけれども、国の景気対策「安心こども基金」

事業。子育て支援の切り札として本県には約９

億円余りが配分されております。ところが、認

可保育園の入園を待つ待機児童ゼロの本県で

は、一定額が使われないまま国に返還せざるを

得ない可能性が出てきております。交付金が余

る事業が出る一方で、需要が高い事業に補助金

が行き渡らない状態です。対象事業ごとに上限

を決めて転用を認めていないことが原因で、地

方の実情に合った基金運用ができるように国へ

の要望はされたのか、福祉保健部次長にお伺い

いたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 安心こども

基金につきましては、国の示した管理運営要領

で、「各事業区分を超えて配分の変更をしては

ならない」とされていることから、地域の実情

に応じた柔軟な活用ができるよう、これまでも

国に対して要望を行ってきております。また、

本年度の「みやざきの提案・要望」におきまし

ても、同様の要望を行うこととしているところ

でございます。このような国への働きかけは、

九州各県を初め、全国的に広がっておりまし

て、国においては現在、事前承認などの手続に

より、配分の変更を認め、使いやすくする方向

で検討がなされておると聞いております。県と

しましては、引き続き、具体的な運用について

は各県の裁量に任せてもらえるよう要望してま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、そういう方向でお願いをしておきたいと思

います。

県安心こども基金は、22年度まで約9.4億円

で、今回の６月補正で3.5億円を事業化されて、

残高5.9億円の予算化の予定及び内容はどう考え

ておられるか、福祉保健部次長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 基金事業の

期間は22年度までとなっておりまして、事業期

間終了後、残額がある場合は国へ返還すること

となっております。このため県といたしまして

は、事業の実施主体の中心となります市町村の

要望等を調整しまして、事業を計画的に実施し

ていくこととしておりますけれども、引き続

き、市町村等に基金事業の周知を図り、基金が

有効に活用されるよう積極的に働きかけてまい

りたいと存じます。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、お茶の振興について入ります。

本県のお茶は、畑地帯における安定した品目

として、これまで経営規模の拡大が続けられて

きました。中でも、平成10年に生産者や関係機

関・団体で構成される産地拡大計画を決定し、
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生産拡大を推進して、折しもドリンク茶の需要

が急増している時期でもあり、規模の拡大によ

る所得の増加を期待して、生産者も拡大計画に

取り組んでこられたということであります。し

かし、本年産の一番茶の価格は1,233円で、昨年

よりも12％下落し、生産量も気象災害等の影響

により15％減少した。その結果、地元の生産者

は、茶業経営の中心である一番茶の収入が平年

の６割程度になっておるということでありま

す。私自身、特においしい西都のお茶が心配に

なり、５月上旬に各生産農家の状況調査に行き

ました。そのとき聞いた話では、10アール当た

り10万円台の収入の方もおられると聞いて、

びっくりしたところであります。また、規模の

拡大、機械の更新等もしておられて、支払いの

めども立たないとぼやいておられたところであ

ります。このような傾向は近年連続しており、

生産者も疲弊しており、老朽茶園や品質のよく

ない茶園の抜根を行い、生産調整を行う人も出

始めたというふうに聞いております。そこで、

このような状況を農政水産部長はどのように認

識されておるのか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お茶は、本県

におきます重要な土地利用型の作物でございま

して、これまで関係者と一体となりまして、そ

の生産の拡大に努めてきたところでございま

す。しかしながら、全国的なリーフ茶の消費の

減退や在庫量の増加によりまして、荒茶の価格

は近年、著しく低迷しております。また、本年

産の一番茶の状況を見ますと、お話にもござい

ましたけれども、荒茶価格の低迷に加え、摘採

前の晩霜被害等の影響によりまして、またさら

には収量も減少し、一番茶の収入が例年の約６

割程度となるなど、茶業経営は大変厳しい状況

に置かれていると認識しております。

○押川修一郎議員 部長も厳しいと認識をされ

ておるというふうに理解したところでありま

す。ちなみに、近隣県のお茶の価格、値段を教

えてください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 近隣県という

ことで、例えば鹿児島県の本年産の一番茶の平

均価格を見ますと、キログラム当たりでござい

ますが、2,001円となってございます。本県産に

比べまして、おおむね800円程度、鹿児島県のほ

うが高いというような、高値で取引されている

という実態がございます。

○押川修一郎議員 茶の価格低迷に対して、今

ありましたとおり、隣県の鹿児島とも800円か

ら1,000円ぐらいの差があるわけでありますけれ

ども、そんなに地域的にも変わるところではな

いわけでありますけれども、そういう差額を埋

めるような対応は打たれるのか、部長にお伺い

をしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県のほうで

は、本年産の荒茶の価格低迷に対応するため、

先般、生産者団体、農業団体、行政で組織しま

す茶業経営対策会議を緊急に開催しまして、県

下全普及センターに営農相談窓口を設置し、茶

農家の経営相談機能を強化しますとともに、緊

急的な資金対応、農業共済制度の活用など、茶

業経営の安定化に向けた対策に、関係者が一丸

となって取り組むことを確認したところでござ

います。

一方、厳しい状況にありましても、かぶせ茶

など、品質向上のための取り組みなどにより、

昨年と同様の収入を確保されている生産農家も

見られますことから、今こそ茶生産の原点に立

ち返って、需要に応じた高品質な荒茶の生産に

努めることが重要であると考えております。こ

のため県といたしましては、みやざき茶品質向
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上対策事業を活用しまして、生産現場における

高品質茶の生産はもとより、県外の技術者を招

聘した研修会の開催等によります製茶技術の高

度化を積極的に支援するなど、生産から加工に

至る品質向上対策に全力で取り組んでまいる所

存でございます。

○押川修一郎議員 ただいま部長から対応を聞

いたところでありますけれども、そのような対

応の中で、800円～1,000円の差額が本当に埋め

られるのか、再度お聞きをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 正直言いまし

て、なかなか難しいところもあろうかと思いま

すが、ちなみに、県外の技術者を招聘して、茶

業農家の方の茶業技術の研修、加工技術を中心

にやらせていただきましたけれども、その研修

を受けた農家の方の成績あたりを拝見させてい

ただきますと、荒茶価格で３割から７割程度価

格がアップしたといった例も出てきてございま

して、関係者の方々からも一定の高い評価を得

たところでございます。今後とも、こういった

研修を積み重ねながら、製茶技術の向上に努め

まして、他県に負けない茶の生産販売に取り組

んでまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 わかりました。十分な研修

をしていただいて、大変苦しんでおられる茶業

の生産者も大分おられるようでありますから、

よろしくお願いをしておきます。

それから、茶業を取り巻く状況が厳しい要因

に、お茶の消費の減退が挙げられると思います

が、本県茶の新たな消費拡大に向けての取り組

みについて、同じく農政水産部長にお願いいた

します。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県におきま

しては、茶業関係者で構成しておりますみやざ

き茶推進会議におきまして、これまで「宮崎の

お茶まつり」や各種イベントを活用したＰＲ活

動に取り組んできたところでございます。しか

しながら、今後は、これらの対策に加えまし

て、みやざき茶を応援していただける県民サ

ポーターを公募しまして、サポーターと茶業関

係者が連携して消費拡大に取り組むなど、新た

な対策も必要ではないかと考えているところで

ございます。県といたしましても、みやざき茶

推進会議の行います取り組みを積極的に支援し

ますとともに、関係団体と連携しながら、全国

的な消費拡大の取り組みについても、今後呼び

かけてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 わかりました。ぜひ、そう

いうような方向で頑張っていただきますように

要望もしておきたいと思います。

次に、畑作振興についてであります。

先ほどのお茶もそうなんですが、畑作物状況

を見ると、大変厳しいと思います。地元の長

園、三財、六ツ野原の状況を見ても、以前は最

も安定していたと思われる葉たばこが３～４年

前から、気象条件にもよりますけれども、作柄

が悪く、他の品目に転換された生産者の方、今

後転換したい方もおられると聞いております。

また、以前は、おいしい干し大根やゴボウ、里

芋などの重量野菜が栽培されていましたが、急

激に栽培が落ち込んでいると思いますが、畑作

物の作付面積の推移について、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県内の畑作物

の作付面積の動向につきまして、平成10年と19

年の品目別の比較結果を概数で申し上げます

と、まず減少している品目でございますが、大

根が3,100ヘクタールから2,200ヘクタールと、

約３割減っております。それから、里芋が1,900

ヘクタールから1,000ヘクタールと、約４割減っ



- 162 -

平成21年６月19日(金)

ております。それから、葉たばこが2,500ヘク

タールから2,000ヘクタールへと、約２割の減と

なってございます。一方、増加している主な品

目としましては、ニンジンが500ヘクタールか

ら700ヘクタールへと、約４割の増、ホウレンソ

ウは330ヘクタールから550ヘクタールというこ

とで、約７割程度の増ということになってござ

います。

○押川修一郎議員 ただいまの答弁でありまし

たとおり、面積の減っている品目と伸びている

品目があるわけでありますけれども、実は私も

そのように認識をしておるところでありますけ

れども、加工用の農産物を安定的に供給するの

が大事だと思いますが、生産者におかれまして

は、安定的に生産ができて、安定した価格が必

要だと思います。そこで、今後の畑作振興につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今後の畑作振

興に当たりましては、近年、需要が急速に伸び

ております加工用、業務用をターゲットとしま

して、新たな取り組みを強力に推進する必要が

あると考えております。このため県といたしま

しては、農業団体とも連携しながら、畑作地帯

におきます加工・業務用野菜の振興を基本にし

まして、取引ニーズの的確な把握や販路開拓に

取り組みますとともに、畑地かんがい等の生産

条件の整備や農地の集積、さらには高性能機械

の導入によります大規模な生産体系の構築など

を積極的に促進し、需要に応じた安定的で生産

性の高い畑作振興に取り組んでまいりたいと考

えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、そのような方向の中

での努力をお願い申し上げたいと思います。

そして、本県農業の基幹であります畜産、集

約型のハウス園芸、そして土地利用型の畑作、

どれが欠けても本県農業にとっては痛手であり

ます。そこで、部長とのやりとりを聞かれた中

で、あるいは県を預かる知事として、畑作振興

についてのお考えがあればお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 私は、本県の畑作振

興に当たりまして、３つのポイントがあると考

えております。１つは、農商工連携による消費

者ニーズを踏まえた付加価値の高い農産物の生

産、２つ目は、意欲ある担い手への農地の面的

集積による大規模化、３つ目として、安定的に

農産物を供給できる畑地かんがい施設を初めと

する生産基盤等の整備に積極的に取り組むこと

が重要であると考えております。このため、本

県農地の約半分を占める畑地の有効活用を図り

ながら、生産者を初め、関係機関・団体と一体

となって農業所得の安定・向上を図り、ひいて

は、農業を基幹産業とする本県地域経済の活性

化に努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、そういうような方向

の中で、本県の農業所得が上がるような形の中

で、また、若い後継者が育つような形の中での

御努力をお願い申し上げておきたいと思いま

す。

次に、先日、地元のピーマンを栽培している

先輩のハウスを訪ねてみると、養液土耕栽培に

取り組んで、収量や品質、生産コストの低減に

取り組んでいると話を伺いました。先ほど午前

中、濵砂先輩のほうからもあったとおりであり

ますが、養液土耕栽培とは、ピーマンの根元に

かん水チューブを引き、タンクに液肥をまぜて

おき、ポンプで水と一緒に満遍なく送ることに

より、施肥の労力などの節減を図ろうとするも

のであります。しかしながら、私もかつて、栽

培経験を持つ一人として養液土耕栽培について

勉強してきましたが、この栽培は、制御装置や
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電磁弁など自動化するための装置の導入に際し

て、10アール当たり200万円程度の投資が必要

で、農家にとっては大変高価なものでありまし

た。今回の補正予算の中で、冬春ピーマン等生

産体制再生支援モデル事業が提案され、とても

うれしく思ったところであります。従来の養液

土耕と宮崎型との違いと導入メリットについ

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回の宮崎型

の養液土耕栽培の特徴としましては、従来のシ

ステムに比べまして、導入コストやランニング

コストが大幅に低減しておるというところでご

ざいます。導入コストにつきましては、市販の

機材を組み合わせることによりまして、10アー

ル当たり50万円程度と、従来のシステム、ただ

いまお話がございましたが、200万円に比べて約

４分の１程度、50万円ということで、４分の１

程度に抑えられております。また、従来のシス

テムは、高価な専用の液肥を使用する必要がご

ざいましたけれども、この宮崎型では、市販の

安価な液肥を利用できるといったことで、ラン

ニングコストも低く抑えることができておりま

す。このように宮崎型では、必要最小限の経費

で、収量・品質の向上、大幅な省力化、施肥量

の低減という３つのメリットを同時に実現する

ことが可能なシステムとなっております。

○押川修一郎議員 私も現場に行ってみたんで

すが、大変すばらしいものだなというふうに実

は思ったところであります。制御盤で、時間さ

え合わせておれば自動的に、ハウスの中での養

液が、あるいはかん水が可能だということであ

ります。また、生育状況も見せてもらったとこ

ろでありますけれども、水がむらなくずっとか

かっておるわけでありまして、樹勢も強くて、

病気もほとんど見受けられなかったということ

であります。何より、先ほど言いますようにか

ん水時間の省力化、この省力することによって

肥料代等が無駄にならない、あるいは、時間が

余ることによって収穫作業が多くなるわけであ

りますから、収量が上がってくるのは当然では

ないのかな、そのように実は思ったところであ

ります。この宮崎型養液土耕栽培技術の普及に

向けて、今後どのように進めていかれるのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回、議会に

お願いしております事業では、冬春ピーマン等

を対象にしまして、13.5ヘクタールのモデル的

な設備の導入と、６カ所の実証展示圃の設置を

予定しております。今後は、これらの実証展示

圃等で得られましたデータを広く生産者に提供

することによりまして、栽培技術の普及拡大を

積極的に進めまして、冬春ピーマン等の生産構

造の強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 ぜひ、展示圃の中でこの実

績が上がるように努力をしていただきたいと思

います。

実は昨夜、地元のハウスキュウリの農家の後

継者の皆さん方との会合があったわけでありま

すけれども、その席で今の話をしたところであ

ります。できれば、ピーマンだけでなくて、ほ

かの野菜にも導入できないだろうかという話が

ありましたけれども、このことについて農政水

産部長、いかがでしょうか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ピーマン以外

にも、キュウリあるいはトマトあたりでも導入

は可能ではないかというふうに考えておりま

す。今後、さらに実証試験あたりを重ねなが

ら、普及に向けた検討を進めてまいりたいと

思っております。
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○押川修一郎議員 ぜひ、そのような方向の中

で展示圃を、できればしていただきますように

お願いを申し上げておきたいと思います。

次に、入札・契約制度についてであります。

今議会において、経済・雇用緊急対策の実施

に伴う補正予算を組まれ、現在、審議している

ところでありますが、一方、公共事業における

経済・雇用緊急対策として、ことし４月から、

建設工事における最低制限価格を予定価格の85

～90％への引き上げや、技術力や地域貢献度の

高い地域の企業が受注しやすい環境を整備する

ため、総合評価落札方式の実施件数の拡大や地

域企業育成型の拡大などの対策が行われており

ます。先日、地元地区の建設業協会の方と意見

交換をしましたが、最低制限価格が引き上げら

れたことは大いに評価されております。しかし

ながら、農業や林業の問題もありますが、雇用

企業の少ない中山間地域では、地域の建設業者

が地元雇用の受け皿となっているのは、だれも

が認めているところであります。そのようなこ

とから、地域の雇用を支える地元建設業者の育

成を図るため、受注機会を確保する必要があ

り、地域要件の評価の高い地域企業育成型の適

用をさらに拡大すべきではないかと思います。

そこで、知事にお尋ねいたしますが、地域企業

育成型総合評価落札方式の適用範囲の上限を、

現行の3,000万円未満から8,000万円未満に拡大

する考えはないか、お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 地域企業育成型の総

合評価落札方式につきましては、小規模工事を

念頭に、技術力や地域貢献度の高い地元の建設

業者が受注しやすいよう配慮した本県独自の方

式であります。昨年度は、予定価格2,000万円未

満の工事を対象に11 0件の試行を行いまし

て、109件の工事で発注事務所管内に本店を有す

る企業が落札しております。今年度は、地域企

業育成型の適用範囲の上限額を予定価格3,000万

円未満に引き上げ、拡大を図ったところであり

ます。地域企業育成型の適用範囲のさらなる拡

大については、今後とも試行結果を検証すると

ともに、幅広く御意見をちょうだいしながら、

検討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 試行段階でありますから、

それぞれの地域に合ったいろんなものをやって

いただければいいのかなというふうに思います

から、今後もまたいろいろ試しをしていただき

たいと思います。

次に、国が発注する工事入札では、ほとんど

総合評価落札方式を採用しており、企業や技術

者の技術力や技術提案の評価が高い一企業が多

くの工事を落札していると聞いております。そ

こで、県土整備部長にお尋ねしますが、総合評

価落札方式による入札では、国のように点数の

高い企業に落札が集中する傾向があると考えら

れますが、その対応はどうされているのか、お

伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合評価落札

方式は、価格と技術力など価格以外の要素を総

合的に評価しまして落札者を決定する方式であ

りまして、工事の品質確保を図るものでありま

す。平成20年度にこの方式により発注した工事

の完成後の成績を見ますと、他の入札方式によ

る工事に比べて高い評価となっておりますこと

から、良好な品質確保が図られているものと考

えております。一方、落札状況を見ますと、総

合評価落札方式においては、価格以外の評価点

が高い企業が落札する傾向がありますことか

ら、試行件数の拡大に伴いまして、受注の偏り

が生じることが懸念されるところであります。

このため、工事の品質確保の観点から、企業の
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過度な受注を防止しまして、適切な施工体制を

確保するための方策について、現在、検討して

いるところであります。

○押川修一郎議員 ぜひ、偏りがないような形

の中での検討をしながら、平等の中での入札が

できるようにお願いをしておきたいと思いま

す。また、21年度中の事業を早急に発注してい

ただきますように、これも要望しておきたいと

思います。

それでは次に、交通事故等についてでありま

す。

本年は交通事故死亡が多いと聞きますが、前

年同期の件数の比較と、その中で飲酒運転によ

る件数及び飲酒先についてと、今後、何かと飲

酒を伴う行事が多くなる夏場に向けての対策に

ついて、警察本部長にお願いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 県内の交通死亡

事故につきましては、昨日現在33件で、35人の

方がお亡くなりになっておられます。前年対比

で申しますと、発生件数でプラス16件、死者の

数でプラス17人、増加率全国第１位、つまり

ワースト１位という大変厳しい状況です。飲酒

運転によるものは６件発生し、６人の方が亡く

なられております。飲酒運転による事故全般の

主な飲酒先を見ますと、自宅というのが４割、

飲食店というのが２割、酒類販売店というのが

約13％等となっております。

今後の対策でありますけれども、いずれにし

ても飲酒運転がまだまだ後を絶たないという状

況は大変憂慮すべき状況でございますので、罰

則も行政処分も重くなっております。そのこと

の広報啓発に努めますとともに、取り締まりの

仕方についてもいろいろと工夫を加えまして、

こうした飲酒運転、そして飲酒運転に係る死亡

事故の抑止に向けて厳しい対応を行っていきた

いと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしたいと思

います。

報道によりますと、他県の警察官が飲酒して

車を運転し、電柱に衝突させる飲酒運転事故

や、愛知県警では、副署長が酒気帯び運転をし

て警察署の駐車場に乗りつけたところを署員に

発見され、検挙された事案が発生しています。

また、岡山県では、愛媛県警の盗犯係の警察官

がお年寄りから財布をひったくったとして男子

高校生２人から取り押さえられ、現行犯逮捕さ

れるなど、全国各地で警察官による不祥事案が

発生していますが、これらの事案は、警察官

個々の規範意識の低下が原因と認識していま

す。宮崎県警では、最近このような不祥事案は

発生していないところでありますけれども、本

県警察官の規範意識を一層高めて、今後とも、

不祥事案の絶無を期していただきたいと考えて

おりますが、どのような点に配慮していくのか

を、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 申し上げるまで

もございませんけれども、警察は、県民の安全

・安心を確保するために全力を傾注して邁進す

る組織でなければならないと考えております。

そのためには、一人一人の警察官が、今申し上

げましたことに強い誇りと使命感を持って仕事

に打ち込むということが何より大切でございま

す。今、議員が他府県の事例を御紹介されまし

たけれども、こうしたようなものを招かないと

いう意味でも、今申し上げましたことをすべて

の警察官に息長く徹底させることが肝要だと考

えております。

私どもといたしましては、採用時の教養か

ら、良識ある社会人としての知識、教養はもち

ろんでありますけれども、警察官としての責
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任、信念、身の処し方等について徹底しており

ます。また、第一線に配属した後も、仕事を通

じて、まず実務能力の向上、これにあわせてプ

ロ意識の醸成、そして規範意識の涵養等に努め

ているところであります。今後も、こうしたこ

とを徹底して、県民の期待と信頼にこたえてま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 次に、無差別殺傷事件等に

ついてであります。

ダガーナイフ等の所持を禁じた改正銃刀法の

適用猶予期間が７月４日に迫っており、県警生

活環境課は、ナイフの保有者に、匿名でも受け

るので早目に提出を呼びかけていると言われて

いますが、県内に出回っている本数と届け出の

状況について、本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 今回の改正銃刀

法で新たに所持禁止の対象となります、いわゆ

るダガーナイフ等の刃物につきましては、実は

ネット等でもかなり販売されておりまして、特

段の統計もありませんので、実態はよくわかり

ません。参考のデータでありますが、国の経済

産業省が平成19年実施した調査によると、この

年、ダガーナイフに限ってでありますが、国内

向け販売数は3,487本だったというふうに伺って

おります。届け出の状況でございますけれど

も、今回、規制対象となったダガーナイフ、こ

れは７月４日までに届け出れば法的に問題はな

いわけでありますが、全国では５月４日まで

に2,457本、当県では６月４日までに22本の届け

出がなされております。

○押川修一郎議員 わかりました。

期間も余りないようですが、今後、届け出を

してもらうために、県民への広報についてはど

のような方法で行われるのか、また市町村の協

力と県の広報誌の活用について、また若い人、

マニアに対して、家族、親への呼びかけはされ

たのか、お伺いをいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 既に、現在まで

に各自治体の協力を得まして、2,000枚、啓発用

のポスターを刷って、公民館等に掲示をいたし

ております。また、新聞、ケーブルテレビ、防

災無線等での広報、交番・駐在所で発行します

広報紙による広報、さまざまな媒体、場所を通

じて広報しております。特にマニア等につきま

しても意識をしながら、県民への周知を図って

いるところでございます。経過措置期間が近づ

いておりますので、今後とも、引き続き積極的

に広報をしていきたいと思っております。

○押川修一郎議員 所持されておられる方は早

く提出してほしいなというふうに私も思うとこ

ろであります。７月５日以降、不法に所持して

いた場合の対応についてお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） ７月４日まで

は、先ほど申し上げましたとおり、何も罪に問

われることはありませんが、５日からは、まさ

しく銃刀法の対象になりますので、ダガーナイ

フ等の剣を所持しているという事実認定がなさ

れれば、今回の改正法により３年以下の懲役ま

たは50万円以下の罰金の対象になる、このよう

になります。

○押川修一郎議員 わかりました。そういう処

罰もあるようでありますから、啓蒙をよろしく

お願いしたいと思います。

最後になりますが、栃木県足利市で1990年、

当時４歳の保育園女児が誘拐・殺害された足利

事件の再審開始が決定となり、ＤＮＡ鑑定の信

用性が問題になりましたが、本県警察のＤＮＡ

鑑定状況についてお伺いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 正確に言います

と、ＤＮＡ型鑑定でございますけれども、当県
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警察では平成７年から開始をいたしておりま

す。この検査法は、技術の発展とともに方法や

技術が飛躍的に向上しておりまして、現段階で

申し上げますと、ＤＮＡにつきまして16種類の

型の判定を行っております。これらの型の組み

合わせによりまして、最も出現頻度が高いケー

スで４兆7,000億人に１人という、非常に高い個

人識別精度になっております。実績としても、

昨年中、鑑定件数が約900件ということで、現

在、科学捜査に関する一つの大きな武器として

活用しているところでございます。以上でござ

います。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

それぞれ各部の部長の皆さん方や知事、質問に

対しましてお答えをいただきまして、本当にあ

りがとうございました。

以上をもちまして、すべての質問を終わらせ

ていただきます。（拍手）

○井本英雄副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、22日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時３分散会
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26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）
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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、十

屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは日向市から応援団が来る予

定だったんですが、まだ来ておりませんので、

少しがっかりしながら質問させていただきたい

と思います。

それでは、質問に入らせていただきますが、

その前に、一昨日からの報道で、宮崎県の官製

談合がようやく落ちつき始めたころに、再びえ

びの市長が逮捕されるということで、非常に残

念に思っております。そして、きょうは、この

ブルーのワッペンをつけさせていただいており

ます。ここに小さな文字であるんですが、「ひ

とりで悩まないで！誰かに話してみません

か。」、自殺予防のワッペンです。これを、皆

さん、見て覚えていただければ幸いに思いま

す。自殺予防に対しては、後ほどまた自席のほ

うから質問させていただきたいというふうに思

います。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

いたします。

新みやざき創造計画について。現在のグロー

バルな経済危機や情報や企業活動、人の交流

等、国際化の進展が深まり、世界的な政治不

安、国内では、国、地方を問わず、まだまだ危

機的な景気や雇用の悪化が続いております。財

政状況も深刻さを増しています。これまでのよ

うな右肩上がりの経済成長は望めず、さまざま

な課題の中でも、国の根幹である少子高齢社会

から超高齢社会と人口減少、その現実は、全国

の合計特殊出生率が1.37と発表され、本県で

は1.60と、全国２位でありますが、人口を維持

するために必要な2.07以上には及びません。そ

して、国力を維持するには、国、地方が連携し

て人口減少を食いとめる対策が必要でありま

す。しかしながら、その即効性が期待できない

現実を考えるときに、本格的な人口減少時代に

向けてどのような地域づくりをすべきか、対策

を考える必要があると思います。これからの地

方分権や道州制を見据えて、医療、福祉の社会

保障や、雇用、教育、食など、生活のすべてに

おいて安全・安心な地域の、宮崎県の将来展望

を描かなければなりません。

知事は就任直後、マニフェストに基づき、新

みやざき創造戦略を総合計画に位置づけ、その

実現に向けた取り組みや、県政の課題に毎年度

の予算編成において重点施策を掲げ、課題解決

に向けた努力は十分評価しております。その計

画編は知事の任期４年間の実施計画であり、平

成22年度の期限が迫る中、展望編を含めて宮崎

県として、今後の姿をしっかりとしたビジョン

を持って計画しなければなりません。そこで、

長期総合計画について基本的にどのように考え

ておられるのか、知事にお伺いをいたします。

また、10年後を見据えた計画策定に取り組

み、その策定においては、県民の意見や現場の

情報や課題を十分取り入れることができるシス

テムを考えるべきでありますが、知事の見解を

お伺いいたします。

以下の質問につきましては、自席で行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

平成21年６月22日(月)
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総合計画についてであります。現在の総合計

画である新みやざき創造計画は、「日本の原点

時代の起点 創造みやざき」を基本目標とす

る中長期的展望と、これを踏まえた平成19年度

から22年度までのアクションプランである新み

やざき創造戦略で構成しております。御質問に

ありましたように、今後の計画を検討するに当

たっては、人口の減少を初め、資源や環境な

ど、さまざまな要素を踏まえた将来の社会経済

システムのありようと、県行政としてそれを実

現するための普遍的なビジョンを描く必要があ

ると考えております。特に、地方分権、道州制

に係る議論の進展や国土形成計画の策定、地域

の定住自立のための施策の推進、さらには昨年

来の金融・経済危機と、それに伴う世界経済の

大調整の動きなど、地方をめぐる情勢は大きく

変化しようとしております。このため先般、次

期総合計画策定に向け、さまざまな社会的要素

について、20年程度のスパンで推計、分析した

上で、今まで以上に明確な将来ビジョンを検討

するよう指示をしたところであります。

次に、総合計画の策定作業の進め方について

であります。総合計画の策定に当たりまして

は、従来から幅広い県民の皆様の御意見を踏ま

えているところでありまして、現在の新みやざ

き創造計画についても、県民意識調査や県内各

地域での意見交換、パブリックコメントに寄せ

られた御意見や御提言を反映させたところであ

ります。次期総合計画の検討に当たりまして

も、人口が減少する中で、地域コミュニティー

を維持、活性化していく方策や、厳しい行財政

状況のもと、県、市町村あるいは自治会、ＮＰ

Ｏなどがどのような役割を分担していくかな

ど、将来に向けた地域づくりの視点が重要とな

りますので、各地域の県民の皆様を初め、各市

町村、出先機関と意見交換を十分に行いながら

進めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございました。早

速、次期総合計画に向けて取り組んでいただけ

るということでありますので、知事の答弁にも

ありましたように、しっかりとしたビジョンを

明確に位置づけていただきたいというふうに

思っております。答弁にもありましたけれど

も、普遍性のある宮崎県の将来像ということ

で、どなたが知事になられても、そのあたりは

変わらないのかなというふうに思っております

ので、宮崎の今後の将来をしっかり見据えてお

願いしたいと思います。

その中で、一昨日ですか、武井議員が県政の

中で大学生の話をされました。私も、これから

将来の宮崎を考えたときに、高校生とか大学生

とか、そういう将来を担う世代の意見もその中

に盛り込まれれば、きっちりと宮崎のことを考

えて担っていただけるのではないかなというふ

うに思っております。そのときに、つくると、

昨年の経済危機のように突然、世界的なもの、

経済不況が押し寄せるとか、そういうものもあ

りますので、ある程度柔軟性を持った、リスク

対応を十分検討した中で、その分も考え合わせ

ていただければというふうに思っております。

これは要望にとどめておきたいというふうに思

います。

次に、定住自立圏構想についてお伺いいたし

ます。

定住自立圏構想の背景には、地方から都市へ

の人口流出を防ぎ、地域コミュニティーの崩壊

や都市と地方の格差をなくし、地域活性化に役

立てるための制度と言われております。先日、

地方制度調査会の答申でも、平成の大合併も進

み、自治体の行財政基盤強化に一定の成果が

平成21年６月22日(月)
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あったとして、来年３月で合併に一区切りをつ

けるように答申が出されました。このような中

に、地域自立の第３の選択肢として、定住自立

圏構想の取り組みがされております。今まであ

りました広域連合とか、一部事務組合もありま

すけれども、その弊害としてよく言われるの

が、全会一致での意思決定とか、共同事業の限

界とか、そういうものがあります。今回の定住

自立圏構想については、合併後の行政サービス

の水平的な補完の意味を持っているんだろうと

いうふうに思います。そして、広域的な地域づ

くりを推進するためには、定住自立圏構想につ

いて県として今後どのように取り組まれるの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 今後、少子高齢化あ

るいは人口減少が進むことによりまして、市町

村単体では、住民サービスの提供や社会の活力

の維持が困難になっていくことが予想されまし

て、これらのサービスや活力を維持・確保して

いくためには、広域的な市町村の連携、相互補

完が必要になってくると考えております。この

ようなことを踏まえますと、現在、延岡市や日

向市、都城市を中心として検討が行われている

定住自立圏構想は、今後、県づくりや広域的な

地域づくりを進めていく上で大変大きな意義を

有するものだと考えております。県といたしま

しても、積極的に関係市町村と意見交換をさせ

ていただきながら、各地域の個性を生かした定

住自立圏に関するビジョンの策定や協定の締結

が円滑に行われますよう、支援してまいりたい

と考えておるところであります。

○十屋幸平議員 定住自立圏構想は、先ほど答

弁もありましたが、一定の要件がありまして、

県内でも該当しない市町村や、また合併をしな

い市町村の一部の事務を―国のほうでの試案

ということで出ておりましたが―県が垂直的

に補完する意味、そういうこともあると思いま

すが、県はそういう該当しない市町村に対して

今後どのように取り組みをされるのか、知事に

お伺いをしたいと思います。その背景には、一

昨日、濵砂議員が質問されたときに、合併推進

のことを答弁されておりまして、先ほど答弁が

ありました広域連携というところと、その合併

との考え方もあわせて、できればお願いしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 国の定住自立圏構想

推進要綱におきましては、人口規模など中心市

となるための一定の要件が定められております

ことから、近隣に中心市がない場合、定住自立

圏に参加できない市町村が出てくる可能性があ

ることは承知いたしております。しかしなが

ら、この構想自体がスタートしたばかりで、昨

年度から、先行実施団体においてモデル的に検

討が進められている段階でありますので、各地

域の取り組みの成果や課題などを見きわめた上

で、今後、国においても検討がなされるものと

考えております。県としましても、まずは定住

自立圏に関する市町村の取り組みを支援すると

ともに、状況に応じて、それ以外の市町村にお

ける広域連携のあり方についても検討を行って

まいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 私が資料をいただきましたの

は、日向、都城、延岡ですか、構想があります

が、それ以外の可能性として、日南と小林、あ

と西都、串間、えびの、これは該当しないとい

うことでありますので、定住自立圏構想もそう

ですが、これから県の役割として、小さな市町

村に対しての垂直的な補完も十分に検討、考慮

していただきたいというふうに思っておりま

す。これは要望にとどめておきたいと思いま
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す。

次に、直轄事業負担金制度についてお伺いい

たします。

これまでもいろいろと議論がありました。橋

下大阪府知事がテレビで、「直轄事業負担金は

ぼったくりバーの請求書よりひどい」と発言を

されて、減額、廃止の議論が白熱したと思って

おります。その直轄事業負担金の人件費、事務

費の詳細が明らかにされて、人件費に退職手

当、ボーナス、残業代、児童手当等の、事業と

は直接関係のない分の費用まで含まれているこ

とがわかりました。そこで、以下の４点につい

て知事にお伺いいたします。

知事は、全国知事会の直轄事業負担金制度プ

ロジェクトチームのメンバーで議論されており

ますけれども、負担金制度の基本的な考えと今

後の方向性について、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 直轄負担金につきま

しては、地方に対する情報開示の結果、負担金

の対象範囲や積算根拠など、さまざまな問題点

が明らかになっておりまして、今後、全国知事

会を中心に、見直しに向けた国との具体的な協

議を進めていくこととなっております。私は、

この直轄負担金問題は、明治以来続いてきた中

央集権体制の弊害の一つであり、根本的な問題

解決のためには、国と地方の役割を一から見直

す地方分権改革を着実に推進し、権限や財源を

地方に移譲した上で、地方が担うべき事業は地

方に移管することが必要だと考えております。

また、今後、直轄負担金の抜本的な見直しを進

める中では、本県のようにインフラ整備のおく

れている地域への配慮がしっかりとなされるこ

とが必要でありまして、その点も含めて、全国

知事会などさまざまな機会を通じ、強く主張し

てまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ２点目は、宮崎県において公

共三部の10年間の負担金総額と、平成20年度分

の維持管理費の額を、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 平成11年度から平

成20年度までの10年間における本県の直轄事業

負担金総額は、当初予算ベースで1,316億円であ

ります。このうち維持管理費が含まれるのは、

国土交通省所管の事業のみでありますが、その

直近３年間についての把握可能な関係資料等か

ら推計しますと、負担金額のおよそ３割程度が

維持管理費でありまして、平成20年度で35億円

となっております。

○十屋幸平議員 やはり166億円程度が毎年支出

されてきたということでありまして、非常に大

きな額で、この分をほかの県民サービスに使え

れば、役立てれば、もっともっとよくなるのか

なというふうに思います。

３点目は、国の制度と宮崎県との関係になり

ますが、直轄事業の工事の着手前に地方公共団

体に通知して、これに不服がある場合は、地方

公共団体は総務大臣に申し出ることができると

されております。なぜこれまでそのようなこと

がなされていなかったのか、知事にお伺いをい

たします。

○知事（東国原英夫君） 直轄事業負担金は、

国等が直接実施する公共事業につきまして、そ

の経費の一部を地方公共団体が負担することを

規定する地方財政法や道路法等の関係法令を根

拠としております。したがいまして、各法律の

成立時から引き続き、すべての地方公共団体が

これらの負担金を支出してきておりまして、こ

れまでの国と地方の信頼関係に基づき、当然に

適正な必要経費が計上されているものと考えら
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れてきたため、特にその明細等については意見

の申し出等は行っていなかったものと推察され

ます。今後は、地方分権推進の観点から、全国

知事会における議論や国の動向を見きわめなが

ら、直轄事業負担金の抜本的な見直しととも

に、国と地方が対等な立場で協議し、地方の意

見を反映できる仕組みの創設などを求めてまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、４点目になりますけれ

ども、県事業において市町村との関係でも、報

道では、国と県と同じようなことがされている

ような報道がされておりますが、宮崎県の実態

について知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県が実施しておりま

す公共事業等につきましては、受益者負担の観

点から、一部の事業に限り、市町村負担金を徴

収しておりますが、この負担金は、法律等に基

づきまして、原則として、年度ごとに地元市町

村の同意を得た上で、県議会の議決をいただ

き、徴収しているものであります。これら市町

村負担金を求める事業のほとんどは、国庫補助

事業として県が実施するものでありまして、そ

の経費内訳は、国庫補助事業の対象経費のみで

あります。また、県が管理する施設では、維持

補修費をすべて県が負担しておりまして、市町

村へは負担を求めておりません。このような点

において、市町村負担金は国の直轄事業負担金

とは異なっているものと認識しております。し

かしながら、今回の直轄事業負担金に係る議論

もございますので、市町村負担金につきまして

も、その内容について説明責任を果たしていく

ため、市町村への十分な情報提供や意見交換に

努めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。まさ

に今、知事が答弁されたとおりでありますが、

国と地方の関係の信頼というところが、ある意

味、今までそれに触れなかったというのが地方

側のことではなかったかなと思っておりますの

で、答弁にもありましたように、これからの地

方分権の中で地方と国が対等にできる仕組みづ

くりがまず急がれるのではないかなというふう

に思っております。

次に移りたいと思います。細島港の新たな岸

壁整備についてお伺いをいたします。

これは、さきの２月定例県議会の代表質問の

関連で質問をさせていただきました。それを受

けまして知事は、「細島港の重要性は十分認識

している」と答弁いただき、早速、今月５日に

は、平成22年度の事業着手に向けて、金子国交

大臣に要望に行っていただきました。ありがと

うございました。新聞報道では、「時間がかか

るかもしれないが、公共岸壁であり、前向きに

取り組みたい」とありました。知事は率直に、

お会いになってどのように感じられたのか、そ

のあたりをお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 細島港につきまして

は、複数の企業進出や高速道路網の整備により

まして貨物の増加が見込まれており、さらに船

舶の大型化に伴い、今後は既存の水深13メート

ルの大型岸壁だけでは対応できない状況になる

と考えております。このため、平成22年度の新

たな大型岸壁の整備着手に向けまして、金子国

土交通大臣へ要望を行ったところであります。

その際、大臣から、港の利用促進に向けた課題

は残るものの、前向きな発言をいただきまし

て、心強く感じた次第であります。今後とも、

ポートセールス活動などを行い、港の利用促進

を図るとともに、岸壁整備に向けて積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 先ほどの直轄事業負担金制度
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とちょっと絡むんですけれども、細島港を国の

ほうに直轄事業でやってほしいということでお

願いするわけですが、微妙に密接に絡んで、妙

な立場じゃないかと思うんです。今後どのよう

に取り組んでいかれるのか、再度、知事にお伺

いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 直轄事業負担金とい

うのは、全く払わないというような立場ではな

いんです。ただ、国と地方との対等な協議が必

要だということです。そしてまた、明細をきち

んとオープンにしてくれということ、ここがポ

イントじゃないかなと思っております。インフ

ラ整備のおくれた本県にとりましては、細島港

の大型岸壁は、地域産業の発展のために必要な

施設だと考えておりますので、地元日向市や関

係機関などと連携を図りながら、直轄事業とし

て採択されるよう、国へ強く今後とも要望して

まいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、先ほど、港全体の利用

促進が課題であるというふうに答弁いただきま

した。細島港には先月、イージス艦「こんご

う」、今月、あと２～３日後ですが、護衛艦

「ひえい」が入港します。そして、来月の終わ

りごろには、ヘリ空母と言われます「ひゅう

が」が初入港します。来年の３月から７月ま

で、上海から豪華大型客船「レジェンド・オブ

・ザ・シーズ号」が６回寄港します。総トン数

約７万トン、全長264メーター、乗客数が、会社

の概要を見ますと、2,000名の船が入港する予定

であります。このように、アジア観光誘致にも

大きな実績となります。そして、中国からの観

光客の獲得にも大いに役立つものと思います。

ですから、細島港全体の整備が急がれると思っ

ております。再度、国へ細島港の整備を積極的

に働きかけていただきたいと思っております

が、今後どのように取り組まれるのか、知事の

決意のほどをお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 細島港につきまして

は、これまでも国際貿易の拠点港として整備を

進めてまいったところであります。今後、高速

道路網の整備や大型客船の入港などによりまし

て、細島港の重要性はますます高まるものと認

識しております。このため、既存施設の利用状

況や企業ニーズを把握しながら、必要な施設整

備に努めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。

次に、「レジェンド・オブ・ザ・シーズ号」

は、初回は1,804名の乗客が乗り込んでくるとい

うふうに言われておりまして、細島港に午前８

時に入港して、出港は午後５時です。観光時間

が約９時間しかなくて、入国検査に時間はかけ

られません。それで、上海から福岡入国管理局

の職員が乗り込んで、船上で入国手続を済ませ

るように協議しているそうであります。そこに

もやはり課題があるように聞いております。細

島港の利用促進に向けても、また今後の中国等

の観光客誘致にも影響しますので、県としても

何らかの支援をお願いしたいと思いますが、県

民政策部長にその見解をお願いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 大型クルーズ

船であります「レジェンド・オブ・ザ・シーズ

号」の細島港寄港に伴います入国審査等のＣＩ

Ｑの手続につきましては、現在、この手続を所

管します国の官署などとの協議を行っていると

ころでございます。御指摘もありましたよう

に、細島港の利用促進、それから今後の宮崎へ

の大型観光客の誘致にも非常に貢献するものと

思っておりますので、寄港が円滑に進むよう

に、今後、引き続き協議を詰めてまいりたいと

思っております。
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○十屋幸平議員 ありがとうございました。積

極的にまたその点はよろしくお願いしたいと思

います。

次に移ります。カーボン・オフセットの取り

組みについてお伺いいたします。

二酸化炭素やメタンなどの温暖化ガスは、地

球環境への悪影響を及ぼし、生態系の異変、砂

漠化や食料生産の減少、海面上昇など、幅広い

影響をもたらしております。また、異常気象に

よる豪雨、洪水、土砂災害の増加なども指摘さ

れております。ある新聞によりますと、世界経

済、ＧＤＰ比５％から20％の損害が発生すると

も言われております。麻生首相も先ごろ、2020

年を目安に、温暖化ガス排出削減の中期目

標、05年比15％を掲げました。低炭素社会に向

けて、産業界や個人にまで負担を求める決断を

したわけであります。そこで、環境省は、低炭

素社会づくりの行動計画に、排出量取引や二酸

化炭素を相殺する制度を盛り込みました。その

中で昨年２月に、カーボン・オフセットのあり

方について指針を出しました。そのカーボン・

オフセットの内容と県の取り組みについて、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） カーボン・オ

フセットと言われるものは、事業主などが自分

が排出した温室効果ガスに責任を持つという考

え方に基づきました自主的な取り組みでありま

す。みずから削減努力をしても、なお削減し切

れない排出量を、例えば二酸化炭素の吸収源で

ある森林の保全等に出資することで埋め合わせ

るものでありまして、近年、温暖化対策の新た

な手法として期待されているところです。この

取り組みは、事業者などによる自発的な排出削

減の促進につながる一方で、二酸化炭素の削減

や吸収量の正確な算定や、埋め合わせのために

提供される商品やサービスの信頼性の確保と

いった課題があります。このため国では、昨

年11月にオフセット・クレジット制度を創設し

まして、一定の基準を満たしていることを第三

者機関が認証するなど、信頼性の高いカーボン

・オフセットの取り組みを推進しているところ

であります。県といたしましては、地域資源を

活用していくという観点からも、今後、制度の

普及に努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。

○十屋幸平議員 お手元に議場配付資料をお配

りさせていただいております。それについて御

説明いたしたいと思いますが、高知県では、い

ち早くオフセット・クレジットを活用して、化

石燃料から未利用林地残材のボイラー燃料の代

替を活用して、配付資料のように森林整備に取

り組んでおります。これは高知県の事例ですか

ら、今から説明しますので、見ておいていただ

ければありがたいと思います。左側に工場があ

りますが、住友セメント高知工場です。ボイラ

ーを重油から間伐材等の木質バイオマス燃料に

切りかえることで、二酸化炭素の排出を約900ト

ン削減します。高知県は、住友セメントにバイ

オマス燃料の補助を出して、住友セメントが削

減したＣＯ２の削減量約900トンをもらいます。

そのＣＯ２の900トン、右側に、二酸化炭素をみ

ずからは削減できない株式会社ルミネというビ

ル会社があるんですが、削減分を330万で高知県

から購入します。その資金で高知県は森林組合

に森林整備を委託する仕組みであります。そこ

で、提案なんですけれども、オフセット・クレ

ジット制度、いわゆるＪ―ＶＥＲというんです

が、それを宮崎でも取り組んではどうかという

ふうに思っております。

その図をもう一度見ていただいて、私の提案
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を説明させていただきます。図の右側のオフ

セット実施者というところに、キャンプに来て

いただいているプロ野球機構やサッカーのＪリ

ーグなど、スポーツイベント関係団体になって

いただいて、左側の住友セメントのところは、

林業関係企業や県森林組合連合会等が事業者と

して入っていただき、宮崎県はその双方の仲立

ちをして、オフセット・クレジット制度を推進

するということであります。その得た資金で森

林整備に向けて取り組む考えはないか、環境森

林部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） オフセット・

クレジット制度につきましては、農林水産省に

おきまして、山村等における制度の導入を進め

るために、ことしの５月に山村再生支援センタ

ーを創設されまして、案件の掘り起こしや申請

手続の代行などの支援が実施されております。

県といたしましても、本制度の活用によりまし

て、本県の森林整備の促進が期待されますこと

から、御提案いただきましたプロ野球機構等も

含めまして、取り組みに参加を希望する事業者

に対して必要な情報提供などを行いながら、取

り組みを進めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。積

極的によろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。

次に、自殺対策の取り組みについてお伺いを

いたしたいと思います。

これまでも多くの議員が、本県の自殺率の高

さを深刻に受けとめまして、いろんな角度から

質問されております。20数年前に、親友の妻が

自殺未遂をしました。身近にいた私たちは、自

殺に至る悩みや苦しみに気づかずに、「どうし

て相談してくれなかったんだろう」「なぜこん

なことを」と思い、自責の念に駆られました。

また、若くして心の悩みに苦しみながら、みず

からの命を絶った若者や、経済的に追い込まれ

てどうにもならない生活に苦しみ、そして相談

すらできない状況の中で自殺した同世代など、

私がどうすることもできない悔しさと、残され

た遺族の苦しみを肌身で感じ、自分の無力さ、

むなしさを痛感しております。

そういう中で、国内の自殺者は、山一證券、

拓殖銀行の破綻、バブル崩壊で不況に入る時期

となる平成10年以降、8,472人と自殺者が増加し

て、毎年３万人を超えております。その中で

も、近年は中高年男性が急増しております。宮

崎県は平成９年以降、300名を超える自殺者が出

ています。本県では、東国原知事を先頭に、自

殺対策に非常に頑張っていただいております。

自殺は、複合的な要因が関係しておりまして、

もはや個人的な問題ではなくて、地域社会の問

題ということで認識しなければならないという

ふうに思っております。そこでお伺いいたしま

すが、平成20年の自殺者の状況と対策や、これ

まで質問がありました、精神保健福祉士の配置

の現状はどのように取り組まれているか、福祉

保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 厚生労働省

の統計によりますと、平成20年の本県の自殺者

数は363名で、前年に比べて31名減少しておりま

すが、人口10万人当たりの自殺者数は32.0で、

依然として高い水準で推移しております。この

ため本県では、昨年度より「自殺ゼロ」プロ

ジェクト推進事業に取り組み、基盤づくりや普

及啓発、人材育成、相談窓口などの充実強化に

努めているところです。具体的には、行動計画

の策定や講演会の開催、かかりつけ医や看護師

等への研修に取り組んでおります。また、昨年

５月から、宮崎県自殺対策センターにおいて、
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ストレス専門診療相談を開始したほか、各種リ

ーフレットの配布により、健康や経済問題など

の悩みに対応する相談窓口の情報提供等に努め

ております。

次に、精神保健福祉士についてであります

が、本年４月１日現在、その資格を有する者

が、障害福祉課に１名、精神保健福祉センター

に１名、県の保健所に８名の計10名が在職して

おります。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。

今回、国の補正で地域自殺対策緊急強化交付

金100億円が盛り込まれております。県でも、地

域自殺対策緊急強化基金積立金による「自殺ゼ

ロ」プロジェクト推進事業が提案されておりま

す。県はどのような取り組みをされるのか、再

度、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 今回提案し

ております地域自殺対策緊急強化基金は、県の

対策に加え、市町村が地域の実情を踏まえて自

主的に取り組む対策や民間団体の活動等を支援

することにより、官民一体となった自殺対策を

強化するため設置するものであります。本年度

は、市町村が独自に取り組む対策を支援すると

ともに、テレビ・ラジオでのコマーシャル放映

や、さまざまな相談窓口を掲載した「こころの

電話帳」の全世帯配布など、特に普及啓発に力

を入れることとしております。また、この基金

の設置期間は平成23年度までとなっております

ので、市町村や民間団体のニーズも十分踏ま

え、この期間内に自殺対策のさらなる充実強化

が図られるよう努力してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 自殺と申しますと、どうして

も社会的な風潮として、タブー視するところや

偏見というのがあるのではないかというふうに

思います。そういう面に対して、自殺に対して

は、社会がもう少し温かい見守りの気持ちも持

てるようにという、意識の啓発が必要だと考え

ております。そういう意味で、先ほど壇上から

言いましたが、このブルーのワッペンを担当課

からいただきました。毎月第１月曜日にこの

ワッペンを着用するように、庁内でも放送され

ております。しかしながら、何となくなじみが

薄い、そのように感じております。自殺予防週

間が９月10日から16日というのもいいんですけ

れども、警察庁の全国統計では、自殺者は３月

から６月、そして10月が多い月となっていま

す。宮崎も６月と10月が多くなっています。で

すから、10月を県独自の自殺予防月間として設

けて、こういうブルーのワッペンを、県職員の

みならず市町村職員の皆さんにも、そしていろ

んな組織の方々にも着用することを呼びかけて

みてはどうでしょうか。知事の見解を求めたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 県職員の啓発用の

ワッペンの着用は、昨年度から新たな取り組み

として始めたものでありますが、自殺対策は、

行政のみならず県民一人一人が、それぞれの立

場でできることから取り組み、県民総力戦で解

決していく課題であると認識しております。そ

のためには、より多くの方々に自殺対策の重要

性を知っていただくことが肝要でありますの

で、市町村にも啓発用ワッペンの着用を呼びか

けてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 今できることからということ

で、ＮＰＯ法人の宮崎自殺防止センター、これ

は活動資金が非常に苦しいということで、賛助

会員、年間１口1,000円、団体が１万円、正会員

３口以上というふうになっております。もう一

つは、自殺防止推進協力員制度の登録、これも
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呼びかけておりますが、なかなか伸びない。登

録制度は何をされるかというと、啓発活動のチ

ラシの配布とか、講演会の案内とか、リーフ

レットの配布とか、そういうふうに、知事が言

われたようなできるところからそれぞれが、一

人一人がやっていただければ啓発が進むのでは

ないかというふうに思いますので、ぜひお願い

したいと思います。

次に、植物工場についてお伺いをしたいとい

うふうに思います。

いろいろありますが、農商工連携の中の一つ

の方法として、経済産業省と農林水産省が全国

に50カ所、植物工場をつくっておりまして、３

年間であと100カ所ふやし、150カ所にするとい

うことであります。植物工場とは、テレビ等で

はありますけれども、どのようなもので、宮崎

の農業とどのように関連づけて、宮崎として今

後どのように取り組まれるか、農政水産部長に

お伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） いわゆる植物

工場といいますのは、環境制御や自動化などハ

イテク技術等を利用した野菜等の周年栽培施設

でございまして、閉鎖空間で人工光を使った完

全人工光型と、温室等で太陽光に人工光を組み

合わせました太陽光併用型がございます。この

ような植物工場には、季節や天候に左右されず

安定生産ができ、場所を選ばず、周年雇用が可

能といったメリットがある一方で、栽培品目が

限定される中で、初期投資及び運営コストが極

めて高く、技術者等の人材不足等の課題もござ

います。大消費地から遠隔地にある本県におき

ましては、本格的な植物工場の導入に関して

は、現段階では克服すべき課題等もございます

が、人工光や環境制御技術に、宮崎ならではの

バイオマスエネルギー等を取り入れた低コスト

・省力栽培技術の開発・普及等を促進すること

によりまして、新たな品目や産地の創出などに

つなげてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 いろいろなコスト、私も勉強

させていただいて、そのとおりだと思います

が、私は一つの提案として、中山間地域の対策

として考えております。耕地面積が狭くて、人

口の減少が進み、そして高齢化して担い手がい

ない、植物工場と例えば野菜加工工場を隣接し

て、県外に出荷するのではなくて、県内、圏域

内の学校給食、病院、高齢者施設、ホテル等の

地産地消を地域で取り組み、雇用の確保という

意味で高齢者や障がい者でもできる仕事、所得

の確保、それと人口流出対策として考えており

ます。今言いましたように、中山間地対策とし

ての植物工場の取り組みについて、再度、農政

水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 一般的に、植

物工場で生産されます農産物につきましては、

ただいま申し上げましたように、非常にコスト

が高くなるといったことから、事業成功のため

には、安定的な実需者を発掘しますとともに、

物流コストの低減等を図ることも重要でありま

して、例えば、地域の高齢者施設あるいは病院

等の特定の需要に対しまして、加工と一体と

なった付加価値の高い、多様な食材、サービス

を提供することも大事な視点ではないかと考え

ております。

中山間地域におきます植物工場の導入につき

ましては、加えまして、土地条件を初め、各種

の制約等を受けますことから、施設規模や生産

品目、安定的な販路と価格が確保できるような

明確な立地戦略が必要かと思っております。そ

のためにも、実需者との緊密な連携のもとに、

地元企業等からの人的、資本的な協力や支援、
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そして施設の設置運営に係るさらなるコスト縮

減等が、立地推進のかぎになると考えておりま

す。県におきましては、今後とも、中山間地域

の活性化につながる、地元が主体となった効果

的な取り組み等につきましては、関係部局とも

連携を図りながら支援してまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 日向のある企業は、既にそう

いうことを念頭に置きながら計画を考えておら

れるところもあります。それは、中山間地では

なくて平地のところでやろうと言われておりま

すし、また課題の一つであります品目、それも

含めて16種類とか、そういうできるものを計画

しておりますので、そういう御相談がありまし

たときには、またいろんな指導助言をお願いし

たいというふうに思います。

次に、中国木材と林業の活性化についてお尋

ねをいたします。

世界的不況によりまして、国内の住宅着工件

数が減っている中で、日向市への進出がおくれ

ております。そして、悪循環で木材価格の低迷

が続き、林家や関係業界は非常に困っておりま

す。中国木材進出の現状と見通しについてどの

ようになっておるのか、商工観光労働部長にお

願いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中国木材

の進出につきましては、昨年10月に同社と林業

関係団体との間で、進出条件を取りまとめまし

た覚書の調印がとり行われたところでございま

す。その後、厳しい経済情勢が続く中で、同社

において具体的な進出計画の検討が行われてい

ると聞いているところでございます。中国木材

の進出は、本県の林業や工業などの産業振興

や、新たな雇用の創出による地域経済の活性化

につながるものと考えております。今後とも、

関係部局や地元日向市との連携を図り、進出に

向けた取り組みが円滑に進みますよう努めてま

いりたいと存じます。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。

杉の素材生産が18年連続日本一で、平成26年

度には生産量が150万立米となる計画となってお

ります。その出口を何とか確保しなければいけ

ませんが、そこで、新みやざき創造戦略の工程

表では、平成19年度から22年度までの今後の方

向性として、「輸出に積極的な企業・団体の取

り組みを支援」「中国や韓国での木造建築技術

者の養成」などと書かれてあります。木材の輸

出に関しての現在の取り組みと、今後の出口と

して有望視されるであろう中国や韓国などへの

輸出についてどのように考えておられるか、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 木材の海外輸

出につきましては、団体が取り組みます展示と

か商談会や、現地の構造設計技術者の養成な

ど、中国、韓国への輸出促進活動を支援してい

るところでございます。上海など巨大な市場を

抱えております中国は、魅力ある販売先と考え

ておりますが、現在のところ、価格の高い杉材

の利用が普及していないなどの理由から、輸出

が進んでいない状況にあります。一方、韓国に

おきましては、県の木材利用技術センターとソ

ウル大学との学術交流を契機に、本県団体と韓

国企業との連携が進んだことなどから、平成20

年度の輸出額は２年連続して１億円を超えるな

ど、成果があらわれてきているところでござい

ます。県としましては、引き続き関係団体と連

携を図りながら、森林所有者の所得向上につな

がるよう、海外輸出を初め、県産材の販路拡大

に取り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 中国木材の進出は、先ほど申
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し述べましたが、細島港の整備とも密接に関係

します。先ほど細島港の整備もしっかり取り組

んでいただくということでありましたので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

最後に、これは知事の政治姿勢ということで

触れさせていただきたいと思っておりますが、

今議会も知事の退職手当のことでいろいろ議論

が出ております。国政へ転身するのではないか

ということも言われておりますし、知事の答弁

では、「今は考えておりません」ということを

言われております。そして、新聞報道によりま

すと、あす、自民党の古賀選挙対策委員長に会

われるということであります。県民はいろんな

新聞報道を見て、そのあたりはどうするんだろ

うと、知事の動向を非常に注目しているという

ふうに思います。そして、知事はマニフェスト

を御自身でつくられて、県民とのお約束という

ことで非常にそのあたりを重視されております

し、議会の答弁ごとにそれを私どもも実感して

おります。その約束はどうなるのかというのは

あります。

しかしながら、私は、知事が初登壇されたと

きに、地方から国を変えるという気概を感じた

のも事実であります。そして、今、いろんな議

論の中でも地方分権ということに、非常に関心

といいますか、意欲を持っておられます。そう

いう意味で、高い志を持っておられることも十

分理解しております。地方はある意味、国に法

律上、制度上、がんじがらめにされているとい

うのも実感されたと思います。そういうことに

おいて、県政運営に歯がゆさを感じていること

もあるでしょうし、地方分権を進めなければこ

の国がだめになるというふうにもお思いでしょ

う。私は、そのあたりのことを県民の皆さんに

しっかり説明等をして訴えていけば、知事があ

す、古賀さんとどういうお話をされるかわかり

ませんが、国政に転身しても県民は御理解いた

だけるのではないかというふうに思っておりま

す。そのあたりの知事の見解をお願いしたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、私は就任以来、「地方から国を変えてい

く」「地方分権にしなければ、地方の活性化、

再生はあり得ない」と言わせてもらっていま

す。その考え方にぶれはございません。宮崎か

ら地方を変え、また宮崎を歴史に残すんだとい

うことも、私は強く思っております。そのため

に何をしなきゃいけないか、おのずと結論は導

かれるわけでございますが、どうも分権が地方

のためになるんだと―確実になるんです。地

方財政の拡充のためには、分権をして無駄をな

くして、地方消費税や、交付税や、地方共有税

といったものを拡充しないと、地方の財政とい

うのは本当に破綻してしまう、これは間違いな

い。これを住民の方あるいは県民の方々がどれ

だけ実感されておられるか、どれだけそこに関

心を持っていただけるかというのは、それは説

明責任の問題になると思うんですけれども、

今、地方が再生するためには、この国の形を変

えなきゃいけない、これは自明の理ですので、

皆さんにはこのことだけは訴えさせていただき

たいと思っております。

○十屋幸平議員 ですから、そのあたりは我々

も同じ意識で認識しているというふうに思って

おります。国の形を変えるときに、やはり法律

があるわけで、その中で、じゃどうするかとい

う話になるわけですね。今御答弁いただきませ

んでしたが、御自身のどういうふうなことで国

の形を変えようとするのか、そして今回、知事

がどう決断されるか、どういうふうにお考えか
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わかりません。しかし、これからの地方分権を

変えていくためには、やはりだれかがその先鞭

をつけなければならない。そのときに東国原知

事であるか、橋下知事であるか、どなたかはわ

かりません。しかしながら、新しい風を国会の

中に送らなければいけないということも事実で

あります。ですから、これから先、知事として

いろいろ考えられるでしょうけれども、決断す

べきとき、大きな仕事をなすときに、知事とし

て、一宮崎県知事として、それから高い志を

持った政治家東国原としてどうするかというこ

とを、再度お伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先般、全国知事会で

私は、全国知事会が取りまとめた地方分権に関

するさまざまな条項を、自民党、民主党等のパ

ーティーマニフェストに盛り込んでいただい

て、その盛り込んでいただいた党に、政治的な

メッセージあるいは政治的な支援を、全国知事

会でそういう行動を行ってはいかがという提案

をさせていただきました。それは、私の中で地

方分権をしなければいけないという強い思いが

あったからでございます。その全国知事会で

言ったことは、私は有言実行をさせていただき

たいと思っておりますので、今回の関ヶ原、

黙って見過ごすわけにはいかないということで

す。

○十屋幸平議員 今回の関ヶ原、黙って見過ご

すわけにはいかないという御決意をお伺いし

て、私のすべての質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 今ちょっと

爆弾発言みたいなものがありましたが、よろし

くお願いしたいと思います。きょうは都城から

障がい者団体の皆さん方がたくさんおいでいた

だいております。ありがとうございます。

昨日は、世界男性最高齢113歳の田鍋友時さん

の葬儀に行ってまいりました。突然の訃報であ

りましたから、私も信じられない気持ちでいっ

ぱいでありました。明治、大正、昭和、平成を

力強く生きてこられました。このことは、宮崎

県民だけでなくて、日本の国民の象徴でもあり

ました。田鍋さんは、介護保険は一回も使われ

たことはなかったそうであります。もちろん、

ショート、デイサービス、訪問介護も一回も受

けられなかったということであります。今、大

変世知辛い世の中でありますが、田鍋さん家族

の家族愛には、深い感動を覚えた次第でありま

す。知事も何回かお祝いに行かれていることと

思いますが、平成19年１月24日、知事の就任と

同じ時期でありましたが、男性最高齢者として

ギネス認定をされ、今日まで知事と同様に大変

な注目を受けてこられました。役割を終えられ

た田鍋さんへの率直な気持ちを、知事からお聞

かせいただきたいと思います。

次に、経済対策についてお伺いをいたしま

す。昨年発生しました世界的な金融不安の中、

我が国においては、2009年度補正予算の一般会

計総額が過去最高の13兆9,256億円で成立をしま

した。景気の底割れを防ぎ、生活者の安心を実

現し、未来への成長につなげるため、国は矢継

ぎ早に経済・雇用対策を打ち出しております

が、本県としても今回上程されました追加補正

の中で、宮崎らしい対策、特徴ある対策を打っ

ていくべきだと思いますが、知事の見解をお伺

いいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 田鍋友時さ

んの突然の訃報に接しまして、驚きと深い悲し
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みを覚えておるところであります。田鍋友時さ

んは、明治28年にお生まれになりまして、明

治、大正、昭和、平成の時代を生きてこられ、

平成19年には男性長寿世界一となられました。

その豊かな命は、宮崎県民だけでなく、日本国

民の輝かしい象徴でありました。今、にわかの

悲報に接しまして、哀悼の情にたえません。ま

た、御遺族の心中を御推察申し上げるとき、お

慰めの言葉もない次第でございます。今はた

だ、田鍋友時さんの御冥福を心からお祈り申し

上げたいと考えております。

続きまして、厳しい経済雇用情勢に対応し、

県民の安全・安心な暮らしを実現するために

は、緊急対策だけではなく、本県の将来につな

がるしっかりとした見通しを持った上で、国の

対策を活用しながら、本県の抱える課題や県民

ニーズに的確に対応した施策を講じることが重

要であると考えております。このようなことか

ら、先般、新たな経済・雇用対策を取りまと

め、中長期的な観点から、農商工連携による新

事業の創出やソーラーフロンティア構想の推進

等による低炭素社会の実現など、本県の特性を

生かした産業づくりや地域づくりについて、県

としての方針を示したところであります。この

新しい対策に沿った事業について、今回、補正

予算をお願いしているところでありますが、今

後とも引き続き、本県経済を回復させ、成長軌

道に移行させることを目標に、宮崎県のポテン

シャルを生かした宮崎らしい対策を講じてまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○山下博三議員 引き続き、知事にお伺いをし

ますが、今議会に上程されております、補正、

追加補正、総額180億の予算についてでありま

す。本県におきましては、安藤県政、東国原県

政のここ６年間、さまざまな予算の削減に取り

組んでまいられました。2003年当初予算6,811

億7,800万、これをピークに、県民の協力も得な

がら、本年度当初予算5,625億3,800万、2003年

対比82.5％まで削減努力をされてきておるとこ

ろであります。本県が国の経済対策に伴った補

正予算案を６月議会に提案されるのは、03年以

来６年ぶりということであります。特に今回の

追加補正の交付金の中には、市町村への配分総

額は92億4,500万円が見込まれております。この

ような大型補正を効率的に執行し、効果的な経

済・雇用対策を図るのには、現場ニーズを的確

に把握し、事業に反映させるとともに、しっか

りした職員の意識、体制を整え、東国原知事の

もと部局間の連携を十分図るべきと考えます

が、いかがでありますか。

○知事（東国原英夫君） 本県が直面しており

ます経済の危機的な状況を、本当の意味で克服

するためには、民間の経済活動が活発化し、県

民の雇用・生活面の安心度が高まることが必要

でありますので、経済・雇用対策の組み立てに

当たりましては、さまざまな機会を通じて現場

ニーズを的確に把握させていただき、それを事

業に反映させていくことが重要であると考えて

おります。このようなことから、県といたしま

しては、市町村や関係団体等から現場の情報を

収集するとともに、全庁挙げてしっかりと対策

を実施できるよう、各部において出先機関との

意見交換を積極的に行い、十分な意思疎通の確

保に努めているところであります。また、地域

産業の活性化には、分野横断的な取り組みも求

められることから、私を本部長とします「経済

・雇用緊急対策本部」を中心に、各部局が密接

に連携し、効果的な事業の組み立てやその実施

を図ることといたしております。

○山下博三議員 次に、職員倫理規程につい
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て、同じく知事にお伺いをいたします。安藤県

政の官製談合事件や不適切な事務処理問題等の

教訓により、平成19年６月に宮崎県職員倫理規

程が策定をされました。その後、職員の皆さん

も、この倫理規程に基づいて日夜業務に精励さ

れていることと思いますが、一方では、職員が

萎縮しているのではと懸念しているのでありま

す。例えば、農政については、本県の基幹産業

であります農業・農村の抱える課題は山積して

おりまして、豊かな農業・農村を形成していく

ためには、さまざまな事業を展開しなければな

りません。先日から話題になっております畑か

ん事業や面的基盤整備というのは、早急に取り

組まなければならない対策であります。このよ

うな対策を的確に、そして効果的に推進するの

には、地域住民、関係団体等と積極的な意見交

換が必要不可欠であると思っております。しか

しながら、業務を遂行していく上で必要な職員

と住民及び関係団体との情報交換等が、以前に

比べ十分に行われていないと聞いております。

このことは、職員倫理規程によりまして職員の

行動を規制しているためではないかと思います

が、御所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 職員倫理規程は、官

製談合事件、不適正事務処理問題により失墜し

た県民の県政に対する信頼の回復を図るため、

職員が職務に係る倫理を保持するために守るべ

きルールを定めたものであり、またあわせて、

県民の疑惑や不信を招かないよう、職員を守る

という観点から定めさせていただいたものであ

ります。したがいまして、この規程は、いたず

らに職員の行動を縛ろうというものではなく、

行政運営に支障を来さないよう配慮しながら、

その運用を行っているところであります。今後

とも、職員には、この規程をみずからの行動規

範として職務に邁進し、県民から信頼される職

員になるとともに、現場ニーズの的確な把握に

も努めてほしいと思っております。

○山下博三議員 私は、この規則をもとに戻そ

うということは言っていないんです。どうして

も事業を推進していくためには、やる気のある

職員の芽を摘むようなことがあってはならない

と、そのように理解をいたしておりますから、

ぜひ職員の倫理規程もしっかりと職務伝達でき

るように、やる気を伸ばしていただくとありが

たいと思っております。

続きまして、福祉政策の障害者自立支援法に

ついて、福祉保健部次長にお伺いをしてまいり

ます。

障がい者に関する施策は、2003年４月に身体

障がい者、知的障がい者、障がい児に対する支

援費制度の導入が決まり、従来の措置制度から

大きく転換をいたしました。しかし、支援費制

度の導入によってサービスの利用者が急増し、

国と地方自治体の費用負担だけでは、サービス

利用に対する財源確保が困難になってまいりま

した。また、サービス提供に関して、これまで

身体障がい、知的障がい、精神障がいという障

がい種別ごとに縦割りで整備が進められてきた

ことから、格差が生じ、専業体系がわかりにく

い状況となってまいりました。さらに、精神障

がいに至っては、支援費制度にすら入っていな

い状況の改善が必要であるということも指摘を

されております。また、それぞれの自治体のサ

ービス提供体制、整備状況が異なり、全国共通

のサービス利用、ルールもないため、大きな地

域間格差も生じ、結果的に働く意欲のある障が

い者が必ずしもその機会を得られていないとい

う状況も見えたところであります。こうした制

度上の問題を解決し、「障がい者が地域で安心
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して暮らせる社会」を実現するために、2006年

４月１日から障害者自立支援法が施行されたと

ころであります。この法律のポイントは、１、

障がい者施策の一元化、２、利用者の利便性向

上、３、就労支援の強化、４、支給決定のプロ

セスの明確化、５、安定的財源確保の大きな５

つの柱から成っております。４年目を迎えたこ

の障害者自立支援法に基づくサービスの本県の

利用状況はどうなっておるのか、また、障がい

者の皆さんのニーズに十分に対応しているの

か、お伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 平成20年度

における自立支援法に基づく自立支援給付のサ

ービス利用者は、延べ３万1,092名となっており

ます。また、障がい者がサービス利用を希望さ

れる場合は、市町村による支給決定を受け、事

業者を自分で選択し、契約することとなりま

す。事業者は原則的に申し込みを断ることはで

きませんが、定員の関係上、受け入れが困難と

なる場合は、他の事業者を紹介するなどの対応

をしなければならないこととされております。

さらに、市町村や地域にあります自立支援協議

会でサービスの補完等の協議を行い、障がい者

のさまざまなニーズに対応する仕組みとなって

おります。

○山下博三議員 自立支援法が施行されまし

て、県内のそれぞれの社会福祉法人やＮＰＯ法

人等の事業者は、障がい者の皆さんと、法の理

念であります「障がい者が地域で安心して暮ら

せる社会」を実現するために、必死で取り組ん

でおられます。平成20年２月、「宮崎県障がい

者工賃倍増５か年計画」を策定されておられま

すが、その進捗状況と取り組みについて、福祉

保健部次長にお伺いをいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 県では、経

営の専門家で構成します「工賃向上支援チー

ム」を県内３カ所に設置しまして、事業所等で

の販路開拓や新商品の開発、企業からの受注拡

大についての助言等を行っております。また、

障がい者が製作した商品のイベント等での共同

販売や、これらの製品等を紹介したホームペー

ジの運用に対し支援を行うなど、さまざまな施

策を展開しております。この結果、「工賃倍増

５か年計画」の対象となります就労継続支援Ｂ

型事業所等の平均工賃の実績は、平成20年度に

は１万997円と、前年度比で3.1％増加したとこ

ろであります。県としましては、厳しい経済状

況の中ではありますが、今後とも、工賃全体の

底上げを目指し、諸施策の充実に積極的に取り

組んでまいりたいと存じます。

○山下博三議員 同じく、工賃向上対策につい

てお伺いしますが、自立支援法施行から３年目

を迎えた平成20年度のそれぞれの事業所の工賃

実績報告書を調べてみました。就労継続支援Ｂ

型でありますが、１カ月当たり平均賃金で、低

いところで2,947円、高いところで３万3,984

円、平均１万997円となっておりますが、事業所

によっては、かなりの差があることがわかりま

した。問題点として、利用者間において能力に

かなりの開きがあること、各事業所において、

生産活動、受託作業など工賃支払いについて厳

しい面があること、自立支援法における３障が

い一元化で、特におくれている精神障がい者の

支援について、事業所だけでなく企業も十分に

理解をしなければ、支援法を間違うおそれがあ

ることなどであります。福祉保健部次長に重ね

てお伺いをいたしますが、県として、工賃向上

のこれまでの取り組みを踏まえ、今後なお一層

の支援強化が必要と考えますが、いかがです

か。
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○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 工賃向上に

関しましては、先ほど申し上げました「工賃向

上支援チーム」の支援対象となる障がい福祉サ

ービス事業所を、昨年度の３カ所に加えまし

て、今年度さらに10カ所程度拡大し、経営の基

礎知識の習得や、経営的視点の醸成などに一層

努めていくこととしております。また、宮崎県

中小企業家同友会が開催する「バリアフリー祭

り」への参加や宮崎県工業会が主催する「みや

ざきテクノフェア」への出店などを通じまし

て、障がい福祉サービス事業所に対する理解促

進や取引拡大につなげてまいりたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 ありがとうございました。

次に、障がい者の法定雇用率について、教育

長にお伺いをいたします。民間企業、国、地方

公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する

法律」に基づき、民間企業56名以上1.8％、特殊

法人2.1％、国、地方公共団体2.1％、都道府県

の教育委員会2.0％の割り当てを行っておりま

す。宮崎県の各機関及び市町村の障がい者雇用

状況を調べてみましたが、教育委員会を除く他

の機関、市町村等はおおむねクリアをしており

ますが、雇用不足数23名と数字が出ておりま

す。県教育委員会における障がい者雇用の現状

と取り組みについてお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会におけ

る障がい者雇用の現状ということであります

が、平成20年６月１日現在で、障がい者の雇用

率は1.67％であり、これは全国の都道府県教育

委員会における平均雇用率1.58％を上回ってい

るところではありますが、今お話がありました

法定雇用率、2.0％には達していない状況であり

ます。その主な要因といたしましては、教員免

許を有する障がい者の方が少なく、教員採用試

験を受験する方が限られているという状況がご

ざいます。次に、県教育委員会としての取り組

みについてでありますが、障がいのある方が一

人でも多く教員採用試験を受験していただける

よう、例えば点字による出題や手話通訳による

受験など、試験方法に配慮するとともに、水泳

実技など試験の一部免除や、さらには年齢制限

を設けずに特別選考試験を実施しているところ

であります。今後とも、障がい者が受験しやす

い環境づくりに努めていきますとともに、教員

を志望する人がふえるよう大学等への広報活動

をさらに進め、障がい者雇用の促進を一層図っ

てまいりたいと考えております。以上です。

○山下博三議員 ありがとうございます。特別

選考試験制度もあるということでありますか

ら、ぜひ法定雇用率を達成していただきますよ

うにお願いを申し上げておきたいと思います。

次に、民間企業における障がい者の雇用状

況、いわゆる雇用率でありますが、これについ

てどのようになっておるのか、福祉保健部次長

にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 宮崎労働局

の調査によりますと、平成20年６月１日現在

で、法定雇用率1.8％が適用される常用労働者56

人以上の規模の県内企業は559社ありまして、そ

の障がい者実雇用率は1.97％で、都道府県別で

は高いほうから７番目となっております。ま

た、この559社のうち、法定雇用率を達成した企

業の割合は63.3％で、都道府県別で第２位と

なっております。県といたしましては、今後と

も、宮崎労働局等の関係機関と連携しながら、

事業主等に対して障がい者雇用の一層の理解と

協力を求めるなど、就労支援に努めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 559社のうち、法定雇用率を達
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成した企業は63.3％という報告であります。障

害者自立支援法が定着していくためには、企業

の限りなく100％に近い数字になりますように努

力していただきますよう、お願いを申し上げた

いと思います。

次に、障害者自立支援法が施行され、３年経

過した中で、新たな問題が発生しております。

少々長くなりますが、おつき合いをお願いした

いんですが……。就労支援事業所では、働く意

欲のある障がい者に対して、就労の場の確保と

就労に向けての訓練が行われておりますが、最

大６カ月の実習が実り、トライアル雇用、そし

て晴れて正式雇用の道が開けた障がい者に、車

の運転免許の取れない人が多いのが実情であり

ます。公共交通機関の発達していない農村部で

は、特に通勤の手だてがない状況であります。

その問題点が６月４日にＮＨＫで取り上げられ

ました。三股町に住んでおられる大村和彦君29

歳、脳性麻痺の肢体不自由の障がい者の方であ

りました。５月より７月いっぱいの予定でトラ

イアル雇用として働いております。テレビで

は、企業の社長を初め従業員の方々の温かい励

まし、そして何より本人が楽しく仕事をしてい

る様子、そして働いて得た賃金を将来の自立の

ために貯金し、働く喜びを感じ、将来もここで

働きたいと言う姿が映し出されておりました。

６月17日付の宮日新聞に、お父さんである好

和さんが投稿をされておられました。それを

ちょっと紹介させていただきますが……。

「５月28日は緊張した日でした。というの

も、その日はＮＨＫから息子の１日を取材して

いただいたからです。息子は29歳。脳性まひの

肢体不自由の障がい者です。都城市のＮＰＯ法

人、障害者就労移行支援事業所にお世話になっ

ています。そこで１年間、就労のためにいろい

ろな仕事を経験させていただき現在、支援事業

所と受け入れ先企業の尽力によりトライアル雇

用として働いています。

親の車と支援事業所の車を乗り継ぎ仕事場ま

で通勤してます。所要時間約１時間。７月まで

はそれで助かるのですが、８月からはＮＰＯ法

人による送迎ができなくなります。本採用後は

ＮＰＯ法人に対して国、県からの公的支援が停

止されるからです。

障がい者が就労するとき、交通手段は重要な

問題です。障がい者も将来の夢と希望を持って

働いています。本当の障がい者支援とは何かを

考える際に大きな課題の一つだと思います。」

以上が投稿された文であります。また、お世

話になっておられるＮＰＯ法人にもお礼の手紙

を出されておりました。その中の一節に、「神

様は、試練を乗り越えないものには試練は与え

ない。きっと私たち親子にその試練を与えてい

るんだと思います。皆様のこれまでの努力を無

駄にしないよう頑張っていきます」と書いてお

られました。障がい者の就労については、通勤

手段の確保が大変重要であると考えておりま

す。見解を福祉保健部次長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 障がい者の

社会的自立のためには、就労の促進が極めて重

要でありまして、お話のありました職場までの

通勤手段の確保も、大きな課題の一つであると

いうふうに認識をしております。このため、就

労先の選定に当たりましては、障がい者本人の

能力や適性に加えまして、通勤等の地理的な条

件等も含めて、さまざまな観点から検討が必要

と考えます。こうしたことから、現在、県内５

カ所に設置しております障害者就業・生活支援

センター等において、通勤方法等を含めた就労
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に関する相談にきめ細かに応じるとともに、そ

れぞれの条件に適した就職先を開拓していると

ころであります。県といたしましては、今後と

も、関係機関との連携強化を図りながら、職場

開拓や定着支援など、障がい者雇用の促進に積

極的に取り組んでまいりたいと存じます。

○山下博三議員 大村和彦君は、言葉もうまく

話せないんです。飛んだりはねたりもできない

んです。運転免許も取れません。やっと出会っ

た仕事をやめたくないと、そう言っているんで

す。お父さんの言葉にもありましたが、「障が

い者が就労するとき、交通手段というのは重要

な課題です」と、このことの壁にぶち当たって

おられます。ＮＰＯ法人の方は、大村君家族の

気持ちにこたえるために、公的支援がなくなっ

ても送迎は続けていきたいと、そう言われてお

るんです。一人でも多くの人を就労させるため

に対策を講じていただきますように、お願いを

申し上げておきたいと存じます。

次に、障がい児、障がい者の方々を抱える親

御さんから、大変不安な声をお聞きすることが

あります。それは、親が元気なうちはいいが、

子供の世話ができない状況になった場合、どう

したらいいのか、大変不安がっておられます。

障がい児、障がい者を抱える親が子供の世話が

できない状態になった場合、どのような制度が

あるのか、福祉保健部次長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 障がいのあ

る方が地域で自立した生活が行えるよう支援す

るため、障害者自立支援法等に基づき、各種の

サービスが制度化されており、生活環境や障が

いの状況に応じ、必要となるサービスを事業者

との契約により利用することになります。仮

に、障がい児を抱える親が子供の世話ができな

くなり、サービスの利用に支障が生じた場合

は、県の指定する相談支援を行う事業者から、

必要なアドバイスを受けられるようになってお

ります。なお、18歳未満の方で親がわりの親族

が不在である場合は、児童福祉法による措置を

検討し、また18歳以上の方で契約上の課題があ

る場合は、民法上の後見制度を活用することに

なります。

○山下博三議員 ぜひ対応を。これは私も今か

らの検討課題として勉強していきたいと、その

ように思っております。

続きまして、自立支援法が施行されましてか

ら４年目を迎えております。その中で、精神障

がい者への対応・対策がおくれているという話

を承っております。特に精神障がい者の就労に

おいては、一般就労ができるだけの能力は十分

に備えておられますが、長期間の就労や毎日の

出勤が難しく、安定した労働力になりにくいこ

とや、また、退院後や長期在宅後の就労の受け

皿が極めて少ない状況等があります。精神障が

い者の相談窓口の現状と対策について、同じく

福祉保健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 現在、相談

支援体制としましては、県精神保健福祉センタ

ーや保健所のほか、市町村が設置している相談

支援事業所において、本人やその家族からの相

談に応じ、必要な情報提供や支援を行っており

ます。また、県内５カ所に設置されている地域

活動支援センターでは、精神保健福祉士等の専

門職員が、相談支援や日常生活への助言を行う

ほか、地域活動への参加やレクリエーション活

動を通して、地域住民との交流を図っていると

ころであります。県としましては、今後とも、

市町村、関係団体と連携を図りながら、精神障

がい者の相談支援の充実に努めてまいります。
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○山下博三議員 次に入っていきます。病気や

事故などのさまざまな原因で脳が損傷したため

に、言語、思考、記憶、行為、学習、注意など

に障がいが起きた状態、いわゆる高次脳機能障

がいに対する取り組み状況について、同じく福

祉保健部次長にお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 高次脳機能

障がいは、今お話のありましたように、脳が損

傷されたために、記憶、行為、情動、注意など

に障がいが起きるものでございます。平成19年

に県が実施したアンケート調査をもとに推計し

ますと、県内で約3,000人、うち65歳以上の方が

約５割を占めている状況となっております。こ

のように、多くの方がこの障がいに苦しんでお

られると思われますので、早急に取り組むべき

課題の一つと認識しております。このため県で

は、昨年度、高次脳機能障がい者の支援拠点機

関として、宮崎大学医学部と県身体障害者相談

センターを指定するとともに、県医師会や医療

専門職・福祉関係者等から成る支援推進連絡調

整会議を設置し、関係機関が連携して取り組む

体制を整えたところであります。今年度は、県

民の方への普及啓発や、この障がいの判定を行

える医師の育成のための研修を行うとともに、

医療機関で構成する支援推進拠点病院等連絡部

会を立ち上げまして、判定基準やリハビリテー

ションの普及に着手することといたしておりま

す。

○山下博三議員 この件につきましては、今、

報告がありましたように、約５割が65歳以上と

いうことでありますから、65歳以下が５割おら

れるわけですよね。これは介護保険が対象にな

らないわけですから。実は、もう2006年に埼玉

県ではこの対策会議をやって、それなりの手が

打ってあります。本県でも3,000人ということで

ありますから、その対策には十分な対応をして

いただきますようにお願いを申し上げたいと思

います。

次に、病院局長にお伺いをいたします。昭

和27年に新富町に開設されて以来、半世紀以上

にわたって大きな責任を果たされてきた富養園

が閉園し、ことし４月初め、宮崎病院精神医療

センターとしてオープンしましたが、これまで

の経緯についてお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） この精神医療セ

ンターの建設につきましては、平成16年８月に

決定されました機能整備に関する基本方針に基

づき、平成18年２月に施設整備のための施設整

備基本計画を策定いたしまして、当時の県立富

養園、宮崎病院の医療スタッフや大学等関係機

関と検討を重ね、近隣住民の皆さんへの説明会

における要望等も踏まえながら、平成19年８月

に実施設計を完了し、平成20年１月に着工、21

年４月にオープンをしたところでございます。

このように精神医療センターは、専門家を交え

て１年以上にわたる検討を重ねまして、重篤な

患者を扱う本県の精神医療の中核的医療機関に

ふさわしい施設として整備したものでございま

す。

○山下博三議員 私も厚生常任委員会に昨年か

らおりますから、その経過については報告も受

けておりました。しかし、今、答弁がありまし

たように、十分検討を重ね、自信を持って整備

した施設でありますが、５月９日付の宮日新聞

には、現場のセンター長が施設の不備を問題視

している記事が掲載されておりましたが、どう

思われますか。また、その後の対応はどうなっ

ているのか、同じく病院局長にお伺いいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） この報道の御指
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摘でございます精神医療センターの施設につき

ましては、センターの医師から、建設の経緯は

理解できるものの、よりよい医療を提供するた

めに改修してほしいという要望があったところ

でございます。県立病院がその時々の医療ニー

ズに的確に対応できるよう、経営状況を踏まえ

ながら整備充実を図っていくことは当然のこと

でありますので、当センターの施設につきまし

ても、患者さんへのサービス向上等の観点か

ら、診療開始後の状況等を踏まえて、必要があ

れば検討してまいりたいと考えているところで

ございます。

○山下博三議員 本当に町なかにあるんですよ

ね、このセンター。私は、都城の精神科の病院

の方とも話をしてみました。以前は、外部との

閉鎖性のあるつくりになっていたんですが、い

ろいろ法の改正等もあって、ある程度のオープ

ン型に施設をつくりかえておられます。以前と

比べて、開放性にしているんだけれども、何の

問題も起きていないということでありますか

ら、また、そういう検討の余地があれば、十分

皆さんの御意見を取り入れて、改善すべきはし

ていただくとありがたいと思っております。

次に、農政問題に入らせていただきます。

一昨年開催された第９回全国和牛能力共進会

におきまして、９部門中７部門を占める圧倒的

な力で、宮崎県は見事日本一に輝きました。本

県畜産業界の皆様を初め、農家の皆様方の長年

の協力があってのたまものと思っております。

農政水産部長にお伺いしたいと思いますが、本

県で種雄牛をつくるのにどれだけの年月が必要

か、また、種雄牛造成のための県の年間予算は

いかほどかお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 種雄牛を造成

するためには、まず、県内の繁殖雌牛約10万頭

から選抜された能力の高い350頭に、代表的な種

雄牛を交配し、生まれた子牛を種雄牛の候補と

しております。その後、この候補牛自身の発育

能力を直接評価します「直接検定」と、候補牛

の産子を肥育して肉質等を間接的に評価する

「後代検定」の２段階の検定・選抜を行ってお

り、おおむね６年の年月が必要となっておりま

す。また、種雄牛造成のための県予算は、家畜

改良事業団への委託費約8,000万円を含めまし

て、平成21年度で約１億7,000万円となっており

ます。

○山下博三議員 優秀な種雄牛をつくるのに

は、かなりの年月と経費のかかることがわかり

ました。県家畜改良事業団のたゆまない努力と

県当局の取り組みには感謝をしたいと思いま

す。がしかし、平成19年３月、今から２年３カ

月前に、高原にある畜産試験場で本県の代表的

な精液ストロー143本が盗難されました。今回の

精液ストロー盗難事件について、その認識と事

件後の対策についてお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今般の精液ス

トロー事案につきましては、保管管理の一部不

行き届きもございまして、県議会の皆様を初め

畜産関係者の皆様、そして県民の皆様に、多大

な御心配と御迷惑をおかけしたところでござい

ます。改めておわびを申し上げます。本事案の

発生を受けまして、畜産試験場では、再発防止

のために直ちに精液ストローの保管場所を変更

するとともに、防犯対策の強化や職員に対する

危機管理意識の啓発、強化等を図ったところで

ございます。なお、本事案につきましては、全

員協議会以降、数回の報道がなされております

けれども、現時点では、捜査当局から新たな情

報は入手できておらず、捜査の推移を見守って

いる状況でございます。以上であります。
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○山下博三議員 この件につきましては、連

日、新聞紙上で報道されておりますように、鹿

児島県で起きた窃盗事件で、本県の被害が明ら

かになりました。本県でも逮捕者が出て、捜査

も進んでいると思いますが、密売ルートも含め

て、一日も早い解決に取り組んでいただきたい

と思います。まだ捜査中でありますから、警察

本部長の答弁は求めませんが、貴重な財産であ

りますから、よろしくお願いを申し上げておき

たいと存じます。

次に、本県種雄牛の精液ストロー由来の子牛

について、全国の調査をしておられるのかお伺

いをしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） これまで、御

指摘のような全国調査を実施したことはござい

ませんけれども、調査を行うに当たりまして

は、県単独では不可能であることから、関係団

体の協力を得て、団体が所有しております情報

を提供していただく必要がございます。ただ、

これには個人情報の目的外利用等に該当するか

どうかの団体としての判断などが必要となりま

すので、現状としては大変厳しい状況にあると

考えております。しかしながら、お話しの点等

を踏まえますと、本県種雄牛の精液ストロー

は、まずは本県肉用牛の振興に有効に活用され

ることが重要だと考えておりますので、今後、

家畜改良増殖法や県の家畜改良計画に基づいた

適正な管理がなされるよう、県内の畜産関係団

体とも十分な連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

○山下博三議員 私はこの問題について、執行

部とも何回かヒアリングをしました。なぜ調査

ができないのか、このことが不思議でたまらな

いんです。県有種雄牛、県が持っている種雄牛

でありますから、その精液のストローは、県家

畜人工授精師協会の取り決めで県外への売却が

禁じられておるんですが、売買自体は違法じゃ

ないということであります。これは間違いない

ですね。しかし、県内の取り決めというのをす

り抜けて取引される非正規の売買ルートという

のがありまして、本県を代表するストローが販

売されているということであります。こういう

実態がある以上は、今、トレーサビリティシス

テムというのがありまして、平成13年にＢＳＥ

が出ました。そのときから、牛の生産履歴を明

確にするために、農家の人たちは、生まれて１

週間以内に10けたの耳標をつけて、それを登録

協会に報告する義務と責任があるんです。それ

が、全国どこでどの牛がいつ生まれたか、その

登録というのは瞬時に行っているはずなんです

が、私はこの調査がなぜできないのか、そして

それを何で知らせてくれないのか、これが不思

議でならないんです。せっかくこれだけの財産

と日にちをかけた県有の種雄牛の精液ストロー

が、全国に流れて、全国の中でまた違った中で

改良が進んでくれば、本県の畜産にもかなりの

打撃があるんじゃないかということを大変危惧

いたしております。もうこれ以上、答弁を求め

ませんが、私は県の威信にかけて、全国で宮崎

県の優秀な種雄牛の精液がどれだけ登録されて

おるか、ぜひ調査をしていただきたいと、その

ようにお願いを申し上げておきたいと思いま

す。

次にお伺いをしてまいります。北海道は九州

の２倍の広さであります。広大な農地と豊富な

粗飼料生産地帯であります。県内及び内地の酪

農家、今でも乳牛の素牛購入は北海道に依存し

ている状況であります。恐らく、年間、酪農

で1,000頭以上の乳牛素牛が導入されておること

と思いますが、それは、やはり北海道で生産さ
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れた乳牛素牛は足腰が強い、そして産乳量の増

というのが期待されるものですから、北海道に

今でも依存をいたしております。実は先日、自

民党の総合農政調査会で北海道視察に行ってま

いりました。至るところに酪農家があるんです

が、ほとんど今、半分は和牛が放牧されている

んですね。異常なほど北海道が和牛生産基地と

なっております。本県が和牛生産牛約10万頭と

言われているんですが、今、北海道が８万頭に

近いぐらい、かなりな勢いで伸びてきていま

す。10数年前までは北海道は、和牛というのは

いなかったんですね。羊を食べる風土でありま

したから。しかし、それ以来、和牛は飛躍的に

伸びてきているんですが、北海道が新たな黒毛

和種子牛の生産基地となってきていることか

ら、子牛生産の産地間競争はさらに激しくなる

と考えております。本県の子牛生産はどのよう

な対策を考えておるのかお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県が肉用子

牛主産県としての地位を維持し、産地間競争に

打ち勝つためには、肉用牛の生産基盤をさらに

強化することが重要であると考えております。

このため、従来から行っております、経営感覚

にすぐれた担い手の育成や、ヘルパー制度やコ

ントラクター等のサポートシステムの充実、効

率的な飼養管理のための施設整備等を推進しま

すとともに、今後はさらに、遺伝的能力の高い

雌牛群への更新や、分娩間隔の短縮、事故率の

低減など、なお一層の生産性向上を図りなが

ら、産地間競争に備えてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○山下博三議員 知事にお伺いをしたいと思う

んですが、先ほど申し上げましたように、本県

の優秀な和牛の精液等もひっくるめて、北海道

の状況も踏まえて、知事は、３年後に長崎で開

催される全国和牛能力共進会で連続して日本一

になることが、本県の畜産基地としての確立に

つながるとおっしゃっておられましたが、今回

改めて知事の決意をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御案内のとおり、一

昨年開催されました第９回全国和牛能力共進会

におきまして、宮崎牛が見事内閣総理大臣賞を

独占するなど、日本一の栄誉に輝いたことにつ

きましては、生産者の皆様はもとより、関係団

体等の御尽力のたまものでありまして、改めて

敬意を表する次第であります。私も「日本一」

という称号を糧にして宮崎牛のＰＲに邁進して

きたところでありますが、その成果もあって

か、先般、日本全国のプロのバイヤーを対象と

した専門誌の調査におきまして、全国のブラン

ド牛肉の中で第３位に位置づけられたところで

あります。本年３月には、私が名誉会長を務め

ます推進協議会が設置されまして、関係者一丸

となった連覇への第一歩を踏み出したところで

あります。全国和牛能力共進会の連覇は、宮崎

牛のさらなるブランド確立につながり、名実と

もに最高ブランドとしての地位を不動のものに

すると期待しているところであり、今後とも、

私は県民総力戦で、再び日本一を目指してまい

りたいと考えておるところであります。

○山下博三議員 ありがとうございます。

続きまして、小水力発電について、同じく農

政水産部長にお伺いをしてまいります。今、国

の経済対策、もちろん本県もそうなんですが、

自然エネルギーの時代に入ってまいりました。

このことについて、私も昨年から何回か議論を

申し上げてきたんですが、平成21年度新規事業

「農業用水の自然エネルギー利活用促進事業」

の内容について御説明をお伺いしたいと思いま

す。
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○農政水産部長（伊藤孝利君） この事業につ

きましては、農業用水の自然エネルギーとして

の利活用を促進するため、小水力発電の中でも

出力100キロワット以下の、いわゆるマイクロ水

力発電につきまして、導入に向けた課題の検討

を行うものでございます。具体的には、地形条

件に応じたタイプ別の技術的課題や、河川法、

電気事業法の諸手続に関する課題について、専

門家等から助言をいただきながら、調査検討を

行いますとともに、その結果を踏まえたマニュ

アルを作成し、県内の市町村や土地改良区等に

提供することによりまして、導入に向けた啓発

普及を行うこととしております。以上でありま

す。

○山下博三議員 本当に新規事業をつくってい

ただいたんですが、この展開についてはかなり

な問題を抱えているんですね。小水力発電への

取り組みにおける水利権というのがありまし

て、その水利権の取得に当たっての課題につい

て、どう認識されておるのかお伺いしたいと思

います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 小水力発電に

係る水利権の取得に当たりましては、河川法に

基づきまして、河川管理者との協議を行う必要

がございます。協議に当たりましては、発電施

設規模の妥当性、発電量と需要量との整合性、

発電施設の管理方法等を明確にする必要がある

ほか、特に、取水によります河川流量等への影

響とその対策が最も重要な課題であると考えて

おります。

○山下博三議員 本当にこの事業をやっていこ

うと思えば、さまざまな法律がありますから、

ぜひクリアできるように取り組んでいただきた

いと、そのように思っております。

それからもう一点、小水力発電については、

土地改良区、水利組合等が売電や自家消費電力

で利益を出して運営していく必要があると思っ

ております。その取り組みについて、費用対効

果を含め、どのような取り組みについての課題

があるのか、その認識についてお伺いをしたい

と思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 土地改良区等

が小水力発電に取り組む場合、施設整備や維持

管理に係る経費が必要となることから、将来の

採算性について十分な検討を行う必要があると

考えております。特に、電気事業者に売電する

際の単価設定の協議に当たり、人件費、建設

費、維持管理費等の必要経費を賄うだけの額を

確保することが重要な課題であると考えており

ます。

○山下博三議員 最後の質問になりますが、こ

の小水力、100キロ以下でいいと僕は思うんで

す。土地改良区、水利組合等が小水力発電に取

り組むことによって、今、本県の中山間地域対

策、この事業で大きな取り組みがされておりま

す「いきいき集落」、この事業展開がさまざま

な角度からされております。この農村地域を活

性化するためには、農村地域には、いわゆる河

川の資源というのがたくさんあるんですね。や

はりその資源を利用した農村地域の活性化とい

うのにつながるような気がいたすものですか

ら、先ほど申し上げましたように、費用対効果

の問題やらそういうことも踏まえて、その件に

ついてはどのように認識をされておるのかお伺

いしたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 小水力発電

は、温室効果ガスの排出削減はもとよりです

が、農業水利施設の有効活用や施設管理に係る

農家負担の軽減等を通じまして、農業用水が豊

富に存在する農村地域の活性化につながる有効
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な手段になり得ると考えております。したがい

まして、県といたしましては、本年度創設いた

しました「農業用水の自然エネルギー利活用促

進事業」の成果を踏まえながら、国庫補助事業

等による施設整備の推進に努めてまいりたいと

考えております。

○山下博三議員 以上、すべて終わりました

が、よろしくお願いしたいと思います。ありが

とうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時０分開議

○井本英雄副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕(拍手) それでは、通

告に従い一般質問を行います。

100年に一度の危機にしてはならない。経済不

況を乗り越えた先には、新たなグローバル経済

社会と共生できる新しい日本の姿が屹立してい

なくてはならないという政府・与党の強い思い

が、四度にわたる矢継ぎ早の切れ目のない予算

の編成であったと思います。まさに未曾有の経

済の非常事態、政治が一体何をなしたか、だれ

がどう行動したかが厳しく問われる歴史の転換

点に、私たちは立ち会っているのではないで

しょうか。

およそ経済不況に当たっては、１に減税、２

に需要の創出、３に金融緩和というのが古今東

西の常道と言われます。消費者のマインドが冷

え込み、生産が落ち込めば、企業は事業の縮小

・倒産を余儀なくされ、大量の失業者が生まれ

る負のスパイラルに陥ります。だからこそ、そ

の危機を回避するための生活支援であり、景気

浮揚であり、雇用の維持創出であり、とりわけ

働く場である日本の９割を超える中小企業の金

融支援、そして、生活の場である地域活性化対

策の断行が求められたと、私は確信をいたしま

す。

加えて、医療・介護、子育て等、安心が大事

であり、日本版ニューディールと言われる低炭

素社会へ向けた取り組みや、農林水産業の再生

を初めとする新たな活力を創造する数々の施策

が準備をされたことは、未来に向けた政府の強

い決意のあらわれであったと思います。財政出

動の効果が取りざたされますが、雇用調整助成

金制度の拡充一つをとってみても、これがすべ

て活用されれば、400万人の雇用を守ることにな

ります。また、さきの議会で厳しく申し上げた

緊急保証融資は、融資枠と対象業種の拡大によ

り、既に54万社以上が活用し、11兆円を超える

融資が行われ、この実績は400～500万人分の雇

用を守ったことになるのであります。油断はで

きないものの株価の9,000円台の回復、エコカー

の注文の激増、街角景気の明るい兆し、そして

景気が底を打ったのではとのニュース等は、と

もかく緊急事態を回避し、回復の軌道に向かい

つつあるのではと期待が持たれます。今後、グ

ローバル社会と共生できる日本を救う処方せん

は、環境、農業、新たな公共工事、社会保障、

教育ではないかと言われます。新たな日本経済

のコンセプトがどう定められるのか、以下、国

の経済対策を注視しつつ、県政の課題について

何点か質問させていただきます。

初めに、地域活性化・経済危機対策臨時交付

金について、知事にお尋ねをいたします。

地域活性化交付金に続き、経済危機対策臨時
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交付金が、宮崎県に99億円、県内の市町村に92

億4,500万円、今回の補正で措置されました。こ

のような財源の地方への手当てというのは二度

とないと思われます。県並びに市町村は連携を

密にし、この交付金が真に本県の浮揚に資する

ように有効に活用することが求められます。県

はこの交付金について、今議会、補正の追加分

として、公共事業に35億円、非公共事業に20億

円余計上されました。残りは44億円でありま

す。経済不況から脱した折には、本県こそ新時

代のスタートが切れる準備が整っていなければ

ならないと思います。経済危機対策臨時交付金

の使途について、どのような考えでどのような

施策を展開していかれるのか、知事にお尋ねを

いたします。

次に、地域活性化・公共投資臨時交付金につ

いて、総務部長にお尋ねをいたします。

国の21年度補正予算に、１兆3,790億円の地域

活性化・公共投資臨時交付金が盛り込まれまし

た。使途は、実施計画に掲載された地方単独事

業や国庫補助事業の地方負担に充当できるとの

ことでありますが、県民にとっては大きな投資

となります。肝心なことは、この貴重な財源が

真に県民のニーズに合い、緊急かつ安心・安全

を確保し、地域の活力をはぐくみ、今後の県勢

の浮揚を十分に約束する投資となるかどうかで

あります。地域活性化・公共投資臨時交付金を

どのような考えでどのように活用していかれる

のか、お尋ねをいたします。

次に、医療問題について、知事並びに関係部

長にお尋ねいたします。

このたび、厚生常任委員会で県内調査を実施

し、県立３病院並びに美郷町の国保西郷病院に

伺い、医師の皆様から病院の実情、御意見を聴

取させていただきました。救急医療現場の実態

や地域医療の最前線の活動の実態を伺い、大変

な努力を重ねておられることに感銘を受けまし

た。また、県当局の医療行政も、全力を挙げ医

療を支えているとの話も伺い、安堵をしたとこ

ろであります。しかしながら、過日の報道にも

ありましたが、救急患者のたらい回し等に象徴

される救急医療体制の不安、産科・小児科医を

初めとする医師不足、また、医師の偏在、看護

師不足等、本県の医療に関する問題は山積して

おります。課題の解決が急がれます。

その中で、早急な対策が必要と感じられたの

は、ともかく医師不足の解消、それから命の道

路の整備、そして同時に、常備消防の体制の構

築と救急医療体制の早急な整備でありました。

また、１次・２次・３次医療のネットワーク機

能が十分発揮できるようにしてほしいというお

話もありました。本県は７つの医療圏から構成

されておりますが、医療圏によっては１次・２

次医療の強化が望まれます。３次医療は、宮崎

大学医学部、宮崎・延岡両県立病院が高度医療

が十分に施せるよう、医療機器や体制の整備が

図られねばならないと思います。最先端の医療

技術を習得して育ってくる若い医師の方々は、

３次医療の現場でその力が発揮できてこそ使命

を感じると思いますし、そこにこそ、後に続く

医師も研修に来ることが可能となると思いま

す。しかし、現状は、それらの先生方が救急の

現場で専門外の患者に対処することが多く、消

耗しているのが現実であります。また、心配な

のは、地域医療を支えていただいた先生方が高

齢化されて、後継者不足が懸念されます。御子

息が医師を継がれても、地元に帰っていただけ

ない。地域医療の最前線に地殻変動が起こりつ

つあります。地域で１次医療にしっかり携わっ

ていただき、その場で２次、３次医療につなげ
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ていただく総合医のような医師がいなくなりつ

つあります。

そこで、福祉保健部長にお尋ねいたします

が、地域医療の最前線で働いていただく総合医

の育成確保について、県はどう取り組んでおら

れるのか、また今後どう取り組んでいかれるの

か、お尋ねをいたします。また、医師会、医療

機関の方々の御協力が大事でありますが、１次

・２次・３次医療のネットワーク体制の確立、

機能の充実について、今後どのように取り組ん

でいかれるのかお尋ねをいたします。

次に、県土整備部長に、命の道路の整備につ

いては、どのような構想を持ち、どのように取

り組んでいかれるのかお尋ねをいたします。

次に、総務部長にお尋ねいたします。全国的

にもドクターヘリが導入されつつありますが、

本県にもぜひとも導入してほしいと思います。

しかしながら、本県では今まで、防災ヘリで代

替するとの答弁であったと思います。そこで、

防災ヘリの医療機関との連携はどのようになさ

れているのか、また活動実績はどうなっている

のか、お尋ねをいたします。

また、県内には防災ヘリが離着陸できる箇所

は何カ所あるのか、ヘリポートのある病院は県

内で２病院と思いますが、県内主要な病院の近

くにヘリポートの整備をもっと充実すべきでは

ないかと思います。あわせて総務部長のお考え

をお尋ねいたします。

次に、地域医療再生基金事業について、知事

にお尋ねをいたします。先ほども申し上げまし

たが、本県はさまざまな地域医療の課題を抱え

ております。県民の安心な暮らしを確保するた

めには、何としても地域医療の再生を図らねば

なりません。国は５年後を目途に、各都道府県

が地域医療再生計画を策定し、救急医療の医療

機能の分化・連携、体制整備、また、医師不足

地域における医師確保等、各県１～２カ所程度

の医療圏を設定し、事業に取り組むよう基金事

業を予算化しましたが、本県はどのような計画

を策定し、基金の活用を図っていかれるおつも

りか、お尋ねをいたします。

次に、医療施設耐震化制度について、福祉保

健部長にお尋ねをいたします。この制度は、都

道府県に基金を設置し、災害拠点病院等の耐震

化を推進する制度でありますが、県民の安全を

確保するため、本県の災害拠点病院、救急救命

センター、２次救急医療機関等の耐震化が求め

られます。そこで、本県のこれらの病院の耐震

化の実態についてお尋ねいたします。また、今

後この制度を活用し、どのように耐震化を進め

ていかれるのかについて、お尋ねをいたしま

す。

次に、がん対策の強化について、知事並びに

福祉保健部長にお尋ねをいたします。がんは、

我が国において、昭和56年から死亡原因の第１

位であり、がんによる死亡者数は年間30万人を

超える状況であります。しかし、一部のがんで

は早期発見・早期治療が可能となっており、が

んによる死亡者を減少させるには、がんを早期

に発見することが極めて重要であります。その

ためには、何としても本県のがん検診の受診率

アップを図らねばなりません。同時に、がん対

策については、がんにかからないことが肝心で

ありますから、食生活や生活習慣病の改善等予

防対策の強化も大事であります。また、近年、

欧米では化学療法によるがん治療が進んでお

り、我が国においても化学療法の普及が待たれ

ます。さらに、がん情報の集積・発信、がん相

談支援体制の充実も図るべきであります。ま

た、少子化時代に当たり大変懸念されること
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は、女性特有のがん検診率の受診率が低いこと

であり、受診しやすい環境を整えることが重要

な課題となっております。

私ども公明党は、このような課題解決のため

に、がん対策の強化を求める署名活動を４月に

県下で行いました。その結果、がん対策の強化

に関する県民の皆様の関心は非常に高く、１カ

月足らずの間に約28万名にも上る署名をいただ

きました。すぐさま知事に、県民の皆様の強い

思いを陳情させていただきました。さらに驚く

ことに、この署名は５月で終了させていただき

ましたけれども、実に総数44万名を上回る方々

が署名をしてくださいました。がん対策の強化

は、県民の最大の関心事であります。その矢

先、宮崎県のがん対策の状況は全国的に見て大

変おくれていると報じられました。残念でなり

ません。そこで福祉保健部長にお尋ねをいたし

ますけれども、本県のがん対策の推進状況、が

んによる死亡者数、がん検診受診率はどのよう

になっているのか、お尋ねをいたします。

次に、検診手帳や無料クーポン券を配付して

行う女性特有のがん検診推進事業が、国の10分

の10補助で始まりますが、検診率のアップが望

まれます。実施主体は市町村になると思われま

すが、さまざまな課題があります。例えば、マ

ンモグラフィーのできる医療機関が少ない地域

があるなど、検診機関のキャパシティーの格差

をどう解決するのか、調整が必要であります。

県はこの事業をどう支援されるのか、福祉保健

部長にお尋ねをいたします。

次に、知事にお尋ねをいたします。がん対策

の強化に対するこれほどまでの県民の思い、こ

れは本当に重く受けとめていただきたいと思い

ます。今後どのように本県のがん対策の強化に

当たっていかれるのか、お尋ねをいたします。

次に、難病対策について福祉保健部長にお尋

ねをいたします。21年度の国の予算に、2003年

の10月以降、対象となっていなかった11疾患

が、６年ぶりに特定疾患治療研究事業の対象に

追加をされました。患者や家族の皆様にとって

大変な朗報であったことと思います。難治性疾

患克服研究事業の対象疾患130疾患の中から今回

の選択となったわけでありますが、対象となら

ない難病で苦しんでおられる方々がまだ多数お

られます。今回対象となられた方々には、県に

おいては速やかに医療費助成を実施していただ

きたいと思います。また、対象とならない難病

の方々に対しては、先日も議長に陳情があった

ようでありますが、さらなる相談体制の強化を

行い、介護、福祉施策等十分に施策を活用し、

難病の方々に対するバックアップをしっかり

行っていただきたいと思います。難病支援に対

する今後の県の取り組みについてお尋ねをいた

します。

次に、視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事

業に関して、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。この事業の中に、音声コード普及のための

研修及び広報を行う事業、また、平成23年の地

上デジタル放送への完全移行に伴い、現在、聴

覚障がい者用情報受信装置を利用する者に対

し、緊急支援を行う事業が盛り込まれておりま

す。視覚障がいの情報支援機器としては点字や

音声テープがありますが、昨今の状況として、

先天的な視覚障がい者の方の数より、糖尿病等

の疾病や事故による後天的な視覚障がい者の割

合が増加していると言われます。その結果、点

字を読めない人が多くなっているようです。ま

た、高齢者になって文章を読みづらくなられる

方々も増加しております。これらの方々はもと

よりでありますが、情報のバリアフリー化を図
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るため、文章をデジタル化した音声コードの活

用が普及し始めております。全国的に見ます

と、県の各部各課の情報が音声コード化され、

ある県では、県の総合長期計画すべてがこの音

声コード化されており、情報のバリアフリー化

が進められております。この音声コード化は、

ワードでつくった文章等をソフトを使って簡単

にできます。全県下に普及するためには、県を

初め市町村の職員が研修し、ノウハウを習得す

ることが大事であります。その予算が21年か

ら23年で執行するよう国において措置されてお

りますので、一日も早い研修が必要です。本県

でも速やかに実行すべきものと思います。

そこで、福祉保健部長にお伺いをいたします

けれども、初めに、点字の読めない後天性の視

覚障がい者の実態はどのようになっているの

か、お尋ねをしたいと思います。次に、その音

声コードの研修、これはぜひとも早期に実施す

べきと思いますが、県の取り組みについてお尋

ねをいたします。また、音声コード化されたも

のを端末機にかければ、そのページの文字が人

の声で再現をされます。その端末が９割補助で

公共機関の窓口等に導入できる予算措置もなさ

れておりますので、ぜひとも導入し、活用を図

るべきでありますが、県の取り組みについてお

尋ねをいたします。なお、今後の流れとして、

携帯電話等で音声コードを読み取れるような情

報バリアフリー時代も近く到来すると思われま

すので、音声コード化の研修というのは、職員

に限らず、多くの県民が経験しておく必要が出

てくるのではないでしょうか。

最後に、地域活力基盤創造交付金について県

土整備部長にお尋ねをいたします。

この制度は、道路特定財源の一般財源化に際

し、地方からの要望も踏まえ、特定財源制度を

前提とした地方道路整備臨時交付金にかわるも

のとして創設をされました。そのメニュー例等

見てみますと、ハード、ソフト、幅が広く、交

通ネットワークの充実による地域の産業競争力

の強化、あるいは地域内外の交流・連携基盤の

整備による地域の自立・活性化、医療等の公共

サービスへのアクセス確保等、さまざまなメ

ニューが提示をされております。これらの事業

を活用し、医療問題のところで申し上げたヘリ

ポートの整備や、また、何度も質問してまいり

ましたが、市街化調整区域内の、まさに地域の

活性化の基盤づくりとして両側歩道のある道路

の整備等、ぜひとも行っていただきたいと思い

ます。そこでお尋ねをいたしますが、この地域

活力基盤創造交付金、どのように活用していく

ことになるのか、県土整備部長にお尋ねをいた

します。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地域活性化・経済危機対策臨時交付金につい

てであります。今回の国の補正予算では、地方

が将来に向けて地域の実情に応じた地域活性化

策等を実施するため、総額１兆円の地域活性化

・経済危機対策臨時交付金が措置されており、

そのうち本県分として約99億円が交付される予

定であります。県といたしましては、新たな経

済雇用対策に基づき、緊急的な対策に限らず、

中長期的な視点に立った本県産業振興を図るた

めの産業づくりや、少子高齢化、人口減少時代

を見据えた地域づくりを推進することとしてお

り、今回の補正予算では、試験研究機能の強化

等による産業基盤の整備や、県立病院の医療機

能の充実強化などの事業をお願いしているとこ
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ろであります。今後も、具体的な事業について

検討していくこととしておりますので、その中

では、御質問にもありましたように、県内ニー

ズを踏まえた幅広い活用を図り、本県の将来に

向け、真に有効な投資となりますよう、市町村

や関係団体などの意見も伺いながら、さまざま

な施策展開に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、地域医療再生臨時特例交付金事業につ

いてであります。この事業は、救急医療や医師

の確保など地域の医療の課題を解決するため、

平成21年度の国の補正予算で措置されたもので

あります。今後、県においては、本県の地域医

療が抱える諸課題を整理し、その解決に向けた

具体的方策を10月中旬までに地域医療再生計画

として取りまとめ、国の認定を受け、今年度中

に交付金による基金を造成する予定でありま

す。地域の実情に応じてハード、ソフト双方の

事業に活用可能とされておりまして、県として

も幅広く活用したいと考えておりますので、今

後、市町村や県医師会を初め、関係機関と意見

交換を行いながら、計画の具体的な内容を検討

してまいりたいと考えております。なお、事業

期間は、今年度から５年間とされておりますの

で、認定を受けた地域医療再生計画に基づき、

円滑な事業展開に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、がん対策についてであります。がん検

診は、がんの早期発見・早期治療により、死亡

率を減少させることができる有効な方法であり

ますので、県民が受診しやすい環境づくりと、

検診受診につながる啓発が必要と考えておりま

す。このため、県といたしましては、がん情報

ブログを設け、市町村のがん検診情報を発信す

るとともに、民間企業と共同で、リーフレット

等の配布により検診受診を勧める「がん検診受

診率向上プロジェクト」に取り組んでおりま

す。また、相談支援体制につきましては、県内

５つのがん診療連携拠点病院に相談支援センタ

ーが設置されておりまして、患者及びその家族

のがんに対する不安や疑問に対応しているとこ

ろであります。今後は、がん患者団体等々の連

携を図りながら、患者はもとより、家族に対す

る心のケアが行われる相談支援体制を構築して

まいりたいと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

初めに、地域活性化・公共投資臨時交付金に

ついてであります。地域活性化・公共投資臨時

交付金は、国の公共事業等の追加に伴う地方負

担の軽減を図り、地方公共団体が国の施策と歩

調を合わせて、地域における公共投資を円滑に

実施することを目的としまして、極めて厳しい

財政状況にある地方公共団体への配慮として措

置されるものでありますが、現段階におきまし

ては、交付限度額や充当対象事業の考え方、ま

た、基金積み立てが可能であることなど、その

概要は示されているものの、配分額など制度の

詳細については、まだ不明確な状況でございま

す。県といたしましては、交付金の内容の把握

に努めますとともに、その趣旨を踏まえまし

て、先般策定いたしました新たな経済・雇用対

策に基づき、緊急的な経済・雇用対策として、

地域経済への波及はもとより、中長期的な視点

に立った産業づくりや地域づくり対策として、

産業振興のための基盤整備や生活インフラ整

備、防災・安全安心の確保に資する事業に有効

活用してまいりたいと存じます。

次に、防災救急ヘリ「あおぞら」の医療機関

との連携等についてであります。医療機関から
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の転院搬送につきましては、原則、市町村長、

消防本部長等を経由して要請されることにより

まして出動をいたしておりますが、消防機関や

医療機関等と患者の病状等について十分に連携

を図った上で、搬送元の医師などを同乗させる

など万全の体制で搬送をしているところであり

ます。「あおぞら」の平成20年度の総出動件数

は74件となっておりまして、このうち救急搬送

が44件ということで全体の約６割を占めており

ます。そのほか、救助出動17件、火災出動１

件、他県への応援が12件となっております。

最後に、「あおぞら」の離着陸場の整備等に

ついてであります。離着陸場につきましては、

離着陸の安全性、病院からの距離、道路アクセ

ス等の状況を総合的に勘案した上で、国土交通

大臣の許可を得まして、県内に82カ所、すべて

の市町村に配置をしているところであります。

そのほかにも、県内の392カ所につきまして適地

調査を行い、緊急事態に備えているところであ

ります。したがいまして、利用状況等も勘案い

たしますと、現時点では、こうした場所を活用

することで対応してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部次長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お

答えいたします。

まず、総合医の育成確保についてでありま

す。総合医は、幅広い疾患を診療できる能力を

有し、予防や健康増進も含めた総合的な医療を

担う医師で、救急医療においては、初期の診療

を担って、適切に２次、３次の専門医につなぐ

などの役割が期待されているものであり、現

在、国においてその育成に向けた議論が進めら

れているところであります。県においては、こ

れまで、総合医に焦点を当てた医師確保等には

取り組んでおりませんが、今後の国の動向を注

視しながら研究してまいりたいと考えておりま

す。

次に、救急医療機関のネットワーク体制の確

立等についてであります。地域に必要な救急医

療を確保するためには、初期救急医療から３次

救急医療まで、各医療機関がそれぞれの役割を

担い、相互に連携する体制の構築が重要であり

ます。このため県では、初期から３次のうち体

制が不十分な初期救急について、夜間救急セン

ターの充実を市町村に働きかけるなど、救急医

療の体制整備に努めるとともに、各医療圏ごと

の救急医療協議会等を活用し、関係医療機関等

のネットワークの強化に努めているところであ

ります。また、救急医療体制が十分な機能を発

揮するためには、県民にそれぞれの医療機関の

役割を理解していただくことも重要であります

ので、救急医療の適正利用のための意識啓発に

も努めているところであります。今後とも、こ

のような取り組みを通じまして、救急医療体制

の充実強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、医療施設耐震化臨時特例交付金につい

てであります。この交付金につきましては、本

県では59の医療機関が対象となっております

が、このうち17の医療機関で、一部の建物が耐

震化されておりません。現在、これらの医療機

関に対する事業実施の意向確認を行っていると

ころであります。今後、各医療機関の整備の意

向を踏まえまして、交付金の活用による医療施

設の耐震化について検討してまいりたいと考え

ております。

次に、がん対策についてであります。本県で

は、平成20年３月に宮崎県がん対策推進計画を

策定し、「予防から終末期までのがん対策体制

整備事業」により、総合的ながん対策の推進に
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取り組んでいます。本県でも、昭和57年以降、

がんは死因の第１位であり、平成19年の死亡者

数は3,146人で、死亡総数の27.7％となっており

ます。また、本県の市町村のがん検診受診率

は、平成19年度老人保健事業報告では、胃が

ん9.5％、肺がん17.8％、大腸がん16.5％、子宮

がん21.8％、乳がん7.7％であります。こうした

ことから、今後とも、職域での受診を含めた受

診率の向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、女性特有のがん検診推進事業について

であります。この事業は、一定の年齢の女性に

対し、子宮がん及び乳がん検診の無料クーポン

券と検診手帳を配付することにより、検診受診

率の向上を図ることを目的として実施されるも

のであります。本県では、これまで、マンモグ

ラフィー機器や検診車の整備、撮影技師や医師

の研修などを行い、検診体制の整備を進めてき

ております。今回の事業が円滑に取り組まれる

ことにより、女性特有のがん検診受診率が一段

と向上できるよう、市町村や医師会、検診機関

との連携や調整を積極的に図ってまいりたいと

考えております。

次に、難病対策についてであります。現在、

特定疾患治療研究事業の対象である45の疾患に

つきましては医療費の助成を行っております

が、新たな疾患が追加になり次第、患者及びそ

の家族の経済的負担の軽減のため、医療費助成

への取り組みを検討してまいりたいと考えてお

ります。また、相談体制につきましては、保健

所及び難病相談・支援センターにおいて、難病

の種類を問わず、患者からの療養上の悩み等各

種相談に応じております。さらに、災害時にお

ける難病患者支援のための地域ネットワークづ

くりや、患者の居宅における療養生活を支援す

るため、保健師、看護師等を派遣することによ

り、患者の生活の質の向上に努めているところ

であります。今後とも、難病相談・支援センタ

ー等関係機関との連携を強化し、より一層の患

者支援に努めてまいりたいと考えております。

次に、視覚障がい者の実態についてでありま

す。国の平成18年身体障害児・者実態調査によ

りますと、障がい発生原因の判明している方の

約９割が後天性の視覚障がい者となっておりま

す。また、視覚障がい者のうち、点字が読める

方は12.7％となっており、日常生活における情

報入手方法は、テレビ、ラジオ、家族や友人か

らが多くなっております。

最後に、音声コードについてであります。視

覚障がい者の方が社会参加をしていく上で、多

様な情報入手手段を確保することは大変重要で

あり、音声コードはその手段の一つと認識して

おります。このため、市町村や宮崎県視覚障害

者協会と連携し、視覚障がい者の方への音声コ

ード読み取り機の周知に努めますとともに、市

町村と協力しながら、音声コード作成等に関す

る研修会の開催などにも取り組んでまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

命の道路の整備についてであります。本県で

は、生活圏、経済圏の拡大に対応した県内１時

間構想の実現等を基本目標にして、産業、地

域、暮らしを支援する道づくりを道路整備の基

本方針としております。この基本方針を踏まえ

まして、高度な医療サービスを提供する第３次

救急医療施設まで60分で到達できる道路整備を

目標に、重点的に取り組んでいるところであり

ます。しかしながら、その目標を達成するため
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には、現在進めております東九州自動車道を初

めとする高速道路や、国道327号、国道388号な

ど中山間地における国県道整備をさらに進めて

いく必要がございます。したがいまして、今後

とも厳しい財政状況の中ではありますが、限ら

れた財源を有効に活用するため、県民の皆様の

御意見等を伺いながら、生活に不可欠な命の道

である道路の計画的、効率的な整備を進めてま

いりたいと考えております。

次に、地域活力基盤創造交付金の活用方法に

ついてであります。本県におきましては、ま

ず、昨年度まで地方道路整備臨時交付金事業で

実施しておりました国県道及び市町村道につい

て、すべて継続して取り組むこととし、本県の

主要な社会基盤である道路整備につきまして積

極的に取り組んでいきたいと考えております。

また、関連社会資本整備事業として、都市公園

や信号機などの整備を行うとともに、市町村が

主体となりますが、効果促進事業として、コ

ミュニティバスや救急車の購入などに取り組む

こととしておりまして、道路整備とあわせ、安

心・安全で活力のある地域経済社会の形成を支

援してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○長友安弘議員 通告をしておりまして壇上か

ら質問いたしませんでしたが、ちょっとお尋ね

したいと思います。

高校生の授業料減免、奨学金事業に対する緊

急支援について、県民政策部長並びに教育長に

お尋ねをしたいと思います。

授業料を滞納して卒業がおくれた、あるい

は、やむなく学校を断念せざるを得なかった、

そういう報道を聞きますと、教育の機会均等と

いう言葉がむなしく感じられるわけでありま

す。つい先日も、私立学校の生徒さんを持つ保

護者の方から訴えがありましたけれども、不況

のあおりを受けて私立学校の学費が払えずに、

やむにやまれずこの授業料減免を申請しました

けれども、事業所得額ではねられて困っている

という電話がございました。国は、このたび、

困窮家庭の高校生に対しまして、地方自治体が

行う授業料減免あるいは奨学金事業を支援する

ということで、都道府県に基金を造成するよう

であります。この基金というのは、私立学校へ

の都道府県の補助に対しましても充当できま

す。家計急変等で修学困難な高校生も増加して

いるのではないかと思われますけれども、速や

かな制度の運用が望まれます。そこで、お尋ね

をしたいと思いますけれども、こういう中途退

学等の実態、これはどうなっているのか、県立

学校、私立学校、それぞれの状況についてお尋

ねをしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 私立高等学校

におきます授業料滞納者等の実態につきまして

お答えいたしたいと存じますが、まず、授業料

の滞納者、これが平成21年３月末現在で289人

で、授業料を納付しなければならない生徒9,487

人の3.0％を占めております。また、経済的理由

により中途退学をした者は、平成19年度で29

人、中途退学者総数362人の8.0％になっており

ます。さらに、授業料減免補助金の対象となっ

た生徒、これは平成20年度で521人で、生徒総数

１万407人の5.0％となっております。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校について申

し上げます。まず、県立高等学校における平

成20年度分の授業料滞納者数は、本年５月末の

出納閉鎖時点で26名であり、これは同年度にお

ける生徒総数２万4,859名の0.1％であります。

次に、経済的理由による中途退学者数について

でありますが、中途退学の事由は、各人ごとに
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複合的なものがありますため、１つの理由に絞

り込むことには困難な面もございますけれど

も、中途退学者数が確定しております平成19年

度について申しますと、17名ととらえていると

ころであります。これは、同年度における中途

退学者総数413名の4.1％に当たります。また、

授業料減免対象者数につきましては、平成20年

度では2, 6 9 2名となっており、これは全体

の10.83％に当たります。以上です。

○長友安弘議員 授業料減免等が、県立学校に

しましても全生徒数の10％を超えているという

非常に厳しい状況が、今お答えがあったわけで

ありますけれども、国が都道府県にそういう基

金を造成した場合、その制度が今後どのような

運用になっていくのかということをちょっとお

尋ねしたいと思いますけれども、両部長、よろ

しくお願いしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 今回の交付金

は、経済的理由によって修学困難な高等学校等

生徒の教育機会の確保を目的にいたしまして、

都道府県に積むわけでございますけれども、私

立高等学校の授業料減免に対する補助あるいは

高等学校等の生徒への奨学金事業に活用すると

いうものでございます。このうち、私立高等学

校授業料減免補助事業への活用につきまして

は、交付金の詳細な内容、さらには私立高等学

校におきます授業料減免の状況等を勘案いたし

まして検討してまいりたいと思っております。

○教育長（渡辺義人君） 高等学校授業料減免

事業等支援臨時特例交付金でありますが、この

交付金につきましては、教育委員会におきまし

ては、経済的理由により修学困難な高等学校等

生徒の教育機会の確保に資するため、本県の奨

学金事業であります「宮崎県育英資金」の財源

として活用してまいることになります。以上で

す。

○長友安弘議員 答弁いただきましたけれど

も、私の受けた感じでは、今行われているそう

いう対象要件といいますか、それに適合したな

らば、奨学金が県立学校でも出せると。あるい

はまた私立学校でも、私立学校等の定めるそう

いう授業料減免の要件に合えば、その基金から

取り崩して出せるというふうに聞いたわけであ

ります。しかしながら、本当にこれはそのはざ

まといいますか、出すに出せない、また、そう

いう要件にちょっとかからないというようなこ

とも出てくると思うんですね。したがいまし

て、その事業の実施に当たって、昨今の経済状

況等を本当に勘案した上で、そういう要件の緩

和あるいはその要件の追加等を行って貸し出せ

るようなことはできないのかどうか。もし答弁

ができたらお願いをしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 私立高等学校

の授業料減免ですけれども、これは私立高等学

校が授業料減免を行った場合に、それに対して

県が補助するというシステムでございます。そ

のため、私立高等学校におきます対象者の状況

等を踏まえまして、その要件のあり方とかその

辺につきまして、私立高等学校側と協議検討す

る必要があるというふうに思っております。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申し上げまし

たように、県の教育委員会におきましては、現

在、県の育英資金の財源として活用すると。こ

の交付金を活用するということになりますけれ

ども、国から示されました要綱によりますと、

仕組みとしては、基金を設置して、その基金を

取り崩して奨学金の財源に充てるというもので

ありまして、平成20年度をベースにいたしまし

て、これに対して、平成21、22、23の３年間の

それぞれの需要が平成20年度よりふえた分、つ
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まり純増分の生徒数に対しての財源として活用

をしてくれと、こういうふうなシステムになっ

ているようであります。したがいまして、現在

の奨学金システム、奨学金の要件等について検

討する場合には、これがあくまでも臨時特例的

な措置であるということをまず頭の中に入れて

おく必要があると思います。その上で、本交付

金の基金を通じた基金の活用につきましては、

ただいま申し上げたことも含めまして、具体的

なあり方について今後検討してまいりたいと、

このように考えております。以上です。

○長友安弘議員 特例的なことだと思いますの

で、これは、もしできましたら、本当に授業料

等が出せないというような状況であるときに

は、最大の配慮をお願いしたいというふうに思

います。

それでは、時間がありますので、もうちょっ

と質問させていただきますけれども、県土整備

部長にお尋ねをいたしますけれども、地域の基

盤の整備についてということになりますが、地

域活力基盤創造交付金、これは昨年度まで実施

していた事業というのは大丈夫だと、継続して

行うということで安心をいたしました。そこ

で、ローカルなことで恐縮でありますけれど

も、住民の期待も大きい新相生橋並びに宮王丸

橋の進捗状況と今後の見通しについて、ちょっ

とお尋ねをします。

○県土整備部長（山田康夫君） （仮称）新相

生橋、そして（仮称）宮王丸橋についてでござ

います。まず、県道宮崎西環状線の新相生橋に

つきましては、本年度から工事に着手する予定

であります。宮崎都市圏の渋滞緩和に大きく寄

与しますことから、早期完成に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。また、県道木

脇高岡線の宮王丸橋につきましては、これまで

本庄川右岸の吉野地区におきまして、国による

河川激特事業が行われていることから、それぞ

れの計画を調整してきたところであります。今

年度からは、右岸側取りつけ道路の用地買収に

取り組んでいくこととしておりまして、引き続

き橋梁の早期着手に向け努力してまいりたいと

存じます。

○長友安弘議員 もう一点、地域の住民の方々

が心配しておられますので、お尋ねをします。

市街化調整区域の基盤整備、中野廣明議員も何

度もお尋ねになっておりますけれども、私の場

合でありましたら、宮崎市北地区付近、ここに

宮崎須木線と野首麓線というのが通っておりま

して、その整備を鋭意行っていただいているわ

けでありますけれども、こういう事業が変わり

ましたことによって影響があると大変だという

ことでありますけれども、整備状況と今後の見

通しについてお尋ねをしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、国富町

境に近い宮崎須木線の宮崎北地区につきまして

は、これまで重点的に歩道の整備を進めてきて

おりまして、今年度は、白坂工区において、引

き続き用地買収と工事を進めますとともに、新

たに長田工区に着手をしまして、測量と設計を

行うこととしております。次に、野首麓線につ

きましては、糸原工区の延長約1.5キロメートル

区間でございますけれども、道路改良事業に取

り組んでおります。平成19年度に約200メートル

を供用したところであります。今年度は、用地

買収を進めますとともに、改良工事の進捗を

図ってまいりたいと考えております。今後と

も、地元の皆様の御協力をいただきながら、そ

れぞれの工区の早期完成に向けて取り組んでま

いりたいと考えております。以上でございま

す。
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○長友安弘議員 ありがとうございました。

それでは、先ほど医療問題についてお尋ねを

しましたけれども、そのとき消防の常備化とい

うお話をちょっとさせていただきましたが、非

常備町村の救急搬送体制の整備、これについて

総務部長にもう一度お尋ねをしたいと思いま

す。このことにつきましては、外山良治議員よ

り、平成19年の９月、また平成20年の９月の一

般質問で、命の格差があってはならないと、こ

ういうことで、ＣＡＰ患者の例とか、あるいは

クラッシュ症候群患者の例を挙げまして、ＤＭ

ＡＴの養成等も含めてお尋ねがありました。そ

の後、今回の県北調査でも、この消防の常備化

の話が出ましたけれども、その後、非常備町村

の救急搬送体制の整備というのはどのように改

善をされたのか、また、消防の常備化問題はど

のようになったのか、お尋ねをしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 県内７つ非常備町

村があるわけですけれども、そこでは、役場の

職員あるいは町立病院の職員等が対応しており

ますけれども、救急搬送業務に関する専門知識

あるいは技術を有する専任の職員がいないとい

う状況でございます。こういった中でございま

すので、私ども県といたしましては、非常備町

村に対しまして、特に、消防というよりは救急

のところが喫緊の課題でございますが、これま

で常備化に向けた働きかけを行ってまいりまし

た。現在でもその働きかけを強めているところ

でございますが、一部の町村ではそういった動

きがございますので、さらにその働きかけを強

めてまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 ぜひともお願いをしておきた

いと思います。

次に、知事にちょっとお伺いいたしますけれ

ども、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、

先ほど、本当に県民のニーズに合わせて、また

将来を見据えてこれを使っていきたいというお

話がございました。この目的の中には、地球温

暖化対策とか少子高齢化社会への対応、あるい

はまた安心・安全の実現とか、将来に向けた、

きめ細かな事業を積極的に実施できるようにと

いうようなことであったわけでありますけれど

も、同時に、これは地域の中小企業の受注機会

に、やっぱりこれがなっていかなくてはならな

いと思うんですけれども、この点についてはど

う考えておられるのか、お尋ねをしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 地域活性化・経済危

機対策臨時交付金は、地域の実情に応じた地域

活性化等を図るために交付されるものでありま

して、国の経済危機対策におきましても、この

交付金の活用に当たっては、地域の中小企業の

受注機会に配慮するよう要請するとの方針が示

されているところであります。このような交付

金の趣旨及び国の方針も十分踏まえさせていた

だきまして、地域経済の活性化が図られるよ

う、県内中小企業の受注機会の確保に努めてま

いりたいと考えております。

○長友安弘議員 次に、もう一点、医療問題に

ついて福祉保健部次長にお尋ねいたしますけれ

ども、総合医の問題ですが、なかなかこれは難

しい問題だということでございます。ただ、過

日の新聞報道で、寄附講座の報道というのがな

されました。地域医療のあり方を研究し、地域

に根づく医師の育成を目的とすると、また、地

域医療に興味のあるドクターを集めて、地域の

中核となる病院に医師を派遣するシステムをつ

くっていきたい等の記事が踊っておりました。

まさにこれからの地域医療というものを考える

平成21年６月22日(月)
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ときに、それが成るかどうかは別といたしまし

て、非常にこれは有効な方策だと思います。総

合医的な人材の確保が本当に望まれるわけであ

りますけれども、この点について今後どのよう

に考えておられるのか、お尋ねをしたいと思い

ます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 総合医につ

いてですけれども、総合医を医療制度にどう位

置づけるかということについては、現在、国に

おいて議論が進められているところですけれど

も、僻地など地域医療の場において幅広く総合

的な診療が行える医師の確保は、大変意味のあ

ることだと考えております。したがいまして、

県としましては、宮崎大学の取り組みや国の動

きを注視してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 街中で病院がところどころ閉

鎖になっているわけですね。それはどうしてか

というと、お年を召されてリタイアされたと。

恐らく息子さんとか娘さんが医師の道を歩かれ

ていると思うんですけれども、先ほど申し上げ

ましたように、やはり専門医の道というか、そ

ういうものを歩かれる方が多いんじゃないか

と。なかなか小さな病院の後継ぎになるという

状況ではないんですね。したがって、我々が何

でも相談に行けたようなそういうところが少な

くなりつつありますので、そういうことも考え

ていただいて、地域医療再生計画というか、そ

こらあたりをまたしっかり行っていただきたい

というふうに要望しておきたいと思います。

もう一点再質問いたしますけれども、多くて

済みませんが、福祉保健部次長にお尋ねいたし

ます。音声コードの作成の件、実は私も実際、

東京のほうでその実物を見てまいりましたけれ

ども、例えばワードで文章をつくります。そこ

に、ワードに音声コード化する、張りつけるソ

フトが7,000円ぐらいであるそうであります。こ

のソフトを入れておけば、つくった文章に、そ

のソフトを使ってすぐ音声コードがつけられる

と。それを読み取り機にかけると、それが音声

としてずっと出てくるわけであります。最近で

は、英語等につきましても、音声コードにかけ

ますと、非常にクリアな発音でそれが聞こえて

くるというふうな機械になっております。で

は、スキャナー等でつくった記事等が音声コー

ド化できるのかという話をしましたら、やっぱ

りワードに張りつければできるというようなお

話を聞いておりまして、そのようになってきま

すと、技術的にはまたちょっと違った難しさが

あるんではないかと、こう思いますけれども…

…。したがいまして、例えば県庁の総合長期計

画といいますか、そういうものを、本当に情報

バリアフリーとして多くの方々に出したいと。

年とった方でも、見るのは面倒くさいけど、耳

で聞けば聞かれるというような方等もふえてま

いりますので、それをするためには、各課の職

員がそういう技術を持っていなくちゃいけない

わけです。ソフトは、金額的にはそんなにたく

さんになるものじゃないと思いますので……。

だから、一日も早く、周知をするというより

か、早く研修会を開いて、またそういう機械等

も実際入れて、そういうものが普及するように

行っていただきたいのでありますけれども、早

くそういう研修会等を開催される予定はないの

かどうか、もう一回お尋ねをしたいと思いま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 音声コード

についてですけれども、県の障害プランは、こ

の音声コードに対応するようにしておりまし

て、こういったものを県庁全体に普及していく

ことも必要でございますので、県庁内に普及す
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るために、研修会につきましては、できるだけ

早く開催したいというふうに考えております。

○長友安弘議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。本当に大変な経済危機の時代でありま

す。また国から、本当に矢継ぎ早であります

が、基金という形が大変多くなっておりまし

て、今後のその使い方が非常に大事になってく

ると思いますので……。また、県におかれまし

ては、本県の将来の浮揚というものを本当に考

えの中心に置いていただきまして、予算措置を

していただきますように要望をいたしておきた

いと思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

まして質問を行います。

まず、知事の退職手当の額を50％減額する条

例に関してお尋ねします。

知事が今回の条例案を提出されて以来、私ど

も議員もそうでありますが、マスコミも含めて

いろいろと憶測まじりの意見が交錯し、客観的

な判断に苦しむのであります。本来、退職手当

は一定の規定に基づくものであり、高い低いの

評価は各人各様でありますが、現行の規定はい

つ見直され、改定された内容はどのようなもの

か、その根拠は全国一律なのか、また妥当なも

のか、総務部長に伺います。

次に、知事にお尋ねしますが、マニフェスト

における退職手当の「出来高払い制」の考え方

は、知事自身が選挙前に作成されたものであり

ますが、この規定にはもともと達成度や「出来

高払い」の考え方はなかったものと思います。

それにしても、その時々で知事が恣意的に直接

自分の手で引き下げることが公職として好まし

いのかとの意見があります。そうでなければ、

しかるべき機関に諮問し、多角的な判断を加え

るべきではないかとの声もあります。もし９月

か12月議会で我々だけで結論を出すというよう

なことになれば、かなりの時間と手続を我々自

身が集中しなければならないと思いますし、県

民の納得できる結果を目指さなければならない

と考えます。今日の条例提案が東国原知事だけ

に適用してほしいと望んだとしても、以後の知

事や県内の首長にも及ぶ問題であると考えま

す。知事はそのあたりはどのように認識されて

いるか、伺います。

そして、知事自身が、評価の方法が見当たら

ない、難しいので50％と提案されているのであ

りますが、仮に踏み込んだ議論として、行財政

改革の点から知事が範を示したと評価する人も

あれば、立派な功績を上げたのにおまえたちは

何で50％に反対しなかったのかという人々も出

てくるかもしれません。また、任期を１年半残

しながら、なぜこの時期にとの声も強いのであ

ります。退職金は今年度の早い時期に結論を出

さなければなりませんが、２期目以降はないの

ではないかとの声も聞かれます。これらの点を

知事はどのように考えておられるか伺います。

以下の質問については、質問者席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、今後の知事への影響につきましては、

今回の退職手当の減額は、あくまでも私のマニ

フェストに係る対応でありまして、今回の任期

に限った特例条例としたところであります。ま

た、県内市町村長への影響につきましては、既

に４名の市長及び町長が退職手当の減額を行っ

ておりますが、それら以外の市町村長において

は、現在のところ減額等を行うような動きは見
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られません。ちなみに、知事の退職手当の減額

を措置している14道府県の市町村における状況

を聞き取り調査しましたところ、これら道府県

内でも市町村への影響は特にないということで

ありました。いずれにいたしましても、退職手

当のあり方については、今後の知事やそれぞれ

の市町村長において独自に判断をなされるもの

と考えております。

続きまして、提案の時期についてであります

が、知事の退職手当につきましては、私のマニ

フェストにおいて、県民の満足度をもとにした

出来高制を導入するとしております。私が知事

に就任して以降、検討を行ってまいりました

が、就任して２年後となることし１月のマニ

フェスト検証会の時点で、出来高制については

断念することとしたところであります。しかし

ながら、私のマニフェストにおいて、知事の退

職手当については見直しをすると掲げているこ

とから、その後、出来高制以外の見直しについ

て検討を行ってまいりました。ことしの２月議

会には準備が間に合わず、条例提案には至りま

せんでしたが、４月にはメディアを通じて、こ

としの早い段階で退職手当を見直すことを発表

させていただきまして、このことにより、県民

の皆様との約束を交わしたものと考えておりま

す。私といたしましては、この約束を守るため

に、今議会で50％の減額を提案させていただい

ているものであります。

２期目の意向についてでありますが、私は、

まだ１期目の折り返しを過ぎたところでもあり

ますし、今議会でも申し上げておりますが、今

後とも、県民の皆様とのお約束であるマニフェ

ストの達成に向け、与えられた任期を全うすべ

く、一日一日を全身全霊を傾けて県政運営に努

めていきたいと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

知事の退職手当の改定時期等についてであり

ます。まず、算定基準の改定等についてであり

ますが、従来、知事の退職手当につきまして

は、知事が退職する時点で、すべての任期を通

算し支給するとともに、支給率につきまして

は、条例制定時の昭和46年以降、100分の75とし

ておりました。こういった中で、昭和51年の特

別職報酬等審議会での議論を踏まえまして条例

が改正されまして、同じ年の10月以降、任期ご

とに支給するということとともに、支給率を現

行と同率の100分の70とされたところでありま

す。また、各県における積算根拠についてであ

りますが、法律上の積算根拠や基準はございま

せんが、本県と同様に、知事の給料月額に在職

した月数を掛けまして、さらにそれに支給率

―この支給率のところで若干各県異同がある

ようでございますが―乗じて得た額となって

おります。この額は、今申し上げましたよう

に、一定の手続を経て条例化されたものでござ

いますので、妥当ではないかと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○権藤梅義議員 引き続き、退職手当に関して

でございます。一部また重複しているかもしれ

ませんが、知事は、記者会見等で、県内の市町

村長との関係を問えば、各首長が各人でそれぞ

れ判断してほしい旨の発言をされておるように

聞こえます。それなりの気遣いや配慮、あるい

はまた、この知事の退職金というものが、私た

ちから考えるともっと重いものといいますか、

そういう客観的な協議を重ねた結果、提案され

るべき、あるいは論拠というものではないかと

いうふうに思うわけでありますが、いま一度お

聞かせいただきたいと思います。
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○知事（東国原英夫君） 今回の退職手当の減

額は、私のマニフェストを踏まえさせていただ

きまして判断したところでありまして、あくま

でも私に限ったものであります。したがって、

この場をおかりして改めて申し上げますけれど

も、県内の市町村においては、やはり、それぞ

れの首長さんが独自に判断をなされるものと考

えております。私から特に今回の退職手当の見

直しについて、各首長さんに対して申し上げる

立場にはないと考えております。

○権藤梅義議員 次に、全国知事会等では、財

政規模等により一律ではないにしても、この問

題は一つのインパクトを与える議案ではないか

というふうに私は考えておりますが、既に14ぐ

らいの県が実行しておるというような話も出て

おります。知事会として、共通の議題として議

論を深め、判断を求めるというのも一つの選択

の方法ではないかというふうに考えるわけであ

りますが、それについても県内と同じ状況かど

うか、いま一度お尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 今回の退職手当の減

額につきましては、私のマニフェストを踏まえ

判断したものでありまして、給与の減額につい

ては、それぞれの首長が政治家として判断すべ

きものであると考えております。

○権藤梅義議員 次に、７月１日になります

と、知事も議員も所得が公表されることになり

ますが、退職手当の延長線上の問題として、知

事職の給与・一時金と、その他の東国原知事の

テレビの出演料収入や印税等の収入はどうなっ

ているのか伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私が昨年自主的に公

表しました平成19年分の所得金額は、給与及び

その他の所得を合わせまして約4,110万円であり

まして、そのうち４割、1,600万円は税金として

お支払いさせていただいております。直近の平

成20年分につきましては、議員の皆様と同様

に、条例に基づきまして今月末に公表させてい

ただくこととしておりますので、御理解いただ

きたいと思います。なお、きのうの私のブログ

で住民税のことについて触れております。あれ

で大体の逆算はできるものと考えております。

○権藤梅義議員 それでは次に、政治資金パー

ティーと称する、いわゆる政治資金収入の届け

出等について、選挙管理委員長にお尋ねをした

いと思います。全国の知事の中で、本県の東国

原知事と同じように報告されている例、実績を

お伺いします。また、東国原知事の報告書での

総収入と支出、余剰繰り越し等はどうなってい

るか伺います。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 既に公表さ

れております平成19年分の政治資金収支報告に

おきましては、16都道府県知事の関係政治団体

が、政治資金パーティーを開催されているとこ

ろであります。また、県選挙管理委員会に提出

されました平成19年分の政治資金収支報告によ

りますと、知事の関係政治団体におきまして

は、県内で５回の政治資金パーティーを開催さ

れております。報告の内容としましては、政治

資金パーティーの開催に当たっての事業収入と

いたしまして2,853万2,000円、また、その支出

として1,129万7,390円が報告されており、その

差は約1,723万円となっているところでありま

す。

○権藤梅義議員 ありがとうございました。私

は、判断材料となる数字や考え方を整理するの

は所管の総務政策常任委員会かと思いますが、

精力的な委員会の審議が持たれることを期待い

たしまして、この場での質問は以上にしたいと

思います。
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次は、エコカー、つまり環境対策車への買い

かえ促進について、総務部長及び環境森林部長

に伺いたいと思います。

環境に優しいエコカー、つまり環境対策車

は、地球環境とガソリン価格の高騰等の理由か

ら、最近特に注目されるようになりました。し

かし、通常の車に比較し、かなりの価格差があ

ることから、国は減税を大幅に行い、エコカー

の推奨をすることになっております。そこで、

総務部長に伺いますが、今回の税制の改正点を

簡潔に御説明いただきたいと思います。さら

に、環境森林部長に伺いますが、全県的な立場

から、県は各市町村の模範となるべきリーダー

であり、範を示すべき取り組みもあるのではな

いかと考えますが、エコカー普及に県がなすべ

きことがあればお示しを願いたいと思います。

３点目は、本県のエコカー導入や切りかえ計画

を伺いたいと思います。今回の国の補正によ

り、本県においてもエコカーの購入促進が行わ

れるものと思います。さらには、現行の本県の

導入計画の見直し等を考えているか、総務部長

に伺いたいと思います。

○総務部長（山下健次君） ２点でございます

が、まず１点目、税制の改正点を簡潔にという

ことでございますけれども、今回の改正により

まして、自動車取得税の軽減措置が拡充されま

すとともに、新たに自動車重量税についても軽

減措置が設けられるところでございます。例え

ばハイブリッド車では、新車の新規登録時の自

動車取得税及び自動車重量税が全額免除をされ

ます。また、その他の自動車でも、その環境性

能の程度に応じまして、自動車取得税及び自動

車重量税が最大75％軽減されることとなってお

ります。なお、この特例措置は平成21年度から

３年間ということでございます。

加えまして、県税であります自動車税につき

まして、これまでの特例措置として、その環境

性能の程度に応じまして、新車の新規登録の翌

年度に限りまして最大おおむね50％を軽減する

という措置が既にあるところでございます。

もう一点でございますが、公用車の更新とい

うことでございますけれども、今回追加提案を

させていただきました補正予算案（第３号）に

おきまして、本来は来年度当初予算で対象とな

る公用車34台につきまして、前倒しで更新する

ことといたしまして、予算額にして6,036万円を

計上したところでございます。この34台はすべ

て低公害車でありますけれども、うち14台につ

いてはハイブリッド車を予定しているところで

ございます。この結果、従来、年平均30台ペー

スの更新ということでございましたが、21年度

は当初も合わせまして現在のところ83台の更新

予定ということで、相当前倒しということでご

ざいます。公用車の更新に当たりましては、購

入後の経過年数あるいは累計走行距離などによ

り、基本的な更新基準を定めておりますけれど

も、これを満たした車両を今回、今回といいま

すか通常は、対象として予算措置をやっている

ところでございますが、検討するということで

ございますけれども、今後の更新につきまして

も、基本的にはこの基準に基づいて計画的に進

めていく。ただ、こういった形で経済対策も含

めて新たな措置ということであれば、当然、低

公害車なりあるいはハイブリッド車、こういっ

たことも含めまして、用途、経済性なども考慮

に入れながらこの更新計画を前倒しするという

ことも、可能性としてはあるというふうに考え

ております。

○環境森林部長（吉瀬和明君） エコカーの普

及につきましては、国や地方公共団体におきま
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して、平成12年５月に制定されました「グリー

ン購入法」などに基づきまして、低公害車を初

めとする環境に優しい物品の優先購入に取り組

んでいるところでございます。県としまして

は、県の公用車につきまして、平成20年度購入

した41台のうち39台を低公害車とするなど、積

極的に取り組んでいるところでございます。低

公害車の普及につきましては、温室効果ガスの

排出削減に大変有効な手段というふうに考えて

おりますので、市町村に対しましても、環境保

全に関する会議等の機会を通じ、呼びかけを

行ってまいりたいと存じます。

○権藤梅義議員 ３項目めに通告しておりまし

た土木行政の矛盾につきましては、順番を入れ

かえて後に回させてもらいます。

それでは次に、自殺対策について福祉保健部

長に伺いたいと思います。

４月２日に警察庁が発表した自殺統計

で、2008年の自殺者は３万2,249人となり、11年

連続で３万人を超えました。一方、厚生労働省

の人口動態統計によると、県内の自殺死亡率

は、2001年以降増加傾向にあり、2007年は、10

万人当たり34.6人と、秋田県に次いで全国２番

目の高さでありました。2008年は、11月までの

推計として10万人当たり29.8人、また自殺者総

数も漸減の方向とは聞きますが、数値が確定し

ておればお示し願いたいと思います。

この間、国は、2006年10月に「自殺対策基本

法」を施行し、2007年には対策を盛り込んだ大

綱を定めて本格的な対策に乗り出しましたが、

経済不況や倒産等と相まって憂慮すべき状況に

あります。国の支援体制も、この５カ年間で

たったの10億円と非難されてきましたが、今回

の補正予算では、３カ年とはいえ100億円規模の

予算が計上されております。また、「多くの自

殺は、個人の意思や選択の結果ではなく、様々

な悩みにより心理的に「追い込まれた末の死」

と言える」との文言が大綱の中に盛り込まれま

して、肉親を失った遺族らの思いが込められた

基本認識だと注目を集めております。さらに、

地域の実情に応じた対策をとる責務が地方自治

体に課せられ、まさにことしが正念場だと言わ

れております。そこで、さきにお尋ねしました

自殺者の実態とあわせて、昨年取り組んだ本県

の対策の概要を、福祉保健部長にお尋ねしま

す。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 厚生労働省

の人口動態統計によりますと、20年度分につい

ては、まだ現時点では概数ではありますけれど

も、本県の20年の自殺者数は363名で、前年に比

べて31名減少し、人口10万人当たりの自殺者数

は32.0で、全国で４番目となっております。ま

た、昨年度の取り組みでありますが、従来の

「生きる力」応援うつ病対策事業に加えまし

て、新たに「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業

を実施いたしました。この中で、官民一体と

なって、総合的に自殺対策を進めるための基盤

づくりや、自殺対策フォーラムの開催、テレビ

ＣＭの放映などの普及啓発、かかりつけ医など

の専門家を対象とした研修などに取り組んだほ

か、地域の実情を踏まえた対策を促進するた

め、市町村長を対象としたトップセミナーを開

催したところでございます。

○権藤梅義議員 次に、自殺対策の具体例であ

ります。1995年からずっと全国でワースト１を

続けている秋田県が本腰を入れたのは2001年度

からで、重視したのが、自殺へのタブー視を取

り除くための普及啓発活動と、未然防止の予防

対策と言われております。また、最近の試みと

して、うつ病対策の具体的推進策に、精神病院
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の登録医制度と内科医の協力医の認定制度を発

足させて連携を深めております。

一方、長崎県の場合は、2008年７月から、多

重債務者のメンタルヘルス対策に取り組み、関

係者の注目を集めております。その内容は、弁

護士が原則として無料相談を受ける、日本司法

支援センターや県弁護士会の支援、次に、県消

費生活センターなどを対象に、ベテラン保健師

を週１回派遣し、必要と判断した人には精神科

医にかかれる無料の相談券を渡す。今年３月ま

でに38人が相談をして、うち８人が無料相談券

をもらっております。

また、昨年、岩手・宮城の大地震で被害の大

きかった宮城県栗原市の例は、2005年の栗原市

の自殺率が10万人当たり48.6人となり、秋田県

をも上回る数字を記録しており、この事態を

知った佐藤勇市長は、2007年８月に非常事態宣

言を出し、市民アンケートを行いました。その

結果、心配事の第１として、市民の３分の１が

経済的な問題を挙げたと言われ、多重債務者対

策に乗り出すことになりました。借金で困って

いる市民に対して弁護士や司法書士が相談に乗

り、場合によっては、救済融資制度「栗原市の

ぞみローン」の利用を促すという仕組みであり

ます。

さらに、東京都の例では、2008年から始めた

自殺の実態調査、ライフリンクという会社に委

託して、自殺者の遺族から経緯などを聞き取っ

て分析する取り組みでありまして、自殺予防の

手法や遺族への支援のあり方を探るのがねらい

で、今年度100件の実態調査を目指しているとい

います。

これらの例につきましては、執行部には「わ

かっていますよ」ということかもしれません

が、本県が今年度どのように原因分析と具体策

を練り上げ、真剣に取り組むかにかかっている

と思います。本県においても、前述した事例と

似通った骨太の政策や具体策が準備できるなら

ば、もっともっと自殺は減ってくるものと期待

をしておりますが、福祉保健部長の姿勢を伺い

ます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 本県の平

成20年の自殺者数は、19年に比べましてやや減

少したものの、自殺死亡率は依然として高い数

値で推移しておりますので、自殺対策は、県民

の理解と協力を得ながら取り組むべき喫緊の課

題であると認識しております。このため、秋田

県等の先進県の取り組み事例も参考としなが

ら、昨年度、「自殺ゼロ」プロジェクト推進事

業を立ち上げ、普及啓発や人材育成などさまざ

まな事業に取り組んでいるところであります。

さらに、本年度は、今議会において御審議いた

だきます地域自殺対策緊急強化基金を活用しま

して、市町村が独自に取り組む対策を支援する

とともに、テレビ・ラジオでのコマーシャル放

映や、自死遺族支援をテーマとしたフォーラム

の開催などの普及啓発に特に力を入れることと

いたしております。これらの対策により、一人

でも多くのとうとい命を救えるよう、全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 先ほどの例から引きますと、

ちょっと物足りないような気もいたしますが、

市町村より前に出るというのもどうかというこ

ともありますし、また、部長も休んでおられま

すので、今後の具体策づくり等を注目したいと

いうふうに思っております。

次に、自殺問題に取り組む特定非営利活動法

人（ＮＰＯ）「ライフリンク」は、ことし３月

末に、都道府県、政令市の自殺対策推進状況に

対するアンケート調査の結果を発表しておりま
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す。アンケートは、組織や予算措置など対策の

基盤に関する５項目（55点満点）と、個別の施

策に関する９項目（45点満点）で構成されてお

り、83点の長崎県がトップ、81点の秋田県が２

位、昨年まで最下位だった東京都が３位との評

価結果が出ているようであります。本県の評価

結果の位置や問題点と今後の重点政策等をどの

ように認識しているか、再度伺います。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） お話にあり

ましたアンケート調査結果では、本県は、宮崎

県自殺対策推進本部や宮崎県自殺対策推進協議

会といった組織や推進体制、あるいは啓発活動

などで高い評価を受けている一方、自殺未遂者

支援などでの評価が低く、全国では14番目の評

価となっております。県といたしましては、本

年２月に策定しました宮崎県自殺対策行動計画

を踏まえ、他の自治体の取り組み内容等も参考

にしながら、自殺未遂者支援や自死遺族支援な

ど、さらなる施策の充実強化に取り組んでまい

ります。

○権藤梅義議員 次は、教育長に伺いたいと思

います。

文部科学省が行う全国学力テストの結果が公

表され、２年連続トップクラスの成績をおさめ

てきた秋田県の取り組みが注目されておりま

す。本県も、公立小学校の国語や算数でＢ（活

用）等の評価が若干下回るものの、総合的には

全国平均を上回り、特に九州各県との比較では

健闘しております。教育関係者の御尽力に敬意

を表するところであります。

また、特に秋田県の場合、歴史的には、1960

年代は全国平均に届かない下位が続き、このま

までは子供たちに申しわけないと発奮し、学力

アップに努めてこられたようであります。最も

顕著で本格化したのは、この４月で勇退された

寺田典城知事の就任以降と聞きます。寺田前知

事は、「秋田独特の「おれもやらないからおま

えもやるな」という横並び意識を教育から変え

たかった」と述べておられ、任期の12年間、積

極的に施策を進めてこられたようであります。

近年の特別な施策といえば、丁寧な授業を支え

る少人数学級やグループ学習できめ細かに指導

すること。2008年度は、県費４億6,000万円を投

入し講師など約200人を雇用しており、教師加配

には８年間で56億4,000万円をつぎ込んできたと

聞いております。特に、2006年度からは「教育

専門監」制度を設け、教科指導にすぐれた教諭

を認定し、現場に派遣して指導方法の向上に努

めています。また、朝の読書の時間を設け、小

学生の３分の１は１日に30分以上読書するとの

データもあるようであります。

このようなことは、教育界では研究されてい

るとは思いますが、本県の場合、秋田と比較す

るわけではありませんが、近年のマンパワーの

投入や施策、あるいは本県独自の創意工夫の実

態を、教育長にお尋ねしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、学力向上対策を第２期の「明日の宮崎を担

う子どもたちを育む戦略プロジェクト」の重要

な戦略の一つとして位置づけ、さまざまな取り

組みを行っているところであります。この中

で、人的配置を行いながら取り組んでおります

事業といたしましては、きめ細かな学習指導を

推進するために、１つの学級を２つ以上の小さ

なグループに分けて学習します「少人数指導」

や、１学級を30人程度とする「少人数学級編

制」を、すべての小学校１年生及び２年生、そ

して県内６つのモデル校の中学校１年生を対象

に実施しているところであります。また、地域

の特性を生かしながら多様な一貫教育を導入す
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ることによりまして、小中学校等の系統性や一

貫性のある指導を通して学力の向上を図ってい

るところであります。これらの取り組みにつき

ましては、本年度は、小中学校で406名の国の加

配教員を活用しますとともに、県独自の事業と

して約２億5,000万円をかけまして人的配置を

行っているところであります。さらに、本県で

は、学力向上を図りますために、教員の指導力

を高める授業研究会を開催したり、スーパー

ティーチャー制度により、すぐれた教育実践や

高い指導技術の普及を図ったりしながら、授業

力の向上を図っているところであります。今後

とも、他の都道府県の取り組みも参考にしなが

ら、本県児童生徒の学力のさらなる向上に取り

組んでまいりたいと考えております。以上で

す。

○権藤梅義議員 ありがとうございました。次

に、改正「学校図書館法」によりまして、2002

年度から12学級以上の規模の学校に司書教諭の

配置が義務づけられました。また、2007年度か

ら第２次学校図書館整備５カ年計画がスタート

しており、図書館活動の充実のため、司書教諭

の果たす役割はますます重要になっていると言

われております。一方、標準法委員会の司書教

諭及び非常勤講師等の配置と活用のあり方につ

いての基礎調査によると、読書活動等を推進す

るため司書教諭が配置されているにもかかわら

ず、子供の読書への関心、学校図書館の利用回

数などが低下していることが明らかとなってお

ります。その原因の一つとして、標準法委員会

は、司書教諭が学級担任などを兼務しているた

め、十分な図書館活動ができないことが原因だ

と指摘をしております。司書教諭が活動に専念

できるよう、教員定数の枠外で配置することを

強く求めておるようであります。本県の実態と

問題点の認識、さらには今後の改善の方向等に

ついて、教育長のお考えを伺います。

○教育長（渡辺義人君） まず、本県の子供た

ちの読書の状況について申し上げますと、本県

が実施しております読書量の調査によります

と、平成20年度の児童生徒１人当たりの１カ月

間の平均読書数は、小学生で12.6冊、中学生で

は3.1冊となっておりまして、ここ３年間の状況

から見ますと、小学生、中学生ともにふえてき

ている傾向にあります。また、平成20年度の全

国学力・学習状況調査によりますと、読書に関

心を持っている本県の小学生の割合は76.6％、

中学生は71.0％となっておりまして、これらの

数値は、いずれも全国平均より高い数値となっ

ているところであります。また、前年度と比べ

ましても伸びてきている状況にございます。

次に、お尋ねの司書教諭でありますが、本県

の12学級以上のすべての小中学校に配置をされ

ておりまして、この司書教諭は、資格を有する

教諭の中から発令をされ、学級担任や授業を受

け持ちながら業務に従事しているところであり

ます。学校におきましては、司書教諭を中心に

しながらも、全職員が児童生徒とともに協力し

て、朝の読書活動や読み聞かせ活動、学校図書

館の運営などに取り組んでいるところでありま

す。読書は、すべての学習の基本となり、非常

に大切なものであると考えておりますので、県

教育委員会といたしましては、本年度から実施

しております読解力向上推進事業を中心としな

がら、今後とも市町村教育委員会と連携し、児

童生徒の読書活動の充実を図っていきたいと考

えております。

なお、司書教諭につきましては、ただいま議

員の質問にもございましたように、いわば兼務

という形式になっておりますので、今後とも引
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き続き、新たな加配を国に要望してまいりたい

と考えております。以上です。

○権藤梅義議員 次に、施設設備教材等委員会

の「施設設備等の整備状況についての調査」と

いうものによりますと、地方交付税で措置され

ることになっている学校図書館の蔵書などの整

備経費が減額傾向にあることが指摘をされてお

ります。調査は、昨年７月から８月にかけまし

て、公立小学校470校、都道府県ごとに10校を対

象に実施しまして、前年度より予算が減ったと

いう学校の割合は、2006年度まではおおむね20

％台で推移をしていましたが、2006年度は22.6

％、2007年度37.4％、2008年度43.7％とふえて

おります。国は、子供の読書離れを防ぐため、

新学校図書館図書整備５カ年計画によりまし

て、2007年度から2011年度まで毎年200億円、合

計1,000億円を地方交付税として措置することに

なっていますが、現実には、調査結果のよう

に、削減された学校がたった２年間で40％台に

ふえているということであります。同委員会と

しては、「新５カ年計画のスタート以降、各学

校における図書購入費の減額傾向が著しいこと

は、見逃すことができない事実」と指摘して、

適切に措置するよう各自治体に働きかけていく

必要性を強調しておりますが、教育長の現状認

識と今後の対応を伺います。

○教育長（渡辺義人君） 平成20年４月に文部

科学省が公表いたしました、平成19年度におけ

る「学校図書館図書関係予算措置状況調べ」に

よりますと、市町村の図書購入費に係る地方交

付税算定上の基準財政需要額に対する予算額の

割合は、本県全体で見ますと71.6％となってお

り、全国順位として申し上げますと24位という

状況でございます。

読書につきましては、子供たちが人生をより

深く生きる力を身につけていく上で欠かすこと

のできないものであり、今後ますます重要に

なっていくものと思います。したがいまして、

地方交付税として措置をされております図書購

入費につきましては、私からあえて申し上げる

までもありませんけれども、地方交付税が一般

財源でありますので、その使途につきまして

は、市町村の御判断ということになろうかと思

いますけれども、県の教育委員会といたしまし

ては、先ほど読書の重要性を私、申し上げまし

たけれども、今後とも、あらゆる機会を通じ

て、学校図書費の充実について市町村にお願い

をしてまいりたいと、このように考えておりま

す。以上です。

○権藤梅義議員 ただいまの教育長の答弁をお

聞きしますと、本県においても３割程度が本来

の趣旨とは違う、つまり、言葉が適切じゃない

かもしれませんが、ピンはねが行われているの

ではないかと、そのように言えると思います。

その分だけ、５カ年が終わったときには学校図

書館の整備がおくれるわけであります。この問

題は、知事も県下の市町村長さんの理解を得る

べく動くべきではないかと考えますが、知事、

いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私も、どちらかとい

うと読書が好きなほうでございまして、１冊の

本をじっくりと読むほうでございます。じっく

り本を読み、すばらしい本に出会うと、人生観

や世界観が変わるような啓示を受けることもあ

ります。私は、あしたの宮崎を担う子供たちに

は、ぜひいろんな本をじっくりと読んでいただ

いて、その向き合う中で感性を磨いていただい

て、創造力等々を高めてほしいと思っておりま

す。

地方交付税の性格につきましては、先ほど教
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育長がお答えしたとおりと考えておりますが、

子供たちを取り巻く読書環境を整備することは

非常に大切であると考えておりますので、市町

村におきましても、できる限りの努力をしてい

ただきたいと考えております。

○権藤梅義議員 よろしくお願いします。

続いて教育長に伺いますが、小中学校の新学

習指導要領に向けた移行措置が４月から始まり

ましたが、特に小学校では、算数と理科の時間

がふえるほか、高学年を対象とした外国語活

動、実質的には英語教育への対応が迫られてお

ります。移行期間中の英語教育の実施は、学校

の判断に任されていると言われますが、実際に

はほとんどの小学校が実施せざるを得ないだろ

うと見られております。そして、英語教育で

は、この導入に向けて賛否両論ある中での実施

となりまして、成果が上がるかどうかについて

も注目をされております。また、中学校社会科

の公民的分野と高校の公民科では、「法や金融

などに対する学習」が改訂の目玉の一つになっ

ております。このうち法教育は、５月にスター

トした裁判員制度の導入で関心が高まりつつあ

りますが、金融経済教育については、関心はあ

るが、なかなか取っつきにくいというのが学校

現場の声だと言う人もあります。さらに、高校

では、総則で、繰り返し指導の重視を明確にし

たり、総合的な学習や特別活動での入学当初の

ホームルームの充実などが求められておりま

す。また、国語はもちろん、公民や数学、理

科、外国語等それぞれに新しい基準でスタート

しておりますが、これらに対するスムーズな移

行準備が各学校で行われてきたものと推察いた

しますが、教育委員会としての重点的な対応等

についてお示しをいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 新学習指導要領で

は、子供たちに生きる力をはぐくむために、教

科等の授業時数が増加をされ、教育内容が改善

されております。特に、言語活動、理数教育、

伝統や文化に関する教育の充実や外国語活動の

導入等が改善のポイントとなっておりますが、

裁判員制度など新たな内容も盛り込まれており

ます。それから、特に小学校の外国語活動につ

きましては、平成23年度から全面実施されます

ことから、すべての学校がスムーズに取り組め

るよう、本年度から２年間ですべての小学校教

諭を対象に、本県においては新たに実践的な研

修をスタートさせたところであります。また、

新学習指導要領に対応するため、昨年度、小中

学校向けにガイドブックを作成しますととも

に、説明会を開催したところであります。本年

度につきましては、新学習指導要領の趣旨や新

たに追加された内容を踏まえた授業が実践でき

ますように、各教科等で模擬授業を取り入れた

ワークショップを開催することにしておりま

す。なお、高等学校におきましては、平成25年

度入学生から年次進行で実施となりますため、

本年度に説明会を開催することにいたしており

ます。今後とも、市町村教育委員会とも連携し

ながら、円滑な移行に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。以上です。

○権藤梅義議員 次は、警察本部長にお尋ねを

いたします。

去る５月に、新任の常任委員会、総務政策常

任委員会で、交通事故の実際の裁判を傍聴する

機会を得ました。裁判も終わりに近く、被告と

被告の妻が出廷し、検察官と弁護士、裁判官の

やりとりがありましたが、初めての経験で大変

参考になりました。争われていた内容は、被告

が車検切れの車、つまり自賠責のない車を運転

し、たばこに火をつけ、気がついたときには前
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方15メートルのところに自転車を押した老人が

目前に迫り、死亡事故を引き起こしたものでし

た。最後に、裁判官が意見をはっきりと言われ

ました。我々の傍聴も意識しての発言のように

も聞こえましたので、改めて警察本部長に伺い

たいと思いますが、まず、裁判官の指摘とし

て、「自賠責の切れた車に乗る。漫然とたばこ

に火をつけながら直進道路で死亡事故を起こ

す。こういったことが行われていることに対し

て、本県特有の現象ではないか」というような

趣旨の発言がありました。そこで、交通事故の

事故原因は、他県と比較するとどのような違い

があるのか伺いたいと思います。また、本年の

事故発生の状況、さらには自賠責が切れた車の

事故はどのようになっているのかお伺いしま

す。

○警察本部長（相浦勇二君） 順次お答えいた

します。

まず、事故原因でありますが、これは全国と

共通して、事故の最も大きな原因要素は、わき

見とかちょっとした不注意が多くを占めており

ます。ただ、この５年間を調べました。このわ

き見、不注意というところの原因のものが全事

故の約60％というのが、全国平均です。宮崎は

実は平均で73％ということで、８ポイント高い

ということでございます。これは、ついでに近

県と比較しますと、熊本が66％でありますの

で、熊本より７ポイント高い。大分が68％です

ので、大分よりも５ポイント高い。都市部の代

表として東京を御紹介しますと、東京は57％

で、東京と比較しますと宮崎は16ポイント高い

ということでございます。したがいまして、私

も直観的にそうだと思っているんですが、当県

は、他の県に比べまして、明らかにドライバー

の皆さんの運転時の緊張感が欠如をしていると

いうふうに考えております。

次に、交通事故につきましては、昨日現在、

事故件数4,874件、死者36人、負傷者5,786人と

いうことで、これはすべて前年対比で増加をし

ておりまして、特に死者数につきましては、増

加率全国１位、つまりワースト１という情勢で

ございます。こうしたことを踏まえまして、高

齢者の事故防止、飲酒運転根絶対策等、当然進

めるべき施策を強力に推進しますとともに、今

述べましたような実態にありますことから、特

に、自動車のドライバーサイドの皆さんに対し

て緊張感の醸成を図る活動を、市町村と連携し

ながら、特に意識をして進めてまいりたいと

思っております。

次でありますが、自賠責の関係でございま

す。本来、被害者保護のために設けられた自賠

責の制度なのでありますが、これがない形での

車の事故につきましては、昨年中が合計で18件

ございました。ことしが、つい数日前までのデ

ータでありますが、８件ございまして、いずれ

も全事故に占める割合は約0.2％ということでご

ざいまして、自動車の所有者としても、ドライ

バーとしても、大変著しくモラルを欠いた行為

でございますので、私どもとしては、道路運送

車両法違反あるいは自動車損害賠償保障法違反

ということで、厳しい姿勢で臨んでいるところ

であります。

なお、この自賠責での事故の割合につきまし

ては、全国と比較をしてみましたけれども、検

挙している総数に占める割合で見ていきます

と、この件に関しましては、特に当県が車検切

れが多いという実態にはないというふうに見て

おります。以上です。

○権藤梅義議員 ありがとうございました。本

部長の御報告では、緊張感の欠如が全国よりも
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８％高いと。さらには、東京に比べると倍の16

％も高いというデータであります。私どもドラ

イバーも、自賠責の切れた車は論外であります

けれども、マナーを守り、不注意や気の緩みを

戒めたいものだというふうに思っております。

それでは、最後まで行けないかもしれません

が、私が住んでおります大塚町の道路問題に入

りたいと思います。３点ありますが、とても３

点は時間が足りないかと思います。

通称「生目通線」は、昭和63年に着工して、

平成17年に全線が開通しました。私の指摘した

い問題の区間は、「大塚工区」と称され、旧道

は時間規制の一方通行の道路がありましたが、

その東側に新たに片側２車線の立派な道路が抜

けまして、地域住民は大変感謝をしておりま

す。ところが、この道路用地として、仮にＫ氏

としますが、Ｋ氏の個人住宅がかかることにな

りまして、本人も一度は移転を決意して契約書

に印鑑を押しました。しかし、Ｋ氏が別の土地

を物色する中で、Ｋ氏の奥さんは、住みなれた

土地を離れたくないと毎日のように迫りまし

て、Ｋ氏もたまりかねて、半減した細長い土地

に木造３階建ての親子三世代の住宅を敷地いっ

ぱいに建てまして、普通車３台がやっと駐車で

きるスペースしかないような状況になりまし

た。その後、工事が終わりまして、隣接地は不

用地のような緑地帯予定の土地が10年近く放置

をされてきました。私の察するところ、Ｋ氏が

払い下げを希望したこと、あるいは250万円程度

の工事だと思いましたが、予算の関係もあった

んだろうというふうに思っております。

ところが、ことしの２月に、息子さんが仕事

から帰ってきたところに、土木事務所からとい

うことで、「工事に入ります」との最後通告が

ありまして、３月にかけて工事が行われまし

た。工事の内容は、道路側に既に植えてあるク

ロガネモチの木と同じ木が二重に植えられまし

た。私も工事が行われ始めて現地に行きまし

て、どうしたものかということで、県土整備部

長に、「この状況を見てくださいよ」というこ

とで電話をしました。また、最後まで少しでも

土地の払い下げを希望していたＫ氏の立場を、

同じ地区に住む住民として要望しないではおら

れない気持ちであります。

そこで質問ですが、工事に入る時点で、どの

ような情報のもとに工事を最終的に決断したの

か、検討経過をお尋ねするとともに、不必要

な、図面上だけで考えたような緑地帯を10年間

も放置されておったわけですが、今からでも壊

してでも、小さな庭が持てるような、この親子

孫三世代の生活権を保障してほしいと私も考え

るわけでありますが、部長の考えを伺いたいと

思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 生目通線の大

塚工区の緑地整備についてでございますけれど

も、この路線は、宮崎市街地の内環状線の一部

として位置づけをしまして、都市計画街路事業

で整備を図ったものであります。街路は、都市

における自動車交通を処理するだけでなく、良

好な都市環境を確保する上で重要な役割も担っ

ておりまして、特に本路線のように幹線道路の

計画に当たりましては、地域の状況に応じて、

歩道や植樹帯の空間を積極的に確保するよう努

めております。

御質問の場所につきましては、道路計画の結

果、周りを道路に囲まれた交差点部の細長い三

角地となったものでありますけれども、この付

近は、歩行者や自転車の交通量も多いことか

ら、潤いのある歩行空間を兼ねた緑地として、

平成５年度に都市計画決定をしまして、平成７
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年度にはその事業用地として用地買収をしたも

のでございます。この場所について、昨年、宮

崎土木事務所が現地を確認しましたところ、議

員御指摘のとおり、道路不用地と思われても仕

方のない不十分な管理状況にありました。これ

は、やはり早急に是正すべきとの判断から、緑

地整備に着手をしたものであります。

結果として整備が遅くなりましたことにつき

まして、大変申しわけなく思っております。議

員御指摘のように、円滑な公共事業の推進に

は、事業に御協力いただいた地権者の方への配

慮は重要と考えておりますけれども、この道路

用地の払い下げにつきましては、先ほど御説明

いたしましたように、必要な緑地として計画決

定をし、事業用地として買収をさせていただい

ておりますことから、困難であると考えており

ます。御理解をいただきたいと存じます。

○権藤梅義議員 お答えをいただきましたが、

私の質問の趣旨は、10年間放置した不用地を、

緑地帯としてやはり必要だと判断して工事を実

施されたんでしょうと聞いているんですね。今

の答弁を聞いていると、私が、この草ぼうぼう

の管理状態を悪いと言ったから、その工事を緑

地帯としてするんだというように聞こえると、

大変心外なんですね。また、記録にどう残って

いるかわかりませんが、本人は、最初に土木の

用地担当の人が訪問したときから、「当然のこ

とながら、敷地が半減するので、残地が出れば

換地をしてほしい」旨の発言はずっと一貫して

続けていたというふうに聞いております。いま

一度確認しますが、工事実施に当たりまして、

現地を再度点検する等、最終判断の検討はした

のか、しなかったのか。また、責任ある検討を

したのであれば、10年間も草ぼうぼうで放置を

してきたわけですから、しかるべき検討をした

けれども、こういう理由でできないと、はっき

り、夜にでも出向いて時間をかけてひざ詰めで

語り合うべきじゃなかったのかというふうに思

います。今回の工事強行に向けての説明は十分

だと考えておられますか。それとも、最初に用

地交渉に行ったときの精神を忘れてしまったん

でしょうか。部長の知る今回の説明の仕方につ

いて、いま一度お尋ねします。

○県土整備部長（山田康夫君） 緑地の整備が

おくれたことによりまして、不用地のごとく印

象を与えましたことは、大変申しわけなく思っ

ております。議員御指摘のとおり、今後は、関

係者に対して事業計画あるいは整備スケジュー

ル等の十分な説明を行いますとともに、二度と

このようなことが生じないよう、職員に対して

指導を徹底してまいりたいと存じます。

○権藤梅義議員 私も、都市計画法とその都市

計画決定の関係は、専門的にはわかりません

が、移転予定の人がここに、移転せずに家をつ

くったわけですね。当然それ以前に行った都市

計画というのは、それ以前に行っておるわけで

すが、それは都市計画決定した後に個人が家を

建てた。宮崎市も100％に近い建ぺい率で建築確

認を承認したと。こういうことが事実として起

これば、その時点から考えてやるべきじゃない

か、配慮してやるべきじゃないかというふうに

思うんですね。都市計画の決定の修正というの

は、ただし書き等はないんですかと。今回のよ

うに修正すべき事実が発生して、10年間も放置

して、都市計画法は、そういうものを見直すと

か、あるいは修正するという項目はないんで

しょうかと。私も部長に電話をしたときには、

いい悪いは別にして、大岡裁きというような、

親子三世代の人の生活権を尊重すると、そうい

う立場からの検討はできないのかと、そういう
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趣旨のことは述べたというふうに思っておりま

すが、いかがですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 都市計画変更

をしてやるべきじゃないかという御質問かと思

いますけれども、都市計画道路の変更につきま

しては、例えば、新たな道路が計画決定されて

新たに交差点が設けられた場合とか、あるいは

現在の道路構造令の幅員に変更したい、例えば

路線数をふやすとか、幅員を広げるとか、そう

いった場合等に計画を変更するわけでございま

すけれども、そういった公益上の観点からの理

由が要件になるというふうに考えております。

したがいまして、今回のように個人の生活権を

優先して都市計画の変更をするということにつ

きましては、困難であるというふうに考えてお

ります。

○権藤梅義議員 今の最後の部分はどうも腑に

落ちないんですね。本人は、今でもお金を準備

して、当初から言っておったんだから、ああい

う緑地帯をつくるんだったら買い戻したいと、

そういう気持ちを持っておるわけですよ。だか

ら、今の説明もありましたけれども、やはり私

は、この今の時代に、公が一個人を黙殺するよ

うなことはいかんというふうに思っておりま

す。いま一度、再検討をお願いしたいと思いま

す。

時間がなくなりましたので、瀬頭交差点と宮

崎港の残地処分については、土木部長はやらな

いでほしいと思うかもしれませんが、引き続

き、次の議会以降、やっていきたいというふう

に思っております。

以上で私の質問のすべてを終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○井本英雄副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あしたの本会議は、午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時59分散会
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35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）
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51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、黒

木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは、地元からはるばる傍聴へ

来ていただいております。ありがとうございま

す。一般質問も５日目となりました。５日目に

なりますと、いろいろ質問が重なってまいりま

すが、またかということでお許しをいただきた

いと思います。

一般質問の２日目だったでしょうか、電話を

いただきました。「今、宮崎県が抱えておる一

番の重要な課題は、知事の退職金の問題か」と

いうことでありましたが、そうではありませ

ん。宮崎県における一番の問題は、現下の危機

的な経済状況であって、これを県民挙げていか

に乗り切るかであります。国はこれまで、財政

健全化に向けて国債の発行を抑えるなど、財政

改革に努めてきました。しかし、目の前の経済

危機を回避するために、大規模な公的資金など

を投入することは、明らかに将来にわたって大

きなツケを回すことになり、長期的な見通しに

基づいた政策と、今ここで緊急を要する政策と

の間に深刻なジレンマがあるとはいえ、今この

時点では、緊急経済対策は不可欠であります。

国は、石油など資源価格の高騰、さらに米国

発の金融危機に始まった経済の急速な悪化に対

し、20年度１次・２次補正、さらに21年度当初

予算と合わせて、75兆円に及ぶ経済・雇用対策

を打ち出し、なお、日本は経済危機とも言える

ということで、新たな経済危機対策として、今

回、大型補正予算を可決し、補正後の21年度予

算総額は、初めて100兆円を超えるということに

なりました。本県においても、国の対策を踏ま

え、これまで300億円を超える経済・雇用対策を

打ち出し、今回また、大型の補正予算で対応し

ようとしております。このような経済状況を、

知事はどれほど深刻なものであると考えている

のか、また景気の見通しをどのように考えてい

るのか、まずお伺いをいたします。

次に、経済危機時の県民総力戦についてお伺

いをいたします。今の経済状況は、100年に一度

の大不況とよく言われます。これまで経験した

ことのない事態が続くときに、人々は歴史を振

り返り、どういう時代が最も参考になるか考え

ます。80年前、世界じゅうを覆った大恐慌が

今、強い関心を集めています。そこで、今か

ら80年前に起こった昭和恐慌時、県は、そして

地域はどう取り組んだのか。先日、新聞に、昭

和恐慌時に財政を立て直そうと県が取り組んだ

行財政改革の資料が見つかったという記事が

載っており、そこには補助金の削減や物品の一

括購入による経費削減など、県の節約に関する

厳しい姿勢がうかがえることが書かれておりま

した。

一方、当時の人口の３分の２が住んでいた農

山村ではどうであったのか。大正から昭和にか

けて、農産物の価格は低落傾向が続き、米も台

湾などからの輸入が増大するなど、厳しい状況

にあったと言われていますが、いよいよ昭和恐

慌に入ろうかというとき、宮崎県の山奥、私の

住んでいる諸塚村はどうであったか。当時の村

長が次のように書いております。昭和４年１

月23日のことです。「数年来の不景気が、今尚

つづいて此の諸塚村は非常に経済上に困難を来

平成21年６月23日(火)
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して居ると思います。

それは色々なことに良く現れてまいります

が、尚自分達個人として以前と現在との経済上

の比較をして見ると良くわかって参ります。

自分の家政の状態即ち自分の足元を静に見つ

めてごらんなさい。実際多くの人が、借金がふ

える。食物がたらぬ。土地を抵当に入れる。売

却する。牛を売る。小さい山まで売ってしまう

という状態ではないでしょうか。

それのみならず、朝も昼も晩も銭借りで農業

に実際従事する間は非常に少なくなって居りま

す。諸塚村は、このままにしておけば、どんな

苦るしみの底に落ちるか分かりません」。

仕事をせずに銭借りばかりしていた。非常に

困難な状況にあったことがうかがえます。これ

は、県内の農山村は大方このような状況ではな

かったのでしょうか。また、全国の農山村もそ

うではなかったのでしょうか。産業組合中央会

秋田支部の会報に―今でいえば秋田県農協中

央会の会報に当たるんでしょうか―次のよう

な歌が紹介されています。「米で誇った瑞穂の

国も 米が足りぬで外米輸入 味噌の宗料は満

州大豆 はく下駄さえも支那の桐 住む家多く

は米材で 持った時計はウオルサム（米国産）
ベイマツ

其の外総て輸入品 シャクにさわって寝床に

入れば かけた布団はインド綿 これを染めた
ワタ

がドイツぞめ」。輸入品が年々ふえて、農村が

次第に衰退していくさまを皮肉った歌ではない

かと思います。

このような状況の中、当時の浜口内閣は、世

界の一等国の仲間入りを図るためもあって、金

融経済政策として金解禁を行い、それが運悪く

ウォール街発の世界恐慌と重なって、深刻な不

況へと進んだと言われています。このことは、

今月号の文藝春秋に詳しく載っておりますけれ

ども、このことをどのように理解して、どのよ

うに対応しようとしたのか。金解禁を行おうと

したとき、農山村はどのように対応したのか。

再び、当時の諸塚村長が送った文書を、少し長

くなりますが、引用させていただきます。昭和

５年１月の年頭に、村長が村民に送った文書で

す。

「昭和５年は、日本が経済上で漸く世界ノ国

々と肩を並べられる様になった、金輸出解禁を

断行サレタ記念すべき年であります。

今迄、日本は13年の永い間、金の輸出を禁止

していましたため、毎年、外国へ出す品物代よ

り外国から日本に買い入れる品物代の金高の方
かねだか

が多くなって来て、毎年２、３億円、多い時は

４、５億づつ、大変な損をして来たのでありま

す。これ程日本は毎年毎年、日本の身代を外国

へやってきたのであります。

それと共に、物価が非常に高くなり、又その

変動がはげしくなって来たのであります。然る

に日本は、欧州大戦争で非常に金儲けがあった

ため「ぜいたく」になれて、経済の心持ちが少

なくなって来たのであります。

それで、日本は国としても、国民としても経

済を立て直してやらなければ、絶対に立ち行か

ぬことになったのであります。

それで政府はこの１月11日から金解禁を断行

して、外国から多くの金を取り入れる工夫を
きん

し、一方、国民には「消費節約、国産品愛用、

勤勉貯蓄、無駄廃除」を奨励し、経済立て直し

を目標にして、私達国民の自覚を促して居る次

第でありまして、経済的に吾々は今迄より一段

の努力をしなければならない時代になって来て

いる次第であります。

いよいよ金解禁が断行されました。これがた

めに色々な日用品や私達の作り出した産物の

平成21年６月23日(火)
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「値段」が下落し今迄以上の不景気が来るもの

と思わねばならないのであります。

物価が下がることは金が少なくなるというこ
かね

とであって、従って私達の生活に色々な困難が

出来てくることと思われますので、此の際、私

達は充分なる覚悟を要する次第であります」。

このように、住民に覚悟を求め、具体的に取

り組むべきこととして、次のようなことを挙げ

ています。１、絶対に借財の整理をし、確実な

る支払いの計画を立てること、２、家計簿をつ

け収支を明らかにすること、３、今までより支

出を少なくすること、４、少しずつでも貯蓄を

すること、５、収入をふやす工夫をすること、

自給肥料をつくり当収を上げること、改良農具

で手間を省くこと、養蚕、製茶、シイタケ、

牛、馬、豚、鶏などで金を取ること、すべて共

同で実行すること。これらを実践するために、

「村は、村民の最もよい相談相手となることに

少しも努力をおしまないのであります」と述べ

ています。

本県の21年度当初予算の編成の基本方針に、

役割分担を踏まえた見直し、県民総力戦による

実行を掲げています。80年前と今とでは社会情

勢は違います。当時、情報がどのように流れて

きたのかはわかりませんが、国の方針、政策を

踏まえ、地方ではどうすべきか、個人はどうす

べきか、真剣に覚悟を決めて、まさに総力戦で

取り組もうとしていたことがうかがえます。今

回の経済危機の中にあって、県民総力戦の実行

のために、県民にどのようなメッセージを送る

のか、知事にお伺いします。

以下の質問は自席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

景気の現状と見通しについてであります。６

月17日の内閣府の月例経済報告によりますと、

４月の鉱工業生産が前月比で5.9％のプラスとな

りまして、輸出の持ち直しや在庫調整の進展な

どから、「景気は、厳しい状況にあるものの、

一部に持ち直しの動きが見られる」との基調判

断となっておりまして、事実上の景気の底打ち

宣言との報道もされておるところであります。

一方で、完全失業率が５％と雇用状況は急速に

悪化しており、設備投資も大幅に減少している

ことから、景気を下押しするリスクがあるとも

されております。県内の状況を見ますと、４月

の有効求人倍率は0.41と前月からわずかに上向

いたものの、生産や消費活動は低い水準で推移

しておりまして、経済基盤の弱い本県の実情も

踏まえますと、県内の経済雇用情勢は依然とし

て大変厳しい状況にあると考えております。

次に、経済危機に際しての県民総力戦につい

てであります。私は、新しい県づくりの基本姿

勢として、県民総力戦を掲げておりますが、100

年に一度と言われるこの困難な状況を克服して

いくためには、まさに県民の力を結集して立ち

向かっていかなければなりません。例えば、地

産地消の推進による地域における消費拡大や、

都市と地方の交流を通じた中山間地域の活性

化、あるいは農商工連携等による地域資源を活

用した新たな事業の創出など、県民の皆様がそ

れぞれの地域や分野で最大限の力を発揮してい

ただくことが大変重要であると考えておりま

す。県といたしましても、新たな経済・雇用対

策に基づき、公共事業等による県内経済への波

及や雇用確保・維持対策に引き続き取り組みま

すとともに、新たな産業や地域づくりのための

施策を展開していくこととしておりますので、

このような行政施策と県民の皆様の取り組みと
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が一体となって、一刻も早くこの経済危機を乗

り越え、本県の未来の礎づくりを進めていきた

いと考えております。以上です。〔降壇〕

○黒木正一議員 今の経済状況は厳しいという

見方をされておられますし、また、県民総力戦

についての知事の決意をお伺いいたしました。

昭和恐慌のときに、アメリカで株式の大暴落が

起こると、当時、日本最大の輸出品でありまし

た生糸の輸出が大きく減少した。しかし、農山

村にほとんど何の手も打たれなかった。結局、

農山村では、娘の身売りや欠食児童や長期欠席

など、悲惨な状況になったということが言われ

ております。そのようなことで、地方を中心に

不満が広がり、政治不信につながり、テロ

や5.15事件、2.26事件といったクーデターが引

き起こされて、経済政策の失敗が軍の台頭を招

き、第２次大戦へと進んでいったわけです。歴

史は繰り返すといいますが、このような歴史を

繰り返さないためにも、今回の経済対策を生か

し、新たな時代づくりに向けて取り組まなけれ

ばならないと思います。

今回の補正予算について、林業関連について

質問をいたします。

今回の国の補正予算の中で、農林水産省関係

の追加額は総額１兆302億円で過去最大規模、う

ち林野関係の補正追加額は2,537億円で最大級、

特に非公共事業に1,537億円を計上したのは初め

てのことと言われております。中でも、森林資

源の徹底した活用による林業・木材産業の再生

として、「森林整備加速化・林業再生事業」い

わゆる「緑の産業再生プロジェクト」を創設さ

れていますが、このプロジェクトのポイントと

県の取り組みについて、環境森林部長にお伺い

いたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 緑の産業再生

プロジェクトは、地球温暖化防止に向けました

森林吸収源対策の推進と、木材・木質バイオマ

スを活用しました低炭素社会の実現を図るため

に、県に基金を造成し、定額助成方式での間伐

等の推進を初め、間伐材等の円滑な流通や利用

を地域で一体的に進めていくことが重要なポイ

ントであると考えております。その実施に当た

り、県としましては、市町村や林業・木材産業

関係者等で構成する協議会を立ち上げまして、

その意見や要望を参考に、今後、３年間の全体

計画を策定して、円滑に推進していくことが必

要であると思っております。このため、10億円

の基金造成と、それを取り崩して執行する間伐

推進加速化事業や森林整備加速化・林業再生事

業等を、今議会において提案させていただいて

おります。現在、本県の林業を取り巻く環境

は、原木価格が8,000円台を割り込むなど、大変

厳しい状況でありますことから、この補正予算

を最大限に活用しまして、林業・木材産業の再

生に向けまして、全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

○黒木正一議員 この事業のポイントは、基金

を造成すること、そして定額助成方式であるこ

と、協議会を立ち上げて３年計画で推進するこ

となどのようでありますが、今の経済状況の中

にあって、木材価格はさらに下がって、林業地

帯は窮地にあります。製材加工場も原木の確保

に困るところもあり、製品の動きも鈍く、製品

市場の倒産があるなど、森林組合も計画の下方

修正を続けざるを得ない状況にあります。この

危機的状況にあって、今回の補正予算が本当に

困っているところに行き届くことができるかど

うかが一番のかぎではないかと思います。

現在、県では、企業誘致、雇用の維持創出に

力を入れておりますが、企業立地の困難な山村
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において、林業を核とした所得の向上、雇用の

創出を図ることが重要であると考えます。山村

地域において、貴重な雇用の場であった建設業

が、公共事業の減少など厳しい状況にあり、林

業作業班が雇用の受け皿ともなっている事実が

あります。緑の産業再生プロジェクトの主体

は、間伐材の推進となっていますが、雇用の創

出、山村振興の観点から、間伐推進加速化事業

などをどのような考えで進めていくのか、環境

森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業の再生な

ど川上対策として実施いたします間伐推進加速

化事業は、森林資源の経済的価値や森林所有者

の所得の向上、さらには雇用の創出など、林業

を核とした山村地域の経済・雇用対策としての

視点を持って進めていくことが重要であると認

識しております。このため、市町村や林業関係

者はもとより、建設産業など他産業との連携も

図りながら、地域一体となった推進体制を整備

しまして、将来にわたって林業が産業として安

定的な経営ができるための基盤整備等を進めて

まいりたいと考えております。公共事業の減少

や林業の不振等によりまして、山村地域は大変

厳しい状況にありますが、本事業の実施を通じ

まして、地域経済の活性化と雇用の創出につな

げてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 このプロジェクトは、所得の

向上、そして雇用の創出など、経済・雇用対策

の視点を持って進めるということでありますけ

れども、林業従事者は非常に減少し、高齢化し

ております。現在でも、計画どおりに間伐が達

成できなかったり、仕事がおくれるという事態

も現実に起こっております。せっかくの事業を

推進するためには、人をいかに確保するか、こ

れが課題であります。今回のこのプロジェクト

における林業従事者対策はどうなっているのか

お伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この事業にお

きましては、定額助成方式による間伐等の森林

整備や、省力化につながる高性能林業機械の導

入を進めることとしております。これらの取り

組みによりまして、間伐等の事業量が増加し、

就業者の所得向上につながることや、機械化に

よる労働負担の軽減が図られるなど、林業就業

者対策が推進されるものと考えております。

○黒木正一議員 担い手をどうするかというこ

とは、非常に重要なことだと思います。この事

業によりまして、定額の助成によって間伐を推

進することになっておりますが、木材価格が非

常に安いことから、間伐を控えていたという事

実があるわけであります。それが一斉に間伐を

進めるということになりますと、原木が供給過

剰となり、逆効果になったらいけないわけで

す。国有林、林業公社などと合わせた生産調整

も考えていく必要があると考えますが、その対

策についてお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） おっしゃいま

すように、原木供給を安定させるためには、伐

採方法を一斉伐採から間伐へ転換することによ

り生産調整を進めるとともに、原木市場の需給

調整機能を強化することなどが重要でありま

す。このため、今回補正提案しております「間

伐材等需給安定緊急対策事業」を通じまして、

林業事業体が間伐へ転換する際の資金に対しま

して利子助成を行うことにより、間伐への円滑

な移行を進め、生産調整に努めることにしてお

ります。また、原木市場におきまして、需要量

を超える原木を一時的にストックし、製材工場

等の需要に応じて安定的に供給する仕組みを支

援することによりまして、原木供給の平準化に
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努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 今後、緑資源からの出材も予

想されております。需給調整を図ることが重要

であると思います。

今回の事業は、林野庁でもかつてない規模の

補正予算額となっておりますが、市町村の財政

が厳しい中にあって、市町村の財政負担が大き

いことで、せっかくの補正予算が、使いたくて

も使えないということになってはいけないわけ

です。今回の事業で、市町村の負担が発生する

ものはどのようなものですか、また、財政負担

軽減対策はどのようになっておりますか、お伺

いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 今回の事業に

おきまして、市町村の負担が発生するものは、

木質バイオマス利用施設の整備や公共施設の木

造化・木質化等が考えられます。この場合、今

年度の財政負担につきましては、「地域活性化

・経済危機対策臨時交付金」を充当することも

可能となっております。

○黒木正一議員 臨時交付金で財政負担に充当

することができるということで、大変ありがた

いことじゃないかというふうに思います。

今回の補正予算では、木質バイオマスの一体

的な取り組みに支援するということになってい

ます。昨年、私たち森林・林業活性化議員連盟

の役員で、木質バイオマスの先進地、岩手県の

葛巻町に視察に行きました。歴史の古い民間企

業であります葛巻林業のペレット製造工場など

を見学しました。岩手県は、素材生産量が北海

道、宮崎に次ぐ第３位で、当時の増田知事を先

頭に「木質バイオマスエネルギー利用拡大プラ

ン」を策定し、取り組んできております。しか

し、岩手県の林地残材、工場残材、バークのう

ち、チップ、ペレットに利用されているのは

約4,000トンで、全体の２％にも満たず、先進地

と言われている岩手県でさえもこの程度であり

ます。木質バイオマスは注目を浴びているもの

の、その利用が思うように拡大していないのが

現実です。本県における現状、そしてまた、県

内における未利用資源はどのくらいあるのかお

伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県での木質

バイオマスでございますが、年間約91万トンの

木質バイオマス資源が発生していると推計をし

ております。このうち約３割に当たる29万トン

につきましては、木材乾燥用の熱源などとして

有効に利用されておりますけれども、その利用

されておるものは、製材工場等で発生します端

材やおがくず等でございます。残りの約７割に

当たります62万トンにつきましては、未利用と

なっておりまして、そのほとんどが、収集・運

搬コストがかかることから利用されずに林内に

放置されている林地残材であります。

○黒木正一議員 日本で利用可能なバイオマス

資源の半分以上が木質系、製紙系で、あとは食

品廃棄物、家畜ふん尿、農業残渣、下水汚泥な

どと言われています。こういう廃棄物系は、日

本の人口の減少傾向を考えれば、ふえるもので

はないし、ふやすものでもない。農業における

エネルギー作物も今のところ容易ではなく、持

続可能な形でふやせるのは、基本的に木質バイ

オマスであろうと考えられます。木質バイオマ

スからのエタノール製造も注目されているもの

の、技術的ハードルが高く、実用化には、低コ

スト化に向けた技術開発が必要であると言われ

ております。ペレットにするか、チップにする

か、またそのままか、熱・電力利用が現実的と

言われていますけれども、現時点での利用方法

はどのようなものがあるかお伺いいたします。
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○環境森林部長（吉瀬和明君） 木質バイオマ

スにつきましては、現在、製紙用チップや畜産

用の敷料、木材乾燥用の熱源等に利用されてお

ります。また、最近では、温泉熱源やバイオマ

ス発電、施設園芸等の燃料への利用も進んでき

ております。今後とも、このような利用方法の

普及に努めますとともに、木質バイオマスの有

効活用に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 先ほどの答弁で、建築廃材や

工場残材はほとんど余っていないということで

ありましたが、いかに林業自体を活性化させな

がら林地残材を利用していくかが問題であろう

というふうに思います。木材を伐採し、土場に

集材して、そこで玉切り、造材をしますと、大

量の枝葉を含めた残材が積み上げられます。そ

れをそのままにしておきますと、必ずと言って

いいほど、そこからがけ崩れが起きます。大き

な山地災害の原因ともなっています。そこで、

それを防ぐために、残材をもとに戻したり、安

全な場所に運搬したりしていますが、現在の木

材価格では、とてもそこまで手が回らないとい

う現場の声を聞きます。林地残材が有効活用さ

れ、少しでも山村地域の活性化につながる収集

・運搬のシステムづくりが望まれます。県で

は、木質バイオマス利活用システム構築事業で

その対策を図ろうとしておりますが、収集・運

搬の費用を軽減する対策こそが、原料供給者、

製造者、利用者にも恩恵となり、木質バイオマ

スエネルギー利用促進につながると思います

が、考えをお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林地残材につ

きましては、議員御指摘のとおり、非常に難し

い利用の方法でございますが、その収集・運搬

につきましては、これまで、間伐現場において

中間土場へ集積する方法や、一斉伐採現場にお

ける大型トラックへの直接積み込みなど、伐採

方法ごとの効率的な収集・運搬方法について検

討をしてまいったところでございます。今年度

は、これらの検討結果を踏まえまして、耳川流

域の間伐現場等で実証事業をモデル的に実施し

まして、そのコスト比較を行うことにしており

ます。また、今回補正提案しております森林整

備加速化・林業再生事業におきましては、収集

・運搬に係る機械の導入や、積み込み経費等の

一部を助成することにしておりますので、本事

業も活用しながら、林地残材の利用促進に努め

てまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 今回の事業では、中学校にお

いて武道が必修科目になることもありまして、

武道場への地域材利用促進を図ることが言われ

ておりますが、本県の教育委員会では、このこ

とについて働きかける考えはないか、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 武道場の建設に当た

りましては、文部科学省の「安全・安心な学校

づくり交付金」及び林野庁の「森林整備加速化

・林業再生事業費補助金」などの補助制度がご

ざいますが、これらの制度の活用において、本

年度は特に地方負担分の大幅な軽減が図られて

いるところであります。武道場など市町村立学

校における施設整備は、各市町村が事業主体と

なって取り組まれるものでありますが、県教育

委員会といたしましても、それぞれの施設の整

備が適正に行われますよう、国の支援制度の一

層の周知を図りますとともに、関係部局と連携

の上、必要な指導助言を行ってまいりたいと考

えております。以上です。

○黒木正一議員 県庁内には、全庁横断的な県

産材利用推進委員会があり、教育長もその委員
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であるかと思います。どうか教育施設への地域

材利用促進を御指導いただくよう、よろしくお

願いいたします。

燃油高騰対策として、木質ペレット加温機を

農業用ハウスにモデル的に導入しましたが、そ

の成果はどうなっているでしょうか、農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県におきま

しては、平成18年度より、燃油価格高騰対策や

環境への負荷軽減の観点から、化石燃料にかわ

る有望な新エネルギーの一つとして、木質バイ

オマスを使用したハウス暖房機の実証の取り組

みを進めているところであります。実証の結

果、既存の重油加温機と同等の暖房能力が確認

されますとともに、環境負荷軽減につきまして

も、一定の成果があったものと考えておりま

す。一方、導入コストに加えまして、使用した

木質ペレットが、予想に比べ灰の成分量が多

く、熱交換率が下がるなどの課題も明らかに

なったところでございます。今後、木質ペレッ

ト暖房機の導入・普及に当たりましては、これ

らの課題解決に取り組みますとともに、木質ペ

レットの低コストで安定的な供給体制の確立に

向けて、引き続き、関係部局とも連携して検討

を進めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 次は、補正予算とは関係はあ

りませんけれども、外国企業による森林買収問

題についてお尋ねをいたします。５月14日か15

日だったと思いますけれども、産経新聞の一面

に「“狙われる日本の森”中国 水源地求め買

収動き」という見出しの記事が載りました。中

国の企業が西日本を中心に、水源地を大規模に

買収しようとする動きが活発化しているという

ものでした。背景には中国での深刻な水不足が

あり、一方、日本においては、水源地を守る役

割を果たしてきた林業が衰退の一途をたどり、

林地価格も暴落していることから、中国資本に

ねらわれていると述べられておりました。その

ような事実はあるのでしょうか。また、記事が

事実とすれば、何らかの対策を考えるべきでは

ないかと思いますが、環境森林部長にお伺いい

たします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 外国企業によ

ります森林買収につきましては、国の調査にお

きましては、現在のところその事実は確認され

ておりませんが、引き続き国や他県などとも連

携を図りながら、情報の収集に努めてまいりた

いと考えております。今後とも、森林の無秩序

な伐採や開発が行われないように、保安林制度

や林地開発制度、伐採届出制度等を活用しまし

て、適正な森林管理に努めてまいりたいと考え

ております。

○黒木正一議員 これまで林業関係の補正予算

について数点質問をいたしました。今、「水メ

ジャー」と言われる大企業が、世界で激しい水

資源争奪戦を繰り広げているそうです。今の林

業地帯、山村において、このような資本にいつ

林地を買収されても不思議ではないというよう

な状況にあります。今回の補正予算が、この不

況の中、本当に困っているところに行き届くか

どうか、有効に使うことができるかどうかが最

も重要なことと思いますし、単に緊急の危機対

策だけにとどまらず、将来の森林・林業・木材

産業の新たな時代を切り開くことにつながるも

のでなければならないと考えます。執行当局の

努力に期待し、次に移ります。

これまでも、いろいろ格差の問題について質

問をする機会がありましたけれども、中央と地

方、それから都市と農山村、いろんな比べ方が

ありますが、いわゆる僻地と言われているとこ
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ろと、そうでないところには、いろんな格差が

あります。その格差を是正しようとしても、ど

うしてもできない、無理だということもたくさ

んあります。しかし、これだけは何とかしなけ

ればならないという格差が、命の格差と教育の

格差ではないかと私は思います。そういう観点

から、数点質問をさせていただきます。

まず、僻地医療についてでありますけれど

も、医療行政における僻地の定義はどういうこ

とになっておりますでしょうか、福祉保健部次

長にお尋ねいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 本県の医療

行政における僻地とは、宮崎県医療計画におい

て、「山間部が多いという地形的条件等から医

療に恵まれない地域であり、過疎地域自立促進

特別措置法、山村振興法及び離島振興法のそれ

ぞれの指定地域のいずれかに該当する地域」と

しております。

○黒木正一議員 この僻地という呼び方は、い

ろんな行政単位で少しずつ異なっておりますの

で、一応確認のためにお聞きしたところです。

ことしの４月、自治医大卒の県派遣医師が、

これまでの11名から９名へと２名減員となりま

した。私はこのことを聞いたときに、非常に

ショックでした。宮崎県は重点施策として中山

間地対策を挙げておりますし、医療・子育て対

策も挙げております。これは重点施策であるか

ら、何とか維持ぐらいはできるだろうという考

えが甘かったからでありますけれども、県立病

院や民間の中核的な病院の医師不足、これは本

当に深刻な問題でありまして、大きな社会問題

として取り上げられています。一方、僻地にお

ける医師不足は、話題になることも少なくて、

県当局や自治体の懸命な努力により、何とか落

ちついた状況となっております。１次から２

次、３次へと医療連携ができて初めて地域医療

は成り立つと思います。現在、県派遣医師の要

請は14名というふうにお伺いしておりますが、

県派遣医師の現状、それから将来の見通しにつ

いてお伺いいたします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 僻地医療に

おいては、医師の確保が一番大きな課題となっ

ております。このため、県におきましては、自

治医科大学卒業医師や医師派遣システムで確保

した医師を公立病院等へ派遣しておりますが、

平成21年度は、医師の研修など勤務ローテー

ション等の関係から、前年度と比べて２名減の

９名と、厳しい状況となったところでありま

す。一方、市町村と一体となった医師確保の取

り組みも行っており、この取り組みにより、常

勤、非常勤を合わせ、２名の医師が確保できた

ため、今年度は合計で11名の医師が僻地公立病

院等に勤務しております。今後の見通しであり

ますが、医師修学資金制度による派遣が、早け

れば平成22年度から新たに見込まれますので、

徐々にではありますが、僻地に勤務する医師数

は増加していくものと考えております。

○黒木正一議員 この４月の派遣医が減員と

なったときに、県御当局におかれましては、い

ろいろと御指導、御支援をいただき、何とか落

ちつくことができました。お礼を申し上げたい

と思います。

続きまして、救急医療対策についてお伺いい

たします。私の家の隣に、役場の職員がおりま

す。年に何回か、夜間に救急車の運転手として

出動しております。病院まで車で約10分かかり

ます。急患が出て病院に電話があり、病院から

の電話を受けて病院に駆けつける。最低、看護

師さんを乗せて現場に行き、患者を病院に運

び、初期救急を行い、必要があれば日向、延岡
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へと走るというような状況であります。役場職

員―これは消防団員でありますけれども―

を数班に分け、夜間搬送体制をとっていますけ

れども、地理的に考えましても、１分１秒をど

うするかということになると、これは問題で

す。消防非常備町村は、それぞれ工夫をして救

急搬送体制をとっておりますけれども、このよ

うな現状を十分把握しておられますでしょう

か。また、この問題にどのような対策が考えら

れるか、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 県内の７つの非常

備町村における夜間の救急搬送につきまして

は、今、議員御指摘の役場の職員の方、あるい

は町村立病院の職員の方が対応されたり、警備

会社などに委託すると、こういった対応をして

いらっしゃるようでございます。現在、県で

は、こういった非常備町村に対しまして、常備

化の働きかけを行っているところでございまし

て、一部の町村におきましては、具体的な取り

組みが始められたところでございます。今後と

も、早期の常備化に向けまして、積極的に働き

かけを行ってまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 消防の非常備町村についてい

ろいろ調べてみますと、それぞれ取り組みが全

然違っているということで、それぞれその地域

の実情に合った対策をとっているんだなという

ふうに感心したところでした。

続きまして、教育の問題についてお尋ねいた

します。教育長に、教育行政における僻地とは

何を指すのか、まずお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 教育行政における僻

地とは、僻地学校ということになりますが、そ

の僻地学校の定義といたしましては、へき地教

育振興法におきまして、交通条件及び自然的、

経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離

島その他の地域に所在します公立の小学校及び

中学校等とされております。

○黒木正一議員 次に、学校制度が発足したこ

ろ、学校の教師を確保するのに苦労したという

記録が残っております。今ではどんな僻地にも

教師が派遣されて、義務教育が平等に受けられ

るというのは、ありがたいことだと思います。

現在、高校進学率が100％近くになり、僻地にお

ける問題は、高等教育における教育費負担であ

ります。とりわけ通学困難な地域は、寮に入る

か下宿をせざるを得ず、自宅通学に比べて大き

な負担の差があります。この対策に、県はこれ

まで対応いただいておりますが、修学支援の現

状はどうなっていますか。また、今後の対策に

ついて考えがあれば、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 現在、高等学校等に

進学する子供を持つ僻地在住の保護者の経済的

負担の軽減等のため、２つの施策を講じている

ところであります。その１つは、県内６カ所に

地区生徒寮を設け、一般の下宿等よりも廉価な

経費で利用いただいているものであります。も

う１つは、僻地の生徒が自宅外から県立学校等

へ通学する場合、月額２万3,000円の一般育英資

金に貸与額を上乗せいたしました本県独自の

「へき地育英資金」として、月額３万8,000円を

貸与しているものであります。さらに、僻地の

生徒に限定したものではございませんが、経済

的な事由から修学が困難な生徒に対しまして

は、「県立高等学校授業料減免制度」により授

業料の減免を行っているところであります。県

教育委員会といたしましては、地区生徒寮の利

用等、現行制度の一層の活用を促してまいりた

いと考えております。なお、今後につきまして

は、修学支援策全般の中において、引き続き研

究を行ってまいりたいと考えております。以上
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です。

○黒木正一議員 これまでいろんな機会に、高

校に自宅通学ができない地域においては教育費

の負担が大きく、その支援策について要望をし

てまいりました。そのたびに、寮の利用率のこ

とや、へき地育英資金で対応しているとの返事

をもらってきました。確かに、へき地育英資金

は、一般育英資金と比べて上乗せした貸付額で

あり、へき地育英資金では、自宅通学と比べ自

宅外通学は１万1,000円の上乗せとなっていま

す。しかし、このことは裏返せば、それだけ費

用がかかることを示しています。中学校卒業生

の数を見てみますと、僻地校の生徒割合は３％

と減少しております。この10年間で全体の卒業

生の数が30％減少であるのに対し、僻地校の生

徒数は45％も減少し、この傾向はしばらく続く

ものと考えられます。重荷になっている僻地出

身者の高等学校教育費の負担軽減策について、

研究を行っていくということでありますけれど

も、どうか前向きに研究いただくよう要望して

おきたいと思います。

次に、地デジ対策について質問いたします。

この件については、もう３回目になろうかと

思います。それぞれの市町村が、それぞれの地

域に合った対応策をとって、難視聴地域の解消

に向けて取り組んでおりますが、対応状況はど

うなっていますか。県としても、国に助成制度

の充実を求め要望してきていますが、どう改善

されたのか。また、今回の経済危機対策では対

応できるのか。また、平成23年７月に予定され

ている完全移行までに対応が間に合うのか、見

通しを県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 地上デジタル

放送の対応状況でありますが、まず、市町村の

対応状況についてであります。市町村におきま

しては、辺地共聴施設の新設・改修、あるいは

ケーブルテレビの整備のいずれかによりまし

て、地上デジタル放送への対応を図るというこ

とにされております。国の助成制度につきまし

ては、昨年度に引き続き、辺地共聴施設に対す

る補助が拡充されますとともに、今回の経済危

機対策によりまして、地域活性化・経済対策臨

時交付金などを充てることができるようになっ

たところでございます。このため、こういった

状況を受けまして、幾つかの市町村から、施設

の整備に関する具体的な相談が寄せられている

ところであり、県といたしましては、技術的な

面を含めて、市町村の実情に応じた助言等を

行っているところでございます。それから、完

全移行への見通しであります。約300カ所ござい

ます改修が必要な自主共聴施設につきまして

は、既に具体的な取り組みが進められていると

ころであります。現在、国におきまして、既に

地上デジタル放送が開始された地域について、

実際に受信できるかどうか実地調査を行ってお

りまして、その調査結果と対策が８月に公表さ

れることとなっております。県といたしまして

は、引き続き市町村に対する支援を行いますと

ともに、国や放送事業者等と連携を強化しなが

ら、地上デジタル放送への円滑な移行に努めて

まいりたいと思っております。

○黒木正一議員 次に、ミツバチの減少問題に

ついてお尋ねをいたします。

最近、ミツバチに関する本が立て続けに出版

され、いろんな雑誌にも取り上げられておりま

す。この問題がマスコミなどで数多く話題に

なっております。世界じゅうで大量失踪すると

いう現象が起こっており、日本においても昨年

から、西洋ミツバチがいなくなる、大量死する

ということが起こっております。農水省もこと
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し４月、調査をしておりますが、21都県で不足

が明らかになっているということで、受粉用ミ

ツバチが大きく19年から減少し始め、20年には

減少しているという結果が出ております。本県

の状況はどうなっているのか、本県の農業への

影響はどうなっているか、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話にござい

ましたように、昨年から全国的に受粉用ミツバ

チが不足している状況にございますけれども、

県内の産地におきましては、イチゴ、メロン、

マンゴー等の受粉用ミツバチは、おおむね確保

されている状況にございます。しかしながら、

今後、不足する場合等に備えまして、本年度創

設しました「ミツバチ資源活用調査事業」によ

り、供給側であります養蜂農家と、利用側であ

ります園芸農家について調査を実施し、需給調

整を行うこととしております。このような取り

組みを通しまして、県内の園芸農家において、

受粉用ミツバチが不足することのないように努

めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 現状では、受粉用ミツバチは

何とか確保されているとのことでありますが、

ハチみつを採取している養蜂業者の方の話を聞

きますと、少なくなったという話をされる方も

おります。まだ原因も特定されておらず、十分

に調査して、農業県である本県への影響が大き

くならないよう対応いただきたいというふうに

思います。椎葉にニホンミツバチの名人がおら

れます。話を聞きますと、ニホンミツバチ

は、16年から17年にかけてほぼ全滅の状況にな

りましたけれども、少しずつ回復しつつあると

のことです。ニホンミツバチの利用も含め調査

するのも一策かと思われます。この問題は、単

にミツバチだけの問題ではなく、環境に非常に

敏感と言われるミツバチに異変が起きていると

いうことは、生態系の問題、人間への警告では

ないかと思い、質問をいたしました。

時間がもうなくなりましたが、「中山間盛り

上げ隊」について、少しだけ述べさせていただ

きたいと思います。県は、中山間地域対策を重

点施策として取り上げ、活性化のためにさまざ

まな事業を展開していただいていることに感謝

を申し上げます。長期派遣の県職員も、一生懸

命にいろんな行事に積極的に参加して活躍して

おります。今後どのような効果があらわれるの

か、非常に期待しているところであります。今

後とも継続していただきまして、活性化のため

に取り組んでいただきますように御期待を申し

上げ、質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、外山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） 精神的に不

安定なお母さんの相談に乗っていただきたいと

の電話があり、事務所で待っていると、若いお

母さんがお見えになった。「子供（５歳）は自

発呼吸ができない。脳死の宣告を受けた。しか

し、髪もつめも伸びる。私の機嫌がいいときは

顔の表情が穏やかである。くすぐると笑みを見

せてくれるように感じる。床ずれ防止のため体

位を変えるとき、体は温かい。私の宝です」等

々、一気に話し出されました。「衆議院で臓器

移植法が可決されたら、私の子供はどうなるの

でしょうか。それが心配です」、お母さんには

「保護者の同意が前提でございますから心配さ

れなくてもいいですよ」と伝えておきました。

「何となく落ちつくことができました」と言っ

て帰宅されました。約１年、我が子への奇跡を

信じての生活は大変だろうと思った。何よりお

母さんの子への愛の深さを知った思いがしまし

た。命に関する質問をします。



- 238 -

平成21年６月23日(火)

九州電力は、鹿児島県と川内市に、川内原発

３号機の増設を申し入れています。世界最大

級1 5 9万キロワットの巨大原発―投資額

約5,400億円―と言われています。川内原発３

号機の増設問題は、単に鹿児島県のみの問題で

はなく、同原発から宮崎市は約120キロ、大規模

事故が発生したときは、風下に当たる宮崎県は

放射能で壊滅的被害を受けること、使用済み核

燃料は、行き先、処理方法等確立されていない

こと、世界最大の柏崎刈羽原発が中越沖地震に

より、あわや大惨事寸前であったこと等を考え

ると、３号機増設は慎重であるべきと考える

が、知事の見解を求めます。

オバマ・アメリカ大統領は、深夜のバラエ

ティー番組で、自分のボウリングの不得手さを

語る中で、「スペシャルオリンピックスのよう

なもの」と笑いながら話し、知的発達障がい者

のスペシャルオリンピックスを差別と受けとめ

られる発言をし、批判を受けております。スペ

シャルオリンピックス委員会のシュライバー委

員長は、「こうした言葉は知的障がい者に痛み

をもたらし、偏見を定着させる」と批判し、ま

た、ダウン症の息子を持つペイリン・アラスカ

州知事も、「世界で最も力のある立場の人間に

よる、世界じゅうで最も大切ですばらしい人た

ちをおとしめる発言だ」として、「衝撃を受け

た」との声明を発表しています。06年に国連総

会で採択され、08年５月３日に発効した「障害

者権利条約」は、社会が障がい者を社会の一員

として認めていくことに大きな影響を及ぼすも

のとなっています。しかし、我が国は批准して

いません。障害者権利条約早期批准と宮崎県障

害者差別禁止条例制定についての知事の見解を

求めます。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国の原子力政策大綱におきましては、エネル

ギーの安定供給や温暖化対策への貢献を目的と

して、原子力を基幹電源に位置づけるととも

に、その新設・増設を推進するとの基本的な方

針が示されておりまして、川内原子力発電所の

３号機増設についても、この方針に沿って進め

られていると理解しております。原子力発電

は、経済性や効率性の面ですぐれているとされ

ている一方で、その安全性等について国民の十

分な理解が得られているとは言えない状況にあ

ると思います。川内原子力発電所の増設につき

ましては、九州電力が平成12年に鹿児島県や川

内市に対し環境調査の申し入れを行って以降、

環境影響評価に関する手続が進められ、ことし

１月には、九州電力から環境影響評価の準備書

が国及び鹿児島県に提出されたと聞いておりま

す。現在、慎重に審査が行われていると存じま

すが、当然のことながら、安全性の確保を最優

先にして、正確な情報提供を行うとともに、住

民の理解を得ながら進められる必要があると考

えております。

次に、障害者の権利に関する条約の早期批准

と条例の制定についてであります。この条約

は、障がい者に対するあらゆる差別を禁止し、

社会参加を推進するため、教育、労働、文化等

の分野で、各国が守るべき事項について定めた

ものと理解しております。また、昨年12月、県

議会におかれまして、条約の早期批准を求める

意見書を国に提出されましたことは、大変意義

あることと思います。こうした中、現在、国に

おいて、条約の批准に向け、国内法制定の検討

も進められておりますので、当面は国の動向を
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注視してまいりたいと考えております。〔降

壇〕

○外山良治議員 担当答弁代理者に質問しま

す。九電のプレスリリース、九電のピーク電

力、供給出力はどのようになっていますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 現在の九州電

力の発電能力、ピーク時の電力消費量でありま

すけれども、平成20年でありますが、最大電力

消費量が1,698万キロワット、それから供給力

は1,941万キロワットというふうに聞いておりま

す。

○外山良治議員 ピーク電力は幾らですか。

○県民政策部長（高山幹男君） 最大消費電力

ということでよろしいですか。平成20年で1,698

万キロワットです。

○外山良治議員 私は、あくまでも九電のプレ

スリリースで聞いていますよ。大丈夫ですか。

○県民政策部長（高山幹男君） ことしの３月

に九州電力からいただいた平成21年度の経営計

画の中で見ますと、平成20年度の最大電力とい

うのは、やっぱり1,698万キロワットというふう

になっております。

○外山良治議員 ここにプレスリリースがあり

ます。それによると、昨年の８月１日、1,771万

キロワットアワーではないですか。答弁してく

ださい。

○県民政策部長（高山幹男君） 先ほど申し上

げましたとおり、21年度の経営計画の概要の中

から見ますと、平成20年度で最大電力が1,698万

キロワットというふうに、私が持っている資料

にはそうなっております。

○外山良治議員 ちょっと答弁おかしいよ。ま

あいいですわ。私が申し上げたいのは、現在の

供給電力でも約1,900万キロワットあると。で、

ピーク電力が、あなたのほうが正しいというこ

とであれば、1,600何十何万キロワットだと。そ

こに十分の余剰電力があると。だから、159万キ

ロワット、5,400億円、安全性が担保できていな

い。例えば核廃棄物の処理、これはすべて深層

部に核廃棄物を埋めようとすれば、仮に、後処

理、総額幾らかかると思われますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 申しわけあり

ません。そういった数字、計測はできません

で、申しわけございません。

○外山良治議員 約20兆円と言われています。

だから、そういったことを十分踏まえて、今な

ぜ必要なのかと。だから、私は、この増設問題

については十分考えたほうがいいよと。知事は

ほとんどわかっておらないと思いますから、答

弁代理者に今質問したわけです。

では、２問に移ります。それで、障害者批准

の問題、条例の問題については、今、知事はこ

うおっしゃいました。国の動向を見てと。地方

から国を変えると、これが私は知事の政治スタ

ンスではなかったのかなというふうに、耳にた

こができるほど伺っていましたが、「国の動向

を見て」……、若干矛盾を感じるなと。しか

し、それはそれとして、千葉県が条例化をし、

北海道が条例化をし、そのうねりというものは

全国津々浦々に波及していっております。国の

動向を見て、宮崎県が置いてけぼりにならない

ように、早急な条例化というものを検討してい

ただきたいと、これはもうこれでいいです。

次に移ります。県立こども療育センター

は1959年に設立され、約20年前、組織改編・移

転し、現在に及んでいます。初期のポリオ中心

から、現在では重症児が７割を占める重度脳性

麻痺中心ですが、看板は今でも児童福祉法に基

づく肢体不自由児施設のままです。施設は、一

般65床、母子棟５床の病棟を中心に、通園保育
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（定員20名）、重症心身障害児（者）通園事業

Ｂ型（定員５名）を設置、最近はショートステ

イの利用が急増し、数年前には年間利用が２け

たであったが、今は延べ1,600件を超え、長期入

所児の減少に伴う空きベッドの有効利用につな

がっています。しかし、在宅児の重度化に対

し、施設の古い組織体系と建物・設備等が十分

でないとの保護者の声を伺っています。08年

「医局だより：宮崎県立こども療育センター」

には、「施設の古い組織体系と建物・設備等が

十分でない」と記述されていますが、具体的な

答弁をお願いします。また、これらについて、

改善策等についてもあわせてお願いをします。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） こども療育

センターは、児童福祉法に基づく肢体不自由児

施設であるとともに、医療法に基づく小児整形

外科としての機能を備えた県内唯一の施設であ

りまして、肢体不自由児に対し、整形外科的治

療や機能回復訓練などを行っております。ま

た、障がいの重度・重複化への対応など、近

年、センターに求められるニーズも多様化して

きており、重症心身障害児（者）通園事業、

ショートステイ、巡回指導などに取り組んでお

ります。こうした中、センターは、スタッフの

確保や設備面が十分でないなど、解決すべき課

題も抱えております。お尋ねの「医局だより」

は、このようなセンターの状況を記載したもの

と理解しております。センターの抱える課題に

つきましては、本年度、整形外科医を増員した

ほか、酸素吸入等の増設を行う予定であるな

ど、改善に努めているところでございます。

○外山良治議員 リスクの高い医療的ケアの必

要な方は、小児科医がいなければだめです。小

児科医の必置は大丈夫ですか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 確かに今、

小児科医がいないということでございまして、

これにつきましては、小児科医を何とか配置で

きるよう努めているところでございます。

○外山良治議員 これは、宮崎県に一つの療育

センター、そこに小児科医がいないと。これは

致命的。「私、頑張ります」と今まで何人が言

うてきましたか。時が流れて、今もいない。子

供たち、子供を持つ親が、宮崎県内を東奔西走

していますよ。ちなみに、医療的ケアの必要な

延岡市の利用者は何名おられますか。―もう

いいですわ。ゼロ。小林市、ゼロ。こういうふ

うに重心児を抱えて、ショートに預けたいと。

しかし、酸素が要る、気管切開が要る、走れな

い、レスパイトも必要だ。今から10年ぐらい

前、正確に覚えていません。外山さんも頑張っ

てくれという手紙が来た。日向の方。頑張って

くれと言ってから２週間後、みずから命を絶っ

た。子供と一緒に。なぜか。自分自身が末期の

がんを罹患した。よって、この子供の通園がで

きない。通院ができない。よって、心中。この

時代と今、何も変わらへん。どうですか、担当

部長。あんたの命をかけて小児科医を引っ張っ

てきてくださいよ。答弁してください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 今のお話の

ことは十分理解いたしました。これにつきまし

ては、私もですけれども、部を挙げて対応した

いというふうに思っております。

○外山良治議員 ぜひお願いします。療育セン

ターについては、もう決意がわかりましたが、

期待します。

人工死産についてお伺いをいたします。

人工死産に至るその背景と母体への影響等に

ついて質問をします。05年、厚労省研究班は、

約１年かけ、13の高校生１年から３年生の男女

約5,700人に対し、匿名の質問票や尿検査などで
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調べた結果、性体験のある高校生の約１割が、

性感染症（ＳＴＤ）である性器クラミジアの感

染が明らかにされています。クラミジアは、性

行為により感染し、多くが無症状で、抗生物質

で治るが、放置すると不妊症などになるおそれ

があると言われています。性交渉の経験者は、

男子高校生が全体の約31％、女子高校生は約44

％、このうちクラミジアに感染していたのは、

男子が6.7％、女子は13.1％、全体では10.6％、

年齢別では、16歳の女子高校生が17.3％で最も

高く、欧米の女子高校生の感染率は１～４％と

なっているようであります。日本は際立って高

いと言われています。本県におけるこの種の調

査は行われているのか。行われているというの

であれば、現状について答弁を求めます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 同種の調査

でございますけれども、2002年に、宮崎県内の

専門学校と大学に所属する学生1,325名を対象と

したクラミジア感染の実態調査が、厚生労働省

の研究事業として実施されております。この調

査結果では、性交渉の経験者は、男性71.1％、

女性74.2％で、そのうちクラミジアに感染して

いた者は、男性7.1％、女性9.3％でございまし

た。

○外山良治議員 教育委員会の調査はどうです

か。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会として性

感染症の実態調査というのは行っておりません

が、本県の高校１年生と２年生を対象に、平

成16年度に性に関する調査というのを行いまし

た。その際に、性交渉の体験率ということで申

し上げますと―これは本県の県立学校並びに

私立学校を合わせた数字でありますが―高校

１年生で、男子が7.1％、女子が13.8％、高校２

年生で、男子が20.4％、女子が27.6％、こうい

う調査結果が出ております。

○外山良治議員 答弁代理者にお伺いします

が、宮崎県の性感染症の資料をいただきまし

た、ここに。クラミジアは30.2となっておりま

す。厚労省研究班調査では、約40何％が性経験

者であって、そのうち10％が感染者であると。

そうしたら、これを宮崎県に引き直すと、クラ

ミジア感染症を発症している高校生は何人にな

るんですか。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 済みませ

ん。ちょっと高校生の数は把握しておりません

ので……。

○外山良治議員 簡単な計算ですよ、これはも

う。大体１～２年で約１万人、そのうち４割と

して、４×３＝12、１万2,000人、そのうちの10

％、1,200人ですがね。何でこんな―まあいい

ですわ。だから、この現状をしっかりとまず把

握した上で、現在の母体保護が将来どうあるべ

きかということを、ちゃんとやっぱり考えても

らいたい。教育委員長、この現状というものを

どういうふうに思われますか。

○教育委員長（大重都志春君） 議員の御指摘

がございましたとおり、子供たちの性感染症等

の実態は大変憂慮すべきものがあります。私

は、性に関する教育は、学校教育の一環とし

て、子供たちの人格の完成、豊かな人間形成を

目的として行われるものでありまして、そのた

め、すべての子供に対して、生命を尊重する態

度を育成し、人間としての生き方、あるいは家

庭や社会の一員としてのあり方などについて、

十分学ばせることが重要であると考えておりま

す。先ほど御指摘もありましたとおり、現在、

子供を取り巻く社会環境は大きく変化してお

り、インターネットあるいは雑誌等による刺激

的な性情報のはんらんに加え、性に関するモラ
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ルの低下など、極めて厳しい状況にあります

が、このような状況下にあっても、子供たち自

身が、性に関する正しい知識を持ち、適切な行

動がとれるような教育の推進に努めていくこと

が大切であると考えております。以上でござい

ます。

○外山良治議員 私がなぜこういうことをお伺

いするかと申し上げますと、感染症が治癒しな

いまま放置をしていくと、結果、どうなるの

か、どういうふうな後遺症等が心配されるの

か、担当部長、お答えください。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 感染症の治

療がおくれますと、母体では、不妊症や流産、

早産の原因になりやすく、また、子宮内感染や

産道感染により、新生児にも感染することがあ

ると言われております。クラミジア感染症で

は、母体に子宮頸管炎や卵管炎を起こし、不妊

症や流産、早産につながるとともに、新生児に

結膜炎や肺炎を起こすこともあると言われてお

ります。

○外山良治議員 そういうことが心配される

と。だから、そういうことに至らないうちに、

予防というものをしっかりと今後取り組む。関

係機関と話し合って予防策を講じていただきた

いと思います。

宮崎県母体保護統計報告によると、人工妊娠

中絶件数は、昭和50年以来、横ばい状態で推

移。10代の中絶率が全国平均より高いのが特徴

とされています。厚労省研究班調査では、先ほ

ど申し上げたように、非常に高校生の性交渉の

経験率が高い。宮崎県青少年健全育成条例で

は、第10条１項で、青少年の年齢は18歳未満の

者としています。また19条では、「何人も、青

少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行

為をしてはならない」、２項で「何人も、青少

年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴か

せてはならない」「第７章 罰則 第19条第１

項、第19条の２に違反すると、２年以下の懲役

又は50万円以下の罰金に処する」としていま

す。10代の中絶は何件か。

また、同条例19条違反による検挙件数につい

て答弁を求めます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 本県におけ

る平成19年度の20歳未満の人工妊娠中絶の件数

は259件で、総数の9.9％となっております。

○警察本部長（相浦勇二君） 御指摘の条例違

反、「みだらな性行為及びわいせつの行為の禁

止」違反の検挙状況でございます。昨年が12

件11名、一昨年が19件17名の検挙でございま

す。以上です。

○外山良治議員 これは中絶も多い。それ

で、19条違反では、13、14、15、16、17、これ

は条例適用年齢の人は免責になるから、ほとん

どが、大人が18歳以下の女性に対してみだらな

行為をしたと、それで検挙をされたということ

になると思います。今後、こういったことがな

いように―もう本当に大人は何を考えている

のかと私は考えたくなります。そこで、第４条

（県民の責務）に、「青少年を健全に育成する

ための施策の実施について、相互に連携」とあ

ります。10代の中絶が多いのが本県の特徴であ

る。条例対象者の中絶の場合、相互に連携し対

応すべきではないかと思いますが、答弁を求め

ます。

○福祉保健部次長（加藤裕彦君） 県としまし

ては、青少年の健全育成を図るため、有害環境

の浄化活動とか、地区青少年問題協議会の開催

などを通じまして、警察、教育、市町村等との

情報共有と連携強化に努めているところであり

ます。また、要保護児童対策連絡会議におきま
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しても、性非行や性被害を含む児童福祉対策に

ついて、医師会、警察、家庭裁判所等とも、情

報交換や協議を行い、連携を図っているところ

でございます。お尋ねのような10代の中絶につ

いて、即通報するというようなことにつきまし

ては、いろいろと法律上の守秘義務等の問題、

課題もありますが、今後とも、可能な限り連携

強化に努めてまいりたいと考えております。

○外山良治議員 ありがとうございます。今か

ら夏が来る。どうしても開放的な気分になる。

悪さをする大人がおる。純粋な宮崎県の女性

が、若い高校生、中学生が、こういった連中に

被害に遭わないように、ぜひ尽力をしていただ

きたい。これは特にお願いをしておきます。

ふるさとバスと公共交通の利用促進について

お伺いをいたします。政府が10日、2020年まで

の日本の温室効果ガス削減目標（中期目標）

を05年比15％減としています。日本のＣＯ２排出

量は、1990年度から2000年までの間に、約１

億1,800万トン増加。10年間の増加量の内訳を見

ると、最も多いのが運輸部門で、約4,400万トン

で増加量全体の約37％を占め、排出削減対策を

推進する上で、運輸部門対策が非常に重要と

なっています。しかし、政府は経済対策の一つ

として、大型連休の２週間だけで、高速道

路1,000円乗り放題によるＣＯ２排出量が66万ト

ンもアップしたと報じられています。これに対

し、「公共交通機関の利用が減ってトータルと

してＣＯ２が増加すれば、温暖化対策に逆行して

いる」と、斉藤環境大臣はコメントされていま

す。また、環境自治体会議の上岡主任研究員

は、「低炭素社会を目指しながら、地域の景気

浮揚を図るなら、高速道路より公共交通機関の

税金を投入するほうがベターだ」と提案されて

います。本県のＣＯ２部門別排出量の現状と抑制

策の中期目標等について答弁を求めます。ま

た、ＣＯ２排出量削減の一つとして、公共交通機

関の積極利用が求められているが、本県の利用

状況とＣＯ２排出量の推移等、あわせてお願いを

します。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県の平成17

年度の二酸化炭素排出量は、全体で891万9,000

トンであります。そのうち、産業部門が401

万4,000トンで45.0％を占めております。次い

で、運輸部門が228万1,000トンで26.6％です。

家庭部門が120万トンで13.5％となっておりま

す。また、削減目標でありますが、現在のとこ

ろ、18年３月に策定いたしました「宮崎県環境

基本総合計画」におきまして、基準年でありま

す平成２年度に比べて、平成22年度の二酸化炭

素排出量を10％削減することにしております。

なお、国が今月示されました2020年の中期目標

を踏まえまして、来年度、新たな計画を策定し

てまいりたいと考えております。次に、県内の

公共交通機関の利用状況でありますが、一般乗

り合いバスにつきましては、昭和44年度のピー

ク時で、宮崎交通の輸送人員は7,805万1,000

人、平成20年度が1,084万3,000人となっており

まして、ピーク時に比べ86.1％減少しておりま

す。本県の運輸部門の二酸化炭素排出量の推移

でございますが、京都議定書の基準年でありま

す平成２年度は184万3,000トン、平成17年度

は228万1,000トンで、24％増となっておりま

す。以上です。

○外山良治議員 今、公共交通機関、バスに限

定をして、7,800万人が1,000万人に減少と。例

えばこれをＣＯ２の関係で言うと、どのくらいの

排出量になるんですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） ピーク時

の7,805万1,000人から平成20年度の現在で1,084
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万人と、86％減少しているわけでございますけ

れども、公共交通機関、バスでございますと、

１台の自動車に比べますと、３分の１程度のＣ

Ｏ２の削減効果があるというふうにお聞きしてお

りますので、そういうものからしますと、相当

数の減少になっているというふうに思っており

ます。

○外山良治議員 まあ相当数でしょうな。細か

く言うと、人、単位輸送量というのが運輸省か

ら出されておりますから、計算は簡単。またい

つかしてみてください。

今から10年前、ある集落で街頭宣伝活動をし

ていたとき、老夫婦が出てきて、「難しいこと

はいい。バスをもとどおり走らせろ」と、おし

かりを受けました。もちろん私の責任ではあり

ません。おばあちゃんが、「バスが廃止され、

バス停の看板が撤去されたとき、我が子がさら

われていくようだった」と話をされました。御

主人の足が不自由で、通院のためバスが必要だ

と言っておられました。県警本部長にお伺いし

ます。平成20年の変死体件数は何体か。また、

特徴等について答弁を求めます。

○警察本部長（相浦勇二君） 平成20年に警察

で取り扱いました変死体でございますけれど

も、取り扱い体数は1,478体でございます。若干

傾向を申し上げますと、この10年間を見ます

と、取り扱い変死体総数は増加傾向で推移して

おりまして、平成11年の約４割増しが昨年の状

況でございます。まず総数についての特徴でご

ざいます。

中身についての特徴を申し上げますと、基本

的には男性の方のほうがずっと多くて、この10

年間調べましたが、年により多少ばらつきがあ

りますけれども、ざっくり言いますと、大体男

性２、女性１の割合程度で、変死体の取り扱い

をしております。また、死因につきましては、

犯罪の疑いということで我々取り扱うわけであ

りますが、結論から言うと、やはり病死の方が

多くて、平成20年では約６割が病死の死体でご

ざいました。この10年間を見ましても、基本的

に５割から６割程度が病死ということでござい

ます。それで、一番問題のポイントのところだ

と思いますが、年齢層でございますが、65歳以

上の方が、昨年で変死体の約６割を占めており

ます。これも10年間を見ますと、じわじわと増

加をしてきておりまして、平成11年で約全体の

５割程度でございましたので、割合だけから見

ても10ポイント程度、高齢者の方がふえている

と。さらに、ひとり暮らしという観点で見ます

と、昨年で65歳以上の死者の中の約３割の方が

ひとり暮らしの方でございます。これも10年間

を見ますと、どちらかというと、割合という意

味では減少のトレンドなのでありますが、絶対

数を見ますと、10年間でやはり増減を繰り返し

ながらも、基本的には増加の基調にありまし

て、絶対数としては、ひとり暮らしの高齢者の

変死体を取り扱う数はふえていると、こういう

ことがうかがえるかと思います。以上です。

○外山良治議員 本当に、聞いてびっくりしま

す。たしか平成19年度は1,440体だったと、私は

記憶しています。それが38体増加をして、20年

が1,478体、病死が多い。

先ほど、諸塚の方がおっしゃっておられまし

た。本当に人口減少、病院も遠い。町、村に

あったお店も閉める。ひとり暮らしのお年寄り

が病院に行くこともできない。買い物にも行く

ことができない。それで死んでしまう。こんな

悲惨なことが許されていいはずがない。これは

例えば、生活路線をどんどんどんどん切ってい

く。バスを、足を奪う。結果、こういうふうな
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社会というものを、担当部長、あなたたちがこ

ういった悲惨なことをつくり出していると言っ

ても過言ではないと私は思います。ちなみに、

平成20年度時点で43系統の生活交通路線がある

ようですが、４系統を除いて、すべて赤字路線

と聞いています。赤字額の約54％をバス事業者

が負担しているようですが、20年度の生活交通

路線の損益、国庫補助額等について答弁を求め

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 生活交通路線

についてでありますけれども、平成20年度につ

きましては、宮崎交通のバス路線のうち、43系

統を生活交通路線として認定をしたところでご

ざいます。宮崎交通によりますと、その43系統

の損益は、約５億7,000万円の赤字になっており

まして、これらの系統に対する国・県の補助額

が、合計で約２億6,000万円になっております。

○外山良治議員 ということは、約３億円は事

業者負担ということですね。だからバス事業者

は生活路線をカットしていかざるを得ないとい

うことが、今明らかになりました。

１年間に主要都市間を結ぶ８系統が廃止され

ているようですが、廃止の要因は、いわゆる生

活路線認定基準をクリアできなかったためとさ

れています。21年度以降も、この傾向は続いて

いくものと推察をしますが、生活路線に対する

補助金制度の抜本的見直しは喫緊の課題である

と、私は思います。国交省への要請など県の対

応策について、答弁を求めます。

○県民政策部長（高山幹男君） 生活交通路線

につきましては、複数の市町村にまたがって、

１日当たりの運行回数とか輸送量が一定の要件

を満たして、かつ赤字となることが見込まれる

広域的・幹線的な路線について認定いたしまし

て、運行実績が補助基準に適合した系統につい

て、国・県が補助をしているものでございま

す。県といたしましては、バス事業者とか市町

村と連携しまして、利用促進に努めますのはも

ちろんでありますけれども、将来にわたって生

活交通路線の維持確保が図られますように、国

に対しまして、補助単価の引き上げなど、地域

の実情に応じた補助制度への改善、あるいは財

源の確保について要望しているところでござい

ます。

○外山良治議員 なぜこういうふうな赤字、３

億もバス事業者が負担をしなければならないの

か。担当部長、なぜこういうふうな３億の赤字

というものを、県と国が補助しないんですか、

答弁してください。

○県民政策部長（高山幹男君） この生活交通

路線に対する補助金につきましては、基本的に

は、赤字について条件が満たされれば、県と国

で補助するということになっているわけでござ

いますけれども、国の補助単価といいますか、

これと宮崎交通の実際に要する経費との差異が

あるということ等によって、結果的に宮交のほ

うにかなり負担がかかっているという状況にご

ざいます。

○外山良治議員 宮崎県のキロ当たり原価とい

うものはどうなっていますか。宮崎と京浜を比

較してください。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎県での宮

崎交通が言っております単価につきまして

は、273.63円ということであります。京浜につ

きましては、今、承知いたしておりません。

○外山良治議員 何で私が一々答弁せななら

ん。542円ですよ。だから国・県の補助単価が安

いんですわ。だから３億の赤字になるんです

よ。そうなると、どうなるかというと、バス事

業者は３億の赤字、８割が赤字、生活路線を
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カットしていきますよ。当然です。私も商売を

長年やってきていますから、そうします。そう

したら、変死体が大量生産されますよ。これは

笑い事じゃない。こういったことを十分踏まえ

た上で、国に対して、あしたでも結構ですか

ら、補助単価を上げろと、国・県の補助率を上

げろと、こういった動きをしてもらえんです

か。担当部長、答弁してください。

○県民政策部長（高山幹男君） 毎年、県が国

に出しております国に対する要望なんかにつき

ましては、この地方交通路線につきまして、地

方の実情を十分に踏まえた上で、地方バス路線

の維持対策に向けた充実・改善、もちろん補助

金のアップもあるわけでございますけれども、

その辺と財源の確保を要望しているところでご

ざいます。

○外山良治議員 本当に気の抜けたビールのよ

うな答弁ですね。もうちょっと、先ほど申し上

げたように、1,478名、多くのお年寄りが足を奪

われて、白骨化した死体とかウジがわいた死体

とか、そういう方々が発見される。これが今、

宮崎県の現状、これでいいのかと。こういった

現状というものを十分踏まえた上で、もっと国

のほうに声を大にして訴えていただきたいと。

私は、公共交通機関の重要性について、夜寝な

くて準備をしました。人は皆、年老いて、身体

的な障がいがあらわれる。あるいは健常者で

も、いつ体の自由を失ってしまうかわかりませ

ん。高齢者、子供、障がい者に優しい社会の建

設は、健常な人たちにとっても重要な課題の一

つであると思います。言うまでもなく、公共交

通機関の役割は、人々の移動の自由をいかに保

障するかというところにあると思います。さら

に、今日的には、高齢社会を見据えた福祉・医

療という視点はもとより、教育や環境、それに

まちづくりという観点から、どうしてもこの公

共交通機関を守っていかなければいけないとい

うふうに思います。これは衣食住に次ぐ生存権

の主要な柱として位置づけて、今後、公共交通

機関をぜひ守っていただきますようにお願いを

し、すべての質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問を終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） セミファイ

ナルを務めさせていただきます松村悟郎でござ

います。よろしくお願い申し上げます。

一般質問も最終日、本当に待ち長かった質問

でございますが、やっと眠れない夜が続いたの

も終わりかなと思っております。今回は、通告

のとおり４つの件について質問をいたします。

まず初めに、国からの権限移譲についてであ

ります。

地方分権改革推進本部が示した第１次勧告で

は、一般国道の国直轄区間のうち、地域内交通

を担う道路や、１つの都道府県内で完結する一

級河川の管理などの権限を、当該都道府県に移

管するとしております。本県でも移管する方向

で調整を進めていくものとして、河川では小丸

川、道路では国道10号線の２カ所、220号線の一

部１カ所、さらに移管の可能性について協議す

るものとして、国道220号線の橘通りから鹿児島

県境までの１路線が対象となっております。
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明治以来長く続いた中央集権行政の行政疲労

から、時代に即した地方行政のあり方を進める

必要があるとのことから、特に内政に関して

は、地方がみずから地方を運営する地方分権へ

と大きく転換しようとしています。地元のこと

は地域が一番理解しているわけで、それぞれの

地域に合った地方行政を行えることは、私に

とっても大いに賛成であります。ただ、今回の

権限移譲については、国と地方の維持管理費の

格差や交付税措置などの不透明な財源、そして

災害時の安全確保に対する不安など、懸念材料

が多い中での国からの提示であります。現在、

本県も国との協議を行っていると聞いておりま

すが、本県の考え方について、知事にそのお考

えをお伺いしたいと思います。

壇上での質問を終わり、以下自席で行いたい

と思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地方分権改革推進委員会の第１次勧告におき

まして、国から都道府県への移管の要件とし

て、道路については、１つ目に、同一都道府県

内に起点・終点がある区間、２つ目に、バイパ

スの現道区間などがあり、また河川について

は、同一都道府県で完結する一級河川などが示

されたところであります。本県におきまして

は、平成20年10月に国から県への移管について

の個別協議開始の申し入れがありまして、道路

につきましては国道10号都城道路や国道220号折

生迫―内海などのバイパスの現道区間が、河川

については一級河川の小丸川がその対象となっ

ております。移管に当たっては、生活者の視点

に立った徹底した検討がなされるとともに、道

路や河川の移管に伴う財政措置や人員等の確保

が前提と考えており、こうした観点を踏まえな

がら、今後とも国と具体的な協議を進めてまい

りたいと考えております。〔降壇〕

○松村悟郎議員 引き続き、権限移譲について

質問を続けます。地元の小丸川の移管について

でありますが、国からの権限移譲については、

人員、財源等の確保が不透明な中で県に移譲さ

れたら、特に災害時の対応が十分にできるのか

不安があります。地元では、小丸川を取り巻く

木城町の高城橋の歩道や、高鍋町にある潜水橋

の竹鳩橋の改修という課題を抱えており、さら

に国土交通省では、平成17年台風で流量が危険

水位を大きく超えたことによる河川整備計画の

見直しにも取りかかっていると聞いておりま

す。今までどおり国が管理するほうが安心であ

るとの意見もありますが、県土整備部長にお伺

いしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 小丸川の権限

移譲につきましては、適切かつ確実な財源、人

員等の確保について必要な措置が講じられるこ

とが条件であると考えております。この条件が

満たされれば、県においても同程度の管理がで

き、地域住民の安全・安心が確保できると考え

ております。

○松村悟郎議員 私も小丸川のすぐ近所に住ん

でおりますので、国土交通省小丸川河川事務所

にお話に行ったりもしております。現在、小丸

川に対して国は、維持管理費を含んでどれぐら

いの経費をかけて整備しているのか。また、県

に移譲された場合には、県はどのような整備計

画をするのか、県土整備部長にお伺いしたいと

思います。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、国の維

持管理や災害復旧を含む経費でありますが、平

成16年度から20年度の５年間でお答えします

と、年間約２億円から10億円の範囲で推移をし
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ております。平均では年間約５億5,000万円と

なっております。

次に、県に移管された場合でありますが、先

ほども申し上げましたように、同程度の財政措

置や人員等が確保されるという条件が満たされ

れば、十分な維持管理ができるような仕組みづ

くりを構築していきたいと考えております。

○松村悟郎議員 答弁にもありましたように、

小丸川河川事務所では年間平均５億5,000万円の

事業費をかけて、人員としては大体７名体制で

管理しております。設備に関しましても、パト

ロール車、そしてボートも常備しております。

また、現在行われております河川整備計画の見

直しによっては、堤防のかさ上げ、河川底の掘

削、さらには下流の日豊本線の小丸川鉄橋への

影響も考えられるわけであります。非常に不透

明な状況にありますが、高鍋土木事務所と河川

事務所は、小丸川沿いの非常に接近した場所に

あります。高鍋土木事務所を強化することで、

移管は十分できるものだと私は考えておりま

す。地域住民の安全・安心のため、権限移譲に

当たっては、人員、財源等を十分確保されるこ

とを前提に協議を進められるよう、御要望させ

ていただきたいと思います。

それでは次に、土木事務所の再編についてで

あります。

国の行財政改革に伴い、これまでの中央集権

的な財政構造から、地方分権にふさわしい財政

構造へ転換するために行われてきたのが三位一

体の改革でありましたが、バブル崩壊後の国の

再建には、持続可能な分権社会の構築を目指す

上で必要なものでもありました。しかし、税源

移譲も進まず、地方交付税も減少するなど、自

主財源に乏しい地方と中央との格差はますます

広がるばかりで、これ以上地方が疲弊しては、

活力ある国土の形成はできなくなります。

そこで、近年、改革のあり方について見直し

が検討されようとしております。市町村合併な

ど、身を切り汗を流してきたのが地方でありま

す。真っ先に地方を切り捨てる改革になっては

ならないのです。県においても同じです。知事

も道州制論議の中で、「地方が不利益になる道

州制には賛成できない」とも言っておられま

す。県も改革は必要です。ただ、その手法とし

て、県民に近いところで住民サービスを行う出

先機関の廃止を真っ先に論ずるのは、国の行き

過ぎた行革と同じ轍を踏み、宮崎県内での格差

を広げると思います。また、それぞれの地域か

ら存続を求めた要望が何度も出されており、昨

年の12月の議会では全員一致で、県民の声とも

言える請願を採択されたところです。地方切り

捨てにつながるような土木事務所廃止を伴う再

編案をなぜ提出されたのか、知事の見解をお伺

いします。

○知事（東国原英夫君） 県では、厳しさを増

す財政状況を踏まえまして、行財政改革の取り

組みとして、徹底した事務事業の見直しや歳入

の確保はもとより、職員の削減、出先機関再編

を含む組織の見直しなど、やれることはすべて

やらざるを得ない状況であります。土木事務所

再編案につきましては、一昨年の10月に当初の

再編案を公表させていただいてから、これまで

に、県議会を初め地域住民の方々からさまざま

な御意見をいただき、加えて県議会において、

昨年12月に土木事務所の存続に関する請願が採

択されたところであります。そうした経緯を踏

まえ、今回、再編案を見直し、住民サービスや

安全・安心等の確保が図られるよう、再編後も

串間、高岡、高鍋の事務所を廃止することなく

出張所を設置することとするなど、県として可
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能な限り地域に配慮した見直しを行ったもので

あります。厳しい財政状況の中で、限られた人

材を有効に活用できる組織への転換を進めざる

を得ない状況でございますので、御理解をいた

だけたらと思います。

○松村悟郎議員 住民サービスの向上や安全・

安心が果たして確保できるか不安であります。

県の出先機関の再編は、福祉、農政、土木など

それぞれの分野でばらばらに行われておりま

す。組織については、県全体を見渡して総合的

に行われるのが望ましいと考えるわけでありま

す。さらに、道州制への移行を考えると、県庁

本体より出先機関を強化する観点を持つことが

大事であります。西臼杵支庁という総合事務所

もあるように、総合事務所化を視野に入れる必

要もあると思います。地域住民への対応を重視

するのであれば、管理部門の本庁の人員を削減

し、県民に近い土木事務所に人員を配置するこ

とが、地域の活力の向上、活性化につながるの

ではないかと思いますが、知事にお伺いしま

す。

○知事（東国原英夫君） 地方分権の進展など

によりまして、今後も市町村の権限拡大が見込

まれておりまして、地域住民に身近な行政はで

きる限り市町村が担っていくことが求められて

おります。このような中で、本県におきまして

は、政策立案業務など全県的・専門的視野に

立った業務は本庁で行い、出先機関において

は、現地・現場性の高い業務等を担うこととし

ております。出先機関につきましては、総合事

務所化するという考え方もありますが、組織が

大規模になることに伴う組織管理上の課題等が

ございます。また、他県におきましては、市町

村合併の進展により市町村の権限が拡大する

中、二重行政の弊害も生まれたため、総合事務

所を廃止した県も出てきております。このため

出先機関の再編につきましては、部門内の関係

機関相互の一層の連携強化、現場に必要なマン

パワーの確保等を図ることとし、そのような観

点から、今回の再編案を提案させていただいた

ところであります。今後とも、本庁を含め限ら

れた人材を有効に活用できる少数精鋭の組織へ

の転換を進めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ただいまの答弁ですけれど

も、県民のための改革というよりも、県庁内の

組織の改革を重視されているのではないかと思

います。住民の安全・安心を考える上では、決

して他県も宮崎県と同じような改革をやってい

るわけではございません。他県の状況でありま

すが、道州制への移行への対応や地方分権の推

進の観点から、出先機関の強化を図られている

県もあります。岩手県では平成18年、行政改革

の一環として出先機関の見直しを行っておりま

す。県庁本庁の管理部の人員を大きく削減し、

現場性の高い広域振興局に権限を移譲し、基礎

的自治体の市町村と連携して市町村の自治能力

を高めると同時に、協力して県民サービスの向

上を考えた改革を進めております。

土木事務所の機能が半減することで、災害時

など地元にすぐ駆けつけ対応してもらえるの

か、住民の不安の声もあります。前回の再編案

と今回の見直し案の違いは何なのか、県土整備

部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成19年10月

に、商工建設常任委員会におきましてお示しし

ました当初案は、一般国道448号の災害関連工事

や東九州自動車道に係る関連道路の整備に対応

するため、串間地域と高鍋地域の２地域に、３

年間をめどとして、工務部門を中心とした駐在

所を暫定的に設置するというものでありまし



- 250 -

平成21年６月23日(火)

た。しかしながら、地元市町村等からの要望や

請願採択の趣旨を十分考慮しまして、当初案の

設置期間を限定した駐在所にかえて、住民サー

ビスの確保、災害等緊急時の対応が可能な機能

を備えた一定規模の出張所を、高岡を含め３地

域に設置するなど、できる限りの見直しを行っ

たところでございます。

また、出張所の主な業務としましては、道

路、河川等の保全業務、災害時の緊急時におけ

る初動対応、各種申請の受付・審査・交付、住

民の方々からの相談窓口等を行うこととしてお

ります。なお、災害時におきましては、まずは

初動対応として出張所が行い、災害の規模に応

じて、統合によるスケールメリットを生かし

て、事務所全体で臨機応変な対応が可能になる

と考えております。再編後におきましても、住

民の皆様が安心して暮らせるよう、引き続き、

所管区域全体の的確な管理や社会基盤整備に努

め、しっかりとした体制を確立してまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 次に、小丸川の権限移譲につ

いては、移管する方向で調整を進めるものとし

て国土交通省も示しておりますが、先ほども述

べましたとおり、大変大きな事業量があるわけ

で、このことを考えても、私は高鍋土木事務所

は存続すべきであると思います。今回の見直し

は、この権限移譲の考えも含まれて提案されて

いるのか、県土整備部長にお伺いしたいと思い

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在、地方分

権改革の権限移譲の議論におきまして、本県の

河川では、国が管理している一級河川でありま

す小丸川水系の直轄区間12.7キロメートルにつ

いて、県への移管が検討されております。小丸

川が県へ移管されることとなった場合は、その

前提として、移管に見合う財源や人員が移譲さ

れ、管理水準を落とさないということを基本と

考えておりますので、移管に伴う業務量がふえ

るという状況になれば、当然、全体の中で人員

の配置の見直しなど所要の対応を行ってまいり

たいと考えております。小丸川の改修につきま

しては、現在、国において河川整備計画の策定

を進めている段階にありますが、小丸川が移管

された場合においても、本所と出張所が十分連

携を図ることで、適正な改修・保全等が可能で

あると考えておりますので、御理解をいただき

たいと存じます。

○松村悟郎議員 ５月24日は「宮崎県防災の

日」でありました。知事も参加されておりま

す。それは当然、主催者でございますので…

…。今年度の本県の防災訓練は、一級河川の小

丸川で行われました。広い海岸線を有する県央

の重要な防災拠点として、高鍋が認知されてい

るからだと思われます。そのような防災拠点と

しての高鍋土木事務所を、私は存続させるべき

だと思いますが、県土整備部長にお伺いしたい

と思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 防災訓練につ

きましては、県内、毎年地域ごとに行っており

ますけれども、今年度は児湯地区ということで

高鍋町、木城町で実施されまして、私も参加さ

せていただきました。東児湯地域の海岸につき

ましては、現在、高鍋土木事務所及び中部港湾

事務所が管理しておりますが、この地域の海岸

の保全・管理は、県民の生活・財産を守る上で

大変重要であると認識をしております。防災対

策につきましては、これまでも土木事務所と港

湾事務所が十分連携しながら対処していくこと

にしておりますが、事務所再編後も、災害等緊

急時には、本所と出張所が緊密な連携を図り、
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機動力を生かして対応し、また、大規模な災害

後の災害復旧に対しましては、県土整備部の組

織を挙げて全庁的な対応をとることにしており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。

○松村悟郎議員 それぞれの答弁、ありがとう

ございました。いろいろ答弁がございました

が、今回の提案にもまだまだ多くの問題点はあ

ると思います。現場の仕事効率が大きく下がる

のではないか、住民サービスの低下は避けられ

ないと、私は感じております。そこで、現場で

いろいろ調査した件について幾つか述べさせて

いただきます。

今回の提案では、西都を本所とするのは、建

設改良工事の事業量がやや多く、また、西米良

を含む地域全体を同等にカバーできるからとい

うものであります。一方、出張所の機能は、水

害や土砂災害など監視と緊急対応、道路や河川

の維持補修、県営住宅の管理などになると思わ

れます。しかし、実際の事業計画を前提とする

ならば、単に事業量ベース、距離ベースだけで

なく、その事業の効果を享受する７万5,000人の

県民や事業のウエートも考慮すべきでありま

す。西都の主な事業は、西米良駐在所の国道219

号線改良工事であります。西都土木事務所は三

財川の大規模改修事業及び東郷西都線の改良事

業であります。一方、高鍋土木事務所で今後計

画しているものは、高鍋市街地の街路事業２

本、緊急輸送道路等２本、新富、高鍋の市街地

の河川の改修２本であります。さらに地域住民

から、青木地区の拡幅、竹鳩橋のかけかえな

ど、市街地での道路改良の要望が出されている

ほか、移管が想定される小丸川についても、国

土交通省では、河川整備計画の策定のほか、総

合土砂管理、防災情報提供システムの構築など

が予定されております。今も述べましたよう

に、実際に事業計画がある地域を見ると、西都

は山間部や営農地が主であります。高鍋は市街

地が主であるため、住民との意思の疎通や折衝

などについて、より多くの職員の皆さんの労力

が必要であります。決して、西都と高鍋を比較

してどちらにするかと申し上げているものでは

ありません。土木事務所を存続させてくれとい

う質問でございます。建設事業ではそういう課

題もあります。

そして防災関係について、建設事業は一刻を

争うことはございませんが、災害対策、緊急対

応は迅速に行う必要があります。そのためには

本所機能というのは重要になります。これは、

県の職員の方は非常によくわかっていらっしゃ

ると思います。本所をどちらにするかというこ

とで言っているわけではございませんが、本所

をどちらかにするについては、単なる時間距離

だけではなくて、被災地域や路線の重要性、利

用度を加味して決めるものであります。また、

災害対策のかなめは農林振興局となっておりま

す。その連携も図る必要があるわけでありま

す。例えば小丸川の内水対策などについては、

緊急時の指揮系統が重要であります。道路の冠

水などへの緊急対応は本所で決定することにな

ると思われ、状況の把握、報告、判断、決定

と、意思決定の流れが高鍋、西都の間を行った

り来たりすることになると思います。迅速、的

確な対応には支障が出ると思われます。

そのほか、現在行われている総務事務の件に

ついて申し上げますと、高鍋総務事務所には総

合事務センターがございます。物品の購入は一

元化しているので、出張所が必要な資材は、西

都本所に申請し、要求書を決裁し、高鍋の総務

事務センターで、またその手続をしなければな

りません。それこそ行ったり来たりで、事務効
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率も大きく低下すると思います。どちらに土木

事務所をといって質問しているのではございま

せん。それぞれに地域の土木事務所は必要だと

思います。高岡はあります。串間もあります。

そして、繰り返しになりますが、何よりも住

民からの唯一の直接請求であり、県民の声とも

言える土木事務所の存続を求める請願を、県議

会全員一致で採択されました。この重みを考え

ますと、今回の提案は、県民や議会を余りにも

軽視した提案であると私は思います。納得でき

ないと申し述べて、次の質問に移ります。

次に、救急救命体制の整備についてでありま

すが、私は昨年の11月議会において、救急搬送

の受け入れ拒否の実態について伺ったところで

す。県からは、「全国平均の半分以下であり、

照会回数が多かったことが原因で、重大な事故

を招いた事例はない」との答弁でありました

が、全国的にも受け入れ拒否による重大な事例

が報道されていることから、本県においても重

大な事故がないとは言えず、医療機関と消防本

部との十分な連携と、救急通信体制を含めた消

防行政の広域化を早急に図ることを要望させて

いただきました。

しかしながら、ことし４月、日向市で延べ10

の医療機関から受け入れを拒否され死亡に至っ

た事例が報道されたところであります。私はこ

の事件の詳細について知り得る立場にはありま

せんが、宮崎県内でもこのようなことが起こっ

てしまったことは本当に残念であります。お亡

くなりになられた方に心からお悔やみを申し上

げます。このような事件はあってはならないこ

とでありますが、全国でもまだ数多く発生して

いるようであります。このことに対して、知事

の見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） まず、このたびお亡

くなりになられた方の御冥福を心からお祈りい

たしますとともに、御遺族に対して心からお悔

やみを申し上げたいと思っております。

今回の事案は大変残念なことでありまして、

二度とあってはならないことだと考えておりま

す。私といたしましては、医師不足により地域

の救急医療体制が手薄になっていたことが、最

も大きな原因であると認識しております。今後

は、消防機関と医療機関の連携強化を図るとと

もに、地域の医療を担う医師の確保に全力で取

り組んでまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 そこでお伺いしますが、前回

の質問では19年中の救急搬送の数字をお伺いい

たしましたが、本県の受け入れ拒否の実態につ

いて最新の状況を、総務部長にお伺いしたいと

思います。

○総務部長（山下健次君） 総務省消防庁が、

平成20年中の救急搬送状況につきましてまとめ

ておりますけれども、それは３週間以上入院を

要する重傷以上の傷病者について調査をされて

おります。それによりますと、県内で搬送状況

が把握できております4,263件のうち、3,558

件、83.5％が、１回目の問い合わせで受け入れ

病院が決定をしているところでございます。ま

た、３回目までで97.2％が受け入れられており

まして、これを全国と比較いたしますと、全国

が96.4％ということでございますので、県内の

患者は比較的早い段階で病院が決定している、

そういった状況でございます。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。今の

御答弁の数字では、全国平均より比較的早い段

階で病院が決まっているようでございますが、

平成19年中と比較しますと、宮崎県自体も

ちょっと多くなっているようでございます。４

回目以上で受け入れられたのが、前回は1.9％で
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ございましたけれども、20年中は2.8％とふえて

いる傾向にありますので、今後とも十分対策に

努めていただきたいと思います。

日向市においては、今回の事件を受けまし

て、保健所や医療機関、消防機関など関係機関

が協議して、二度とこのようなことが起こらな

いように連携を深めていると聞いております。

医師不足の中で対応に大変苦慮されているよう

であります。くしくも国においては、消防機関

と医療機関の連携の強化を柱とする消防法の一

部改正が、ことし５月に公布されたところであ

ります。まだ法の施行はなされていないようで

すが、今回の法整備の具体的な内容と県の今後

の取り組みについて、総務部長にお伺いしたい

と思います。

○総務部長（山下健次君） 今回の消防法の一

部改正は、消防と医療の連携体制を強化し、受

け入れ医療機関の選定困難事案の発生をなくし

ていくことを目的に行われたものでございま

す。その内容は、１つは、救急搬送・受け入れ

に関するルールを県が調整し策定をすること、

２つ目は、消防機関と医療機関が連携して協議

を行うための組織を県が設置すること、この２

つの柱から構成されております。この法律

は、10月の末までには施行される予定でござい

まして、現在、国において準備作業を行ってい

るところと聞いておりますので、県としまして

は、こうした動きを確かめながら、法に基づく

ルールづくり等を具体的に検討してまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 私の住む児湯地区でも消防機

関の業務の多くは救急搬送業務が占めていると

聞いております。火災活動が年間50件前後に対

しまして、救急搬送業務は2,500回、児湯の人々

が７万5,000人ですから、年間30人に１人が運ば

れているということになると思います。救急搬

送については、より高度で迅速な救急搬送体制

を構築していく必要があると思います。医療行

為のできる救急救命士の確保はもとより、救急

隊員の質的な向上は大変重要であると考えてお

ります。こうした要請にこたえるためには県内

の消防機関を一本化すべきであると、私は従前

から考えておりましたが、県で現在進めている

消防広域化の取り組みについて、総務部長にお

伺いします。

○総務部長（山下健次君） 本県では昨年３月

に「宮崎県市町村消防広域化推進計画」を策定

したところでありまして、現在、県全域を１消

防本部体制と３消防本部体制の２通りの組み合

わせにつきまして、広域化の具体的メリットあ

るいは課題などにつきまして、市町村や消防本

部など関係機関と協議を重ねているところであ

りますが、現段階では決定に至っておりませ

ん。

○松村悟郎議員 県では、１本部制と３本部制

で議論を続けているとのことでありますが、そ

れぞれのメリット、デメリットはどうなってい

るのか。県としてはどういう方向で考えている

のか、総務部長にお伺いしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） これまでの議論の

中で、消防の広域化のメリットにつきまして

は、本部要員の人員削減に伴う現場要員の増

員、あるいは指令台等の高額な設備等の整備に

おける負担の軽減、また、各消防署の管轄区域

の見直しによる現場到着時間の短縮等が挙げら

れているところであります。一方、デメリット

といたしましては、広域化に伴う庁舎等の一時

的な初期投資や事務負担がふえること、消防団

と市町村との連携への影響、また管轄面積が広

くなることへの消防力への影響、こういった点
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が挙げられております。県といたしましては、

スケールメリットが働く、できるだけ大きい枠

組みのほうが望ましいと考えておりますけれど

も、いずれにいたしましても基本は、今後とも

関係機関との議論が重要でございますので、さ

らに議論を深めてまいりたいと考えておりま

す。

○松村悟郎議員 次に、非常備町村と常備町村

の違いにつきましては、昨日、長友議員、そし

て本日も黒木正一議員のほうから質問がありま

したので省かせていただきますが、常備市町村

と非常備市町村との間でも非常に格差が出てき

ております。これらのことを含めましても、私

は消防の一元化を行うべきだと考えております

が、知事の見解をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 消防の広域化につき

ましては、これまでも、１消防本部体制と３消

防本部体制の２通りの組み合わせについて、消

防本部等関係機関と、それぞれのメリットや組

み合わせの有効性あるいは課題等について検討

を行ってきたところでありますが、現段階で

は、まだ意見の一致を見ていないところであり

ます。いずれにしましても、消防業務は市町村

の自治事務であり、広域化についても自主的に

行われることが基本であります。広域化に当た

りましては、関係機関が共通の認識を持つこと

が大変重要でありますので、今後とも、市町村

や消防本部等と十分に協議しながら取り組んで

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。

次に、農業基盤の整備についてでございます

が、先日、私は自民党農政部会で北海道帯広郊

外の士幌町の畑作農業を調査してまいりまし

た。ジャガイモを中心に小麦、ビート、小豆を

主品目とした土地利用型の北海道を代表する農

業地帯でありました。約480戸の組合員から成る

士幌町農協管内では、１戸当たり38ヘクタール

の広大な農地を所有しており、１戸当たりの預

貯金は平均で１億2,000万円、所得も1,000万円

以上を上げておりました。もちろん後継者の心

配もないとのことで、たまに農地が売りに出て

も、農地の購入希望者は多く、農業委員会が積

極的に農地集約を行っているとのことでありま

した。しかし、厳しい条件下であり、冬場は耕

作できず、年間の３分の２しか耕作できないわ

けで、過去には出稼ぎに出ていた時代もあった

とのことでありました。農地の集約や計画的な

営農品目の作付、ジャガイモの巨大な冷蔵倉庫

を整備し出荷を調整したり、ポテトチップの工

場で直接製品化を図るなど、農商工の取り組み

も早くから取り入れ、もうかる専業農業地帯を

つくり上げてきたわけであります。一方、宮崎

県もまた日本を代表する農業地帯であります。

温暖な気候に恵まれ、北海道と違い一年じゅう

耕作できるわけですから、同じ面積でも年２

作、３作と耕作でき、より生産性の高い農業が

できると思います。

ところで、私の住む児湯地域は、宮崎県の中

でも温暖で日照時間が長く、広大な農地を最大

限に生かした農業が展開されており、露地野菜

やピーマン、トマト、イチゴの施設園芸は本県

における主産地となっております。また、標高

差を利用したカラーピーマンなどの立体園芸や

マンゴーなどの亜熱帯性果実など、新しい営農

方式や品目の定着化も図られており、もともと

盛んな畜産とあわせて着実な発展を遂げており

ますが、農業経営の向上を考えますと、さらな

る農業の展開を図っていく必要があると思いま

す。

そんな中、児湯地域におきましては、現在、
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畑地かんがい施設の整備を進めるため、尾鈴地

区国営かんがい排水事業が実施されておりま

す。御承知のとおり、県営事業の中止等を求め

る反対運動も起こっており、知事も現地に行か

れております。マスコミでもたびたび取り上げ

られるなど、何かと話題の絶えない状況にあり

ます。しかしながら、反対の一方で、既に水を

使われ営農されている農家や、また水を待ち望

まれている農家、特に若手の意欲ある農家がお

られるのも事実であり、私も大変心を痛めてい

るところであります。一方、同じ児湯地区で

は、過去、国営かんがい排水事業・一ツ瀬川地

区でございますが、畑地かんがい施設が整備さ

れ、農産物の生産性や品質の向上、また新規品

目の導入などによって以前と比べ農業所得の向

上が図られるなど、地域農業が大きく変貌して

おります。私は日ごろから、世界的な食料不足

や輸入食材の安全性への不安から、自給率を

もっと上げていく使命があると考えており、ま

た、これからの多面的な農業を考えると、安定

した水の確保は必要であるとも考えており、農

業を基幹産業とする本県にとって、農業の振興

を図るためには、畑地かんがい施設の整備は大

変重要な施策であると考えております。そこ

で、尾鈴地区における畑地かんがい事業の必要

性を、改めて農政水産部長にお伺いしたいと思

います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業は本県の

基幹産業でございまして、県下有数の畑作農業

地帯であります尾鈴地域におきまして収益性の

高い畑作農業の実現を図ることは、極めて重要

であると認識しております。このため、水を自

由に利用できる生産環境の整備を通じまして、

収量の増加や品質の向上、収益性の高い新規作

物の導入、干ばつや霜による被害の防止などを

可能にする畑地かんがい事業は、本地域にとり

まして必要不可欠なものであると考えておりま

す。さらに、担い手への農地の面的集積を通

じ、将来にわたり優良農地の確保と有効利用を

実現する観点からも、畑地かんがいの整備を推

進する必要があると考えております。

○松村悟郎議員 さて、この尾鈴地区において

は、他の地域と同様に、高齢化や後継者不足を

初め、水を使って何をつくればよいのかという

課題とともに、農家の中には将来の賦課金や水

が十分なのかといった不安もあるようでありま

す。事業を進めていくには、農家の意見を十分

把握して、それらの課題を一つ一つ解決しなが

ら、農家の不安を解消していかなければならな

いと思います。畑地かんがい用水を利用した生

産性や収益性の高い農業の展開を農家の皆さん

に説明しながら、農家が安心して営農できるよ

うな取り組みを行っていくことが大切ではない

かと考えておりますが、農政水産部長にお伺い

したいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 県におきまし

ては、水を自由に利用できる生産環境や、広大

なまとまりのある優良農地を有する尾鈴地区の

強みを最大限に活用するため、関係町やＪＡな

どの関係機関と連携しまして、加工用・業務用

農作物の生産拡大や契約栽培の推進、農商工連

携等を通じた他産業からの農業参入、畑かん用

水の新たな活用方策の検討などを通じまして、

競争力のある畑作農業の展開を図っていく考え

でございます。

また、先般国会で成立いたしました農地法等

の改正を踏まえまして、優良農地の確保と担い

手への農地の面的集積を推進していくこととし

ております。このため本年度、農林振興局内に

畑かん営農推進担当を配置したところでござい
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まして、収益性の高い畑作営農の確立に向けま

して、関係機関が一体となった取り組みを強力

に推進してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 せっかく事業が円滑に進み畑

地かんがい施設が整備されたとしても、これま

でと同様な農業を行っていては、やっぱりだめ

だと思います。水を生かした効率的で付加価値

の高い営農を展開して、生産拡大や農家の所得

の向上を図っていかなければならないと思いま

す。これからも営農面での県の指導、積極的な

取り組みをお願いしたいと思います。

ところで、先日の全国紙の報道によります

と、国営事業で整備された畑地かんがい施設の

水利用率が低い状況にあるようですが、水の有

効活用の観点から、単なる畑作へのかん水利用

だけでなく、土壌の陽熱消毒や病害虫の防除な

どさまざまな活用を図るとともに、新たな利用

法についても検討すべきだと思います。

そのような中で、児湯地域は、御承知のとお

り畜産が大変盛んな地域であります。畜舎の洗

浄や夏場の冷却などに大量の水を使用しており

ます。かんがい用水が畜産に利用できれば、生

産コストの削減により、現在の厳しい畜産経営

にとっても大きな効果が見込めると考えており

ますが、畑地かんがい用水の畜産用水への利用

は、現在では大変困難だと聞いております。た

だ、一ツ瀬川地区におきましては畜産用水への

利用が今度可能になったことから、そのほかの

地域でも地元の期待等も膨らんできておりま

す。何らかの方策がないものかと考えるところ

であります。そのようなことも含めて、畑地か

んがい用水の有効活用について、知事の見解を

お伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 地球温暖化等により

まして世界的にも水不足が叫ばれている中、限

りある水資源としての畑地かんがい用水の効率

的な活用というのは、大変重要かと思っており

ます。特に本県の畜産経営におきましては、飼

料価格の高騰や子牛・枝肉価格の低迷等により

まして厳しい環境にあります。畑地かんがい用

水を有効に活用し、経営の安定を図っていくこ

とは喫緊の課題であると考えております。した

がいまして、収益性の高い畑かん営農の確立に

向けての有効活用を図ることはもちろんのこ

と、さらに、畜産用水への利用も可能となるよ

う、関連する諸制度も考慮しながら、国に対し

積極的に働きかけてまいる所存であります。県

といたしましては、これらの取り組みにより、

農業所得の安定向上、さらには農業を基幹産業

とする本県地域経済の活性化に努めてまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。農

家の所得が上がるように、この事業が農家の御

理解を得て進みますことをお願いしておきま

す。

今回、質問が多かったことでちょっと、早口

になってしまったことをおわびして、私の質問

を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。（拍手）

○中村幸一議長 次は、萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） 昼の時間、

テレビを拝見しておりましたら、沖縄戦没者追

悼式が行われておりました。議場を眺めながら

―戦争といえば大東亜戦争をまず考えるんで

すけれども、昭和16年12月８日、これ以前に生

まれた人が、この議場に４人おります。執行部

も議員も……。傍聴席はわかりませんけど。私

は終戦のときは、いわゆる旧満州国、今の中国

におりました。５つのときに引き揚げてきまし

た。ですから、こういう沖縄戦没者追悼式を拝
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見するたんびに、やっぱり戦争はいかんな、沖

縄の皆さん、あるいは第２次大戦で亡くなった

皆さんに哀悼の意を表したいと思うのでありま

す。

紅白歌合戦でトリといえばギャラも相当高か

ろうと思いますが、一般質問のしんがりという

のは大体出がらしでありまして、質問をしよう

と思ったことはことごとく皆さんがやっていた

だきました。２～３、自分の質問らしいのが

残っておりますから、進めてみたいと思います

が……。

皆さん、２年半前を思い起こしていただきた

いと思います。いわゆる東国原知事が当選した

ときであります。当時の有権者は約92万、有効

投票が60万ちょっとです。ということは32万の

人が投票行動を起こしていない、32万人の県民

の方が知事選に行っていないんです。衆議院で

１区、２区、３区ですけれども、32万の有権者

というのは、宮崎市を中心とした１区の有権者

の数の方々が選挙行動を起こしていないという

ことです。その中で、当時私は、故人になられ

た持永氏の選挙応援を一生懸命しておりました

が、当時は川村さんか持永かということでし

た。共産党、済みませんね、ささやかにおられ

ましたけれども。そして、東国原知事が手を挙

げてきたわけであります。今は東国原知事と言

いますけれども、当時はそのまんま東でありま

した。

私は家が近所であります。私の家から直線

で300メートルぐらいのところです。イメージ

が、今の知事のイメージとは全く違うわけです

よ。当選したときに―知事が泉ヶ丘高校のと

きの担任の先生が松山という先生。選挙が終

わってから３カ月ぐらいして他界されましたけ

れども、私の青年会議所の後輩です。東国原知

事を―当選したその夜です。電話が来て、大

変な褒めようでありました。私には「こうちゃ

ん、こうちゃん」と言っていましたけれども、

「こうちゃん、英夫君はな」と、こう言いまし

た。「あんたたちが想像する以上に、非常に厳

しい家庭環境から泉ヶ丘高校を出て専修大学に

行って」、早稲田にも通っていたんですよね、

たしか。たまたまお金を使ってしまっただけ

で、先に専修大学にお金を納めにゃいかんやっ

たわけです。それで専修大学に行ったわけです

けれども。その松山先生がおっしゃるには、

「とにかく頑張り屋だから、こうちゃん、ひと

つ知事の指導を頼むよ」、こういう旨の話でし

た。だから、私はその先生に言ったんです。

「恐れ多くも知事になったんだから、我々が指

導する立場じゃない。じさまの苦言ぐらいは言

うことはあるかもしれないけれども、そういう

立場じゃない」という話をしたことがありまし

た。

そして、知事が就任したときにもいろんな話

が出ました。選挙期間中も個人演説会の録音を

聞いたこともあります。よく知事が、「マニ

フェストに掲げておるから」というお話をされ

ますけれども、今のマニフェストというイメー

ジと選挙時のマニフェストというイメージは、

投票行動にはさして影響はなかったと私は見て

います。29万ぐらいでしたかね、票をとられた

のは。そのうちの10％あればいいほうだろう

と。ほとんど９割の人が、東国原知事、当時の

そのまんま東があちこちで個人演説会を打って

いって、自分の生きざま、赤裸々な部分を、あ

るいは不祥事のことも全部吐き出して、今、宮

崎県がこういう暗い時代だから、自分がもしお

役に立てるんだったら、全身全霊を傾けて宮崎

県をどげんかせにゃいかんといって、それが自
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然となびいていったんだろうと思います。中に

はいろいろありますよ。川村さんでもやりにく

いし、持永さんでも入れにくいしという人たち

は、どっちも顔を立てるわけにはいかんから、

東国原知事、当時のそのまんま東に行こうと

いって行ったかもしれない。投票行動ですから

わかりません。だけれども、選ばれたことは事

実なんです。当選後いろいろなことを言う人が

おりました。特に私は地元都城ですから。「そ

れでも、いろいろ言ったところで、４年間はこ

の人を中心に宮崎県をつくらにゃいかんのだ」

という話を何回となくしてまいりました。

そして、知事の状況を見ておりますと、例の

官製談合から、知事就任したときの、「裏金は

ありませんか」の問題、鳥インフルエンザの問

題、次々にマスメディアの方々が取り上げてい

ただきました。宮崎県が一転しました。そし

て、新聞等の皆さんのあれから見ますとどんど

ん支持率が上がりました。視聴率も上がった。

視聴率も上がれば支持率も上がるわけです。そ

して当時、マスメディアの皆さんが、ＣＭベー

スの経済効果からいくと―当選後３カ月ぐら

いのときです―150～160億と言われたんで

す。そのぐらいの話が出とったんです。今度の

知事の退職金の問題であります。退職金の問題

もいろんな話が出ております。多くは言いませ

んけれども、こういう見方もあるということ

を、県民の皆さんが私に話しました。「それだ

けの経済効果があるのであれば、退職金を半額

に減額するんじゃなくて、１億ぐらいやっても

どうなの」、こういう話もあります。よくその

人に言うんです。「宮崎県が経済的に潤沢で非

常に豊富なお金があれば、１億ぐらい出しても

……」。今でしたら、恐らく数百億円の経済効

果でしょう。言い方は悪いんですけれども、い

ろんな県知事がテレビに出ますけれども、東国

原知事は、抜け目なく、さりげなく、さらり

と、県のコマーシャルから、観光から産物のコ

マーシャルをしてくれます。これは事実なんで

す。後で知事の服務規程やらいろんなお話をし

ますが、知事、退職金の話は御答弁要りません

が、今、後段で言いました、そういう県民の方

もいらっしゃるということに対して、もしコメ

ントがあったらお願いします。

時間が過ぎますので、次に、経済問題につい

てお話ししたいと思いますが、内橋克人という

経済評論家の方がいらっしゃいます。経済評論

家でも一番王道の経済評論家であります。いわ

ゆる市場万能、競争主義の新自由主義経済、

もっと極端なことを言えばアメリカ型資本主義

経済、これに陰りが出てきたということであり

ます。我が日本は、37万平方キロの狭い国土の

中に１億2,700万の国民が住んでおります。地球

儀を見ても、世界地図を広げても、日本の国土

なんていうのは木の葉のごとくです。グローバ

ルな社会からすると、一波来れば簡単に転覆す

るような国です。なぜそんなに弱いかという

と、やっぱり食料自給率に帰するところが多い

と思うんです。先進国の大半は自給率が80％、

多いところは130％、150％の自給率でありま

す。日本の場合は40％ですから、どうしても貿

易立国として、工業製品を出すから農産物も外

国から入れたりしなきゃならない。ですから、

グローバル社会にあっては、こういう問題が非

常に大きな問題となってきております。

そして同時に、マスメディアの方が悪いとは

言いませんが、都会に住んでいる国会議員の皆

さんや市場経済主義の皆さんが、地方のいろん

な国営の仕事、国のやらなきゃいけない仕事を

いろいろ言うと、費用対効果が悪いとかどうの
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こうのと言います。そうでしょうか。税金は何

のために払っているんでしょうか。憲法で平等

というのはどういうことなんでしょうか。やっ

ぱり同じ国民であれば、日本国の隅々まで、東

京みたいな大きなきれいな道路をつくれとは言

いませんけれども、国が最低限やらなきゃなら

ない仕事というのはたくさんあるはずです。午

前中、外山良治議員が、いわゆる生活路線のバ

スのことも言いました。こういうのも本来、民

間に任せること自体が大体間違っていると私は

思います。かつて３公社５現業というのがあり

ました。ある意味では社会主義体制、ほかのと

ころは自由主義体制、こういうのが日本はニホ

ンはバランスよくとれていたんです。それが崩

れてしまった。日本のきずなというのがなく

なったと思いますが、そういう新自由主義経

済、いわゆる公営事業の企業化という感覚につ

いて、知事及び商工観光労働部長にお尋ねしま

す。

後は自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私の退職金についての県民の方の評価に対し

まして、過大とも思える評価をいただきまし

て、大変光栄に存じております。退職金の減額

の提案につきましては、県民の代表であられま

す本議会、県議会の御審議をお願いしたいと考

えております。

経済問題についてであります。我が国は、い

わゆる「失われた10年」の後、グローバル経済

に対応していくために、規制緩和を初めとする

さまざまな構造改革を進めてまいりました。こ

うした改革の取り組みが、経済活性化や競争力

強化につながり、長期にわたる景気低迷を克服

するための原動力になったことは事実でありま

すが、その一方で、御質問にもありましたよう

に、競争や経済効率優先により、個人、企業あ

るいは地域間における格差が著しく拡大したと

の指摘もなされております。資本主義社会にお

いては、競争や格差が存在することは、ある程

度はやむを得ないと思っておりますが、過度な

競争や格差の固定、著しい拡大は、個人や社会

全体の活力を低下させ、経済の停滞や社会不安

にもつながることになります。このため、自由

で適正な競争が確保されると同時に、格差や弱

者に対するセーフティネットの整備を初め、国

民がみずからの力で未来を切り開くことのでき

る仕組みづくりや富の再配分など、競争と安心

とのバランスがとれた社会システムを構築する

必要があると考えております。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。私は商工観光労働部長でござい

ますので、商工業の振興という観点から、議員

のおっしゃった点について答弁させていただき

ます。

商工業の振興は、その経済実態から見まして

も、各産業分野の中で人口の維持・拡大の最も

大きな誘因をつくり出すものと考えておりま

す。地域の内外に対して需要を喚起し、さらに

新たなビジネスチャンスをつくる、そしてそれ

がまた人が人を呼ぶ効果をもたらす、これが商

工業だろうと思っています。まさに商工業の振

興は、地域経済の元気さのバロメーターであろ

うと思っています。したがいまして、商工業は

地域社会の維持・存続に深くかかわっておりま

して、本県のように、元来商工業基盤が弱く、

物流等にハンディを背負っている地域には、特

に行政による手厚い支援、あるいは経済的効率

を超えた支援も必要だと考えております。

地方における商工業の振興は、その地域社会
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に活力を与え、ひいては日本全体の経済の底上

げ、国力の向上につながるものでございます。

これは政策理念として不変であり、官の持つ意

義というのはまさにそこにあるのだろうと考え

ます。最近では、経済政策に関しまして、中長

期的な視点で経済の下支えが必要なものや、将

来の成長力を高めるものを選びながら有効な支

出を行うワイズスペンディング（賢い支出）と

よく言われております。この賢い支出も、地域

によってはその態様がおのずと異なると考えて

おります。いずれにしましても商工観光労働部

は、県民の皆さんの仕事や雇用がちゃんと確保

され、幸せに暮らせるように、その条件整備に

努めることが仕事でありますので、その使命感

を持って、今後とも商工業の振興、特に地方の

宮崎県の商工業は大変厳しい状況にありますの

で、そういう視点から商工業の振興に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○萩原耕三議員 この話は長くなりますので、

時間が何ぼあっても足らないんですね。

次に移りますが、知事と副知事の特別職の服

務規程というのはありますか。ちょっと聞かせ

ていただけますか。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

知事、副知事については、勤務時間等を初

め、一般行政職員の服務規程は適用されており

ません。ありません。

○萩原耕三議員 知事、副知事の特別職の服務

規程、いろんな規則というのは全くないわけで

すよね。何時に出勤して何時に退庁しなさいと

いう時間は全くない。ところが、県民というか

市民の皆さんはそうは思わないんですよね。自

治法を調べてみますと、「知事とは」というの

は書いていないんです。「普通地方公共団体の

長は」と、こう書いてあるんですね。「普通地

方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事

務を管理し及びこれを執行する。」と。知事、

副知事の仕事は、宮崎県地方行政をいろいろ管

理して、これを執行するのが知事、副知事の仕

事で、何時から何時まで仕事をしなさい、県庁

の職員と同じように出勤しなさいとは一行も書

いていないんです。ですから、あるテレビなん

かでは、東京都知事は大半が自宅で仕事をし

て、都庁に登庁するのは週に２回程度という話

が１回流れました。副知事も割と８時半ごろ出

勤していますよね、まじめな方で。形から入っ

ているんでしょうけれども。

県の各部というのは、民間会社で言えば事業

部制と一緒なんですよね。結局、部長にほとん

どの権限を―議会で予算が決まれば、部長の

仕事でほとんどできるんですよね。あえて言え

ば、危機管理用の連絡先だけぴしゃっととって

おけばいいわけです。県の職員が勤務中に、極

端なことを言えば、ゴルフに行っておろうが、

行楽でどっかに行っておろうが、危機管理のと

きにぱんと、何かあったときにすぐ連絡がとれ

て、ぱっと指示できるような体制に整えておけ

ばいいということです。公務が入っておれば別

ですよ。例えば部長会にいろんな総合計画をや

りましょう、そういう公務が入っておるときは

別として、ふだんそういうことがないときには

フリーハンドですから、どういう時間の使い方

をしようが、東京都知事みたいにやっても構わ

ないわけです。ところが、多くの県民、私もそ

う思っていますが、知事が朝９時ごろ出勤し

て、副知事は８時半に出て夕方まで仕事をして

おると、ああ、まじめな知事であり、まじめな

副知事だ。テレビに出れば、どうしたものよ

と、こうなるわけです。その辺を多くの県民の
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皆さんが知るということも大事じゃないかな

と、こう思います。

自治法第149条に８項目ぐらいあります。知事

の管理し執行する仕事というのが掲げてありま

す。このぐらいのものでしょう。皆さんいつか

自治法を見ていただければわかりますが……。

そういう意味からすると、知事と副知事という

のは、我々議員と一緒で、どっちかというと時

間はオープン、自分の必要な時間に県庁に出て

きて執務すればいいということになるわけで

す。そういうことも私はあえて今回は言わせて

いただいて……。

そこで、きょうは、さっき昼の時間に、東京

のフジテレビで、古賀自民党選対本部長が、東

国原宮崎県知事に出馬の要請に出かけるという

ことが、テロップで流れたそうです。これは知

事がどう考えていらっしゃるかわかりません

が、やっぱりトップになると、鎌倉時代の５代

執権の北条時頼という方が出家する際に詠んだ

言葉があるんです。「心こそ 心迷わす心なれ

心に心 心許すな」、これは心ほどやっかい

なものはないということです。今、議会で知事

の退職金を半額にするというのでいろいろあ

る。半額にすると言うから半額にすればいいわ

けですよね。どっちかというと。ところが、そ

れでもいろいろ出ると心が揺れるわけです。ま

た、東京のほうの自民党の選対本部長が来ると

いえば、これもまた心迷わす問題です。あるい

は、これはガセネタか何かわかりませんが、知

事をしながら総務大臣を兼務できるわけですよ

ね。そういう話もあるのかなと。手土産ですか

ら、手ぶらでは来られんでしょう。それなりの

話を知事に持ってこられると思いますから、心

が揺れないように、「心こそ 心迷わす心なれ

心に心 心許すな」、ひとつ頼みます。次の

質問に入りますが、答弁いただければ、古賀選

対本部長に会う前に一言何かありますか。

○知事（東国原英夫君） 古賀選対本部長がお

越しになるということは伺っております。な

ぜ、どんなお話の内容でということは伺ってお

りませんので、今、ここで心が揺れることはご

ざいません。

○萩原耕三議員 議会というところは、本音で

言うと何もかもすぐたたくところです。建前論

でいかなきゃいけないものですから、形から入

るわけですね、いつも。だからどうも、余りお

もしろみがない。本音を言うと、いつかの愛の

むちの運動じゃないけれども、愛のむちを容認

したのか、暴力に賛成したのかということにな

りかねませんので、建前論でその程度でいいで

しょう。

次に進みます、時間がありませんから。人事

行政について総務部長に伺いますが、全部はお

伺いしません。一般職はいいとして、試験研究

機関の職員の異動について、どのように考え

て、どのように取り組んでいらっしゃるかが一

つ。

もう一つ、ついでに聞きます。博士号を持っ

ている人たちが何人ぐらいいらっしゃるか、そ

の処遇はどういう処遇をされているかお伺いし

ます。

○総務部長（山下健次君） 職員の人事ローテ

ーションということで申し上げますと、基本的

なサイクルは３年ということでございますが、

お尋ねの研究部門等の職員、あるいは農業改良

普及の職員、こういった高い専門性をもって対

応すべき職員につきましては、通常よりも在任

期間は長くいたします。そしてさらに、担当す

る業務の進捗状況等も十分把握した上で、異動

による支障のないように配慮しているところで
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ございます。

さらに、博士号を持っている職員ということ

でございますが、今、知事部局に全部で27名お

りまして、そのうち試験研究機関に20名が在籍

しているという状況でございます。

○萩原耕三議員 総務部長、民間のように試験

とか研究機関に膨大な予算と膨大な時間をかけ

るのは難しいかもしれないけれども、宮崎県の

産業の分野、ぜひ優秀な人材を、ある程度時間

をかけてじっくり―聞くところによると相当

優秀な方も、ヘッドハンティングじゃないけれ

どもされているようでありますから―いい職

員が育つように、そういう形をとっていただけ

ればありがたいと思います。

同時に、都城にある木材利用技術センターな

どの場合は、東大の名誉教授の有馬先生が来ら

れておりますけれども、その後、ヘッドハン

ティングというか、相当優秀な職員の皆さんを

登用する予定がありますか。考え方があります

か。

○総務部長（山下健次君） 基本的には、高度

で専門的な知識を有する方については、木材利

用技術センター以降も、例えばＩＴの管理者を

採用しているところでございますし、今後、そ

ういった職務上の必要性が出てくれば幅広くと

らえたいと思っております。

○萩原耕三議員 これは各部長にお伺いした

かったんですが―簡単ですからお聞きしま

しょうかね。環境森林部長、そして商工観光労

働部長、農政水産部長、専門の分野でそういう

方々に今後対応していく考えがあるかどうかお

尋ねします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部に

おきましての民間からの人材登用についてでご

ざいますけれども、本県の豊富な森林資源等に

係る喫緊の課題に迅速に対応するために、高度

で専門的な知識・経験を有し、かつ早期に研究

成果を出すことのできる人材を確保することが

重要であるというふうに考えております。この

ため、今後とも必要に応じて民間等からの外部

招聘を検討してまいりたいと考えております。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 商工観光

労働部では、試験研究機関として、工業技術セ

ンターと食品開発センターを所管しておりま

す。これらの機関が研究開発の成果を上げるた

めには、民間等の高度な技術やノウハウを持っ

た人材を活用することは非常に大切であると考

えております。工業技術センターでは、今年

度、任期つきでありますが、民間での豊富な経

験と実績を持つデザイン専門の職員１名を採用

しております。さらに、民間企業や大学等、外

部との共同研究も積極的に進めているところで

ありまして、さまざまな分野で成果を上げてい

るところでございます。さらに加えまして、外

郭団体として、技術支援など民間企業の活動を

サポートする県産業支援財団も所管しておるわ

けでございますけど、ここでは民間出身のコー

ディネーター７名を配置し、県内民間企業の商

品開発等に活躍していただいております。今後

ともいろいろ工夫をしながら、民間の高度な技

術やノウハウ、優秀な人材の活用を図ってまい

りたいと考えております。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部で

は、平成12年度から５年間、総合農業試験場に

おきまして、遺伝子工学分野と天敵利用分野に

すぐれた実績を有する客員研究員を合計４名招

聘したところであります。その結果、ピーマン

等の優良品種の開発とか、昆虫による防除技術

など、農薬を使用しない環境保全型農業の進展

に結びつくとともに、県職員の研究意欲や技術
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の向上にもつながったものと考えております。

また、総合農業試験場などでは、これまで地

元の大学や民間企業との共同研究を行ってまい

りましたが、昨年設置しました農水産業温暖化

研究センターでは、大学や産業界の代表で構成

しますアドバイザー会議を設けまして、より専

門的な見地からのアドバイスや技術開発のコー

ディネートをいただくなどの新たな取り組みも

進めているところであります。大学や民間の力

を農水産行政に活用することは大変重要であり

ますので、引き続き、このような取り組みを推

進してまいりたいと考えております。

○萩原耕三議員 ぜひ力を入れていただきたい

と思います。特に、いつも言われることです

が、本県は農業が基幹産業ですから、農業の一

番弱いところは、みずからが値をつけられない

というところなんですよね。全部買い手相場、

ほとんど買い手相場。ですから、これを売り手

相場になれるように、農商工が連携して―全

部が全部というわけいきませんよね。そのうち

２割でも３割でもいいから、農商工連携をとっ

て、農産物を１次加工なり半製品なりで、みず

から値をつけて商いができるような農業に向け

て、ひとつ農商工の連携をいい人材を集めて

やっていただきたいということを要望しておき

ます。

次に、土木行政について伺います。

我が田に水を引くわけじゃありませんが、引

く前に、宮崎県下の県道の整備事業において収

用裁決を申請した実績がありますか。そしてそ

の収用、一言で言えば、俗に言う強制執行です

よね。どのくらいの時間がかかるのかお尋ねい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、県道の

整備事業におきます収用裁決申請の実績につい

てであります。最近の10年間で見てみますと、

収用委員会に収用裁決申請を行った件数は９件

でありまして、そのうち３件は手続途中に任意

取得ができたことにより取り下げております。

したがいまして、残りの６件について収用裁決

が出されたところであります。

次に、収用裁決が出るまでに要する期間につ

いてであります。期間につきましては、事案ご

とに異なりますので一概には申し上げられませ

んけれども、裁決申請してから裁決が出るまで

おおむね９カ月程度を要しております。しかし

ながら、争点が多く、当事者双方が意見書を提

出し主張を繰り返すなどの特殊な事情があれ

ば、さらに多くの期間を要することとなりま

す。

○萩原耕三議員 都城の中心を走っている10号

線があります。そこから御池都城線、いわゆる

御池のところに県道が走っているわけです

が、10号線から御池に至るまでの間が、いわゆ

る県道御池都城線であります。この取りつけ

口、いわゆる10号線のところからわずか70メー

トルぐらいの間ですけれども、これは都市計画

決定されたのがもう３年前です。地権者は２人

だと私は記憶しておるんですけれども。その道

路から北側が、宮崎に住んでいらっしゃる方の

駐車場、一方が都城のテナント、言うなら貸し

ビルですね。この２件なんです。これが、都市

計画されて３年なのに、そこに入っているたな

子さんたちも、店が古くなっているから改造し

たくてもできない。そして、あそこはヘビがカ

エルをのみ込んだような格好なんですよね。10

号線の取りつけ口のところが細くて、わずか５

メートルから６メートル。中のほうは結構広い

んです。あの道路は、山田から志比田から入っ

てくる方々が、ほとんどあの道路に入ってくる
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わけです。いわゆる中心街に入ってくるわけで

すね。これはどうしても急いでいただきたい。

これは、もう亡くなられた前の県会議長、西川

さんの時代からずっとやってきて、３年前に

やっと都市計画決定されて、みんな地元が喜ん

でいたのに、今でも遅々として進まない。非常

に地元の皆さんがじだんだを踏んでいらっしゃ

います。いつ収用委員会にこういう手続がとれ

るのか、実情をちょっとお聞かせいただきたい

と思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 県道御池都城

線の整備についてであります。御質問の事業箇

所は、中心市街地へのアクセスの強化及び安全

な交通の確保等を図ることを目的に、平成18年

の４月に都市計画道路中央西通線として計画決

定をいたしております。その年の10月に事業認

可を受けまして、街路事業として整備に着手し

ているものであります。これまで、関係地権者

と用地交渉を続けてまいりましたが、現在にお

いても合意には至らず、事業進捗が図られてい

ない状況にあります。この箇所の整備は、私ど

もとしましても、都市計画上、必要不可欠なも

のでありますので、どうしても任意取得ができ

ない場合は、土地収用法による用地取得も選択

肢の一つとして考えられますが、現時点では、

事業の協力が得られるよう粘り強く交渉してま

いりたいと考えております。

○萩原耕三議員 粘り強くがもう３年になって

おるわけですね。交渉事ですから、「どうして

も対応できなければ、県としてはもう土地収用

法、いわゆる強制執行をやらざるを得ないんで

すよね」というところぐらいは言わなきゃだめ

ですよ。一方の言うことを聞いてみると、「全

く同じ条件の駐車場をあの中心街に見つけろ」

と言うそうです。私の友達が駐車場をやってお

るんです。50台分ぐらい持っておる。駐車場に

も交渉に来たそうです。「ここを売っていただ

けませんか」と。ところが、その駐車場を経営

しておる人は、「建設会社とその駐車場の収入

で生活しているから、とてもじゃないけれど

も、少々高かろうが売るつもりはありませ

ん」、こうくるわけです。後はないんです、そ

ういうところは。全く無理難題を言っておるわ

けです。という話です、聞くところによると。

これは本音を余り言うとすぐいろいろ言われる

から、建前で言いますけれども、「交渉を一生

懸命やってみます」と言うけれども、やっぱり

ある程度時間を切っていただいて、例えば、

「本年度中、話が難しかったらこういう方向に

行きます」ぐらい……。本音を言うたらまずい

のかな、県土整備部長。

○県土整備部長（山田康夫君） 現時点では、

例えば今年度中とかいうことはまだまだお答え

できかねると思っております。先ほど申し上げ

ましたように、協力が得られるように粘り強く

交渉してまいりたいと思っております。用地交

渉の進捗状況、中身を我々もしっかり見きわめ

ながら、それを踏まえる必要があるものと認識

しております。

○萩原耕三議員 土地の買収というのは大変だ

と思うんですよ。県の若い職員が悪いとは言い

ませんよ。こういう交渉事というのは、順々に

大物が出てくると、話は大体前のほうに行くん

ですよ。その辺を考えて。そうでないと周り

が、「県のすることはどういうのろいもんよ」

と、こういう評価になるわけです。ですから、

ひとつ何とか年内にそういうめどを立てていた

だいて。それと、強制執行した場合には、買い

たたかれるというイメージがあるんです。だか

ら、「それじゃないんですよ。正常な値で買収
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に入るんですよ」ということもちゃんと言い含

めながら、交渉をぜひ進めていただきたいな

と、こう思っております。

「ぬかにくぎ」みたいで、何となく寂しいん

ですけれども……。あれは地元だけじゃないん

です。あの先のほうには、東側には交流プラザ

とかデパートだとか商店街がありまして、商店

街のためだけじゃないです。多くの17万市民が

一番利用するところですから。交通安全のため

に、電柱の横に隠れるんです、あそこは５メー

トルしかないから。電柱というのは意外と役に

立つんじゃなと思ったりするんですけどね。と

ころが、電柱と車の間に挟まれたらサンドイッ

チですから、どうにもならんのですけれども。

そういう狭い道路ですから、なるだけ急いで

やっていただきたいと思います。できたら部長

が直接、一回見に行ってみてください。そこで

後光を照らしていただくと大分違うと思いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 私も現地は確

認しております。やはり事業を進める必要性が

あると十分認識をいたしておりますので、土木

事務所の職員にも頑張るように、また指導して

いきたいと思っております。

○萩原耕三議員 少し言い過ぎたところがあり

ましたから、お許しいただきたいと思います。

次に、教育行政について、また渡辺教育長と

やりたいんですけれども、わずか４分しかあり

ませんから、多くは話せませんけれども。

中高一貫教育、あるいは連携教育とかいろい

ろありますけれども、「廃校」と言うと聞こえ

が悪いけれども、「小中一貫教育で非常に教育

の行き届いた」と言うと、地元の皆さんも納得

するのかな、なかなか教育委員会は知恵者がそ

ろっておるなと思っておるんです。中高一貫

校、泉ヶ丘が来年からですよね。今、西高が

やっている、五ヶ瀬がある。中学校１年生の生

徒と高校３年生というのは、体格的に大人と子

供だと思うんです。部活とかいろいろな休み時

間だとか、そういう事故等を非常に心配するん

です。一貫教育のメリットの部分だけいつも聞

くものですから、デメリットの部分も話してい

ただくとありがたいと思うんです。

○教育長（渡辺義人君） 中高一貫教育校につ

いてのお話でありますけれども、まず、今御心

配の点の部活動とか体育とか、そういった年齢

差があるということに対して、現場でどのよう

な配慮をしているかということでお答えさせて

いただきますと、今御案内のありました宮崎西

高と附属中学校とか五ヶ瀬中等教育学校ですけ

れども、体育の授業では、活動場所や時間帯の

重なりをできるだけなくすとともに、部活動で

は、事故やけがが発生しないよう練習内容を工

夫しているところであります。また、心の成長

に応じて相談を行うために、カウンセリング室

としての機能をあわせ持つ保健室を中学校と高

等学校別に設置するなど、発達段階の違いに配

慮した学校運営に努めているところでありま

す。また、学校運営や日常の指導に当たりまし

ても、中学生と高等学校生の発達段階の違いに

今後とも留意しながら、きめ細やかな配慮を

行っていくことが必要である、このように考え

ております。

それから、非常に耳ざわりがいいといいま

しょうか、中高一貫と言えば何でも許されると

いうような趣旨の御発言だったかと思いますけ

れども、中高一貫教育のメリットと言われると

ころは、要は中高の６年間を通じて安定的に学

力向上が図られるということが１点あろうかと

思います。それから、中高の６年間の継続した
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生活を通じて生徒の心理的な落ちつきが見られ

る、こういったところが代表的なメリットかな

と思います。一方で課題として考えられますと

ころは、同じ集団が６年間一緒に過ごすという

のは、五ヶ瀬もそうでありますけれども、クラ

ス数にもよりますけれども、そういったところ

で友達関係が固定化されるのではないかなとい

うふうな懸念があります。それから、高等学校

に進学する場合は、通常は受験ということにな

りますけれども、受験がないことによる新鮮味

が薄れるとか、あるいは中だるみ感が出ると

か、こういったところが課題として考えられる

のかなと。しかし、それを補って余りあるメ

リットがあるのではないかなと思っておりま

す。

○萩原耕三議員 時間がたつといろんなことが

起こるだろうと思うんです。ないことはない、

必ずあるんですよね。あるから歴史がつくられ

るわけでありまして……。

この前の議会のときもお話ししましたけれど

も、子供たちが切磋琢磨する機会、そして私ど

もの育った時代は子供の縦社会でした。言うな

らば、小学校６年ぐらいに、表現が悪いです

が、餓鬼大将がいて、その下にずっと序列が

あったものです。ですから、上のお兄ちゃんた

ちが下の子供たちに、いろんな社会の出来事、

こうあるべきだ、あああるべきだということを

教えてくれておりました。今の学校はどっちか

というと横社会です。４年生は４年生、５年生

は５年生で集団を組んで遊んでいるというか、

徒党を組んでおるというか。それが今度は小中

一貫教育とか中高一貫教育になると、かつての

縦社会、子供たちが子供たち同士で縦社会の中

で必要なことを教えていくのではないかなと、

期待もしておるんです。切磋琢磨という面でも

期待もしているし、思いやる気持ちも育ってく

るだろうなと、こう思っておるんです。

一方で私は、いつも議会のたびに、委員会の

たびに言うんですけれども、教育長、やっぱり

「教員」という呼び方はよくないですね。教育

基本法では教員なんでしょうけれども、そっち

では教育基本法で教員だろうけれども、宮崎県

は先生に対しては「教師」という呼び方をして

―なぜ私はそういうことにこだわるかという

と、やっぱり形、通常言う呼称で人間というの

はできていくんですよ。全県民の皆さんが、先

生に対して教師だという、いわゆる尊敬とかそ

ういう気持ちを持てば、先生も資質が上がると

思うんです。自覚も目覚めてくると思うんで

す。この前の―宮崎県の警察じゃないです

よ、ある別の県の警察で、窃盗犯を逮捕する警

察が窃盗して、取り押さえた高校生が「世も末

じゃ」とテレビに出ておりましたけれども。私

は、これはいつかまたやりたいと思うんですが

……。知の教育を優先するから、こういうこと

になるのだと思うんです。やっぱり徳を優先し

てやらなきゃいけない、こう私は思うんです。

知が何ぼ優秀になっても徳は備わらないんで

す。徳がすぐれてくると知が備わってくるんで

す。前の教育長は「同列です」と言うから、

「たまには順番を変えてみれば、知・徳・体を

徳・知・体か徳・体・知か」と、私はよく冗談

で言うんですけれども、やっぱり人間というの

は、目にすること、通常口にすることが、そう

いう形をつくっていく。時間がかかるんです

よ。ここには本物の先生ＯＢは河野議員がい

らっしゃいます。長友先生もいらっしゃるな。

これは本物の先生たちですけど、私どもは偽物

の先生ですよね。先生というのは終生、先生で

す。生涯、死ぬまで先生。ですから、そういう
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気持ちを含めて、教育委員会や教育庁を中心と

して、まず、「教員」という呼び方をやめて

「教師」という呼び方に変えていただければあ

りがたいと思うが、ちょっと答弁、時間があり

ません。どうぞ。

○教育長（渡辺義人君） 形から入らせていた

だきますと、学校教育に携わる者の呼称といた

しまして、法令上は「教員」や「教諭」などが

用いられておりますが、一般的な呼称として

「先生」や「教師」という言葉も使われており

ます。御指摘の「教師」という呼称は、教育の

プロフェッショナルとして職務に誇りを持ち、

他者より尊敬される人物であるという、高潔で

情熱のある深い響きを持つ言葉であると考えて

おります。そのような意味で、私は、教育に携

わる一人一人の教職員が、子供たちの存在のと

うとさや、保護者、地域社会の思い、願いを理

解し、教育に夢とロマンを持って、子供たちに

限りない愛情を注ぎ、深い感動を与えることが

できる、まさに教師としての自覚を常に保持し

ていただきたいと思っております。

日常的に「教師、教師」と呼ぶことについて

は、呼ばれて本人がくすぐったいなという気持

ちになる方もいらっしゃるかもしれませんけれ

ども、ことしの新規採用の教員の皆さん方への

あいさつの中で申し上げたんですけれども、先

ほど申し上げましたように、「あなた方は教育

のプロフェッショナルである。したがって、常

に教師としての自覚を持って、子供たちに限り

ない愛情を注いで育ててくれ」と、そういった

ことを私は申し上げたところでありまして、議

員御指摘の教師という趣旨は、今後ともいろん

な場面で生かしていきたいと思います。以上で

あります。

○萩原耕三議員 最後にお願いですけれども、

通常は、例えば渡辺先生でいいんですよ。大重

先生でいいんですよ。ただ、教育長という立場

になると、いろんなところでお話ししたり、あ

るいは指導主事の皆さんに話す機会が多いで

しょう。そんなとき、まとめて言うときに「教

師の皆さんは」というふうな言い方をしてくれ

ということを言っているわけです。個人的に

―ここに丸山議員がいますが―「丸山教

師」と言う必要はないんです。「丸山先生」で

いいんです。そういうことに教育長が率先して

やっていただくと、先生たちの質も大分変わっ

てくるんじゃないかなというささやかな期待を

込めて、質問を終わります。以上であります。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第１号から第17号まで並びに報告

第１号及び第２号、及び請願委員会付託

○中村幸一議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第17号まで、並びに報告第１号及

び第２号の各号議案について、質疑の通告はあ

りません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせします。あす24日

から29日までは、常任委員会並びに特別委員会

等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、６月30日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後２時39分散会
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21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）
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40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）
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43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）
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財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

公 安 委 員 長 田 代 知 代

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一
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◎ 常任委員長審査結果報告

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

議案第１号から第17号まで並びに報告第１号

及び第２号の各号議案、並びに請願第19号から

第24号まで、及び継続審査中の請願を一括議題

といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、髙橋透委

員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり決定いたしました。な

お、議案第６号及び報告第１号については賛成

多数により、その他の議案及び報告については

全会一致により決定いたしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第６号「知事の退職手当の特例に

関する条例について」であります。

このことについて当局より、「知事マニフェ

ストにおいて知事の退職手当の見直しを掲げて

いること、及び厳しい社会経済情勢下におい

て、県を挙げて行財政改革に取り組んでいるこ

と等を考慮し、知事の今任期に係る退職手当の

額を50％減額するものである。公布予定日は７

月７日で、現知事に限り適用される。仮に、公

布日前に現知事が辞職される場合は、この条例

は現知事には適用されない」との説明がありま

した。

このことについて、委員より、「任期を全う

するには残り１年７カ月余を残しており、諸情

勢を勘案するため、今定例会で結論を出すので

はなく、時間をかけてもいいのではないか」、

また別の委員より、「知事の出処進退が不透明

な状況にある中、条例を施行しても意味がある

のか」、さらにほかの委員より、「退職手当等

をカットする昨今の風潮は、ポピュリズムであ

り民主主義が根づいていないのではないか」等

のさまざまな意見が出されました。

また、他の委員より、「一般的に退職手当

は、生活保障としての給与の後払いや勤続報償

という意味を有していることから、知事退職手

当の審査に当たっては、７月１日公表予定の知

事の資産報告書や９月末公表予定の政治資金収

支報告書とともに、知事退職手当を減額または

不支給としている他道府県の調査を行う必要が

ある。県内市町村長の退職手当への影響等も含

め総合的に勘案して判断していく必要があり、

継続審査とすべきである」との意見がありまし

た。

当委員会といたしましては、マニフェストを

掲げて当選された知事が、自身のマニフェスト

に基づき提案された議案は、尊重すべきである

とし、賛成多数で可決いたしました。

次に、議案第11号「市町の配置分合につい

て」であります。

このことについて当局より、「清武町を廃

し、その区域を宮崎市に編入する編入合併であ

り、合併の期日は、平成22年３月23日である。

現在12名の清武町の議員に在任特例を適用し、

宮崎市の議員の任期である平成23年４月30日ま

で、引き続き宮崎市の議員として在任する。そ

平成21年６月30日(火)
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の後は、現在の宮崎市議会議員の条例定数であ

る46名の議員定数となる予定である」との説明

がありました。

このことについて、委員より、県議会議員の

選挙区について質疑があり、当局より、「合併

がなされた場合の県議会議員の選挙区は、原則

として、宮崎郡は宮崎市選挙区となる。ただ

し、合併特例法による特例規定により、合併の

日から次の一般選挙の任期が終わるまでの平

成27年４月29日まで、従来の選挙区とすること

もできる。なお、特例を適用するためには、県

議会において従来の選挙区を残すための特例条

例を定め、合併の日までに施行しておく必要が

ある」との答弁がありました。

次に、議案第13号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第３号）」であります。

この補正予算のうち、経済・雇用対策とし

て、老朽化した公用車を低公害車に更新するこ

とについて、委員より、「経済・雇用対策は、

県民の暮らしに直接手当てされるべきものであ

り、緊急性が高いのか」との質疑があり、当局

より、「公用車については、厳しい財政状況か

ら更新基準を大幅にオーバーして使用している

状況にある。本来であれば、来年度予算で県の

一般財源から捻出しなければならないところを

半年前倒しして、低炭素社会の実現等のため、

国より新たに措置された経済危機対策臨時交付

金を活用するものである。低炭素社会に向けた

取り組みとともに、すそ野の広い自動車産業の

支援になり、経済対策にもつながるものと考え

ている」との答弁がありました。

これに対し、別の委員より、「県の公用車を

国の財源を活用して低公害車、低燃費車に更新

することは必要である。今後は、全公用車960台

余の維持管理費や台数の適正化についても検討

していただきたい」との要望がありました。

次に、付託外案件として、当局から報告のあ

りました「行政機関設置条例に係る土木事務所

の再編案について」であります。

今回の土木事務所再編に伴う人員削減効果

が10人から20人程度、人件費等を含めた財政負

担が年間１億円程度であることについて、複数

の委員より、「厳しさを増す財政状況を踏ま

え、行財政改革の推進は県行政に課せられた大

きな課題である。行財政改革の取り組み状況に

おいても、平成23年度には、知事部局を初めす

べての部門の総職員を平成17年度に比べ1,000人

の純減を目指している。約30年前、松形知事の

際に検討された土木事務所再編案に比べても規

模が小さく、コスト削減幅が小さいのではない

か」との質疑があり、当局より、「土木事務所

に関しては、昭和25年以来、約60年にわたり現

在の体制のままであるが、その間の道路交通網

の整備で移動時間は大幅に短縮され、また情報

通信技術の飛躍的な進展により情報伝達手段等

も格段に進歩していることから、再編案を検討

したが、串間及び高鍋土木事務所存続に関する

請願が県議会で採択されたことを十分踏まえ、

また、地元市町村からの強い要望もあったこと

から、地元の危惧されている災害等緊急時の対

応や住民サービスの確保に留意して、当初案に

ついて可能な限りの見直しを行ったところであ

る。

具体的には、総務部門、建設改良部門は本所

に統合して一元化、また、住民サービスや安全

・安心の確保が図られるよう、維持・保全部門

は出張所として旧土木事務所に残すこととし

た。また、住民サービス確保の観点から、日常

生活に密着した道路・河川等の保全業務や各種

申請の受付等は置き、住民の皆様へのサービス

平成21年６月30日(火)
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はこれまでと変わらないよう努めていく。さら

に、新たな行政課題等への対応として、公共事

業の品質確保等の課題に対応するとともに、事

務所内の計画・調整機能強化のため、「技術調

整課」をすべての各土木事務所に新設すること

により、事務所内での横断的な業務執行が可能

になる。なお、再編に伴いスクラップした部分

だけで言えば、人員削減効果としては30名か

ら40名、年間２億～３億円程度の財政負担の縮

減幅となる」との答弁がありました。

さらに、別の委員より、「地元の皆さんの不

安が大きいようだが、もう少し検討期間を置い

てはどうか」との意見があり、当局より、「来

年４月の再編に向け準備をしてきており、再編

に伴うさまざまな準備を考慮すると、９月定例

会では間に合わない。地元の方々の御意見や請

願の趣旨を踏まえ、可能な限り見直しを行っ

た。今後とも、地元にはしっかり説明をしてい

きたい」との答弁がありました。

このことについて他の委員より、「当初再編

案では、高岡・串間・高鍋の各土木事務所は３

年間を目途に全面廃止という案だったものを、

地元からの請願を県議会が採択したことを受

け、３事務所とも出張所として存続し、道路や

河川の保全、各種申請の受付は残し、計画・調

整機能を強化するため技術調整課を設置すると

いうことで、可能な限りの見直しを行ったこと

は評価したい」との意見がありました。

次に、委員より、「人員削減に伴い新たに退

職希望を募ることはないのか」との質疑があ

り、「来年３月末の土木職で見ても定年退職者

が21名予定されており、そのほかに希望退職者

もあるので、通常の退職・採用の中で対応可能

である」との答弁がありました。

次に、出先機関の総合事務所化による人員や

経費の削減効果について質疑があり、当局よ

り、「総合事務所化した場合、中部地区で300人

程度、東臼杵地区で350人程度となり、本庁の部

を超すような規模となり、組織管理が困難にな

ることや、県税、福祉、土木、農政等の各部門

で事務所単位の所管区域が異なることとなるの

で、各事務所に同じ権限が与えられないこと、

また、事務所の組織が大規模になると、本庁と

の命令系統と事務所内での命令系統と二重にな

ること等の問題がある。さらに、他県において

は、総合事務所へ移行したものの、またもとに

戻すところもふえている。所管市町村が減って

きて、市町村への権限移譲が進むなど、状況が

変化しているため、直ちに出先機関の形を大き

く見直すのは難しい」との答弁がありました。

これに対し、複数の委員より、「土木・農政

部門等が総合事務所化されれば、利用する県民

の立場からいえば、利便性が高くなることは間

違いない。組織管理、命令系統、所管区域など

細かい問題点はあるかもしれないが、将来的に

地区ごとの職員数削減目標を定め、県民サイド

から利便性の高い総合事務所も検討しながら、

職員数削減などの行財政改革を進めていただき

たい」との要望がありました。

最後に、「県民政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第９

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、厚生常任委員会、長友

安弘委員長。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。
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今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外７件及び新規請願５件の計13件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願２件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の一般会計補正予算は、平成20年度に造

成や積み増しした宮崎県妊婦健康診査支援基金

など各種基金を原資とした事業等による13

億7,300万円余の増額補正、及び国の平成21年度

補正予算成立を受けて、新たに自殺対策を目的

とした宮崎県地域自殺対策緊急強化基金の造成

などによる９億3,600万円余の追加の増額補正と

なっております。この結果、福祉保健部の補正

後の一般会計予算は834億5,600万円余となって

おります。

このうち、福祉・介護人材確保特別対策事業

についてであります。

これは、福祉・介護職を目指す学生や、資格

を有しているが就労していない方、主婦層など

の新しく就労を目指す方などに対し、それぞれ

の状況に応じた適切な支援を行うことで、福祉

・介護人材の確保を図る事業であります。

このことについて、委員より、福祉・介護の

人材の状況について質疑があり、当局より、

「今後、高齢化が進むことから、福祉・介護人

材はより必要となってくるが、県内の介護福祉

士等養成施設８施設のうち、今年４月より２施

設が新規入学募集を停止し、残り６施設全体の

入学者も定員の５割を切っている状況である」

との答弁がありました。

さらに複数の委員より、「勤務環境・待遇が

厳しいと言われる介護職員等の離職率、常勤・

非常勤等の雇用形態別の給与などの実態を把握

して、人材確保のための施策に取り組んでほし

い」との要望がありました。

次に、宮崎県障害者自立支援対策臨時特例基

金についてであります。

これは、障がい者が地域の中で自立した社会

生活を営むことができる環境整備や、障がい福

祉サービス事業者の経営基盤の強化策等を講じ

ることにより、障害者自立支援法の円滑な実施

を図るものであります。

このことについて委員より、「３障がいの中

で、精神障がい者の就労支援が特におくれてい

る。地域住民への啓発等の地域生活移行を進め

るための体制づくりについては、行政主導で取

り組んでいただきたい」との要望がありまし

た。

次に、「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業に

ついてであります。

このことについて、委員より、福祉保健部と

県警本部との連携について質疑があり、当局よ

り、「昨年度より自殺未遂者について、本人の

承諾が得られれば、警察本部より情報提供を受

けて各保健所が、面接・訪問等の支援を行って

いる」との答弁がありました。

さらに委員より、「自殺未遂者についてしっ

かりとフォローを行い、自殺者の減少に向けて

取り組んでいただきたい」との要望がありまし

た。

次に、新型インフルエンザ対策事業について

であります。

これは、抗インフルエンザウイルス薬や感染

防護具の追加備蓄等を行うものであり、タミフ

ル、リレンザの備蓄量は今年度末までに20
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万7,300人分となります。

また、当局より、県内の新型インフルエンザ

患者の発生状況について報告がありましたが、

委員より、「他県において、風評被害や経済的

なマイナス面が出ているとの報道があり、本県

においても心配される」との意見に対して、当

局より、「県民の皆様には正しい情報を提供し

て、しっかり不安を取り除いていきたい」との

答弁がありました。

次に、次世代育成支援宮崎県行動計画につい

てであります。

現在、策定に向けて作業中である来年度から

の新たな５カ年計画について、委員より、「少

子化の問題等については、環境問題と同じよう

に子供のときから学習のテーマの一つにするな

ど、教育面においても検討してほしい」との要

望がありました。

次に、病院局所管の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は５億9,900万円余の増額補正であ

り、その内容は、高度救急医療及び周産期医療

体制の維持拡充を図るための医療機器の更新、

新設に要する経費であり、補正後の資本的支出

は49億4,300万円余となります。

次に、「肝炎対策のための基本法の早期制定

を求める意見書」の提出についてであります。

ウイルス性肝炎は、本人が感染を自覚しない

ことが多いため、感染した状態が放置され、重

篤な病態を招くおそれの高い国内最大の感染症

であり、全国で毎年４万人がそのために死亡し

ていると言われております。また、Ｂ型・Ｃ型

肝炎の感染原因の多くは、輸血、血液製剤の投

与、予防接種における針・筒の不交換等の誤っ

た医療行為などによるものと指摘されておりま

す。

このため国においては、平成20年から新しい

肝炎対策を推進するため、肝炎ウイルス検査の

推進を初め、インターフェロン治療における負

担軽減や肝炎研究などの取り組みが行われてい

るところでありますが、あくまで予算措置にと

どまっており、法的根拠に基づく恒久的対策に

はなっていないところであります。このような

ことから、国に対して肝炎対策のための基本法

の早期成立を要望するものであります。

当委員会としましては、この意見書の提出を

全会一致で決定したところでありますので、議

長においてよろしくお取り計らいいただきます

ようお願いいたします。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外、「福祉保健行政の推進並びに県立病院事

業に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、商工建設常任委員会、

宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件及び新規請願１件の計６件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第２号）」及び議案第13号「平

成21年度宮崎県一般会計補正予算（第３号）」
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についてであります。

このうち、商工観光労働部所管の補正予算に

ついてであります。

今回の補正は、一般会計で７億7,800万円余の

増額補正であり、その主な内容は、経済・雇用

緊急対策の実施に伴うものであります。また、

追加補正に係る補正は、一般会計で47億8,700万

円余の増額補正であり、その結果、補正後の一

般会計と特別会計を合わせた予算額は52 6

億3,600万円余となります。

このうち、宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例

基金積立金についてであります。

このことについて、委員より、「効果を早く

発現させるためにも、積立金に積み立てておく

のではなく、前倒しで予算化し、事業を実施す

べきではないか」との意見があり、当局より、

「市町村に対し説明会を行い、前倒しで基金事

業を実施するようお願いをしていきたい」との

答弁がありました。

また、別の委員より、「どう雇用を創出する

のかが重要であり、有効に基金を活用するため

に、どのような考えを持っているのか」との質

疑があり、当局より、「市町村に対して、他県

での先進事例を示しながら、基金事業の有効活

用を図っていきたい」との答弁がありました。

次に、九州新幹線観光バスルート実証実験事

業についてであります。

このことについて、委員より、「宮崎県に経

済効果が発生するような、メリットのあるルー

トづくりに取り組んでいただきたい」との意見

があり、当局より、「本県に至る観光バスルー

トについて魅力あるものにし、また、本県に宿

泊するということも目標にしながら、ルートづ

くりに取り組んでいきたい」との答弁がありま

した。

次に、県土整備部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で19億3,200万円余の

増額補正であり、その主な内容は、経済・雇用

緊急対策の実施や地域活性化・生活対策基金を

活用した県単独事業の増額に伴うものでありま

す。また、追加補正は、一般会計で31億8,100万

円余の増額補正であり、その結果、補正後の一

般会計と特別会計を合わせた予算額は90 9

億2,900万円余となります。

次に、議案第２号「宮崎県行政機関設置条例

の一部を改正する条例」についてであります。

本議案につきましては、県土整備部だけでは

なく総務部にも質疑を行うなど、慎重に審査を

いたしたところであります。

まず、当局より、「宮崎、高岡、日南、串

間、西都、高鍋の６土木事務所を、中部、南那

珂、児湯の３土木事務所及び高岡、串間、高鍋

については出張所に再編し、串間土木事務所の

港湾・漁港業務を油津港湾事務所に移管するこ

とに伴う条例の改正を行うものである」との説

明がありました。

このことについて、委員より、「出張所とな

る地域では、災害時において、従来と変わらな

い現場対応ができるのか」との質疑があり、当

局より、「住民の安全・安心な暮らしを確保す

るため、基本的には従来と同じような体制を組

んでいきたい。緊急施工工事についても、出張

所長に権限を持たせ、対応できるようにする」

との答弁がありました。

また、別の委員より、「串間及び高鍋土木事

務所の存続についての請願が採択され、半年し

かたっていないのに、今回の再編案の提出は性

急過ぎるのではないか」との質疑があり、当局

より、「請願が採択された後、土木事務所の存
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続と行財政改革の視点を踏まえつつ、土木事務

所の状況調査や総務部、関係機関とも協議等を

行った。災害時の対応や住民サービスの確保を

図るため、当初３年間の暫定的な設置であった

駐在所を、設置期限を定めない出張所として設

置することや、多様化する行政ニーズに対応す

るためにも、技術調整課を新設することなどに

ついて検討、見直しを行い、今回、再編案を提

出したところである」との答弁がありました。

また、別の委員より、「単に数を減らすこと

が行財政改革ではない。行財政改革を行うこと

によって、住民サービスが低下することがあっ

てはならない」との意見があり、当局より、

「厳しい財政状況の中で、できる限り住民サー

ビスに支障が生じないように、出張所を設置

し、引き続き、所管区域全体の管理・基盤整備

を進める方針で考えている。また、市町村・地

域住民の要望を受けとめた上で、スケールメリ

ットを生かすとともに、地域の実情を考慮しな

がら、新しい土木事務所の体制・人員配置を行

っていきたいと考えている」との答弁がありま

した。

さらに、別の委員より、行財政改革大綱2007

についても、「経済緊急対策により前倒しで事

業の実施を行っている中で、入札契約部署と発

注部署とを分離することが果たしてできるの

か」との質疑があり、当局より、「公告から落

札決定までの一連の業務の中で、発注部門と入

札契約事務とは密接に関係しているため、これ

らを分離すると事務の煩雑さなどが発生する可

能性があり、現在のところ検討すべき課題があ

るということで認識している」との答弁があり

ました。

このほかにも複数の委員より、「今回の再編

によって、出張所職員の心身的負担がさらにふ

えるのではないか」、また、「当初の再編案

は、現場の状況を踏まえて検討されたものでは

ないのではないか」など、多くの質疑や意見が

あったところであります。

一部の委員からは、長期的な観点から、行財

政改革の必要性を踏まえ、賛成との意見もあっ

たところでありますが、当委員会といたしまし

ては、行財政改革に関して決して反対するもの

ではなく、住民サービスの低下や地域間の格差

が生じることが懸念されること、串間及び高鍋

土木事務所の存続を求める請願が採択されてい

ること、また、その他さまざまな視点から審査

した結果、賛成少数により否決すべきものと決

定いたしたところであります。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件の外、「商工観光振興対策及び

土木行政の推進に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第９項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、環境農林水産常任委員

会、外山衛委員長。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号及び第13号「平成21年度宮

崎県一般会計補正予算」についてであります。
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今回の一般会計の補正は、環境森林部所管

で33億6,700万円余の増額であり、その主な内容

は、宮崎県環境整備公社が実施しているエコク

リーンプラザみやざきの浸出水調整池補強工事

に要する費用、また間伐等の促進や林業・木材

産業等の地域産業の再生のための事業等に要す

る経費であります。これにより、補正後の一般

会計予算額は258億6,400万円余となり、一般会

計及び特別会計を合わせた補正後の環境森林部

の予算額は264億4,700万円余となります。

このうち、県民の森施設整備事業についてで

あります。

これは、県西地域の観光拠点の一つとなって

いる「ひなもり台県民ふれあいの森」等におき

まして、施設のリニューアルによる利用の促進

と太陽光発電施設の整備により、地域の活性化

を図るものであります。

このことについて、委員より、「太陽光発電

施設をどこに設置し、どのように活用するの

か」との質疑があり、当局より、「ひなもり台

の場内に設置し、約５万キロワットアワーの発

電を想定している。ひなもり台の年間消費電力

量の約半分をこの太陽光発電で賄おうと考えて

いる」との答弁がありました。

次に、農政水産部所管の一般会計の補正は15

億9,000万円余の増額であり、その主な内容は、

農商工連携の促進、耕作放棄地の解消など構造

政策の推進に要する経費であります。これによ

り、補正後の一般会計予算額は421億9,400万円

余となり、一般会計及び特別会計を合わせた補

正後の農政水産部の予算額は427億7,400万円余

となります。

このうち、鳥獣害自衛体制緊急整備事業につ

いてであります。

これは、野生鳥獣の生態や被害実態等につい

て地域住民への理解を促すとともに、集落全体

の環境改善や効果的な防護さくの設置など自衛

体制の緊急整備により、野生鳥獣の効果的な被

害防止を図るものであります。

このことについて委員より、「被害防止さく

を設置することにより、逆に一たん集落に入り

込んだ野生鳥獣が山に帰れず、被害をこうむる

ことも考えられる。個体を減らす方法も一つと

思われるが、この野生鳥獣の被害は、農山村に

おいて深刻な問題であるという現状を御理解い

ただきたい。今後、環境森林部と連携して対策

を検討してほしい」との意見がありました。

次に、宮崎発・大地を活かす農商工連携ビジ

ネスモデル創出事業についてであります。

この事業は、企業等の農業参入を支援すると

ともに、企業と農業法人あるいはＪＡ等との連

携強化を促進することによりまして、宮崎発の

農商工連携ビジネスモデルを創出し、本県の農

業・農村の活性化を図ろうとするものでありま

す。

このことについて、委員より、「どのような

事業を補助の対象としているのか」との質疑が

あり、当局より、「農産物の高付加価値化等、

幅広い取り組みを対象とし、これから企業等の

農業参入の支援に向けて取り組んでいきたい」

との答弁がありました。

両部局とも、主に経済・雇用緊急対策の実施

に伴う補正でありますが、委員より、「現在の

経済・雇用情勢の厳しさを乗り切るための対策

を十分考え、今後さらなる積極的な予算を検討

するべきである」との要望がありました。

次に、議案第17号「宮崎県森林整備加速化・

林業再生基金条例」についてであります。

この条例は、地球温暖化防止に向けた森林吸

収源対策の推進、木材・木質バイオマス資源を
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活用した低炭素社会の実現を図ることを目的

に、間伐等の森林整備の促進や林業・木材産業

の再生に必要な事業を実施する財源として積み

立てるために、基金を設置するものでありま

す。

このことについて委員より、「この基金で整

備した設備について、基金終了後、設備の活用

がされなくなったということがないよう、活用

方法を十分検討していただきたい」との要望が

ありました。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第９項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、文教警察企業常任委員

会、横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第３号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、いずれも全会一致により、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第13号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第３号）」についてであります。

今回の補正は、国の平成21年度補正予算の成

立及び新たな経済・雇用対策の実施に伴うもの

で、教育委員会所管では、一般会計で１億3,700

万円余の増額補正であり、その主な内容は、校

務用パソコン維持管理費等に伴うものでありま

す。この結果、補正後の一般会計と特別会計を

合わせた予算額は1,152億6,900万円余となりま

す。

この校務用パソコン維持管理費について、当

局より、「県立学校においては、今年度中に校

務用のパソコンの配備をすべて完了する予定で

ある」との説明がありました。

これに対して委員より、「市町村立学校にお

いても、校務用パソコンの整備が早期に進むよ

う、引き続き必要な助言を行っていただきた

い」との要望がありました。

また、公安委員会所管では、一般会計で5,900

万円余の増額補正であり、その主な内容は、交

通安全施設整備事業等に伴うものであります。

この結果、補正後の一般会計予算額は29 4

億8,000万円余となります。

この交通安全施設整備事業についてでありま

す。

このことについて、委員より、「地域住民か

ら継続的に寄せられる信号機新設の要望に対し

て、どのような設置基準により対応しているの

か」との質疑があり、当局より、「事故の発生

状況や交通量、通学路の指定や住民の要望等を

踏まえて、緊急性、必要性の高い箇所から設置

をすることとしている」との答弁がありまし

た。

また、関連して別の委員より、「地域の切実

な要望に対して、設置の可否だけでなく、途中

経過についても情報提供を行うなどして、地元

とのコミュニケーションを密にしてほしい」と

の要望がありました。

次に、議案第14号「平成21年度宮崎県公営企

業会計（電気事業）補正予算（第１号）」につ

いてであります。

今回の補正は、ダム管理者の県土整備部が経
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済・雇用対策の一環として実施する、綾北ダム

関連工事に係る企業局負担分5,800万円余を増額

補正するものであり、補正後の資本的支出は23

億9,100万円余となります。

このことについて、当局より、「綾北ダムは

治水と発電の役割を持つ多目的ダムであり、企

業局の負担割合は、建設当時の費用負担に基づ

いている」との説明がありました。

これに対して委員より、「企業局の経営とい

う観点から、負担割合については、適宜精査を

行い、見直しについて検討する必要もあるので

はないか」との意見がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕 議案第２号「宮崎県

行政機関設置条例の一部を改正する条例」の内

容について、反対の立場から討論をさせていた

だきます。

高鍋土木事務所は、児湯郡の中心地に位置

し、人口７万5,000人を擁する東児湯５町を管轄

し、これまで道路、治水を初めとするインフラ

整備や建築行政など、地域住民の生活や企業活

動などに関する重要な役割を担っております。

また、延長32キロメートルにも及ぶ日向灘に面

した海岸線及び港湾の維持管理や、本県の大動

脈でもある国道10号やＪＲ日豊本線が縦断し、

多くの主要県道などがアクセスするという優位

な立地条件のもとで、その機能が十分かつ機動

的に発揮されています。

さらに、災害発生時などには、高鍋町に所在

する国土交通省宮崎河川事務所小丸川出張所や

児湯農林振興局、児湯福祉事務所、児湯教育事

務所及び高鍋保健所などの国及び県の出先機関

とともに、迅速、有機的な連携が図れる状況に

あります。

このようなことから、高鍋土木事務所が再編

された場合には、児湯地域の振興や土木行政の

拠点機能など、影響ははかり知れないものがあ

ります。特に、災害時における迅速かつ的確な

対応や、関係機関との円滑な連携などに困難が

生じ、防災対策などにおいても多大な支障が生

じることは明らかであります。

そしてもう一つ、串間市内に残る唯一の行政

機関である串間土木事務所、この再編も情報交

換や土木行政の推進に甚大な影響があります。

特に国道448号等の主要道路の崩落・災害時の迅

速な対応、地方港湾・漁港等の整備、河川改修

など、市民の安全・安心を確保する上から、再

編されることについては多大なる危惧が生じて

おります。

これまで県が示してきた行財政改革、また土

木事務所の再編案、今回提案された内容につき

ましては、一定の評価はするものではあります

が、現在、地域の関係機関及び議会内での協

議、審議、意思の疎通が成熟しているとはまだ



- 282 -

平成21年６月30日(火)

言いがたい状況です。よって、私は、この土木

事務所再編を含む条例改正案について、反対の

意を表明させていただきます。議員各位の御英

断を期待いたしまして、私の反対討論とさせて

いただきます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕 議案第６号「知事の

退職手当の特例に関する条例」について、賛成

の立場から討論をいたします。

この議案は、知事の退職金に関し、その50％

を削減するというものであり、東国原知事のマ

ニフェスト及び県行財政改革の一環として取り

組まれたものであります。確かに知事の退職金

は、知事の任期満了を前提といたしますと、現

行では4,166万4,000円、半額の削減ということ

になりますと、2,083万2,000円の減額というこ

とになります。この減額分は、結果としては、

一般財源に繰り入れられるものになり、確かに

県財政困窮の折であり、また首長の退職金の削

減が時代の流れであることを考慮しても、退職

金の半減については理解できるものでありま

す。

しかし、今回の議会のこの本会議、そして委

員会、先ほどの髙橋委員長の報告にもありまし

たが、そういったものの中でも、県内の他の市

町村長への影響、また知事の資産報告の公表を

待つべきだなどという反対や慎重な意見も数多

く出されました。

とはいえ、何といいましても、知事が任期満

了しないのではないか、知事が国政に転出して

しまうのではないかということについての疑念

・懸念が多く議会でも出されました。それは、

県民の皆さんの声を代弁したものでもあったの

だろうと思います。古賀誠自民党選挙対策本部

長が県庁を訪れて以降の県政界は、さまざまな

憶測、喧伝、そして何がしかの根拠を持ったよ

うな意味で語られるうわさなどで大きな混乱を

いたしております。各マスコミのアンケートの

みならず、私たちも直接、県民の皆様から多く

の声をいただいております。地元紙によります

と、知事の国政転出反対は63％、しかしなが

ら、知事の支持率は82.7％でございます。しか

し、私は、ここに知事に対する絞り出すような

県民の皆様の思いや声を感じるのであります。

宮崎のために頑張ってもらいたい、そういった

思いがこの一連の県議会での質疑でも集約され

ていたのではないかと思います。私はないと信

じておりますが、知事の辞職が間近いといった

ような話も乱れ飛んでおります。

しかし、この条例案は、先ほどもありました

とおり、公布の日をもって施行と定められてお

ります。同様の事例から考えましても、先ほど

委員長報告でもありましたとおり、７月７日の

県の公布の発効をもって施行するということに

なっております。そういたしますと、７月７日

までに、万一、知事が辞職をするということに

なりますと、この条例はだれにも適用されな

い、言ってみれば空条例になる可能性もあるの

であります。私たちも、それを含め、議会や委

員会の場で真剣に議論をさせていただきまし

た。そして、その結果として、制定された条例

が意味のないものになるとするならば、これは

東国原県政に大きな傷を残すことにもなりかね

ないと思っております。この件については、知

事にも、よくよく御理解を願いたいと思ってお

ります。

県民は言うに及ばず、多くの国民の皆さんが

知事の動向に注目をいたしております。私たち

は、これからもこの宮崎で生きてまいります。

この条例が知事の置き土産にならないことを切
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に願います。そしてまた、この条例を含め、今

までのマニフェスト実現を切磋琢磨しながら実

現していきたいと思っております。この条例は

そのためのかけ橋になるべきものであると信

じ、議員各位の賛成を切に願いまして賛成討論

といたします。以上で終わります。ありがとう

ございました。〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

今議会に提出されました報告第１号及び請願

の継続について、反対の立場から討論を行いま

す。

まず、報告第１号平成20年度宮崎県一般会計

補正予算（第６号）の「専決処分の承認を求め

ることについて」です。

同報告は、補正予算（第６号）において、歳

入歳出をそれぞれ10億3,343万9,000円を追加

し、予算総額を5,759億5,989万2,000円とする予

算専決です。

本来、予算を定めることは議会の権限であっ

て、予算の専決はごく限られています。災害時

の緊急な支出で議会を開けない場合や、地方交

付税、国庫支出金確定など税制上やむを得ない

場合です。今回、そういったものもあります

が、県民税や地方消費税など県税27億800万円の

追加をしています。本来、税収などについて

は、的確な把握を行い予算化して、県民施策に

生かすことが必要ですし、２月補正以降の増収

については、決算であらわし、翌年の予算編成

に生かすことが本来のあり方です。毎年の慣例

的な取り扱いとせず、改善を求めたいと思いま

す。

次に、請願についてです。

前回に引き続き継続審査との報告がありまし

た、請願第５号「後期高齢者医療制度の充実を

求める請願」、第９号「宮崎県中小企業振興基

本条例（仮称）の制定を求める請願」及び第11

号「障害者自立支援法の抜本的改善を求める請

願」について、採択を求めるものです。

後期高齢者医療制度は、開始から１年が経過

し、ますます制度そのものの理不尽さや不備が

指摘され、特に保険料の高いことなどが大きな

問題となっています。高齢者のだれもが安心し

て医療が受けられるように改善を図るのは、当

然のことです。

また、中小企業振興基本条例の制定について

も、地元の中小企業の経営の安定と活力の回復

が図られてこそ、地域経済の活性化、雇用の安

定、県民生活の向上につながるものです。

障害者自立支援法の抜本的改善を図ることも

喫緊の課題となっています。しかも、同請願

は、すべての会派が紹介議員となって議会に提

出されているにもかかわらず、今回さらに継続

審査とすることは、道理ある対応とは言えませ

ん。

いずれの請願も、県民の暮らしにとって本当

に切実な課題の請願です。こうした請願者の思

いを十分に受けとめ、その願いにこたえること

は県議会の役割ではないでしょうか。請願者の

意思を十分に尊重して、今議会での採択を強く

求めるものです。

以上述べまして討論といたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第２号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議案第２号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は否決で
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ありますので、原案について採決いたします。

原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立少数。よって、本案は否

決されました。

◎ 議案第６号採決

○中村幸一議長 次に、議案第６号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 報告第１号採決

○中村幸一議長 次に、報告第１号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は承認で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり承認されました。

◎ 議案第１号、第３号から第５号まで

及び第７号から第17号まで、並びに

報告第２号採決

○中村幸一議長 次に、議案第１号、第３号か

ら第５号まで及び第７号から第17号まで、並び

に報告第２号の各号議案について、一括お諮り

いたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決または承認であります。委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決また

は承認されました。

◎ 請願第21号から第24号まで採決

○中村幸一議長 次に、請願第21号から第24号

までについて、お諮りいたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉

会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第５号及び第11号について、一括

お諮りいたします。

両請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、両請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、請願第９号についてお諮りいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の
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継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、請願第19号についてお諮りいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、請願第20号についてお諮りいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りいたしました各請願を

除く閉会中の継続調査については、各委員長の

申し出のとおり決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、議員及び委員会から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成21年６月30日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 中野 廣明

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

国直轄事業負担金の抜本的な見直しを求め

る意見書

議員発議案第２号

小腸移植に医療保険適用を求める意見書

議員発議案第３号

核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書

議員発議案第４号

教育予算の拡充を求める意見書

議員発議案第５号

介護保険制度の改正に関する意見書

平成21年６月30日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 厚生常任委員長 長友 安弘

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第６号

肝炎対策のための基本法の早期制定を求め

る意見書

平成21年６月30日



- 286 -

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 緒 嶋 雅 晃

星 原 透

井 上 紀代子

水 間 篤 典

外 山 衛

満 行 潤 一

新 見 昌 安

黒 木 正 一

松 田 勝 則

押 川 修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第７号

厳しさを増す森林・林業・木材産業の活性

化を求める意見書

平成21年６月30日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 緒 嶋 雅 晃

中 野 一 則

田 口 雄 二

横 田 照 夫

萩 原 耕 三

松 田 勝 則

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第８号

陸上自衛隊の定員確保を求める意見書

◎ 議員発議案第１号から第８号まで

追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第８号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第８号

「陸上自衛隊の定員確保を求める意見書案」に

反対の立場から討論いたします。

同意見書（案）では、自衛隊の果たす役割が

述べられ、県内における陸上自衛隊の定員を削

減せず、確保することを求めています。しか

し、自衛隊員の定員を確保することで、若者の

雇用の確保や地域経済の活性化、災害時の復興

活動、有事や国際平和維持を理由に外国に出か

けて任に当たる等々が、果たして妥当なことで

しょうか。

深刻な雇用・経済危機のもとで、貧困、格差

社会はますます広がりを見せています。一刻も

早く経済を立て直し、国民だれもが安心して暮

らせる、まともなルールある社会づくりが求め

平成21年６月30日(火)
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られており、政治の責任が大きく問われていま

す。こうした中で、自衛隊を若者の雇用の手段

としたり、地域経済の糧などとすることが果た

して健全なあり方なのか、しっかり見直し、基

地に頼らないまちづくりこそ今、必要なのでは

ないでしょうか。

また、災害時の復旧活動に自衛隊も協力はし

ますが、最後に力を発揮するのは消防隊員で

す。それは、自衛隊は日常的に軍事訓練は行っ

ても、基本的には災害復旧のための訓練などは

行っていないからです。災害などから国民・県

民の安全を守るためには、常備の消防力を強化

して任務に当たれるようにすることこそ重要で

す。

また、国際的な平和維持活動に貢献するかの

ようにも言われていますが、本来、外交努力な

しには、戦争や紛争などといった問題の解決が

図られないことは明らかです。

今、政治がなさねばならないことは、この経

済・財政危機状況においても、毎年５兆円もの

税金を軍事費に費やし続けていることなどを見

直して、国民の暮らしや福祉、医療、教育に予

算を振り向けることです。国民の暮らしを豊か

にして、深刻な不況を解決し、経済を立て直す

ことです。そうすることが新たな雇用を生み出

し、まともな、健全な社会をつくることができ

ます。あらゆる可能性を秘めた若者の未来を、

希望の持てるものにすることこそ重要です。

以上、幾つかの問題点を述べ、同意見書案に

ついて反対を表明するものです。以上です。

〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第８号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第８号についてお諮りいた

します。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第１号から第７号まで採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第１号から

第７号までの各号議案を、一括お諮りいたしま

す。

各号議案は、原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 天皇陛下御即位20年に伴う賀詞奉呈の件

○中村幸一議長 ここで申し上げます。

本年は、天皇陛下におかせられましては、御

即位20年をお迎えになられ、まことに慶賀にた

えないところであり、謹んでお祝い申し上げる

ものであります。

お諮りいたします。

このたびの天皇陛下の御即位20年に伴う賀詞

奉呈の件を日程に追加し、議題とすることに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

賀詞奉呈の件を議題といたします。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

平成21年６月30日(火)
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討論についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 今議会で、ことし

が天皇即位20年に当たることをもって、その祝

意を県議会の名で表明し、奉呈することが提案

をされました。

しかし、天皇即位における継続の節目を祝う

かどうかは、広く国民、個々人の見解、見識に

ゆだねられるものであって、特に多様な意見を

議論し合い、最も民主主義が尊重されなければ

ならない議会にあっては、県議会の名で、しか

も「県民とともに」などの表現でその祝意を表

明することは適切ではないと考えます。

もちろん、各会派や各議員がそれぞれの立場

でお祝いを述べることに、何ら異論のあるもの

ではありません。

したがって、今回の県議会の名をもって行お

うとする賀詞奉呈について、賛同することはで

きませんし、御一考いただくことを強く要望し

て、意見の表明といたします。以上です。〔降

壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 天皇陛下御即位20年に伴う賀詞奉呈採決

○中村幸一議長 お諮りいたします。

天皇陛下の御即位20年に当たり、お手元に配

付のとおり、天皇陛下に、本県議会の名をもっ

て賀詞を奉呈することに賛成の議員の起立を求

めます。〔巻末参照〕

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数ですので、そのよう

に決定いたしました。

◎ 閉 会

○中村幸一議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

これをもちまして、平成21年６月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時10分閉会

平成21年６月30日(火)



資 料



平成２１年６月定例県議会日程

１９日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:15
会議録署名議員指名

６．１２ 金 本会議 議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

１３ 土
（ 閉 庁 日 ）

１４ 日

１５ 月 一般質問通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

１６ 火

１７ 水 議会運営委員会 9:30

１８ 木 本会議 一 般 質 問 請願締切 12:00

１９ 金

２０ 土
（ 閉 庁 日 ）

２１ 日

２２ 月 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00

本会議
（会派提出）

２３ 火
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

２４ 水

常 任 委 員 会
２５ 木 休 会 議員発議案締切 17:00

（会派提出を除く）

２６ 金 特 別 委 員 会 議会運営委員会

２７ 土
（ 閉 庁 日 ）

２８ 日

２９ 月 休 会 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告、質疑 議会運営委員会 9:30
３０ 火 本会議 討論、採決

閉会
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平成２１年６月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割
６月１７日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 社 会 民 主 党 満行 潤一 １０：００～１１：００

２ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 中野 一則 １３：００～１４：００

４ 愛 み や ざ き 武井 俊輔 １４：００～１５：００

６月１８日（木）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

５ 社 会 民 主 党 鳥飼 謙二 １０：００～１１：００

６ 愛 み や ざ き 図師 博規 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 丸山裕次郎 １３：００～１４：００

８ 民 主 党 井上紀代子 １４：００～１５：００

６月１９日（金）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

９ 自由民主党県民の会 濵砂 守 １０：００～１１：００

１０ 公 明 党 河野 哲也 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 愛 み や ざ き 松田 勝則 １３：００～１４：００

１２ 自 由 民 主 党 押川修一郎 １４：００～１５：００

６月２２日（月）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１３ 自 由 民 主 党 十屋 幸平 １０：００～１１：００

１４ 自 由 民 主 党 山下 博三 １１：００～１２：００ 休憩

１５ 公 明 党 長友 安弘 １３：００～１４：００

１６ 民 主 党 権藤 梅義 １４：００～１５：００

６月２３日（火）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１７ 自 由 民 主 党 黒木 正一 １０：００～１１：００

１８ 社 会 民 主 党 外山 良治 １１：００～１２：００ 休憩

１９ 自 由 民 主 党 松村 悟郎 １３：００～１４：００

２０ 自 由 民 主 党 萩原 耕三 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間３０分以内
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平成２１年６月定例会

議案・請願 委員会審査結果表

［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察
水産 企業

第１号 平成２１年度宮崎県一般会計補正予算（第２号） 可決 可決 可決 可決

第２号 宮崎県行政機関設置条例の一部を改正する条例 否決

第３号 宮崎県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正 可決
する条例

第４号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正す 可決
る条例

第５号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決 可決

第６号 知事の退職手当の特例に関する条例 可決

第７号
地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

可決
正する条例

第８号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を

可決
改正する条例

第９号 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 可決

第１０号 みつばち転飼取締条例の一部を改正する条例 可決

第１１号 市町の廃置分合について 可決

第１２号 財産の取得について 可決

第１３号 平成２１年度宮崎県一般会計補正予算（第３号） 可決 可決 可決 可決 可決

第１４号
平成２１年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予

可決
算（第１号）

第１５号
平成２１年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１

可決
号）

第１６号 宮崎県地域自殺対策緊急強化基金条例 可決

第１７号 宮崎県森林整備加速化・林業再生基金条例 可決

報告第１号 専決処分の承認を求めることについて 承認 承認 承認 承認
（平成２０年度宮崎県一般会計補正予算（第６号））

報告第２号
専決処分の承認を求めることについて 承認
（宮崎県税条例の一部を改正する条例）
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察
水産 企業

第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める請願 継続

第９号
「宮崎県中小企業振興基本条例（仮称）」の制定を求

継続
める請願

第１１号 障害者自立支援法の抜本的改善を求める請願 継続

第１９号 平成２１年度宮崎地方最低賃金改正についての請願 継続

第２０号 物価に見合う年金引き上げを求める請願 継続

第２１号
精神障がい者に対する交通運賃割引制度の適用を求め

採択
る請願

第２２号
肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書提出に

採択
ついての請願

「進行性骨化性異形成症（ＦＯＰ）」「アレルギー性

第２３号 肉芽腫性血管炎」「線維筋痛症」「シェーグレン症候 採択
群」の４疾患を県単独事業の特定疾患に認定を求める
請願

第２４号
宮崎県の地域医療の拡充と救急医療体制の整備を求め

採択
る請願
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２１年６月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

総務政策常任委員会 県民政策及び行財政対策に関する調査 調査を要す

るため

請願第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める

請願

請願第11号 障害者自立支援法の抜本的改善を求める 慎重な審査

厚 生 常 任 委 員 会
請願 ・調査を要

請願第20号 物価に見合う年金引き上げを求める するため

請願

福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関する調査

請願第９号 ｢宮崎県中小企業振興基本条例(仮称)｣

の制定を求める請願 慎重な審査

商工建設常任委員会
請願第19号 平成21年度宮崎地方最低賃金改正に ・調査を要

ついての請願 するため

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

環 境 農 林 水 産 環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査 調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表



議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計補正予算（第2号） ６月30日・可 決

〃 第２号 宮崎県行政機関設置条例の一部を改正する条例 ６月30日・否 決

〃 第３号 宮崎県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改 ６月30日・可 決

正する条例

〃 第４号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第５号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第６号 知事の退職手当の特例に関する条例 〃

〃 第７号 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第８号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第９号 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第10号 みつばち転飼取締条例の一部を改正する条例

〃 第11号 市町の廃置分合について 〃

〃 第12号 財産の取得について 〃

〃 第13号 平成21年度宮崎県一般会計補正予算（第3号） 〃

〃 第14号 平成21年度宮崎県公営企業会計(電気事業）補正予 〃

算(第１号）

〃 第15号 平成21年度宮崎県立病院事業会計補正予算(第１ 〃

号）

〃 第16号 宮崎県地域自殺対策緊急強化基金条例 〃

〃 第17号 宮崎県森林整備加速化・林業再生基金条例 〃

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ６月30日・承 認

〃 第２号 専決処分の承認を求めることについて 〃

議員発議案 第１号 肝炎対策のための基本法の早期制定を求める意見書 ６月30日・可 決

〃 第２号 国直轄事業負担金の抜本的な見直しを求める意見書 〃

〃 第３号 小腸移植に医療保険適用を求める意見書 〃

〃 第４号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書 〃

〃 第５号 教育予算の拡充を求める意見書 〃

〃 第６号 介護保険制度の改正に関する意見書 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

議員発議案 第７号 厳しさを増す森林・林業・木材産業の活性化を求め ６月30日・可 決

る意見書

〃 第８号 陸上自衛隊の定員確保を求める意見書 〃
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意見書、その他



肝炎対策のための基本法の早期制定を求める意見書

ウイルス性肝炎は、本人が感染を自覚しないことが多いため、感染した状態が

放置され、重篤な病態を招くおそれの高い国内最大の感染症であり、全国で毎年

４万人がそのために死亡していると言われている。

またＢ型、Ｃ型肝炎の感染原因の多くは、輸血、血液製剤の投与、予防接種に

おける針・筒の不交換等の誤った医療行為などによるものと指摘されている。

このため国におかれては、平成２０年から新しい肝炎対策を推進するため、肝

炎ウイルス検査の推進をはじめ、インターフェロン治療における負担軽減や肝炎

研究などに取り組んでいるところであるが、あくまでも予算措置にとどまってお

り、明確な法的根拠に基づく恒久的対策とはなっていないところである。

一方、都道府県によっては、取り組みに差があることや、専門医療機関の不足

や偏在があり、医療体制の確保が大きな課題となっている。

さらに、肝硬変や肝がんとなった患者は、長期療養のため不安を抱えた生活を

余儀なくされていることや、地域社会において、必ずしも感染症に対する差別意

識が克服されていないことから、患者及び家族は、精神的にも大きな負担を受け

ているところである。

よって、国においては、ウイルス性肝炎の全国的な根絶に向けた肝炎対策を着

実に実行されるよう、肝炎対策のための基本法を早期に成立させることを強く要

望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年６月３０日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様

参議院議長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様

厚生労働大臣 舛 添 要 一 様

内閣官房長官 河 村 建 夫 様
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国直轄事業負担金の抜本的な見直しを求める意見書

国の直轄事業は、法律により事業範囲を定め、国自らが直接行う広域的事業で
あるが、その実施にあたっては、大変厳しい財政状況の中で地方が負担金を支出
している。
特に今回、この国直轄事業負担金に、国道事務所等の庁舎改修費や国家公務員

の人件費、退職手当、一般旅費、さらに上級機関である地方整備局の人件費まで
が含まれていることが明らかになり、地方分権の課題として、そのあり方そのも
のが大きくクローズアップされているところである。
したがって、国におかれては、今後の国直轄事業のあり方について、地方の自

主性・裁量性を拡大し、分権型社会にふさわしい制度へ再構築するよう下記の事
項を強く求めるものである。

記

１ 地方の予算編成等に支障を生じないよう、国は、負担金の基準や内訳明細に
ついて、早期に十分な説明や詳細な情報提供を徹底し、負担金の対象とし得る
経費を明確化すること。

２ 現行制度の抜本的な再構築に向け十分な協議を行い、地方が担うべき事業は、
権限と財源を地方へ一体的に移譲した上で、地方が自らの判断で、自主的、主
体的に事業実施できるようにすること。

３ 国と地方の役割に応じた財政負担へ転換させる観点から、社会資本整備に関
する国と地方の役割分担を明確にするとともに、国直轄事業負担金制度につい
ては、早期に抜本的な見直しを図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年６月３０日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 江 田 五 月 様
内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様
総 務 大 臣 佐 藤 勉 様
財 務 大 臣 与謝野 馨 様
農林水産大臣 石 破 茂 様
国土交通大臣 金 子 一 義 様
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小腸移植に医療保険適用を求める意見書

小腸移植は、小腸の消化や吸収不全などのため、栄養、水分、電解質などを経静

脈的に補給しなければ生命を維持することができない小腸不全の患者を対象に行わ

れる。

腸捻転や腸閉鎖、壊死性腸炎、クローン病などの短腸症候群や、ヒルシュスプル

ング病類縁疾患などの不可逆性小腸機能不全の疾患について、基本的な治療手段で

ある中心静脈栄養法ができない状態となった場合、この小腸移植の適応となる。

心臓や肺、肝臓、膵臓などの臓器移植については医療保険が適用されており、移

植手術により多くの患者が生を得ているが、小腸移植手術は、脳死、生体のいずれ

においても医療保険の適用がなく、従って必要となる多額の費用は全て自己負担と

されている。さらに小腸移植は、経験のある医療機関が全国的に少ないこともあっ

て、患者や家族にかかる精神的、経済的な負担や苦労は大変大きなものとなってい

る。

よって、国においては、小腸移植における患者負担の軽減を図るため、早期に医

療保険を適用されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年６月３０日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様

参議院議長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様

厚生労働大臣 舛 添 要 一 様
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核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書

核兵器廃絶と恒久平和は、私たち被爆国民の心からの願いである。
しかし核兵器は未だに世界に約2万1千発も存在し、核兵器の脅威から、今なお

人類は解放されていない。2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面
的な核兵器廃絶を約束したはずが、2005年の同会議では、実質合意ができず、核
軍縮はもとより核不拡散体制さえも危機的状況に直面している。核保有国である
米国、ロシア、英国、フランス、中国の五カ国に加え、ＮＰＴ未加盟のインド、
パキスタンさえも核兵器を保有し、さらに、２度にわたる地下核実験を実施した
北朝鮮の動向などは、核不拡散体制を大きく揺るがしている。
よって、政府においては、核兵器の廃絶と恒久平和実現のため、被爆65周年を

迎える2010年の核拡散防止条約（NPT）再検討会議に向けて、実効ある核兵器廃
絶の合意がなされるべく、下記の事項について強く要望する。

記

１ 政府は、国是である非核三原則を堅持するとともに、平和市長会議が提唱す
る2020年までに核兵器の廃絶をめざす「2020ビジョン」を支持し、その実現に
向けて取り組むこと。

２ 非核兵器地帯構想が世界平和の維持に重要な意義を有していることに考慮
し、世界各地に非核兵器地帯条約が実現するよう国際的努力を行うこと。特に、
朝鮮半島と日本を含めた北東アジア非核兵器地帯構想を早急に検討すること。

３ 核拡散防止条約(NPT)の遵守及び加盟促進、包括的核実験禁止条約(CTBT)の
早期発効、核実験モラトリアムの継続、兵器用核分裂性物質生産禁止条約（カ
ットオフ条約）の交渉開始と早期妥結に全力で取り組むこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年６月３０日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 江 田 五 月 様
内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様
外 務 大 臣 中曽根 弘 文 様
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教育予算の拡充を求める意見書

すべての子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとっ

て極めて重要なことである。しかしながら、義務教育国庫負担金の縮小や地方交

付税削減の影響、厳しい財政の状況などから、自治体において、教育予算を確保

することが難しくなっている。

地方財政が逼迫している中、少人数教育の推進、学校施設、旅費、教材費、就

学援助・奨学金制度など教育条件の自治体格差が広がり、家計や所得の違いが教

育格差につながっている。

自治体の財政力や保護者の所得の違いによって、子どもたちが受ける「教育水

準」に格差が生じないよう、教育予算を国全体としてしっかりと確保・充実させ

る必要がある。

国におかれては学校施設整備費、就学援助・奨学金など教育予算の充実のため、

地方交付税を含む国の予算を拡充することを強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年６月３０日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様

参議院議長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 佐 藤 勉 様

財 務 大 臣 与謝野 馨 様

文部科学大臣 塩 谷 立 様
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介護保険制度の改正に関する意見書

少子高齢化の進展、家族像の変容が進む中で、介護保険は介護を必要とする者

だけでなく、高齢者を支える家族や地域にとっても、ますます重要な制度となっ

ている。

国民が安心し、安定した暮らしを営むことが出来るようにするためには、サー

ビス水準を低下させたり、新たな自己負担を導入することなく、介護保険制度の

信頼を高めるとともに持続可能な制度に改めていかなければならない。

よって国においては、介護保険制度の安定と充実のために、下記の事項を含む

施策の早急な実施を行うよう強く要望する。

記

１ 要介護認定にバラツキがあるとの指摘を踏まえ、認定基準の見直しを行うこ

と。

２ 療養病床再編については、介護の場から追い出される高齢者を出さないよう、

療養病床の削減計画を見直し、必要な病床を確保すること。

３ 介護労働者の賃金や労働条件を大幅に引き上げ、職員の資質向上のための研

修の機会の拡充を図ること。

４ 良質なグループホームの増設など、良質な介護・医療が提供できる体制を整

備すること。

５ 介護事業者が適切に事業を行うよう、指導・監督を強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年６月３０日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様

参議院議長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様

財 務 大 臣 与謝野 馨 様

厚生労働大臣 舛 添 要 一 様
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厳しさを増す森林・林業・木材産業の活性化を求める意見書

近年、地球温暖化が深刻な環境問題として大きくクローズアップされる中で、
二酸化炭素を吸収・固定する森林・木材は低炭素社会実現の主役として強い期待
が寄せられている。
しかしながら、今回の１００年に一度とも言われる世界的な経済危機は、我が

国経済に深刻な影響を与え、特に、木材需要の急激な縮小とその価格の急落は、
地域の木材生産・加工・流通体制にかつてない甚大な混乱をもたらし、経営基盤
が脆弱な森林・林業・木材産業をさらに危機的な状況に陥れている。
特に本県は、スギの生産量が１８年連続して全国一となるなど全国有数の林業

県であるがゆえに最も厳しい状況を強いられる立場にあり、森林・林業を基幹産
業とする山村は崩壊の危機に立たされている。
よって、国におかれては、厳しさを増す森林・林業・木材産業の活性化を図り、

山村を再生させるため、下記事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。

記

１ 国産材価格の長引く低迷と昨今の急落を踏まえ、木材価格安定基金を創設す
るとともに、生産流通経費の一部助成等の措置を講じること。また、価格や需
給の状況に応じ国有林の木材生産量の抑制等を行う調整機能を整備すること。

２ 森林吸収源対策を推進するための安定的な財源措置の確保を図ること。また、
木材の炭素固定機能に着目した税制上の措置（いわゆるカーボンストック減税）
を行うなど森林経営対策を推進すること。

３ 地球温暖化防止機能に着目した住宅・土木用資材及び建築物への利用を促進
すること。また、木質バイオマス利用施策の推進による国産材需要の拡大とそ
の安定的な生産・加工・流通体制を整備すること。

４ 国産材価格が安定しない中、森林組合等の林業事業体が施業受託後に出荷を
保留せざるを得ない間の金利負担を軽減する無利子貸付基金を創設すること。
また、林業事業体が年間を通して事業量を確保できる仕組みを構築すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年６月３０日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 江 田 五 月 様
内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様
財 務 大 臣 与謝野 馨 様
農林水産大臣 石 破 茂 様
経済産業大臣 二 階 俊 博 様
環 境 大 臣 斉 藤 鉄 夫 様
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陸上自衛隊の定員確保を求める意見書

冷戦終結以降、貧困・経済格差、宗教・民族対立等といった紛争の火種は、世

界的広がりをみせ、大量破壊兵器等の拡散や国際的テロ等の新たな脅威や多様な

事態が発生している。さらに、北朝鮮による核実験やミサイル発射など、東アジ

アにおいても不安定な政治情勢が続いている。さらに、国際平和協力活動や国民

保護法に基づく自衛隊活動など、自衛隊活動の多様性も求められている。そのよ

うな中で、国民の生命と財産を守る自衛隊の役割と重要性が高まってきていると

考える。

一方、過疎化や高齢化が進む地方においては、自衛隊の存在は若者の雇用など

地域の社会的機能を維持する上でも様々な役割が期待されている。特に、災害対

応については、平成７年の阪神・淡路大震災での災害派遣以降、自衛隊の災害救

援活動に対する国民の期待はますます大きくなっている。本県においても、平成

１７年台風１４号の折りに都城駐屯地・えびの駐屯地などの地元自衛隊による献

身的な復旧・救助活動が行われたことは、県民の記憶に新しいところであるが、

風水害の多い本県では、このような自衛隊活動が、県民の安全な暮らしへの大き

な支えとなっているところである。

にもかかわらず、我々の期待に逆行して、県内においては、えびの駐屯地のコ

ア化などにより、陸上自衛隊の定員削減が行われており、地元では、住民不安の

増大や経済の沈下を招いている。引き続き、自衛隊の定員削減がなされるならば、

今回の未曾有の経済危機の中、地域経済への影響はますます深刻となり、県民総

力戦で豊かで安心な郷土づくりを目指している我々としては、大きな危惧を抱か

ざるを得ない。

よって、政府においては、本県はじめ全国の地方が抱える不安の実情を十分認

識し、陸上自衛隊の定員確保が図られるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年６月３０日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 河 野 洋 平 様

参議院議長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 佐 藤 勉 様

財 務 大 臣 与謝野 馨 様

防 衛 大 臣 浜 田 靖 一 様
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請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 － － －

厚 生 ５ ２ ７

商 工 建 設 １ １ ２

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 ６ ３ ９
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新 規 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 19 号 受理年月日 平成２１年６月５日

請 願 者 宮崎県宮崎市広島２丁目４番地１１ＴＯＫＩＷＡ２０ビル２階

住所・氏名 日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

会 長 横 山 節 夫

平成２１年度宮崎地方最低賃金改正についての請願書

「要旨」

平成２１年度宮崎地方最低賃金改正に関して、下記について、

宮崎労働局ならびに関係行政機関に対して意見書を提出いただく

よう請願いたします。

「理由」

最低賃金の目的は、最低賃金法第１条に明記してあるように、

賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することによ

り、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働

力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国

民経済の健全な発展に寄与することを目的とするとしています。

連合は、これらの目的および最低賃金法改正の趣旨に照らし、

「生活できる最低賃金」であることはもとより、賃金が労働の対

価として適正なものとなるようその底上げと格差改善に寄与する

最低賃金の確立に向け、その水準や決定の仕組みをさらに拡充・

請願の件名 改善させることが重要と考えます。

雇用形態の多様化が進む中で、パートタイム労働者をはじめと

する非正規労働者は増え続け３７．８％に達すると同時に、低所

得者層も増加し、１，０００万人を超える労働者が年収２００万

円以下となっています。

このように格差が拡大する中で、２００８年７月１日には、４

０年ぶりに最低賃金法も改正され、最低賃金がもつ意義がますま

す重要になりました。地域別最低賃金を有効に機能させるために

は、一般的な賃金の実態に見合った十分な水準の引き上げが極め

て重要な課題となっています。

ご承知の通り、宮崎県は平成２０年度地域別最低賃金時間額は、

６２７円であり、全国最下位グループに位置しています。

これらの状況から脱却し、地方で働く県民の意欲を高め、優秀

な人材を確保していくためには、最低賃金の引き上げが大変重要

な要素となります。

以上の観点から、貴議会におかれましては、本請願の要旨をご

理解の上、宮崎労働局ならびに関係行政機関に対して意見書を提
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出いただくようお願いいたします。

記

１．平成２１年度宮崎地方最低賃金の改正にあたっては、改正最

低賃金法の趣旨を踏まえ、必要最低生計費の実態、一般労働

者の賃金水準の適切な反映、経済諸指標との整合性の確立、

さらには中央水準との格差是正などを踏まえた上積みの改正

を図ること。

２．宮崎県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に

対する指導監督を強化し改正最低賃金法の周知・徹底を図る

こと。罰則規定の見直しや「派遣労働者には派遣先の地域別

最低賃金が適用されること」について周知を図り、行政指導

を強めること。

３．最低賃金の履行確保のための監督にあたる要員の増強等監督

体制の抜本的強化を図るとともに、違反事業所の積極的な摘

発や罰則適用の強化等、最低賃金制度の実効性を高めること。

紹 介 議 員 田口 雄二

満行 潤一

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 20 号 受理年月日 平成２１年６月１７日

請 願 者 宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名 全日本年金者組合宮崎県本部

委員長 津守 信弘

物価に見合う年金引き上げを求める請願

［請願の要旨］

高齢者福祉の充実など日頃のご努力に心より敬意を表します。

私たち高齢者は、年金や介護保険の改悪、年金課税の強化、後

期高齢者医療制度の強行などに加えて物価高騰が追い打ちかけ、

厳しい生活を強いられています。年金者組合の調査でも「これ以

上、衣食住費が高騰したら死ぬばかり。自殺も考えている」「お

金がなくて病気をしても病院には行けない」など悲鳴のような声

が寄せられています。高齢者への課税が強化され、健康保険料、

介護保険料が引き上げられる一方で介護の利用料・医療費が上が

るなど、この数年高齢者への負担増が押し付けられてきました。

しかも、政府の物価指数は、ＩＴ機器やテレビ、パソコン、カメ

ラなどの大幅な下落を含むもので、実態より低く抑えられていま

す。実際には生鮮食料品などが高騰しつづけるなか、高齢者は食

べることすら切り詰める生活を余儀なくされています。

請願の件名 無年金者・低年金者への対策は放置され、高齢者の自殺や犯罪

も激増するなかで、マスコミも高齢者の貧困に注目し始めていま

す。物価に合わせて年金を引き上げるのは世界の常識です。日本

の年金も物価スライド方式でした。ところが、政府はマクロ経済

スライドを導入したばかりでなく、賃金が下がれば物価スライド

を適用しないことを決め、さらに、過去の「引き下げ凍結分」も

適用して物価が上がっても年金を上げない仕組みを２重３重に作

っています。政府・厚労省は本年度も物価が高騰しているにもか

かわらず、年金の引き上げを行いませんでした。

これは、高齢者の生存権を認めない不当なものです。私たちは

物価高騰に見合う年金引き上げを求めて、下記事項について地方

自治法第９９条に基づいて国に意見書を提出していただきますよ

う請願いたします。

記

１．物価高騰に見合う年金の引き上げを行うこと。
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２．その際、無年金者・低年金者に「生活支援金」を上乗せして

行うこと。

紹 介 議 員 満行 潤一

井上 紀代子

前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 21 号 受理年月日 平成２１年６月１７日

請 願 者 宮崎市堀川町１６５番地

住所・氏名 特定非営利活動法人 宮崎県精神福祉連合会 理事長 立本 久子

宮崎市学園木花台西２丁目４－６

社団法人宮崎県看護協会 会長 串間 秀子

宮崎市鶴島２丁目９－６ みやざきＮＰＯハウス３０１号

一般社団法人宮崎県社会福祉士会 会長 松井 利博

宮崎市福島町寺山３１４７番地 宮崎若久病院内

宮崎県精神保健福祉士会 会長 浅岡 悦子

宮崎市大字小松１１１９－８ 宮崎リハビリテーション学院 作業療法学科内

宮崎県作業療法士会 会長 関 一彦

宮崎市鶴島２丁目９－６ ＮＰＯハウス３０４号

宮崎県介護福祉士会 会長 前田 薫

宮崎市橘通西１丁目５－３ （医）ハートピア細見クリニック内

宮崎県精神神経科診療所協会 会長 細見 潤

宮崎市松橋１丁目１番３２号

社団法人宮崎県精神科病院協会 会長 髙宮 眞樹

精神障がい者に対する交通運賃割引制度の適用を求める請願

（要旨）

身体・知的障がい者に対しては、現在バスや鉄道など各種の運

賃割引があり重度の障がいがあっても、普通に社会生活が送れる

よう配慮されています。障害者自立支援法施行により、３障がい

請願の件名 が一元化され、ようやく本年3月16日から、バス料金割引料金が

適用されたところでありますが、交通手段の選択肢の観点からは

不十分な状況であると言わざるを得ません。精神障がい者の自立

した社会参加を促進する上でも、各種の交通運賃割引が実現され

るよう請願します。

（理由）

地域で生活する精神障がい者は、医療やリハビリのために定期
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的な通院・通所が必要不可欠であり、また、就労した際の移動手

段としても公共交通機関の利用が最も身近な移動方法でありま

す。その中で、精神保健福祉手帳が新設された際に、写真貼付が

さていないことが、本人確認が困難とのことで、運賃割引制度が

適用外でありましたが、現在では写真が貼付されており、その問

題は解決しているものと理解しております。

また、精神障がい者への理解を啓発していく上でも、地域の多く

の方々との交流が必要であり、そのことが障がいの改善にもつな

がる重要な要素であります。

以上の理由により、各種交通運賃割引制度の精神障がい者への適

用を請願いたします。

紹 介 議 員 中野 一則

徳重 忠夫

満行 潤一

図師 博規

新見 昌安

権藤 梅義

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 22 号 受理年月日 平成２１年６月１８日

請 願 者 宮崎県宮崎市永楽町１８２－６ 弁護士法人えいらく法律事務所気付

住所・氏名 九州薬害肝炎弁護団（宮崎弁護団）

代表 松田 幸子

（要旨）

肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書提出についての

請願

（理由）

ウイルス性肝炎は，本人が感染を自覚しないことが多いため，

感染した状態が放置され，重篤な病態を招くおそれの高い国内最

大の感染症である。全国で毎年４万人がそのために死亡している

と言われ，宮崎県内においても少なくない患者が死亡している。

また，地域社会において，必ずしも感染症に対する差別意識が克

服されていないことから，患者家族は，精神的にも大きな負担を

受けている。

Ｂ型，Ｃ型肝炎とも，ウイルスに汚染された血液を通じて感染

し，その経路は，輸血，血液製剤の投与，予防接種における針・

筒の不交換等の誤った医療行為などによるものと指摘されてい

る。

請願の件名 このため国は，２００８（平成２０）年から，新しい肝炎対策

を推進するため，肝炎ウイルス検査の促進，インターフェロン治

療における負担軽減や肝炎研究などに取り組んでいるところであ

る。しかし，あくまでも予算措置にとどまっており，明確な法的

根拠に基づく恒久的対策ではない。

加えて，地方自治体によって取り組みに差があり，特に宮崎県

においては，関係諸機関の努力にもかかわらず，専門医療機関の

不足や偏在があり，診療体制確保が大きな課題となっている。さ

らには，肝硬変や肝がんとなった患者の中には，長期療養のため

経済的不安を抱えた生活を余儀なくされる者もあり，早急に，恒

久的な対策の推進を図ることが求められている。

よって，国会および政府がウイルス性肝炎の全国的な根絶に向

けた肝炎対策のための基本法を早期に成立されるよう，県議会に

おいて積極的推進のための意見書を提出してくださいますよう請

願いたします。
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紹 介 議 員 宮原 義久

河野 哲也

井上 紀代子

満行 潤一

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 23 号 受理年月日 平成２１年６月１８日

請 願 者 宮崎市江平１丁目２－２８ 第４丸三ビル６階

住所・氏名 宮崎県難病団体連絡協議会

会長 首藤 正一

（要旨）

「進行性骨化性異形成症（ＦＯＰ）」「アレルギー性肉芽腫性血管

炎」「線維筋痛症」「シェーグレン症候群」の４疾患を宮崎県単独

事業としての特定疾患に認定を求める請願

（理由）

「進行性骨化性異形成症（ＦＯＰ）」「アレルギー性肉芽腫性血管

炎」「線維筋痛症」「シェーグレン症候群」は国の特定疾患として

請願の件名 認定されていない。

しかし県内の４疾患の患者団体から特定疾患認定の要望がある。

特に、「アレルギー性肉芽腫性血管炎」や「シェーグレン症候群」

は他の都道府県において特定疾患として認定し、独自の医療費助

成を行っている。

認定されれば、医療費負担の軽減だけでなく、保健所等がこれら

の疾患の患者の状態を把握することができ、あらゆる医療福祉サ

ービスに反映させることができると考えている。県内のこれらの

希少疾患を特定疾患に認定するよう要望する。

紹 介 議 員 十屋 幸平

横田 照夫

満行 潤一

徳重 忠夫

松田 勝則

河野 哲也

井上 紀代子

前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 24 号 受理年月日 平成２１年６月１８日

請 願 者 宮崎市江平１丁目２－２８ 第４丸三ビル６階

住所・氏名 宮崎県難病団体連絡協議会

会長 首藤 正一

宮崎県の地域医療の拡充と救急医療体制の整備を求める請願書

（要旨）

医師不足、専門医の偏在などをなくし、地域医療対策の充実と救

急医療体制の整備について、県民の代表である県議会が中心とな

って調査研究をし、関係機関に呼びかけてもらえるよう求める請

願

請願の件名 （理由）

平成２１年４月４日に日向市で発生した救急患者が、救急医院に

受け入れられずに死亡し、全国に報道された事例が再び起こるこ

とのないように対策を講じてください。

また、この問題の根底には、医療不足など地域医療体制の不備に

あると思います。これらのことについて、県としても積極的に取

り組まれていると思いますが、尚一層のご努力をお願いしたく請

願いたします。どうかよろしくおねがいいたします。

十屋 幸平

横田 照夫

満行 潤一

徳重 忠夫

松田 勝則

河野 哲也

井上 紀代子

前屋敷 恵美

紹 介 議 員

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ５ 号 受理年月日 平成１９年１２月１０日

請 願 者 宮崎市和知川原２丁目２５番１

住所・氏名 宮崎県社会保障推進協議会 会長 山田秀一

請願の件名 後期高齢者医療制度の充実を求める請願

紹 介 議 員 外山 良治

権藤 梅義

前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ９ 号 受理年月日 平成２０年 ６月１９日

請 願 者 宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名 宮 崎 県 商 工 団 体 連 合 会 会 長 吉田 正春

請願の件名 「宮崎県中小企業振興基本条例（仮称）」の制定を求める請願

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 11 号 受理年月日 平成２０年１２月 ４日

請 願 者 宮崎市祇園３丁目１５８

住所・氏名 宮崎県知的障害者施設保護者会連絡協議会

会長 川畑 紀一郎

請願の件名 障害者自立支援法の抜本的改善を求める請願

紹 介 議 員 外山 良治

十屋 幸平

宮原 義久

井上紀代子

前屋敷恵美

武井 俊輔

河野 哲也

摘 要
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議 事 経 過



月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（萩原、前屋敷両議員）

６月12日 金 本 会 議 議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第12号及び報告第１号、第２号上程

知事提案理由説明

６月13日 土

６月14日 日

６月15日 月
休 会 （議案調査）

６月16日 火

議案第13号～第17号追加上程

６月17日 水 知事提案理由説明

本 会 議 一般質問（満行、前屋敷、中野一則、武井各議員）

６月18日 木 知事報告

一般質問（鳥飼、図師、丸山、井上各議員）

６月19日 金 一般質問（濵砂、河野哲也、松田、押川各議員）

６月20日 土

６月21日 日

６月22日 月 一般質問（十屋、山下、長友、権藤各議員）

６月23日 火
本 会 議 一般質問（黒木正一、外山良治、松村、萩原各議員）

議案・請願委員会付託

６月24日 水
常任委員会

６月25日 木 休 会

６月26日 金 特別委員会

６月27日 土

６月28日 日
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

６月29日 月 休 会 （議事整理）

常任委員長審査結果報告

討論（議案第２号に反対）（図師議員）

討論（議案第６号に賛成）（武井議員）

討論(報告第１号、請願委員長報告に反対）（前屋敷議員）

採決（議案第２号）（否決）

採決（議案第６号）（可決）

採決（報告第１号）（承認）

採決（議案第１号、第３号～第５号、第７号～第17号、報告

第２号）（可決または承認）

採決（請願４件）（採択）
６月30日 火 本 会 議

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第８号追加上程

討論（議員発議案第８号に反対）（前屋敷議員）

採決（議員発議案第８号）（可決）

採決（議員発議案第１号～第７号）（可決）

天皇陛下御即位20年に伴う賀詞奉呈の件

（前屋敷議員反対討論）

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 中 村 幸 一

宮 崎 県 議 会 副 議 長 井 本 英 雄

宮 崎 県 議 会 議 員 萩 原 耕 三

宮 崎 県 議 会 議 員 前屋敷 恵 美


